
国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

北海道更別村 1

タウン移動サービス

（自動運転の配車エ

ンジンとサービス連

携）

デマンド運行サービス（コンビニクル（※））を基

盤に、高齢者や⼦育て支援の機能を付加した任

意の地点間でのフルデマンド乗り合い運行を可能

とし、村民ボランティアによるデマンド交通や自動

運転車両の利用に付加価値を付与し収支バラン

スのとれた「タウン移動サービス」を提供します。

※  コンビニクルは62の自治体に導入されている

株式会社順風路のデマンド交通の配車エンジン

です。

村民が不便に感じている交通に対して、新たな価

値を付加した交通サービスを提供することで、⽣活

の利便性が向上します。経済効果として、⽣産誘

発額は14,000千円/年、1人の雇用増と試算し

ています。

村民ボランティアが送迎する場合、道路運送法第

4 条（一般旅客自動車運送事業の許可）の

「一般旅客自動車運送事業を経営しようとする

者は、国土交通大⾂の許可を受けなければなら

ない」また、送迎の対価を授受する場合、法第78

条（有償運送）に該当し、「自家用自動車は、

次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供して

はならない」となっており、これらの規制に抵触しま

す。

道路運送法第4条（一般旅客自動

車運送事業の許可）、法第78条

（有償運送）

現在、NPO法人が村民ボランティアに地域通貨を支払い、

村民に移動サービスを提供しています。更別村にはタクシー

会社が無く、今後の高齢者の増加や自動車の維持管理費

等を賄うことが困難です。したがって、村民が有償でのサービ

ス提供を可能とする規制改革を提案します。送迎の対価を

正統に授受することで事業性を確保するのみならず、サービ

スの質の向上を図ります。

国土交通省

道路運送法78条2号に定める自家用有償旅客運送では、市町村やＮＰＯ

法人等が運送主体となり、住民ドライバーが自家用車を持込んで運送するサー

ビス形態が可能であり、当該運送に際して実費の範囲内において運送の対価を

収受することが可能である。

よって、御提案については、現行制度の枠組みの中で対応可能である。

北海道更別村 2

安全・安心・防災を担

う地域統括センター

（地域見守り巡回）

安全・安心・防災における情報管理とオペレーショ

ンを一体管理する「地域統括センター」を構築、

各種画像や情報連携を通じ役場へスピーディな

情報提供や報告を行い、日常から村民を守る先

進的な体制作りを進める。地域全体の安全安心

と人との繋がりを深める（地域見守り巡回、移動

支援）バス上部の360度カメラにより異常発見時

には速やかな対応が可能です。

農村エリアの小さな拠点としての地域統括センター

で、地域見守り巡回、移動支援を行うことで、地

域全体の安全安心と人との繋がりを深めます。経

済効果として、⽣産誘発額は11,000千円/年、

1人の雇用増と試算しています。

地域統括センターに配置された職員によるコミュニ

ティバスの移動支援を行う場合、道路運送法第4

条（一般旅客自動車運送事業の許可）の「一

般旅客自動車運送事業を経営しようとする者

は、国土交通大⾂の許可を受けなければならな

い」また、送迎の対価を授受する場合、法第78

条（有償運送）に該当し、「自家用自動車は、

次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供して

はならない」となっており、これらの規制に抵触しま

す。

道路運送法第4条（一般旅客自動

車運送事業の許可）、法第78条

（有償運送

現在、NPO法人が村民ボランティアに地域通貨を支払い、

村民に移動サービスを提供しています。更別村にはタクシー

会社が無く、今後の高齢者の増加や自動車の維持管理費

等を賄うことが困難です。したがって、村民が有償でのサービ

ス提供を可能とする規制改革を提案します。送迎の対価を

正統に授受することで事業性を確保するのみならず、サービ

スの質の向上を図ります。

国土交通省

道路運送法78条2号に定める自家用有償旅客運送では、市町村やＮＰＯ

法人等が運送主体となり、市町村職員や住民ドライバーが自家用車を持込ん

で運送するサービス形態が可能であり、当該運送に際して実費の範囲内におい

て運送の対価を収受することが可能である。

よって、御提案については、現行制度の枠組みの中で対応可能である。

警察庁

　警察では、路側インフラを活用した公共車両優先システム(PTPS)によって、バ

ス等の公共交通機関を対象にした優先信号制御を行っています。

　デマンド交通の形態にもよりますが、上記のような優先信号制御であれば、本

件御提案の信号制御についても、必要となる路側インフラの整備等を行えば技

術的には実現可能と考えられます。ただし、自動運転車両が通行する際に、通

常時と異なる信号制御を行う場合は、交通の安全と円滑に影響がなく、また道

路利用者が混乱しないような措置が必要です。

　なお、現在、戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）の枠組みにおいて

GNSS（位置情報）等を活用した信号制御等に係る研究開発を実施してお

り、当該研究開発では、自動運転バス等への活用も見据え、路側インフラに依

存しない形でのPTPSを実現することを目指しています。

　以上の回答に関し、本提案に係る記載内容のみでは定かではない部分もある

ため、具体的な実施要領等を明らかにして個別に警察庁に御相談ください。

国土交通省

道路運送車両法では、すでに自動運転レベル４に対応している。具体的には、

道路運送車両法第41条の通り、システムが、運転者に代わって「認知」・「予

測」・「判断」・「操作」を行う、レベル３・４の自動運行装置を保安基準の対象

装置に追加しており、道路運送車両の保安基準第48条において、当該装置の

保安基準を規定している。

北海道更別村 4

地域通貨などのウォ

レットアプリを活用した

持続的な公共交通の

実現

北海道共通ポイントカードのEZOCAポイントの

ウォレットアプリと、北海道版MaaS展開事業の成

果をもとにEZOCAなどの地域通貨、地域ポイン

トの活用、「交通チケット」の概念を組み込むことで

持続的な公共交通網の維持を目指す。公共交

通の乗車率を高めることで、収益性、利便性の向

上も目指す。現状、広尾線は長距離を運行する

路線にもかかわらず一般道を運行する影響もあり

運行時間が長時間となり、利便性が損なわれて

いるが、 バスの運行ルートを高規格道路に拡充さ

せ速達性を確保するとともに、サツドラ店舗近辺に

デマンド交通などとの交通結節点となるバス停を

設置して、ラストワンマイルの輸送を確保する。

持続的な公共交通網の維持、公共交通の乗車

率を高めることで、収益性、利便性の向上を目指

す。経済効果として、⽣産誘発額は2,000千円/

年と試算しています。

広域路線バス（地域間幹線系統補助）の補助

制度により高規格道路走行に障壁が存在してい

る。（地域公共交通確保維持改善事業費補助

金  交付要綱・実施要領・通達等）

地域公共交通確保維持改善事業費

補助金  交付要綱・実施要領・通達

等

バスの運行ルートを高規格道路に拡充させ速達性を確保し

た場合に補助制度が活用できるよう提案します。
国土交通省

補助対象の判断については、詳細な内容を伺った上で個別判断とはなります

が、一般的に⽣活ネットワークを確保・維持するため形成される地域間幹線系

統に高規格道路が含まれる場合であっても、一般乗合旅客自動車運送事業

者による運行であるならば補助制度の活用は可能であります。

北海道更別村 5

「空飛ぶクルマ」により

実現される、新しい

“SARABETSU”

空飛ぶクルマの活用による地域住民のQOL向上

を目的とする。

①   移動時間短縮による⽣活インフラの充実

「空飛ぶクルマ」を使用する事により、更別村の中

心部から100キロ圏内の⽣活利便施設が⽣活圏

となる。

②   更別村の副都心化

新千歳空港と、更別村の中心地とを「空飛ぶクル

マ」で結ぶ事により、札幌市と同程度の移動時間

を実現させる。

③   札幌、旭川のベッドタウン構想

札幌及び旭川、根室、苫小牧等との間に「空飛

ぶクルマ」の定期便を新設し、更別村をベッドタウ

ンとして機能させる。

④   帯広市内大病院への緊急搬送

急病人の場合は、「空飛ぶクルマ」を使用し、緊

急連絡から15分以内を目標に帯広市内の総合

病院に緊急搬送を行う。

空飛ぶクルマの活用により地域住民のQOL向上

を実現します。経済効果として、⽣産誘発額は

82,000千円/年、7人の雇用増と試算していま

す。

「空の移動革命に向けた官民連携協議会

（※）」と連携し、「空飛ぶクルマ」実装に向けた

制度・規制の新設及び、「空飛ぶクルマ」の耐空

証明やパイロット免許や離発着場等の基準の早

期制定を目指します。

※  エアモビリティ株式会社は空飛の移動革命に

向けた官民連携協議会のメンバーです。

航空法

空の移動革命ロードマップに示されている、下記a)～f)の制

度・体制整備及びパイロット免許や離発着場等の基準の早

期制定、教育訓練を実装できるフィールドを更別村に設置し

ます。

a)新たなビジネスモデルに応じた空飛ぶクルマの運送・使用

事業の制度整備、b)自動飛行のための制度整備、c)技術

開発に応じた機体の安全性基準・審査方法の整備、d)事

業の発展を見越した空域・電波利用環境の整備

国土交通省

【航空法について】

空飛ぶクルマの実現に向けて、「空の移動革命に向けた官民協議会」の下に「実

務者会合」を設置するとともに、「機体の安全基準」、「操縦者の技能証明」、

「運航安全基準」の３つのワーキンググループを立ち上げ、制度の方向性につい

て更なる議論を進めているところ、引き続き検討を進めてまいります。

空の移動革命に向けた官民協議会等への更別

村の参画についてご検討ください。

国土交通省

経済産業省

官民協議会の構成員については、国土交通省と経済産業省で共同でヒアリング

を行い判断することとしております。

・空飛ぶクルマに関して検討されている具体的なビジネスや計画について、構成

員向けに内容のご説明をいただけること

・技術開発・制度整備についての情報提供やご提言をいただき議論に貢献いた

だけること

を必須要件としており、上記2点についてヒアリングの上判断をさせていただいてお

ります。

道路交通法及び道路運送車両法の保安基準を

含むレベル４への対応に向けて自動運転車両の

実装に伴う安全性の確保や、無人による事故発

⽣時の対応等ができず実現が遅れています。

道路交通法及び道路運送車両法

（レベル４への対応）

道路交通法（レベル４への対応等）、道路運送車両法の

保安基準を含むレベル４への対応に向けて、スマート信号を

整備し、自動運転車両が通行する際は、自動で歩行者信

号、交差車両の信号をすべて赤信号にする信号制御を村

内で行います。

北海道更別村 3

自動運転技術を活用

した移動の円滑化を

通じた住民QOLの向

上

高齢者を含め、住民が⽣きがいを持って活き活き

と活動・活躍するために、様々な人が自由に移動

し、人と交流し、好きな活動を行うことができる環

境を整備します。そのために、デマンド型の交通手

段として、自動運転車両の導入を提案します。

高齢者を含め、住民が⽣きがいを持って活き活き

と活動・活躍するために、様々な人が自由に移動

し、人と交流し、好きな活動を行うことができる環

境を整備します。経済効果として、⽣産誘発額は

99,000千円/年、11人の雇用増と試算していま

す。



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

北海道更別村 6

安全を確保したドロー

ンによる軒先配送サー

ビス (レベル4相当飛

行の先行実現)

ドローンにより食料品、日用品、医薬品等を軒先

に配送する。配送システムの定着を踏まえ、他の

社会サービスへの利用拡充についても検討する。

省人化等のコストダウン、夜間、悪天候時のサー

ビス実現、平常時に物資輸送を行っているドロー

ン配送インフラ及びネットワークを活用し災害時な

どの交通途絶の際に緊急物資輸送を行うことを目

指します。

現在国会にて審議中の航空法等改正案により

解禁が見込まれるレベル4相当の飛行を先行的

に実現することで、運航データ蓄積、安全性・利

便性の検証を実施するとともに、レベル4飛行を活

用したビジネスモデルを全国に先駆けて実装しま

す。経済効果として、⽣産誘発額は8,000千円/

年と試算しています。

①  第三者上空を操縦者等の目視の範囲外で

ドローンを飛行させることは、原則として認められて

いません。

②  第三者保有の物件から30m以内に近接した

飛行を行う際は、国土交通大⾂の承認が求めら

れます。

①　航空法第132条の2第2項第2

号（国土交通大⾂の承認）

②　航空局長通達「無人航空機の飛

行に関する許可・承認の審査要領」

5-5(物件に近接した飛行禁止)）

①　住民への十分な説明を前提に、スーパーシティ区域計

画決定の際の住民合意を通じて村全体をドローン運航の当

事者とみなし、目視外による村民居住地域等の上空飛行を

可能とする。なお、個別の運航の周知や注意喚起を徹底

し、安全確保に万全を期すことで、第三者上空を操縦者等

の目視の範囲外でドローンの飛行安全性を確保し先行実

施します。

村民は第三者とみなされないことから、審査要領の求める第

三者立入対策としては非村民へのもので足りることとする。具

体的には標識等により村外からの車両等への周知を行い、カ

メラなどにより監視を行う。なお、上記①に掲げる周知等によ

り、実態として村民の安全は確保される。

② 上記①の住民同意により、ドローンによる軒先配送を実

現するため、所有する住宅等の物件に近接したドローンの飛

行や離着陸について同意を得たとみなし、個別の飛行につい

て承認手続きを不要とする。なお、個別の運航の周知や注

意喚起を徹底し、安全確保に万全を期することで、第三者

保有の物件から30m以内に近接した飛行を先行実施しま

す。

国土交通省

内閣官房

【航空法について】

レベル４飛行については、第三者上空を飛行することとなるため、特に高度な機

体の安全性等を求めることが重要と認識しており、今般の法改正により機体の

安全性を認証する制度と操縦者の技能を証明する制度等を創設することでレベ

ル４飛行の実現が可能となり、公布の日から１年６ヶ月以内に第三者の定義

を含めて詳細な基準等を検討した上で施行される。

　また、一定の空域でかつ一定の飛行方法で技能証明を受けた操縦者が認証

を受けた機体を飛行させる場合には、許可・承認の手続きを原則不要にするな

ど、規制を合理化し、利用者利便の向上を図ることとしている。

　なお、本来、運航当事者(操縦者、補助者)には、ドローンの運航管理など、

高度な安全対策の責任が求められるところであるが、ドローンの安全性が十分に

確保されない段階で、一般住民を一律に運航当事者とみなし、その上空を飛

行させることは、安全確保の観点から望ましくありませんが、レベル４施行後の運

用方法等については、随時、御相談に応じる。

　また、第三者保有の物件に近接した飛行を行う際は、当該第三者の同意の

有無に関わらず、安全確保の観点から承認を求めているところ。

北海道更別村 7

買い物の利便性向上

と最適な物流の仕組

み及びポイントを活用

した地域のサポート・消

費活性化の仕組み

ドローン、自動配送ロボット、ボランティアドライバー

などを活用し、買い物に行けない・行くのが難しい

住民に対して、便利な商品注文と配送ソリュー

ションを提供

①便利な商品注文インターフェース：スマホやタブ

レット、またスマートスピーカーなどから、必要な時

に、必要なものを注文でき、おすすめの商品も教え

てくれる。様々な店舗に注文できる。

②最適な商品配送ソリューション：配達してくれる

のは、ドローン、自動配送ロボットや近くのボラン

ティアドライバー。必要な時間や交通状況に合わ

せて、最適な配達手法・ルートを選択。

③５Gを活用し、高精度低遅延映像によりドロー

ンや自動配送ロボットの自動運行の安全性を向

上

④購入時にはポイント払いができ、ポイントも付与

される。付与されたポイントは、地域のお店どこでも

使うことができる。どんな商品が買われているか、住

民の傾向を統計分析し、店舗がデータを活用でき

る。

ドローン、自動配送ロボット、ボランティアドライバー

などを活用し、買い物に行けない・行くのが難しい

住民に対して、便利な商品注文と配送ソリュー

ションを提供します。経済効果として、⽣産誘発

額は21,000千円/年、2人の雇用増と試算して

います。

①　第三者上空を操縦者等の目視の範囲外で

ドローンを飛行させることは、原則として認められて

いません。

②　村民が自家用車（白ナンバー）で一般貨物

を運送することは、認められていません。

①　６の①に同じ②　貨物自動車運

送事業法3条及び35条

①　エリア内の交通・通行量や配送ニーズなど、リスクとメリッ

トに応じた柔軟な第三者上空飛行許可を提案します。

②　貨物自動車運送事業法を改正し、村民の自家用車

（白ナンバー）で一般貨物を運送することを可能とすること

で、配達手段の一つに自家用車を含め、配送効率を高めま

す。

国土交通省

①【航空法について】

レベル４飛行については、第三者上空を飛行することとなるため、特に高度な機

体の安全性等を求めることが重要と認識しており、今般の法改正により機体の

安全性を認証する制度と操縦者の技能を証明する制度等を創設することでレベ

ル４飛行の実現が可能となり、公布の日から１年６ヶ月以内に詳細な基準等

を検討した上で施行されます。

②貨物自動車運送事業法では、輸送の安全性確保や荷主保護等の観点か

ら、運送事業者が

・貨物運送に適した車両の確保

・貨物自動車運送事業に係る運行管理者の配置

・貨物運送に適用される損害保険への加入

など、貨物自動車運送事業に適した体制の整備を許可の大前提としているとこ

ろ。

　このような前提から、同法の許可等を持たない地域住民等による有償での貨

物運送は、運転手の労務管理、事故発⽣状況、個人情報や貨物の保護等に

重大な懸念があるため、対応することは困難である。

北海道更別村 8 次世代スマートストア

店舗の人手不足を解消する接客の無人化、コロ

ナ禍における非接触ニーズへの対応とともに、高齢

者にも優しいサービス品質の維持・向上、加えて、

データを活用した効果的なマーケティングにより店

舗がサスティナブルに事業を続けられる安定的な

収益を実現するスマートストアを提案します。ス

マートフォンのアプリを活用した入退店管理やセル

フ決済に加え、接客ロボット、 AIカメラ、IoT温度

管理サービスなどを活用、スマートストア専用のス

マートフォンアプリを活用し、入退店ゲートとの連動

や、 商品スキャン、セルフ決済を実装します。エン

トランスのAIカメラ/サーマルカメラにより防犯対策

や安全対策を行います。

店舗運営人員の最小化、既存店舗の夜間無人

化により24時間営業のスマートストアを実現しま

す。

データを活用した効果的なマーケティングにより店

舗がサスティナブルに事業を続けられる安定的な

収益を実現します。経済効果として、⽣産誘発

額は7,500千円/年、1人の雇用増と試算してい

ます。

食品衛⽣法において、スマートストアとして無人店

舗を設置する際に、食品衛⽣責任者を配置する

必要があります。

食品衛⽣法第48条

 ICTを活用した衛⽣管理を講じたスマートストアについては、

カメラやセンサー等による遠隔での運営や異常監視により食

品衛⽣責任者が常駐せずとも問題ないとする規制緩和提

案します。

厚⽣労働省

　食品衛⽣法施行規則別表第17において、法第51条第１項に規定する営

業を行う者に食品衛⽣責任者を定める（選任する）よう求めていますが、食品

衛⽣責任者を施設に常駐させることまでは求めていません。

　ただし、常駐しない場合であっても、食品衛⽣責任者が遵守しなければならな

い衛⽣管理に係る事項については、実行可能でなければなりません。

　なお、公衆衛⽣に与える影響が少ない営業を営む場合には、そもそも食品衛

⽣責任者を定める必要はありません。

（根拠法令として御提示いただいた食品衛⽣法第48条は、食品衛⽣管理者

の根拠規定であり、食品衛⽣責任者の根拠規定ではありませんので、御留意く

ださい。）

消費者庁

　景品表示法上の景品類とは、「不当景品類及び不当表示防止法第二条の

規定により景品類及び表示を指定する件」第１項に規定されているとおり、「顧

客を誘引するための手段として、方法のいかんを問わず、事業者が自己の供給

する商品又は役務の取引に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経

済上の利益」をいいます。

　「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して」健康マイレージ

を提供しないのであれば、景品類には該当しません。

厚⽣労働省

オンライン診療については、全国的な措置として「関係学会や事業者等とも協力

し、オンライン診療の安全性・有効性に係るデータの収集や事例の実態把握を

進めるとともに、今回の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に際しての時限的

措置において明らかとなった課題や患者の利便性等を踏まえ、恒久化の内容に

ついて、具体的なエビデンスに基づき、検討を行う。初診の取扱い等も含めた時

限的措置の恒久的な枠組みについては、2021年夏を目途に時限的措置の実

績も踏まえて、その骨格を取りまとめた上で、同年秋を目途に「オンライン診療の

適切な実施に関する指針」を改定する」（「成長戦略フォローアップ」令和３年

６月18 日閣議決定）こととしております。

消費者庁

　景品表示法上の景品類とは、「不当景品類及び不当表示防止法第二条の

規定により景品類及び表示を指定する件」第１項に規定されているとおり、「顧

客を誘引するための手段として、方法のいかんを問わず、事業者が自己の供給

する商品又は役務の取引に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経

済上の利益」をいいます。

　「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して」健康マイレージ

を提供しないのであれば、景品類には該当しません。

厚⽣労働省

オンライン診療については、全国的な措置として「関係学会や事業者等とも協力

し、オンライン診療の安全性・有効性に係るデータの収集や事例の実態把握を

進めるとともに、今回の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に際しての時限的

措置において明らかとなった課題や患者の利便性等を踏まえ、恒久化の内容に

ついて、具体的なエビデンスに基づき、検討を行う。初診の取扱い等も含めた時

限的措置の恒久的な枠組みについては、2021年夏を目途に時限的措置の実

績も踏まえて、その骨格を取りまとめた上で、同年秋を目途に「オンライン診療の

適切な実施に関する指針」を改定する」（「成長戦略フォローアップ」令和３年

６月18 日閣議決定）こととしております。

北海道更別村 9
医学と健康によるまち

づくり

住居医学とMBEを結びつけた新産業創⽣、少⼦

高齢社会のまちづくりを行う。ウェアラブル端末など

を使用し、一人ひとりのバイタルデータや⽣活環境

データを活用して、⽣活アドバイスを提供する

「パーソナル健康サービス」や、家族等に異常を伝

える「異常値通知サービス」を提供。さらに、⽣活

アドバイスに即してネットスーパーにもリンクする「レ

コメンデーションサービス」を実施する。

また、アプリを活用した「電⼦地域通貨健康マイ

レージサービス」をブロックチェーンシステムを用いて

発行し、高齢化による「消費行動の減退」や「コ

ミュニティ機能の低下」の解決につなげていく。将来

的にオンラインでの診療をサービスに組み込むことも

検討しています。

少⼦高齢化社会における、コミュニティの希薄化を

防止、村民の健康活動を促進により社会保障費

の削減効果が期待できます。経済効果として、⽣

産誘発額は6,000千円/年、1人の雇用増と試

算しています。

①　健康マイレージの付与はサービス利用者が対

価を支払ってポイントを受け取るものではないた

め、景品表示法で定義される景品類に該当さ

せ、限度額を算定することが困難です。

②　遠隔診療は原則として直接対面で行うことと

されているため、ウェアラブル端末やデバイスを通じ

た医師との遠隔診療が制限される。

①　不当景品類及び不当表示防止

法  第2条

②　医師法第20条、オンライン診療

の適切な実施に関する指針（令和

元年７月一部改訂）

①  健康マイレージは景品表示法に定義される景品類に該

当しないこととし、健康に寄与する活動を行った村民に健康

マイレージを地域通貨として付与することを提案します。

②　本サービスでは、ウェアラブル端末やデバイスを通じて、事

前に健康 診断を受けた上でバイタルデータや環境データを取

得している村民に対して、いつでも医師と対面で診療を受け

ることを前提としています。したがって、当該サービスを利用す

る村民に限定し遠隔診療を可能とすることを提案します。

北海道更別村 10

遠隔指導による⽣活

習慣病予防

（セキュリティを重視し

た新⽣活様式における

遠隔指導による⽣活

習慣病予防）

①スマートフォンもしくはウェルネス機器で取得した

⽣活情報、医療情報に電⼦署名を付け、閲覧・

活用者を指定。医師・薬剤師などの専門家がアク

セスして遠隔リモートによる支援を行うサービスプ

ラットフォームを構築。取得した情報のAIによる分

析・解析を行う。

②健康指導、アドバイス等を遠隔で実施すること

で指導やアドバイスに伴う、雇用効果が期待でき

る。

③遠隔での実施や移動交通手段、医療機関と

の連携により、感染リスク低減。

少⼦高齢化社会における、コミュニティの希薄化を

防止、村民の健康活動を促進により社会保障費

の削減効果が期待できます。

①　健康マイレージの付与はサービス利用者が対

価を支払ってポイントを受け取るものではないた

め、景品表示法で定義される景品類に該当さ

せ、限度額を算定することが困難です。

②　遠隔診療は原則として直接対面で行うことと

されているため、ウェアラブル端末やデバイスを通じ

た医師との遠隔診療が制限される。

①　不当景品類及び不当表示防止

法  第2条

②　医師法第20条、オンライン診療

の適切な実施に関する指針（令和

元年７月一部改訂）Ⅴ-１-（2）-

②-ⅱ

①  健康マイレージは景品表示法に定義される景品類に該

当しないこととし、健康に寄与する活動を行った村民に健康

マイレージを地域通貨として付与することを提案します。

②　本サービスでは、ウェアラブル端末やデバイスを通じて、事

前に健康 診断を受けた上でバイタルデータや環境データを取

得している村民に対して、いつでも医師と対面で診療を受け

ることを前提としています。したがって、当該サービスを利用す

る村民に限定し遠隔診療を可能とすることを提案します。
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③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た
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北海道更別村 11
心肺突然死を自助・

共助・公助で守る

全国で1年間に約8万人に心原性心肺停止が起

きている状況を鑑み、心原性心肺停止者の命

を、自助・共助・公助で 救う仕組みを構築しま

す。広大な農地や牧草地での作業に  おいては、

心肺停止により突然死に陥る住民が存在する可

能性があります。救急隊到着前の一般人による

心肺蘇⽣により、心肺停止となった傷病者の社

会復帰率は大きく向上すること から、日常的な健

康管理とともに医療センサによるスクリーニン グ、

SOSボタン整備等の支援システムを構築すること

で農業の担い手の健康を守ります。

当該規制改革により、血中酸素飽和度を測定す

る「パルスオキシメーター」のアプリケーションも医療

機器として承認されることで、新型コロナウィルスの

感染拡大を収束させるために役立つことが期待さ

れます。加えて、このような規制改革により、日本

の医療機器研究や技術開発が促進されるものと

考えます。経済効果として、⽣産誘発額は5,000

千円/年、1人の雇用増と試算しています。

令和3年1月27日の厚⽣労働省医薬・⽣活衛

⽣局通知（厚⽣労働省告示第267号）によ

り、Apple Watchは「家庭用心電計プログラム」

及び「家庭用心拍数モニタプログラム」として承認

されたが、従来にはないものが新設されることとなり

ました。一方で、令和３年１月27日の「薬⽣機

審発0127第７号・薬⽣安発0127第４号」の

留意点として「本品は、心房細動の兆候（心房

細動を示唆する波形）の検出を補助的に行うも

のであり、従来の医師による診断に代わるものでは

ない。通知結果は１つの参考指標であり、実際の

病態と異なる可能性がある。」とある。このような

Apple Watchやfitbitのように米国で製造されて

いる既に心電計の機能を備えたウェアラブルウォッ

チの機能が医療診断に利用可能となれば、更に

救える命が増えると考えます。

令和3年1月27日の厚⽣労働省医

薬・⽣活衛⽣局通知（厚⽣労働省

告示第267号）、医薬品、医療機

器等の品質、有効性及び安全性の

確保等に関する法律（薬機法）第2

条4項

医師がウェアラブル端末からアプリケーションを介して得た情報

を根拠として利用できる機器（Apple Watchやfitbit）を

医療機器として認可していただくことを提案します。

厚⽣労働省

家庭用として承認される医療機器は、医家向けとして承認された心電計や心拍

数モニタと同様の、医師の診断に必要な性能を必ずしも十分に有しているわけで

はありません。ただし、医師が自らの患者の診断・治療等のために、家庭用として

承認された医療機器や未承認のパルスオキシメータを使用することは可能です。

総務省

＜①について＞

住民票の写し等の交付制度については、なりすまし等不当な手段による交付請

求が行われることにより個人情報が漏えいすることを防ぐため、住民基本台帳法

第12条第３項等の規定に基づき、請求時に厳格な本人確認を行うこととされ

ています。

オンラインによる住民票の写し等の交付請求については、情報通信技術を活用

した行政の推進等に関する法律第６条第１項の規定により認められており、こ

の場合の本人確認措置としては、総務省関係法令に係る情報通信技術を活

用した行政の推進等に関する法律施行規則第４条第２項の規定により、請

求を行う者は、入力する事項についての情報に電⼦署名を行い、当該電⼦署

名を行った者を確認するために必要な事項を証する電⼦証明書と併せてこれを

送信しなければならないこととされています。

オンラインの手続においては、このような電⼦証明書を活用する方法が、現時点

では最も適切な本人確認の方法とされているところであり、ご提案の「顔認証」に

は画像の改ざんやなりすましの防止といったセキュリティの観点や本人により真正

に成立したものと推定できる法的根拠が設けられていない等の法律上の観点か

ら問題があるものと考えています。

電⼦証明書の活用は、マイナンバーカードが必須

ですが、顔認証を活用することで、申請のハンズフ

リー化を実現できます。また、高齢者にとって書類

記載、パスワード暗記は負担となりますが、顔認

証を活用することで、負担解消が可能です。電⼦

証明書とも合わせ、さらなるオンライン手続の推進

に資すると考え、高齢者にとっての不便さを解消す

るためにも規制改革を求めます。

本提案においては、オンライン通話で職員と高齢

者を繋ぎ住民票等の交付申請を行う運用を想

定しており、顔認証及び職員による口頭及び画

面を通しての目視での確認を組み合わせて本人

確認を行うことにより、なりすましを防止する。ま

た、顔認証として、写真や動画等によるなりすまし

をチェックする機能による対策も講じることとしてい

る。

総務省

マイナンバーカードに係る電⼦証明書は、当該電⼦証明書に係る電⼦署名が

行われた情報が法律上、真正に成立したことが推定される扱いとなることもあり、

その発行の際には、厳格な本人確認として、対面での手続を必須としています。

ご提案の顔認証が、どの情報とどの情報との照合を意味する仕組みか定かでは

ありませんが、当該電⼦証明書の利用に当たって、顔認証を含む⽣体認証を活

用する場合には、ご指摘のとおり暗証番号を記憶する必要がないという便利な

面がある反面、一定の確率で本人を拒否したり、他人を本人と誤認してしまうこ

と、指紋や虹彩などの通常視認できない身体・行動情報は、本来他人が知り得

ない機微な個人情報であること、暗証番号とは異なり、取り替えることや流出時

に消去することが困難であること、といったセキュリティ上や利用面での課題もあり

ます。

以上のような課題を考慮しつつ、マイナンバーカードに係る電⼦証明書の利用に

あたっては、一定の性能や機能を満たした端末等の設備・体制の整備と主務大

⾂認可を要件とした上で、顔認証を利用する方式を令和元年に制度化し、マイ

ナンバーカードの健康保険証利用でも活用することとしています。

なお、各種手続における本人確認について顔認証技術を活用することは、各種

手続に必要とされる本人確認のレベルや、他の認証方法との併用等によって整

理されるべきであり、例えば署名用電⼦証明書の暗証番号の初期化・再設定

手続について、顔認証技術を活用したアプリの開発に取り組むとともにスマート

フォンに搭載される電⼦証明書の利用における顔認証技術の活用についても、

課題を整理しつつ、検討を進めているところです。

内閣府

＜②について＞

デジタル手続法第６条第４項は、個別法令において申請等に紐づいて行われ

る「署名等」が書面等で行うと規定されている場合に、当該個別法令の改正な

しに当該書面規制を解除するものです。その際、実際に署名等をどのような方法

で行うかについては、デジタル手続法そのものではなく、同法に基づき各省におい

て定める主務省令において、各省が個別の手続の性質等に応じて具体的に定

めることとされています。したがって、ご提案については各省が主務省令に規定す

ることで対応可能であり、デジタル手続法がご提案の妨げになっているという事実

はありません。（また、そもそもデジタル手続法によらずとも、個別法令の改正によ

り対応可能です。）

なお、実際に「顔認証」を導入するに当たっては、手続の所管省庁において、個

別の手続の性質に応じて、安全性及び信頼性と利便性のバランスを考慮しつ

つ、費用対効果等を踏まえながら判断していくものと考えられます。
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ビレッジオペレーションセ

ンターの整備及びセン

タープレイスの建設

ビレッジオペレーションセンターにセンタープレイス

（図書館・カフェ・小ホール等）を併設し、村民が

集まり、意見交換を行い、村の情報を手に入れる

場所として、村の情報を日本、世界に発信する場

所とします。また、企業誘致、定住促進の足掛か

りとなる複合施設整備とし、コンパクトシティをビル

型で行う、ビル型コンパクトシティを実現します。

更別村では、現状でも企業の移転先となる事務

所や引越し先の住居が多く要望されており、今後

も更に要望は増えると予測されます。その中で、企

業誘致や定住促進が期待できます。

建設費200億円。

経済効果として、⽣産誘発額は75,000千円/

年、６人の雇用増と試算しています。

都市計画区域外の1ha以上の開発行為を行う

場合には許可が必要になり、北海道庁の開発許

可が必要になります。（都市計画法第29条）ま

た、更別村の総面積のうち7割が農地であり更別

村では「農業振興地域整備計画」に基づき農地

の保全に努めています。

農地法第4条

農村で、高層建物を利用したコンパクトシティ化の実現に向

けて、従来の農業委員会等での意見聴取による農地保全

の観点を、農業振興地域に対しても総合的な開発を前提と

した柔軟なまちづくり計画が行えるよう転換し、村と道庁とが

連携した独自のまちづくり計画を地区計画として（用途地

域制限、高さ制限、高度利用促進等の付与）策定しま

す。提案の施設については、農地転用許可不要を求めま

す。

農林水産省

農地は、農業⽣産にとって基礎的資源であることから、農業公共投資を行った

農地や⽣産性の高い集団的な農地を良好な状態で確保することが重要です。

このため、農業振興地域制度の適切な運用を通じて優良農地を確保する観点

から、農用地区域からの除外に当たっては、一定の要件に適合すべきこと等とし

ているものです。

ご提案の施設の設置については、地域再⽣法に基づく地域再⽣土地利用計画

の作成による特例措置、農村地域への産業導入の促進等に関する法律、地域

経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律におい

て、市町村の具体的な計画を基に農業上の土地利用との調整が調った土地に

ついては、農用地区域からの除外及び農地転用許可が可能となり、これらの仕

組みにより設置が可能となるものと考えられます。

※　農用地区域からの除外及び農地転用の可否については、具体的な事業計

画等に即して判断することとなります。
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農業を軸とした

Society5.0 を推進

する未来の教室の構

築

全ての学習の基盤となる情報活用能力の育成か

ら、アクティブラーニングや新たな価値創出の基盤

となるデータ科学に関するe-教育プログラムを充実

させることにより、スマート農業の普及・発展に資す

るSTEAM教育の場を構築。

・小中高等学校向けプログラミング教育の提供

・農学・農業におけるデータサイエンス教育の提供

・遠隔教育システムの構築

全ての人に包摂的かつ公平で質の高い教育を提

供し、⽣涯学習の機会を促進します。持続可能

な農業を推進し、技術革新の拡大が期待できま

す。経済効果として、⽣産誘発額は13,000千

円/年、1人の雇用増と試算しています。

授業目的公衆送信補償金制度適用先(教育機

関以外へ)の拡大（著作権法  第35条第1項

（学校その他の教育機関における複製等）「学

校その他の教育機関（営利を目的として設置さ

れているものを除く。）において教育を担任する者

及び授業を受ける者は、その授業の過程における

利用に供することを目的とする場合には、その必

要と認められる限度において、公表された著作物

を複製し、若しくは公衆送信（自動公衆送信の

場合にあつては、送信可能化を含む。以下この条

において同じ。）を行い、又は公表された著作物

であつて公衆送信されるものを受信装置を用いて

公に伝達することができる。ただし、当該著作物の

種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該

複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作

権者の利益を不当に害することとなる場合は、こ

の限りでない。）

著作権法  第35条第1項（学校そ

の他の教育機関における複製等）

IT/AI利活用人材を育成・強化するためには、運用制御技

術 (OT)人材のIT技術習得、IT人材の運用制御技術

(OT)ノウハウ取得を加速する両分野での人材育成、人材

交流等が必要です。農学・農業におけるデータサイエンス教

育の提供のため規制を緩和し、授業目的公衆送信補償金

制度適用先を教育機関以外へ拡大いただきたい。

文部科学省

著作権法上、他人の著作物を利用するには原則著作権者の許諾を得る必要

がありますが、著作権法第35条では、学校等の教育機関における教育の公共

性と著作物利用の実態を踏まえた必要性に鑑み、特別に著作権者の権利を制

限することで、非営利の教育機関における授業の過程で行う著作物の複製や公

衆送信を無許諾で可能としています。上記の理由より、教育機関以外で行う場

合に同条の適用を認めることはできません。また、同条が適用される場合において

も著作権者の利益を不当に害しないよう著作物の送信先を限定する等、著作

物の市場への影響に配慮する必要があります。

同条が適用されない場合であっても、著作権者の許諾を得ることにより、他人の

著作物を利用できます。なお、許諾が必要な場合でも、著作物の分野毎の著

作権等管理事業者が著作権の集中管理を進め、包括ライセンスの準備をし、

できる限り円滑に著作物の利用ができるような取組が行われています。
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行政サービス ワンスオ

ンリーの実現

各種証明書の交付を顔認証による「デジタル申

請」で受け付ける。自治体側は情報を電⼦データ

を保管し、証明書を発行する仕組みを目指す。

将来的には、顔認証による本人確認だけで手続

き可能なデジタル窓口の開設を目指す。

行政手続きのオンライン化（書面・押印の廃止、

来庁不要）による住民コスト・職員コストの削減

を実現します。

経済効果として、⽣産誘発額は16,000千円/

年、1人の雇用増と試算しています。

①  市町村長に対し、個人番号カードを提示する

方法その他の総務省令で定める方法により、当

該請求の任に当たつている者が本人であることを

明らかにしなければならないが、その方法に顔認証

が認めらていない。

②  申請等のうち当該申請等に関する他の法令

の規定において署名等をすることが規定されている

ものを第一項の電⼦情報処理組織を使用する方

法により行う場合には、当該署名等については、

当該法令の規定にかかわらず、電⼦情報処理組

織を使用した個人番号カードの利用その他の氏

名又は名称を明らかにする措置であって主務省

令で定めるものをもって代えることができる。

①　住民基本台帳法第12条3項

②　情報通信技術を活用した行政の

推進に関する法律第6条4項

 ①　当該請求の任に当たっている者が本人であることを明ら

かにする手段として「顔認証」の追加を提案します。

②　個人番号カードの利用その他の氏名又は名称を明らか

にする措置に「顔認証」の追加を提案します。



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答
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官民連携事業主体

（ソーシャルベン

チャー）による行政

サービスの実施

行政サービスを村と民間のジョイントベンチャーであ

るソーシャルベンチャーで実施する。一部の行政

サービスをソーシャルベンチャーとして実施することで

更別村の歳出を削減し、高齢者のQOL向上に

更別村の歳入を充てることを可能する。また、退

職職員をSVで再雇用することでいつまでも活躍で

きる更別村を実現します。

①　公共施設の整備・維持管理

②　観光振興（観光案内やHP作成、SNS

等）、救命救急

③　図書館管理、公共交通サービスの提供　等

公共施設（建物・上下水道等）の維持管理等

をソーシャルベンチャーで受託することで行政の費

用負担を縮減することが可能となり、持続可能な

村経営が可能となります。

経済効果として、⽣産誘発額は20,000千円/

年、2人の雇用増と試算しています。

①  村内の273戸の平屋の公営住宅を官民連

携企業であるソーシャルベンチャーで民有施設を

併設した複合高層建物とすることで、コンパクトシ

ティ化を図ります。公営住宅と民有施設を一体的

に整備する場合、PFI方式を採用することで施設

所有者をBTO方式により村とし整備にかかる補助

を受けることが可能となります。しかしながら、 PFI

法では第5条第6条実施方針の策定、第7条特

定事業の選定、第8条民間事業者の選定、第

10条技術提案、第11条客観的な評価、第12

条地方公共団体の議会の議決の手続きをとる必

要があり、施設整備までの事務手間と費用が必

要となります。

①　PFI法　第5条第6条実施方針の

策定、第7条特定事業の選定、第8

条民間事業者の選定、第10条技術

提案、第11条客観的な評価、第12

条地方公共団体の議会

①　速やかに合理的にソーシャルベンチャーが公営住宅の整

備・維持を図るために、PFI手法をとらず、不動産特定共同

事業法を活用した官民共同事業とすることを提案します。こ

の場合、不特法に基づき公営住宅整備にかかる補助金が

支払われるような新たな枠組みを設けることを提案します。

内閣府

【内閣府】

・PFI事業は、公共施設等の整備等に関する事業について効率性、公平性、透

明性を確保することを原則としており、実施方針の策定や特定事業の選定といっ

た公平性・透明性の確保を担保する手続や、PFI事業として行うことによる効率

性・経済性の確認のための手続がPFI法上規定されていることから、法定の各種

支援の対象となっているほか、各種国庫補助事業の対象となっているところ。

・一方、PFI法によらない官民連携を活用する場合は、補助金等を活用できな

い・補助金の補助率が低い施設等において活用する等、PFI手法以外のPPP

手法のメリット・デメリットを踏まえ検討されたい。
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ヘルスインカム（健康

マイレージ・ボランティア

ポイント）の創出

「ビレッジオペレーションセンターの整備」による事務

手続きのコスト削減や「公共施設全体の再構築」

による財政支出の削減、医学に基づいた健康寿

命の延伸により医療費及び介護給付費を削減

し、75歳以上の高齢者がスーパーシティによりサー

ビスを利用することで削減できる歳出を当該高齢

者に対するヘルスインカムとして付与します。高齢

者はヘルスインカムとして付与される毎月1万円～

1万5千円の地域通貨で、サービスを享受するた

めに必要なウェアラブル端末の使用料や通信料の

支払いに利用します。

100歳になっても元気に過ごせる高齢化社会を

実現できます。経済効果として、⽣産誘発額は

77,000千円/年、2人の雇用増と試算していま

す。

ヘルスインカムの付与はサービス利用者が対価を

支払って受け取るものではないため、景品表示法

で定義される景品類に該当させ、限度額を算定

することが困難です。

不当景品類及び不当表示防止法

第2条

ヘルスインカムは景品表示法に定義される景品類に該当し

ないこととし、更別村「SUPER VILLAGE」の先端的サービ

スを利用する75歳以上の高齢者に地域通貨として付与す

ることを提案します。

消費者庁

　景品表示法上の景品類とは、「不当景品類及び不当表示防止法第二条の

規定により景品類及び表示を指定する件」第１項に規定されているとおり、「顧

客を誘引するための手段として、方法のいかんを問わず、事業者が自己の供給

する商品又は役務の取引に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経

済上の利益」をいいます。

　「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して」ヘルスインカムを

提供しないのであれば、景品類には該当しません。
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再エネ大量導入に向

けた次世代電力ネット

ワークに対応した分散

型エネルギーの地産地

消

①  小売電気事業者になり、P2Pプラットフォー

マーとして域内のドローン充電ポートやEV、エコ

キュート等から電力を供給し、再⽣エネルギーの直

接取引を行うプラットフォームを運営し、P2P電力

取引を実現する。

②  更別村の資源（木材、家畜糞尿等）を利

活用したバイオマス発電を行う。

③  ソルガムを利活用したバイオマス発電の開発

支援。さらに発電による排熱を利活用する。

④  廃棄資源や研究開発中の農作物をバイオマ

ス発電に利活用する。また、デジタル地域通貨に

より電力融通することで決済手段にも対応する。

⑤  電気自動車、ドローンの充電場所と連携して

電力エネルギーを供給し、自動運転のサービスを

向上させる。

需要家間の取引を可能にすることでユーザーに価

値提供となるほか、社会コスト削減や需要家の選

択肢拡大、取引参加者の経済的メリット、再エネ

電力の地産地消の推進ツールなどの効果が期待

できる。

経済効果として、⽣産誘発額は20,000千円/

年、2人の雇用増と試算しています。

・ 次世代技術を活用した新たな電力プラット

フォームの在り方研究会第7回経産省資料の「配

電分野の高度化に資する新たな事業類型につい

て」の12頁でP2P電力取引が整理されています。

・ 「P2Pプラットフォーマーを小売電気事業者等と

位置付けることとすれば、類型④～⑦,⑩について

は現行制度上も実現可能と考えられますが、類

型⑧⑨⑪については現行の制度運用では実現で

きないビジネスモデルとなる。」と記載があります。

・ これは、エネ庁の「部分供給に関する指針」にお

いて「低圧における部分供給は、競争政策的な

観点からは意義は希薄と考えられることから、旧一

般電気事業者は新電力や需要家からの部分供

給の依頼に対し、必ずしも応じることを求めないも

のとする。」という記載に起因しています。P2Pプラッ

トフォーマーが小売電気事業者として低圧の供給

を行う場合には、低圧における部分供給が発⽣し

ます。

電気事業法、資源エネルギー庁「部

分供給に関する指針」

　SVが小売電気事業者になり、域内のドローン充電ポート

やEV、エコキュート等から電力を供給することを想定している

ため当該指針の変更を提案します。

経済産業省

・令和２年６月に電気事業法を改正し、配電事業を新たに位置づけました

（令和４年４月１日施行）。配電事業制度では、配電事業者が柔軟に託

送供給等約款を設定することができます。

（参考：持続可能な電力システム構築小委員会　第二次中間取りまとめ

P22以降）

https://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy

_subcommittee/system_kouchiku/pdf/t62022100902.pdf
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地域通貨などのウォ

レットアプリを活用した

持続的な公共交通の

実現

北海道共通ポイントカードのEZOCAポイントの

ウォレットアプリと、北海道版MaaS展開事業の成

果をもとに、更別村の地域通貨「サラリ紙幣」、

EZOCAなどの地域通貨、地域ポイン トの活用、

「交通チケット」の概念を組み込むことで持続的な

公共交通網の維持を目指す。公共交通の乗車

率を高めることで、収益性、利便性の向上も目指

す。現状、広尾線は長距離を運行する路線にも

かかわらず一般道を運行する影響もあり運行時

間が長時間となり、利便性が損なわれているが、

バスの運行ルートを高規格道路に拡充させ速達

性を確保するとともに、サツドラ店舗近辺にデマン

ド交通などとの交通結節点となるバス停を設置し

て、ラストワンマイルの輸送を確保する。

持続的な公共交通網の維持、公共交通の乗車

率を高めることで、収益性、利便性の向上を目指

す。

北海道全体で展開しているEZOCAに、ブロック

チェーン技術を活用した決済システムを備え、

EZOCAを暗号資産として流通させる場合には、

法定通貨との交換性や管理者不在のブロック

チェーンであること等課題が存在することから、資

金決済法等に則した制度設計が必要となります。

資金決済に関する法律第三章の二
暗号資産となる地域通貨を流通させるために、法定通貨と

の交換性を担保させることを求めます。
金融庁

　ご提案頂いた「暗号資産となる地域通貨」について、その事業内容が必ずしも

明らかではありませんが、資金決済に関する法律における「暗号資産」は、「不特

定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値」であること

が要件の一つとされており、法定通貨による暗号資産の売買は可能です。

金融商品取引法4条1項、5条1項・

5項

金融商品取引法13条1項

金融商品取引法29条、 28条1項1

号

ソーシャルベンチャーでサービスを実現することが困難であるた

め、左記関連法の規制改革が必要です。
金融庁

　セキュリティトークン（ST）は、広く流通する蓋然性が高いことから、投資者保

護に鑑み、金融商品取引法上の有価証券として同法に基づく各種規制を課す

こととしています。

　想定されているスキームの具体的内容が必ずしも明らかではありませんが、仮に

当該STが電⼦記録移転権利に該当するものであって、50名以上の者に対する

取得勧誘が行われ、かつ、発行価額の総額が１億円以上であれば、発行者は

有価証券届出書の提出、目論見書の作成を行う必要があります。また、電⼦

記録移転権利の取得勧誘等を業として行う場合は、原則として第一種金融商

品取引業の登録が必要となります。

　そもそもSTは、既存の有価証券の権利としての性質を変更したり、特別の扱い

を定めたりするものではなく、貴村がスキーム上想定している社債等の金融商品

取引法第２条第１項に規定される有価証券（第一項有価証券）に関して

も、上記対応が求められています。さらに、匿名組合出資持分等の金融商品取

引法第２条第２項各号に規定される権利を裏付けとするSTについては、ブロッ

クチェーン技術等の活用により、事実上多くの投資家間で流通する可能性が⽣

じることから、第一項有価証券として位置付けています。

　開示に伴う負担については、上記金額要件で考慮されており、また電⼦記録

移転権利の売買等の仲介に当たっては当該業務を適確に遂行する人的構成

や必要な体制整備が必要であることから、投資者保護に鑑み、想定されている

スキームに限ってこれらの義務を免除することは適当でないと考えております。

　なお、地方公共団体が行う有価証券の取得勧誘等の行為は「金融商品取

引業」から除外されており、貴村が自ら電⼦記録移転権利の取得勧誘等を行う

場合は、第一種金融商品取引業の登録を得る必要はありません。また、「ソー

シャルベンチャー」が自ら電⼦記録移転権利の発行・取得勧誘（自己募集）を

行う場合は、第二種金融商品取引業に該当し、第一種金融商品取引業の登

録を得る必要はありません。

北海道更別村 19

有価証券を原資とした

デジタル地域通貨とペ

イメントプラットフォーム

更別村の日常⽣活のあらゆる場面でデジタル地

域通貨を利用可能とすることで普及拡大と地域

経済の活性化を図る。デジタル地域通貨の原資

は有価証券とし村民が有価証券を購入すること

で地域通貨を利用できる、これまでにないデジタル

地域通貨スキームを構築することで、地域通貨の

メリットを最大化する。

村民が有価証券を購入することでデジタル地域通

貨を利用できるこれまでにない地域通貨スキーム

を構築することで、地域通貨のメリットを最大化し

ます。ソーシャルベンチャーが実施する事業にふるさ

と納税を活用したSIB（ソーシャル・インパクト・ボ

ンド）の仕組みを取り入れ、村民が株主となる官

民連携企業による村経営が可能となり、過疎地

域の歳出・歳入の健全化を促す。

経済効果として、⽣産誘発額は53,000千円/

年、1人の雇用増と試算しています。

STOにおいて50名以上の者に対して電⼦記録移

転権利の取得を勧誘すると「募集」に該当するた

め、発行者は、発行価額の総額が1億円未満で

ある場合（少額免除）などを除き、有価証券届

出書を提出し（金商法4条1項、5条1項・5

項）、目論見書を作成することが義務付けられま

す（金商法13条1項）。また、仲介業者には第

一種金融商品取引業者の登録が必要であり

（金商法29条、 28条1項1号）、ソーシャルベ

ンチャーでサービスを実現することが困難であるた

め、上記関連法の規制改革が必要です。



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答
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オリジナルデジタル地域

通貨を発行・運用

電⼦マネーギフト、地域限定のオリジナルデジタル

通貨を発行・運用代行できる仕組みを提供する。

村内の店舗、公共施設での利用に加え、ボラン

ティアや観光客への付与により域内消費の活性

化を目指す。

デジタル地域通貨を商品券として発行し、地域住

民による域内消費を活性化させます。

ポイントの付与はサービス利用者が対価を支払っ

てポイントを受け取るものではないため、景品表示

法で定義される景品類に該当させ、限度額を算

定することが困難です。

不当景品類及び不当表示防止法

第2条

ポイントは景品表示法に定義される景品類に該当しないこと

とし、ボランティアを行った村民や観光客にポイントを地域通

貨として付与することを提案します。

消費者庁

　景品表示法上の景品類とは、「不当景品類及び不当表示防止法第二条の

規定により景品類及び表示を指定する件」第１項に規定されているとおり、「顧

客を誘引するための手段として、方法のいかんを問わず、事業者が自己の供給

する商品又は役務の取引に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経

済上の利益」をいいます。

　「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して」ポイントを提供

しないのであれば、景品類には該当しません。



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

警察庁

　道路交通法に規定する「道路」において、「自動走行システムに関する公道実

証実験のためのガイドライン（平成28年５月）」に従って自動運転車の実証

実験を実施する場合は、同法に規定する道路使用許可の手続等を経ることな

く自動運転車による自動走行が可能です。

　また、遠隔型自動運転システムを用いて自動車を走行させる場合は、「自動

運転の公道実証実験に係る道路使用許可基準（令和２年９月）」に基づい

て道路使用許可を受けることにより実施可能です。

　以上の回答に関し、本提案に係る記載内容のみでは定かではない部分もある

ため、具体的な走行形態を明らかにして個別に警察庁に御相談ください。

国土交通省

③について、ハーベスターやビーンスレッシャー（刈取脱穀作業車）は、現時点に

おいても基準緩和認定の対象である。

なお、基準緩和認定を受けるには、個別の申請が必要となる。

農林水産省

「④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせている規制等の内容」の②につ

いて、御指摘の「安全性確保ガイドライン」は、ロボット農機の安全性を確保する

ための指針であり、ロボット農機の使用方法（公道の自動走行を含む。）を規

制するものではありません。

ロボットトラクターによる公道の自動走行は、警察庁が所管する「道路交通法」で

規制されていますが、道路交通法における「道路の使用の許可」の取得、又は

農道であれば農道管理者の判断に基づく「一般車両の通行の禁止又は制限の

措置」を行えば、現状でも実施可能であり、実際に試作機による公道走行テス

ト（実証実験）が行われた実績もあるところです。

以上のように、現時点においても、道路を自動走行できる性能をもつロボットトラ

クタ－が市販化されているならば、道路交通法に係る一定の手続きを行った上

で、ロボットトラクタ－による公道の自動走行を実現することは可能です。

なお、現在、市販化されているロボットトラクターは、路面の傾斜や凹凸に対応で

きないこと等により、道路やほ場の出入口を自動走行できる機能を有していない

ため、メーカーの取扱説明書等において「道路を自動走行させないこと」とされて

いる状況です。このため、ほ場間移動を含む自動走行の可能なロボットトラクター

は、ＳＩＰ（内閣府戦略的イノベーション創造プログラム）において研究開発

中であり、市販化にはまだ数年を要する見込みと伺っております。

公道を自動走行できるロボットトラクターが販売さ

れていないことは承知の上で、実証実験として検

討している。スーパーシティとして考えた際に、一般

車両の通行の禁止または制限の措置による実証

では、実際の運用と大きくかけ離れていることから

今後の普及は見込めない。農林水産省には、

SIPでの研究を現場で実証することも含めどのよう

な環境であれば地域として運用できるのか回答を

求めます。

農林水産省

自動運転の公道実証実験については、緊急時等に必要な操作を行う者が運

転席に乗車すること等の条件を満たせば、道路使用許可を受けずに実施可能

なことが警察庁Webサイトに示されておりますので、付記します。

（以下、参考URL：警察庁「自動運転の公道実証実験について」）

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/selfdriving/roadtesting/in

dex.html

なお、現在SIP等で研究段階にあるロボットトラクターの無人自動走行について

は、「一般車両の通行の禁止又は制限の措置」をした農道上のほ場間での移

動を含む遠隔監視による無人自動走行システムを前提としているものです。
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様々なドローン及びト

ラクターの連携によるス

マート農業ソリューショ

ン

作物の⽣育状況のリアルタイム把握とそれに基づく

自動施肥・防除を行うスマート農業の実装を目指

します。

①  作物の状態をいつでも素早く把握

当社カメラを搭載するドローンを飛行させ、作物の

状態を観測して写真撮影を行う。完全自動で行

う際は、ドローンステーションを利用した充電、飛

行、データ送信などを実施する。

②  解像度作物の状態に適した最適な施肥、防

除計画を策定

写真を解析し作物状態地図を作成する。また、

最適な施肥、防除計画を策定する。

③  ドローン、トラクターの連携による完全スマート

農業

得られた状態地図と施肥・防除計画を散布ドロー

ンまたはトラクターに転送し、自動施肥・防除など

を自動で行う。

本スマート農業ソリューションは、ドローンやトラク

ター状態に加えて観測された作物の状態をネット

ワーク介してリアルタイムに遠隔地に転送することが

でき、問題解析、施肥、防除などの操作は自宅

やリゾート地におけるテレワークあるいはワーケーショ

ンとして行うことができる。これまで人力に頼ってい

た農作業を機械で代替するため、高齢化が進む

農業従事者の負担が大幅に軽減され、QOLの向

上にも繋がる。

機体に携帯simカードを搭載してリアルタイムに機

体から外部へ情報送信テストを実施するために

は、電波法により、無線従事者である必要があり

ます。

電波法  第三十九条「第四十条の定

めるところにより無線設備の操作を行う

ことができる無線従事者

機体に携帯simカードを搭載してリアルタイムに機体から外部

へ情報送信テストを実施するものが無線従事者であることが

前提になると、作物の⽣育状況のリアルタイム把握とそれに

基づく自動施肥・防除を行うスマート農業の実装する農業

従事者が各々資格を取得する必要があり、サービスを利用

することが困難となるため、更別村の人口密度が低い農村エ

リアにおいて許可していただくことを提案します。

総務省

・携帯電話は、地上での利用を前提に設計されていることから、上空で携帯電

話を利用した場合に、地上の携帯電話等の利用へ影響を与えるおそれがあるこ

とから、平成28年7月から実用化試験局の制度により、上空で利用する携帯電

話等の端末の台数を管理した形で課題の検証を行ってきた。その後、令和元年

6月から情報通信審議会における技術的検討を経て、令和2年12月に、高度

150m未満の空域において、地上の携帯電話ネットワークに影響を与えない一

定の条件に合致する携帯電話等の端末については、簡素化した手続きにより無

人航空機において利用可能とする制度整備を行っている。

・なお、技術基準適合証明を有する携帯電話等の端末を使用する場合には、

無線従事者資格は不要である。
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フィールドサーバ(FS）

＋キューブ型発電シス

テム (キューブ)を用い

た自動農業システムの

構築

ロボット農機が自律的に周辺監視して非常停止

できる仕組みを開発し、社会インフラ化する。

①FS＋キューブを用いた自動走行トラクタのオー

バーラン防止システムの構築FS＋キューブに長距

離レーザー変位センサを搭載し、自動走行トラクタ

が作業区域外へ出たことを検出できるようにする。

②FS＋ドローンによる自動走行トラクタ及び圃場

監視システムの構築ドローン空撮より自動走行ト

ラクタの監視を行う。ドローンは、非GPS環境下で

も自律飛行できる機体の採用を検討する。また、

ドローンを5分で充電できる超高速充電技術の採

用も検討する。ドローンからは栽培管理用の画像

を取得することも目的とし、長時間連続でトラクタ

及び圃場を監視する仕組みとその評価手法であ

る栽培管理システムを構築し、自動農業システム

を実現する。

ロボット農機を遠隔監視する環境を整備すること

で、農作業はドローンやロボット農機が担うようにな

り、人手不足や高齢者の負担が解消される。ま

た、キューブ型発電システム(太陽光発電＋蓄電

池)を圃場だけでなく、村の防災拠点や避難場所

に導入することにより、災害時の非常用電源(ライ

フライン)として活躍できる。

①  FCCマーク、CEマークを取得済みの海外製品

についても電波法に基づく技適または認証が必要

であり、2.4GHz帯、5.2GHz帯、 5.3GHz帯、

5.6GHz帯では200mW以下の送信電力でなけ

れば技適を受けることができません。（電波法第

38条の6、第38条の 24）

②  道路交通法、道路車両運送法を改正し、自

動走行ロボットの公道走行の実施が2021年を目

途に検討されています。しかしながら、「農業機械

の自動走行に関する安全性確保ガイドライン」で

は道路ではロボット農機を自動走行させないことと

されています。（道路交通法第2条、道路運送

車両法、農業機械の自動走行に関する安全性

確保ガイドライン）

③  農機の公道走行については、道路運送車両

の保安基準の緩和により可能となりましたが、ハー

ベスターやビーンスレッシャー等の一部の農機の公

道走行については緩和対象かどうか不明瞭です。

②の規制改革にあわせて定義が必要となります。

①電波法第38条の6、第38条の 24

②③道路交通法第2条、道路運送

車両法、農業機械の自動走行に関

する安全性確保ガイドライン

①世界と競争する農業技術を迅速に高めるために海外製

品の利用できる環境を整える必要があります。具体的には

Wifiが15km届く製品(LigoSU 5-23)を使って、北米、イ

ンド、中国向けのフィールドサーバを製造したいと考えておりま

す。FCCマーク、CEマークを取得済みの海外製品について

は、更別村の農村エリアに電波干渉が⽣じない区域を設け、

そのエリア内では海外製品の出力を抑制することなく高出力

で利用可能とする規制改革を提案します。

②公道における作業機付きトラクタの自動走行についても可

能とすることで、ロボット農機の公道自動走行による農業⽣

産の合理化及び農作物の⽣産性向上を図ります。ロボット

農機の公道自動走行時には、ロボット農機の安全走行を

IoTによりセンシングし確保します。

③上記②の規制改革にあわせて定義が必要となります。

総務省

・我が国においては無線LANは免許不要局として、小電力の無線設備を用い

て、混信など他の無線局への影響を及ぼさないことを条件に制度化を行ってい

る。

・今回ご提案のWifiが15km届く製品として例示を頂いた、LigoSU 5-23につ

いての技術仕様を確認したところ、現行の無線LANの技術基準に適合せず免

許不要局として扱うことが困難である。

・本件が科学若しくは技術の発達のための実験、電波の利用の効率性に関する

試験又は電波の利用の需要に関する調査に専用する無線局であつて、実用に

供しないもの（放送をするものを除く。）であれば、実験等無線局として扱うこと

は可能であるが、当該製品は見通し範囲において、無線設備にも影響を与える

可能性があるため、当該範囲内において他の無線機へ干渉を与えない確認等

が必要となります。

・なお、更別村の農村エリアに電波干渉が⽣じない区域を設け、そのエリア内では

海外製品の出力を抑制することなく高出力で利用可能とする規制改革のご提

案は、特殊事情を考慮した特区扱いすることの是非についても検討の余地があ

るものと思料する。

・更別村では5Gの運用が始まっているが、サー

バーによるボトルネックにより、トラクターからの映像

を安定的に送信することは難しい。また、データ使

用量が大きく、帯域制限に引っかかるという現象を

確認していることや、5Gのエリアが狭いことから農

村地域による運用は普及が難しいと考えられるた

め、Wifiによるトラクターの監視および制御は必要

不可欠と考えられるため、ぜひとも特区として運用

していければと考えます。

・上記のような問題は更別村だではなく、大規模

農業を行っているエリア（十勝、本州の一部、欧

米諸国）でも同様であり、米国では15km程度

の通信が可能なハイパワーWi-Fiを利用でき、TV

ホワイトバンドを活用した農村用通信サービスの

ルーラルコネクト（例えば、

https://carlsonwireless.com/ruralconne

ct/）も利用できます。スマート農業では５G、ハ

イパワーWi-Fi、ルーラルコネクト、LPWA等を組み

合わせることで地域環境に合った通信手段を柔

軟に構築できることが重要ですが、わが国では５G

とLPWAしか利用できないため、スマート農業の技

術開発及びビジネスにおいて大きなハンディキャップ

があります。更別村において、ハイパワーWi-Fiが

利用できるようにすることで、農業ビッグデータ収

集・解析サービス、農業機械の自動運行サービス

などを国内で開発できるようになり、我が国の先進

的なスマート農業技術を海外へ輸出できるように

なることが期待されます。

総務省

・無線LANについては、「5.2GHz帯高出力データ通信システム」の基地局（ア

クセスポイント）又は陸上移動中継局（中継器）として、EIRP 1W相当の出

力で屋外利用が可能となるよう制度化がなされているところ。ただし、本システム

は免許不要局ではなく、登録局の扱いとなっているが、当該無線システム等の利

用も検討いただきたい。

・また、特定の周波数、空中線電力や使用地域等を対象として、電波の混信が

⽣じないことを条件に、実験試験局の免許取得に係る時間短縮を図ることを目

的とした特定実験試験局制度を設けていることから、今回のご要望に関して同

制度の活用も含めてご検討をいただきたい。
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小規模ＵＴＭを活用

した複数台ドローンに

よる能動的で総合的

な見守りシステム

本システムは複数台のドローンを常時活用した総

合的な地域見守りを実現する事業の提案。 ド

ローンの自動管制システム採用により24時間365

日複数台のドローンが指定エリアの巡回パトロール

を行う運用体制を技術的に確立する。見守りや

鳥獣被害対策にも利用可能で、防災、有事には

様々なア  ラート機能を実行する。本システム最

大のポイントはUTMによる複数ドローンの自動運

行管理制御ソフトウェアである。専門会社と地域

共同の“農業ロボティクス”の積極活用による応用

で、広範囲な利用が可能である。各農家へのド

ローンレンタルや有料の事業支援なども実現可能

で、会員組織化を含んで地域に根差すことを目

標化させることが可能である。

住民人口との比率を考慮し、目届かぬ時間帯や

広域な農地有する特性住民人口との比率を考

慮し、目届かぬ時間帯や広域な農地有する特性

慮し、複数台のドローンを常時活用した総合的な

地域見守り実現する。

経済効果として、⽣産誘発額は265,000千円/

年、15人の雇用増と試算しています。

第三者上空を操縦者等の目視の範囲外でドロー

ンを飛行させることは、原則として認められていませ

ん。（航空法第132条の2第2項第2号に規定

する国土交通大⾂の承認）

航空法第132条の2第2項第2号に

規定する国土交通大⾂の承認

住民への十分な説明を前提に、スーパーシティ区域計画決

定の際の住民合意を通じて村全体をドローン運航の当事者

とみなし、目視外による村民居住地域等の上空飛行を可能

とします。本提案では複数ドローンを利用する背景として更

別村の広大な行政区域に関して住民の目が届かぬ地域割

合（農地）がほぼ全域となっており、地域内の見守りには複

数ドローンによる見守りが欠かせないと判断している。

国土交通省

内閣官房

【航空法について】

レベル４飛行については、第三者上空を飛行することとなるため、特に高度な機

体の安全性を求めるとともに、万一不具合などが発⽣した場合に備え、あらゆる

事態を想定した対策を講じることが重要と認識しており、今般の法改正により機

体の安全性を認証する制度と操縦者の技能を証明する制度等を創設すること

でレベル４飛行の実現が可能となり、公布の日から１年６ヶ月以内に第三者の

定義を含めて詳細な基準等を検討した上で施行される。

なお、本来、運航当事者(操縦者、補助者)には、ドローンの運航管理など、高

度な安全対策の責任が求められるところであるが、ドローンの安全性が十分に確

保されない段階で、一般住民を一律に運航当事者とみなし、その上空を飛行さ

せることは、安全確保の観点から望ましくありませんが、レベル４施行後の運用方

法等については、随時、御相談に応じる。

レベル4飛行を行うのに関し、地域内の高度が

100ｍ程度差がある場合、気圧による高度計を

利用するため、他の飛行機材に影響を及ぼすこと

が想定される。そのため、本地域においては150ｍ

以上の飛行機材についてもデータ連携基盤を利

用した航空管制に登録義務を設け、自動飛行に

対して影響が無いかを把握しながら運用する必要

があることから、改正内容に盛り込むよう検討願い

ます。

国土交通省

内閣官房

一定の安全上のリスクのある無人航空機の飛行を行う場合に、操縦者に対し飛

行計画の通報を義務付けることとし、当該無人航空機が飛行する日時、経路、

高度等の情報を、航空機や他の無人航空機の操縦者等と共有することとしてお

ります。

150m以上の高度におけるエアリスクを踏まえた運航管理の在り方を含め、レベ

ル４飛行において必要となる運航管理の在り方については、国土交通省航空

局において、官民の関係者で検討しているところ。個別具体の提案については、

随時、御相談に応じる。
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ビル型及びドーム型イ

ンドア・ファームの概念

設計

ビル型及びドーム型のインドア・ファームの概念設

計を行うことを目的とする。ビルおよび米国のバイオ

スフィア２のようなドーム型のデータ駆動型サスティ

ナブル農業複合施設を活用することで、デジタルお

よびロボティクス技術などを駆使した次世代型の社

会、健康および⽣活の質的向上も可能となる。

植物工場は、食料・環境・エネルギー・資源問題

への同時並行的解決、人々の⽣活の質的向上

を可能とする技術特性を有する。また、太陽光発

電による電力エネルギーや排熱・排出されたCO2

なども植物工場にて利用することも可能となる。

経済効果として、⽣産誘発額は75,000千円/

年、6人の雇用増と試算しています。

農地法により農地を農地以外にするものは許可を

受ける必要があるとされています。ビル型及びドー

ム型インドア・ファームについては、農業用施設とみ

なされず農地以外に転用するとみなされます。

農地法第4条

ビル型及びドーム型インドア・ファームで農地で農作物を育て

るよりも高い収穫量を⽣産することが可能となり、天候に左

右されずに⽣産可能であることから、食料自給率の低い日本

においては必要な施設であり、農地転用の許可を不要として

いただきたい。

農林水産省

ご提案にあるインドアファームについて、当該施設が農地法第43条第２項に規

定する農作物栽培高度化施設に該当する場合には、施設の底面をコンクリート

敷きにした場合であっても当該施設において行われる農作物の栽培は耕作に該

当するものとみなされることから、農地転用の許可は不要となります。

このほか、耕作者自らが使用収益する農地に、自らの農業⽣産活動のために必

要不可欠な２a未満の農業用施設を整備する場合には、農地転用の許可は

不要ですが、当該施設に該当しない場合には、現行では、農業用施設であって

も農地転用の許可は必要となります。

なお、農林水産省においては、６月18日に閣議決定された成長戦略に基づ

き、市町村が定める農山漁村の活性化を図るべき区域において、事業者が市

町村の認定を受けた施設整備計画に従って、農山漁村発イノベーション施設を

整備する場合には、農用地区域からの除外手続を迅速化するとともに、農地転

用許可を取得しなくてもよいものとする方向で検討することとしております。

※　農用地区域からの除外及び農地転用の可否については、具体的な事業計

画等に即して判断することとなります。
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法務省

（Bについて）

　現行の借地借家法上、一般定期借地権の設定契約や定期建物賃貸借契

約等は書面によって締結することが必要とされ、また、定期建物賃貸借契約につ

いては、更新がない旨の書面を交付しなければならないものとされています。

　令和３年の通常国会において成立した「デジタル社会の形成を図るための関

係法律の整備に関する法律」（整備法）によって借地借家法が改正され、これ

らの契約を電磁的記録によって締結することや、定期建物賃貸借の事前説明

事項を電磁的方法で提供することが可能となりました。

　なお、整備法のうち借地借家法の改正に係る部分の施行日は、「公布の日

（令和３年５月１９日）から起算して１年を超えない範囲内において政令で

定める日」とされています。

消費者庁

経済産業省

　御指摘の契約書面の電⼦化を盛り込んだ「消費者被害の防止及びその回復

の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案」が

成立したところです。

　契約書面等を電磁的方法により提供することができることについては、消費者

の承諾を得た場合に限り、例外的に認められるものですが、今後、消費者委員

会の建議等も踏まえて、電磁的方法による提供の在り方について、消費者の承

諾の実質化や電磁的方法による提供の具体的方法について、オープンな場で

消費⽣活相談の関係者等を含めて広く丁寧に意見を聴取する検討の場を設け

て検討を行ってまいります。

国土交通省

A：宅地建物取引業法（昭和27年法律第176号）第34条の2、第35条及

び第37条の規定に基づく書面の交付については、デジタル社会の形成を図るた

めの関係法律の整備に関する法律において宅地建物取引業法を改正し、電磁

的方法による交付を可能とすることとしている。

C：マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成12年法律第149

号）第73条の規定に基づく書面の交付については、マンションの管理の適正化

の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を

改正する法律によりマンションの管理の適正化の推進に関する法律を改正し、

電磁的方法による交付を可能としている。

岩手県矢巾町 3

薬剤師の業務をモノか

らヒトへシフトするため

の業務支援

町内の医療機関・保険薬局が地域連携基盤を

通じて情報連携し、薬剤師によって特に負担の多

い一包化調剤業務（対物業務）をほかの大型

薬局がサポートすることにより、患者の⽣活スタイル

に合わせた調剤受取サービスの実施を可能とす

る。

非効率調剤を効率化することにより、薬局、医療

機関における薬剤師の業務を病棟業務やかかり

つけ、在宅業務などの対人業務にシフトすることに

より、より医療安全を高めることと、残薬減などによ

る医療費の抑制につながる。

病院又は診療所にあっては、その開設者は、厚⽣

労働省令で定める基準に従い都道府県(診療所

にあっては、その所在地が保健所を設置する場合

においては、当該保健所を設置する市又は特別

区)の条例に定めるところにより、専属の薬剤師を

置かなければならない。ただし、病院又は診療所

所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、

この限りでない。

病院は、厚⽣労働省令(第一号に掲げる従事者

（医師及び歯科医師を除く。）及び第十二号に

掲げる施設にあっては、都道府県の条例)の定め

るところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、

かつ、記録を備えておかなければならない。

一　当該病院の有する病床の種別に応じ、厚⽣

労働省令で定める員数の医師及び歯科医師の

ほか、都道府県の条例で定める員数の看護師そ

の他の従業員

（略）

七　調剤所

（略）

医療法（昭和23年法律第205

号）第18条

医療法第21条

法定従事者数の充足義務があることから、当該従事者に対

する管理権限の及ばない委託形態は充足義務に反するも

のとして認められていないため、規制改革が必要。

厚⽣労働省

 医療法上、医療は医療機関の管理者の管理監督の下、一定以上の衛⽣水

準や安全が確保された上で適切に提供されるよう、医療行為の最終責任者を

管理者としており、個々の医療従事者についても当該管理者の管理下にあるこ

とが不可欠です。

　この点、病院薬剤師の業務は、医師や他職種、患者等と適宜相談しながら、

診察から処方、服薬指導等といった医療提供の一連の流れの中で行われるもの

であり、業務の一部を切り離すことは困難であり、こうしたことから、適切な医療を

提供するために最低限有すべき人員として専属薬剤師等の基準を求めているた

め、管理権限の及ばない者への委託は認められません。

　薬局における調剤等にあたっては、保健衛⽣上支障が⽣じることがないよう、当

該薬局の薬剤師により、実地に管理された上で、当該薬局において実施される

必要があり、ご提案の方法では患者への薬剤の適切な交付や責任の所在が不

明確となることから、認めることは困難です。なお、薬局における対人業務の充実

のための調剤業務の取扱いについては、「調剤に係る業務プロセスの在り方を含

め、医療安全を確保しつつ調剤業務の効率化を進める方策を検討し、必要な

見直しを行う」（「規制改革実施計画」（令和３年６月18日閣議決定）こと

としております。

(病院）「病院、診療所等の業務委託について」

（平成５年２月15日付厚⽣省健康政策局指

導課長通知）において、病院、診療所等から委

託できる業務に調剤業務は明記されておらず、平

成11年７月27日　第145回国会　参議院・国

民福祉委員会では「院内において行う調剤業務

についても、外部委託することは認めていません。」

と当時の厚⽣省健康政策局長が明言されていま

す。診察から処方、服薬指導等といった一連の流

れにおいて、病院薬剤師による処方監査が十分

に行われれば、調剤業務は必ずしも医療機関内

で行う必要性はないと考えます。

（薬局）患者様への薬剤の適切な交付について

は、トレーサビリティを担保し、委託元へ一包化し

た薬剤を戻す際にその情報も合わせて提供するこ

とで担保されると考えます。また、その責任の所在

については、十分な議論が必要ですが、切り分け

ることが可能と考えます。

厚⽣労働省

（病院）

医療法上、医療は医療機関の管理者の管理監督の下、一定以上の衛⽣水

準や安全が確保された上で適切に提供されるよう、医療行為の最終責任者を

管理者としており、個々の医療従事者についても当該管理者の管理下にあるこ

とが不可欠です。

　この点、病院薬剤師の業務は、医師や他職種、患者等と適宜相談しながら、

診察から処方、服薬指導等といった医療提供の一連の流れの中で行われるもの

であり、業務の一部を切り離すことは困難であり、こうしたことから、適切な医療を

提供するために最低限有すべき人員として専属薬剤師等の基準を求めているた

め、管理権限の及ばない者への委託は認められません。

（薬局）

　薬局における調剤等にあたっては、保健衛⽣上支障が⽣じることがないよう、当

該薬局の薬剤師により、実地に管理された上で、当該薬局において実施される

必要があり、ご提案の方法では患者への薬剤の適切な交付や責任の所在が不

明確となることから、認めることは困難です。なお、薬局における対人業務の充実

のための調剤業務の取扱いについては、「調剤に係る業務プロセスの在り方を含

め、医療安全を確保しつつ調剤業務の効率化を進める方策を検討し、必要な

見直しを行う」（「規制改革実施計画」（令和３年６月18日閣議決定）こと

としております。

岩手県矢巾町 1
町民総合ポータルの構

築

行政サービス手続オンライン完結（＝バーチャル

役場の実現）
紙業務にかかるコストを抑えることができる。

A：不動産取引における重要事項説明書面等

B：定期借地契約、定期建物賃貸借契約書面

C：マンション管理業務委託契約書面

D：特定継続役務提供等における契約前後の

契約当書面

E：金融商品のクーリングオフ書面

A：宅地建物取引業法（昭和27年

法律第176号）第34条の2、第35

条、第37条

B：借地借家法（平成3年法律第

90号）第22条、第38条、第39条

C：マンションの管理の適正化の推進

に関する法律（平成12年法律第

149号）第73条

D：特定商取引に関する法律（昭

和51年法律第57号）第4条、第42

条ほか

E：金融商品取引法（昭和23年法

律第25号）第37条の６

A~Dの法令の書面化義務を撤廃し、電⼦契約手続が利

用できるようになる措置。

岩手県矢巾町 2
オンライン服薬指導と

非対面薬剤交付

町内共通のデータ連携基盤を活用することによ

り、一連の流れ（オンライン診療、オンライン服薬

指導、町内交通系ITと連携し保険薬局からデマ

ンド交通利用による患者宅への薬剤配布、決

済）の全てを自宅に居ながらシームレスに完結で

きる未来型医療の構築を提案する。

また、薬剤交付方法には町内の公民館等に設置

したリモート管理型の宅配ロッカーを利用し、非対

面で本人確認（町民IDを利用）のうえ受け渡

せる仕組みを提案する。

オンライン診療、オンライン服薬指導により遠隔医

療の実現及び、パンデミック時において限られた医

療資源による医療体制を確保できる。また、オンラ

イン服薬指導後、MaaSで構築されたモビリティ

サービスを活用し、中山間地区への医薬品配送

ができる。

同様に、市販薬、介護用品などの配送も容易と

なる。

〇オンライン服薬指導の要件

・あらかじめ対面で服薬指導を行っていること

・服薬計画書が定められていること

・これまで処方されていた薬剤またはこれに準じる

薬剤であること

・調剤済みの薬剤等の郵送または配送を行う場

合には、薬剤師による患者への直接授与と同視

しうる程度に、当該薬剤の品質の保持や患者本

人への確実な授与等がなされることを確保すること

　※要旨抜粋

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全

性の確保等に関する法律等の一部を改正する法

律の一部の施行について（オンライン服薬指導関

係）（令和2年3月31日薬⽣発0331第36

号）（各都道府県知事・各保健所設置市長・

各特別区長あて厚⽣労働省医薬・⽣活衛⽣局

長通知）

〇処方箋原本がない場合での調剤行為の禁止

「薬剤師は、医師、歯科医師又は獣医師の処方

せん(原本)によらなければ、販売又は授与の目的

で調剤してはならない。」

「保険医などの交付した処方せん(原本)に基づき

調剤並びに薬学的管理及び指導を行わなければ

ならない。」

御指摘の宅配ロッカーの詳細が不明確ですが、薬局の責任の下、適切に薬剤の

品質の保持や患者本人への授与がなされるかどうかについては、個別に判断する

必要があり、一概には判断できません。

医薬品、医療機器等の品質、有効

性及び安全性の確保等に関する法

律（昭和35年法律第145号）第9

条の３第1項及び医薬品、医療機器

等の品質、有効性及び安全性の確

保等に関する法律施行規則（昭和

36年厚⽣省令第1号）第15条の

13第2項

薬剤師法（昭和35年法律第146

号）第23条及び保険薬局及び保険

薬剤師療養担当規則（昭和32年

厚⽣省令第16号）第8条

オンライン服薬指導の実施要件を撤廃し、容易にオンライン

服薬指導を可能にできるようにする。

品質管理を厳重に行っている医薬品宅配ロッカーでの宅配

を可能にする

処方箋原本を所持していない状況下での調剤行為は、限

定的にしか認められておらず、オンライン服薬指導の浸透が

遅延する要因の一つとなっているため、規制緩和により撤廃

し、よりシームレスな環境を推進できるようにする。

厚⽣労働省

 　薬局におけるオンライン服薬指導については、「規制改革実施計画」（令和

３年６月18日閣議決定）や「成長戦略フォローアップ」（令和３年６月18

日閣議決定）を踏まえ、2021（令和３）年夏を目途に医薬品医療機器等

法に基づくルールの見直しの検討を行うこととしております。

　御指摘の宅配ロッカーの詳細が不明確ですが、薬局の責任の下、服薬指導を

実施した後、調剤された薬剤の患者への授与に当たり薬剤師による患者への授

与と同視しうる程度に、当該薬剤の品質の保持や患者本人への確実な授与が

なされる範囲で実施可能です。

「当該薬剤の品質の保持や患者本人への確実な

授与がなされる」ことを手順書化し、薬局の責任

の下行うことを説明しても、各自治体の裁量の範

囲で許可が下りず大半は実施できていない。各許

可者の個人の裁量等で判断されないよう担当省

庁から薬交付ロッカー設置条件の通知を出す等し

て頂かないと、御省の回答と現場の許可判断に

大きな乖離がある。今一度現状を考慮頂き規制

改革を求めると共に、可能という理解であれば、実

際の市場はそのようになっていないため、その旨を

通知頂きたい。所管保健所より、ロッカー設置につ

いて一度問題ないとの見解が示されたが、所有権

や配送方法について詳細を確認するとのことから、

最終判断が保留されている。

厚⽣労働省



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

岩手県矢巾町 4

健康ステーションとITサ

ポートによる町民の行

動変容促進

薬局併設型検体測定室による健康チェックや、薬

剤師による健康指導、管理栄養士による食事指

導、栄養指導により⽣活習慣病等や介護予防

意識を高める。

緻密な健康方法の収集、活用、健康セミナーイ

ベントへの参加、薬剤師・管理栄養士等調剤薬

局での対面事業を加えることで町民の健康維持

意識の増進、介護予防への行動変容が可能。

ひいては町民健康寿命の延長につながる。

薬局併設型検体測定室において、測定の項目が

限られてしまっている。

「測定の項目については、特定健康診査及び特

定保健指導の実施に関する基準（平成19年厚

⽣労働省令第157号）第1条第1項各号に掲

げる項目の範囲内とする」

検体測定室に係るガイドライン

特定健康診査及び特定保健指導の

実施に関する基準（平成19年厚⽣

労働省令第157号）第1条第1項

各号

１．既往歴の調査（服薬歴及び喫

煙習慣の状況に係る調査を含む）

２．自覚症状応及び他覚症状の有

無の検査

３．身長、体重及び腹囲の検査

４．BMIの測定

５．血圧の測定

６．肝機能検査：GOT,GPT,γ-

GTP

７．血中脂質検査：中性脂肪、

HDLコレステロール、LDLコレステロー

ル

８．血糖検査：HbA1c,血糖値

９．尿検査

10．前各号に掲げるもののほか、厚

⽣労働大⾂が定める項目について厚

⽣労働大⾂が定める基準に基づき医

師が必要と認めるときに行うもの

左記検体測定室のガイドラインの中の規制

特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準に

関し測定項目の範囲内限定を規制緩和し、項目を拡充す

る。

例１）骨密度測定

規制緩和で測定可能となると、骨粗しょう症予備軍に受診

勧奨が可能。

骨折リスク軽減につながる。

例２）総コレステロール値

総コレステロールの測定は、現在、被験者への伝達は控える

よう規制されている。自己管理意識向上のため、こちらも測

定・伝達可能とする。

厚⽣労働省

御提案の事業において、受検者が自ら採取した血液を検体とし、総コレステロー

ル値の測定を行うことについて、当該検査を行う施設は臨床検査技師等に関す

る法律第20条の３第１項の規定に基づき厚⽣労働大⾂が定める施設（昭

和56年厚⽣省告示第17号）第４号ホに掲げる施設に該当するため、衛⽣検

査所登録は不要です。

・ただし、厚⽣労働省は、検体測定室が感染防止や健康被害防止等の安全

性を確保しつつ適切に運営されるよう、「検体測定室に関するガイドライン」（平

成26年医政発0409第４号厚⽣労働省医政局長通知別紙）を発出し、内

容の遵守を求めているところです。検体測定室は、国民の健康意識の醸成や、

健康診断や医療機関受診への動機付けを高める観点から、利用者が検体を

採取し、検査結果も利用者自身で判断・管理することで、自己健康管理の一

助となるような簡易な検査を行う施設のため、ガイドラインにおいて、検査可能な

項目を、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準（平成19年

厚⽣労働省令第157号）第１条第１項各号に掲げる項目（同条第４項の

規定により同条第１項第７号の規定による検査を行ったものとみなされる場合

の項目を含む。）としており、総コレステロール値については、測定項目とはしてい

ません。

・なお、「検体測定室に関するガイドライン」は検体測定室における検体検査に

係る基準を示すものであるため、骨密度の自己測定については、当該ガイドライ

ンの対象としておりません。

岩手県矢巾町 5

特定条件下での地方

公務員の一般民間企

業への派遣

インフラ維持管理を長期契約にて受託する一般

民間企業への地方公務員の数年単位での派遣

による当該インフラに関する知見の習得。

当該インフラ及び当該インフラ維持管理への知見

が得られることにより、

・維持管理業務委託の適切なモニタリングの実施

・実態に即した適切なアセットマネジメントによる効

果的な更新投資の実現

・インフラ利用住民に対する適切な情報公開・説

明責任の遂行

などが可能となる。

また、合わせて、官民連携活用の幅が広がり、人

的リソースに課題のある自治体の課題解決につな

がる。

公務員の派遣に際して、

・派遣（出向）は公益法人等に限定されてい

る。

・派遣（転籍）も当該地方公共団体の出資団

体に限定されている。

「その業務の全部又は一部が当該地方公共団

体の事務又は事業と密接な関連を有するもので

あり、かつ、当該地方公共団体がその施策の推

進を図るため人的援助を行うことが必要である」場

合でも、上記要件により地方公共団体の独自判

断（条例）では実施出来ない。

公益的法人等への一般職の地方公

務員の派遣等に関する法律（平成

12年法律第50号）

第2条第1項第1~4号

第10条第1項

平成12年7月12日付け自治省行政

局公務員部長通知「公益法人等へ

の職員派遣制度等の運用について」

下記により外形的要因を除外し、地方公共団体が要件に

鑑み、条例で定めることで派遣可能とする。

・法第2条第1項に「省令で定める団体」を追加し、社会変

化に応じて、省令にて該当する企業を追加・削除するよう改

正。さらに、現在の官民連携推進の状況に鑑み、省令にて、

インフラ維持管理を長期契約受託する団体を該当するよう

定める。

・法第10条第1項から「当該地方公共団体が出資している

株式会社のうち、」を削除する。

総務省

　公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律は、公益的

法人等において、地方公務員の専門的知識・能力を活用して円滑に事業を推

進するための人材派遣を規律するものとして設けられています。

　一方で、職員の質の向上を図るための民間企業への職員派遣については、現

行制度においても、職務命令に基づく研修派遣として実施が可能であり、これに

より、派遣先での業務体験を通じた職員の育成を図ることができると考えていま

す。

岩手県矢巾町 6

リスクとメリットに応じた

柔軟な第三者上空飛

行許可

ドローン配送

安全で効率的な飛行ルートの設定が可能となり、

１フライトにかかるコストの削減が可能。また、効

率的な空域利用を促進。

航空法（昭和27年法律第231号）
無人航空機の飛行に関する許可・承

認の審査要領
リスクとメリットに応じた柔軟な審査基準 国土交通省

【航空法について】

レベル４飛行については、第三者上空を飛行することとなるため、特に高度な機

体の安全性等を求めることが重要と認識しており、今般の法改正により機体の

安全性を認証する制度と操縦者の技能を証明する制度等を創設することでレベ

ル４飛行の実現が可能となり、公布の日から１年６ヶ月以内に詳細な基準等

を検討した上で施行されます。

岩手県矢巾町 7

長距離ドローン飛行を

実現するための通信手

段の確保

ドローン配送
通信の確保が難しいエリアにおいても長距離飛行

が実現可能。ドローンによる空の利活用が促進。
電波法（昭和25年法律第131号）

無人移動体画像伝送システムに関す

る基準（電波法関係審査基準）

（５Gの上空利用についてはルールは

存在しない）

無人移動体画像伝送システムに関して、リスクとメリットに応

じた柔軟な規制緩和

５Gの上空利用については、新規のルール作り

総務省

・ドローンで使用可能な無線システム（通信手段）については、無人移動体画

像伝送システムを始め複数の方法があり、それぞれに特徴を有している。想定さ

れている長距離伝送の具体的な条件等が不明であるため、「長距離ドローン飛

行を実現するための通信手段の確保」の実現に向け、まずは詳細をお伺いさせ

ていただきたい。

・５Gは地上で使用する端末での利用を前提として基地局を配置しており、上

空のドローン等で５Gを利用する場合、上空からの電波が広範囲の５G基地局

に到達し、５Gネットワークに想定外の影響を与える可能性がある。また、５Gが

使用する周波数は、衛星通信システムとも共用しており、上空のドローン等で５

Gを利用する場合、衛星通信システムへ干渉を与える可能性がある。このため、

５Gの上空利用を可能とするためには、情報通信審議会等において、携帯電話

事業者及び衛星通信システム事業者等の関係者の参画を得て、これらの技術

的課題に対する検討、検証を行い、利用可能な条件について結論を得る必要

がある。

ドローンで使用可能な無線システム（通信手

段）について、LTEの確保が難しい地域にて、

920MHz、2.4GHz、5.7GHz等の周波数帯の

無線システムを利用しています。各無線通信シス

テムには送信出力に制限があるため、通信ができ

る距離にも限界があります。そのため、①使用エリ

アを限定した上で、既存の帯域の送信出力を高く

する又は②他の帯域に影響を与えないことを担保

した上で、高出力可能な新しい帯域を上空利用

に割り当てるなどの対応をご検討いただきたく存じ

ます。

総務省

多くの利用者が混信無く共用できるように送信出力等の条件が定められており、

出力増加は他の遠方の利用者へ影響が及ぶとともに、反対に遠方の出力増の

利用者からの影響が自身に及ぶこととなる。

なお、通信可能距離の延長を目的とする場合、例えば、使用する周波数や受

信アンテナの選択等によって目的が達成出来る可能性もあると考える。

今般、通信可能距離の延長のため、出力の増加や帯域の割り当てをご要望さ

れているが、想定されている通信距離等の具体的な条件が不明であることから、

「長距離ドローン飛行を実現するための通信手段の確保」の実現に向け、実験

や研究開発等も視野に入れ、まずは詳細をお伺いさせていただきたい。

国土交通省

内閣官房成長戦略事務局を中心に関係省庁と連携し、遠隔で多数台の低

速・小型の自動配送ロボットを用いたサービスが可能となるよう制度を検討してお

り、令和3年６月18日に閣議決定された成長戦略実行計画に示されている通

り、低速・小型の自動配送ロボットについて、道路運送車両に該当しないこととす

る予定である。

警察庁

「自動配送ロボット（近接監視・操作型及び遠隔監視・操作型）公道実証実

験手順」を警察庁ウェブサイトで公表しており、同手順に沿って道路使用許可を

受ければ、1人の遠隔監視者が複数台の自動配送ロボットを走行させることは

可能です。

　なお、自律走行する低速・小型のモビリティについては、関係省庁と連携し、制

度整備に係る検討を行っているところです。

　自動走行するロボットを運用する計画等がありましたら、具体的な内容等を明

らかにして個別に警察庁に御相談ください。

岩手県矢巾町 9

薬の自動配送に向け

たオンライン服薬指導

の対象拡大

オンライン服薬指導後の薬の宅配 オンラインでの服薬指導と薬宅配の拡大
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全

性の確保等に関する法律

オンライン診療の適切な実施に関する

指針
コロナ対応時限緩和措置の継続 厚⽣労働省

　薬局におけるオンライン服薬指導については、「規制改革実施計画」（令和３

年６月18日閣議決定）や「成長戦略フォローアップ」（令和３年６月18 日

閣議決定）を踏まえ、2021（令和３）年夏を目途に医薬品医療機器等法

に基づくルールの見直しの検討を行うこととしております。

　御要望の内容が不明確ですが、薬局におけるオンライン服薬指導における薬

剤の配送については、薬局の責任の下、患者への直接の授与と同視しうる程度

に、当該薬剤の品質の保持や、患者本人への確実な授与がなされる範囲にお

いて実施可能です。なお、「規制改革実施計画」（令和３年６月18日閣議

決定）を踏まえ、薬剤の配送における品質保持等に係る考え方の明確化に取

り組むこととしております。

岩手県矢巾町 10

介護老人保健施設に

おける医師常勤のオン

ライン化

ウェアラブル機器等を活用し、介護施設と医療機

関の間で24時間365日のデータ連携を行うこと

で、必ずしも常勤・対面での医師の配置を要しな

い仕組みを構築する。

医師不足、医師偏在が課題となっている地域に

おける医師確保及び配置の最適化（効率化）

による経営改善、及び、医師等の働き方改革等

に寄与する。

「介護老人保健施設においては、常勤の医師が1

人以上配置されていなければならないこと。（基

準省令第2条）」

平成12年３月17日老企第44号 厚

⽣省老人保健福祉局企画課長通知

24時間365日のバイタル把握及びビデオ通話によるオンライ

ン診療の体制整備を条件に、常勤医師の設置を要しない

旨の基準とする。

厚⽣労働省

介護老人保健施設は、他の常勤医師の配置が求められていない施設と比較

し、医師や看護師等を手厚く配置し、医療ニーズを有する要介護者に対し、看

護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日

常⽣活上の世話を行う施設であり、急変時を含めて必要な医療を施設内で提

供する必要があることから、提案の基準緩和は困難と考えます。

岩手県矢巾町 8

遠隔地の管理センター

から複数の自動走行

ロボットを監視しサービ

スを運用

自動走行ロボットによる配送

自動配送ロボットによる物流サービスの実現が可

能になる。（複数のロボットの同時監視はサービス

実現上必須）

1人の遠隔監視者による複数台ロボット運用に関

してルールが存在しない
新規のルール作り



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

岩手県矢巾町 11

オンライン診療を一定

条件を満たした形で実

施した場合に、対面診

療と同等の扱いとする

診療報酬点数の改正

①ウェアラブル機器等を用いた24時間365日のバ

イタルデータを継続的に測定し診療時に医師が参

照できること、②患者との会話をビデオ通話により

行うこと、を満たす形にてオンライン診療を実施し

た場合に、対面診療と同等の診療行為の実施と

みなす。

バイタルデータを活用した高精度のオンライン診療

の普及、通院に係る患者負担の軽減、通院によ

る感染症等の感染リスクの低減、医療過疎地域

における医療インフラの維持確保等に寄与する。

「情報通信機器を用いた診療を行った 場合に、

患者１人につき月１回に限り算定する。」

令和2年厚⽣労働省告示第57号

（診療報酬点数表）

①ウェアラブル機器等を用いた24時間365日のバイタルデー

タを継続的に測定し診療時に医師が参照できること、②患

者との会話をビデオ通話により行うこと、を満たす形にてオンラ

イン診療を実施した場合に、対面診療と同等の基準にて診

療報酬点数を付与する。

厚⽣労働省

オンライン診療については、令和４年度診療報酬改定において、

　①　初診料の新設を行い、各種の点数について、引き上げるとともに、

　②　対象疾患に関する要件を撤廃するなど、算定に関する要件を緩和

することとしている。

岩手県矢巾町 12

データを活用した「健

康～未病～発症前」

に係る健康指導に係

る診療報酬・介護報

酬等の規定

バイタルデータ、活動量、⽣活環境（気温、湿

度）等の各種取得データを活用した健康指導を

医療介護事業者における主たる事業のひとつに位

置づけ、公的な措置を含め制度化する。

「発症後に対処」「要支援・要介護認定後に対

処」が主となっている医療介護制度を予防重視の

制度へシフトすることで、超高齢化社会を見越し

た公的支出の適正化と健康寿命の延伸に資す

る。

規定の不存在
令和2年厚⽣労働省告示第57号

（診療報酬点数表）

バイタルデータ、活動量、⽣活環境（気温、湿度）等の各

種取得データを活用した健康指導に係る、診療報酬点数の

規定等の公的措置を新設する。

厚⽣労働省

当該事業は規制を受けているものではなく、自治体で実施可能と考える。

なお、公的医療保険制度は予防を目的とした制度ではないため、保険給付の

対象外としている。

総務省
「公立病院に関し、病床再編や施設設備の整備費等に関する財政措置」は既

設であり、提示されている通知においてすでに明記されている。

厚⽣労働省

（患者の自宅における医療提供について）

医療法上、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、調剤を実施す

る薬局その他の医療を提供する施設、医療を受ける者の居宅等において、医療

は提供されなければならないこととされています。そのため、患者の自宅において医

療提供することは現行法上でも可能です。

（診療報酬について）

○現行の規定においても、保険医療機関が、自宅等で療養を行う患者に対し

て、在宅医療又はオンライン診療を実施した場合、診療報酬を算定できることさ

れています。

岩手県矢巾町 14

ドローンを活用した処

方箋薬等の自宅配送

ドロップシップに係る飛

行制限の撤廃権限の

付与

飛行禁止区域（人口集中地区）を含むエリアに

おいて、オンライン処方＋処方箋薬のドロップシップ

サービス等の特定の目的のためのドローン飛行を、

飛行計画に基づいた形で常時実施する。

患者負担の軽減、薬局業務効率化、災害時等

の処方箋薬安定供給、買い物難民の利便向上

等に寄与する。

飛行禁止区域においてドローンを飛行させる場

合、国土交通大⾂の許可が必要であり、許可等

の期間は原則として3か月以内（継続的に飛行

させることが明らかな場合には１年）を限度とす

る。

航空法

オンライン処方＋処方箋薬のドロップシップサービス等の特定

の目的のためのドローン飛行を飛行計画に基づき行う場合

に、飛行禁止区域における飛行の許可期間を延長する。

国土交通省

【航空法について】

　現在においても、催し場所上空における飛行や人口集中地区上空での夜間

における目視外飛行の場合を除き、申請内容に変更がなく、継続的に飛行させ

る場合には、１年間を限度として許可承認を行っています。
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保険薬局における調

剤報酬を楽天ポイント

等で支払いを可能とす

る提案

保険薬局における調剤報酬を楽天ポイント等で

支払いを可能とする事業

消費者にとってポイントは一般的なものとなってお

り、貨幣と同様の使い方がなされている。こうした

状況から保険薬局における調剤報酬を楽天ポイ

ント等で支払うことを可能とすることで金銭的負担

の軽減を図る。

（経済上の利益の提供による誘引の禁止）

 第二条の三の二　保険薬局は、患者に対して、

第四条の規定により受領する費用の額に応じて

当該保険薬局における商品の購入に係る対価の

額の値引きをすることその他の健康保険事業の健

全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を提

供することにより、当該患者が自己の保険薬局に

おいて調剤を受けるように誘引してはならない。

 ２　保険薬局は、事業者又はその従業員に対し

て、患者を紹介する対価として金品を提供するこ

とその他の健康保険事業の健全な運営を損なう

おそれのある経済上の利益を提供することにより、

患者が自己の保険薬局において調剤を受けるよう

に誘引してはならない。

「保険薬局及び保険薬剤師療養担

当規則」

(昭和三十二年厚⽣省令第十六号)

経済上の利益の提供による誘引の禁止を見直しポイントに

おける支払いを可能とする。
厚⽣労働省

保険調剤に係る一部負担金の支払における「ポイント」の取扱いについて、その

提供又は使用が一部負担金の減額にあたる場合があれば、保険薬局及び保

険薬剤師療養担当規則第４条第１項等の規定に違反することとなる旨の見

解を示している。これについて、例えば、付与された「ポイント」を直接に一部負担

金の支払いに充てることについては、その減免に当たるとされている。

御省回答における「直接」、「減額」及び「減免」

の考え方を整理するため、以下の項目について御

省の見解を伺いたい。

・付与された「ポイント」を直接に一部負担金の支

払いに充てる場合と間接に一部支払いに充てる

場合とで、「減額」の該当性に違いはあるか。違い

がある場合、それぞれ具体的にどのようなケースが

当てはまるか。

・ペイメントサービス提供事業者によって付与され

た「ポイント」を調剤報酬の一部負担金の支払い

に充てることは、一部負担金の「減額」にあたる

か。また、ポイント付与の事由や原資の負担者に

よって、見解は異なるか。

・「減額」と「減免」に違いがあるか、ある場合はどの

ように違うのか、また、「減免」であれば現行制度

上認められるという認識か。

厚⽣労働省

　付与された「ポイント」の使用が一部負担金の減額にあたる場合であれば、直

接又は間接を問わず、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第４条第１

項等の規定に違反することとなると考える。

　また、「減額」又はと「減免」のいずれについても、一部負担金の支払における

「ポイント」の取扱いに係る考え方に特段の違いはないものと考える。なお、現行

制度上、一部負担金の減額については、健康保険法第75条の２に定める災

害等特別の事情がある場合以外は認められていない。
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データ活用による高齢

者、障害者等の移動

等の円滑化を促進す

るための提案

路外駐車場の使用状況のデータを取得し、高齢

者や障がい者が、本構想で構築する町づくりポー

タルサイトやアプリから予約することで優先的に使

用できるシステムを構築する。

本町のスーパーシティ構想は「人⽣100年時代を

健幸に暮らせること」をあるべき姿に位置付けてい

る。身体的には病気にならない⽣活を送ることが

望ましいが、仮に発症し、受診が必要な場合に

は、高齢者や障がい者が路外駐車場を利用して

病院等にアクセスしやすくするため、その駐車場の

使用状況等のデータを取得し、優先的に使用で

きるシステムとすることでバリアフリーな社会の構築

に寄与できる。

特定路外駐車場を円滑に利用できるようにする

目的を十分に達成することができないと認める場

合のみ、路外駐車場移動等円滑化基準に条例

で必要な事項を付加することができるとされてい

る。

高齢者、障害者等の移動等の円滑

化の促進に関する法律

第十一条（路外駐車場管理者等の

基準適合義務等）第三項

本町において今後設置が予想されるのは、小規模な路外駐

車場であり、病院や健康ステーション（検体測定室）等へ

移動する際の障壁を除去するため、その駐車場の使用状況

等のデータを取得しバリアフリーな社会を実現するため、路外

駐車場について条例で必要な事項を付加を認めてほしい。

国土交通省

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律　第11条（路外

駐車場管理者等の基準適合義務等）第３項における「地方公共団体は、そ

の地方の自然的社会的条件の特殊性により、前二項の規定のみによっては、高

齢者、障害者等が特定路外駐車場を円滑に利用できるようにする目的を十分

に達成することができないと認める場合においては、路外駐車場移動等円滑化

基準に条例で必要な事項を付加することができる。」との規定は、駐車場の使用

状況等のデータ取得を阻害する要因とはならないものと思料します。
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行政区域(市町村)か

ら⽣活圏を基本とし

て、交通情報などの動

的なデータを活用した

進化型のデマンド型交

通システムを含めたロー

カルな交通ネットワーク

の構築

スマートフォンなどの個人用端末を活用した動的

な交通関係データを取得及び利活用しながら、

データ連携を進めることによって⽣活圏に即した地

方の交通体系を形成する。

進化型のデマンド型交通、路線バス及びコミュニ

ティバスをデータによって連携し、交通システムとし

て統合することで、地方の移動ニーズによりマッチし

た利便性の高い交通体系を情報システムによって

形成する。

地方の交通事業者が衰退しており、高齢化の進

行と相まって、交通分野に係る社会課題の深刻

度が増している中、既存の交通リソースと行政が

提供可能な交通サービスとの最適な融合を図る。

これにより、地方の住民の交通手段の継続的な

確保、さまざまな社会活動水準の低下を事前に

避けることが出来ると考える。

また、行政側の観点から、交通システムは非常に

大きな費用の係るインフラであることから、交通体

系の適正化と最適化を通じて、社会的な不経済

の予防的回避が可能となる。

デマンド型交通システムにおいて、区域運行が行

われており、路線定期の補完的な考えで実施され

ている。

また、区域運行(営業区域)は地区単位で設定さ

れ、市町村の地域公共交通会議において、大

字、地区単位にて規制が緩和され運行されてい

る。

現状として、市町村の区域を越えた⽣活圏が形

成され、異なった交通モード(鉄道)の影響もあるこ

とから、住民の⽣活や社会活動範囲を基とした⽣

活圏に沿って区域運行を行うため、地域公共交

通会議において、隣接市町村の区域を含めた区

域運行の実施が可能となれば、より最適な交通

体系の形成が出来るものと考えている。

道路運送法（昭和26年法律第

183号）第2条における旅客自動車

運送事業

同第3条における一般旅客自動車運

送事業

同第4条一般乗合旅客自動車運送

事業

道路運送法施行規則（昭和26年

運輸省令第75号）第3条の3第3号

に定める態様の区域運行など

地域公共交通の活性化及び再⽣に

関する法律第５条に定義されている

計画区域

地域公共交通の活性化及び再⽣に関する法律第5条（地

域公共交通計画）の計画区域について、当該市町村にお

ける住民の日常的な⽣活圏へ拡大する。

また、道路運送法によって、認められている乗合運送事業の

区域運行について、隣接市町村内に係る一部の地区もしく

は大字単位にて運行区域として設定する。

これらにより、地方に居住する住民の⽣活圏により即した交

通サービスの提供や交通体系の形成が可能となる。

国土交通省

地域公共交通計画の区域については、住民の日常⽣活における移動範囲に伴

い形成される⽣活圏と公共交通ネットワークの範囲を踏まえ、計画作成主体に

おいて適切に設定することとされており、現行制度下で対応可能。

また、道路運送法に係る提案について、現行制度でも、複数市町村で地域公

共交通会議を活用して隣接する複数市町村を区域として設定することが可能。
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OTC検査薬のドラック

スア等での販売

穿刺血（低侵襲性の自己採血）を使用する

OTC検査薬をドラッグストアや薬局等で販売す

る。

中性脂肪やコレステロールなど、住民が日常的に

自身の健康状態を知る機会を増やすことで、⽣

活習慣の改善や健康診断受診率の向上、かかり

つけ医への接触頻度の増加など、住民一人ひとり

に健康増進に資する行動変容を促すことで、本

町における健康寿命の延伸に寄与する。

OTC検査薬に使用できる検体の採取に、採血や

穿刺等を伴う行為が認められていない。

一般検査薬の導入に関する一般原

則について（平成26年12月5日医

療機器・体外診断薬部会）

OTC検査薬で使用できる検体に「穿刺血（低侵襲性の自

己採血）」を追加する。
厚⽣労働省

　穿刺血には採取に伴う侵襲性や感染性等の課題があることから、ご指摘の

「一般用検査薬の導入に関する一般原則について」において、穿刺血は一般用

検査薬に使用できる検体には含まれておりません。なお、穿刺血の使用の可否

も含めた同原則の見直しについて、「規制改革実施計画」（令和２年７月17

日閣議決定）を踏まえ、薬事・食品衛⽣審議会において検討することとしてい

ます。

穿刺血の使用の可否も含めた一般原則の見直し

について、「規制改革実施計画」（令和2年7月

17日閣議決定）を踏まえ、薬事・食品衛⽣審

議会において検討されていることは承知しておりま

す。一方、現下の新型コロナウイルス感染症のま

ん延状況や本町が抱える高齢化及び健康寿命

の延伸という課題等を踏まえると、当該審議会で

の議論を待つことなく、速やかに取り組みたいと考

えております。

厚⽣労働省

穿刺血の使用の可否も含めた一般原則の見直しについては、「規制改革実施

計画」（令和２年７月17日閣議決定）を踏まえ、薬事・食品衛⽣審議会に

おいて検討しており、関係者の意見を聴きながら議論を進めています。
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医療法第7条第2項に

おける「遠隔病床（仮

称）」の定義づけ

自宅等で療養を行う患者を、24時間365日の遠

隔バイタルモニタリング下に置き、計画に基づき検

査、手術、投薬その他の治療を行う環境を「遠隔

病床（仮称）」として定義する。

在宅医療推進、療養環境の選択肢拡大による

患者QOLの向上、過剰な病院施設整備（ハー

ド面）の抑制等に寄与する。

医療法等、法令上の定義の不存在

医療法

令和2年厚⽣労働省告示第57号

（診療報酬点数表）

総務省自治財政局準公営企業室長

通知「公立病院に係る財政措置の取

扱いについて」（平成 27 年４月 10

日総財準第 61号）（改正 令和３

年３月31日総財準第 59 号）

医療法第7条第2項に、「遠隔病床」等の概念を新たに定

義するとともに、適切な診療報酬点数を規定する。公立病

院に関し、病床再編や施設設備の整備費等に関する財政

措置を新設する。



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答
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「検体測定室」の活用

による健康寿命の延

伸と新産業の創出地

盤の構築（グレーゾー

ン解消）

ドラッグストアや公共施設など、住民が日常的に

立ち寄る場所に「検体測定室」を設置し、希望者

は誰でも無料で自己採血による血液検査が行え

るようにする。

併せて、測定結果、アンケート情報並びに購買情

報（ドラッグストア等）を取得し、匿名化したデー

タを解析することでOTC医薬品、消費財、保険

商品、健康相談サービスの案内につなげる。

住民が自己の健康状態を的確に把握すること

で、適切な予防および治療につながり、住民の健

康寿命の延伸と自治体医療費の削減に寄与す

る。

また、住民の日常経過的な健康に関するデータ

等をデータベース化することで新産業を創出する

地盤が構築される。

検体測定室サービスの実施にあたり、「検体測定

室に関するガイドライン」（平成26年4月厚⽣労

働省医政局）において示された運営方法とは異

なる方法によって実施した場合、衛⽣検査所の

登録の必要性や医行為の該当の有無を確認す

る必要がある。

臨床検査技師等に関する法律第二

十条の三及び医師法第十七条

グレーゾーン解消制度を活用し以下を確認する。

①本事業の実施場所は「衛⽣検査所」の登録を要しないこ

と。

②測定方法、測定結果の通知、商品の紹介は「医行為」に

該当しないこと。

厚⽣労働省

①について

「検体測定室サービスの実施にあたり、「検体測定室に関するガイドライン」（平

成26年4月厚⽣労働省医政局）において示された運営方法とは異なる方法に

よって実施」の意味が明らかではありませんが、受検者が自ら採取した血液を検

体として⽣化学的検査を行うことについて、当該検査を行う施設は臨床検査技

師等に関する法律第20条の３第１項の規定に基づき厚⽣労働大⾂が定める

施設（昭和56年厚⽣省告示第17号）第４号ホに掲げる施設に該当するた

め、衛⽣検査所登録は不要です。

なお、厚⽣労働省は、検体測定室が感染防止や健康被害防止等の安全性を

確保しつつ適切に運営されるよう、「検体測定室に関するガイドライン」（平成

26年医政発0409第４号厚⽣労働省医政局長通知別紙）を発出し、内容

の遵守を求めているところです。

②について

「健康寿命延伸産業における新事業活動のガイドライン」（平成26年３月31

日厚⽣労働省・経済産業省）２．(3)＜関連法令の解釈＞において、「民間

事業者は、検査（測定）結果に基づく診断を行うことはできないため、検査

（測定）後のサービス提供については、検査（測定）結果の事実や検査（測

定）項目の一般的な基準値を通知することに留めなければならない」との法解

釈をお示ししており、適法となる例として「検体を採取する際に、利用者が自ら検

体を採取した上で、民間事業者が、検査（測定）後のサービス提供として、検

査（測定）結果の事実や検査（測定）項目の一般的な基準値を通知する

場合」を違法となる例として「無資格者である民間事業者が、利用者に対して、

個別の検査（測定）結果を用いて、利用者の健康状態を評価する等の医学

的判断を行った上で、食事や運動等の⽣活上の注意、健康増進に資する地域

の関連施設やサービスの紹介、利用者からの医薬品に関する照会に応じたＯＴ

Ｃ医薬品の紹介、健康食品やサプリメントの紹介、より詳しい健診を受けるよう

に勧めることを行う場合」を例示しております。



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

環境省

・一般廃棄物処理施設設置許可及び届出に係る技術上の基準において、移

動式施設の設置を必ずしも妨げるものではないと考えられるため、各地方公共

団体において適切に判断されたい。

・廃棄物処理法第12条の７の規定による「二以上の事業者による産業廃棄物

の処理に係る特例」については、同法第11条第１項の規定により排出事業者

がその産業廃棄物を「自ら処理」する場合の取扱いを、排出実態が変わらないま

ま分社化等を行った場合にも適用するための特例である。一般廃棄物は市町

村の統括的処理責任により処理されるものであるため、業として処理を行おうと

する者に対しては個別に一般廃棄物処理業の許可を与える等の措置により、

適切に対処されたい。

・プラスチック資源循環法の措置により、プラスチック容器包装廃棄物とそれ以外

のプラスチック使用製品廃棄物をプラスチック資源として一括で回収することが可

能になる。

・プラスチック資源循環法の措置により、市町村とリサイクル事業者が連携して行

う再商品化計画を作成し、主務大⾂が認定することで、市区町村による選別、

梱包作業を省略してリサイクル事業者が実施することが可能となる。

一般廃棄物は市町村の統括的処理責任ではあ

るものの、判断基準に明確な指針がない中での個

別判断となることから、個々の自治体・自治体の

担当者によっても判断が異なり、前例や規定に明

記されていないことに対しては許可を認めない傾向

が見受けられる。従って、移動式施設の設置基準

に関しても明確な基準を国から示していただきた

い。

環境省

一般廃棄物処理施設の設置許可制度は、焼却施設など一定の一般廃棄物

処理施設の設置を一般的に禁止した上で、施設の設置に関する計画が技術

上の基準に適合していること、施設の設置及び維持管理に関する計画が周辺

地域の⽣活環境に適正な配慮がなされたものであることなど、一定の要件を具

備すると認められるときに限って許可することより、一般廃棄物の適正な処理を

確保し、もって⽣活環境の保全を図るものである。

こうした設置許可制度の趣旨を踏まえた上で、一般廃棄物の統括的処理責任

を有する市町村がその責任において処理が可能となるよう、当該移動式施設の

設置については、前例にとらわれることなく、各地方公共団体において適切に判

断されたい。

なお、一般廃棄物処理施設の設置許可権者は、都道府県知事又は政令市

長である。

厚⽣労働省

ボイラー及び圧力容器安全規則（昭和47年9月30日労働省令第33号）第

56条（第一種圧力容器の設置届）の解釈（昭和47年12月8日付け基発

第780号）に、移動して用いる第一種圧力容器は移動式ボイラーに準じて取り

扱い、製造後最初に使用する場所を設置と見做す旨示しているところである。

想定技術では、第一種圧力容器とボイラーが必

要である。「移動式ボイラー」は、ボイラー及び圧力

容器安全規則11条で「報告」のみで移動先での

運転・利用が可能であるが、「移動式圧力容器」

は、利用開始30日前までに労基署への届出が必

要で、機動的運用を阻害する。一方、「第一種

圧力容器」と「移動式ボイラー」を組み合わせた場

合には、「第一種圧力容器」は「移動式ボイラー」

の付帯物とみなされるために「移動式ボイラー」の

規制に準じ「報告」のみでの運転が可能である。そ

こで、圧力容器に関してもボイラー同様、移動式

である場合は「報告」のみでの運転を規定いただき

たい。

厚⽣労働省

労働安全衛⽣法第88条第１項に基づく第一種圧力容器（移動式を含

む。）の設置届については、急を要する工事についての適用として、計画の届出

をすみやかに審査し、安全衛⽣上問題がないと判断される場合には、計画の届

出後30日を経過しない間に工事を開始しても差し支えない旨示しているところ

（昭和48年3月19日付け基発第145号）、必要に応じ、所轄労働基準監

督署まで相談されたい。

なお、移動して用いる第一種圧力容器は、製造後最初に使用する場所を設置

と見做し届出を行うことにより、移動先において届出不要で運用可能である。こ

のことは移動式ボイラーの報告の場合も同様である。

国土交通省

道路運送車両の保安基準第55条に基づく自動運転に関する保安基準の緩

和について、緩和手続きを担当する地方運輸局等に、同じシステム等を搭載

し、使用方法も同じであると想定される車両の場合は当該部分の再度の審査を

省略するなど、審査手続きの合理化について、周知・徹底済みである。

宮城県仙台市 2

対面診療が基本とされ

る医師法規定（無診

察治療等の禁止）の

解釈･運用の緩和

ウェアラブルデバイスを用いたオンライン診療の高度

化

（かかりつけ患者に対してウェアラブルデバイスを貸

与し、家庭での血圧、脈拍、心電図、SPO2頭の

計測による遠隔モニタリングを実施→来院せずに

オンライン診療、薬剤の送付）

89％の医師が「必要な医療を提供できない」と回

答している現状のオンライン診療の課題を解決す

る

・対面診療に対してオンライン診療は保険点数が

低く算定されている

オンライン診療料71点

・遠隔モニタリング加算の対象が以下の(1)～(3)

のみに適用されている。

(1)心臓ペースメーカー指導管理料（遠隔モニタ

リング加算）320点/月

(2)在宅酸素療法指導管理料（遠隔モニタリン

グ加算）　150点/月

(3)在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料（遠隔

モニタリング加算）150点/月

○医師法(昭和23年法律第201号)

20条

○診療報酬の算定方法(平成20年

厚⽣労働省告示第59号)

・「情報通信機器を用いた診療（い

わゆる「遠隔診療」）について」

・特定疾患療養管理料（情報通信機器を用いた場合）

100点　十分なモニタリングを行うことで対面診療と同等の保

険点数にする

・遠隔モニタリング加算の対象を高血圧、慢性心不全、慢

性呼吸不全の患者に拡大（医療機器認証がなされたウェ

アラブルデバイスを用いた場合に限る。）

厚⽣労働省

特定疾患療養管理料（情報通信機器を用いた場合）、遠隔モニタリング加

算等も含めたオンライン診療の診療報酬のあり方等については、次期診療報酬

改定に向けて、中央社会保険医療協議会において、議論してまいりたいと考え

ている。

「ウェアラブルデバイスを用いたオンライン診療高度

化」提案の補足として、現行の遠隔モニタリング加

算の対象疾患に加えて、高血圧症、慢性心不

全、慢性呼吸不全等の慢性疾患、さらに新型コ

ロナウイルス感染症について、医療機器として認

証された血圧、SPO2等が測定可能なウェアラブ

ルデバイスによるモニタリングを施行した場合には遠

隔モニタリング加算150点/月を算定可能とするこ

とを提案する。これにより、多くの医師が「必要な

医療を提供できない」と回答して導入を躊躇して

いるオンライン診療を安心・安全なものにするととも

に、オンライン診療実施者側へのインセンティブ付

与により、オンライン診療の利用促進に貢献する。

厚⽣労働省

オンライン診療については、令和４年度診療報酬改定において、

　①　初診料の新設を行い、各種の点数について、引き上げるとともに、

　②　対象疾患に関する要件を撤廃するなど、算定に関する要件を緩和

することとしている。

　個別技術の保険適用については、有効性・安全性に基づいて引き続き検討し

ていくこととなる。

宮城県仙台市 3

個人の遺伝情報の利

活用等に関するルール

の明確化

・医療機関を受診する際などに、個人が自身のゲ

ノムデータを自分の所有物として参照し、治療や

予防など、ヘルスケアに活用するサービスを提供す

る。

・同意のもの提供を受けたゲノムデータをもとにＡ

Ｉ解析を行うシステムを整備し、特定の病気への

罹患リスク予測や個別化医療など、ヘルスケア

サービスの高度化を行う。

・特定の病気への罹患リスク予測や個別医療化

など、ヘルスケアサービスの高度化が可能となる。

・ゲノム医療における日本の国際競争力の向上に

つながる。

「個人情報の保護に関する法律についてのガイド

ライン（通則編）」において、「個人識別符号」

(個人情報保護法第2条第2項・個人情報法施

行令第1条第1号イ)の解釈として、「ゲノムデータ

…のうち、…互いに独立な40箇所以上の全ゲノ

ム一塩基多型(SNP)から構成されるシーケンス

データ、９座位以上の4塩基単位の繰り返し配

列(STR)等の遺伝型情報により本人を認証する

ことができるようにしたもの」が、個人識別符号に該

当することとなると示されている。

○個人情報の保護に関する法律につ

いてのガイドライン（通則編）

2 定義

　2-2 個人識別符号(法第2条第2

項関係)

　　イ 細胞から採取されたデオキシリボ

核酸(別名DNA)を構成する塩基の

配列

現在、左記ガイドラインにおいて、個人識別符号への該当性

について、「互いに独立な40箇所以上の全ゲノム一塩基多

型(SNP)から構成されるシーケンスデータ、９座位以上の4

塩基単位の繰り返し配列(STR)等の遺伝型情報により本

人を認証することができるようにしたもの」と示されている。この

規定について、どの程度の量のSNP・STRがあれば本人認証

につながらないかといった観点から、個人識別符号該当性を

明確にする。

個人情報保護

委員会

厚⽣労働省

ガイドライン（通則編）においては、ゲノムデータに関する個人識別符号の定義

として、「全核ゲノムシークエンスデータ、全エクソームシークエンスデータ、全ゲノム

一塩基多型（SNP）データ、互いに独立な40箇所以上のSNPから構成される

シークエンスデータ、9座位以上の4塩基単位の繰り返し配列（STR）等の遺

伝型情報により本人を認証することができるようにしたもの」と、規定しております。

個々のゲノムデータが持つ個人識別性については、科学技術の進歩、情報通信

技術の進展、それに伴う個人情報を活用した新たな産業の創出及び発展の状

況等により変化していくものであることから、これらの状況を踏まえた上で対応して

いくこととなります。

警察庁

　御提案のようなロボットは、キャンパス等、道路以外の場所で使用することが典

型的と考えられるところ、道路交通法上の道路に当たらない場所であれば、同法

の適用を受けることはありません。

　なお、人の移動や荷物の運搬を本来の使用目的とするような自律走行型の

車を含む多様な交通主体全てにとっての新たな交通ルールの在り方について、当

庁が開催する「多様な交通主体の交通ルール等の在り方に関する有識者検討

会」において検討を行っているところです。(※令和３年７月時点）

国土交通省

内閣官房成長戦略事務局を中心に関係省庁と連携し、遠隔で多数台の低

速・小型の自動配送ロボットを用いたサービスが可能となるよう制度を検討してお

り、令和３年６月18日に閣議決定された成長戦略実行計画に示されている

通り、低速・小型の自動配送ロボットについて、道路運送車両に該当しないこと

とする予定である。

パーソナルモビリティ等の新たなモビリティについては、警察庁が交通ルールを検討

しており、その結果を踏まえて必要な措置を講じる。

ご回答いただいた「本年６月18日に閣議決定さ

れた成長戦略実行計画に示されている通り、低

速・小型の自動配送ロボットについて、道路運送

車両に該当しないこととする予定である。」について

は、自動配送ロボットであり、提案では「敷地全体

を見守るための自動走行を行う屋外対応ロボッ

ト」も想定しているが、自動配送ロボットと同様の

扱いと考えてよろしいか。

国土交通省

警察庁の方で検討が進められている「自動歩道通行車」に該当するものであれ

ば、自動配送ロボット以外のものであっても、道路運送車両に該当しないこととす

る予定である。

・（一般廃棄物処理施設許可・届出）廃棄物

処理施設は移動を前提としていない。施設の維

持、構造等の設置に関する計画。

・（二以上の事業者による産業廃棄物の処理の

特例認定）廃棄物処理法第12条の７の「二以

上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特

例」はあくまで産業廃棄物のみが対象で、一般廃

棄物には適用されない。

・（一般廃棄物の分類）市町村による分別収

集と再商品化事業者への分別基準適合物の引

き渡しが必要。

可燃性の一般廃棄物であればそれ以上の分別。

・（車両の認可（自動運転運行時））実験車

両単位での審査が必要。同一車種、同一の変

更であっても車両単位の審査が必要。時間とコス

トを要している。

・（可搬型装置の設置にかかる届出・報告）当

該装置全体を可搬型（車載型）として運用す

るうえで、労安法の規制を受けるのは、ボイラー及

び

第1種圧力容器である。ボイラーについては、移動

式のものにかかる規定があるが、第1種圧力容器

については、移動式のものが想定されておらず、移

動式のものにかかる規定がない。

○廃棄物の処理及び清掃に関する

法律(昭和45年法律第137号)

第8条(一般廃棄物処理施設の許

可)

○廃棄物の処理及び清掃に関する

法律施行規則(昭和46年厚⽣省令

第35号)

第3条(一般廃棄物処理施設の設置

の許可の申請)

第8条(市町村分別収集計画)

第10条の2(市町村に対する金銭の

支払)

第11条(特定容器利用事業者の再

商品化義務)

○道路運送車両の保安基準(昭和

26年運輸省令第67号)

第55条（基準の緩和）

○労働安全衛⽣法(昭和47年法律

第57号)

第88条(計画の届出等)

○ボイラー及び圧力容器安全規則

(昭和47年労働省令第33号)

第10条(設置届)

第11条(移動式ボイラーの設置報告)

第56条(設置届)

・車両の車庫を以て所在地とみなす、移動回収処理を搬入

とみなす等の要件緩和。

・同法の特例規定を一般廃棄物にも適用されることと同時

に、都道府県知事等が認める一定区域内であれば「親⼦

会社」に限定されない規制緩和。

・本事業対象地域での、一般廃棄物分別基準の緩和。

・指定法人を経由しない再商品化資源の引渡し。

・同一車両で、変更箇所が同一の場合には審査の一部省

略等の運用の緩和。

・第1種圧力容器に関しても「移動式ボイラー」と同様の取り

扱いとすること。

宮城県仙台市 4
ロボットの走行に関す

る新たなルールの策定

「ロボットによるキャンパス全体の見守り」

・自律走行を行う屋外対応ロボットにより対象敷

地全体を見守り

・カメラによる映像監視のほか、滞留・転倒者検

知、火災・ガス漏れ検知、放置物検知等を行う

・24時間運用のより警備人員の省人化が期待で

きるため、少⼦高齢化に伴う労働人口減少にも

対応しつつ、警備体制を維持することが可能

・ロボットの公共の場での走行ルールが策定されて

おらず、現状では歩道も車道も走行できない。

・車両は自動車、原動機付自転車、軽車両、み

なし歩行者の4つに区分されており、運転者がおら

ず自動走行で旅客・貨物を運送する車両や、車

道だけでなく自転車道・歩道・私有地内も横断

的に走行する車両が想定されていない。

宮城県仙台市 1
廃棄物の処理に関す

る基準等の緩和

可燃性廃棄物を原料としたFCV向け水素⽣成を

核とした地域内エネルギー自立化と脱炭素化

・がれき類等破砕施設にとどまらない、廃棄物発

⽣場所での効率的処理が可能になる。

・一般廃棄物についても特例認定が適用されるこ

と、親⼦会社に限定されないことで、廃棄物の自

社処理の拡大が可能になる。

・一般廃棄物回収の柔軟な運用により効率的な

廃棄物処理と再商品化資源⽣成が可能になる。

・実証車両の柔軟な運用を可能とすることで、利

用者ニーズに即した運用が可能となる。

・ゴミからエネルギーを⽣成する装置の機動的な運

用が可能となる。（例えば災害が発⽣した場合

に、迅速に被災地域に電気やエネルギー等を供

給できる体制を整えることができる。）

○道路交通法(昭和35年法律第

105号)

第2条(定義)

第77条(道路の使用の許可)

・歩道の一部をロボット優先の走行路とする等、ロボットの走

行に関する新たなルールの策定

・道路使用許可申請や道路運送車両保安基準の緩和申

請を経なくても自動走行ロボット・パーソナルモビリティが歩道

等を自由に走行できれば、防犯のみならず、エスコート、案内

等のおもてなしを屋外でも実現できる可能性がある。将来的

には、ロボット等が高齢者、障害者等の移動支援を行うとこ

ろまで実現できる可能性が考えられる。



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

宮城県仙台市 5

長距離ドローン飛行を

実現するための通信手

段の拡充

ドローン配送

上空のLTE通信の確保が難しいエリアにおいても

長距離飛行が実現可能となり、利用者の利便性

が向上。ひいては、ドローンによる空の利活用が促

進。

・LTE通信の確保が難しい環境下で長距離のド

ローン飛行を実現するには、LTE通信の代替手段

として無人移動体画像伝送システムの利用が考

えられるが、同システムでは、送信出力の上限が

定められているため、長距離飛行を行うことができ

ない。

・５G通信を活用した上空飛行に係るルールが整

備されていない。

○無線設備規則(昭和25年電波監

理委員会規則第18号)

第4節の31 無人移動体画像伝送シ

ステムの無線局の無線設備

・無人移動体画像伝送システムの出力上限に関して、リスク

とメリットに応じた柔軟な規制緩和

（例：LTE通信の確保が難しいエリアにおいて、電波干渉の

リスクが低く、且つドローン配送のメリットが十二分に考えらえ

る場所であれば、送信出力上限を引き上げる。）

・５G通信を活用した上空飛行に係る新規のルール作り

総務省

・ドローンで使用可能な無線システム（通信手段）については、無人移動体画

像伝送システムを始め複数の方法があり、それぞれに特徴を有している。想定さ

れている長距離伝送の具体的な条件等が不明であるため、「長距離ドローン飛

行を実現するための通信手段の確保」の実現に向け、まずは詳細をお伺いさせ

ていただきたい。

・５Gは地上で使用する端末での利用を前提として基地局を配置しており、上

空のドローン等で５Gを利用する場合、上空からの電波が広範囲の５G基地局

に到達し、５Gネットワークに想定外の影響を与える可能性がある。また、５Gが

使用する周波数は、衛星通信システムとも共用しており、上空のドローン等で５

Gを利用する場合、衛星通信システムへ干渉を与える可能性がある。このため、

５Gの上空利用を可能とするためには、情報通信審議会等において、携帯電話

事業者及び衛星通信システム事業者等の関係者の参画を得て、これらの技術

的課題に対する検討、検証を行い、利用可能な条件について結論を得る必要

がある。

ドローンで使用可能な無線システム（通信手

段）について、以下をご検討いただきたい。

1.目視外飛行の遠隔監視における、離着陸時を

除いた移動区間をテレメトリ等のデータ監視のみで

成立するルール設定。

2.LTEの確保が難しい地域では、送信出力に制

限があり、通信可能距離に制限がある。そのた

め、使用エリアを限定した上で、既存の帯域の送

信出力を高くすること、他の帯域に影響を与えな

いことを担保した上で、高出力可能な新しい帯域

を上空利用に割り当てること。

国土交通省

総務省

【国土交通省】

1.航空法においては現行においても目視外の飛行については申請していただくこ

とで飛行が可能です。通信方法については規定していませんが、非常事態が発

⽣した場合に監視だけではなく適切にコントロールし安全に着陸できるのであれば

問題ございません。

【総務省】

２について

多くの利用者が混信無く共用できるように送信出力等の条件が定められており、

出力増加は他の遠方の利用者へ影響が及ぶとともに、反対に遠方の出力増の

利用者からの影響が自身に及ぶこととなる。

なお、通信可能距離の延長を目的とする場合、例えば、使用する周波数や受

信アンテナの選択等によって目的が達成出来る可能性もあると考える。

今般、通信可能距離の延長のため、出力の増加や帯域の割り当てをご要望さ

れているが、想定されている通信距離等の具体的な条件が不明であることから、

「長距離ドローン飛行を実現するための通信手段の確保」の実現に向け、実験

や研究開発等も視野に入れ、まずは詳細をお伺いさせていただきたい。

国土交通省

内閣官房成長戦略事務局を中心に関係省庁と連携し、遠隔で多数台の低

速・小型の自動配送ロボットを用いたサービスが可能となるよう制度を検討してお

り、令和３年６月18日に閣議決定された成長戦略実行計画に示されている

通り、低速・小型の自動配送ロボットについて、道路運送車両に該当しないこと

とする予定である。

警察庁

「自動配送ロボット（近接監視・操作型及び遠隔監視・操作型）公道実証実

験手順」を警察庁ウェブサイトで公表しており、同手順に沿って道路使用許可を

受ければ、1人の遠隔監視者が複数台の自動配送ロボットを走行させることは

可能です。

　なお、自律走行する低速・小型のモビリティについては、関係省庁と連携し、制

度整備に係る検討を行っているところです。

　自動走行するロボットを運用する計画等がありましたら、具体的な内容等を明

らかにして個別に警察庁に御相談ください。

警察庁

　現在、「官民ＩＴＳ構想・ロードマップ2020」等において、2022年度頃に限

定地域における遠隔監視のみの無人自動運転移動サービスの実現が可能とな

るように政府として目指すこととされていることを踏まえ、従来の「運転者」の存在

を必ずしも前提としない場合における交通ルールの在り方について、警察庁で検

討を進めているところです。

（規制課）

　自動運転バスの公道実証実験において、路線バス等を利用する者の安定的

な輸送の確保に資すると認められる自動運転バスについては、実証実験主体と

バス事業者の合意に基づき、新たに「駐車可」の標識を設置することなく、既存

バス停に駐停車することが可能です。

　以上の回答に関し、御提案に係る記載内容のみでは定かではない部分もある

ため、実証実験の内容を具体的に明らかにして個別に警察庁に御相談くださ

い。

簡素化・迅速化については承知したところ、さらな

る規制改革として、スーパーシティ対象区域内で

の一部公道（約500m）において、スーパーシ

ティ構想で認定した連携事業者については、ナン

バープレートのない改造車両による自動運転走行

を可能にする規制緩和を要望する。また、自動運

転の車両の直接的な運転者とならない遠隔監視

者（認知・判断者）や乗務員（車室内サービ

ス）に対して、2種免許を求めないことについて

は、引き続き要望する。

警察庁

  従来の「運転者」の存在を必ずしも前提としない場合における交通ルールの在

り方について、運転免許の必要性を含めて、警察庁で検討を進めているところで

す。

なお、運転操作を行わない者については、現行制度の下でも、免許を要するもの

ではありません。

国土交通省

・道路運送車両の保安基準第55条に基づく自動運転に関する保安基準の緩

和について、緩和手続きを担当する地方運輸局等に、同じシステム等を搭載

し、使用方法も同じであると想定される車両の場合は当該部分の再度の審査を

省略するなど、審査手続きの合理化について、周知・徹底済みである。

・無人自動運転移動サービスにおける完全キャッシュレスの取扱いについて、令和

3年4月に通達において明確化したところであり、現金利用者への配慮を十分に

行った上で、完全キャッシュレスによる自動運転サービスを行うことは可能である

（道路運送法13条に基づく運送引受義務との関係についても整理済み）。

簡素化・迅速化については承知したところ、さらな

る規制改革として、スーパーシティ対象区域内で

の一部公道（約500m）において、スーパーシ

ティ構想で認定した連携事業者については、ナン

バープレートのない改造車両による自動運転走行

を可能にする規制緩和を要望する。また、自動運

転の車両の直接的な運転者とならない遠隔監視

者（認知・判断者）や乗務員（車室内サービ

ス）に対して、2種免許を求めないことについて

は、引き続き要望する。

国土交通省

ご指摘の「ナンバープレートのない改造車両による自動運転走行を可能」の趣旨

が、安全基準に適合しない自動車を何ら代替の安全措置をとること無く自由に

走行させたいと言うことであれば、車内の乗員や周辺の歩行者等を⽣命の危険

にさらすこととなり、容認できない。

一方で、ご認識の基準緩和認定制度により、代替の安全措置を条件に基準緩

和を行うことで、公道走行は可能である。本基準緩和手続きについては、当初

の回答のとおり審査の簡略化を図っており、今後とも、ご要望や実態等を踏まえ

て合理化を検討していく。

宮城県仙台市 8

電動キックボード等、

新しいマイクロモビリティ

に適応した区分整理

・既存の電力系統に依存しない、再⽣可能エネ

ルギーのみによる完全地産地消型交通システム

・マイクロモビリティとワイヤレス給電システムを基本

とし、太陽光、風力に加えて一般廃棄物を利用

したバイオマス発電システムを再⽣可能エネルギー

源として利用

・今後急速に進む交通系の電動化に対応するた

めの既存系統からの電力供給負担を防ぐことがで

き、電力安定供給体制維持に貢献することができ

る。

・自転車よりも狭いスペースに設置できる電動キッ

クボードなどを活用することで、市民の短距離移動

を促進し、街の賑わいに貢献する。

・電動キックボードが道路交通法で原動機付自

転車と指定されており、実態の電動キックボード利

用ケースにあっていないこと

○道路交通法(昭和35年法律第

105号)

第2条(定義)

○道路交通法施行規則(昭和35年

総理府令第60号)

第1条の2(原動機付自転車の総排

気量等の大きさ）

・キックボード等の原付指定解除、それに伴い機体に付帯す

るウィンカー、後写鏡、ナンバープレートなど電動キックボードの

実態に即した検討

・10km/h程度の低速制御下での自転車歩行者道の走行

可能化。

・キャンパス内など指定エリア内におけるGSM,マイクロモビリ

ティの公道走行可能化。

・GSM,マイクロモビリティに対する適切な保安基準設定

・適切な保険負担、税負担の設定

・運転免許不要化

警察庁

国土交通省

金融庁

総務省

・電動キックボードその他の新たなモビリティを含む多様な交通主体全てにとっての

新たな交通ルールの在り方について、当庁が開催する「多様な交通主体の交通

ルール等の在り方に関する有識者検討会」において検討を行っているところです。

（※令和３年７月時点）

・上記検討会における議論を踏まえ、車体の安全性についても関係省庁で連携

し検討を行っていきます。なお、GSMについて詳細が不明ではございますが、最

高速度が20km/h未満の原動機付自転車については、方向指示器や番号灯

など、一部の保安装置の装備義務は適用されません。

・自動車損害賠償保障法により、道路運送車両法上の原動機付自転車につ

いては、自動車損害賠償責任保険の加入が義務づけられております。保険料の

設定については、道路運送車両法上での扱いに応じて、今後検討していく予定

です。

・電動キックボードについては、道路運送車両法上の原動機付自転車に該当す

ることから軽自動車税種別割の課税客体とされており、その税率については定格

出力等に応じて設定がなされているところです。

宮城県仙台市 6

1人の遠隔監視者が

複数台の自動走行ロ

ボットを監視し運用す

るためのルールの策定

自動走行ロボットによる配送
自動配送ロボットによる物流サービスの実現が可

能になる。

複数のロボットの同時監視は、今後自動配送

サービスをビジネスとして回していくためには不可欠

であるが、1人の遠隔監視者が複数台の自動走

行ロボットを監視し運用するためのルールが存在し

ない。

－
1人の遠隔監視者が複数台の自動走行ロボットを監視し運

用するためのルールの策定

宮城県仙台市 7

公道における自動運

転サービス実用化に向

けた要件緩和

杜の都に映える持続性のある安全な次世代モビリ

ティ・サービス（公道における自動運転サービス実

用化）

・労働力減少によるドライバー不足や人件費高騰

による地域交通の担い手確保、負担圧縮

・運転者の人為的ミスにより発⽣する交通事故の

削減

・住民の回遊手段確保による街の賑わい・活性

化の維持

・高齢者の外出促進による社会福祉費低減

a)改造車両への許認可

b)遠隔監視者・乗務員の免許制度の確立

c)完全キャッシュレスに対応した移動サービス車両

の確立

d)実証実験での既存バス停の利用許認可

○道路運送車両の保安基準(昭和

26年運輸省令第67号)

第55条（基準の緩和）

○道路交通法(昭和35年法律第

105号)

第86条(第二種免許)

○道路運送法(昭和26年法律第

183号)

第13条(運送引受義務)

○道路交通法(昭和35年法律第

105号)

第44条(停車及び駐車を禁止する場

所)

・「車両の保安基準適合検討書」及び「遠隔型自動運転シ

ステムの概要の説明書」について、車両やセンサー、システム

の諸元について実験等での実施実績のあるものと同一性が

確保される限り、実証実験、事業においても審査を不要と

し、又は簡易なものとする。

・自動運転車両の直接的な運転者とはならない遠隔監視

者（認知・判断者）や、乗務員（車室内サービス）につい

て、２種免許を不要とする。見守りサービスやコールセンター

サービスについても同様に、２種免許を不要とする。

・現行法制下、現金収受機を設置しない場合は（現金収

受ができないため）、現金しか持たない乗客を拒否すること

は出来ないが、現在の社会ニーズや自動運転車両の構築に

向けて、完全キャッシュレスに限定した自動運転サービスも認

める。

・より地域社会に溶け込んだ実証実験（＝社会受容性の

醸成や、安全に渋滞を作らない実験運用）が必要と考えて

おり、その観点で、実証実験期間中の自動運転車両であっ

ても（路線バスを妨げない前提で）、路線バスとの乗継ぎの

ため、既存バス停を利用をできる制度を設ける。



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

宮城県仙台市 10
定款認証手数料の無

料化

東北大学が設置を目指している「ソーシャルイノ

ベーションラボ」では、多様な主体が集まることに

よって、仙台のイノベーションの核となることを目指

しており、学⽣等の起業や市民の第二創業を支

援していく。

学⽣等の起業意欲が向上することにより、地域経

済のイノベーションが活性化するほか、卒業後の学

⽣の定着につながる。

現在、新規開業や既存企業の第二創業にあたっ

ては、定款認証のため、５万円の手数料を支払

う必要がある。

特に、資金力の弱い学⽣企業家や第二創業を

行う中小企業にとって、定款認証手数料の負担

が起業の妨げとなっている。

〇公証人手数料令（平成5年政令

第224号）

第35条（定款の認証）

イノベーションが期待できる成長分野の事業や新分野創出に

つながる事業など、一定要件の下で定款認証手数料を免

除する。

法務省
定款認証に係る手数料については、起業促進の観点からその引下げを検討し、

令和３年度中に必要な措置を講ずることとしております。

宮城県仙台市 11

国立大学・自治体・

民間企業による共同

出資

大学、地方自治体、民間企業の共同出資による

公共サービスの提供（居住型ヘルスケア、学習支

援サービスなど）

地方自治体による住民サービス、教育支援など

に、大学の知見を活かし、併せて民間企業による

運営効率を組み込むことにより少⼦高齢化社会

の未来を拓く。

指定国立大学に指定を受けている東北大学で

は、技術移転機関、大学発ベンチャーを支援する

VC等のほか、大学発ベンチャーのうち、コンサル

ティング事業等を行うものに限定して出資が可能

とされているところ。

現在、通常国会に提出されている国立大学法人

法の一部を改正する法律案において、施設等の

利用促進に係る事業者や、大学発ベンチャーへの

出資を可能とする改正案が提出されているが、法

案が成立したとしても、これら以外の事業について

は出資が認められていない。

○国立大学法人法（平成15年法

律第112号）

第22条（業務の範囲等）

国立大学による出資制限を緩和し、大学の知を活用した公

共サービス等について、地方自治体及び民間企業等との共

同出資を可能とする。

文部科学省

「国立大学法人法の一部を改正する法律」（令和3年法律第41号。令和4

年4月1日施行）においては、指定国立大学法人について、当該指定国立大

学法人における技術に関する研究の成果の提供を受けて商品を開発し、若しく

は⽣産し、又は役務を開発し、若しくは提供する事業を実施する者に対する出

資を可能としており、この事業に「大学の知を活用した公共サービス等」が該当す

る場合は、今回の法改正で拡大した出資対象事業の範囲内で、本提案の事

業に対する出資が可能です。

なお、出資を行う場合に地方自治体、民間企業との共同出資となることについ

ては特段制限しているものではありません。

宮城県仙台市 12

国立大学の研究成果

等を活用し研究開発・

製造を行う民間企業

等への出資

国立大学の研究成果等を活用し研究開発・製

造を行う民間企業等への出資を可能とする。

国立大学の研究成果等を活用し研究開発・製

造を行う民間企業等への出資を可能とすることに

より、迅速な開発を促し、また着実な製品化が期

待できる。また、国立大学においても、会社経営

に係る人的、経済的負担の軽減が見込まれる。

指定国立大学に指定を受けている東北大学で

は、技術移転機関、大学発ベンチャーを支援する

VC等のほか、大学発ベンチャーのうち、コンサル

ティング事業等を行うものに限定して出資が可能

とされているところ。

現在、通常国会に提出されている国立大学法人

法の一部を改正する法律案において、施設等の

利用促進に係る事業者や、大学発ベンチャーへの

出資を可能とする改正案が提出されているが、法

案が成立したとしても、これら以外の事業について

は出資が認められていない。

○国立大学法人法（平成15年法

律第112号）

第22条（業務の範囲等）

国立大学による出資制限を緩和し、大学の研究成果等を

活用し研究開発・製造を行う既存の民間企業等への出資

を可能とする。

文部科学省

「国立大学法人法の一部を改正する法律」（令和3年法律第41号。令和4

年4月1日施行）においては、指定国立大学法人について、当該指定国立大

学法人における技術に関する研究の成果の提供を受けて商品を開発し、若しく

は⽣産し、又は役務を開発し、若しくは提供する事業を実施する者に対する出

資を可能としており、この事業に該当する場合は、今回の法改正で拡大した出

資対象事業の範囲内で、本提案の事業に対する出資が可能です。

宮城県仙台市 13
大学債発行対象の緩

和

・ブロックチェーンを使ってマイクロクレデンシャルを行

う事業

・教員の知見や技術を社会実装につなげるため、

市民・事業者と共同してまちづくりを行うソーシャル

イノベーションラボ

・バーチャルキャンパス構築・運用、画像３D分

析、ドローン所有運用等を行う事業

・国立大学が、従来の研究主体の役割を越え

て、地域主体のイノベーション創出や地方創⽣に

おいて、中心的な役割を担えるようになる。

・国立大学内を主なフィールドとして、事業者、自

治体との共同による新たな技術の実証・実装につ

なげることができる。

国立大学が長期借入金をし、又は債権を発行す

ることができる対象費用が、土地の取得、施設の

設置若しくは整備又は設備の設置に必要な費用

に限定されており、本構想において実施するような

公益性の高いソフト事業であっても、長期借入金

又は債権発行を行うことができない。

○国立大学法人法（平成15年法

律第112号）

第33条第1項 (長期借入金及び債

権)

○国立大学法人法施行令（平成

15年政令第478号）

第8条 (土地の取得等)

公益性の高いソフト事業に係る人件費、プログラム経費等の

事業費について、長期借入金又は債権発行を行うことを可

能とする。

文部科学省

国立大学法人による長期借入金の借入れ又は債券の発行の対象を、土地の

取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置（以下、「土地の取得等」とい

う。）としている趣旨は、当該土地の取得等に必要な資金規模が大きく、単年

度での予算措置が困難である場合もあることから、中長期的な償還を前提とし

た安定的な財源として長期借入金又は債券の活用を可能とするというもので

す。そのため、本提案のような「公共性の高いソフト事業に係る人件費、プログラ

ム経費等の事業費」について、長期借入金の借入れ又は債券の発行の対象と

することは想定していません。なお、長期借入金の借入れ又は債券の発行の要

件緩和については、今後、今回の御提案の内容や大学からの意見等も踏まえな

がら、引き続き検討してまいります。

東北大学や仙台市で検討している公益性の高い

ソフト事業は、国立大学法人の業務（法人法

22条に定める業務）の対象には含まれておらず、

現行では実施することできないが、公益性が高く

社会全体としてメリットが大きいと考えられ、国家

戦略特区域内における東北大学の業務として実

施することを認めてほしい。

文部科学省

国立大学法人法第22条に定める国立大学法人の業務の範囲は、独立行政

法人制度において、独立行政法人の業務等が国民のニーズとは無関係に膨張

することを防止するため、業務を個別法令により定められる本来業務及びそれに

附帯する業務に限られている趣旨に倣って定められており、国立大学が当該業

務の範囲を超えた業務を行うことは認められません。なお、各大学における具体

的な業務の考え方については、個別に御相談いただければ対応いたします。

宮城県仙台市 14

国際基準に基づく放

射光施設の規制・制

度改革

現在建設が進められている次世代放射光施設に

おいて、施設のリアル・バーチャルでの見学・体験を

通じてサイエンスツーリズム等を実施し、市民の関

心を高めるとともに、事業者による次世代放射光

施設の利用・研究開発を促進する。

X線のビームラインは放射化のおそれがないため、

ビームを導入していなければ被ばくのおそれはな

い。放射線業務従事者でなくとも実験に参加する

ことができると、施設利用の障壁が低下し、利用

促進に寄与する。また、学⽣実習や企業研修が

容易になり人材育成につながる。放射線業務従

事者にならないで使用できる国外の放射光施設

に合わせることで、日本の国際的競争力を維持す

ることができる。

一般の方による施設公開等の際に、実験風景を

見学いただくことができ、放射光施設の理解が促

進する。

放射性同位元素等の規制に関する法律施行規

則第22条の3第1項では「放射線発⽣装置の運

転を・・・点検等のために七日以上の期間停止す

る場合における当該放射線発⽣装置に係る管理

区域・・・については、管理区域でないものとみな

す。」とあり、被ばくのおそれのない区域であっても、

７日間停止する場合でないと同項の規定が適用

できない。

○放射性同位元素等の規制に関す

る法律施行規則(昭和35年総理府

令第56号)

第22条の3第1項（放射線発⽣装

置に係る管理区域に立ち入る者の特

例）

国際原⼦力機関（IAEA）において施設のリスクに基づく

「Graded approach」に沿った規制が推奨されていることな

どを踏まえ、放射化のおそれがない区域に対しては、放射線

発⽣装置の停止後７日間を待たずに管理区域でないものと

みなす規定を設ける。

原⼦力規制委

員会

同規定は工事、修理、点検等を想定しており、同規定を適用して管理区域か

ら除外し、弾力的な運用をしたとしても、教育訓練や立入り管理が必要であるこ

とから、必ずしも一般見学や研修の便宜向上にはつながらない可能性がある。

なお、ビームラインや実験装置の部屋は線量や条件次第で、放射線施設の設

計及び管理方法等を工夫し、その旨を明記した申請を行うことにより、本法の規

定に基づく管理区域として区域管理することを要さない区域とすることが、現行

規制においても成立し目的を達成出来る可能性があるので、提案の件について

は具体的にご相談いただきたい。

同規定については、被ばくのおそれがなくても⽣涯

線量の管理が必要である。利用者には所属元に

RI施設がない企業も多く、そのような企業は⽣涯

線量を管理するために所属元ではないどこかの業

者に放射線業務従事者管理を依頼する必要が

あり、新規企業の参入や研究の活性化を妨げる

障壁の一つになっている。同規定の緩和により、7

日間の停止期間に関わらず直ちに管理区域から

除外し、弾力的な運用ができるのであれば、次世

代放射光施設の一般見学や学⽣実習における

人材育成や企業研修等への便宜向上につながる

と考えており、ご検討いただきたい。

原⼦力規制委

員会

今般の御意見からのみでは、「一般見学や学⽣実習」の対象者が具体的にどの

ような方々を想定されているかが分かりかねるが、管理区域に一時的に立ち入る

者であって放射線業務従事者でないものの外部被ばく及び内部被ばくについて

は、管理区域内において実効線量が100マイクロシーベルトを超えるおそれがな

いときは、法令上、被ばくによる線量の測定をすることが求められていない。

今般の放射線施設がどのようなものであり、「一般見学や学⽣実習」の対象者と

してどのような方々を想定し、それらの方々がどの場所で何をすることを想定され

ているのか等、具体的な内容が分かりかねるため、面談等により御相談いただくよ

う御検討いただきたい。

〇出入国管理及び難民認定法第７

条第1項第2号の基準を定める省令

（平成2年法務省令第16号）

法別表第一の二の表の経営・管理の

項の下欄に掲げる活動の項

　「資本金500万円以上の確保又は常勤職員を2名以上

雇用」を、「資本金250万円以上又は常勤職員1名以上の

雇用」へと緩和する。

法務省

　在留資格「経営・管理」については，在留の途中で事業が立ち行かなくなり，

在留活動が途切れることが想定されるような場合には，「経営・管理」に該当す

る活動を行うものとは認められないところ，出入国管理及び難民認定法第七条

第一項第二号の基準を定める省令（平成2年法務省令第16号）の「資本

金500万円以上の確保又は常勤職員を2名以上雇用」という基準は，外国

人の方が経営又は管理に従事する事業が安定的・継続的に行われることを確

認するための重要な基準であって，「経営・管理」の根幹に関わるものであるた

め，緩和することは困難である。

　その上で，仙台市の「卒業後間もない留学⽣で，これ（基準）を満たすこと

ができる外国人留学⽣は極めて少数に限られている。」旨の指摘については，既

に平成３０年から，申請人が地方公共団体が実施する起業支援対象者とし

て認定され，地方公共団体が所有又は指定するインキュベーション施設に入居

する場合において，当該地方公共団体が事業所に係る経費を申請人に代わり

負担していると認められるときには，その他に当該地方公共団体から受ける起業

支援に係る経費を含め，申請人に代わり負担していると認められる金額を最大

で年間２００万円まで考慮し，申請人が投下している金額と合わせて５００

万円以上となる場合は，基準を満たしているものとして取り扱っているので，活

用いただきたい。

　さらに，令和２年７月17日に閣議決定された「まち・ひと・しごと創⽣基本方

針2020」等において，外国人留学⽣の起業の円滑化を図るべく，制度の見

直し等を行うことが盛り込まれたことを受けた措置の一環として，同年１１月よ

り，国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業を利用した者が，活動期

間中に「経営・管理」で求められる事業所の規模等の基準を満たすことができな

かった場合であっても，一定の要件を満たせば，起業に係る活動を行う者として

「特定活動」を許可し，前記外国人創業活動促進事業での在留期間と合わ

せて最長２年間の在留を認めることとしているため，活用いただきたい。

www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00

001.html

宮城県仙台市 9

外国人創業活動促進

（スタートアップビザ）

の拡充

東北大学が設置を目指している「ソーシャルイノ

ベーションラボ」では、外国人起業家や留学⽣を

含む、多様な主体が集まることによって、仙台のイ

ノベーションの核となることを目指しており、外国人

留学⽣に対しても、既存の規制改革メニューであ

る開業ワンストップセンターも活用しながら、起業

支援を行っていく。

外国人留学⽣の起業意欲が向上することにより、

地域経済のイノベーションが活性化するほか、優

秀な外国人の定着につながる。

仙台市では、仙台市による事業計画の審査等を

条件に、外国人起業家に係る「経営・管理」の在

留資格の基準を緩和する、スタートアップビザ拡充

の規制改革メニューの活用が可能。

しかしながら、この規制改革メニューを活用しても、

卒業後間もない留学⽣が、「経営・管理」の在留

資格を得るためには、資本金500万円以上の確

保又は常勤職員を2名以上を雇用することが必

要となっており、これを満たすことができる外国人留

学⽣は極めて少数に限られている。



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

秋田県仙北市 1

かかりつけ医と連携を

行わずに保健事業を

実施する。

電⼦健康記録（EHR）、国保データベース

（KDB）、企業健保データベース等を連携し、

医療情報と保健事業情報を双方向的に可視化

し、医療・服薬・保健事業を一元管理すること

で、効率的な医療や保健サービスの提供を行う。

医療、保健サービスはオンラインにて提供し、物理

的コストを下げ、災害や感染症等にも対応可能

な体制を作り、持続可能なヘルスケア産業を構築

する。さらに、本事業で医療費適正化を実現し、

教育や農業など他分野の投資へつなげる。

保健事業実施にあたり、厚⽣労働省による「糖尿

病性腎症重症化予防プログラム」のガイドラインで

は、かかりつけ医の連携を必要としている。

厚⽣労働省「糖尿病性腎症重症化

予防プログラム」のガイドライン

電⼦健康記録（EHR）を実装することで、単独のかかりつ

け医と連携を行わずに保健事業を実施する（医療と保健

事業を双方向的に可視化することで、エビデンスを担保）

厚⽣労働省

糖尿病性腎症重症化予防プログラムは、保険者による糖尿病性腎症重症化

予防の取組を推進するため、より質の高い取組となるよう、関係者との連携や取

組内容等を示したものであり、効果的・効率的な事業を実施するための条件とし

て、患者の診療を行っているかかりつけ医との連携を位置づけている。かかりつけ

医の診療の方針と保健指導の内容は、共有しながら取組む必要があり連携は

必須である。一方で、本プログラムは、保健事業の内容自体を規制するものでは

ないため、各保険者の判断によりご提案の事業を行うことは可能である。

通院しておらず、かかりつけ医を持たないCKD患

者にもサービス提供できるよう、本件については「電

⼦健康記録（かかりつけ医との連携によって得ら

れる情報）の共有によって、かかりつけ医との連携

を不要とする。」というように、ガイドラインの変更を

求めます。

厚⽣労働省

糖尿病性腎症重症化予防プログラムは、保険者による糖尿病性腎症重症化

予防の取組を推進するため、より質の高い取組となるよう、関係者との連携や取

組内容等を示したものであり、効果的・効率的な事業を実施するための条件とし

て、患者の診療を行っているかかりつけ医との連携を位置づけている。かかりつけ

医との連携は電⼦健康記録により得られる情報の連携のみではなく、事業の企

画、準備、評価等において、かかりつけ医からの意見を参考とする等、様々な時

点でのきめ細やかな連携を想定しているものである。そのため、基本的に変更す

ることは考えていないが、糖尿病性腎症重症化予防プログラムの内容を見直す

際に、有識者会議等でいただいた意見を紹介させていただく。なお、本プログラム

は、保健事業の内容自体を規制するものではないため、各保険者の判断により

ご提案の事業を行うことは可能である。

秋田県仙北市 2

初診を含むオンライン

診療の恒久化及び薬

局外からのオンライン服

薬指導

コロナウイルス収束後もオンライン診療を恒常化す

るとともに、薬剤師が、薬局外においてもオンライン

で服薬指導を行う。

薬局（勤務先）外においても、薬剤師が服薬履

歴や処方箋内容、服薬状況等を閲覧・管理し、

服薬指導が行えるようになれば、薬剤師の感染

拡大防止及び労務環境の改善につながるととも

に、患者にとっても薬剤師との相談・意見交換等

が容易となることで、利便性や服薬アドヒアランス

（患者による治療方針への積極的参加）の向

上につながることが期待される。

オンライン服薬指導が時限的措置として導入され

たものの、薬剤師が服薬指導を行うことができるの

は、その調剤を行った薬局内の場所とすることが義

務付けられている。そのため、かかりつけ薬剤師が

当該薬局に滞在していないテレワーク中や、薬局

が閉まっている夜間・休日等においては、患者が

指導を希望する適切なタイミングでオンライン服薬

指導を行うことが困難となっている。

オンライン診療の適切な実施に関する

指針

医薬品、医療機器等の品質、有効

性及び安全性の確保等に関する法

律第９条の３

新型コロナウイルス感染症の拡大に際

しての電話や情報通信機器を用いた

診療等の時限的・特例的な取扱いに

ついて

医薬品、医療機器等の品質、有効

性及び安全性の確保等に関する法

律等の一部を改正する法律の一部の

施行について

医薬品、医療機器等の品質、有効

性及び安全性の確保等に関する法

律等の一62

部を改正する法律の一部の施行につ

いて（オンライン服薬指導関係）

（薬⽣発0331第36号、2020年３

月31日）

初診を含むオンライン診療の恒久化。

調剤を行った薬局と同程度の通信環境及びセキュリティが確

保されていることを前提として、当該薬局の薬剤師が、当該

薬局外においてもオンラインで服薬指導を行うことができるよ

う、服薬指導場所の条件を緩和。

厚⽣労働省

オンライン診療については、全国的な措置として「関係学会や事業者等とも協力

し、オンライン診療の安全性・有効性に係るデータの収集や事例の実態把握を

進めるとともに、今回の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に際しての時限的

措置において明らかとなった課題や患者の利便性等を踏まえ、恒久化の内容に

ついて、具体的なエビデンスに基づき、検討を行う。初診の取扱い等も含めた時

限的措置の恒久的な枠組みについては、2021年夏を目途に時限的措置の実

績も踏まえて、その骨格を取りまとめた上で、同年秋を目途に「オンライン診療の

適切な実施に関する指針」を改定する」（「成長戦略フォローアップ」令和３年

６月18 日閣議決定）こととしております。

　薬局におけるオンライン服薬指導については、「規制改革実施計画」（令和３

年６月18日閣議決定）や「成長戦略フォローアップ」（令和３年６月18 日

閣議決定）を踏まえ、2021（令和３）年夏を目途に医薬品医療機器等法

に基づくルールの見直しの検討を行うこととしております。なお、オンライン服薬指

導を行う場所に関して、処方箋に基づく調剤や当該薬剤交付時の服薬指導等

の行為は、処方箋を応需した薬局で責任を持った対応を求めています。例えば

服薬指導の実施にあたっても当該薬局にて適切に管理した医薬品を調剤し、

交付予定の薬剤を実際に確認しながら服薬指導されると思慮されることなどか

ら、薬局での一連の実施が必要だと考えています。

本件は、薬剤師が薬局外にいる時間帯でも、患

者の希望に沿ったオンライン服薬指導を可能にす

るものです。

オンライン診療を含めた恒久化について、早急な

対応を求めます。

厚⽣労働省

（オンライン診療及びオンライン服薬指導の恒久化について）

閣議決定に基づき、速やかな検討に努めてまいります。

（薬局外からのオンライン服薬指導について）

薬剤師は服薬指導にあたって、オンラインでの実施の可否を判断しています。オン

ラインでの実施に支障が⽣じた際など緊急時には服薬指導を実施している薬局

で、対面による服薬指導ができるように担保しておくことが患者の医療安全を確

保する上で必要です。その上で、薬局外からのオンライン服薬指導を行えるように

するには、プライバシーの保護や患者情報の共有のためのセキュリティー確保に加

え、物理的に離れた場所で調製された薬剤をどう扱うかなど様々な課題が想定

されるため、慎重な議論が必要です。

秋田県仙北市 3

ドローンの有人地帯で

の目視外飛行（レベ

ル４）実現

機体周囲を遠隔監視可能なカメラ等を搭載した

ドローンによる第三者上空での自律航行及び目

視外飛行

【物流分野】

ドローンによる自動配送が可能となる。

【農業分野】

ほ場の空撮、⽣育調査等による農地管理が可能

となる。

無人航空機及びその周囲の状況を目視により常

時監視して飛行させること。

航空法第132条、第132条の２、国

土交通省「無人航空機（ドローン、ラ

ジコン等）の飛行に関するＱ＆Ａ」

機体周囲を遠隔監視可能なカメラ等を搭載したドローンを

用いて、第三者上空での自律航行及び目視外飛行を可能

とする。安全運行管理者を不要とする。

国土交通省

【航空法について】

レベル４飛行については、第三者上空を飛行することとなるため、特に高度な機

体の安全性等を求めることが重要と認識しており、今般の法改正により機体の

安全性を認証する制度と操縦者の技能を証明する制度等を創設することでレベ

ル４飛行の実現が可能となり、公布の日から１年６ヶ月以内に詳細な基準等

を検討した上で施行されます。

今般の法改正は、機体の認証制度、操縦者の

技能証明等、現行の規制を強化する内容です。

中山間地において、飛行ルート内で人や構造物と

の接触のリスクが極めて低い条件下では、機体の

認証や操縦者の技能証明等について、柔軟な対

応を可能とする運用を求めます。

別途提案させていただく「ドローンによる携帯電話

の電波利用（実用化試験局制度により、携帯

電話事業者のみに制限されている）」と併せて、

早急な規制緩和を求めます。

国土交通省

第三者上空以外での飛行については、機体認証や技能証明を取得していない

場合であっても、申請をして頂くことで飛行が可能です。

【ご参考】無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領（本文）

https://www.mlit.go.jp/common/001254115.pdf

秋田県仙北市 4

旅客運送手段の多様

化に向けた道路運送

法の運用の見直し

オンデマンド型相乗りタクシーの予約から、同一方

面へ向かう客をマッチングすることにより、同一車両

で運搬する。

相乗りタクシーを利用してもらうことにより、同一車

両で運搬することが可能となれば、少ない台数で

効率的な運用ができるとともに、利用者運賃の軽

減にもつながる。

現状のタクシーは、一顧客に対しての運行となって

おり、同一方面へ向かう客を効率的に運送するこ

とができない。

「一個の契約により」旅客を運送することとされてお

り、相乗りでの運送が認められていない。また、事

前予約に基づき、顧客の指定する時間に合わせ

旅客を運送する事業は認められない。

一般乗用旅客運送事業（道路運送

法第３条第１項第１号ハ）

一般乗合旅客自動車運送事業（道

路運送法第３条第１項第１号イ）

地方運輸局の事業許可・事業計画

変更審査基準において「運送の区間

ごとに発車時刻若しくは到着時刻又

は運行間隔時間のいずれかが設定さ

れているもの」

相乗りでの運送を認め、事前予約に基づき、顧客の指定す

る時間に合わせ旅客を運送する事業を認める。
国土交通省

相乗りタクシーについては、新型コロナウイルス感染症の感染状況を見極めている

ところであり、導入時期を調整中である。（※令和３年11 月１日施行）

よって、御提案については今後、対応可能となる予定。

国土交通省からの回答では、具体的に道路運送

法をどのように改正するか回答がないため、本市の

提案がどのような形で可能となるか不明です。道

路運送法をどのように改正するのか、方針をお示

しください。

国土交通省

タクシーの相乗りについては、令和２年３月パブコメ（以下URL参照）のとお

り、運送開始前に特定の各旅客の同乗について互いに承諾した一団の旅客で

あって、費用負担、事故時の補償などについて公正な条件の下で運送に係る契

約（配車アプリ事業者等との間で締結する運送等サービスの提供に係る契約を

含む。）を共同して締結する者の運送については、運送途中に不特定の旅客が

乗車しないことを前提とするものであり、「乗合旅客」の運送に該当しないものとし

て道路運送法を運用することとしている。

https://public-comment.e-

gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&Mode=

0&bMode=1&bScreen=Pcm1040&id=155200908

なお、現行においても一般乗用旅客自動車運送事業者が道路運送法第４条

の許可を受けることによって、乗合旅客の運送を行うことは可能であるほか、同法

第２１条第２号の許可を受けることによって、期間等を定めて試行的に乗合旅

客の運送を行うことも可能であり、いずれも柔軟な運賃設定が可能となる。ご提

案の件について、これらの制度の活用を検討される場合には、管轄の地方運輸

局又は運輸支局にご相談いただきたい。



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

福島県会津若松

市
1

個人情報保護条件の

明確化・緩和

患者を特定した属性情報とヘルスケア情報、診断

情報の紐付け分析

【社会的効果】

複数の事業者が保有するデータを患者軸でつな

いで分析することで、患者の疾患・状態の経時的

な把握ができ、より詳細なリスク判定等が可能とな

る。

患者が特定されると個人情報保護に抵触するた

め、情報の活用が困難となっている。

現状では個人情報を削除しても個人同意なしで

は複数ベンダが持つデータの紐付けは不可だと考

えられる。

•個人情報保護法

•個人情報の保護に関する法律につ

いてのガイドライン第3条2項4

個人情報保護の法・ガイドラインで違反ととられずにデータ収

集・データ分析を行ってよい項目を定義する。

例えば、患者IDを特定ルールにて暗号化し、他のどの患者

情報を保持しなければ、個人情報にはあたらないと考え、

データ収集・データ分析に利用してよい、と明示。もしくは、匿

名化基準の緩和、個人情報・特定個人情報の目的外利

活用を緩和する。

内閣府

経済産業省

文部科学省

厚⽣労働省

個人情報保護

委員会

個人情報保護法では、個人情報は原則特定された利用目的の範囲内で利用

する必要があり、個人データを第三者へ提供する場合には原則本人の同意を取

得する必要があります。次世代医療基盤法では、異なる医療情報取扱事業者

（医療機関、介護事業所、地方公共団体、学校設置者、医療保険者等）

の情報を集約し、名寄せしたものを匿名加工医療情報とすることで、医療情報

取扱事業者を跨ぐ分析が可能です。

福島県会津若松

市
2

頻回のオプトイン取得

による市民・企業の負

担を軽減し、市民の納

得を得ながら特定の目

的に沿って包括的なオ

プトインや再同意を得

る方法の検討

オプトインの原則を堅持する一方で、毎回細かい

変更でオプトインをとることは、市民と企業の双方

に負担になるため、市民の納得を大前提として、

特定の目的に沿って包括的にオプトインをとる方

法の在り方を検討する

再同意が必要な場合、都市OSを活用し、同意

者の負担や漏れが減る方法を整備

【社会的効果】

市民と企業の負担となる頻回、微細な変更での

オプトイン同意取得が不要となり、都市OSなど

サービス利用時の煩わしさが軽減される。

より広範なデータの活用が可能となり、リスク判定

などの精度が向上する。

明示した利用目的の範囲において患者データを

分析、活用することが許可されているが、利用目

的をどの程度明示するべきか明らかでない。

利用目的を拡張・変更する際には、再度同意の

取得が必要だが、現状では連絡が付かない等で

取得できないケースが多い。

•個人情報保護法第16条第1項

•個人情報保護法第15条第1項2項

第3項

•個人情報保護法第23条第1項

オプトイン同意のレベル感や範囲を検討し、ルール化して適

用するため、同意取得ルールの柔軟な設定と運用を実現す

る。

都市OSを介した再同意目的の連絡先データ連携を実現す

る。

個人情報保護

委員会

・個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、利用目的をでき

る限り具体的に特定しなければなりません。

・あらかじめ本人の同意を得ないで、特定した利用目的の達成に必要な範囲を

超えて、個人情報を取り扱うことができませんが、一般的な消費者等からみて合

理的な関連性のある範囲内であれば、本人同意なしで利用目的を変更するこ

とが可能です。

・本人同意なしで利用目的の変更が認められる事例については、個別具体的な

事例ごとに判断されるものの、例えば、次のような場合が考えられます。

○「当社が提供する新商品・サービスに関する情報のお知らせ」という利用目的

について、「既存の関連商品・サービスに関する情報のお知らせ」を追加する場合

○「当社が提供する既存の商品・サービスに関する情報のお知らせ」という利用

目的について、「新規に提供を行う関連商品・サービスに関する情報のお知らせ」

を追加する場合

・また、当初の利用目的に「第三者提供」が含まれていない場合において、新た

に、法第 23条第２項の規定による個人データの第三者提供を行う場合、本人

同意のない利用目的の変更は認められません。

・個人データの第三者提供に係る同意については、必ずしも第三者提供のたび

に同意を得なければならないわけではありません。例えば、個人情報の取得時

に、その時点で予測される個人データの第三者提供について、包括的に同意を

得ておくことも可能です。

・上記は個人情報保護法に関する解釈ですが、都市OSの果たす機能や運営

主体等の前提によって、適用される法令や整理等が異なるため、具体的に想定

される事例についてご相談ください。

・本提案は、同意の際の利用目的明示対象と利

用目的を拡張する際の同意取得に際して、明確

化を求めるものである。

・明示した利用目的の範囲において患者データを

分析、活用することが許可されているが、利用目

的をどの時点でどの程度明示するべきか明らかで

ない。

・そのため、利用目的や加盟事業者が一定基準

を満たすことを担保したうえで、以下の運用を認め

ていただきたい。

　-事前に第三者提供を行う可能性のある目的

と、その時点での関連事業者名を明示し、同意を

取得する。

　-該当条件が⽣じ、第三者提供が行われた後、

該当した提供目的と提供先事業者名を利用者

に通知する。

個人情報保護

委員会

　今回のご意見は、第23条１項についての具体的な運用に関するものと理解し

ました。

　その上で、以下のようなQ&Aをご参考に運用を具体化することが必要だと考え

ます。

　（第三者提供の制限の原則）

　Ｑ５－８ 　本人の同意は、個人データの第三者提供に当たってその都度得

る必要があるのですか。

Ａ５－８ 　必ずしも第三者提供のたびに同意を得なければならないわけではあ

りません。例えば、個人情報の取得時に、その時点で予測される個人データの第

三者提供について、包括的に同意を得ておくことも可能です。

Ｑ５－９ 　第三者提供の同意を得るに当たり、提供先の氏名又は名称を本

人に明示する必要はありますか。

Ａ５－９　提供先を個別に明示することまでが求められるわけではありません。

もっとも、想定される提供先の範囲や属性を示すことは望ましいと考えられます。

参考：「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」及び「個人データ

の漏えい等の事案が発⽣した場合等の対応について」に関するQ&A

https://www.ppc.go.jp/personalinfo/faq/2009_APPI_QA/#q5-8

ただし、上記は個人情報保護法に関する一般的な解釈であり、都市OSの果た

す機能や運営主体等の前提によって、適用される法令や整理等が異なるため、

具体的に想定される事例について個別にご相談ください。

PPCビジネスサポートデスク　03-6457-9771

福島県会津若松

市
3

オフライン検査結果の

アップロード＆医師への

送付

オフライン検査の結果（検査報告書等）をアップ

ロードすることが問題ない旨明示

【社会的効果】

内視鏡検査などの結果をオンライン診療、オンライ

ン受診勧奨の場面に限らず、患者の同意のもとで

医療機関、医療スタッフへ情報送付可能となる。

郵送などの手間やコストが削減できる。

オンライン診療、オンライン受診勧奨、以外（オン

ライン相談など）で、「患者個人の状態に対するり

患可能性のある疾患名の列挙」ができない。

このため、診断結果となる患者向けの検査報告

書や検査画像は、オンライン診療、オンライン受診

勧奨、以外で、オンラインでのデータ授受が難し

い。

「オンライン診療の適切な実施に関す

る指針」

オフライン検査の結果（検査報告書等）をアップロードする

ことが問題ない旨明示する。
厚⽣労働省

オンライン診療については、全国的な措置として「関係学会や事業者等とも協力

し、オンライン診療の安全性・有効性に係るデータの収集や事例の実態把握を

進めるとともに、今回の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に際しての時限的

措置において明らかとなった課題や患者の利便性等を踏まえ、恒久化の内容に

ついて、具体的なエビデンスに基づき、検討を行う。初診の取扱い等も含めた時

限的措置の恒久的な枠組みについては、2021年夏を目途に時限的措置の実

績も踏まえて、その骨格を取りまとめた上で、同年秋を目途に「オンライン診療の

適切な実施に関する指針」を改定する」（「成長戦略フォローアップ」令和３年

６月18 日閣議決定）こととしております。

福島県会津若松

市
4 オンライン結果説明

オフラインでの検査結果をオンラインで（別の）医

師が説明することが問題ない旨明記

【社会的効果】

内視鏡検査等の結果の説明のため、別日に来院

する必要がなくなる。

「オンライン診療の適切な実施に関する指針」には

オフライン検査結果をオンラインで説明することへの

言及はない。

「オンライン診療の適切な実施に関す

る指針」

オフラインでの検査結果をオンラインで（別の）医師が説明

することが問題ない旨明示する。
厚⽣労働省

オンライン診療については、全国的な措置として「関係学会や事業者等とも協力

し、オンライン診療の安全性・有効性に係るデータの収集や事例の実態把握を

進めるとともに、今回の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に際しての時限的

措置において明らかとなった課題や患者の利便性等を踏まえ、恒久化の内容に

ついて、具体的なエビデンスに基づき、検討を行う。初診の取扱い等も含めた時

限的措置の恒久的な枠組みについては、2021年夏を目途に時限的措置の実

績も踏まえて、その骨格を取りまとめた上で、同年秋を目途に「オンライン診療の

適切な実施に関する指針」を改定する」（「成長戦略フォローアップ」令和３年

６月18 日閣議決定）こととしております。

福島県会津若松

市
6

個人データの第三者

提供に該当しない場

合の明示

会津若松都市OSに接続するサービスにおいて

は、「個人データを特定の者との間で共同して利

用するとして、あらかじめ本人に通知等している場

合」に該当するものとする。

【社会的効果】

都市OSを介した多様なサービスをスムーズに受け

られることで、利用者の利便性が向上する。

個人情報保護法第23条第4項の各号に掲げる

場合の当該個人データの提供を受ける者について

は、第三者に該当せず、本人の同意を得ずに情

報の提供を行うことができる。（個人データを特定

の者との間で共同して利用するとして、あらかじめ

本人に通知等している場合）

・個人情報保護法第23条第４項

会津若松都市OSに接続するサービスにおいては、「個人

データを特定の者との間で共同して利用するとして、あらかじ

め本人に通知等している場合」に該当するものとして明示す

る。

個人情報保護

委員会

一般的には、共同利用する旨、共同して利用される個人データの項目、共同し

て利用する者の範囲、利用する者の利用目的、個人データの管理について責任

を有する者の氏名又は名称を、あらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知

り得る状態におくという要件を満たせば、個人情報保護法第23条第５項３号

に基づく共同利用が可能です。会津若松都市OSに接続するサービス提供事業

者がこれらの要件を満足しているかは、個別具体のケース毎に判断されるため、

必要に応じてご相談ください。また、既に特定の事業者が取得している個人デー

タを他の事業者と共同して利用する場合には、当該共同利用は、社会通念

上、共同して利用する者の範囲や利用目的等が当該個人データの本人が通常

予期し得ると客観的に認められる範囲である必要があります。

なお、自治体が保有する個人情報は、個人情報保護条例に従って取り扱うこと

が求められますのでご留意ください。

福島県会津若松

市
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初診からのオンライン診

療・オンライン服薬指

導解禁の恒久化

初診からのオンライン診療・オンライン服薬指導解

禁の恒久化

【社会的効果】

就労・育児等で通院の時間が確保し難い人々の

適切な受診行動の確保により、長期的な心血管

病リスク等の低減が得られる。

遠隔健康医療相談や病院検索等からの、予約・

オンライン診療へのスムーズな移行により、患者の

利便性が向上する。過剰な対面受診の減少によ

り、医療機関の人的負担や感染症リスクが低減

できる。

通常時は、初診からのオンライン診療は原則として

不可である。診療報酬で電話等再診では定期的

な医学管理は想定されておらず、オンライン診療

の場合、初診を含む3か月間は毎月対面、以後

も３か月に1回は対面診療が必要との算定要件

あり。

通常時の根拠法令

・オンライン診療の適切な実施に関す

る指針

・令和2年3月5日保医発0305第1

号

特例措置の根拠法令

・令和２年４月10日 厚⽣労働省

医政局医事課、医薬・⽣活衛⽣局

総務課 事務連絡

初診からのオンライン診療・オンライン服薬指導解禁を恒久

化する。
厚⽣労働省

オンライン診療については、全国的な措置として「関係学会や事業者等とも協力

し、オンライン診療の安全性・有効性に係るデータの収集や事例の実態把握を

進めるとともに、今回の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に際しての時限的

措置において明らかとなった課題や患者の利便性等を踏まえ、恒久化の内容に

ついて、具体的なエビデンスに基づき、検討を行う。初診の取扱い等も含めた時

限的措置の恒久的な枠組みについては、2021年夏を目途に時限的措置の実

績も踏まえて、その骨格を取りまとめた上で、同年秋を目途に「オンライン診療の

適切な実施に関する指針」を改定する」（「成長戦略フォローアップ」令和３年

６月18 日閣議決定）こととしております。

薬局におけるオンライン服薬指導については、「規制改革実施計画」（令和３

年６月18日閣議決定）や「成長戦略フォローアップ」（令和３年６月18 日

閣議決定）を踏まえ、2021（令和３）年夏を目途に医薬品医療機器等法

に基づくルールの見直しの検討を行うこととしております。

福島県会津若松

市
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遠隔診療における地

理的制限の撤廃
遠隔診療における地理的制限の撤廃

【社会的効果】

遠隔地の患者への診療制限を撤廃することによ

り、患者にとって必要な医療へのアクセスが容易と

なる。これは、市内在住の患者が会津若松市内

外の医療機関を受診する際のみならず、近郊町

村など会津若松市外在住の患者が会津若松市

内の医療機関を受診する際にも有用となる。

オンライン診療料の算定について、日常的に通院

又は訪問による対面診療が可能な患者を対象、

つまり概ね30分以内に通院又は訪問が可能な

患者が想定されている。

・令和2年3月5日保医発0305第1

号

・令和２年3月31日厚⽣労働省保

険局医療課 事務連絡「疑義解釈資

料の送付について（その１）」

遠隔診療における地理的制限を撤廃する。 厚⽣労働省

オンライン診療については、令和４年度診療報酬改定において、

　①　初診料の新設を行い、各種の点数について、引き上げるとともに、

　②　対象疾患に関する要件を撤廃するなど、算定に関する要件を緩和

することとしている。



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

福島県会津若松
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オンライン診療の算定

要件の緩和
オンライン診療の算定要件の緩和

【社会的効果】【経済的効果】

オンライン診療の範囲拡大による患者利便性の

向上、医療機関の収益性が維持できる。

通常時のオンライン診療算定要件として、対象疾

患限定、診療報酬が対面診療と比べ低いことが

定められている。

特例措置として、「慢性疾患患者で既存の診療

計画等に基づいた電話等再診料および医学管

理料等を算定可能となる」「初診から診療報酬

算定可能となる」「診療報酬の点数一部引き上

げられる」ことが定められている。

通常時の根拠法令

・令和2年3月5日 保医発0305第1

号等

特例措置の根拠法令

・令和２年４月10日、同14日 厚⽣

労働省保険局医療課 事務連絡「新

型コロナウイルス感染症に係る診療報

酬上の臨時的な取扱いについて（そ

の10）（その11）」

保険適用とする際の疾患制限の解除、オンライン診療料の

算定回数の割合制限の撤廃、診療報酬点数を対面診療

と同等に引き上げる。

厚⽣労働省

オンライン診療については、令和４年度診療報酬改定において、

　①　初診料の新設を行い、各種の点数について、引き上げるとともに、

　②　対象疾患に関する要件を撤廃するなど、算定に関する要件を緩和

することとしている。

福島県会津若松
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クラスI一般医療機器

やAIを用いた新規医

療用プログラムの保険

適用への道筋

クラスI一般医療機器やAIを用いた新規医療用

プログラムの保険適用への道筋

【社会的効果】

有用な新規医療用プログラム開発・実用化・普

及に要する時間が短縮できる。

クラスIの医療用プログラムは薬機法規制対象外

であり、医療機器プログラムに該当せずとも診断

補助に使えるが、保険適用が難しい。薬機法は

登録した内容から外れた性能を標榜することを認

めていない。例えば、体動センサは「体動を検出。

通常、睡眠障害の評価に用いる」と定義され、心

拍・呼吸を検知/記録できる機器でも看取り業務

等に活用できる旨は説明できない。

・薬機法第66条

・平成16年7月2日　薬食発第

720022号

クラスI一般医療機器の診断行為への利用を緩和できる要

件を定める。

薬機法で登録された内容から外れた性能について、メーカー

側から説明する場合の要件を定義する。

厚⽣労働省

　医療機器のクラス分類は、医療機器のリスクに応じた適切な規制を行うために

定められており、適切なクラス分類に従って承認又は認証を受けていただくことが

必要です。診断を意図した能動型医療機器のクラス分類は、有効性・安全性

の確保及び国際整合の観点から、原則としてクラスⅡ以上としています。心拍数

及び呼吸数の測定を目的とした医療機器であれば、「体動センサ」（クラスⅠ）

ではなく、「心拍数モニタ」「呼吸数モニタ」（いずれもクラスⅡ）等として承認又

は認証を受けていただくようお願いいたします。

　薬機法の規定に基づく承認若しくは認証を受けた医療機器又は届出が受理

された医療機器については、企業は保険適用希望書を提出することができ、希

望書が提出された医療機器等については、定められた手続に則り有効性・安全

性等を踏まえ保険適用が検討されます。

　なお、医療機器の承認等の制度及び広告規制は、医療機器を含む医薬品

等の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛⽣上の

危害の発⽣及び拡大の防止のために規定されているものであり、御提案の「薬

機法で登録された内容から外れた性能について、メーカー側から説明する場合の

要件を定義する」ことは、この趣旨を逸脱することから対応できません。

福島県会津若松
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海外で承認済みのヘ

ルス関連IoT機器につ

いて一定条件下での

国内実証使用容認

海外で承認済みのヘルス関連IoT機器について

一定条件下での国内実証使用と性能の市民へ

の公知を容認

【社会的効果】

市民の実⽣活の中での新規ヘルス関連IoT機器

実証が行われ易くなり、より迅速なPDCAサイクル

の回転や、市民が先進機器に触れることでのデジ

タル社会への参加意識促進が得られる。

未承認医療機器の輸入は、臨床試験に使用す

る目的であれば許可されている。しかし、一般市

民に対し、その性能を明示した上で臨床試験への

参加を募ることは、未承認医療機器の「広告規

制」要件に抵触する可能性がある。

・薬食発1117第17号

・薬機法第68条

スーパーシティの取組の中では、海外で承認済みの国内未

承認ヘルス関連IoT機器について、市民の実証としての臨床

試験を組むことで、海外で承認/認証されている性能等を公

表しながらの利用を可能とする。

厚⽣労働省

　「治験に係る被験者募集の情報提供の取扱いについて」（平成11年6月30

日医薬監第65号監視指導課長）で「商品名を特定しない範囲で情報提供を

行うことは可能」である旨を通知しており、「その性能を明示した上で臨床試験へ

の参加を募ること」は現状可能です。

・本提案は、海外承認済みヘルス関連IoT機器

の実証使用において、実証開始も商品名の特定

を回避する必要があるか、明確化を求めるもので

ある。

・一般市民に対し、その名称を明示した上で臨床

試験への参加を募ることは、未承認医療機器の

「広告規制」要件に抵触する。

・臨床試験としてのモニター募集時点や説明にお

いて、商品名の特定を避けることは可能と考える

一方で、実証期間中に、アプリ・デバイスから商品

を特定できないようにすることは困難である。

・現行法で抵触する場合、本取組における実証

期間中は、商品名が特定されても差支えない運

用とさせて頂きたい。

厚⽣労働省

・医薬品等の広告は、「薬事法における医薬品等の広告の該当性について」

（平成10年9月29日医薬監第148号監視指導課長）で示しているとおり、

①顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること、②特

定医薬品等の商品名が明らかにされていること、③一般人が認知できる状態で

あることのいずれの要件も満たす場合、これを広告に該当するものと判断していま

す。

・一般に、臨床研究の被験者に対して研究の対象であるアプリ・デバイスを含む

機械器具等を商品を特定できる形で提供する行為は、上記のうち①の要件を

満たさず、薬機法における医薬品等の広告に該当しないため、現状で可能で

す。

福島県会津若松

市
12 医療広告規制の緩和

医療広告規制の緩和とサービス利用データに基づ

く医療機関への動線創出

【社会的効果】

市民が医療サービスを選択する中で有用と考えら

れる情報については規制せず開示することで、市

民がより適切な受診行動をとることができ、医療

資源が有効利用できる。

「広告その他の医療を受ける者を誘引するための

手段としての表示」においては、比較優良広告が

禁止されている。

・医療法施行規則等の一部を改正す

る省令

・厚⽣労働省令第 66 号

・医療広告ガイドライン

客観的に検証可能な内容（患者数、治療疾患、使用薬

剤等）については掲載を可能とし、また全国や地域平均な

どと比較した表示を可能とする。

厚⽣労働省

御提案のあった内容は、以下のとおり現行規制下においても基本的に抵触しな

いものと考えます。

・医療広告ガイドライン（平成30年5月8日付け医政発0508第１号厚⽣労

働省医政局長通知の別紙３）において、比較優良広告に関係して、「最上級

を意味する表現その他優秀性について著しく誤認を与える表現を除き、必ずしも

客観的な事実の記載を妨げるものではないが、求められれば内容に係る裏付け

となる合理的な根拠を示し、客観的に実証できる必要がある。調査結果等の引

用による広告については、出典、調査の実施主体、調査の範囲、実施時期等

を併記する必要がある。」とされており、客観的に実証できる内容については、必

ずしも広告が禁止されているものではありません。

・また、医療法関係法令において広告が可能とされた事項以外は広告してはな

らないこととされており、他法令に抵触する広告を行わないことも前提になります

が、例えば、患者数（在宅患者、外来患者、入院患者）については、広告可

能事項です（平成19年厚⽣労働省告示第108号（以下、「告示」という。）

第３条第４号及び第５号）。また、当該病院又は診療所において提供される

医療の内容に関する事項として告示第108号第２条各号に該当するものであ

れば、疾患名等を記載することも可能です。

・本提案は、医師の診療実績等を客観的に可視

化して差し支えない情報の明確化を求めるもので

ある。

・医療機関の広告に関連し、客観的に検証可能

な内容は可とされているが、医師に対する患者評

価の集計や掲載事業者が行った集計の結果な

ど、客観的と判断されるか不明なものもあり、どの

ような項目について可とされるか明確化して頂きた

い。

厚⽣労働省

広告可能な事項については、関係法令に加え、「医療広告ガイドライン」、「医

療広告ガイドラインに関するQ&A」及び「医療広告規制におけるウェブサイトの事

例解説書」により明確化をはかっております。

ご指摘いただいた例のうち、「医師に対する患者評価の集計や掲載事業者が

行った集計の結果」については、その趣旨が必ずしも明らかでないですが、患者等

の主観に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談については、個々の患

者の状態等により当然にその感想が異なるものであり、誤認を与えるおそれがあ

ることを踏まえ、医療広告としては認められません。一方、第三者が運営するいわ

ゆる口コミサイト等への体験談の掲載については、医療機関が広告料等の費用

負担等の便宜を図って掲載を依頼しているなどによる誘因性が認められない場

合は、広告に該当しません。

福島県会津若松
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オンライン診療における

臨床試験施行の容認
オンライン診療における臨床試験施行の容認

【社会的効果】

オンライン診療による臨床試験遂行の負荷（医

療者側および患者側）が軽減される。

「オンライン診療は、患者がその利点及び⽣ずるお

それのある不利益等について理解した上で、患者

がその実施を求める場合に実施されるべきもので

あり、研究を主目的としたり医師側の都合のみで

行ったりしてはならない」との記載あり。どこまでが主

目的かの判別は難しく、オンライン診療における臨

床試験を行いづらい。

・オンライン診療の適切な実施に関す

る指針VI オンライン診療の実施にあ

たっての基本理念vi

オンライン診療における臨床試験施行を容認する。 厚⽣労働省

オンライン診療については、全国的な措置として「関係学会や事業者等とも協力

し、オンライン診療の安全性・有効性に係るデータの収集や事例の実態把握を

進めるとともに、今回の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に際しての時限的

措置において明らかとなった課題や患者の利便性等を踏まえ、恒久化の内容に

ついて、具体的なエビデンスに基づき、検討を行う。初診の取扱い等も含めた時

限的措置の恒久的な枠組みについては、2021年夏を目途に時限的措置の実

績も踏まえて、その骨格を取りまとめた上で、同年秋を目途に「オンライン診療の

適切な実施に関する指針」を改定する」（「成長戦略フォローアップ」令和３年

６月18 日閣議決定）こととしております。

福島県会津若松
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AIや事務員による電

⼦カルテの事前代行

入力の容認

AIや事務員による電⼦カルテの事前代行入力の

容認

【社会的効果】【経済的効果】

AIやクラークによる問診や所見が事前にカルテ入

力され、医師がそれを確認・承認する仕組みであ

れば、医師の病状把握およびカルテ入力の効率が

上がり、患者対応により時間をかけることができる。

ひいては、患者の待ち時間の減少、医療経済の

改善にもつながる。

診療録は医師の診察を経た上で基本的に医師

が記載することが想定されているが、医師が最終

的に確認し署名することを条件に、事務職員が医

師の補助者として記載を代行することは可能とさ

れている。しかし、現状では医師の診察中に代行

入力するとの解釈が一般的であり、診察前にAIや

事務員が整理した情報をカルテに下書きすること

の可否は定まっていない。

・医師法第24条第1項

・医政発第1228001号

AIや事務員による電⼦カルテの事前代行入力を可能とす

る。
厚⽣労働省

「診断書、診療録及び処方せんは、診察した医師が作成する書類であり、作成

責任は医師が負うこととされているが、医師が最終的に確認し署名することを条

件に、事務職員が医師の補助者として記載を代行することも可能」（平成19

年12月28日医政発第1228001号厚⽣労働省医政局長通知）としていると

ころ、医師の責任で作成される限りにおいて、医師が最終的に確認し署名するこ

とを条件に、診察前にAIや事務員が整理した情報をカルテに代行入力すること

は可能です。

・本提案は、AIが代行入力したカルテを医師が承

認するタイミングがどこまで許容され、AIが入力し、

医師未承認のカルテをもとに検査等行われた場

合の対処の明確化を求めるものである。

・診療録は医師が最終的に確認し署名することを

条件に、診察前にAIや事務員が整理した情報を

カルテに代行入力することは可能とされている。

・AIが代行入力したカルテを医師が承認するタイミ

ング・期間（AIが記載後24時間以内、記載が

更新された都度、レセプト処理前、請求時まで）

や、AI記載済み・医師未承認のカルテを基に検

査や処置等が行われた場合の扱いについて明確

化して頂きたい。

厚⽣労働省

診療録については、医師法第24条において、「医師は、診療をしたときは、遅滞

なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない」と規定されておりま

す。

また、「人工知能（AI）を用いた診断、治療等の支援を行うプログラムの利用と

医師法第17 条の規定との関係について」（平成30 年12 月19 日付け医政

医発1219第１号厚⽣労働省医政局医事課長）において、「人工知能

（AI）を用いた診断・治療支援を行うプログラムを利用して診療を行う場合に

ついても、診断、治療等を行う主体は医師であり、医師はその最終的な判断の

責任を負う」ことをお示ししているところ、AIを用いた診断・治療支援を行うプログ

ラムを利用して診療を行う場合についても、医師がその最終的な判断を行い、医

師やその指示を受けた看護師等が検査や処置等を行うことは、現行制度上も

可能です。



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答
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⽣活習慣病における

（オンライン/オフライ

ン）集団診療の解禁

⽣活習慣病における（オンライン/オフライン）集

団診療の解禁

【経済的効果】

集団療法は、現在薬物依存症の治療において保

険で認められている。一方、⽣活習慣病において

もピアサポートが有用との報告がある。安全性や同

意の面に十分配慮すれば、集団診療が治療効

果や経済効率の面において有用な可能性があ

る。

「プライバシーが保たれるよう、患者が物理的に外

部から隔離される空間においてオンライン診療が行

われなければならない」との記載がある。

・オンライン診療の適切な実施に関す

る指針V-2-(2）

・医療法施行規則第1条

⽣活習慣病における（オンライン/オフライン）集団診療の

解禁する。
厚⽣労働省

「オンライン診療の適切な実施に関する指針」（平成30年３月：令和元年７

月一部改訂）２．(2)において、「患者の所在が医療提供施設であるか居宅

等であるかにかかわらず、第三者に患者に関する個人情報・医療情報が伝わる

ことのないよう、患者のプライバシーに十分配慮された環境でオンライン診療が行

われるべき」とされているところ、必ずしも患者単独での診療に限定しているもので

はなく、患者の同意や十分なプライバシーへの配慮を前提として、医師の判断で

集団診療を行うことは可能です。ただし、オンライン診療においては、対面診療に

比べ、患者に関する個人情報・医療情報が漏洩する危険性が高いことに留意

が必要です。

福島県会津若松
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一般医薬品の特定販

売（インターネット販

売）時の実店舗要

件・発送要件の緩和

一般医薬品の実店舗と紐付かないインターネット

販売や倉庫等からの発送

【社会的効果】【経済的効果】

医薬品の物流網を柔軟に構築でき、発送コスト

の削減や時間短縮につながる。

一般医薬品はネット販売が可能だが、実店舗と

紐付いた販売とする必要がある。

・薬事法及び薬剤師法の一部を改正

する法律（平成25年12月13日公

布）

・薬事法及び薬剤師法の一部を改正

する法律（平成25年法律第103

号）

一般医薬品の実店舗と紐付かないインターネット販売や倉

庫等からの発送を可能とする
厚⽣労働省

　一般用医薬品の販売にあたっては、保健衛⽣上支障が⽣じることがないよう、

医薬品の専門的知識を有する専門家により、実地に管理された上で、販売され

る必要があり、ご提案の方法では医薬品の適切な管理や責任の所在が不明で

あることから、認めることは困難です。

・本提案は、一般医薬品の実店舗要件の緩和を

求めるものである。

・一般医薬品はネット販売が可能だが、実店舗と

紐付いた販売とする必要がある。

・一般医薬品のネット販売について、実店舗でなく

とも、オンライン等で薬剤師による情報提供が可

能な体制を整え、医薬品の管理や責任の所在を

明確とすれば倉庫などからの配送を可として頂きた

い。

厚⽣労働省

一般用医薬品の販売にあたっては、保健衛⽣上支障が⽣じることがないよう、医

薬品の専門的知識を有する専門家により、実地に管理された上で、販売される

必要があり、ご提案の方法の詳細が不明であり、医薬品の適切な管理や責任

の所在が不明であることから、認めることは困難です。

福島県会津若松
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オンライン服薬指導と

調剤等の機能に特化

した、薬局実店舗を持

たない調剤センターの

設置・活用を許容

オンライン服薬指導と調剤等の機能に特化した、

薬局実店舗や対面機能を持たない調剤センター

の設置・活用を許容

【社会的効果】

電⼦処方箋(2022年運用開始予定)の仕組み

と合わせ、受診・処方・薬の配送まで、自宅にいな

がら一気通貫の医療が受けられ、患者の利便性

が向上する。24時間対応のオンライン服薬指導・

調剤を行いやすくなり、従来救急受診していた病

態の一部は、自宅からのオンライン対応で対処可

能となる。

薬剤師がオンライン服薬指導を行う場所は、対面

の機能を持つ通常の薬局であることが求められて

いる。

・薬事法及び薬剤師法の一部を改正

する法律（平成 25 年法律第103

号）

薬局実店舗を持たず、オンライン服薬指導と調剤等の機能

に特化した（対面機能を持たない）調剤センターのような場

所も許容する。

厚⽣労働省

ご提案内容について、服薬指導を行う場所と調剤業務を行う場所が一体かどう

か不明瞭ですが、処方箋に基づく調剤や薬剤交付時の服薬指導等の行為につ

いて、処方箋を応需した薬局の薬剤師が責任を持つことが困難な事態が発⽣し

ないよう、当該薬局で服薬指導や調剤等を行うこととしています。

また服薬指導は、必ずしも全ての場合でオンラインで実施可能とはならず、オンラ

インでの実施に支障が⽣じた際の緊急時の対応を含め、当該薬局で対面で服

薬指導ができることを担保しておくことが患者の医療安全を確保する上で必要で

す。

・本提案は、調剤・オンライン服薬指導及び薬局

医薬品販売の対面原則の撤廃を求めるものであ

る。

・薬剤師が調剤及びオンライン服薬指導を行う場

所や、薬局医薬品販売については、対面の機能

を持つ通常の薬局であることが求められている。

・デジタルを用いた情報共有で調剤、服薬指導の

責任が取れる体制を構築した上で、薬局実店舗

や対面機能を持たない調剤センターからの配送や

薬局以外からのオンライン服薬指導を許容いただ

きたい。

厚⽣労働省

薬局医薬品については、医療において用いられることを前提としていることから、処

方箋に基づく薬剤の交付を原則としており、一定の条件の下、オンライン診療及

びオンライン服薬指導を行った上で、調剤した薬剤を配送等することは可能で

す。

なお、薬剤師は服薬指導にあたって、オンラインでの実施の可否を判断していま

す。オンラインでの実施に支障が⽣じた際など緊急時には服薬指導を実施してい

る薬局で、対面による服薬指導ができるように担保しておくことが患者の医療安

全を確保する上で必要です。その上で、薬局外にいる薬剤師からのオンライン服

薬指導を行えるようにするには、プライバシーの保護や患者情報の共有のための

セキュリティー確保に加え、物理的に離れた場所で調製された薬剤をどう扱うかな

ど様々な課題が想定されるため、慎重な議論が必要です。
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対面診療を含む全て

の診療形態での遠隔

服薬指導の解禁

対面診療を含む全ての診療形態での遠隔服薬

指導の解禁

【社会的効果】

通常の対面診療終了後でも、薬局への移動や待

ち時間の負担なく遠隔で必要な服薬指導を受け

ることができる。

現在は0410対応(2020年４月10日 事務連

絡)により対面診療での処方箋も遠隔服薬指導

が可とされるが、時限的措置であり、2020年の改

正薬機法で可能とされるオンライン服薬指導はオ

ンライン診療または在宅診療で発行された処方せ

んに限られる。

・改正薬機法第９条の３第１項及

び改正薬機則第15条の13第２項

第１号から第３号(令和2年)

対面診療を含む全ての診療形態での遠隔服薬指導の解禁 厚⽣労働省

　薬局におけるオンライン服薬指導については、規制改革実施計画（令和３年

６月18日閣議決定）を踏まえ、オンライン診療又は訪問診療を受診した場合

に限定せず実施可能とする予定です。
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地域ポイント・地域通

貨とID決済・地域ウォ

レットの導入での利用

普及

店舗の決済手数料負担を減らし、入金サイクルの

即時化を実現する地域通貨を発行する。地域通

貨によって利用者の行動に応じたインセンティブ付

与や、地域での買い物、行政支払い、給付受給

などに利用可能。

インセンティブとなる原資は、自治体や地域企業、

団体などが地域貢献ファンドとして拠出し、地産

地消、健康増進、環境保全など地域課題解決

につなげる。

【社会的効果】

オプトインによる市民の購買行動データを活用し、

⽣活に便利な様々なサービスが提供可能となる。

地域通貨で地産品にメリット感を出すことで、地

産地消の増加が期待できる。

市民の状況に応じて必要な時に必要な給付が用

途に限定支給できる。

【経済的効果】

店舗の決済手数料負担を減らし、入金サイクルの

即時化が実現し、キャッシュレスの普及率が上が

る。

地域通貨による決済行動データを市民のオプトイ

ン前提に地域への還元利活用を目指している。

一金融機関の取組ではなく、公民金が一体となっ

て発行運営していく必要がある。

また、現行では定められた供託金の義務があり、

発行主体者を制限してしまい実施障壁が高い。

さらに、発行金額、有効期限の制限があり、施策

の自由度を低下させている。これらの規制が市民

への⽣活支援を阻害している。

・資金決済法第7条、第10条第１項

1号、第14条、第37条、第40条１

項1号、第43条

デジタルを活用し地域独自の基準で発行主体となる団体の

与信か、その信用を担保する他の企業あるいは、保険会社

によって消費者保護を可能とする。

地域通貨で各種給付金等が支給できるようにする。

給付金が目的に沿った利用がされるようにする。

金融庁

　ご提案頂いた「デジタルを活用し地域独自の基準で発行主体となる団体の与

信か、その信用を担保する他の企業あるいは、保険会社によって消費者保護を

可能とする。」については、資金決済に関する法律第15条（及び資金決済法

に関する法律施行令第８条第２項）において、前払式支払手段発行者が保

険会社等と発行保証金保全契約を締結した場合、保全金額につき、発行保

証金の供託をしないことができる旨が規定されており、既に措置されているものと

考えます。

　なお、「地域通貨で各種給付金等が支給できるようにする。給付金が目的に

沿った利用がされるようにする。」というご提案については、資金決済に関する法

律で規制しているものではありません。

・本提案は、株式会社ではなく、一般社団法人に

おいてデジタル通貨が発行できないかというもので

ある。

・発行保証金の供託の例外規定については理解

したが、何れ一般社団法人ではデジタル通貨の発

行はできない。

・一般社団法人で行う理由は、民間側が主体と

なった地域運営を公益的に行う主体として一般

社団法人の活用を考えており、スーパーシティの他

分野の取組と一体となった地域運営の主体として

期待されている。

金融庁

資金決済法は、資金移動業者の登録要件として株式会社であることを求めて

います（第40条第１項第１号）。

資金移動業者は、経済活動の基礎をなす社会インフラとして送金等のサービス

を提供する事業者であり、事業が適正かつ確実に遂行され、利用者の保護が

図られることが重要です。

こうした観点から、多様な資金調達手段による弾力的かつ機動的な業務運営

や、会社法に基づくコーポレート・ガバナンス機能の活用による効率的な業務運

営を期待できる株式会社であることを要件としています。

ご提案いただいたデジタル地域通貨事業については、デジタル地域通貨が地域

内で幅広く利用されることが想定されることを踏まえると、事業の適正かつ確実な

遂行、利用者保護が図られる必要があり、上記の理由から、株式会社である資

金移動業者により実施されることが適切と考えます。
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「デジタルCFO事業」として、市民や地域企業向

けにニーズに応じた適時貸付を行う。

事業の営みの中で発⽣する様々なデータを信用

データとして評価し、企業への資金ニーズに適時に

応えることで地域事業者の経営安定化を図る。

【経済的効果】

企業の活動データを基にした信用評価の軸が加

わることで、タイムリーに経営状況をとらえた金融支

援が可能となり、中小企業の経営安定化（資金

繰り改善）を図ることができる。

従来型の貸付手法だけでは、中小企業を取りまく

外部環境変化に適応したリアルタイムな貸付ニー

ズに答えることは困難である。

トランザクションレンディングに加えて、企業の『非財

務情報＝事業活動データ』活用可能とする取扱

事業者の規制緩和が必要である。

・貸金業法第3条第1項

・銀行法第52条36第1項

地域事業者の営みの中で⽣成される様々なデータを地域独

自の基準で管理、信用保証する仕組みを構築し、地域の

金融機関と連携することで、中小企業へ適時貸付を可能と

する。

金融庁

　現状の記載では、緩和をご提案頂いている規制等が特定できないため、ご回

答は困難です。今後、ご提案の趣旨・詳細が判明したところでご回答させて頂き

ます。
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各種行政手続きにお

けるマイナンバーの利

用

法定利用事務に関連した行政手続きでしかマイ

ナンバー利用ができないが、オンライン・デジタルに

おいて個人をユニークに識別可能なマイナンバーは

オンライン行政手続きと非常に相性が良いため、マ

イナンバーが利用可能な事務の範疇を拡大してい

きたい。

【社会的効果】【経済的効果】

オンラインにおける行政手続において、マイナンバー

を本人確認に利用可能となることで、市民・市役

所双方にとって効率の良い行政手続が実現可

能。

市民も市役所まで移動・訪問するコストが削減さ

れ、⽣産性が向上する。

個人場号の利用範囲について、マイナンバー法第

９条第１項から第３項及び別表第１において、

個人番号利用事務及び個人番号関係事務の

範囲は、社会保障、税及び災害対策分野にホワ

イトリスト方式で限定されており、多様な行政手

続における一部しかカバーされていない。

銀行口座紐づけを可能とするマイナンバーの利用

拡大を含めたデジタル改革関連5法案が衆院を

通過したところであるが、広く行政手続における本

人確認に利用されることが望ましい。

•マイナンバー法

第９条（利用範囲）

別表第１（第９条関係）

個人番号の利用範囲について、行政手続き全般おける本

人確認に利用できるようにする必要がある。
内閣府

マイナンバーの利用範囲については、幅広く利用できるようにすることが国民の利

便性向上に資するとの御意見がある一方、プライバシー保護等の面から幅広く

利用することを懸念する御意見もあったことから、まずは社会保障・税・災害の３

分野に限定して制度を開始した経緯がある。

こうした経緯を踏まえ、令和2年12月25日に閣議決定された「デジタル・ガバメン

ト実行計画」に基づき、社会保障・税・災害の３分野以外におけるマイナンバー

を利用した情報連携について、デジタル政府の核心であるワンスオンリー（行政

機関等から同じ情報を聞かれない）を実現し、国民の負担を減らす等の観点か

ら、国民の理解の得られたものについて、検討・実施することとしている。

このため、特区を設置し、一部の区域に限りマイナンバーの利用範囲を拡大する

ことは困難である。

・アメリカの社会保障番号や韓国の住民登録番

号のような、デジタルユニークIDが存在することが、

各種手続デジタル化や情報流通効率化に必要

不可欠であり、デジタル社会資本の重要な一角を

占めると考える。

・当該ユニークIDに最も適したものは”マイナン

バー”であると考えており、いずれ到達しなければな

らないマイナンバー利用社会実現のためにも、市

民のオプトインに基づく行政手続でのマイナンバー

全面利用を特区として開始したい。

・都市OS等を通じて行政システムと連携する企

業の各種手続においてもマイナンバーを利用し、

添付書類によらない行政情報取得を実現する。

デジタル庁

マイナンバー法第9条第１項に規定する事務のほか、同条第２項により、「地方

公共団体の長その他の執行機関は、福祉、保健若しくは医療その他の社会保

障、地方税又は防災に関する事務その他これらに類する事務であって条例で定

めるものの処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効

率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することがで

きる。」とされているところであり、当該規定の活用を検討いただきたい。
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オンライン申請書の入

力項目の柔軟化

デジタル手続法で、オンラインでの手続き申請や押

印の省略は許可されているが、申請書記載項目

のオンラインと紙との差分（変更や省略）につい

て明示的に許可されていないため、オンライン申請

に合わせた入力項目の最適化ができないため、デ

ジタル化の恩恵が十分とならないことから、デジタル

手続きにおいては独自の申請項目で手続きを可

能とする。

【社会的効果】【経済的効果】

手続きが簡素化・迅速化し、住民サービスの利便

性向上につながる。

また、行政側の人手不足解消や、働き方改革の

推進も期待される。

オンラインでの各種申請の規定について、デジタル

手続法第6条2項に「前項の電⼦情報処理組織

を使用する方法により行われた申請等について

は、当該申請等に関する他の法令の規定に規定

する方法により行われたものとみなし（抄）」との

記載がある。そのため、各申請における法令の規

定により、オンライン申請の入力項目が、紙での申

請と同一であることが求められているように見受けら

れる。

ハンコの省略等を含めたデジタル改革関連5法案

が衆院を通過したところであるが、ハンコのみなら

ず、オンラインでは徴収項目自体が異なることを明

示的に許容することが望ましい。

•デジタル手続法

第6条（電⼦情報処理組織による申

請等）

オンラインでの各種申請について、入力項目の最適化を明

示的に許可する規定を追記する必要がある。
内閣府

デジタル手続法第６条は、法令の規定により書面等により行うことが義務付けら

れている申請等について、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるとこ

ろによりオンラインによる手続を可能とする旨を規定している。すなわち、オンライン

化による申請等の具体的な方法は主務省令に委ねられており、オンラインによる

入力項目を制限するものではないことから、御提案については主務省令において

対応可能である。

なお、各申請等の行政手続の所管省庁においては、デジタル・ガバメント実行計

画（令和２年12月25日閣議決定）等に基づき、デジタル化の効果を最大限

に発揮できるよう、行政サービスの利用者の利便性向上並びに行政運営の簡素

化及び効率化に立ち返った業務改革（BPR）に取り組むこととしている。

・以下の観点を明確化させていただきたい。

・デジタル手続法第６条第1項においては、「その

（申請等の）方法が規定されているものについて

は、（抄）主務省令で定めるところにより、

（抄）行うことができる」と記載されているが、本

項で示すことは、オンラインによる申請等が可能で

あることの他に、オンラインによる申請の際の入力

項目、入力フォームの種類、タッチポイントの場所

その他の申請にかかる一切の方法を主務省令で

定めることが可能という主旨が含まれているという

認識で良いか。

デジタル庁

繰り返しになるが、デジタル手続法第６条は、法令の規定により書面等により行

うことが義務付けられている申請等について、当該法令の規定にかかわらず、主

務省令で定めるところによりオンラインによる手続を可能とする旨を規定している。

主務省令で定める手続の詳細については、書面等により行う場合の法令等の規

定がいかなるものであるか、オンラインによる手続をいかなるものとして設計するか

等により、各法令等の所管省庁において判断するものと考える。



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答
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インターネット投票等の

実現

現状では投票用紙への自署を原則とし、投票所

における電⼦投票までは可能となっているが、マイ

ナンバーカードを活用した厳密な本人確認性を担

保した上で、インターネットを通じた電⼦投票（イ

ンターネット投票）についても可能とすることで、デ

ジタル民主主義を実現する。

【社会的効果】

開票の迅速化、集計の正確化。

場所に縛られることなく、投票が可能となり、若年

層の投票率の向上が期待できる。

【経済的効果】

投票所・開票所の開設・運営に係る経費の削

減。

公職選挙法の第37条から第39条、第42条及び

第44条から第46条において、投票管理者の管

理下で、選挙管理委員会の指定する投票所にお

いて、投票立会人の立会のもと、投票用紙に候

補者一名の氏名を自書して投票することとなって

いる。

自書に関しては、電⼦投票法の第３条及び第４

条において、電磁的記録式投票機による投票が

可能とされているが、投票所における投票が基本

となっており、インターネット投票が前提となった規

定には至っていない。

・公職選挙法

第37条（投票管理者）

第38条（投票立会人）

第39条（投票所）

第42条（選挙人名簿又は在外選

挙人名簿の登録と投票）

第44条（投票所における投票）

第45条（投票用紙の交付及び様

式）

第46条（投票の記載事項及び投

函）

・電⼦投票法

第３条（電磁的記録式投票機によ

る投票）

第４条（電磁的記録式投票機の具

備すべき条件等）

・インターネット上に「投票所」の概念の設定

・インターネット上での選挙人名簿対照の手続きの設定

・「インターネット投票所」における「投票管理者」及び「投票

立会人」の概念の設定または、インターネット投票における特

例措置

・投票者がインターネット投票する手続き上において「投票立

会人」「投票管理者」が介入することができる措置

総務省

インターネット投票については、投票管理者や立会人が不在となる投票を、国内

において特段の要件なしに認めることの是非、セキュリティ対策など選挙の公正確

保等の観点から課題があると考えている。

また、新たな投票方法を導入することは、選挙制度の根幹にも関わる要素があ

ることから、国会における議論なども踏まえる必要があると考えている。

・投票という民主主義の根幹に係る事項において

最も大切なものは、『有権者がそのプロセスを理解

し、結果に納得することが可能な方法で実施する

こと』であると考えており、直ちにインターネット投票

を実現することは困難との認識は持っている一方

で、インターネット投票という選択肢を増やすこと

が、本市の掲げる『逆デジタルデバイドの解消』にも

つながると考えている。

・ついては、まずは選挙以外の市民とのコミュニケー

ションをよりデジタル化し、市民にデジタルに慣れて

もらいつつ、スーパーシティに選定された暁には、数

年後から希望する者はインターネット投票を可能と

するなど、徐々にインターネット投票を実現していき

たい。

総務省

ご提案のインターネット投票については、現行制度上、一定の障害者等を対象と

した郵便等投票など、極めて限定的にしか認められていない投票管理者等が不

在の投票を、国内の選挙において何らの要件なしに認めるものであるなど選挙の

公正確保等の観点から課題があり、選挙制度の根幹に関わる問題であるため、

各党各会派における議論が必要であり、特区として実験的に行うべきものではな

いと考える。

なお、総務省としては、まずは在外選挙におけるインターネット投票の導入につい

て、国会における議論なども踏まえて検討してまいりたい。
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災害から命を救うデジ

タル防災サービス（マ

イ・ハザード）

有事の際の位置情報利用に関する事前オプトイ

ンにより、パーソナライズされた総合防災サービスを

提供。家族情報・日頃の行動情報(通勤ルート

等)との連携を図り、高齢者、小学⽣の見守り機

能、避難行動要支援者の安否確認など、各市

民の活動状況に即した防災・避難情報の提供を

実現。（事前オプトイン範囲に基づき、複数地域

間での防災・医療・介護情報の連携を図る）

【社会的効果】【経済的効果】

住民以外の旅行者等が被災した場合や市民が

他地域への旅行中に被災した場合にも、病歴や

服薬、健康面など配慮が必要な要配慮者である

ことなど、位置情報と併せて個人の事前オプトイン

範囲に基づき、防災・医療・介護情報を連携する

ことで、今いる場所からその時取るべき最適な避

難行動を、全ての滞在者に対して支援可能とな

る。以上のことから自治体における被災者台帳の

整備対応や避難行動要支援者名簿の地域間

連携にかかる行政コストの増大抑制及び削減効

果が見込める。

マイナンバー法に以下の記載がある。

第9条2項　地方公共団体の長その他の執行機

関は、福祉、保健若しくは医療その他の社会保

障、地方税又は防災に関する事務その他これらに

類する事務であって条例で定めるものの処理に関

して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人

情報を効率的に検索し、及び管理するために必

要な限度で個人番号を利用することができる。と

記載があるが、有事の際の位置情報と個人番号

に紐づく防災・医療・介護情報の地域間連携まで

規制緩和が必要。

•マイナンバー法第9条2項

事前オプトインに基づき、有事の際の位置情報と個人番号、

病歴や服薬、健康面など配慮が必要な要配慮者であること

など、本人同意の範囲内で防災・医療・介護情報の地域間

連携を可能とする。

内閣府

個人情報保護法が本人同意を根拠とする個人情報の第三者提供を認める一

方、特定個人情報の場合は、本人であってもマイナンバー法19条各号が特に

認める場合を除き、第三者提供が禁止されている。

これは、「個人番号は、悉皆性、唯一無二性、視認性を有し、「民－民－官」

で流通するものであるため、より厳格に第三者提供を制限しなければ、不正な

データマッチングが行われる蓋然性が高い」からとされる。

マイナンバー法第19条第16号は、こうした考え方に基づき、「人の⽣命、身体又

は財産の保護のために必要がある場合において、本人の同意があり、又は本人

の同意を得ることが困難であるとき」について、特定個人情報の第三者提供を認

める旨が規定されており、有事の際の特定個人情報の第三者提供を、事前のオ

プトインに基づき認めることは困難である。

・本提案は、事前オプトインに基づき、有事の際の

位置情報と個人番号（マイナンバー）、病歴や

服薬、健康面など配慮が必要な要配慮者である

ことなど、本人同意の範囲内で防災・医療・介護

情報の地域間連携を可能にできないかというもの

である。

・住民以外の旅行者等が被災した場合や市民が

他地域への旅行中に被災した場合に、個人の事

前オプトイン範囲に基づき連携することで、市内滞

在者の⽣命、身体保護を図りたい。

・これらの連携において最も適したものは”マイナン

バー”であると考えており、いずれ到達しなければな

らないマイナンバー利用社会実現のためにも、市

民のオプトインに基づくマイナンバー全面利用を特

区として開始したい。

デジタル庁

マイナンバー法第９条第２項により、「地方公共団体の長その他の執行機関

は、福祉、保健若しくは医療その他の社会保障、地方税又は防災に関する事

務その他これらに類する事務であって条例で定めるものの処理に関して保有する

特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するため

に必要な限度で個人番号を利用することができる。」とされている。

また、同法第19条第16号は、「人の⽣命、身体又は財産の保護のために必要

がある場合において、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であ

るとき」について特定個人情報の提供を認める旨が規定されている。

ご提案の実現に当たっては、これらの規定の活用を検討いただきたい。

警察庁

　道路上のカーシェアリングステーションについては、その設置条件、構造等を勘

案し、当該場所における駐車が道路交通の安全と円滑に支障を⽣じさせるおそ

れがなければ、自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条の規定により

保管場所とすることが禁じられる「道路上の場所」に該当しないと考えられます。

　以上の回答に関し、御提案に係る記載内容のみでは定かではない部分もある

ため、カーシェアリングステーションの構造等を具体的に明らかにして個別に警察

庁に御相談ください。

・本提案は、道路上の場所に該当しないような工

作（路側帯を工事した上で仕切りを設置するよう

な工作）によることなく、のぼりの設置やシールの

貼り付けといった簡易的な目印の設置のみの措置

により、あくまで道路上のスペースをステーションとす

ることで、乗り降りの柔軟性・利便性を向上させる

ことができないかというものである。

・なお、道路上のスペースをステーションにすることが

規制緩和により可能となったとしても、安全性や周

辺環境との調和のために道路管理者との協議・

調整は必要となるものと認識している。

警察庁

　道路上のカーシェアリングステーションの設置に当たり、その設置条件、構造等

を勘案し、当該場所における駐車が道路交通の安全と円滑に支障を⽣じさせる

おそれがないと認められる場合には、当該場所は、道路交通法上の道路に当た

る場所であっても、自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条の規定に

より保管場所とすることが禁じられる「道路上の場所」には該当しないと考えられ

ます。なお、道路交通の安全と円滑に支障を⽣じさせるおそれのある道路上の場

所においては、レンタカー型カーシェアリングの場合であっても、保管場所として認

めることは困難です。

　この点、当該駐車が道路交通の安全と円滑に支障を⽣じさせるおそれがないと

認められるためには、駐車中の車両に対する追突事故防止や乗降中の事故防

止等を図るため、通常、工作物の設置等の安全確保措置を要するものと考えま

すが、個別具体の案件については、周囲の交通状況等を踏まえ、総合的に判

断する必要があり、一概に判断できないため、個別に警察庁に御相談ください。

国土交通省

提案内容の明確化を要するが、警察庁の検討結果を踏まえて適切に対応す

る。

【道路法について】

（道路の占用許可基準の特例措置の適用、手続きのワンストップ化）

以下の理由により措置済み。

理由：国土交通省においては、「道路空間を活用したカーシェアリング社会実

験」を実施しているところ。また、占用手続きについては「道路占用許可に係る占

用手続きの簡素化及び一層の弾力化」等により緩和措置を講じており、提案事

業の実施において現行占用手続きが支障になるとは考えられないため。

・本提案は、道路上の場所に該当しないような工

作（路側帯を工事した上で仕切りを設置するよう

な工作）によることなく、のぼりの設置やシールの

貼り付けといった簡易的な目印の設置のみの措置

により、あくまで道路上のスペースをステーションとす

ることで、乗り降りの柔軟性・利便性を向上させる

ことができないかというものである。

・なお、道路上のスペースをステーションにすることが

規制緩和により可能となったとしても、安全性や周

辺環境との調和のために道路管理者との協議・

調整は必要となるものと認識している。

国土交通省

カーシェアリングステーションを道路上に設けるにあたっては、柵やチェーン等の安全

施設を設置するなど、道路交通への支障を防止するための措置が必要であると

考えております。

この点、どのような安全施設等を設置すれば、道路交通に支障が⽣じるおそれが

ないと認められるかということにつきましては、周囲の道路の構造及び交通状況等

を踏まえた総合的な判断になると考えられますので、設置場所の道路状況等を

示しつつ、個別にご相談ください。
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貸渡登録のないモビリ

ティのシェアリング

貸渡登録の無い自家用自動車について、当該車

両の利用を希望する第三者に貸し出すことができ

るシェアリングサービス

域内の移動手段の多様化による移動頻度向上

自家用自動車を業として有償で貸渡してはならな

い。

一方、自家用自動車の保有者と他利用者との

間で「共同使用契約」を締結し、当事者が共同

で使用する形態について道路運送法を要しないと

の解釈も示されているが、当事者全員が共同使

用契約を締結することが前提となっていることに加

え、他利用者が自家用自動車の保有者に支払う

共同使用料は自家用自動車の車両の維持に必

要とされる実費を基礎に按分された額とされてお

り、それ以上の共同使用料は受け取ることができ

ない

・道路運送法第80条

以下の安全性を担保する措置が講じられた場合について、

当該自家用自動車を、共同使用契約を締結せず、また当

該自家用自動車の保有者が受領する金額の上限なく、有

償で第三者に貸し出すことができるものする

① 貸渡車両として登録された自家用自動車は、法定点検

等を期日までに適切に実施したものに限りその登録を維持す

る

② 貸渡車両として登録された自家用自動車は、機器を搭

載する等の方法で走行距離や時間帯毎の利用履歴を確認

できる。

③ 自家用自動車の保有者と他利用者をマッチングさせるシ

ステムの運営事業者が他利用者の本人確認を適切に実施

する

国土交通省

事業として有償での車両貸渡を行う場合は、一般の自家用自動車よりも多頻

度で使用されること等から、利用者の安全確保を図るため、適切に安全コストを

負担して、車両の管理・整備等を行うことのできる事業者に許可を与えて、事業

を運営させることとしている。また、有償貸渡業で使用される自動車については、

無許可営業の抑止の観点から、利用者や関係機関による識別を容易にするた

め、通常の自家用自動車とは異なる区分の自動車登録番号標を用いることとし

ている。また、共同使用契約の締結により、当事者間で共同使用を行うことにつ

いては、事業許可は不要だが、使用料の設定方法等について、有償での車両

貸渡と実質的に変わりがない場合はレンタカー事業許可が必要となる。

提案内容については明確化を要するが、内容から推察するに、特定の車両につ

いて、複数の利用者から貸渡の対価を得て、多頻度で使用させる事業であると

考えられるところ、不適切な車両管理等により、利用の安全確保に支障をきたす

可能性があるため、レンタカー事業の許可を得て事業を実施する必要がある。

・レンタカー事業者等が車両管理者となって、車

両を定期的に点検（タイヤの空気圧、ブレーキ、

ライトが作動するか等の点検）し、ナンバープレー

トへ業者のシールを貼る等の措置を行い、通常の

車両との違いを明確にすることにより特例の措置を

講じて頂きたい。（レンタカー事業者が一般市民

から車両の委託を受けて貸し出す形）

・共同利用では指摘の通り、車両の安全性を担

保できない可能性があることから、有益な取り組み

であると考えられると共に、シェアリングを行うことで

車両保有コストの削減や二酸化炭素排出量の

削減に繋がるものと考える。

国土交通省

自家用自動車の有償貸渡しの許可を与えるにあっては、許可基準（欠格事由

の非該当、事故に備えた十分な補償を行いうる自動車保険への加入等）を審

査の上、種々の許可条件（貸渡料金、約款の掲示、　レンタカー車両の適切

な管理、運輸支局に対する実績報告等）を付し、また、その違反時には行政

処分を行う等により、レンタカー利用者の保護を法的に担保している。

ご提案の事業は、自家用車の所有者である地方公共団体・民間事業者等が

複数の利用者から貸渡の対価を得て、特定の車両を多頻度で使用させる事業

と推察されるところ、たとえレンタカー事業者が定期点検を行う等の措置を行う場

合であっても、車両所有者が許可なく上記事業を行う場合には、定期点検等の

措置が適切に行われていない場合であっても行政処分等の是正措置を行うこと

ができず、レンタカー利用者の保護を法的に担保することができないこととなる。し

たがって、上記事業を行うにあたっては車両所有者にレンタカー事業の許可を得

て実施させる必要がある。

なお、車両保有コストの削減や二酸化炭素排出量の削減の観点からは、ご認

識のとおり、現行制度においても共同使用の形態を活用することが可能である。

福島県会津若松

市
25

許可された道路上のス

ペースでの乗捨・出発

が可能なワンウェイ方

式のレンタカー型カー

シェアリング

許可された道路上のスペースをカーシェア車両の

配置事務所として市中に配備し、当該道路上の

スペースを含む乗降スポット間で乗り捨て可能な

カーシェアリングサービスを提供

•車を持たない市民、出張者、観光客の移動の

利便性向上

・自動車の保有者は、当該自動車の保管場所を

道路上以外の場所に確保しなければならない

・ワンウェイ型カーシェアリングでは道路外の駐車場

を貸渡自動車の「配置事務所」とすることができる

が、道路上のスペースを「配置事務所」とすること

ができない。また同様に、道路上のスペースを道路

運送車両法に規定される「使用の本拠の位置」と

することができない

・道路上にカーシェアステーションを設置および看

板を設置するには、道路管理者や所轄警察署

長等への確認・許可が必要

・また、道路の占有許可について、道路法第33

条第１項の許可基準を満たさず、許可取得がで

きない可能性がある

・自動車の保管場所の確保等に関す

る法律第3条（保管場所の確保）

・レンタカー型カーシェアリングにおける

乗り捨て（ワンウェイ）方式の実施に

係る取り扱いについて（国自情第

205号　国自旅第609号　平成26

年3月27日）

・道路運送車両法　第７条第１項

第５号（新規登録の申請）

・自動車の保管場所の確保等に関す

る法律施行令（車庫法施行令）第

１条第１項（保管場所の要件）

〇路上ステーションの設置

・道路交通法 第44条（停車及び駐

車を禁止する場所）

・第45条（駐車を禁止する場所）

〇路上ステーションの看板設置

・道路法 第32条第１項第７号

（道路の占有許可）

・道路交通法　第77条第１項第２

号（道路の使用の許可）

〇道路占有許可の要件

・道路法 第33条第１項（道路の占

用の許可基準）

・自動車の保管場所の確保等に関する法律第３条につい

て、道路上のスペースを「保管場所」とすることを可能とする

・左記通達に道路上のスペーを「配置事務所」とする措置を

講ずる。また同通達に当該「配置事務所」とした道路上のス

ペースを「使用の本拠の位置」とすることを可能とする措置を

講ずる

・道路法第33条第１項に基づく規制の適用外とする特例

措置、もしくは特例設置が不要な場合でも、柔軟な運用を

認める旨の通知等を発出。（当該事業が、国家戦略特区

法第17条に規定される特例設置の要件に該当する場合

は、当該特例措置を活用。）

・合わせて、左記の確認および許可について、手続きを一元

的に受け、支援するワンストップセンターを創設するとともに、

柔軟な運用を行う旨の通知等を発する



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

福島県会津若松

市
27

カーシェアを切り口とし

た公共資産の流動化

貸渡登録されていない域内の公用車をシェアリン

グ対象として活用する
域内アセットの有効活用による⽣産性向上

道路運送法上、貸渡登録の無い車両を業として

第三者に貸し出すことは不可能
・道路運送法第80条

道路運送法を一部改正し、貸渡登録されていない公用車

のシェアリングサービスを可能とする
国土交通省

事業として有償での車両貸渡を行う場合は、一般の自家用自動車よりも多頻

度で使用されること等から、利用者の安全確保を図るため、適切に安全コストを

負担して、車両の管理・整備等を行うことのできる事業者に許可を与えて、事業

を運営させることとしている。また、有償貸渡業で使用される自動車については、

無許可営業の抑止の観点から、利用者や関係機関による識別を容易にするた

め、通常の自家用自動車とは異なる区分の自動車登録番号標を用いることとし

ている。また、共同使用契約の締結により、当事者間で共同使用を行うことにつ

いては、事業許可は不要だが、使用料の設定方法等について、有償での車両

貸渡と実質的に変わりがない場合はレンタカー事業許可が必要となる。

提案内容については明確化を要するが、内容から推察するに、特定の車両につ

いて、複数の利用者から貸渡の対価を得て、多頻度で使用させる事業であると

考えられるところ、不適切な車両管理等により、利用の安全確保に支障をきたす

可能性があるため、レンタカー事業の許可を得て事業を実施する必要がある。

・レンタカー事業者等が車両管理者となって、車

両を定期的に点検（タイヤの空気圧、ブレーキ、

ライトが作動するか等の点検）し、ナンバープレー

トへ業者のシールを貼る等の措置を行い、通常の

車両との違いを明確にすることにより特例の措置を

講じて頂きたい。（レンタカー事業者が市役所か

ら車両の委託を受けて貸し出す形）

・共同利用では指摘の通り、車両の安全性を担

保できない可能性があることから、有益な取り組み

であると考えられると共に、シェアリングを行うことで

車両保有コストの削減や二酸化炭素排出量の

削減に繋がるものと考える。

・なお、事業内容としては、補足資料のような事

業展開を考えている。

国土交通省

自家用自動車の有償貸渡しの許可を与えるにあっては、許可基準（欠格事由

の非該当、事故に備えた十分な補償を行いうる自動車保険への加入等）を審

査の上、種々の許可条件（貸渡料金、約款の掲示、　レンタカー車両の適切

な管理、運輸支局に対する実績報告等）を付し、また、その違反時には行政

処分を行う等により、レンタカー利用者の保護を法的に担保している。

ご提案の事業は、自家用車の所有者である地方公共団体・民間事業者等が

複数の利用者から貸渡の対価を得て、特定の車両を多頻度で使用させる事業

と推察されるところ、たとえレンタカー事業者が定期点検を行う等の措置を行う場

合であっても、車両所有者が許可なく上記事業を行う場合には、定期点検等の

措置が適切に行われていない場合であっても行政処分等の是正措置を行うこと

ができず、レンタカー利用者の保護を法的に担保することができないこととなる。し

たがって、上記事業を行うにあたっては車両所有者にレンタカー事業の許可を得

て実施させる必要がある。

なお、車両保有コストの削減や二酸化炭素排出量の削減の観点からは、ご認

識のとおり、現行制度においても共同使用の形態を活用することが可能である。

福島県会津若松

市
28

多様なニーズに基づく

有償運送・買物代行

等支援

第三者の依頼を受け買物代行し、送り届ける相

互扶助サービスの実現
物流担い手の増加による地域の連帯の実現

道路運送法上、自家用自動車は、有償で運送

の用に供してはならない
・道路運送法第78条

有償貸渡自動車を利用し、有償で貨物を運送することを可

能とする措置を講ずる
国土交通省

　貨物自動車運送事業法では、輸送の安全性確保や荷主保護等の観点か

ら、運送事業者が

・貨物運送に適した車両の確保

・貨物自動車運送事業に係る運行管理者の配置

・貨物運送に適用される損害保険への加入

など、貨物自動車運送事業に適した体制の整備を許可の大前提としているとこ

ろ。

　このような前提から、同法の許可等を持たない地域住民等による有償での貨

物運送は、運転手の労務管理、事故発⽣状況、個人情報や貨物の保護等に

重大な懸念があるため、対応することは困難である。

・輸送車両の安全性を担保するため、対応車両

はレンタカー、カーシェア等の適正なメンテナンスを

実施した車両を活用することを条件として規制の

特例措置を講じていただきたい。

国土交通省

貨物自動車運送事業法では、輸送の安全性確保のため、貨物運送に適した

車両の確保のほか、

・法令遵守に関して従業員に対する指導及び監督を行う運行管理者の設置

・車両の点検及び整備管理に係る適正な体制の確保

等も求めている。また、適正な約款の整備や十分な損害賠償能力の確保などの

荷主保護に係る取組も必要不可欠である。

自家用車は、事業用トラックと比較して１千万km走行当たりの事故発⽣件数

が２倍であるなど、輸送の安全性の確保等に懸念があるため、１次回答のとお

り、貨物自動車運送事業法の許可等をもたない地域住民による有償での貨物

運送を認めることは困難である。

福島県会津若松

市
29

多様なパーソナル・マイ

クロモビリティ等の公道

走行

超小型モビリティなど多様なパーソナル・モビリティの

公道走行による、物流を実現
移動手段の多様化によるエンパワーメント

道路運送車両の保安基準上、超小型モビリティ

(電動キックボードを除く)の公道走行は不可能

・道路運送車両の保安基準第61-

64条

道路運送車両の保安基準の一部改正により、超小型モビリ

ティの公道走行を可能とする
国土交通省

道路運送車両の保安基準において、既に超小型モビリティは認定制度や型式

指定制度を整備済みで一般道での走行可能となっている。

警察庁

　低速・小型の自動配送ロボットについては、関係省庁と連携し、制度整備に

係る検討を行っているところです。

　なお、現行法下でも、道路使用許可を受けること等によって、公道走行が可能

です。

　自律走行するロボットを運用する計画等がありましたら、具体的な内容等を明

らかにして個別に警察庁に御相談ください。

国土交通省

内閣官房成長戦略事務局を中心に関係省庁と連携し、遠隔で多数台の低

速・小型の自動配送ロボットを用いたサービスが可能となるよう制度を検討してお

り、令和3年６月18日に閣議決定された成長戦略実行計画に示されている通

り、低速・小型の自動配送ロボットについて、道路運送車両に該当しないこととす

る予定である。

福島県会津若松

市
31

自律・自動飛行機能

を備えたドローンによる

輸送、及び防犯、防

災、警備利用

衛星データ等を活用しながら、ドローンによる物資

の輸送、警備、異常検知等を可能とする
物流、警備等の省人化による⽣産性向上

航空法上、目視によらないドローンの操縦は不可

能
・航空法第132条の2第6号

航空法の一部改正により、人の操作によらずに、ドローンによ

る物資の輸送、警備、異常検知等を可能とする
国土交通省

【航空法について】

現行においても、目視外の飛行については、申請していただくことで飛行が可能で

す。

なお、目視外飛行の場合における飛行形態について制限は設けておりません。

・目視外飛行が可能なのは無人地帯という認識

であり、有人地帯での飛行を可能にするルールへ

の変更を確認させて頂きたい。

国土交通省

レベル４飛行については、第三者上空を飛行することとなるため、特に高度な機

体の安全性等を求めることが重要と認識しており、今般の法改正により機体の

安全性を認証する制度と操縦者の技能を証明する制度等を創設することでレベ

ル４飛行の実現が可能となり、公布の日から１年６ヶ月以内に詳細な基準等

を検討した上で施行されます。

福島県会津若松

市
32

特定目的に限定した

期間/エリアを柔軟に

変更する企画券の販

売

運行期間/エリアを柔軟に変更可能な企画券の

販売を可能とする

運行期間/エリアの最適化による公共交通の収益

性向上

道路運送法上、運行期間/エリアルート設定設

定が不可能
・道路運送法第9条、第14条

道路運送法を一部改正し、運行期間/エリア設定を可能と

する
国土交通省

規制改革事項について明確化を要するが、現行制度においても運行期間や区

間を設定した独自の企画券（割引乗車券）を販売することは可能である。

福島県会津若松

市
33

モードを超えたサブスク

運賃の事前確定
多様な公共交通機関の運賃を束ね、サブスク化 運賃の最適化による公共交通の収益性向上

道路運送法上、モードを超えたサブスク運賃の設

定が不可能
・道路運送法第9条

道路運送法を一部改正し、モードを超えたサブスク運賃の設

定を可能とする
国土交通省 規制改革事項について明確化を要する。

福島県会津若松

市
34

自由に乗降可能なバ

スルートの設定

バスルートの自由な設定および自由な場所での乗

降を可能とする

乗降場所/ルート設定の最適化による公共交通

の収益性向上
道路運送法上、乗降場所/ルート設定 ・道路運送法第14条

道路運送法を一部改正し、乗降場所/ルート設定を可能と

する
国土交通省

規制改革事項について明確化を要するが、自由な運行ルート等の設定について

は、現行制度でも地域公共交通会議を活用して区域運行として実施することが

可能である。

福島県会津若松

市
35

運賃のダイナミックプラ

イシング化

時間毎の混雑状況、繁忙/閑散期に柔軟に対応

可能な運賃設定を可能とする
運賃の最適化による公共交通の収益性向上

道路運送法上、柔軟な運賃の価格設定が不可

能
・道路運送法第9条

道路運送法を一部改正し、公共交通の運賃の柔軟な価格

設定を可能とする
国土交通省

規制改革事項について明確化を要するが、混雑状況、繁忙／閑散期に柔軟に

対応可能な運賃設定は、いわゆるダイナミックプライシング制度ではなくとも、現

行制度でも地域公共交通会議を活用して実施することが可能である。

福島県会津若松

市
36

移動手段/電源/避難

所の複合確保

モビリティを指定避難所として位置づけ、分散避

難を可能とする

分散避難の実現による災害時の安全な避難の

実現

災害対策基本法上、車両は、指定避難所として

認められていない

・災害対策基本法第49条の4

・災害対策基本法第49条の7

・災害対策基本法施行令第20条の

6

災害対策基本法を一部改正し、モビリティによる指定避難

所に位置付け、分散避難を可能とする
内閣府

○指定避難所については、住所等を公示することとしており、また市町村には、

食料、水等の供与やトイレや寝床の確保など、⽣活環境の確保等が必要なた

め、モビリティを指定避難所として位置付けることは困難である。

○なお、内閣府としては、災害時には指定避難所を含め、必要な避難所を確

保するよう地方公共団体を促しているところ。トレーラーハウスやムービングハウ

ス、キャンピングカー等を避難所として活用することは可能であり、災害救助法が

適用された場合には、国庫負担の対象としている。

○また、内閣府として、発災時には安全な親戚・知人宅等へ避難することについ

ても検討するよう周知しており、分散避難を促しているところ。

・本提案は、災害時等に限定し、自家用自動車

を指定避難所として活用できないかというものであ

る。

・トレーラーハウスやムービングハウス、キャンピング

カー等の用意には限界があり、キャパシティが避難

者数満たしきれない可能性が高い為、避難者の

新たな受け入れ先として自家用車を活用していき

たい。

・特に、コロナ禍において避難所の密回避にために

分散避難が求められており、自家用自動車の保

有台数が1世帯につき1.7台となっている本市にお

いては、効果的な方法と考えられる。

・食料提供やトイレ等の⽣活環境の確保について

は、これらの環境が整うグラウンドや駐車場とするこ

とで確保できるものと考える。

内閣府

○指定避難所は、災害前にあらかじめ避難に適する施設を指定し、公示するこ

とにより、不特定の方々が災害時に避難できるようにしておく施設である。このた

め、住所等の公示に加え、食料、水等の供与やトイレ、寝床等を確保することを

要件としている。

○ご指摘の提案は、自家用車を活用して災害時に避難することとし、併せて車

両にＩＤを割り振ることで、避難者の所在を見える化し、物資の配給等を行うも

のであり、避難の一つの方法としてあり得ると認識するが、指定避難所として指

定せずとも、こうした避難方法を行うことは可能である。

○なお、豪雨時は車での移動は危険であるが、やむを得ず車中泊をする場合

は、エコノミークラス症候群防止の周知などの配慮が必要と考える。

道路交通法の車両定義に自律走行ロボは含ま

れておらず、公道の通行方法が規定されていない

ため、公道走行は不可能

また道路運送車両の保安基準上、自律走行ロ

ボの公道走行は不可能

・道路交通法改正（自律移動ロボッ

ト定義や通行方法、免許等追加）

・道路運送車両の保安基準第61-

64条

道路交通法、及び道路運送車両の保安基準の一部改正

により、低速自律走行ロボによる物資の輸送を可能とする

福島県会津若松

市
30

低速自律走行ロボに

よるラストワンマイル配

送

自律走行ロボットの公道走行による、物流を実現 物流の省人化による⽣産性向上
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⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答
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特定目的に限定した

移動給油車等による

燃料最適配分

多様な燃料等の移動販売を可能とする

ガソリンスタンド空白地域等における燃料購入が

可能となる災害時に、地域のエネルギーの最適配

分に活用

消防法上、多様な燃料の移動式給油機による

給油は不可能

・消防法第10条

・危険物の規制に関する施行令第17

条

消防法を一部改正し、モビリティを活用した移動式給油機に

よる給油を可能とする
総務省

ガソリンは火災危険が非常に高く、取り扱う場合には必要な安全対策をとる必

要がある。

過疎地や被災地においては、一定の安全対策を講じた上で、移動タンク貯蔵所

と可搬式等の給油設備を接続し、自動車への給油等を行うことが可能である。

（「危険物規制事務に関する執務資料の送付について」（平成30年12月18

日付け消防危第226号）及び「過疎地の給油取扱所において地上に貯蔵タン

クを設置する場合等の運用について」（令和３年３月30日付け消防危第51

号）参照）

・本提案は、過疎地や被災地に向けて、移動タン

ク貯蔵所と可搬式等の給油設備を接続した給油

ではなく、十分な安全対策を条件としたうえで、米

国等で既にサービス提供がされている移動給油車

両による車両ごとへの巡回給油が実現できないか

というものである。

・本サービスの提供は、提案番号：36での避難

所での自家用自動車をイメージしており、長期的

な避難によりエアコン等を使用した場合に給油す

ることで、避難の安定性が確保できるものと考え

る。

・また、SS空白地域の緊急車両や消防車両にも

対応することで、給油のための対応空白時間の解

消に繋げることができるものと考える。

総務省

ご提案の、避難所等で、移動タンク貯蔵所から可搬式等の給油設備を接続せ

ずに行う各車両への給油についても、可搬式等の給油設備を接続して行う場合

と同様、十分な安全対策（例：静電気除去対策、車両衝突防止措置、危

険物流出防止対策等）を講じた上で、所轄消防に消防法第10条に基づく仮

取扱いの承認を得ることで可能である。
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再エネ特定卸供給の

全量引き取り義務の

緩和

固定価格買取制度(FIT)に基づく電源の地産地

消目的での流通促進

【社会的効果】

地域内のユーザーに地産地消の電力供給という

新たな価値を提供することで、地産地消の啓発と

流通を促進する。

【経済的効果】

 介在する小売事業者のインバランスリスクおよび

手数料リスク(0.6円/kWh)を軽減。5万世帯

(400kWh/月の使用量と想定)で年間で2億４

千万円と試算される。

現状、FIT契約（特定契約）に基づき一般送

配電事業者が調達する再⽣可能エネルギー電気

の用途で規定されている、小売電気事業者・ス

ポット市場への供給または一般送配電事業者の

自己使用の用途のうち、小売電気事業者へ再エ

ネ特定卸供給を行う場合には、全量引き取りを

行う義務を課している。

・電気事業者による再⽣可能エネル

ギー電気の調達に関する特別措置法

第17条第1項第2号

・電気事業者による再⽣可能エネル

ギー電気の調達に関する特別措置法

施行規則第15条第1号 ・各一般送

配電事業者の再⽣可能エネルギー電

気卸供給約款22-(1)

地産地消の目的で地域の需要家への供給をする場合に限

り、部分的な引き取りを可能とする。
経済産業省

　FIT制度は、発電事業者に対し、固定価格での買取を保証する制度であり、

FIT制度の支援を受けた電気については、市場で適切な価格で取引され、差額

を国民の負担する賦課金によって補填することで再エネの導入を促進する仕組

みとなっています。

　現在、あるFIT認定設備から発電される電気の一部のみを再⽣可能エネル

ギー電気特定卸供給により調達することは、供給先の複数事業者間での供給

量の分割に係る公平性の観点や契約関係の複雑化といった観点から、認められ

ておりません。ただし、あるFIT認定設備から発電される電気のすべてを再⽣可能

エネルギー電気特定卸供給により調達した小売電気事業者が、さらに別の小売

電気事業者に当該FIT電気の一部を卸供給することは認められております。

代表的な小売事業者が一旦全量FIT電気の供

給を受け、2次小売に転売することで実現可能と

のこと承知しました。他方で、20MWを超える大

型のFIT電源を再エネ特定卸供給する今回の計

画では、特に導入の初期段階では発電量に比べ

て少量の需要が予想され、地産地消となる契約

顧客数が時間の経過とともに徐々に増加するとい

う想定です。その場合には、小売事業者が全量

引取ることにより必要以上に引き取ることとなり、

地産地消以外の他の顧客への販売、またはマー

ケットへの転売が予想され、地産地消が進みづら

い状況が⽣じます。従いまして、卸売段階から地

産地消の需要見合いの必要分について、部分引

取を可能とする措置を希望します。

経済産業省

前回ご回答させていただいた通り、FIT特定卸供給において、複数の小売電気

事業者が1つのFIT電源からFIT特定卸供給を受けることは供給先の複数事業

者間での供給量の分割に係る公平性の観点や契約関係の複雑化といった観

点から、認められておりません。一方で来年度から1,000kWh以上の太陽光発

電設備も対象となるFIP制度においては一つの発電設備から複数の小売電気

事業者に供給することが可能となります。
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Peer to Peer

（P2P：個人間取

引）における電気事

業法上の小売電気事

業者のライセンス登録

の免除

個人や企業が地産地消となる電力を融通・販売

【社会的効果】

広域系統ネットワークに障害が⽣じた場合でも、そ

の影響を受けにくい(レジリエンスの高い)電力取引

が可能となる。 【経済的効果】スモールコミュニティ

での電力の融通や販売によって、個人や企業が

余剰分を収益化できる。

個人や企業が地産地消となる電力を融通・販売

する場合には、現状は電気事業法で規定され

る、小売電気事業者のライセンス登録が必要と

なっており、専門性を持たない個人や企業登録要

件のハードルが高い。

・電気事業法第2条第1項第1号

・電気事業法第2条の2

一定の条件（個人間取引ネットワークの集合体で一定程

度のバランスが取れる場合)において、小売事業者の登録義

務を免除する。

経済産業省

今年の冬の市場価格の高騰時は、一部の需要家の電気料金の高騰するなど、

電気の需要家を保護することが、極めて重要であるため、小売電気事業を行う

事業者には、需要家への説明義務等を果たすために登録制度としているところ。

その上で、最近では、オフサイトＰＰＡ等、企業などが、再⽣可能エネルギーを

直接購入するというニーズが高まっていることを受けて、需要家と再エネ発電設備

設置者とで直接電気を取引できる制度を措置予定です。

需要家が再エネ発電設備設置者(発電事業者と

の理解です）との間で、直接電気を取引できる制

度を措置予定とのこと、承知しました。他方で、発

電事業の要件は大規模の事業を想定しているよ

うに考えられ（出力計1000kW以降、託送契約

上の同時最大受電電力が５割超、年間の逆潮

流量が5割超)、Peer to Peerで想定している戸

建て家庭間の取引等、個人が近隣との間で価格

決定も含めて取引を行う(個人間ネットワーク)の

小規模な取引が可能となるよう、規制緩和を検

討いただきたいと考えております。なお、消費者保

護の観点での補完機能やバランシングなどのバック

アップを行う前提です。

経済産業省

小売電気事業は国民⽣活及び経済活動に必要不可欠な財である電気を直

接需要家に供給する公共性の高い事業であり、需要家保護の措置を講ずる前

提であっても、当該事業を営もうとする者の適格性を事前に審査することができ

ないとなると、適格性を有しない者が小売電気事業を営むことを防ぐことが困難

であるため、登録制度としているところです。

前回回答させていただいたスキームにおいて、再エネ発電設備設置者が必ずしも

発電事業者となる必要はありません。需要家が再エネ電力を直接調達する、オ

フサイト型PPAによる自己託送（他社融通）スキームについては、令和３年１

１月１８日に電気事業法施行規則が改正され、組合の定款等により電気料

金の決定方法が明らかになっているなど、需要家の利益を阻害するおそれがない

と認められる組合型の電気の取引であることや、FIT/FIP制度の適用を受けない

新設の脱炭素電源による電気の取引であること、といった要件を満たした場合

に、自己託送による供給形態が認められることとなりました。

（参考：電力・ガス基本政策小委員会　再エネ導入拡大に向けた事業環境

整備について P4）

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryo

ku_gas/pdf/036_06_00.pdf
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Peer to Peer 

（P2P：個人間取

引）における計量法に

基づく特定計量器によ

る電気計量の緩和

個人や企業が地産地消となる電力を融通・販売

【社会的効果】

広域系統ネットワークに障害が⽣じた場合でも、そ

の影響を受けにくい(レジリエンスの高い)電力取引

が可能となる。 

【経済的効果】 

 スモールコミュニティでの電力の融通や販売によっ

て、個人や企業が余剰分を収益化できる。

現状、P2P取引者の双方合意の有無にかかわら

ず、計量法により、最大需要電力計、電力量計

及び無効電力量計については特定計量器による

計量が義務付けられている。

・計量法第16条第1項

・計量法施行令第2条第11号

・計量法施行令第2条第12号 

・計量法施行令第2条第13号

P2P取引については、計量法の規制を緩和し、パワーコンディ

ショナーや電気自動車といったコネクテッドカーによるクラウド情

報や、系統から購入する分と逆潮流量や電気自動車への

充電などの差分取引を可能とする。

経済産業省

令和２年６月に電気事業法を改正し、分散型リソースの活用促進に向けた環

境整備として、電気計量制度の合理化を図る特定計量制度を措置しました。

（令和４年４月１日施行）本制度を利用して計量を行う場合は、電気事業

法に基づく基準に従って計量を行うことや、国への届出が必要となりますが、計量

法に基づく検定を受ける必要等はありません。

また、本年２月の第３回特定計量制度及び差分計量に係る検討委員会にお

いて、差分計量の実施の条件について整理し、資源エネルギー庁のHPのQAを

更新しました。

（参考１：特定計量制度）

持続可能な電力システム構築小委員会　第二次中間取りまとめP64）

https://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy

_subcommittee/system_kouchiku/pdf/t62022100902.pdf

（参考２：資源エネルギー庁HP Ｑ＆Ａ）

https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/el

ectric/measure/faq/
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自家消費目的の発電

設備の導入における

（逆潮流しない場

合）、送配電事業者

の接続検討の廃止

自家消費目的の発電設備の導入促進

 【社会的効果】

オンサイトでの自家消費目的の再⽣可能エネル

ギー発電設備が増加することで、直接的なCO2

削減に寄与する。

 【経済的効果】

 燃料調整費等の系統電力の変化によらず、発

電費用は一定となる。

現状、逆潮流が⽣じない自家消費目的の発電

設備を導入する場合であっても、一般送配電事

業者による接続検討の対象となっており、日数を

要している。

・電気事業法第17条第4項

・資源エネルギー庁　電力品質確保に

係る系統連系技術要件ガイドライン

（令和元年10月7日） 

・各一般送配電事業者の託送供給

等約款、同約款別冊　系統連系技

術要件

逆潮流が⽣じなければ系統に与える影響は極めて小さく、送

配電業者が事前に認定した製品を使用する場合には、接

続検討の対象から除外する。または日数を要しない簡易な

確認作業によるべきとする。

経済産業省

接続検討は、電源等の新規接続等に伴い、系統増強等の必要性を検討する

観点から行われるものです。現状、低圧については接続検討のプロセスは省略さ

れていますし、特別高圧・高圧についても、逆潮流が無い発電設備の場合は、

接続検討は行われてません。

ただし、契約申込等において、「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイド

ライン」や「電技設備の技術基準の解釈」、これら内容を具体化した「系統連系

規程」、一般送配電事業者が定める「系統連系技術要件」に適合しているか確

認する必要があります。これは系統の電力品質や他の系統利用者の設備等に

悪影響を及ぼさないことを確認する観点から、接続検討の実施要否に依らず重

要なプロセスです。

なお、接続する機器が技術基準に適合していることが一般財団法人電気安全

環境研究所の認証において事前に確認されている場合には、一般送配電事業

者との間で行われる確認作業が簡素化される仕組みがあります（ＪＥＴ認

証）。

自家消費型屋根置き太陽光を設置する場合の

高圧案件の事例としまして、逆潮流が発⽣しない

発電設備の場合でも、逆潮流が発⽣しないことを

確認するため、一般送配電業者との間で、接続

検討協議のプロセスが⽣じている実態があります。

ご指摘の通り、「電力品質確保に係る系統連系

技術要件ガイドライン」や「電技設備の技術基準

の解釈」、これら内容を具体化した「系統連系規

程」、一般送配電事業者が定める「系統連系技

術要件」に適合していることは当然のことながら、

接続機器が技術基準に適合していることがJET認

証において事前に確認されている場合には、接続

検討の対象外とする措置を希望します。

経済産業省

管轄の一般送配電事業者に改めて確認を行いましたが、逆潮流無しの場合、

系統アクセス上は需要設備に該当するため、接続検討は実施されていません。

ただし、需要設備内に発電設備がある場合は，技術要件に適合しているかを

確認するため、接続検討に準じた事前検討が行われるケースがあり、この中で、

設備の技術基準を満たすことを確認するための「技術検討」が行われることがあり

ますが、こうした技術検討は系統運用の安定性・安全性を保つために省略する

ことは出来ません。なお、この際も、JET認証がある場合には、技術検討に係る

確認は簡素化されます。



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答
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自家用蓄電池、EV蓄

電池の逆潮流利用時

の接続検討の簡素化

蓄電池の逆潮流利用の促進

【社会的効果】

蓄電池の利用による電力系統の安定化や、EVに

よる電気の持ち運びといった新たな価値を提供す

る。 

【経済的効果】 

電力の裁定取引といった新たな取引機会への参

加が可能となる。

企業や個人が持つ自家用蓄電池からの逆潮流を

行う場合には、一般送配電事業者による接続検

討の対象となっており、協議に日数を要している。

・電気事業法第17条第4項

・資源エネルギー庁「電力品質確保に

係る系統連系技術要件ガイドライン 

・各一般送配電事業者の託送供給

等約款、同約款別冊　系統連系技

術要件

送配電業者が事前に認定した製品を使用する場合には、

接続検討を簡素化する。
経済産業省

接続検討は、電源等の新規接続等に伴い、系統増強等の必要性を検討する

観点から行われるものです。自家用蓄電池等から逆潮流を行う場合において

も、現状、低圧については接続検討のプロセスは省略されていますし、特別高

圧・高圧についても、逆潮流が無い発電設備の場合は、接続検討は行われてま

せん。

ただし、接続検討を必要としない場合にも、契約申込等において、「電力品質

確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」や「電技設備の技術基準の解

釈」、これら内容を具体化した「系統連系規程」、一般送配電事業者が定める

「系統連系技術要件」に適合しているか確認する必要があります。これは系統の

電力品質や他の系統利用者の設備等に悪影響を及ぼさないことを確認する観

点から重要なプロセスです。

なお、接続する機器が技術基準に適合していることが一般財団法人電気安全

環境研究所の認証において事前に確認されている場合には、一般送配電事業

者との間で行われる確認作業が簡素化される仕組みがあります（ＪＥＴ認

証）。

自家消費のケースとは異なり、逆潮流が発⽣する

ケースを想定しています。自家用蓄電池やEV蓄

電池からの逆潮流の場合には、接続検討は行わ

れるものとの認識です。その場合、当然に、「電力

品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」

や「電技設備の技術基準の解釈」、これら内容を

具体化した「系統連系規程」、一般送配電事業

者が定める「系統連系技術要件」に適合している

必要はあります。その上で、JET認証等の機器を

使用する場合や一般送配電事業者が事前に認

定した機器との逆潮流を伴う接続検討について、

日数短縮等の緩和措置を希望します。

経済産業省

逆潮流有りの場合は、発電設備の技術基準を満たすことを確認するための「技

術検討」だけでなく、JET認証の有無に依らず、「接続検討」（系統増強等の必

要性などの検討）が必要となりますので、JET認証等の機器を使用することによ

り、接続検討の日数の大幅な短縮に繋がるものではございません。なお、JET認

証を取得した機器を利用した場合には、前者の「技術検討」について簡素化す

る仕組みが既に整備されており、その分の検討に要する時間の短縮は見込まれ

ることから、こうした機器をご利用いただくことを推奨致します。
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自己託送要件の緩和　

発電設備出資比率分

の自己託送

発電側および需要側の設備の所有比率(出資比

率)に応じた自己託送制度の適用

【経済的効果】

設備の所有比率(出資比率)に応じて自己託送

制度を利用することで、出資者は電力供給のメ

リットを応分に受けられる。

政府が許容している自己託送の範囲（「密接な

関係」を有する者の範囲）が、現状、自家発保

有者のグループ会社（支配関係あり）に限定さ

れており、支配権を想定していない、発電所設備

への自家発利用目的の出資者が出資比率に応

じた発電容量を、自己託送により自己利用するこ

とが困難。

・電気事業法第2条第1項第5号

・電気事業法施行規則第2条

・電気事業法施行規則第3条第1項 

・資源エネルギー庁「自己託送に係る

指針」

出資比率に応じて、電気の配分を行う。

例えば、70%出資者は70%引き取り、30%出資者は

30%引き取れることを可能とする。

経済産業省

第36回電力・ガス基本政策小委員会において、FIT/FIP制度に依存しない脱

炭素電源の導入促進に向けた環境整備を検討しました。

需要家が再エネ電力を直接調達する、オフサイト型PPAによる自己託送（他社

融通）スキームについては、令和３年１１月１８日に電気事業法施行規則

が改正され、組合の定款等により電気料金の決定方法が明らかになっているな

ど、需要家の利益を阻害するおそれがないと認められる組合型の電気の取引で

あることや、FIT/FIP制度の適用を受けない新設の脱炭素電源による電気の取

引であること、といった要件を満たした場合に、自己託送による供給形態が認め

られることとなりました。

（参考：電力・ガス基本政策小委員会　再エネ導入拡大に向けた事業環境

整備について P4）

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryo

ku_gas/pdf/036_06_00.pdf
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一般ごみのリサイクル

促進および焼却ごみの

削減

中間処理業者による民間中間処分場（リサイク

ル施設）の設置を促進し、新規参入を促進さ

せ、焼却ごみ以外のリサイクルのルートを増やす取

組

【社会的効果】

中間処理業者が民間中間処分場の設置や新規

参入を促進させる。 リサイクルの細分化を行うこと

で、新たなごみのリサイクルの仕組みが⽣まれる。 

【経済的効果】

小規模自治体への民間中間処分場の投資が促

進される。

現状、民間の中間処分場を設置する場合には、

市町村毎の施設規模が決まっており（処分規

制）、小規模な市町村では中間処分場の設置

が進まず、リサイクルされずに焼却されることにな

る。加えて、市町村を跨いだ中間処分は、市町村

間の協定が必要となり、運搬規制や処分規制に

それぞれ許可が必要となっていることことから、広域

でのリサイクルが進みづらい。

・廃棄物の処理及び清掃に関する法

律第7条第1項

・廃棄物の処理及び清掃に関する法

律第7条第6項

一般ごみの民間中間処分場の設置許可や、運搬および処

分に関する許可について、市町村単位ではなく、市町村を跨

いだ広域での許可を実現する。

環境省

「市町村毎の施設規模が決まっており（処分規制）」との記載の意味するところ

が必ずしも明らかではないが、市町村を跨いだ処理において、必ずしも一般廃棄

物の収集・運搬及び処分業の許可を必要とするものではなく、廃棄物処理法第

７条第１項及び第６項に定める一般廃棄物の収集・運搬及び処分業の許可

について、同法施行規則第２条第１号及び第２条の３第１号に定めるとお

り、市町村の委託を受けて業を行う場合には、許可を要しない。なお、市町村を

跨ぐ収集・運搬及び処分について、関係市町村間の協定は廃棄物処理法令

上必須ではないが、市町村は区域内の一般廃棄物の統括的な処理責任を有

しており、同法第６条第１項の規定に基づき策定した一般廃棄物処理計画に

より、⽣活環境の保全及び公衆衛⽣の向上を目的として区域内の一般廃棄物

を管理し、適正な処理を確保する必要があるところ、同法第６条第３項に定め

るとおり、関係を有する他の市町村の一般廃棄物処理計画と調和を保つよう努

めることで、各関係市町村が定めている一般廃棄物処理計画に齟齬が⽣じ、

当該市町村の区域内における一般廃棄物の適正な処理に支障を来さないよう

にする必要がある。

一般廃棄物は、市町村の直営又は委託並びに

許可事業者により収集・運搬が可能であるが、提

案の趣旨は民間主導でのごみ削減とリサイクル推

進であり、市町村の委託によるケースとは想定が

異なる。具体的には、ごみを利用した民間発電所

を想定しており、地方都市の事業所から一定の規

模と品質の⽣ごみ等のごみ/資源を継続的に収

集したいニーズと、地代の安価な近隣町村に発電

所を設置したいとのニーズを両立させたい。この

際、小型家電リサイクル法のように国が広域に認

可する仕組を本市参加の一部事務組合構成市

町村に適用可能となるように規制緩和(新法の適

用)を頂くか、原料のごみを専ら物に加えることによ

り、民間主導による取組が実現可能。

環境省

市町村（一部事務組合を含む。以下同じ。）は、その区域内における一般廃

棄物を、⽣活環境の保全上支障が⽣じないうちに一般廃棄物処理基準に従っ

て処理を行い、最終処分が終了するまでの適正な処理を確保しなければならな

いという極めて重い責任を有しており、市町村が自ら一般廃棄物の処理を行う

場合のみならず、他者に委託して処理を行わせる場合でも、市町村は引き続き

同様の責任を負う。

かかる市町村の処理責任の趣旨に鑑み、委託又は許可等の手法により、各地

方公共団体において適切に判断されたい。

なお、一般廃棄物処理施設の設置許可権者は、都道府県知事又は政令市

長である。
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教育目的における著

作物共有の自由化

地域・民間企業によるプロジェクト型授業や、会

津大学との連携による実践的な先端技術教育、

他地域児童⽣徒との遠隔コミュニケーション授業

等、社会的スキルを身に付ける教育をオンライン

授業含めて実施

【社会的効果】

教員等教育を担任する者が製作した遠隔教育

用デジタル教材や⼦どもが作成した著作物の学校

間共有による社会的スキル教育の広域展開がで

きる。 

【経済的効果】 

学校ごとに教員等がデジタル教材を作成した場合

の教員の負荷削減ができる。 

地域・民間企業による授業等社会に開かれた教

育を普及するためには、教員等教育を担任する

者が製作したデジタル教材についても、授業目的

公衆送信補償金制度の対象として、権利者許

諾不要とすべきだが、現行法令上対象になってい

ない。

※教材を製作した教員以外は教材の使用不可

・著作権法第35条

著作権法第35条　教員等教育を担任する者が製作した遠

隔教育用教材についても、 他の教員等が使用できるよう

に、授業目的公衆送信補償金制度の権利者許諾不要の

対象にする。

文部科学省

著作権法上、他人の著作物を利用するには原則著作権者の許諾を得る必要

がありますが、著作権法第35条では、学校等の教育機関における教育の公共

性と著作物利用の実態を踏まえた必要性に鑑み、特別に著作権者の権利を制

限することで、非営利の教育機関における授業の過程で行う著作物の複製や公

衆送信を無許諾で可能としています。

その際、著作権者の経済的利益と衝突しないために、必要と認められる限度に

おいて、教育を担任する者と授業を受ける者による複製や公衆送信のみに対し

て本条の適用が認められるとされており、教員間の送信はこれに当たらないため

同条の適用外となっています。また、同条が適用される場合においても著作権者

の利益を不当に害しないよう著作物の送信先を限定する等、著作物の市場へ

の影響に配慮する必要があります。

同条が適用されない場合であっても、著作権者の許諾を得ることにより、他人の

著作物を利用できます。なお、許諾が必要な場合でも、著作物の分野毎の著

作権等管理事業者が著作権の集中管理を進め、包括ライセンスの準備をし、

できる限り円滑に著作物の利用ができるような取組が行われています。

また、教員間の資料の送付等については、授業目的公衆送信補償金の管理を

担う文化庁の指定管理団体「一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管

理協会」において、一元的に権利処理を行えるライセンス制度が検討されていま

す。

・本提案は社会に開かれた教育を普及するため、

教員または民間企業社員や地域住民等、教育

を担任する者が製作したデジタル教材も、授業目

的公衆送信補償金制度の対象として、教員等

間での送信や利活用に関し、権利者許諾不要と

出来ないかというものである。

・具体的にはこのデジタル教材を活用し、製作に

携わった以外の教員等が会津若松市内の他小

中学校で、例えばディスカッション型授業によるコ

ミュニケーション力の育成等での活用を想定

・改正著作権法第３５条運用指針の授業目的

公衆送信補償金制度に関する参考資料P38の 

①初等中等教育を対象とした許諾の対象となる

利用（ア）の早期の実現を希望する

文部科学省

著作権法第35条では、学校等の教育機関における教育の公共性と著作物利

用の実態を踏まえた必要性に鑑み、特別に著作権者の権利を制限することで、

非営利の教育機関における授業の過程で行う著作物の複製や公衆送信を無

許諾で可能としています。その上で、著作権者の経済的利益と衝突しないため

に、必要と認められる限度において、教育を担任する者と授業を受ける者による

複製や公衆送信のみに対して本条の適用が認められるとされており、教員間の

送信はこれに当たらないため同条の適用外となっています。

なお、著作権法35条の適用外となるような使用想定であっても、例えば、市が

主導して教材の開発を行い、開発の際の規約等で権利処理を行うことによっ

て、当該教材の利用を円滑なものとするといったことも方策として考えられます。

なお、３点目のご意見については、授業目的公衆送信補償金の管理を担う文

化庁の指定管理団体「一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協

会」において、一元的に権利処理を行えるライセンス制度が検討されています。
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小中学校における対

面指導の原則の緩和

地域・民間企業によるプロジェクト型授業や、会

津大学との連携による実践的な先端技術教育、

他地域児童⽣徒との遠隔コミュニケーション授業

等、社会的スキルを身に付ける教育をオンライン

授業含めて実施

【社会的効果】

⽣まれた地域や通う学校等空間や場所に捉われ

ず、⼦ども一人ひとりの興味関心・志向性に合わ

せた先端教育プログラムの提供を実現できる。 

【経済的効果】 

地域・民間の人材活用による教員の負荷軽減が

できる。

個別最適された教育や社会的スキル教育を遠隔

で行うためには、教員が配信側にしかいない「スタ

ジオ型」の遠隔教育も正規授業として認められる

必要があるが、不登校や健康上の理由を除き、

正規の授業として認められていない。

※現在新型コロナウィルス対策のため時限的に緩

和中

・学校教育法施行規則第56条及び

第77条の2

※法令上授業は直接対面が前提と

なっており、例外のみ記載有り

学校教育法における遠隔授業の正規認定する。（「スタジ

オ型」遠隔指導において、教員と⽣徒が直接対面していない

場合であっても、授業としての教育効果を有する場合には正

式な授業として認める。）

文部科学省

今般ご提案いただいた、民間企業や大学と連携した授業や、他地域の児童⽣

徒とのコミュニケーションを遠隔・オンラインを用いて行うに当たっては、現行制度に

おいても、例えば、民間企業や大学等の研究者（配信側）が遠隔・オンライン

を活用し、教師と児童⽣徒がいる教室（受信側）に対し授業を行うことは可能

であるところ、まずは本提案の実現に向けて、現行制度において実施不可能又

は困難となっている事柄及びその理由について、詳細をお伺いさせていただきたい

と思います。
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教員が授業を実施す

る原則の緩和

地域・民間企業によるプロジェクト型授業や、会

津大学との連携による実践的な先端技術教育、

他地域児童⽣徒との遠隔コミュニケーション授業

等、社会的スキルを身に付ける教育をオンライン

授業含めて実施

【社会的効果】

先端デジタル企業及び大学教授などのワークショッ

プ実施機会・オンライン授業視聴等、教員以外の

地域・民間の人的資産活用の促進ができる。 

【経済的効果】 

教員の専門的な教育(プログラミング等)に要する

スキル研修の省略化により費用削減ができる。

地域・民間の人的資産活用により社会に開かれ

た教育の推進が期待されるが、現行法令上、教

育職員は各相当の免許状を有する者でなければ

ならないという規定があり、教員の立ち合いが無い

場合授業を実施できない。

・教育職員免許法第3条
教育職員免許法第3条　教育職員の同席無く教員以外の

人が授業を実施することを可能にする。
文部科学省

御提案は一部の授業において外部人材を活用することを念頭に置いていると推

測されますが、現行制度においても教科の領域の一部を担当する場合であれば

免許状を持たず教員の立ち合いもなしに年間を通じて指導を行うことができる特

別非常勤講師制度が設けられており、活用の方法によっては特段の規制改革

は不要であるため、具体の活用方法も含めて検討いただければと思います。

なお、教育課程を担当する教員については、授業を受ける児童⽣徒が適切に学

ぶことができるようその教員の資質の保持を図るため、教育職員は免許状を有す

る者でなければならないとしており、仮に区域指定されたとしても当該地域の学校

で学ぶ児童⽣徒の教育を確保する観点から免許状を有しないこととする特例を

設けることは困難であると考えています。
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マイナンバー利用範囲

の拡大

学校内外で発⽣する⼦どもに関するあらゆるデー

タを連携させ、興味関心・志向性に合わせた学習

指導、家庭環境や特性に合わせた⽣活・健康支

援等、個別最適な指導・支援を実施

【社会的効果】

教育関連機関と保護者の連携強化による⼦育

て支援／⼦ども一人ひとりの環境や特性に合わせ

た指導・支援の実現

【経済的効果】

⼦どもの学習状況や家庭状況の把握に要する教

員の負荷軽減

⼦どもが他の自治体へ転出もしくは他の自治体か

ら転入して来る際、最適化された指導・支援を継

続的に行うためには、自治体間で⼦どもに関する

情報を連携することが必要であり、マイナンバーを

活用することで一元的に実行できることが期待さ

れるが、現行法令上マイナンバーの利用範囲は

「社会保障制度、税制、災害対策」に限定されて

おり、⼦どもに関する情報連携ができない

・マイナンバー法第9条

第九条　他自治体への転入・転出の際にも、学校等教育

関連機関が⼦どもに対して最適化された指導・支援を実施

できるよう、マイナンバーの利用範囲を⼦どもに関する学習

データ、⽣活データ、健康データ等まで拡大し、自治体間に

おける情報連携を一元的に実行できるようにする。

内閣府

マイナンバーの利用範囲については、幅広く利用できるようにすることが国民の利

便性向上に資するとの御意見がある一方、プライバシー保護等の面から幅広く

利用することを懸念する御意見もあったことから、まずは社会保障・税・災害の３

分野に限定して制度を開始した経緯がある。

こうした経緯を踏まえ、令和2年12月25日に閣議決定された「デジタル・ガバメン

ト実行計画」に基づき、社会保障・税・災害の３分野以外におけるマイナンバー

を利用した情報連携について、デジタル政府の核心であるワンスオンリー（行政

機関等から同じ情報を聞かれない）を実現し、国民の負担を減らす等の観点か

ら、国民の理解の得られたものについて、検討・実施することとしている。

このため、特区を設置し、一部の区域に限りマイナンバーの利用範囲を拡大する

ことは困難である。

警察庁

　遠隔型自動運転システムを用いた無人トラクターの実証実験について

は、道路使用許可を受けて実施可能であり、運転者が乗車しない形で

の実施も可能です。

　道路においてドローンの離発着等の作業等を行おうとする場合であっ

て、当該行為が、道路における危険を⽣じさせ、又は交通の妨害となる

おそれのあるときについても、道路使用許可を受けて実施することが可能

です。

　また、農道においては、農道管理者が「一般交通の用に供しない」と判

断した場合には、当該農道は道路交通法の適用を受けないため、この

場合には、農道管理者が行う車両の通行の禁止又は制限等の措置の

下、ドローン利用や自動運転車（無人トラクター）の実証実験について

自由な形で実施することが可能です。

　なお、道路交通法に関しては、「官民ＩＴＳ構想・ロードマップ2020」

等において、2022年度頃に限定地域における遠隔監視のみの無人自

動運転移動サービスの実現が可能となるように政府として目指すこととさ

れていることを踏まえ、従来の「運転者」の存在を必ずしも前提としない場

合における交通ルールの在り方について、警察庁で検討を進めているとこ

ろです。

　以上の回答に関し、本提案に係る記載内容のみでは定かではない部

分もあるため、実施されたい走行の形態を具体的に明らかにして個別に

警察庁に御相談ください。

総務省

・携帯電話は、地上での利用を前提に設計されていることから、上空で携

帯電話を利用した場合に、地上の携帯電話等の利用へ影響を与えるお

それがあることから、平成28年7月から実用化試験局の制度により、上

空で利用する携帯電話等の端末の台数を管理した形で課題の検証を

行ってきた。その後、令和元年6月から情報通信審議会における技術的

検討を経て、令和2年12月に、高度150m未満の空域において、地上

の携帯電話ネットワークに影響を与えない一定の条件に合致する携帯電

話等の端末については、簡素化した手続きにより無人航空機において利

用可能とする制度整備を行っている。

国土交通省

【航空法について】

　現在においても、オンライン申請の活用や必要書類において一部簡略

化できるようしており手続きの簡素化を行っております。

農林水産省

航空法については、 これまでも機体認証、操縦ライセンスを取得している場合の

飛行許可等の手続きの合理化・簡略化が一定程度図られてきているが、さらに

技術の進展等に応じて、今後も農業現場のニーズに合った制度となるよう関係

省庁と連携して取り組んでまいります。

内閣官房

民法においては、「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地

の上下に及ぶ。」（第２０７条）と規定されているが、その所有権が及

ぶ土地上の空間の範囲は、一般に、当該土地を所有する者の「利益の

存する限度」とされており、第三者の土地の上空において無人航空機を

飛行させるに当たって、常に土地所有者の同意を得る必要がある訳では

ないものと解される。その上で、ドローンを活用した物資の輸送について、

更なる措置を要するかについては、慎重に検討する必要がある。

詳細については、下記資料を参照いただきたい。

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kogatamujinki/kanmink

yougi_dai16/betten4.pdf
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新規就農者の農業参

入ハードルの低減

就農可否の基準となる従事日数の緩和や、提出

が必須な営農計画の策定支援を実施する。

【社会的効果】

新規就農の心理的ハードル低減に貢献する。 

【経済的効果】 

新規就農者の増加につながる。

原則として年間150日以上の従事が必要であり、

かつ、認定新規就農者制度利用時における営農

計画作成時には、市町村基本構想内容（年間

農業所得の目標値設定等）との整合性が必須

のため、新規に就農をおこなう際のハードルが高く

なっている。

農業経営基盤強化促進法第14条、

第18条

⽣産現場のスマート化に応じて、常時従事が必要な日数を

低減させるとともに、認定新規就農制度利用時における営

農計画作成の際、市町村基本構想に基づいた目標値では

なく、実際の需給データを反映した現実的な目標値設定で

の提出を認める。

農林水産省

【日数】

年間150日以上農作業に従事するという日数の要件は、効率的かつ安定的な

農業経営を達成するために必要な日数の目安として設定されているものであり、

スマート農業により当該経営を実現できる見込みがあれば、必ずしも150日以

上農作業に従事する必要はありません。

【目標値設定】

基本構想は、　「農業経営基盤強化促進法の基本要綱（平成24年５月31

日付け24経営第564号 農林水産省経営局長通知）」の第４の２（２）の

①のとおり、県の基本方針に沿った方向であれば、地域の特性を踏まえて策定い

ただくことが可能です。
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ドローンや自動運転

農機の”定常的な”

利活用

特に露地栽培において、ドローンや自動運転

農機を定常的に利活用することにより、⽣産

状況の高精度なセンシングや人的作業の代

替を可能としつつ、的確な計画出荷を実現

する。

【社会的効果】

高齢農業従事者の長い事業継続や新規就

農のハードル低減を実現する。また、購入者

は計画⽣産・出荷により農産物の確保におけ

るリスクがなくなり、過剰発注する必要がなくな

る。 

【経済的効果】 

スマート化により労働時間が削減される。農

業従事者の⽣産効率が向上する。農産物

廃棄ロスが削減できる。

以下の規制により、農業従事者によるドロー

ン操作時に必要な空間や機器の確保や、ド

ローンを活用した精密農業や収穫物運搬、

ドローン活用による遠隔からの農作業の実

現、無人トラクターの自由な活用が難しい。

航空法第132条：飛行禁止空域の飛行不

可、目視範囲外での飛行不可、液体や霧

状を含む物件投下の禁止 道路交通法第

77条：道路上や路肩などでドローンの離着

陸不可

 民法第287条：第三者の土地の上空の飛

行不可 電波法施行規則第4条：携帯電

話等が陸上移動局のため、ドローンへの搭載

が不可（現状、携帯電話事業者経由での

総務大⾂の許可を取得すれば、試験的に実

施は可能）

道路交通法 第70条：自動運転車（無人

トラクター）の公道走行の不可

・航空法第132条

・道路交通法第70条、第77条 

・民法第287条

・電波法施行規則第4条 

以下のように規制を改革することで、農業従事者のド

ローン活用におけるハードルの低減や用途の拡大を可

能にし、また、無人トラクターの自由な活用が可能にな

る。

航空法 第132条：飛行禁止空域での飛行許可、夜

間の飛行、目視範囲外での飛行許可、農薬に関する

物件投下の申請緩和 

道路交通法 第77条：道路上や路肩などでドローン

の離着陸の許可 

民法 第287条：第三者の土地の上空の飛行許可 

電波法施行規則 第4条：一定範囲内におけるドロー

ンに搭載した携帯電話等の電波利用の許可 

道路交通法 第70条：自動運転車（無人トラク

ター）の公道走行の許可
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農業関連データの幅

広い利活用の促進

農業関連データを農業分野以外で活用できるよ

う、ポータビリティの確保やルールの制定を実施す

る。

【社会的効果】

鳥獣被害や農薬事故など、農業分野外で必要と

なった際にデータを提供し、安心・安全に貢献す

る。

データ受領者は予め定めた利用目的の範囲内で

のみ活用が制限されているため、地域において公

益性の高い用途であってもデータ提供が制限がさ

れており、農業分野外での必要に応じたデータ利

活用ができない。

農業分野におけるデータ契約ガイドラ

イン

農業データを扱う⽣産管理システム（営農支援システム）

に関して、相互の互換性やポータビリティの確保を実現し、公

益性の高い用途に関しては、事前に農業者の承諾を得た上

で、必要な際に迅速に活用できるルールを制定する。

農林水産省

①農林水産省では、規制改革実施計画（令和２年７月17日閣議決定）

を受けて、各都道府県に対し「鳥獣害、災害、救急、はいかい者捜索、農道陥

没等の公共機関等との連携など公共性が高く、人の⽣命、身体又は財産の保

護のために必要がある場合には、事前に農業者から包括的な承諾を得れば農

業者から提供を受けたデータを農機メーカーから関係当局に提供することが可

能」である旨の通知を発出済です。

②「農業分野におけるＡＩ・データに関する契約ガイドライン」は、「あくまでも契

約で定めておくべき事項等を示すにとどまり、契約の自由を制約するものではな

い」という経産省ガイドライン（「ＡＩ・データ契約ガイドライン データ編」：経済

産業省）の視点を踏襲したものであることに加え、データの利用目的について、あ

くまで「特定する」ことが望ましく、「利用目的が農業関係者にとって予測し易い平

易な文言で特定され、（中略）農業関係者の理解と同意が得られているので

あれば、利用目的の範囲を広げることについては問題がないし、むしろそうすること

で、データ受領者側で、提供データ等を様々な目的に利用することができ、提供

データなどの価値を増大させるという役割も期待できる」としており、利用目的を

制限しているものではありません。

上記①及び②を踏まえ、各地域において、その必要性に照らして公共性の高い

用途を特定し、農業者の理解と承諾を得た上でデータの利活用推進を図ってい

ただきたいと考えます。
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住民税の二自治体へ

の分割納付

市外からの長期滞在者に対して、滞在期間に応

じた住民税の支払い

【経済的効果】

滞在実態に応じて滞在者に対し住民税を課すこ

とで、市民の平等な納税を図る

・市町村民税の納付義務者は、市町村内に住

所を有する個人に課される
・地方税法第294条

本業所得から算出した住民税を住民票の所在する自治体

へ、副業企業の所在する自治体(住民票の所在する自治

体以外の自治体)で得た副業所得から算出した住民税を当

該自治体へ、それぞれ第二住民税として納付することを可能

とする。

総務省

・個人住民税の一部を住所地以外の団体に納付する方式について、平成19

年度に総務省の研究会で検討したが、「住所地以外の地方団体に個人住民

税の課税権を法的に根拠付けることはできない」と結論付けられたことから、寄附

金税制を応用する形で「ふるさと納税制度」が創設されている。

・多地域居住を行う場合に、この「ふるさと納税制度」を活用することにより、個人

住民税の一部を実質的に当該居住先の地方団体に移転させることが可能と

なっている。

※個人住民税は、１月１日時点の住所地である地方団体が課税しているが、

仮に、居住実態に応じて複数の団体が課税することとした場合、強制性を伴う

課税の根拠となる居住実態をどのように正確に把握するのか、市町村の課税実

務が極めて複雑となる、特別徴収を行う企業の負担が増えるといった課題があ

る。また、複数の住所を認定することとした場合には、税のみならず、住民票や選

挙など様々な制度との関係についても慎重な議論が必要。
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自動運転等遠隔監視

者による、モビリティ利

用者等への情報提供

遠隔監視者の別業務の提供。

現状わき見運転と同等の扱いとなる遠隔監視者

の別業務について緩和し、街の楽しさを紹介する

インフルエンサー等としてサービスを提供可能とす

る。

【経済的効果】

自動運転等の実施において必須となる遠隔監視

機能は人件費等のコスト負担が発⽣する。 

AI等を活用し、遠隔監視業務を軽減し、複数台

を同時に遠隔監視できるなど技術的には可能な

状態となっている。 

また自動運転の技術の進展により、トラブルによる

停止機会も少なくなってきている。

AI等との連携が前提となるが、自動運転車両が

安全走行をしている間に遠隔監視者が、モビリティ

を利用する来訪者等との会話の機会（顧客接

点）を持つことなどにより、来訪者がより多くの体

験価値をその場で受け取ることができ、それが客単

価の向上やリピート率の向上に寄与すると考え

る。

道路交通法における「運転者の義務」の規制に

基づく

内容は、「車両等の運転者は、当該車両等のハ

ンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、か

つ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、

他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転

しなければならない。」。

自動運転の遠隔監視者についても同等の義務を

有するものとされている

•道路交通法第70条、第71条第5

項5

道路空間再編事業で自動車等の侵入規制を行っている空

間において、AI等を使った監視能力の向上を図ったうえで、

モビリティ利用者や来訪者に対する情報提供を遠隔監視業

務と並行して行えるよう、遠隔監視者の安全運転義務を緩

和する。

警察庁

　道路交通法第２条第１項第１号に定める道路に当たらない場所では、同法

の適用を受けないため、自由な形で実証実験を実施することが可能です。また、

道路運送車両法第41条第２項の規定に基づき国土交通大⾂から使用条件

を付された自動運行装置を使用する場合であって、道路交通法第71条の４の

２第２項各号のいずれにも該当するときには、携帯電話使用等禁止規定（同

法第71条第５号の５）の適用を除外することとされています。

　なお、「官民ＩＴＳ構想・ロードマップ2020」等において、2022年度頃に限

定地域における遠隔監視のみの無人自動運転移動サービスの実現が可能とな

るように政府として目指すこととされていることを踏まえ、従来の「運転者」の存在

を必ずしも前提としない場合における交通ルールの在り方について、警察庁で検

討を進めているところです。

福島県会津若松

市
54

自動宅配ロボットの公

道走行に関する基準

緩和と先行事例を活

用することによる関連

協議の簡素化について

道路空間再編事業により構築される人を中心と

した空間を走行する自動宅配ロボット等について

の道路運送車両の保安基準の緩和等を会津若

松で先行実施した場合に、それを先行事例とし、

各地域で同様の実証の際の関連協議の簡素化

を推進する。

【社会的効果】

無人で走行する宅配ロボットの最適な保安基準

は現状明確となっておらず、有人運送車両の保

安基準を基に要・不要の基準緩和を実証の際に

申請することとなっている。会津若松で先行事例

を作り、そのモデルを標準として、他の地域で実証

する場合はそれに準ずれば監督官庁との交渉など

が省略されるなどを期待

道路運送車両の構造や装置について、安全確保

および環境保全上の技術基準が定められている。
•道路運送車両法第40条-第46条

実証段階の車両に関する保安基準項目の一部不適合箇

所について緩和する。

（第61条制御装置、第62条前照灯/後照灯、第64条警

音器、第66条乗車装置など）

国土交通省

自動配送ロボットについても、道路運送車両の保安基準第55条及び第67条に

基づく保安基準の緩和が可能である。

本制度を活用し、2020年秋より全国各地で自動配送ロボットの公道実証が実

施されている。

なお現在、内閣官房成長戦略事務局を中心に関係省庁と連携し、遠隔で多

数台の低速・小型の自動配送ロボットを用いたサービスが可能となるよう制度を

検討しており、今春を目途に制度の基本方針を決定予定。令和3年６月18日

に閣議決定された成長戦略実行計画に示されている通り、低速・小型の自動

配送ロボットについて、道路運送車両に該当しないこととする予定である。

福島県会津若松

市
55

自動運転機能付き電

動車いすの隊列運用

時の搭乗者無し車両

の取り扱いの緩和

自動運転等の技術の進展により、電動車いすの

隊列走行などが可能となっている。電動車いすは

人が載っている場合は歩行者の扱いとなるが、人

が載っていない場合は車両扱いとなり、車道走行

が前提となってしまう。

【社会的効果】【経済的効果】

電動車いすの隊列走行により、運転免許を持た

ない⼦供が先導して、複数高齢者を店舗に誘導

するなどが実現でき、新たな移動サービスと担い手

づくりが可能となる。 人中心の道路空間では低コ

ストで移動サービスを実現することで導入のハード

ルを大きく下げることが可能となる。

道路交通法における電動車いすの取り扱いについ

て、人が載っている場合は歩行者、人が載ってい

ない場合は車両となり、走行可能なエリアが変

わってしまう状況が発⽣する。

•・道路交通法第2条第3項

人に追随し、隊列で有人電動車いすと無人電動車いすが

混在で歩道等を走行しているといった人混在空間において、

柔軟性高く運用できる規制にする

警察庁

　電動車椅⼦に人が乗車していない場合であっても、電動車椅⼦のごく近傍に、

電動車椅⼦を押しているのと同視できる者がいれば一体として歩行者として走行

することが可能です。また、そのような者がいない場合にも、安全確保措置等の

対策を講じることなどにより、警察による審査を経て道路使用許可を受ければ、

公道を走行することが可能です。

　なお、身体障害者用の車椅⼦の大きさや構造に収まる自律走行するモビリティ

については、関係省庁と連携し、制度整備に係る検討を行っているところです。

　以上の回答に関し、本提案に係る記載内容のみでは定かではない部分もある

ため、具体的な運用方法等を明らかにして個別に警察庁に御相談ください。

福島県会津若松

市
56 自動配送ロボット活用

サービスモデル多様化に伴う顧客の要求レベルの

高度化、ドライバーの人員不足、配送費の高騰

化など、地域メーカー、地域商社、地域物流事業

者を取り巻くビジネス環境は厳しい。

テクノロジーを活用した自動化・高度化へ取り組

むと共に、地域物流における規制緩和推進を図

る。

【社会的効果】

誰もがゆったりと楽しめるまちなか空間づくりにあ

たって、路線便の貨物が店舗まで届かない場所

や、ドライバー人員を確保できない場所でも配送

可能。（ラストマイル配送対策） 

【経済的効果】 

公共交通機関等と物流事業会社の共同事業化

など地域事業者、タウンマネジメント会社（まちづ

くり会社）を軸とした新規事業創出も見込まれ

る。

道路交通法第62条に以下の記載がある。

「道路運送車両法第3章若しくはこれに基づく命

令の規定又は軌道法第14条若しくはこれに基づ

く命令の規定に定めるところに適合しない車両等

を運転させてはならない、または運転してはならな

い。と記載があり、道路運送車両法の保安基準

等を満たさなければ道路を走行することができな

い。」

•道路交通法第62条、第70条

自動配送ロボット車両の道路走行を許可する。

（道路交通法全般的に運転手の存在が前提の法律となっ

ているため、運転手がいなくても、車両のみで自動で走行でき

るよう規制・制度改革が必要。）

警察庁

　　「自動配送ロボット（近接監視・操作型及び遠隔監視・操作型）公道実

証実験手順」を警察庁ウェブサイトで公表しており、同手順に沿って道路使用許

可を受ければ、運転席のない自動配送ロボットについても公道走行が可能で

す。

　なお、自律走行する低速・小型のモビリティについては、関係省庁と連携し、制

度整備に係る検討を行っているところです。

　以上の回答に関し、本提案に係る記載内容のみでは定かではない部分もある

ため、具体的な運用方法等を明らかにして個別に警察庁に御相談ください。



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

警察庁

　道路を歩道と車道に区別する主な目的は、歩行者の通行の安全を確保する

ことにあり、また、歩道等と車道の区別のない道路においては、歩行者は、原則と

して道路の右側端に寄って通行しなければならないと道路交通法に規定されて

いるところ、これは、歩行者と車両が向かい合って通行する「対面交通」が、安全

度の高い交通方法と判断されたことによるものです。

　これらを踏まえると、国土交通省の回答にもあるような、自動車の速度を抑制

する措置が講じられ、歩行者・自転車・自動車の通行空間が同一平面上にあ

る歩車共存道路については現行法上も認められているものと承知しているもの

の、更に進んで、御提案のように、歩行者が道路空間全体を自由に通行でき、

かつ、一般の車両も当該空間に（低速で）進入できるようにすることについて

は、歩行者の通行の安全の確保の観点から、慎重な検討を要するものと考えま

す。

国土交通省

自動車の速度を抑制する措置を講じ、歩行者・自転車・自動車の通行空間が

同一平面上にある歩車共存道路の整備自体は可能であるほか、歩行者利便

増進道路制度の活用により、道路空間上ににぎわい創出のための施設を設置

することは可能。

福島県会津若松

市
58

Connected 

Manufacturing 

Enterprises(CMEs)

の加速度的全国展開

地域の中小製造業が共通で利用可能な業務プ

ラットフォームを整備することで、地域企業の⽣産

性向上を面的に実現。

【経済的効果】

中小製造業企業の⽣産性が25%向上する。

本プロジェクトで地方の⽣産性が激的に改善する

ことは確実で日本全国に展開していく必要があ

る。

早期に日本全国に展開するためにも、まずは会津

地域で着実な効果を証明する必要がある。 

一方で中小企業においてデジタル化に対するひっ

迫感が乏しく、必要性は理解しても前に進まない

企業が多い。 

本プロジェクトに参画する企業の法人税等の優遇

措置を実施することで、加速度的に展開を進めた

い。

・DX投資促進税制

・中小企業経営強化税制 

・中小企業投資促進税制

・CMEsを利用して企業間取引や⽣産性向上に取り組む中

小企業群に対して、CMEsをDXによる中小企業の経営力

強化に期するソフトウェアと認定し、税額控除や特別償却等

の税制優遇を実施する。

・税制優遇の効果を最大化するために、初期投資や移行費

用のみではなく、クラウドサービスの利用料を税制優遇の対象

とする

経済産業省

・DX投資促進税制では、申請事業者が、全社レベルのDXの実現に必要なクラ

ウド技術を活用したデジタル関連投資に対して適用される税制措置ですので、お

尋ねのCMEsも対象になり得ます。

・中小企業投資促進税制及び中小企業経営強化税制は、中小企業の設備

投資に関して適用される税制措置であり、一定のソフトウェアに対する投資も対

象です。このため、中小企業がCMEｓの利用等のために行うソフトウェアに対する

投資は、両税制措置の対象となり得ます。なお、設備投資に対する税制措置の

ため、クラウドサービスの利用料について対象とすることは困難です。

福島県会津若松

市
57

道路空間のオープン化

に向けた制度検討

ニュージーランドオークランド市では、歩行者・公共

交通が主体の都市構造へ転換するために、中心

市街地の複数の道路をシェアドスペースへと再編

する事業を進めている。歩行者主体の道路を面

的に展開することで、歩行者ネットワークの強化が

図られている。

一方、国内の制度では、道路利用の主体は車と

なっており、歩行者は道路の端を利用する制度と

なっている。 

地域活性化の観点からは、一部人出を大きくして

いきたい地域については、オークランドのような取組

が必要と思料。

【社会的効果】

道路空間上ににぎわい創出のための様々な装置

を設置することができるようになり、コミュニケーション

空間の増設や小規模店舗の出店の容易性など

が実現し、路上の人出が増えるとともに、沿道の

空き店舗等の活用などにも大きな効果が期待で

きる。

道路交通法では、車は車道、歩行者は歩道また

は路側帯を通行しなければならないと規定されて

いる。そのため、歩行者が道路空間全体を自由に

歩き回れる、かつ、車も（低速で）進入できる、と

いった空間は現行法では実現できない。

道路空間全体を歩行者優先とするためには、道

路の位置づけを新たに制度化する必要がある。

オークランドのシェアドスペースの法制度化が参考

にできる。

・道路法第48条13第3項、第48条

15第3項

・道路交通法第８条、第４条

・都市計画法　第11条

現行制度での歩行者優先の道路空間の実現策の検証と

人中心の道路空間でのあるべき制度を検討する。



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

茨城県つくば市 1
公職選挙でのインター

ネット投票の可能化

マイナンバーカードと共通デジタルIDを活用した公

的個人認証による一人一票の担保と、ブロック

チェーン技術による秘密が守られ改ざん不可能で

透明性を持ったインターネット投票を、スマートフォ

ン等から行えるようにする。

投票所への移動が困難な高齢者や障害者の投

票が容易になるほか、若年層の投票率の向上も

期待できる。また、感染症対策にもつながる。

公職選挙法において、投票立会人や投票所にお

ける投票が必須とされている。

公職選挙法

第44条

第45条

第46条

第48条の２

第68条

公職選挙法第44条による投票場所について、インターネット

投票については投票所以外の場所も認めること。

第45条による投票用紙の交付について、インターネット投票

については適用除外とすること。

第46条による自書・投函義務について、インターネット投票

については適用除外とすること。

第48条の２による期日前投票について、インターネット投票

については期日前投票所以外にも認めること。

第68条による無効投票について、インターネット投票について

は適用除外とすること。

地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的

記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法

律第３条による電磁的記録式投票機による投票について、

インターネット投票については投票所以外にも認めること。

総務省

インターネット投票については、投票管理者や立会人が不在となる投票を、国内

において特段の要件なしに認めることの是非、セキュリティ対策など選挙の公正確

保等の観点から課題があると考えている。

また、新たな投票方法を導入することは、選挙制度の根幹にも関わる要素があ

ることから、国会における議論なども踏まえる必要があると考えている。

ご回答について承知しました。国会での議論を喚

起するためにも、インターネット投票に関するこれま

での経験等を踏まえ、是非ともまずはつくば市に

限って特区として実施させていただきたいと考えま

す。

総務省

ご提案のインターネット投票については、現行制度上、一定の障害者等を対象と

した郵便等投票など、極めて限定的にしか認められていない投票管理者等が不

在の投票を、国内の選挙において何らの要件なしに認めるものであるなど選挙の

公正確保等の観点から課題があり、選挙制度の根幹に関わる問題であるため、

各党各会派における議論が必要であり、特区として実験的に行うべきものではな

いと考える。

なお、総務省としては、まずは在外選挙におけるインターネット投票の導入につい

て、国会における議論なども踏まえて検討してまいりたい。

茨城県つくば市 2

公的個人認証に係る

住所変更後の電⼦証

明書の自動書換可能

化

分散する行政情報を集約し、多言語で表示する

ポータルアプリを構築する。

住民の希望（オプトイン型）により、属性情報に

基づき個別化された情報発信も行う。

さらに、マイナンバーカードを活用し、行政への様々

な申請・手続をアプリ上から行えるようにする。

マイナンバーカードを活用するためのJ-LIS電⼦証

明書は住民が転居届を出すと「書換」でなく「失

効」される。

そのため、住民は転居届だけでなく証明書再発行

申請も行わなければならない、また、関連民間

サービスもすべてマイナンバーカードの再認証が必

要となるが、「書換」が可能となることにより、行政

手続に係る住民の負担軽減や感染症対策にも

つながる。

マイナンバーカードを活用するためのJ-LIS電⼦証

明書は住民が転居届けを出すと「書替」でなく「失

効」される。

電⼦署名等に係る地方公共団体情

報システム機構の認証業務に関する

法律

第15条第１項第２号

第34条第１項第２号

電⼦署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証

業務に関する法律第15条第１項第２号による署名利用

者の異動等による署名用電⼦証明書の失効について、失

効せずに当該異動等の際に使用した電⼦証明書により住

所情報を書き換えることを可能とすること。

第34条（利用者証明用電⼦証明書の失効）第１項第

２号による利用者証明利用者の異動等による利用者証明

用電⼦証明書の失効について、失効せずに当該異動等の

際に使用した電⼦証明書により住所情報を書き換えることを

可能とすること。

総務省

マイナンバーカードの電⼦証明書は、異動等があった際に失効する仕組みによっ

て、氏名や住所等の記載事項の真正性を担保しており、これによってオンライン

での確実な本人確認を可能としていることから、異動等に際して失効させないこと

は適当ではない。

また、マイナンバーカードの電⼦証明書は改ざんできないよう、一度発行されたも

のを後から修正できないこととしており、失効せず、電⼦証明書の内容を変更す

ることも適当ではない。

さらに、電⼦証明書による本人確認は地域を限定して行われるものではなく、特

区を設置し、他の地域と異なる失効事由で運用することは、電⼦証明書の送信

を受けて本人確認を行う他の行政機関等や民間事業者の混乱を招くことが懸

念される。

ご回答について承知しました。ただし、転入時、転

居時、世帯変更時には、マイナンバーカードに記

録される公的個人認証の電⼦証明書が失効し、

市役所において対面で再発行を申請する必要が

あることから転入届、転居届及び世帯変更届のオ

ンライン化の障壁となっています。感染症拡大防

止の観点からも、上記の届出前に本市に対して

新カードの発行申請を可能とするなど、届出時に

電⼦証明書を使用できる仕組みの早期構築をお

願いいたします。（旧カードは、申請と同時に市

役所へ送付し、新カードと交換）なお、上記を特

区で実施することで他市町村の事務に混乱が⽣

じる場合には、全国的な制度改正についてもご検

討をお願いいたします。

総務省

　オンラインで届出を行う際に本人確認のため用いる署名用電⼦証明書は、住

民基本台帳法第７条第１号から第３号まで及び第７号に掲げる事項が記録

されており、これらの事項を認証の基盤（トラストアンカー）として発行されるもの

であるところ、旧住所地からの転出後、転入届を行う前はこれらの事項が記載さ

れた住民基本台帳が存在しないため、有効な署名用電⼦証明書を発行するこ

とはできません。

　なお、自治体手続における引越しワンストップサービスに関しては、先般の第

204回通常国会で成立したデジタル社会形成整備法（令和３年法律第37

号）による住民基本台帳法の改正も踏まえ、マイナポータルからオンラインで転

出届と転入予約を行うことについて、今後、デジタル庁を中心に、公募自治体と

の検討会及び現地検証を行い、具体のサービスが検討される予定となっておりま

す。

茨城県つくば市 3
住民異動届手続のオ

ンライン化

マイナンバーカードと署名用電⼦証明書を活用し

た公的個人認証により、役所に来庁せずに住民

異動届をスマートフォン等から行えるようにする。

公的個人認証による本人確認を行うことにより、

住民に関する正確な記録を担保することや住民

の行政手続における負荷の軽減、職員の業務効

率化といった効果が期待できる。また、感染症対

策にもつながる。

住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）、

住民基本台帳法施行令（昭和42年政令第

292号）、住民基本台帳法施行規則（平成

11年自治省令第35号）において、届出人が書

面により届出すること（書面規制）、対面による

本人確認が必須（対面規制）となっている。

住民基本台帳法

第27条

住民基本台帳法施行令

第26条

住民基本台帳法施行規則

第52条

住民基本台帳法第27条及び住民基本台帳法施行令第

26条による書面規制並びに住民基本台帳法施行規則第

52条による対面規制について、マイナンバーカードと署名用

電⼦証明書を活用した公的個人認証により、市役所に来

庁せずに住民異動届をスマートフォン等から行う場合について

は適用除外とすること。又はそれらの規定を廃止すること。

総務省

   個人番号カードの交付を受けている者による転出届については、既にオンライ

ンで行うことが可能である。

   一方、転入届、転居届及び世帯変更届については、これが受理されること

で、届出先市区町村の住民票に記載され、又は記載が修正され、当該記載又

は修正後の住民票の情報を基礎として、選挙人名簿の作成、保険給付、課税

等の様々な行政事務が行われることとなるものであることから、届出者の実在性

及び本人性を厳格に対面で確認することが不可欠である。

   さらに、転入及び転居時には、住所変更等に伴い個人番号カードの記載事

項及びこれに記録される公的個人認証の電⼦証明書を再発行する必要があ

り、これらについても窓口での手続を要することとなる。

   ただ、個人番号カードを用いて住所変更等の手続の利便性を高めることは重

要であると認識しており、自治体手続における引越しワンストップサービスについ

て、「デジタル・ガバメント実行計画」（2020年12月25日閣議決定）等を踏

まえ、令和２年通常国会において必要な住民基本台帳法の改正を行ったほ

か、その実現に向けて内閣官房を中心に具体の検討が進められているところであ

る。

　また、総務省においては、昨今のデジタル技術の進展及び関連諸制度の改革

の動向を踏まえ、令和３年６月より「デジタル時代における住民基本台帳制度

のあり方に関する検討会」を開催し、届出のあり方についても検討を行っていると

ころである。

ご回答について承知しました。ただし、転入時、転

居時、世帯変更時には、マイナンバーカードに記

録される公的個人認証の電⼦証明書が失効し、

市役所において対面で再発行を申請する必要が

あることから転入届、転居届及び世帯変更届のオ

ンライン化の障壁となっています。感染症拡大防

止の観点からも、上記の届出前に本市に対して

新カードの発行申請を可能とするなど、届出時に

電⼦証明書を使用できる仕組みの早期構築をお

願いいたします。（旧カードは、申請と同時に市

役所へ送付し、新カードと交換）なお、上記を特

区で実施することで他市町村の事務に混乱が⽣

じる場合には、全国的な制度改正についてもご検

討をお願いいたします。

総務省

オンラインで届出を行う際に本人確認のため用いる署名用電⼦証明書は、住民

基本台帳法第７条第１号から第３号まで及び第７号に掲げる事項が記録さ

れており、これらの事項を認証の基盤（トラストアンカー）として発行されるもので

あるところ、旧住所地からの転出後、転入届を行う前はこれらの事項が記載され

た住民基本台帳が存在しないため、有効な署名用電⼦証明書を発行すること

はできません。

　なお、自治体手続における引越しワンストップサービスに関しては、先般の第

204回通常国会で成立したデジタル社会形成整備法（令和３年法律第37

号）による住民基本台帳法の改正も踏まえ、マイナポータルからオンラインで転

出届と転入予約を行うことについて、今後、デジタル庁を中心に、公募自治体と

の検討会及び現地検証を行い、具体のサービスが検討される予定となっておりま

す。



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

企業側が利活用したい行政機関非識別加工情

報が提供されるようになるため､利活用範囲が拡

大し､マーケティングのみならず製品開発・研究等

が活性化する。

マーケティングや研究･開発に有効な税等の個人

情報ファイル簿が行政機関非識別加工情報の提

案募集対象になっておらず､行政機関非識別加

工情報の利活用範囲が極端に狭くなってしまって

おり､官民データ利活用が進まない。

行政機関の保有する個人情報の保

護に関する法律

第44条の４

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第44

条の４による行政機関非識別加工情報の提案募集につい

て､機微情報については、行政機関の判断で募集から除外

するのではなく､匿名加工の強度を増すことで提供できるよう

にすること。

個人情報保護

委員会

行政機関の長は、非識別加工情報をその用に供して行う事業に関する提案の

募集をするに当たり、ご指摘の「機微情報」を含む個人情報ファイルを含め、その

保有する個人情報ファイルについて、情報公開請求があった場合に部分開示さ

れること、行政の適正かつ円滑な運用に支障がない範囲内であること（情報公

開請求があったとしたならば部分開示をすることは可能ではあるが、加工できる箇

所が極めて限定的で、提案募集を行う実質的な意義がなく情報公開請求すれ

ば足りる場合を含む）等、行個法第２条第９号各号の該当性を判断の上、こ

れらの要件のいずれにも該当する個人情報保護ファイルを提案募集の対象とし

ています。

個人情報ファイルを構成する保有個人情報のうち、法人その他の団体に関する

情報等、情報公開法第5条第２号から第６号までの不開示情報に該当する

ものについては、個人の権利利益以外の保護法益の保護の観点から、非識別

加工情報の加工対象から除外されていますが、それ以外の保有個人情報につ

いては、非識別加工情報の加工基準に沿って加工した上で、提案をした事業

者に提供されます。

個々の個人情報ファイルについて、非識別加工情報としての利用に関心がある

にも関わらず、当該個人情報ファイルが提案募集の対象になってないない場合

は、当該個人情報保護ファイルを保有する行政機関等又は個人情報保護委

員会にお問い合わせください。

行政機関の取扱事務の分類でなく､住民や企業

側が利活用したい情報の単位で行政機関非識

別加工情報が提供されるため､AIによる機械学

習のインプットデータへの活用など､利活用範囲が

拡大し､エリアマーケティングのみならず製品開発・

研究が活性化する。

現状は､行政機関が公開している個人情報ファイ

ル簿の単位での提案となっており､当該個人情報

ファイル簿は各行政機関が各々の取扱事務の都

合で自由に単位を定めているため､行政機関に

よって同じ個人情報ファイル簿名であっても差異が

あることや､住民や企業が必要とする情報が複数

の個人情報ファイル簿に分散して格納されている

ケースの場合に､受領側では行政機関非識別加

工情報の結合は不可能であるため利便性が極端

に低下する。国民健康保険と介護保険など､市

区町村の業務の単位にデータは分割されているの

で､例えばどういう病気の人がどんな介護サービスを

受けているのかを分析する際には､当該データを個

人単位で連結した上で匿名加工を実施しないと､

分析目的が達成できない。なお､基本的には同一

の行政機関内の異なる事務間のデータ連結を想

定している。

行政機関の保有する個人情報の保

護に関する法律　

第44条の4

第44条の5

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第44

条の４による行政機関非識別加工情報の提案募集につい

て、住民や企業が行政機関へ行政機関非識別加工情報

の提案については､当該行政機関が保有している個人情報

ファイル簿を連結して受領できるような提案を可能にするこ

と。

個人情報保護

委員会

行政機関非識別加工情報の加工の対象となる個人情報ファイルは、行政機関

において一定の事務の目的を達成するという観点から特定の保有個人情報を

電⼦計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものですが、こ

れを行政機関非識別加工情報とする場合に、行政機関が保有している個人情

報ファイルを連結した上で非識別加工し、企業等に提供することは可能です。

ただし、企業側の利活用ニーズに即して複数の個人情報ファイルの結合を求めら

れた場合において、結合作業が行政機関にとって膨大な業務となるとき等は、行

個法第２条第９項第３号（行政の適正かつ円滑な運用に支障のない範

囲）に該当する可能性があり、行政機関の長がそのように判断した個人情報

ファイルは、行政機関非識別加工情報の対象となりません。

行政機関非識別加工情報の利用手数料が安

価になる。また、同情報の悉皆性や正確性が担

保される。さらに、行政オープンデータの有効活用

が進み､1.2兆円と試算される新市場が創出され

る。

行政機関非識別加工情報は、受領側では匿名

加工情報であるため個人情報には該当しない。そ

のため、本来不要と考えうる当該オプトアウト照会

を実施することで､非識別加工情報の提供に関す

る手数料が高額になるだけでなく､オプトアウトを勧

奨することによってデータの悉皆性や正確性が欠

損し､非識別加工情報の有用性を著しく減じるこ

とになる。

また、当該加工情報に含まれる個人全員に対し

て郵送で調査することを想定し､１人あたりのコス

トを200円程度（82円×2（1往復）＋事務

手数料等）と仮定すると、10万件のデータであれ

ば2,000万円にもなり､それがデータ提供時の事

務費に上乗せされることになると､データ利活用の

障壁になる。

行政機関の保有する個人情報の保

護に関する法律

第44条の8

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第44

条の８による第三者に対する意見書提出の機会の付与等

について、行政機関が非識別加工情報を企業等へ提供す

る場合に求められる当該匿名加工情報に含まれる個人に対

する意見照会（オプトアウトの伺い）については､これを不要

とすること。

個人情報保護

委員会

行個法第44条の８の規定に基づく意見照会については、任意規定によるものと

義務規定によるものの２つがあり、任意規定による場合は、行政機関の長が

個々のケースに応じて判断し、また、義務規定による場合は、個人情報ファイル

に記録されている情報が「人の⽣命、健康、⽣活又は財産を保護するため、公

にすることが必要であると認められる」ものがあれば意見照会の対象となります。

なお、令和３年５月１９日に公布されたデジタル社会の形成を図るための関

係法律の整備に関する法律（令和３年法律第37号）による個人情報の保

護に関する法律（平成15年法律第57号）の改正により、行個法第44条の

８に基づく意見照会は不要となる予定（法の公布の日から1年以内で政令で

定める日から施行の予定。）です。

総務省

行政機関個人情報保護法第３条に基づき、国の行政機関は、法令の定める

所掌事務を遂行するために必要な範囲内で定めた利用目的の範囲内で個人

情報を保有することとされている。そのため、国の行政機関が企業から個人情報

を取得するにあたっては、上記の利用目的の範囲内で取得することとなり、また、

取得した個人情報については当該利用目的の範囲内で利用することとなるた

め、御提案に係る企業からその保有する個人情報の提供を受けることができるか

否かはこうした法の規定を踏まえて判断する必要がある。

ご回答について承知しました。なお、特例措置とし

て、「行政機関個人情報保護法第３条に基づ

き、国の行政機関は、法令の定める所掌事務を

遂行するために必要な範囲で定めた利用目的の

範囲内」に、「国家戦略特別区域法第８条第１

項に規定する区域計画に記載された事業をその

実施主体が実施するために必要な範囲で定めた

利用目的の範囲内」を加えていただくようお願いい

たします。

総務省

行政機関個人情報保護法（以下「法」という。）では、国の行政機関が保有

する個人情報について、利用目的の範囲内で保有（法第３条）、利用目的

外の利用・提供を原則として禁止しつつ（法第８条第１項）、法第８条第１

項の「法令に基づく場合」や、各行政機関の長の判断において法第８条第２項

各号に掲げる事由に該当する等、一定の要件を満たす場合には、利用目的外

の利用・提供が許容されているところである。

国の行政機関が、個人情報の保有にあたり利用目的を特定するにあたっては、

当該国の行政機関の法令で定める所掌事務を遂行するために必要な範囲内

で、その個人情報がどのような事務の用に供され、どのような目的に使われるかを

具体的、個別的に特定する必要がある（法第３条）。

そのため、当該個人情報の具体的な利用行為が、上記で特定した利用目的の

範囲内であるか否かについては、当該個人情報を保有する国の行政機関におい

て判断されるものであり、全ての国の行政機関に適用される一般法である行政

機関個人情報保護法において、特例措置を定めるものではない。

また、自治体が保有する個人情報の取扱いについては、行政機関個人情報保

護法は適用されず、各自治体の条例に照らして判断されることとなる。

個人情報保護

委員会

非識別加工情報制度は、行政機関がその保有している個人情報ファイルについ

て提案を募集（行個法第44条の４）し、民間事業者は当該個人情報ファイ

ルに対して提案を行い、（行個法第44条の５）、提案に応じて個人情報ファ

イルを構成する保有個人情報を加工して作成する行政機関非識別加工情報

（行個法第２条第９項、第44条の10）を提供するものです。

したがって、民間事業者から提供を受けた個人情報が、個人情報ファイルを構成

する場合には、当該個人情報は加工の対象となり得ます。

ただし、企業側の利活用ニーズに即して複数の個人情報ファイルの結合を求めら

れた場合において、結合作業が行政機関にとって膨大な業務となるとき等は、行

個法第２条第９項第３号（行政の適正かつ円滑な運用に支障のない範

囲）に該当する可能性があり、行政機関の長がそのように判断した個人情報

ファイルは、行政機関非識別加工情報の対象となりません。

なお、行政機関非識別加工情報を取得した民間事業者が、識別行為の禁止

義務（個情法第38条）に反しない範囲において、当該民間事業者が有する

他の情報と組み合わせて分析等を行うことは可能です。

行政機関側ではマーケティングや研究・開発に必

要不可欠な消費要素のデータが存在しないため､

そのことで行政機関側で保有している情報と企業

側で保有している情報の相関分析などができな

い。行政機関非識別加工情報の利活用範囲が

極端に狭くなってしまっており､官民データ利活用

が進まない。例えばクレジットカード決済等によって

本人が特定可能なダイエット食品等の購買履歴

のデータを提供し､これに健康診査結果を結合し

て､非識別加工した上で受領し､安全性や効果

の検証を悉皆的に行うことなどが考えられるが、当

該結合を受領側で実施しようとすると､本人を特

定する意図でのデータ結合となり､個人情報保護

法違反になる可能性がある。

行政機関の保有する個人情報の保

護に関する法律

第44条の10

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第44

条の10による行政機関非識別加工情報の作成等につい

て、企業等が行政機関へ行政機関非識別加工情報の提

案を行う際に､企業から行政機関へ個人情報を入手時約

款やオプトアウトに基づき提供し､行政機関側で企業側情

報と行政機関側情報を結合した上で非識別加工して当該

加工情報を受領できるようにすること。

茨城県つくば市 4
非識別加工情報に関

する仕組みの緩和

｢行政ビッグデータ｣の種類と数を様々な主体へ提

供できるようにすることで、 データ分析や可視化を

住民や企業等が自ら行うことを可能とすることによ

り、住民や企業等が主体的に活動できるようにす

る。

マーケティングや研究・開発に必要不可欠な消費

要素データが結合された状態で非識別加工され

た行政機関非識別加工情報が提供されること

で､AIによる教師有機械学習のインプットデータへ

の利活用が拡大し､AIによるビッグデータ分析が加

速化し経済活性化に寄与する。



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

茨城県つくば市 5
車両の認可基準の運

用の弾力化

日常⽣活圏における目的地へのスムーズな移動

を実現するため、AI配車システムを活用した区域

運行型のオンデマンドバスを運行する。

学園東大通り（茨城県道55号、24号）の一

部区間及びスマートキャンパス化する筑波大学構

内に自動運転循環バスを導入する。

⼦育て世代向けに、ペデストリアンデッキに接する

公園を、自動運転パーソナルモビリティで結ぶこども

MaaSサービスを導入する。

移動が困難な高齢者、障害者等の交通弱者や

こども連れでも安心・安全に外出することができる

公共交通環境が構築できる。

自動循環バスサービスを市中心部に導入すること

で、主要施設への公共でのアクセスが向上し、住

民のみならず、市外からの交流人口の増加が期

待できる。

走行実証を行う実験車両単位で審査が必要で、

同一車種・同一の変更であっても車両単位の審

査となり、時間とコストを要している。

道路運送車両の保安基準（昭和

26年運輸省令第67号）　

第55条

道路運送車両の保安基準（昭和26年運輸省令第67

号）第55条による基準の緩和について、同一車両で変更

箇所が同一の場合については、審査の一部省略等、弾力

的な運用を可能とすること。

国土交通省

道路運送車両の保安基準第55条に基づく自動運転に関する保安基準の緩

和について、緩和手続きを担当する地方運輸局等に、同じシステム等を搭載

し、使用方法も同じであると想定される車両の場合は当該部分の再度の審査を

省略するなど、審査手続きの合理化について、周知・徹底済みである。

ご回答について承知いたしました。なお、超小型モ

ビリティは、交通政策審議会陸上交通分科会自

動車部会報告書（平成28 年６月）において、

手続きの柔軟性を高め、より超小型モビリティの普

及を図るため、「見直しを行い、地方公共団体以

外の者による申請を可能とする、実績のある車両

の審査を合理化する等、より使いやすい制度とし

ていくべきである。」との方向性が示されております

が、自動車以外の車両や搭乗型移動支援ロボッ

ト等においては、どのような検討がなされているかご

教示ください。

国土交通省

超小型モビリティについては、すでに地方公共団体以外の者による申請を可能と

しており、また認定実績のある車両と同一の構造であれば審査の簡略化を可能

としているところ。また、搭乗型移動支援ロボットについても、国家戦略特別区域

で実施される場合には「地方公共団体承認証明書」を省略可能とするなど、簡

素化を図っているところ。

今後とも、ご要望や警察庁の検討結果等を踏まえて、制度の見直しを検討して

いく。

茨城県つくば市 6
運賃の完全キャッシュ

レス化

日常⽣活圏における目的地へのスムーズな移動

を実現するため、AI配車システムを活用した区域

運行型のオンデマンドバスを運行する。

学園東大通り（茨城県道55号、24号）の一

部区間及びスマートキャンパス化する筑波大学構

内に自動運転循環バスを導入する。

⼦育て世代向けに、ペデストリアンデッキに接する

公園を、自動運転パーソナルモビリティで結ぶこども

MaaSサービスを導入する。

移動が困難な高齢者、障害者等の交通弱者や

こども連れでも安心・安全に外出することができる

公共交通環境が構築できる。

自動循環バスサービスを市中心部に導入すること

で、主要施設への公共でのアクセスが向上し、住

民のみならず、市外からの交流人口の増加が期

待できる。

現金しか持たない乗客を拒否できない。
道路運送法（昭和26年法律第

183）第13条

道路運送法第13条による運送引受義務について、現金し

か持たない乗客については、運送の引受けを拒絶することを

可能とすること。

国土交通省

無人自動運転移動サービスにおける完全キャッシュレスの取扱いについて、令和

3年4月に通達において明確化したところであり、現金利用者への配慮を十分に

行った上で、完全キャッシュレスによる自動運転サービスを行うことは可能である

（道路運送法13条に基づく運送引受義務との関係についても整理済み）。

河野内閣府特命担当大⾂記者会見要旨（令

和３年４月６日）において完全キャッシュレスで

ある旨の周知徹底等の利用者への配慮について

述べられております。通達にあります「現金利用者

への十分な配慮」とは、当該要旨のとおり、「周知

徹底」を指すという理解でよろしいでしょうか。仮に

「周知徹底」を指す場合は、具体的事例について

ご教示ください。（例えば、広報での周知、シンボ

ルマークによりバス停等での案内、バス車体デザイ

ン等で完全キャッシュレスバスと容易に識別可能と

する、等）

なお、例えばバス車内での現金でのICカード販売

等は、完全キャッシュレスの効率化を阻害するた

め、行うことは想定しておりません。

国土交通省

令和3年4月28日付の通達（「無人自動運転移動サービスの実用化に向けた

『完全キャッシュレス』の取扱いについて」）において示されているとおり、無人自動

運転における「完全キャッシュレス」バスの運行を実施するにあたっては、事前周

知を徹底する等の利用者への十分な配慮が重要である。適切な周知方法その

他の利用者への配慮方法は、当該バスの利用者の実態や実際の運行を通じて

明らかになった課題等に即して適切に検討・選択される必要があるが、「広報で

の周知」等の例示いただいた方法は選択肢として合理的なものと考えられる。

なお、まずは21条等による実証実験を通じて、利用者への配慮に係る課題等を

検証し、それを踏まえて適切な周知方法その他の現金等の利用者への配慮方

法を検討していくことが望ましいと思料される。

また、「完全キャッシュレス」バスの本格運行に当たっては、事前の周知徹底が重

要であるのみならず、公衆の利便を阻害することがないよう、「完全キャッシュレス」

を定めた運送約款の認可を受ける必要がある。利用者への配慮という観点か

ら、例えば、スマホやクレジットカードを所有していない又は忘れてしまった利用者

であっても、後日精算可能な仕組みを取り入れるなどの工夫が望ましいと考える

ので、このような対応については引き続き相談に応じて参りたい。

茨城県つくば市 7
タクシーの相乗りの解

禁
新たにタクシーの相乗り制度を導入する。

タクシーの弾力的なサービス提供が可能となり、利

用者に新たな選択肢を提供できる。

タクシーは「一般旅客自動車運送事業」に該当

し、「１回の運送につき１つの運送契約」のため

相乗りサービスができない。

道路運送法第３条第１号ハ

道路運送法第３条第１号ハの旅客自動車運送事業の種

類について、一般乗用旅客自動車運送事業については、

「一個の契約によりロの国土交通省令で定める乗車定員未

満の自動車を貸し切つて旅客を運送する」を「一又は複数

個の契約」にも適用範囲を広げるか、又は相乗り制度を新

設すること。

国土交通省

相乗りタクシーについては、新型コロナウイルス感染症の感染状況を見極めている

ところであり、導入時期を調整中である。（※令和３年11 月１日施行）

よって、御提案については今後、対応可能となる予定。

免許返納した高齢者の移動手段、人手不足のタ

クシー事業対策等のためタクシーの相乗りサービス

化が必要と考えます。ご回答にあります今後の対

応とは、令和２年３月パブコメ「一般乗用旅客

自動車運送事業の運賃及び料金に関する制度

について」の一部改正案及び「タクシーの相乗りの

導入について（案）」を踏まえたものかご教示くだ

さい。本提案の場合、主に閑散時期等の需要喚

起を目的としておりますが、利用者に分かりやすく

持続可能な公共交通の拡充等のためにも、閑散

時期やエリアに限らず相乗りサービスを可能にすべ

きであると考えています。具体的な改正内容、時

期をご教示ください。

国土交通省

タクシーの相乗りについては、令和２年３月パブコメのとおり、運送開始前に特

定の各旅客の同乗について互いに承諾した一団の旅客であって、費用負担、事

故時の補償などについて公正な条件の下で運送に係る契約（配車アプリ事業

者等との間で締結する運送等サービスの提供に係る契約を含む。）を共同して

締結する者の運送については、運送途中に不特定の旅客が乗車しないことを前

提とするものであり、「乗合旅客」の運送に該当しないものとして道路運送法を運

用することとしており、制度導入時期については、新型コロナウイルス感染症の感

染状況を見極めながら検討することとしている。

なお、現行においても一般乗用旅客自動車運送事業者が道路運送法第４条

の許可を受けることによって、乗合旅客の運送を行うことは可能であるほか、同法

第２１条第２号の許可を受けることによって、期間等を定めて試行的に乗合旅

客の運送を行うことも可能であり、いずれも柔軟な運賃設定が可能となる。ご提

案の件について、これらの制度の活用を検討される場合には、管轄の地方運輸

局又は運輸支局にご相談いただきたい。

茨城県つくば市 8

パーソナルモビリティの

公道走行及び無人自

動走行の実現

原動機を用いる身体障害者用の車椅⼦、搭乗

型移動支援ロボット等を含む歩行領域において

人の移動を支援する原動機付の車（以下「パー

ソナルモビリティ」という。）の公道走行及び無人

自動走行を道路交通法上可能とし、例えばバス

停から自宅まで、自宅からバス停までの歩行を支

援するための革新的なシェアリングシステムを実現

する。

都市においては回遊性の向上、郊外においては

交通弱者の外出トリップ数の増大、フレイル予

防、ソーシャルインクルージョン、地区の持続性が

促進され、より多くの住民が幸福感高く⽣活でき

る街が実現できる。

パーソナルモビリティは、原動機を用いる身体障害

者用の車椅⼦を除き、道路交通法上、原動機

付自転車や自動車として扱われる可能性が高く、

現行法上、道路使用許可なしでは歩行領域を

含む公道を走行できない。また、無人自動走行が

認められていない。

道路交通法（昭和35年法律第

105号）

第２条第１項、第３項

道路交通法第２条第３項による同法における歩行者の範

囲について、パーソナルモビリティ（保護者や介助者が同乗

することも想定した複数人が搭乗するものを含む）について

は、原動機を用いる身体障害者用の車椅⼦と同様に、同

項の規定に準じ、歩行者の範囲に含めること。また、同法上

歩行領域において当該パーソナルモビリティの無人自動走行

を可能とすること。

警察庁

　新たなモビリティを含む多様な交通主体全てにとっての新たな交通ルールの在り

方について、当庁が開催する「多様な交通主体の交通ルール等の在り方に関す

る有識者検討会」において検討を行っているところです。（令和３年７月時

点）

有識者検討会においては、一人乗りのモビリティを

前提として検討が進められているものと承知してい

ます。一方、本構想では、保護者や介助者が同

乗することを想定した複数人乗りモビリティについて

も原動機付の車いすと同様に歩行者の範囲に含

めたいと考えておりますので、併せてご検討をお願

いいたします。また、同検討会の中間報告では、

パーソナルモビリティの無人走行に関して、通行場

所等について更なる検討が必要であると示されて

いますが、検討に当たっては、本特区において規

制の特例措置を講じ、パーソナルモビリティの無人

走行によるシェアリングサービスの技術的、制度的

及び事業的な観点での検証を実施すべきであると

考えます。

警察庁

　御意見を踏まえつつ、引き続き、　新たなモビリティを含む多様な交通主体全て

にとっての新たな交通ルールの在り方について、当庁が開催する「多様な交通主

体の交通ルール等の在り方に関する有識者検討会」において検討を進めてまい

ります。（※令和３年10月時点）

茨城県つくば市 9

原動機を用いる身体

障害者用の車椅⼦

（電動車いす）の最

高速度の引き上げ

原動機を用いる身体障害者用の車椅⼦、搭乗

型移動支援ロボット等を含む歩行領域において

人の移動を支援する原動機付の車（以下「パー

ソナルモビリティ」という。）の公道走行及び無人

自動走行を道路交通法上可能とし、例えばバス

停から自宅まで、自宅からバス停までの歩行を支

援するための革新的なシェアリングシステムを実現

する。

都市においては回遊性の向上、郊外においては

交通弱者の外出トリップ数の増大、フレイル予

防、ソーシャルインクルージョン、地区の持続性が

促進され、より多くの住民が幸福感高く⽣活でき

る街が実現できる。

原動機を用いる身体障害者用の車椅⼦（電動

車いす）は、最高速度が時速6kmと低速である

ため、長距離の移動の際の負担が大きい。

道路交通法施行規則（昭和35年

総理府令第60号）

第１条の４第１項第２号ロ

道路交通法施行規則第１条の４の原動機を用いる身体

障害者用の車椅⼦の基準について、つくば市内で実施して

いる搭乗型移動支援ロボットの歩行領域における実証実験

では、最大で時速10kmで走行し、約3万kmにわたって約

10年間無事故であることを踏まえ、歩行領域における速度

の上限については、これを時速10kmとすること。また、原動

機を用いる身体障害者用の車椅⼦以外のパーソナルモビリ

ティについても同様の取扱とすること。

警察庁

　新たなモビリティを含む多様な交通主体全てにとっての新たな交通ルールの在り

方について、歩道を通行するモビリティの最高速度を含め、当庁が開催する「多

様な交通主体の交通ルール等の在り方に関する有識者検討会」において検討

を行っているところです。（令和３年７月時点）

有識者検討会の中間報告では、時速６ｋｍ程

度までのモビリティを、歩行者と同様に歩道等を通

行できる歩道通行車として区分し、その速度を超

えるものは小型低速車として歩道走行を認めない

と示されています。一方で、中間報告では、歩道

通行車の最高速度の引き上げについては、安全

性を検証しながら、最高で時速10ｋｍとすること

の適否を今後更に検討するとされていますが、検

討に当たっては、本特区において規制の特例措置

を講じ、時速６ｋｍを超える速度での走行につい

て検証を実施すべきであると考えます。

警察庁

　御意見を踏まえつつ、引き続き、　新たなモビリティを含む多様な交通主体全て

にとっての新たな交通ルールの在り方について、当庁が開催する「多様な交通主

体の交通ルール等の在り方に関する有識者検討会」において検討を進めてまい

ります。（※令和３年10月時点）

茨城県つくば市 10

原動機を用いる身体

障害者用の車椅⼦

（電動車いす）の高

さ要件の撤廃

原動機を用いる身体障害者用の車椅⼦、搭乗

型移動支援ロボット等を含む歩行領域において

人の移動を支援する原動機付の車（以下「パー

ソナルモビリティ」という。）の公道走行及び無人

自動走行を道路交通法上可能とし、例えばバス

停から自宅まで、自宅からバス停までの歩行を支

援するための革新的なシェアリングシステムを実現

する。

都市においては回遊性の向上、郊外においては

交通弱者の外出トリップ数の増大、フレイル予

防、ソーシャルインクルージョン、地区の持続性が

促進され、より多くの住民が幸福感高く⽣活でき

る街が実現できる。

高さ要件のため、障害物の検知や道路状況を把

握し、安全な走行を支援するためのセンサー等を

適切な位置に取り付けることができない。

道路交通法施行規則第１条の４第

１項ハ

道路交通法施行規則第１条の４第１項による原動機を

用いる身体障害者用の車椅⼦の基準について、原動機を

用いる身体障害者用の車椅⼦の高さについては、これを撤

廃すること。また、原動機を用いる身体障害者用の車椅⼦

以外のパーソナルモビリティについても同様の取扱とすること。

警察庁

　新たなモビリティを含む多様な交通主体全てにとっての新たな交通ルールの在り

方について、当庁が開催する「多様な交通主体の交通ルール等の在り方に関す

る有識者検討会」において検討を行っており、歩道を通行するモビリティについて

は、高さ制限を設けない方向で検討しています。（令和３年７月時点）

有識者検討会の中間報告においては、歩道通行

車の車体の高さについては要件として定める必要

はないとの考えが示されているものと承知していま

す。ついては、できるだけ早期に関連法令の改正

をお願いいたします。一方、本構想では、保護者

や介助者が同乗することを想定した複数人乗りモ

ビリティについても原動機付の車いすと同様に歩行

者の範囲に含めたいと考えておりますので、同様に

歩道走行を可能とするとともに、複数人が安全に

搭乗するため、高さのみならず、車体の幅及び長

さについても緩和をお願いいたします。なお、これら

の検討に当たっては、本特区において規制の特例

措置を講じ、先行的に検証を実施すべきであると

考えます。

警察庁

　御意見を踏まえつつ、引き続き、　新たなモビリティを含む多様な交通主体全て

にとっての新たな交通ルールの在り方について、当庁が開催する「多様な交通主

体の交通ルール等の在り方に関する有識者検討会」において検討を進めてまい

ります。（※令和３年10月時点）



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

警察庁

　道路を歩道と車道とに区別する主な目的は、歩行者の通行の安全を確保す

ることにあり、また、歩道等と車道の区別のない道路においては、歩行者は、原則

として道路の右側端に寄って通行しなければならないと道路交通法に規定されて

いるところ、これは、歩行者と車両が向かい合って通行する「対面交通」が、安全

度の高い交通方法と判断されたことによるものです。

　御提案の「歩車共存道路」は、国土交通省の回答にもあるように、自動車の

速度を抑制する措置が講じられ、歩行者・自転車・自動車の通行空間が同一

平面上にある道路であるものの、歩行者の通行空間と自動車の通行空間が完

全に重なっているものではないと承知しています。

　他方で、仮に、御提案が、上記の「歩車共存道路」からさらに進んで、歩行者

が道路空間全体を自由に通行でき、かつ、一般の車両も当該空間に（低速

で）進入できる空間を指している場合には、道路交通法第９条のように、特に

歩行者に注意して徐行する義務を車両に課すとしても、上記の歩行者の通行

の安全の確保の観点から、慎重な検討を要するものと考えます。

歩車共存空間は、歩行者が道路空間全体を自

由に通行でき、一般の車両（ロボットを含む。）

も低速で進入できる空間を指しています。歩行者

の安全の確保については、車両速度を道路側の

設備等から強制的に制御するシステムや、路面に

敷設されたライン上を車両にトレースさせるシステム

を導入し担保することを想定しています。これを実

現するため、特区においては、道路法や道路構造

令に新たな区分を設けるとともに、当該空間で

は、道路交通法上歩行者は右側通行によらない

とする新たな通行方法が必要と考えます。なお、

当該区分については、道路法の新たな道路制度

又は道路構造令の種級区分の新設を想定して

います。

警察庁

　道路交通法で定める歩行者の通行方法は、歩行者の通行の安全を確保す

ることを目的としています。

御指摘の右側通行については、歩行者、特に聴覚が弱い者が、その後方より進

行してくる車両に気付かずにこれと衝突することが最も危険であると考えられ、左

側通行である車両と対面で通行することが最も安全な方法であると考えられてい

るためです。

御提案の「歩車共存空間」は、現行法上の歩行者用道路において、例外的に

一定の車両が通行できることとすることで実現可能であると認識しています。その

ような場所において、車両は、特に歩行者に注意して徐行しなければならないと

しており、歩行者の右側通行義務はなくなることから、御提案の内容は、既に現

行法で規定されております。

国土交通省

現行の道路構造令の種級区分に従い、自動車の速度を抑制する措置を講じ、

歩行者・自転車・自動車の通行空間が同一平面上にある歩車共存道路の整

備自体は可能である。

歩車共存空間は、歩行者が道路空間全体を自

由に通行でき、一般の車両（ロボットを含む。）

も低速で進入できる空間を指しています。歩行者

の安全の確保については、車両速度を道路側の

設備等から強制的に制御するシステムや、路面に

敷設されたライン上を車両にトレースさせるシステム

を導入し担保することを想定しています。これを実

現するため、特区においては、道路法や道路構造

令に新たな区分を設けるとともに、当該空間で

は、道路交通法上歩行者は右側通行によらない

とする新たな通行方法が必要と考えます。なお、

当該区分については、道路法の新たな道路制度

又は道路構造令の種級区分の新設を想定して

います。

国土交通省

歩行者が道路空間全体を自由に通行でき、一般の車両（ロボットを含む。）が

低速で進入できることについては、道路構造上の課題ではないと考えます。

また、車両速度を道路側の設備等から強制的に制御するシステムや、路面に敷

設されたライン上を車両にトレースさせるシステムについては、具体的にどのような

システムを想定されているか詳細がわかりませんが、道路法第2条に自動運行補

助施設が位置付けられておりますので、道路構造上は実現可能ではないかと考

えます。

茨城県つくば市 12

ドローンの住宅地にお

ける目視外飛行の制

限緩和

つくば駅周辺の大型スーパーから70街区までの中

距離範囲において、食料品・日用品等のドローン

配送を行う。

住宅地におけるドローン配送ができるようになること

で、⼦育て世代等の買物困難者の支援ができる

ようになる。

人又は家屋の密集している地域の上空で、無人

航空機を飛行させる場合、国土交通大⾂の許

可が必要となる。（国家戦略特別区域法第25

条の５の適用を想定）

無人航空機を飛行させる者は、目視により常時

監視して飛行させる必要がある。

航空法（昭和27年法律第231

号）

132条（新設される無人航空機の機

体認証制度・無人航空機操縦者技

能証明制度も関連）

132条の２

航空法第132条の２の飛行の方法について、ドローンの目

視外飛行については、これを解禁すること。また、利用シーン

に即した実効的な管制システム、機体認証、操縦ライセンス

を規定すること。

国土交通省

【航空法について】

現行においても、目視外の飛行については、申請していただくことで飛行が可能で

す。

機体認証や操縦ライセンスの具体的な内容については、今後詳細を検討してま

いります。

茨城県つくば市 13

ドローンによる携帯電

波等の上空利用の許

可

つくば駅周辺の大型スーパーから70街区等の中

距離範囲において、食料品・日用品等のドローン

配送を行う。

従来の制御で使用していた無線LANは近距離し

か電波が届かないため、ドローン飛行距離に制約

があった。携帯電話の通信網を利用できることで、

中距離で安定したドローン飛行が可能となる。

ドローンは、陸上移動局として認められていないた

め、地上の電波を利用できない。

電波法施行規則（昭和25年電波

監理委員会規則第14号）第４条

１項

電波法施行規則第４条第１項による無線局の種別及び

定義について、ドローンの飛行については、簡易な手続で、携

帯電話ネットワークを利用できるようにすること。また、携帯

キャリアと連携し、地上の携帯電話利用へ影響を及ぼさない

ような範囲内での、地上電波の利用を認めること。

総務省

・携帯電話は、地上での利用を前提に設計されていることから、上空で携帯電

話を利用した場合に、地上の携帯電話等の利用へ影響を与えるおそれがあるこ

とから、平成28年7月から実用化試験局の制度により、上空で利用する携帯電

話等の端末の台数を管理した形で課題の検証を行ってきた。その後、令和元年

6月から情報通信審議会における技術的検討を経て、令和2年12月に、高度

150m未満の空域において、地上の携帯電話ネットワークに影響を与えない一

定の条件に合致する携帯電話等の端末については、簡素化した手続きにより無

人航空機において利用可能とする制度整備を行っている。

茨城県つくば市 14

荷物搬送ロボットの公

道走行及び無人自動

走行の実現

自動配送ロボット、追従型荷物搬送ロボット等を

含む歩行領域において荷物の搬送を支援する原

動機付の車（以下「荷物搬送ロボット」という。）

の公道走行及び無人自動走行を道路交通法上

可能とし、例えば買物後の重い荷物の搬送を追

従型荷物搬送ロボットが支援するなどの革新的な

搬送サービスを実現する。

荷物搬送ロボットによる革新的な搬送サービスに

より、高齢者や障害者等の交通弱者や時間にゆ

とりのない⼦育て世代等の買物困難者の買物の

負担軽減につながる。

荷物搬送ロボットは、道路交通法上、原動機付

自転車や自動車として扱われる可能性が高く、現

行法上、道路使用許可なしでは歩行領域を含む

公道を走行できない。また、無人自動走行が認め

られていない。

道路交通法

第２条第１項、第３項

道路交通法第２条第３項による同法における歩行者の範

囲について、荷物搬送ロボットについては、原動機を用いる身

体障害者用の車椅⼦と同様に、同３項の規定に準じ、歩

行者の範囲に含めること。また、同法上歩行領域において当

該パーソナルモビリティの無人自動走行を可能とすること。

警察庁
　低速・小型の自動配送ロボット等については、関係省庁と連携し、制度整備

に係る検討を行っているところです。

令和３年６月１８日に閣議決定された成長戦

略実行計画において、自動配送ロボットは、道路

運送車両に該当しないこととすることや事前届出

により走行できるよう、本年度のできるだけ早期に

関連法案の提出を行うとされていますが、本市の

提案は、当該ロボットを歩行者と同等の扱いとす

ることにより完全な無人走行（保安要員なし、遠

隔監視・操作者なし）の実現を求めるものです。

警察庁

　自動配送ロボットを含む自動運転技術を用いるロボットについては、当庁が開

催する「多様な交通主体の交通ルール等の在り方に関する有識者検討会」にお

いて、その交通方法等について検討しています。（※令和３年10月時点）

令和３年４月に公表した中間報告書においては、これらのロボットについて、一

定の大きさ、速度以下のものであれば、歩行者と同様に、歩道等を通行させるこ

ととする旨の方針が打ち出されたところです。現在の開発状況を踏まえると、少な

くとも、緊急時等において、遠隔にいる自然人が必要な操作をすることが必要で

あり、自然人が何ら関与しない形でロボットを道路で通行させる技術は未だ開発

されていないと認識しています。これを踏まえ、現在、現場の保安要員は必須で

はないものの、緊急時等に対応する遠隔監視操作者は必要とする方向で法改

正を検討しています。なお、現行法下においても、道路使用許可を受けること

で、現場に保安要員がいない形でロボットを通行させることは可能です。仮に、遠

隔監視操作者も保安要員も全く存在しない形でロボットを道路で通行させたい

ということであれば、当該ロボットの性能等を踏まえて、警察において、その対応に

ついて検討を行うため、個別にご相談ください。 

茨城県つくば市 15

原動機を用いる身体

障害者用の車椅⼦

（電動車いす）の寸

法要件の緩和

スーパーが近くにない周辺部において、移動スー

パーの利用に係る利便性を向上する。例えば、原

動機を用いる身体障害者用の車椅⼦で自宅から

移動スーパーへ移動し、買物後の荷物も原動機

を用いる身体障害者用の車椅⼦に乗せて自宅ま

で移動する。

免許を持っていない高齢者等の居宅近傍エリアに

おいて買物ができるようになり、日常⽣活の利便

性が向上する。

高さ要件のため、安全かつ確実に走行させるため

のセンサー等を適切な位置に取り付けることができ

ない。

長さ要件のため、積載できる荷物の量が少ない。

道路交通法施行規則第１条の４第

１項イ及びハ

道路交通法施行規則第１条の４による原動機を用いる身

体障害者用の車椅⼦の基準について、高さ要件について

は、これを撤廃すること。また、長さ要件を自転車と同じ

190cmに緩和すること。

警察庁

　新たなモビリティを含む多様な交通主体全てにとっての新たな交通ルールの在り

方について、当庁が開催する「多様な交通主体の交通ルール等の在り方に関す

る有識者検討会」において検討を行っているところです。（令和３年７月時

点）

有識者検討会の中間報告においては、歩道通行

車の車体の高さについては要件として定める必要

はないとの考えが示されているものと承知していま

す。一方で、高齢者が買物後の荷物を歩道通行

車で運搬できるようにするために、高さ以外の車体

の大きさ要件についても緩和をお願いいたします。

併せて、荷物搬送ロボットを含む自動歩道通行

車については、現行の原動機付の車いすの大きさ

を想定されていると承知していますが、より多くの荷

物を効率的に運搬するため、これについても車体

の大きさ要件の緩和をお願いいたします。なお、こ

れらの検討に当たっては、本特区において規制の

特例措置を講じ、先行的に検証を実施すべきで

あると考えます。

警察庁

　御意見を踏まえつつ、引き続き、　新たなモビリティを含む多様な交通主体全て

にとっての新たな交通ルールの在り方について、当庁が開催する「多様な交通主

体の交通ルール等の在り方に関する有識者検討会」において検討を進めてまい

ります。（※令和３年10月時点）

茨城県つくば市 16
医薬品の対面販売の

原則緩和

自宅で遠隔医療を受診し、処方された薬を移動

スーパーで運搬する。

在宅で診療、服薬指導を受けた患者に対し、居

宅近傍エリアにおいて処方医薬品を受け取ること

を可能とすることで、患者の負担を軽減することが

できる。

一般用医薬品は「医薬品、医療機器等の品質、

有効性及び安全性の確保等に関する法律」によ

り、一定の条件の下、郵送又は配送が認められて

いるが、処方医薬品は対面販売が原則。

ただし、厚⽣労働省通達において、オンライン服薬

指導の際、一定の条件の下、郵送又は配送が認

められている。

薬⽣発0331 第36号（令和2年3

月31日）医薬品、医療機器等の品

質、有効性及び安全性の確保等に

関する法律等の一部を改正する法律

の一部の施行について（オンライン服

薬指導関係）第２（4）④

薬⽣発0331 第36号（令和2年3月31日）医薬品、医

療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法

律等の一部を改正する法律の一部の施行について（オンラ

イン服薬指導関係）第２（4）④による薬剤の品質管理

について、「速やかに確実に」という点については、配送コスト

等を踏まえた現実的な時限を目安として明瞭に示すこと。

厚⽣労働省

　薬局におけるオンライン服薬指導における薬剤の配送については、薬局の責任

の下、患者への直接の授与と同視しうる程度に、当該薬剤の品質の保持や、患

者本人への確実な授与がなされる範囲において実施可能です。なお、「規制改

革実施計画」（令和３年６月18日閣議決定）を踏まえ、薬剤の配送におけ

る品質保持等に係る考え方の明確化に取り組むこととしております。

ご回答について承知しました。一方で、薬局がオン

ライン服薬指導における薬剤の配送に参入しやす

くなるよう、貴省でご検討されている薬剤の配送に

おける品質保持等に係る考え方の明確化につい

ては、早期のガイドライン等の策定をお願いすると

ともに、薬局に過度の負担がかからないようご配慮

をお願いいたします。また、すでにガイドライン等の

策定をご検討されている場合には、公表の時期に

ついてもご教示ください。

厚⽣労働省

「規制改革実施計画」（令和３年６月18日閣議決定）を踏まえ、薬剤の配

送における品質保持等に係る考え方の明確化すべく、今年度より検討を開始す

る予定です。

現行の道路構造令（昭和45年政令第320

号）で規定される道路は、第一種から第四種か

らなるが、低速車両と歩行者が同一空間を使用

できる区分がない。

歩行者利便増進道路（道路構造令第41条）

においても、街灯、ベンチその他の歩行者の利便

の増進に資する工作物を必要としており、既存の

道路をそのまま活用することを想定されていない。

道路構造令第３条

道路交通法第９条

道路構造令第３条による道路の区分については、同令に低

速車両と歩行者が同一空間を通行できる道路を新設する

か、又は設計速度が一時間につき15km以下である道路で

は、特別な通行帯を設けずに自動車、自転車及び歩行者

が通行できるものとすること。また、車道面を隆起させたハンプ

を設置する等、車両の速度を抑制する対策を講ずることを定

めること。

道路交通法第９条による歩行者用道路を通行する車両の

義務について、歩車共存道路については、これを通行する車

両に同様の義務を定めること。

茨城県つくば市 11

シェアードスペース（歩

車共存空間）の社会

実装化

つくば駅周辺、周辺部、70街区（グリーンフィール

ド）において、複数の道路からなるシェアードスペー

スのエリア設定を行う。

シェアードスペース（歩車共存空間）として、歩

行者がゆったりと歩くことを楽しみ、車がスピードを

出しづらい空間デザインを導入することで、以下の

経済的社会的効果が期待される。

・道路の利活用によるコミュニティの賑わいが導出

される。

・住民が主体的に道路の使い方を考えることで、

地域の住民による道路管理が進み、長期的に維

持管理コストが削減される。

・通行車両の平均速度低下による、細街路にお

ける歩行者の交通事故・人身事故が減少する。



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

茨城県つくば市 17

健康サポート薬局の開

設基準（薬剤師の相

談対応時間）の緩和

健康サポート薬局（検体測定室）の開設基準

を緩和し地域内の店舗数の増加につなげることに

より、住民がセルフチェックと同時に薬剤師等の専

門家に薬や健康食品等の幅広い健康に関する

相談ができる環境整備を進め、⽣活習慣病の早

期発見につなげる。

糖尿病や動脈硬化の重症化予防につながる。ま

た、透析を必要とする慢性腎不全は、保険診療

点数全体に占める割合が大きいが、つくば市では

当該疾患による後期高齢者医療の外来診療の

標準化保険診療点数が、全国比約1.7倍と大き

く、この削減が期待できる。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全

性の確保等に関する法律施行規則第１条第５

項第10号に規定する厚⽣労働大⾂が定める基

準（平成28年厚⽣労働省告示第29号）第１

号へにより、健康サポート薬局の開設には、薬局

の開店時間外にも薬剤師が相談対応することとさ

れており、健康サポート薬局の開設が困難となって

いる。

医薬品、医療機器等の品質、有効

性及び安全性の確保等に関する法

律施行規則第１条第５項第10号に

規定する厚⽣労働大⾂が定める基準

第１号へ

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保

等に関する法律施行規則第１条第５項第10号に規定す

る厚⽣労働大⾂が定める基準第１号によるかかりつけ薬局

としての基本的機能について、薬剤師の相談対応時間につ

いては、薬局の開店時間内に限り対応することも可能とする

こと。

厚⽣労働省

　健康サポート薬局については、開店時間外であっても、患者が安心して相談を

受けられるよう、過去の服薬情報等を十分に理解したかかりつけ薬剤師が対応

することを求めており、認められません。

ご回答について承知しました。薬局において「検体

測定室」を普及させ、そこで得られた検査結果を

医師や保健師等の専門家と共有し、診療や健

康相談に活用することで、⽣活習慣病の早期発

見につなげていきたいと考えています。一方で、「検

体測定室に関するガイドライン」で は、「検体測定

室」で得られた検査結果は、診療の用に供しない

ことを前提としています。このことから、検体測定室

で得られた検査結果についても、医師の判断の下

で診療の用に供することができるよう緩和をお願い

いたします。

厚⽣労働省

医療機関等での医師の診療に用いる検体検査については、その検査精度が著

しい影響を与えることから、外部委託する場合は、検査精度を保つための一定の

基準を満たした衛⽣検査所等で行うものとしており、検体測定室で診療の用に

供する検査を行うことは認められません。

検体測定室は、健康意識の醸成や健康診断や医療機関受診への動機付けを

高める観点から利用者が検体を採取し、検査結果も利用者自身で判断・管理

することで、自己健康管理の一助となるようなサービスであり、診療の用に供しな

い検体の測定を実施するものとしています。

また、受検者に対しては、測定結果が当該検体測定室の用いる基準の範囲内

であるか否かに拘わらず、特定健康診査や健康診断の受診勧奨をするものとし

ています。

茨城県つくば市 18
初診からのオンライン診

療の恒久化

感染症予防の観点や身体の障害などの理由で

医療機関の利用が困難な住民に対し、訪問看

護師が付き添い、病状等を正確に医師に伝達可

能なオンライン診療体制を構築する。

医療機関の利用が困難な住民の医療に対するア

クセシビリティを向上することで病状重症化や医療

費増大リスクを避けることが期待できる。

また、不要不急の救急搬送を減少させ、医療体

制の圧迫や社会保障費の削減が期待できる。

新型コロナウイルス感染症の拡大に際してのオンラ

イン診療に係る初診対面原則の緩和が行われ、

感染症予防の観点に限らず、医療機関の利用が

困難な住民の医療に対するアクセシビリティが向

上したが、当該時限的な特例措置である。

「オンライン診療の適切な実施に関す

る指針」（平成30年厚⽣労働省）

「新型コロナウイルス感染症の拡大に

際しての電話や情報通信機器を用い

た診療棟の時限的・特例的な取扱い

について」（令和２年厚⽣労働省）

「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通

信機器を用いた診療棟の時限的・特例的な取扱いについ

て」１．(1)による初診からの電話や情報通信機器を用いた

診療の実施について、時限的・特例的に認められている初診

からのオンライン診療については、これを恒久化すること。

厚⽣労働省

オンライン診療については、全国的な措置として「関係学会や事業者等とも協力

し、オンライン診療の安全性・有効性に係るデータの収集や事例の実態把握を

進めるとともに、今回の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に際しての時限的

措置において明らかとなった課題や患者の利便性等を踏まえ、恒久化の内容に

ついて、具体的なエビデンスに基づき、検討を行う。初診の取扱い等も含めた時

限的措置の恒久的な枠組みについては、2021年夏を目途に時限的措置の実

績も踏まえて、その骨格を取りまとめた上で、同年秋を目途に「オンライン診療の

適切な実施に関する指針」を改定する」（「成長戦略フォローアップ」令和３年

６月18 日閣議決定）こととしております。

個人情報保護

委員会

令和４年４月に施行予定の改正個人情報保護法では、保有個人データの開

示方法（現行、原則、書面の交付）について、電磁的記録の提供を含め、本

人が指示できるようになります。

ご回答について承知しました。なお、提供方法の

指定及び電磁的記録の受領を非対面で実施で

きるようになるか、ご教示ください。

個人情報保護

委員会

提供方法の指定及び電磁的記録の受領を非対面で実施できる、以下のような

事例があります。

　事例２）電磁的記録を電⼦メールに添付して送信する方法

　事例３）会員専用サイト等のウェブサイト上で電磁的記録をダウンロードして

もらう方法

＜参考＞個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則編）

3-8-2 保有個人データの開示

　https://www.ppc.go.jp/files/pdf/210802_guidelines01.pdf

厚⽣労働省

診療情報の提供方法の電⼦化について、全国的な措置として「患者が診療情

報の開示を受ける際、電磁的記録の提供による方法等で開示を請求できること

を明確化し、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのため

のガイダンス」に記載する」（「規制改革実行計画」令和３年６月18日閣議決

定）こととしております。

「医療・介護関係事業者における個人情報の適

切な取扱いのためのガイダンス」の策定時期につい

てご教示ください。つくば市としては、ガイダンスの策

定に先立って、特区として実施することが望ましい

と考えます。

厚⽣労働省

個人情報保護

委員会

個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律（令和２年法律第

44号。以下「改正法」という。）により、保有個人データの開示方法について、

電磁的記録の提供を含め、本人が指示できることとしており、「医療・介護関係

事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」について見直しを

行いました。なお、改正法の施行前においても、請求を行った者が同意している

場合には電⼦メール等によって開示を行うことが可能です。

茨城県つくば市 20

健康関連データの一

元管理を可能とするた

めのマイナンバーの利

用範囲拡大

自治体や医療機関等の各機関に分散する健康

関連データをマイナンバーにより紐づけし、ワクチン

の接種記録や処方薬、自治体健診のデータ等

を、本人及び本人が同意した事業者が一元的に

参照することを可能とする。

住民の属性や状況に応じたきめ細かい健康増進

サービス等を効率的に提供することが可能となり、

健康寿命の延伸、医療費抑制が期待できる。

行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律（平成25年法律第

27号）において、個人番号を含む個人情報は特

定個人情報としての扱いとなり、利用用途が限定

的であることや、本人同意の下でも口頭でのマイナ

ンバーの伝達は認められないなど様々な制約を受

け、データ管理者の負担が膨大になる。

行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法

律

第２条８項

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律第２条８項による特定個人情報について、

マイナンバーで紐づけられた健康関連データについては、同項

に規定する特定個人情報から除外すること。

内閣府

個人情報保護法が本人同意を根拠とする個人情報の第三者提供を認める一

方、特定個人情報の場合は、本人であってもマイナンバー法第19条各号が特

に認める場合を除き、第三者提供が禁止されている。

これは、「個人番号は、悉皆性、唯一無二性、視認性を有し、「民－民－官」

で流通するものであるため、より厳格に第三者提供を制限しなければ、不正な

データマッチングが行われる蓋然性が高い」からとされる。

このため、本人又は本人が同意した事業者に対するものであっても、マイナンバー

法第19条各号に該当する場合を除き、特定個人情報の第三者提供を認める

ことは困難である。

本構想においては、⽣活ログ、購入履歴、診療

履歴等の様々なデータを合わせた解析により、住

民の健康寿命の延伸につながる食⽣活の改善や

コミュニティの形成支援、運動の習慣化等の行動

変容の実現を目指しています。また、医師や薬剤

師、栄養士等の専門家からの過去の健診記録

等との総合的な評価による助言が受けやすくな

り、⽣活習慣病の予防啓発、早期発見や重症

化の防止にもつながるものと期待しています。これ

らを実現するため、本人の同意の下で、各種健康

関連データをマイナンバーで名寄せし、医師等の

専門家が参照することを想定しています。ついて

は、上記の事業に限り特定個人情報の外部提

供を特区の特例措置としてお願いするものです。

デジタル庁

個人情報保護法が本人同意を根拠とする個人情報の第三者提供を認める一

方、特定個人情報の場合は、本人であってもマイナンバー法19条各号が特に

認める場合を除き、第三者提供が禁止されている。

これは、「個人番号は、悉皆性、唯一無二性、視認性を有し、「民－民－官」

で流通するものであるため、より厳格に第三者提供を制限しなければ、不正な

データマッチングが行われる蓋然性が高い」からとされる。

このため、本人又は本人が同意した事業者に対するものであっても、マイナンバー

法第19条各号に該当する場合を除き、特定個人情報の第三者提供を認める

ことは困難である。
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先端技術を活用したイ

ンフラ維持点検の可能

化

橋梁等のインフラの維持管理について、成果連動

型民間委託契約方式（PFS）のうち、民間から

の外部資金調達を行うソーシャル・インパクト・ボン

ド（SIB）方式によって予防保全の初期費を確

保し、ドローンやロボット等の先端技術を活用した

インフラ維持点検を実施する。

先端技術の導入により維持管理コストを下げるこ

とができ、税収減少の中で行政負担を軽減し、削

減分を行政独自の施策等に充てることができる。

トンネルや橋の点検は、点検を適正に行うために

必要な知識及び技能を有する者が行うこととし、

近接目視により、５年に１回の頻度で行うこととさ

れているため、ロボット等の先端技術を活用した近

接目視以外の手法での点検が実施できない。

道路法施行規則（昭和27年建設

省令第25号）

第４条の５の６

道路法施行規則第４条の５の６による道路の維持又は修

繕に関する技術的基準等について、ロボット等の先端技術を

活用した近接目視以外の手法での点検については、これを

認めること。

国土交通省

道路分野では、定期点検においてドローン等の新技術が活用できるよう、平成

31年2月に定期点検要領を改定しました。この改定にあわせて、点検支援技術

性能カタログのほか、新技術を利用する際のガイドラインを策定しています。これら

点検業務への新技術の活用については、令和3年度より、道路メンテナンス事業

補助制度において優先的に支援してまいります。
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「自己託送」が認めら

れる相互関係の拡大

ソーラーシェアリングや遊水地等で発電した電力

を、自己託送制度を利用して、公的施設等へ供

給する自己託送型オフサイト型PPAを適用する。

また、住宅の屋根補強と同時に太陽光パネルオフ

サイト型PPA送電を適用する。

再エネ分散型エネルギーシステムの拡充につなが

り、社会ニーズに合致したカーボンニュートラル、レ

ジリエンス強化に貢献することができる。

公共施設のCO2削減につながるとともに、住民に

広くCO2削減効果を波及することができる。

住宅屋根の再エネ活用により、レジリエンス強化に

貢献することができる。

「自己託送」が認められる相互関係が「密接な関

係」として「⽣産工程における関係、資本関係、

人的関係等を有する者」と「取引等により一の企

業に準ずる関係を有し、かつ、その関係が長期に

わたり継続することが見込まれる者」と限定的であ

る。

電気事業法（昭和39年法律第

170号）

第2条第１項第5号ロ　

電気事業法施行規則（平成７年通

商産業省令第77号）

第２条及び第3条

「自己託送に係る指針」（資源エネル

ギー庁平成26年4月1日）

電気事業法第2条第１項第5号ロ、電気事業法施行規則

第２条及び第3条並びに「自己託送に係る指針」２．によ

る自己託送を利用することができる者の範囲について、自己

託送が認められる相互関係については、

①公共施設に託送する場合

②市との防災協定（避難施設等）を行った場合

③補助金適用を受けた発電装置から任意の相手のPPAに

よる場合等に拡大すること。

経済産業省

第36回電力・ガス基本政策小委員会において、FIT/FIP制度に依存しない脱

炭素電源の導入促進に向けた環境整備を検討しました。

その中で組合の定款等により電気料金の決定方法が明らかになっているなど、需

要家の利益を阻害するおそれがないと認められる組合型の電気の取引であること

を前提に、FIT/FIP制度の適用を受けない脱炭素電源による自己託送を新た

に認める方向で制度設計を進めています。

（参考：電力・ガス基本政策小委員会　再エネ導入拡大に向けた事業環境

整備について P4）

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryo

ku_gas/pdf/036_06_00.pdf

ご回答について承知しました。なお、第３６回電

力・ガス基本政策小委員会においてご検討されて

いる新たな自己託送に係る「組合型の電気の取

引」について、「組合」に必要な要件をご教示くださ

い。

経済産業省

「組合」に必要な要件につきましては、令和３年１１月１８日に改正された電

気事業法施行規則第２条第３号のとおり、電気料金の決定方法が組合の定

款等で明らかになっているなど、需要家の利益を阻害しない取引であることが明

確となっていること、FIT/FIP制度の適用を受けない新設の脱炭素電源による電

気の取引であることなどが要件となっております。
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水素の最大貯蔵量の

緩和

再開発、地域開発に水素利用分散型エネルギー

システムを設置し、エリア内に電力、熱エネルギー

供給事業を行う。

住民の利用ニーズに応じたスポーツ施設や温浴施

設等の健康増進施設に関わる温水プール、温浴

施設への電力、熱エネルギー供給事業を行う。

水素利用分散型エネルギーシステムの拡充などに

より脱炭素社会が促進される。

これらの施設を災害時の避難収容施設とすると共

に水素による脱炭素レジリエンスが実現される。

建築基準法（昭和25年法律第201号）により

可燃性ガスである水素の最大貯蔵量の制限が定

められており、エネルギー供給に必要な水素貯蔵

に限界がある。

建築基準法

第48条

建築基準法施行令（昭和25年政

令第338号）

第116条

第130条の９

建築基準法第48条並びに建築基準法施行令第116条

及び第130条の９による危険物の数量について、水素の貯

蔵量については、上限値を撤廃すること。

国土交通省

建築基準法第48条において、用途規制を定めておりますが、以下に掲げる用途

規制緩和の手法を活用することにより、対応できる可能性があります。

・国家戦略特別区域法第15条を活用する手法。

・特別用途地区を定めることで、建築基準法第49条第2項を活用する手法。

・地区計画等を定めることで、建築基準法第68条の2第5項を活用する手法。

・建築基準法第48条ただし書き許可を活用する手法。

本構想では、水素発電を賄うための必要量の水

素を貯蔵するため、最大貯蔵量の上限撤廃をお

願いしています。一方、これを実現するため、建築

基準法第４８条ただし書き許可を活用するとし

ても、その条件である「環境を害するおそれがない」

かどうかを判断する基準（技術的助言）がないた

め、許可を出せない、あるいは許可を出すとしても

かなりの時間を要することが見込まれます。そこで、

高圧ガス保安規則、消防法上の基準を満たし、

国家戦略特区計画に定められた水素貯蔵施設

については、当該計画の内閣総理大⾂の認定を

もって特定行政庁の許可があったものとみなしてい

ただくようお願いいたします。

国土交通省

建築基準法第48条の用途規制は、市街地の環境を保全するために設けられて

いるものであり、高圧ガス保安規則、消防法上の基準が満たされたとしても、許

可する観点が異なります。建築行政は自治事務であること、また、許可権者と認

定権者が別であることから、内閣総理大⾂の認定をもって許可があったものとみ

なすことは困難です。

個人情報の保護に関する法律施行令第９条、診療情報

の提供等に関する指針７(3)③による診療情報の開示につ

いて、開示の請求を行った者が希望する場合については、電

⼦データでの交付を可能とすること。
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診療情報の提供方法

の電⼦化

医療・介護情報等、利用者に関する外部情報

と、センシングした利用者の身体情報に基づき、

専門スタッフが身体機能向上のプログラム実施を

遠隔でサポートする。

利用者が、居宅で簡便に自らの身体機能の維持

改善に取り組むことで、自立度の維持・改善、介

助者の時間的拘束や身体的負担の軽減が期待

できる。さらに、医療・介護・福祉の社会保障コス

トの抑制が期待できる。

個人情報の保護に関する法律施行令（平成15

年政令第507号）

第９条には、保有個人データの開示方法は「書

面の交付による方法（開示の請求を行った者が

同意した方法があるときは、当該方法）」と規定

されている。また、診療情報の提供等に関する指

針（厚⽣労働省通知　平成15年9月12日医

政発第0912001号）には、

診療記録の開示方法は医療機関の管理者が指

定できることになっている。

個人情報の保護に関する法律施行

令

第９条

診療情報の提供等に関する指針

（平成15年９月12日医政発第

0912001号）

７(3)③



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答
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銀行又は銀行⼦会

社・兄弟会社による不

動産関連業務の一部

解禁

金融機関による地域の未利用地（70街区）を

活用した地方創⽣に資する再開発事業や不動

産仲介業への参画を可能にする。

都市機能の強化による地域住民の利便性向上

や再開発を通じた産業誘致・オープンイノベーショ

ンの促進により、産業創出や雇用創出が期待さ

れる。

銀行は、銀行法（昭和56年法律第59号）第

10条、第11条、第12条その他の法律により営な

む業務のほか、他の業務を営むことができない。

また、⼦会社対象会社の範囲も制限されている。

銀行法

第12条

第16条の2

銀行法10条による業務の範囲について、地方創⽣に資する

不動産関連業務については、同条第２項各号に列記する

銀行業に付随する業務に追加すること。

同法第16条の２による銀行の⼦会社の範囲等について、

銀行業高度化会社の「一定の高度化等業務」（※）につ

いては、地方創⽣に資する不動産関連業務を追加するこ

と。

金融庁

　銀行における不動産関連業務への参入については、他業を営むことによるリス

クの遮断、銀行業務に専念すること等による銀行等の経営の健全性確保といっ

た他業禁止の趣旨を踏まえる必要があり、中長期的な検討を要するため、直ち

に措置することは困難です。

中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針

における、金融機関の所有不動産の有効活用に

関して、「銀行店舗を新設する際、国や地方自

治体、公共的な役割を有する主体からの要請が

あれば、あらかじめ他の事業者のスペースを確保し

て建築し、賃貸することが可能なケースもある」との

当局コメントが示されております。地域の未利用地

を活用した地域活性化に取組む上では、上記解

釈に照らし、「地方自治体が関与する運営受託

等が図られる案件に限り、地域金融機関の参画

を認める」　ことで、地域金融機関がもつ地域内

ネットワークや信用補完機能といった「ハブ機能」の

活用を通じて、地域社会の参画や地方創⽣の実

現に繋がることが期待されます。

金融庁

　ご指摘いただいた当局コメントは、平成29年9月28日に公表された「コメントの

概要及びコメントに対する金融庁の考え方」No.5かと思われますが、当該箇所

は、その他付随業務として認められる不動産賃貸事例に関するものであり、広く

不動産業務に関してコメントしたものではありません。

　銀行における不動産関連業務への参入については、他業を営むことによるリス

クの遮断、銀行業務に専念すること等による銀行等の経営の健全性確保といっ

た他業禁止の趣旨を踏まえる必要があり、中長期的な検討を要するため、直ち

に措置することは困難です。
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研究開発目的で補助

金で整備されたインフラ

の民間事業者との協

業利用の事前承認不

要化

研究機関が国からの研究開発目的の補助金で

整備した施設及び設備の利用について、民間事

業者との協業で本来の目的外で利用することを

補助金を所管する各省庁の長への個別の申請と

承認なしに認めるもの。

研究機関が保有する最新鋭のインフラを本構想

に供することが容易になるほか、事業の予見性に

欠け参加を見送っていた民間事業者の参加意欲

を高めることが期待できる。

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する

法律（昭和30年法律第179号）において、補

助事業等により取得し、又は効用の増加した財

産を、各省各庁の長の承認を受けないで、補助

金等の交付の目的に反して使用、貸し付けては

ならないとされている。当然、各省庁ではインフラの

有効活用の為の枠組みを有しており適切な申請

であれば承認を受けることができるが、調整が複雑

かつ時間を要することと、承認を得られることの予

見性に欠け民間事業者の幅広い参加を困難とし

ている。

補助金等に係る予算の執行の適正

化に関する法律

第3条

第22条　

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第22

条の財産の処分の制限について、目的外での使用及び貸

付に係る各省庁の長の承認については、本構想に参加する

研究機関における民間事業者との協業における承認を不要

とすること。

財務省

本件における割り振り先省庁は財務省ではなく、文部科学省とすべき。その理由

は以下。

・御提案内容を見たところ、文部科学省所管の補助対象財産であるものと理

解。そのため、承認基準の緩和を目的に、「補助金等適正化法第二十二条の

規定に基づく各省各庁の長の承認について（平成20年４月10日財計第

1087号）（以下、処分通達という）」を根拠として文部科学省と交渉すべ

き。

・処分通達は補助対象財産の目的外利用に関して各所管行政省庁に裁量を

持たせている。補助金等は国民の貴重な財産で賄われていることを踏まえれば、

交付後一定期間を経ずに用途変更を認めることや包括承認制を適用すること

は適切ではないと考える。

補助金適正化法第22条により、補助事業等に

より取得した財産については、各省等の長の承認

を受けることで目的外使用が可能とされています

が、JAXAの先例では承認まで約２年を要してい

ます。国家戦略特別区域基本方針では、『世界

に先駆けて未来の⽣活を先行実現する「まるごと

未来都市」を目指すスーパーシティ構想の実現を

図る必要がある』とされているところ、財産ごとに個

別に各省等と交渉していくこととするのは、かえって

構想の減速につながりかねないことから、国家戦略

特区に係る区域計画に記載した財産の目的外

使用については、計画に係る内閣総理大⾂の認

定をもって承認を受けたものとみなす等の特例措

置をお願いいたします。

財務省

・国家戦略特別区域法における特例措置については、当該法律を所管する省

庁において検討されるものと思料。

・繰り返しになるが、補助金等は国民の貴重な財産で賄われていることを踏まえ

れば、交付後一定期間を経ずに用途変更を認めることや包括承認制を適用す

ることは適切ではないと考える。

公務員宿舎跡地等を活用した官民共同でのイノ

ベーション拠点を創出する。

研究学園都市の研究成果や人材の集積をいか

した新たな交流の場や最先端の技術を街区単位

で実現できる社会実装の場を創出することで、イノ

ベーションが誘発され新たなビジネスが⽣まれること

が期待される。また、研究学園都市の理念を踏ま

え、科学技術により社会課題の解決を行うことに

より、世界のモデルとなる持続可能なまちを実現す

ることが期待される。

国有地については、国有財産法（昭和23年法

律第73号）にて処分することができるとされてお

り、その手続は、会計法（昭和22年法律第35

号）及び予算決算及び会計令に基づき、公共

用又は公用又は公益事業の用に供するために必

要な物件を直接に公共団体又は事業者に売り

払い、貸し付け又は、信託する場合に随意契約

により行うことができることとされている。このため、民

間活力を活用した官民共同のイノベーション拠点

の整備に制約がある。

国有財産法第20条

会計法29条の3第5項及び予算決

算及び会計令第99条第21号

国有財産法第20条、会計法29条の3第5項及び予算決

算及び会計令第99条第21号による普通財産の貸付につ

いて、同号の「公共用、公用又は公益事業の用に供する」と

いう条件については、官民共同によるイノベーション創出に向

けたフィールドの確保及び整備についても適用すること。

財務省

　国有財産（普通財産）については、国有財産法第20条の規定により貸し付

け等することができることとされており、会計法29条の3第5項に規定する政令で

ある、予算決算及び会計令（以下「予決令」という。）第99条第21号の規定

により、「公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要な物件を直接に公

共団体又は事業者に売り払い、貸し付け又は信託するとき」、随意契約による

ことができるとされている。

　予決令第99条第21号については、公共用、公用又は公益事業の用に供す

るため（つまり、私益を目的とせず公益上の目的に供するため）、必要な物件

を直接に公共団体又は事業者に随意契約することができる規定である。

　そのため、ご提案の「官民共同によるイノベーション創出に向けたフィールドの確

保及び整備」について予決令第99条第21号を適用することの可否については、

その具体的な用途や目的等を踏まえ、慎重に検討する必要がある。

　なお、つくば市に所在する国家公務員宿舎跡地については、平成26年5月に

つくば市と関東財務局との間で、つくば市が定めた地区計画等に沿った地区計

画型一般競争入札又は二段階一般競争入札により計画的に民間事業者に

売却していくことで合意し、順次売却を進めているものと承知している。

　以上より、本提案については、まずは上記入札の結果を踏まえ、その必要性が

あれば提案の詳細を確認し、対応について検討して参りたい。

公務員宿舎跡地等を活用した官民共同でのイノ

ベーション拠点を創出する。

研究学園都市の研究成果や人材の集積をいか

した新たな交流の場や最先端の技術を街区単位

で実現できる社会実装の場を創出することで、イノ

ベーションが誘発され新たなビジネスが⽣まれること

が期待される。また、研究学園都市の理念を踏ま

え、科学技術により社会課題の解決を行うことに

より、世界のモデルとなる持続可能なまちを実現す

ることが期待される。

定期借地権を設定した貸付について、転貸の承

認申請をする場合、地方公共団体が借り受け、

福祉施設、認定こども園又は医療施設等に限り

認められているが、これら以外の施設を経営する

事業者へ転貸する場合については、原則認めな

いこととされており、複数用途が混在した民間活

力を活用した官民共同のイノベーション拠点の整

備に制約がある。

普通財産取扱規則第30条４項

「定期借地権を設定した貸付けについ

て」（令和元年9月20日付財理第

3207号）

定期借地権を設定した貸付けについて７による貸付財産の

転貸について、つくば市が民間活力を活用した官民共同のイ

ノベーション拠点の整備を目的として転貸する場合について

は、転借人の範囲を拡大すること。

財務省

　ご提案の「つくば市が民間活力を活用した官民共同のイノベーション拠点の整

備を目的として転貸する場合」を検討するにあたっては、提案２６（１）のとお

り、まずはつくば市に対して、予算決算及び会計令（以下「予決令」という。）

第99条第21号に基づく随意契約が適用可能か検討する必要がある。

　なお、予決令第99条第21号については、公共用、公用又は公益事業の用に

供するため（つまり、私益を目的とせず公益上の目的に供するため）、必要な

物件を「直接に」公共団体又は事業者に随意契約することができる規定である

ことから、転貸を認める場合も、本来地方公共団体がやるべきものに代わって実

施する場合など、限定的に認めているのが現状であり、転借人の範囲の拡大に

ついては慎重に検討する必要がある。

　なお、つくば市に所在する国家公務員宿舎跡地については、平成26年5月に

つくば市と関東財務局との間で、つくば市が定めた地区計画等に沿った地区計

画型一般競争入札又は二段階一般競争入札により計画的に民間事業者に

売却していくことで合意し、順次売却を進めているものと承知している。

　以上より、本提案については、まずは上記入札の結果を踏まえ、その必要性が

あれば提案の詳細を確認し、対応について検討して参りたい。

公務員宿舎跡地等を活用した官民共同でのイノ

ベーション拠点を創出する。

研究学園都市の研究成果や人材の集積をいか

した新たな交流の場や最先端の技術を街区単位

で実現できる社会実装の場を創出することで、イノ

ベーションが誘発され新たなビジネスが⽣まれること

が期待される。また、研究学園都市の理念を踏ま

え、科学技術により社会課題の解決を行うことに

より、世界のモデルとなる持続可能なまちを実現す

ることが期待される。

国有財産特別措置法（昭和27年法律第219

号）第3条は、普通財産の減額譲渡又は貸付

ができる範囲は、地方公共団体において、学校、

公民館、図書館等と用途を限定列挙している。

国有財産特別措置法第３条

国有財産特別措置法第3条による普通財産の減額譲渡

又は貸付ができる用途の範囲について、つくば市が民間活力

を活用した官民共同のイノベーション拠点の整備を目的とし

て借り受ける場合については、当該用途に含めること。

財務省

　国有財産は、国民全体の貴重な財産であることから、財政法上、法律に基づ

く場合を除き、適正な対価なくして譲渡若しくは貸し付けしてはならないとされて

いる。

　減額譲渡又は貸付けについて規定している国有財産特別措置法は、普通財

産を公共の利益の増進、民⽣の安定等に有効適切に寄与させるために設けら

れている特例であり、特に公共性又は公益性の強い事務、事業等の用に供され

る場合に限って地方公共団体等に対しその適用を認めることとしているものであ

る。このことから、国有財産特別措置法に本提案の施設を含めるか否かの検討

に当たっては、その対象となる施設の性質あるいはその及ぼす効果について、国の

財政援助全体との均衡を考慮するなど慎重に検討する必要があるものと考えて

いる。

　なお、つくば市に所在する国家公務員宿舎跡地については、平成26年５月に

つくば市と関東財務局との間で、つくば市が定めた地区計画等 に沿った地区計

画活用型一般競争入札又は二段階一般競争入札により計画的に民間事業

者に売却していくことで合意し、順次売却を進めているものと承知している。

　以上より、本提案については、まずは上記入札の結果を踏まえ、その必要があ

れば提案の詳細を確認し、対応について検討して参りたい。
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研究機関発スタート

アップにおける研究開

発及びその社会実装

を促進するための国有

財産の活用

国立大学法人、大学共同利用機関法人及び国

立研究開発法人発のスタートアップが、文部科学

省研究交流センターの施設・設備を利用して研

究開発及びその社会実装を推進する。

本提案の先端的サービスのさらなる高度化や、未

解決の社会課題の解決に資する新たな先端的

サービスの提供が可能となる。

国有財産法第28条において、国有財産の処分

が制限されているため、研究交流センターの施設

を市が取得して、スタートアップの利用に供すること

に支障がある。

国有財産法第28条

国有財産法第28条による普通財産の譲与について、当該

譲与が国の研究開発力向上に資する場合については、地

方自治体に対して無償で譲与できるようにすること。

財務省

　ご指摘の文部科学省研究交流センターは文部科学省が管理する行政財産

であり、行政財産については、国有財産法第18条第1項の規定により、売り払

いや譲与等をすることができないとされている。

　なお、国有財産法第18条第6項の規定により、行政財産の用途又は目的を

妨げない限度において、その使用又は収益を許可することができる、とされており、

当該施設を管理する文部科学省に対して使用が可能かどうかの調整を行ってい

ただきたい。

茨城県つくば市 26
国有財産処分条件の

緩和



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

外務省

内閣官房、内

閣府、復興

庁、警察庁、

金融庁、消費

者庁、総務

省、法務省、

外務省、財務

省、文部科学

省、厚⽣労働

省、農林水産

省、経済産業

省、国土交通

省、環境省、

防衛省

以下の理由により対応困難。

国立大学法人、大学共同利用機関法人及び国立研究開発法人など世界貿

易機関政府調達協定（以下､「協定」）附属書I付表３に掲載されている機

関は、協定上､13万SDR相当額（現在は1,900万円）以上の物品等を調

達する場合等に、協定上の手続に沿って調達を行う義務を負っている。

ただし、協定では以下が認められている。

・協定が定める要件を満たす場合に限り、入札期間を10日以上の期間に短縮

すること。

・調査、実験、研究又は独自の開発に係る特定の契約の過程において、限定

入札（随意契約）を行うこと。

なお、協定には米国､EU等他の主要な先進国も加入しており､各国は同じルー

ルの下､政府調達手続を行っている。

世界貿易機関政府調達協定に米国､EU等他の

主要な先進国も加入しており､各国は同じルール

の下､政府調達手続を行っていることは承知して

います。しかしながら、米、英、独、仏等の先進国

は、同協定附属書I付表３に国立の大学や研究

機関が掲載されていません。我が国が自主的措

置としてこれらの機関を付表３に掲載することは

迅速な試験研究設備の導入が妨げられ、他国の

研究機関との研究競争の重荷となっていることか

ら、他国同様に国立の大学や研究機関の除外を

お願いするものです。

外務省

内閣官房、内

閣府、復興

庁、警察庁、

金融庁、消費

者庁、総務

省、法務省、

外務省、財務

省、文部科学

省、厚⽣労働

省、農林水産

省、経済産業

省、国土交通

省、環境省、

防衛省

世界貿易機関政府調達協定を含む我が国が締結済みの国際約束は、締約

国間で相互に合意されたもので、我が国はその内容を遵守する国際法上の義

務を負っています。したがって、我が国の一存で削除することができるものではあり

ません。日本国内における政府調達手続きに関する要請は、まずは規制所管

官庁にご相談いただくことをおすすめします。

内閣官房、内

閣府、復興

庁、警察庁、

金融庁、消費

者庁、総務

省、法務省、

外務省、財務

省、文部科学

省、厚⽣労働

省、農林水産

省、経済産業

省、国土交通

省、環境省、

防衛省

運用指針は、供給者の利便及び競争力のある内外の供給者による市場参入

機会の確保に資するとともに、透明性、公正性及び競争性の高い調達手続き

の実現を目的として定められているものです。

この運用指針の例外を設けることは、内外の供給者の利便性を損なうことになる

ことから、困難であると考えます。

「内外の供給者の利便性を損なうことになる」の趣

旨が必ずしも明らかではございませんが、政府調

達手続に関する運用指針１.適用範囲（２）

において、世界貿易機関政府調達協定附属書I

付表３に掲載されていない機関であっても、別紙

に記載されている物品の調達手続については、運

用指針が適用されており、対象機関について、協

定と運用指針との間で既に差が⽣じている状況で

す。同協定が求める以上の自主的措置を大学・

研究機関に適用することは、迅速な試験研究設

備の導入が妨げられ、他国の研究機関との研究

競争の重荷となっていることから、適用範囲からの

除外をお願いするものです。

内閣官房、内

閣府、デジタル

庁、復興庁、

警察庁、金融

庁、消費者

庁、総務省、

法務省、外務

省、財務省、

文部科学省、

厚⽣労働省、

農林水産省、

経済産業省、

国土交通省、

環境省、防衛

省

ご指摘のとおり、対象機関については、協定と運用指針との間で差異が⽣じてい

ます。これは、協定の対象機関の全てが運用指針の対象機関ではあるものの、

運用指針のうち特定分野の調達手続きにおいては、その目的に応じて、対象機

関を上乗せしているからです。

運用指針は、供給者の利便及び競争力のある内外の供給者による市場参入

機会の確保に資するとともに、透明性、公正性及び競争性の高い調達手続き

の実現を目的とするものです。この点、ご指摘の調達について運用指針から除外

するという例外を正当化し得る地域の特殊事情があるとは考えられず、また代替

措置もないことから、ご要望に応じることは困難です。
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研究機関における研

究開発を促進するため

の物品等の調達の制

限の緩和

国立大学法人、大学共同利用機関法人及び国

立研究開発法人において、将来的にスーパーシ

ティの先端的サービスに資する可能性のある研究

開発を実施する。

本提案の先端的サービスのさらなる高度化や、未

解決の社会課題の解決に資する新たな先端的

サービスの提供が可能となる。

世界貿易機関政府調達協定協定附属書I付表

３において、国立大学法人、大学共同利用機関

法人及び国立研究開発法人は、10万SDR相

当額（現在は1,500万円）以上の物品を調達

する場合等に、政府調達の手続をとらなければな

らないとされており、迅速な試験研究設備の導入

が妨げられていることにより他国の研究機関との研

究競争の重荷となっている。

世界貿易機関政府調達協定、協定

附属書I付表３、及び政府調達手続

に関する運用指針等について（平成

26年３月31日関係省庁申合せ、令

和２年12月25日一部改正）

世界貿易機関政府調達協定、協定附属書I付表３、及び

政府調達手続に関する運用指針等についてによる国立大

学法人、大学共同利用機関法人及び国立研究開発法人

が実施する試験研究設備の調達について、世界貿易機関

政府調達協定及び政府調達手続に関する運用指針等に

ついてから除外すること。



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

群馬県前橋市 2
オンライン授業に対す

る単位認定の拡充

・誰でも、いつでも、どこでも、いくつになっても学ぶこ

とができる環境の整備

・海外の教育機関や世界各国の日本人学校との

連携、教育データの連携

・「めぶき場」を通じて海外にいても日本の高等教

育をオンラインで受講できる仕組みの構築

・オンラインの「めぶき場」に加え、リアルの「めぶき

場」を整備し、市民の学習意欲を高め相互学習

を促進

・海外にいる日本人が、海外からでも日本の高等

教育を受講・単位取得ができる

・日本にいながら、海外の教育機関の授業が受

講でき、単位を取得できる

・外国人であっても、日本で自身の母国語で学習

ができる

・学校教育法3条の各学校設置基準により、オン

ライン上で授業を受けた場合は、単位認定されな

い点

・学校教育法施行規則第88条の３ 「高等学校

は、授業を多様なメディアを高度に利用して、教

室以外の場所で履修させることができる」

・現行制度では、遠隔授業で単位認定されるの

は36単位までとなっているが、文部科学省から

R3.3月に出された方針では、入院やコロナ禍での

修業に限り、36単位上限を緩和する方針が示さ

れたが、海外居住者は含まれていない状況である

点

1.学校教育法　第3条（学校設置

基準）

2.学校教育法施行規則　第88条の

3、第96条第2項

1.学校教育法

・オンラインによる授業に参加した場合に、通常出席と認める

2.学校教育法施行規則

・施行規則で認めるオンライン授業での単位認定を、海外居

住者にまで拡充する

文部科学省

同時双方向型の遠隔授業については、学教法施行規則第88条の３に基づき

実施が可能となっており、また、学教法施行規則第96条第2項において、修得

すべき74単位のうち、遠隔授業は36単位を超えないものとしていますが、令和3

年2月26日付「高等学校等における遠隔授業の実施に係る留意事項について

（通知）」により、全日制・定時制課程における遠隔授業を活用して修得する

単位のうち、主として対面により授業を実施するものは、36単位までとされる単

位数の算定に含める必要はないこととしており、卒業までの全ての授業の中で、そ

の一部に遠隔授業を取り入れることが可能となっています。（また、学校設置基

準には遠隔授業に係る要件を規定するものはありません。）

なお、海外居住者については、通信制課程の利用が考えられるところであり、オン

ライン等も活用して単位の修得を行うことは、通信制課程において開設される科

目等を履修することで可能となっています。

現在、高等学校における同時双方向型の遠隔

授業については、学校間をつなぐものと解していま

すが、中教審答申において、「高等学校段階にお

いて，家庭における同時双方向型オンライン学習

を授業の一部として特例的に認め、対面指導と

遠隔・オンライン教育とのハイブリッド化を検討」す

ることが述べられたところであり、前橋市は、これを

特例ではなく恒常的に可能とすること、さらには、

小中学校段階においても同様に可能とすることを

求めるものです。また、海外在住の児童⽣徒につ

いても通信制教育ではなく、通学⽣の学校に遠

隔で参画することで協働的な学びの提供が可能と

なるため、オンライン授業に係る規制緩和が必要

と考えます。

文部科学省

（高等学校段階における遠隔授業について）

文部科学省としては、ご指摘の中央教育審議会答申も踏まえ、令和４年度概

算要求において「創造的教育方法実践プログラム」を要求しているところであり、

教科等横断的な学びの実現のため、遠隔・オンライン教育や質が確保された通

信教育を活用した新たな教育方法を用いたカリキュラム開発等のモデル事業を

実施する予定としております。

また、現在の高校教育制度においては、海外に居住する⽣徒に対しては、通信

制課程の利用が考えられております。これは、時差や居住環境等の現地におけ

る事情を勘案すると、授業を受ける時間や場所を問わない柔軟な学びが可能で

ある通信制課程が⽣徒にとって最も負担が少ないと考えられるためです。

（小中学校段階における遠隔授業について）

小中学校においても、児童⽣徒等の発達段階に応じてオンライン教育を有効に

活用することによって、教師等が児童⽣徒に寄り添い、室の高い教育が行われる

ようにしていかなければなりませんが、学校がこれからの社会でさらに必要性を増

す社会性や人間力を身に着ける場でもあり、児童⽣徒等の安全性を確保しつ

つ、それに必要なきめ細かい指導を行うため、児童⽣徒等と教師等、児童⽣徒

同士が直接触れ合うことが基本であることなどを踏まえる必要があります。（「教

育現場におけるオンライン教育の活用」令和3年3月29日内閣府特命担当大

⾂（規制改革）及び文部科学大⾂合意より）

「あらゆる人に対応できる包括的な「教育課程の特例制度」」の意味するところが

明らかでないため、現時点で明確な回答はできませんが、現行制度でも既に、

・各学校において、児童⽣徒や学校の実態に応じ、個別学習やグループ別学

習、繰り返し学習、学習内容の習熟の程度に応じた学習、児童⽣徒の興味・

関心等に応じた課題学習、補充的な学習や発展的な学習などの学習活動を

取り入れることや、教師間の協力による指導体制を確保することなど、指導方法

や指導体制の工夫改善により、個に応じた指導の充実を図ること

・学習指導要領において示している内容に関する事項は全て取り扱わなければ

ならないとした上で、学校において特に必要がある場合は、児童⽣徒の学習状

況に応じ、学習指導要領に示していない内容を加えて指導すること

が可能となっているところ、まずは本提案の実現に当たって、現行制度では実施

不可能又は困難となっている事柄について、明確にしていただきたいと思います。

また、小学校及び中学校においては、単位制ではないところ、新たな措置として

提案のあった「修得すべき74単位のうち、オンライン授業は36単位を超えないも

のとする要件を撤廃するとともに、この取扱いを高校⽣のみならず、全ての児童⽣

徒に拡充」の意図するところが明らかではないため、現時点での回答は差し控え

たいと思いますが、学校の授業における遠隔・オンライン教育については、現行制

度においても、学校の創意工夫の中で柔軟な活用が可能であるところ、まずは本

提案の実現に当たって、現行制度において実施不可能又は困難となっている事

柄について、明確にしていただきたいと思います。

なお、高等学校段階においては、令和3年2月26日付「高等学校等における遠

隔授業の実施に係る留意事項について（通知）」により、主として対面により授

業を実施するものは、36単位までとされる遠隔授業による修得単位数の算定に

含める必要はないこととしています。

教育再⽣実行会議の提言を踏まえ、前橋市がめ

ざす「誰一人取り残さない」「個人最適化」した教

育により創造性を軸とする未来人材の育成に向

け、修得主義を基盤とする教育の在り方への転

換を模索することが必要です。そのためには、現状

認められている１０例（不登校児等）に加え

て、あらゆる⽣徒や児童に対して「包括的な教育

課程の特例制度」を拡充することが必要であると

考えています。具体的には、学校教育法施行規

則第51条（別表第一）で規定される授業時間

数の履修に拠らず、修得状況に応じて、先の学

年・学校の内容の学習や学び直しによる基礎の

定着、また、学習指導要領に示されていない学習

を可能にしたいと考えています。

文部科学省

既に回答申し上げたとおり、現行制度においても既に、

・学習指導要領において示している内容に関する事項は全て取り扱わなければ

ならないとした上で、学校において特に必要がある場合は、児童⽣徒の学習状

況に応じ、学年や学校段階を超えて先の学年・学校の内容を学習したり、学び

直しにより基礎の定着を図ったりするなど、異なる学年の内容を含めて学習指導

要領に示していない内容を加えて指導すること

・教育課程特例校制度を活用し、要件を満たした上で、例えば、ある教科等の

授業時数を削減して新教科等を創設するなど、特別の教育課程を編成するこ

と

が可能となっているところであり、ご提案の内容は現行制度でも実現可能かと思

われますが、詳細については御相談ください。

群馬県前橋市 3

飛び級を実現するため

の学校修業年限の撤

廃

・小中高大一貫校の制度を利用し、学習指導要

領・設置基準に捉われない一気通貫した教育カリ

キュラムを提供

・個別最適化の学習で自身の才能を芽吹かせ未

来人材を育成

・各個人の能力に応じて、自分の興味関心のある

分野の学習を、いつでも・どこでも自分のペースで、

先取りすることができる

文部科学省

（教育課程について）

学習指導要領において示している内容に関する事項は全て取り扱わなければな

りませんが、学校において特に必要がある場合は、児童⽣徒の学習状況に応

じ、学年や学校段階を超えて先の学年・学校の内容を学習したり、学び直しに

より基礎の定着を図ったりするなど、異なる学年の内容を含めて学習指導要領

に示していない内容を加えて指導することが可能です。

また、教育課程特例校制度を活用し、一定の要件を満たした上で、特別の教

育課程を編成することも考えられます。

（大学入学資格について）

現行の飛び入学制度は、相当年齢に応じて教育課程を編成して学習させる現

行の初等中等教育制度を前提としており、高校段階までの学習を早期に修了

させて大学へ入学するものではなく、特定分野で特に優れた資質を有する者につ

いて高校等を卒業していなくても大学への入学の道を開くものです。このため、ご

指摘の「修得が早く進む」ことと「高校⽣段階において現行の学校教育法施行

規則第153条の「飛び入学」の要件を越える」ことは直接的な関連性はありませ

ん。

その上で、現行の大学への飛び入学制度については、その制度の適切な運用及

びその活用の在り方等について「大学への早期入学及び高等学校・大学間の接

続の改善に関する協議会」が設置され、平成１９年に報告書がまとめられてい

ます。同報告書では、「大学入学年齢の低年齢化は、⽣徒の全人格的成長を

妨げないか、受験競争の低年齢化を招かないか、いわゆる「受験エリート化」を

助長することにならないか、大学入学後における大学⽣活に円滑に適応できる

か、等の面も考慮する必要がある」としつつ、「現在の飛び入学制度はまだ十分

に評価ができる段階にまでその取組が定着しておらず、また、社会的認知度も低

い」として、飛び入学に係る年齢要件については慎重な検討が必要と結論付け

ています。飛び入学制度は制度創設から20年以上が経過していますが、令和

３年５月時点において、飛び入学制度を導入した大学は10大学（２大学募

集停止中）に留まり、飛び入学者も144人に留まるなど、取組が広く定着して

いるとは言えず、また、我が国の初等中等教育制度が学習内容の習得と併せ、

相当年齢での全人格的成長を促す仕組みとなっていることを踏まえると、現時点

で飛び入学に係る年齢要件を引き下げることは適当ではありません。

文部科学省

小・中学校、高等学校段階における飛び級については、「知育」に偏ったり、受

験競争が過熱化して保護者に無用の焦りを招くなど問題点も指摘されているこ

とに加え、国民的な理解が得られている状況ではないと考えており、これまでも中

央教育審議会等で議論されてきましたが、実現には至っておりません。

また、学習指導要領において示している内容に関する事項は全て取り扱わなけ

ればなりませんが、学校において特に必要がある場合は、児童⽣徒の学習状況

に応じ、学年や学校段階を超えて先の学年・学校の内容を学習したり、学び直

しにより基礎の定着を図ったりするなど、異なる学年の内容を含めて学習指導要

領に示していない内容を加えて指導することが可能です。

提案1-1と同様に、学校教育法施行規則第５

１条（別表第一）で規定されている詳細な学

年・教科ごとの授業時間数の履修に拠らず、その

学習内容の修得状況に応じて、先の学年・学校

の内容を学習したり、学び直しにより基礎の定着

を図ったりするなど、修得主義を前提とする学校の

在り方を模索したいという趣旨です。その結果とし

て具体的には、修得が早く進む⽣徒については高

校⽣段階において現行の学校教育法施行規則

第153条の「飛び入学」の要件を越えることもあり

得ることから、現状の「高校２年以上在籍したこと

者」を、「高校1年以上在籍した者」への緩和を求

めるものです。

群馬県前橋市 1

学習指導要領にとらわ

れないカリキュラム編成

の実現

・小中高大一貫校の制度を利用し、学習指導要

領・設置基準に捉われない一気通貫した教育カリ

キュラムを提供

・秘密分散・秘密計算技術を活用し、本人が特

定されない形で学習データを分析し自身の才能を

見える化

・個別最適化の学習で自身の才能を芽吹かせ未

来人材を育成

・すべて人々の学びを個別最適化し、オンラインで

誰でも・どこでも学習できる環境を提供することによ

り、バーチャルとリアルの両面から、思い思いの学び

を追求することができる

・秘密分散・秘密計算技術により、才能を見える

化できる

・自分の学習履歴に係るデータを、自身で管理・

閲覧できるようになる

・学校教育法の学習指導要領に基づかない授業

を履修した場合に、単位認定されない点

・現行の学校教育法施行規則が想定する「特別

の配慮を要する児童⽣徒の実態に配慮した教育

を実施するための教育課程の特例」では、特別支

援、障害、長期欠席、日本語困難、不登校、学

齢超過に関わる児童⽣徒に限られている点

・オンライン授業で単位認定するのは36単位ま

で。R3.3月、文科省から「入院やコロナ禍での修

業に限り、36単位上限を緩和する方針」が示さ

れたが、高等学校に限られている点

1.学校教育法施行規則　第56条、

第56条の2、第56条の4、第79条、

第86条、第108条第1項、第132条

の3、第132条の5、第138条、第

140条

2.学校教育法施行規則　第96条第

2項

1.学校教育法施行規則

・あらゆる人に対応できる包括的な「教育課程の特例制度」

を作れるよう施行規則の追加（拡充）

2.学校教育法施行規則

・「修得すべき74単位のうち、オンライン授業は36単位を超

えないものとする要件を撤廃するとともに、この取扱いを高校

⽣のみならず、全ての児童⽣徒に拡充

文部科学省

・学校教育法で学校ごとに修業年限が定められて

いる点

・学校教育法の学習指導要領により、学年ごとの

学習内容が決まっており、「飛び級」ができない点

1.学校教育法第32条、第47条、第

56条

1.学校教育法

・第32条に定める「小学校修業年限」、　第47条で定める

「中学校修業年限」、第56条で定める「(高校修業年限」と

いった修業年限を撤廃
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ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

群馬県前橋市 4

高度外国人材の就労

促進に向けた制度設

計

・外国人であってもまえばしIDがあれば「めぶき場」

を通じて母国語で自身の興味のある分野の勉強

が可能

・外国人IT人材との連携

・我が国のIT人材不足を補い、国際競争力の確

保と地域活力の向上を図る
・高度外国人材の認定条件が厳しい点

1.出入国管理及び難民認定法　別

表第一の２の表

1.出入国管理及び難民認定法

・高度人材ポイント制に前橋市独自の加算項目（指定企

業への就労）を設置

法務省

　御提案内容の詳細が明らかではないですが、法務省関係国家戦略特別区域

法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を

定める命令（平成２７年内閣府・法務省令第４号）第３条においては、国

家戦略特別区域内において、関係地方公共団体が必要な経費に関する補助

金の交付等により支援する本邦の公私の機関における高度人材外国人の受入

れを促進し、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成

を図る国家戦略特別区域高度人材外国人受入促進事業を定めており、当該

機関が契約機関又は活動機関である高度外国人材については、高度人材ポイ

ント制におけるポイントの合計に１０点を加算することとしています。本事業の全

国展開については、成長戦略フォローアップ（令和３年６月１８日閣議決

定）において、令和３年度中に結論を得ることとされています。

前橋市では、ICT人材不足の対策としてパキスタ

ンのICT人材の受入に向けて調整を試みる動きも

出てきています。しかしながら、日本語検定（N2

相当）は難易度が高く、外国人にとっては高い

ハードルとなっており、本市の提案事業では、まえ

ばしIDを活用した「めぶき場」で、日本文化や社

会風土、日常会話等を受講することが可能となり

ます。そこで、上記の「特別加算」トで規定する

“試験による証明”を緩和し、本市提案の「めぶき

場」により、オンライン上で日本文化や社会風土、

日常会話等を学んだ学習履歴をもって、日本語

運用能力を認定し、＋１０点の加算を認めてい

ただくよう要望するものです。

法務省

　高度人材ポイント制は、専門的・技術的分野の外国人の中でも特に我が国の

経済成長やイノベーションへの貢献が期待される人材である高度外国人材に対

して、ポイント制を活用して出入国在留管理上の様々な優遇措置を与えること

によって、高度外国人材の受入れ促進を図ることを目的としています。

　各ポイント項目においては、高度の専門的な能力を有する人材に関する基準

を設けており、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職

の項の下欄の基準を定める省令（平成２６年法務省令第３７号）第１条

第１項各号の表の特別加算の項の中欄トにおいては、日常的な場面で使われ

る日本語を理解することができるほか、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広

い場面で使われる日本語をある程度理解することができる能力を有していること

を試験により証明されていることを基準としており、日本語能力試験Ｎ２合格者

又はＢＪＴビジネス日本語能力テストにおいて４００点以上を得点した者を、

１０点のポイント付与の対象としています。

　御提案については、試験の合格や点数のような客観的な指標とすることが困難

な内容であり、また、「日本語検定（Ｎ２）」は難易度が高く、外国人にとって

は高いハードルとなっていることが前提にされていることからすれば、貴市が想定さ

れる対象者は、上記基準に適合しない者であると解されるため、制度の趣旨に

鑑み、オンライン上での学習履歴をもって上記基準に係る加算を認めることは困

難です。

群馬県前橋市 5 オンライン投票の実現

・オンラインを活用した住民コミュニケーションプラッ

トフォームの充実により市政に対する関心・・会話

を活性化

重要な政策決定について、スマートフォン経由で

意思表示を行うオンライン住民投票の導入

・市議会議員選挙や市長選挙の際、まえばしID

と連携したオンライン選挙を実施

・投票者が選挙期間中、時間や場所を問わず、

投票が可能となり、利便性が向上する

・投票場・立会人・開票作業などが不要となり、コ

スト削減が図れる

・現行の公職選挙法では、「選挙人は投票所に

おいて、投票用紙に候補者１人の氏名を自書し

て、投票箱に入れなければならない」とされており、

紙投票が前提となっている点

・現行の制度では、地方選挙に限り、電⼦投票

が行えるものの、インターネット回線につながってい

ない電磁記録式投票機を設置して投票すること

になっており、オンライン投票を想定していない点

1.公職選挙法　第38条、第44条、

第45条、第46条、第62条

2.地方公共団体の議会の議員及び

長の選挙に係る電磁的記録式投票

機を用いて行う投票方法等の特例に

関する法律（電磁記録投票法）第

3条、第4条

3.電⼦署名等に係る地方公共団体

情報システム機構の認証業務に関す

る法律（電⼦署名法）

1.公職選挙法

・投票立会人、投票所での投票、投票用紙の交付、自署

による投函、開票立会人の有無に関する条件を緩和

2.地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁

的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する

法律

・インターネット接続下での電⼦投票を実施できるように改正

3/電⼦署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認

証業務に関する法律

・まえばしIDとの連携に係る規制緩和 (投票時の本人担

保)

総務省

インターネット投票については、投票管理者や立会人が不在となる投票を、国内

において特段の要件なしに認めることの是非、セキュリティ対策など選挙の公正確

保等の観点から課題があると考えている。

また、新たな投票方法を導入することは、選挙制度の根幹にも関わる要素があ

ることから、国会における議論なども踏まえる必要があると考えている。

いつでもどこでも自分の意見を反映できる仕組み

が先進的スマートシティに必須であり、また、今後

は「部門最適化から全体最適化へ移行」と同様

に、「全国一律から地域最適化への移行」も必要

と認識しています。今回の総務省回答で、国政選

挙の対応についてはさらなる理解の促進や協議が

必要なことも再認識しました。そのため、条例制定

等の住民合意を得た上で、電磁記録投票法の

規定に則り、地方公共団体の議会議員及び長

の選挙において、オンライン投票を進める考えとし、

同法第4条第2項の「電磁的記録式投票機は、

電気通信回線に接続してはならない」とする規定

を緩和し、電気通信回線下での投票の実施に向

け再提案します。

総務省

インターネット投票については、現行制度上、一定の障害者等を対象とした郵便

等投票など、極めて限定的にしか認められていない投票管理者等が不在の投

票を、国内の選挙において何らの要件なしに認めるものであるなど選挙の公正確

保等の観点から課題があり、選挙制度の根幹に関わる問題であるため、各党各

会派における議論が必要であり、特区として実験的に行うべきものではないと考

える。

なお、総務省としては、まずは在外選挙におけるインターネット投票の導入につい

て、国会における議論なども踏まえて検討してまいりたい。

警察庁

　事業の実施主体や具体的な事業内容等が明らかではないため、警備業法の

規制対象となるか否かについて判断することは困難ですが、同法第２条１項第

１号又は第４号における「警戒し、防止する」とは、事故又は危害の発⽣につな

がる情報を把握する目的を持った活動を行い、事故又は危害の発⽣につながる

情報を把握した場合には、その発⽣を防止するために必要な措置を行い、事故

又は危害が発⽣した場合には、その被害の拡大を防止するために必要な措置を

執ることを含むものと解されます。

　ただし、緊急通報サービスを行う民間事業者が、同法第２条第１項第１号

及び第４号に該当する警備業務を行わない旨が業務委託契約等で明らかにさ

れるとともに、当事者の意思及び業務の実態から、当該警備業務を行うもので

はないと認められる場合には、当該民間事業者は警備業の認定を必要としない

と解されます。

電気事業法改正によって可能になる個人情報を

含む電力データを活用し、見守りを希望する住民

に異常が推定された場合、電話、電⼦メール、訪

問等により保護や支援の必要性を確認し、必要

に応じて行政等の対応箇所へ連絡を行うものを

想定しています。この行為は、機械による継続的

な監視と、事業者側の判断による訪問及び声が

けを行うことから、警備業法の第２条１項第４号

にあたると考えられますが、感染症拡大や災害激

甚化等社会不安が広がる状況下において、社会

全体で困窮している住民を支援することが求めら

れることから、本事業のような簡便な手段による見

守り行為を警備業法上の例外と認めて頂きたい。

警察庁

　警備業は、人の⽣命及び身体に危険を及ぼし、又は財産に損害を及ぼすおそ

れのある犯罪、事故その他の危険な事態の発⽣を警戒し、防止するという業務

の性質上、その業務の実施の適否が国民⽣活の安全に大きな影響を与えること

から、警備業法によって、必要な規制を定め、もって警備業の適正を図ることとし

ているところであります。

　仮に警備業法に基づく各種義務が履行されることなく、不適切な警備業務が

行われた場合には、業務を提供する事業者及び依頼者の双方に重大な不利

益を及ぼすおそれがありますので、国家戦略特区制度に基づく提案であることを

踏まえましても、警備業の認定を受けない事業者が警備業務を行うことを認める

ことは困難であると考えられます。

経済産業省

・昨年成立した改正電気事業法において、需要家の使用電力量等のデータに

ついて、電気事業の目的外に利用できる制度を新設し、２０２２年４月の施

行に向け、制度の詳細設計を行っているところです。

・なお、同制度に基づき、個人データを利用する際には、原則、個人情報の保護

に関する法律の規定に基づき、当該個人の同意の取得が必要になりますが、同

意の取得にあっては、本人が同意に係る判断を行うために必要と考えられる合理

的かつ適切な方法によることとされており、その方法について限定はされておりませ

ん。

改正電気事業法において、個人データを利用する

際の同意の取得にあっては電⼦署名によることを

認めて頂きたい。

また、単身世帯の孤独死防止等の社会的必要

性が認められるケースにおいては､対象者の選定お

よび情報の取り扱いに厳密なルールを定めた上

で、明確な同意の取得なしに使用することを認め

て頂きたいとするものです。

経済産業省

改正電気事業法による新制度に基づく個人データ利用については、同意の取得

方法も含め、そのプラットフォームの在り方をデータ利用希望者中心に「認定協会

設立準備WG」の中で、今後議論していく予定です。当該WGについては、具体

的なデータ利用計画を持つ利用希望者であれば、自治体も含めてどなたでも参

加することが可能ですので、必要に応じて御参加を御検討ください。

※令和３年９月時点

群馬県前橋市 6
ライフラインデータの目

的外使用の解禁

・スマートメーターで収集・管理する「ひと・うち・まち

のライフラインデータ」を組合せた形での迅速な異

常検知・かけつけによる高度な見守り環境の実現

・傷病や交通事故等の緊急事態の発⽣時には

無意識下での本人確認・搬送ルートの最適化に

よる緊急対応体制の構築

・災害時には交通・道路・インフラ等の状況の迅

速な把握や、まえばしIDを活用した避難所チェッ

クイン・避難誘導指示を実施

・高齢者・障害者が、意識せずに安心して⽣活で

きる（孤独死などの予防）

・設備の異常予兆検知による火災などの被害拡

大防止

•電気事業法第23条

「収集した情報の目的

外利用の禁止」 

・警備業法 第3条 （警備業の要件）

・警備業法　第２条１項」　１号（住宅、事務

所等における盗難等の事故の発⽣）、４号（人

の体に対する危害の発⽣） に該当する業務で

あって、他人の需要に応じて、「警戒」し、「防止」

する業務

1.電気事業法　第23条第1項

2.警備業法　第2条、第3条

1.電気事業法

・本人の承諾とセキュリティの確保を条件に目的外利用の許

可

・2022.4施行の改正電気事業法にて「情報の目的外利

用」の除外規定が設けられる。同運用については、本人同意

を「認定電気使用者情報利用者等協会」が行う案となって

いるが、認証方法は「電⼦署名法に基づく電⼦署名」による

ことを要望

2.警備業法

・「警戒」だけであれば、警備業法に抵触しないが、家族の事

前同意など、特別な理由を含む場合における「防止」する業

務は、各都道府県公安委員会による警備業の認定は不要

とするなどの措置



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

警察庁

　本提案に係る自動運転バスの自動運転レベルが定かではないため、具体的な

要領を明らかにして個別に警察庁に御相談いただきたいと思いますが、自動運

行装置を正しく使用している場合は、自動運行装置が作動する使用条件外と

なる場合等に直ちに運転を引き継げる状態でいる限り、運転者が常に前方や周

囲の状況を確認し、ハンドル等の操作を行わなくとも、安全運転義務違反には

当たらず、携帯電話等の保持通話やカーナビの画像注視の禁止規定の適用は

除外されます。

自動運行装置の技術実証も得られかつ遠隔管

制からの監視ができる環境が整っている場合は、

住民合意の上で、一定の条件下でレベル４の実

証運行の実現を求めるものです。具体的には実

証運行の実走や準備段階等に道路規制が必要

となっているため、この許容範囲の拡大及び許可

の簡便化をお願いします。また、遠隔型の低速・

小型特定自動配送ロボットの実証にあたって道路

使用許可基準が策定されているが、車道において

も走行できるよう規制緩和を求めます。その場合

複数人で相乗りできる規模の車両への緩和もお

願いしたいとするものです。

警察庁

　現在、「官民ＩＴＳ構想・ロードマップ2020」等にお　いて、2022年度頃に

限定地域における遠隔監視のみの無人自動運転移動サービスの実現が可能と

なるように政府として目指すこととされていることを踏まえ、従来の「運転者」の存

在を必ずしも前提としない場合における交通ルールの在り方について、警察庁で

検討を進めているところです。

なお、高精度地図作成のためのデータ収集や試験走行等の事前準備について

は、運転席に運転手が乗車した状態で、当該実験車両を用いて行う場合や、

一般車両にデータ収集用のセンサー等を搭載して行う場合は、通行禁止措置

等を行うことなく実施することが可能です。

また、令和２年に最新版を公表している「自動運転の公道実証実験に係る道

路使用許可基準」や、「自動配送ロボット（近接監視・操作型及び遠隔監視・

操作型）公道実証実験手順」に従って手続を行えば、「特定自動配送ロボット

等の公道実証実験に係る道路使用許可基準」の対象となる車両のほか、低

速・小型を超える速度や大きさの車両についても、道路使用許可を受けて、遠

隔型の実証として、車道において走行させることは可能ですので、警察庁に御相

談ください。

厚⽣労働省

1.　薬局におけるオンライン服薬指導については、「規制改革実施計画」（令和

３年６月18日閣議決定）や「成長戦略フォローアップ」（令和３年６月18 

日閣議決定）を踏まえ、2021（令和３）年夏を目途に医薬品医療機器等

法に基づくルールの見直しの検討を行うこととしております。

３．ドローンによる医薬品の配送については、「ドローンによる医薬品配送に関す

るガイドライン について」（令和３年６月22日付け薬⽣総発0622 第２号医

政総発0622第３号）により明確化しています。

５.　電⼦処方箋については、オンライン資格確認等システムを基盤とし、全国的

な仕組みとして令和４年度に運用開始することとしています。

国土交通省

【航空法について】

現行においても、人口集中地区での飛行、目視外の飛行等については、申請し

ていただくことで飛行が可能です。

【輸送・配送の効率化の観点から、貨客混載実施可能な地域要件を緩和す

る】について

　貨物自動車運送事業法では、輸送の安全性確保や荷主保護等の観点か

ら、運送事業者が

・貨物運送に適した車両の確保

・貨物自動車運送事業に係る運行管理者の配置

・貨物運送に適用される損害保険への加入

など、貨物自動車運送事業に適した体制の整備を許可の大前提としているとこ

ろ。

　このような前提から、輸送の安全性確保や荷主保護等の観点から懸念があ

り、旅客自動車運送事業者による貨客混載については、少⼦高齢化や人口減

少が進み、地域の物流事業者のみでは物流網の維持が困難な過疎地域にお

いてのみ例外的に認めているところ、制度の趣旨に鑑み、地域の物流網維持の

観点から特段の支障が⽣じていない状況において対応することは困難である。

人口集中地区での飛行、目視外の飛行等につい

ては、申請内容に応じた許可が検討されうるもの

の、目視外補助者無し飛行に関しては、当面の

間「①飛行させる場所」・「②機体の信頼性」に関

して要件が定められていると理解しています。このう

ち①は「第三者が存在する可能性が低い場所」と

なっており、人口密集地域における目視外補助

者無し飛行は認められないため、住民サービスとし

ての運行には支障がある（例：市街地における

薬局等から自宅までのドローン配送は一定間隔ご

とに人員を配置しない限りサービスを導入できな

い）と想定しており、「目視外補助者無し飛行」

が認められるために必要な事業者側の安全基準

等について検討をお願いします。

国土交通省

レベル４飛行については、第三者上空を飛行することとなるため、特に高度な機

体の安全性等を求めることが重要と認識しており、今般の法改正により機体の

安全性を認証する制度と操縦者の技能を証明する制度等を創設することでレベ

ル４飛行の実現が可能となり、公布の日から１年６ヶ月以内に詳細な基準等

を検討した上で施行されます。

国土交通省

（地域公共交通会議の運営）

提案内容については明確化を要するが、地域公共交通会議の運営について

は、地域公共交通会議の下に幹事会を設けて、中心的なメンバーにより論点を

絞って意見交換を行うとともに、幹事会の検討結果を活用して、地域公共交通

会議の構成員間の調整を円滑化することが可能となっているため、このような開

催方法も活用して頂きたい。

（デイサービス等送迎車両の有効活用策について）

運送の対価を収受して旅客運送を行う場合は、輸送の安全を確保し、道路運

送の利用者の利益を保護する観点から、運送の対価の多寡を問わず、道路運

送法上の許可・登録が必要となる。ご提案の共同送迎については、福祉有償

運送の登録を検討されたい。

また、自家用有償旅客運送で旅客から収受する対価は、実費の範囲であると

認められること、営利を目的としていると認められない妥当な範囲内であること等

の要件が道路運送法施行規則第51条の15において定められており、その具体

的な基準として「当該地域におけるタクシーの上限運賃（ハイヤー運賃を除

く。）の概ね１/２の範囲内であること」が通達において示されているところであ

る。したがって、現行の福祉有償運送制度においても、タクシー運賃の１/２相

当の利用料を収受することは可能である（なお、「タクシーの上限運賃（ハイ

ヤー運賃を除く。）の概ね１/２」とはあくまで目安であり、地域公共交通会議

等において調った協議結果に基づき１/２を超える運送の対価を設定することも

可能である）。
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オンライン服薬指導と

ドローンによる調剤薬

の配達の実現

・病院での定期健診データをオンライン化し診療

時には医療関係者間での簡便な情報連携を実

現

・通院は福祉Moverを活用し、薬もドローン配達

で薬局に行く手間と時間を削減

・病気・障害に関する障壁の撤廃に加えて、ジェン

ダー等の多様性・受容性のある⽣活の実現

・健診データや服薬情報、バイタルデータなどの

PHRを市民自身がいつでも簡便に確認できると共

に、まえばしIDと連携し必要に応じて保健師や保

険会社等第三者に真正性を持った情報提供が

可能

・ゲノム解析を基に、アレルギー反応を起こさず、

効果が最大限見込める、個人に最適化された形

で薬剤リスクのない薬を発見

・まえばしIDと連携した電⼦処方箋、電⼦お薬手

帳、オンライン服薬指導、お薬宅配の実施

・市民にとって、素早く都合が良いタイミングで物が

届けられストレスフリーな⽣活ができる

・デマンド交通の運行エリア外や乗降地点から離

れているポイントにはドローンで宅配することにより、

きめ細かなサービスが提供可能

・薬品の販売について、第1種～第3種はネット販

売が認められているが、処方薬については認められ

ていない点（対面販売が前提）

・医薬品医療機器等法9条の3第1項に「薬局開

設者は、薬剤師に、対面かつ書面を用いた服薬

指導を行わせなければならない」との定めがある点

・ドローンの飛行は、人口集中地区の上空では禁

止されている他、目視で確認可能な範囲内、かつ

人、車、建物等から30m以上離して飛行させるこ

とが必要であるなど、制約が多い点

・現行の「電⼦処方箋の運用ガイドライン」に係る

要件のハードルが高い点

1.薬剤師法　第25条の2及び医薬

品、医療機器等の品質、有効性及び

安全性の確保等に関する法律（医

薬品医療機器等法）第9条の3

2,医師法第22条電⼦処方箋ガイド

ライン第2版

3.航空法　第132条、民法　第132

条、206条、207条及び道路交通法　

第77条

4.道路運送法

5.電⼦処方箋ガイドライン第2版

1.道路運送法

第6条、第9条、第15条の3

2.道路交通法 

第70条

1.道路運送法

・デイサービスの送迎車と移動希望者の相乗りが成立した場

合に、デイサービス事業者がマッチングの仲介料を収受できる

よう規制改革が必要

・乗合バス事業者の運行計画・運賃等について、柔軟な変

更を可能とするよう許可申請手続の要件を緩和

・輸送・配送のさらなる効率化の観点から、貨客混載につい

て貨客混載実施可能地域要件を緩和

・ダイナミックルーティング、ダイナミックプライシングの適用、乗

務員、車両、路線、バス停等の複数事業者による共有化

・増車、減車のリードタイムの緩和

2.道路交通法

・車両等における安全運転義務を緩和し、自動運転バスの

実現につなげる

国土交通省

（輸送・配送のさらなる効率化の観点から、貨客混載について貨客混載実施

可能地域要件を緩和）

　貨物自動車運送事業法では、輸送の安全性確保や荷主保護等の観点か

ら、運送事業者が

・貨物運送に適した車両の確保

・貨物自動車運送事業に係る運行管理者の配置

・貨物運送に適用される損害保険への加入

など、貨物自動車運送事業に適した体制の整備を許可の大前提としているとこ

ろ。

　このような前提から、輸送の安全性確保や荷主保護等の観点から懸念があ

り、旅客自動車運送事業者による貨客混載については、少⼦高齢化や人口減

少が進み、地域の物流事業者のみでは物流網の維持が困難な過疎地域にお

いてのみ例外的に認めているところ、制度の趣旨に鑑み、地域の物流網維持の

観点から特段の支障が⽣じていない状況において対応することは困難である。

（デイサービス事業者のマッチングの仲介料収受(ライドシェア関連）)

規制改革事項について明確化を要するが、当該送迎車による送迎について、そ

れがボランティアによる無償の送迎であれば、仲介者がマッチングに関して手数料

を収受したとしても、ただちに道路運送法には抵触しない。ただし、当該仲介手

数料が、運送主体に還流することのないよう留意する必要がある。

また、自家用車を用いて有償運送を行う場合、交通空白地等において行う自

家用有償旅客運送が制度化されているところ。

ただし、上記制度を活用しない自家用車を用いたいわゆる「ライドシェア」は、運

行管理や車両整備等について責任を負う主体を置かないままに、自家用車のド

ライバーのみが運送責任を負う形態を前提としており、このような形態の旅客運

送を有償で行うことは、安全の確保、利用者の保護等の観点から道路運送法

上、許容されない。

また、スーパーシティに係る国家戦略特区法改正案審議における附帯決議にお

いて以下のとおり決議されている。

「ライドシェア事業のような安全や雇用に問題が指摘されている事業の実証につ

いては、規制法令に違反するものが認定されることのないよう厳に対応すること。」

（乗合バス事業者の運行計画・運賃等）

規制改革事項について明確化を要するが、現行制度においても、運行計画や

運賃設定等については、地域公共交通会議を活用して柔軟な対応を行うこと

が可能である。

また、規制改革事項について明確化を要するが、車両やバス停を複数のバス事

業者間で共有することについては、各事業者が適切な事業計画の下で行われる

ものであれば、現行制度でも対応可能である。

道路運送法第４条による本格運行の計画変更

のため実証証実験を行う場合の地域公共交通

会議は、既存の会議で必要とされるステークホル

ダーを省略し最小限の関係者だけでの開催を可と

していただきたい。また、自家用有償旅客運送を

活用しないエリアにおけるデイサービス等共同送迎

を法人間で行う場合、福祉有償運送制度への登

録なくともタクシー運賃の１/２相当の利用料を

収受可能としていただきたい。さらに、福祉送迎車

両を有効活用して相乗りサービス(施設入所者の

非通所日の通院・買い物等支援)を行う場合に

は、福祉有償運送制度の登録によりタクシー運賃

の１/２相当の利用料が収受できるよう緩和をお

願いしたいとするものです。
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・オンデマンド交通、自動運転バス、タクシー補助

に加え、JR、私鉄、バス、シェアサイクルを加えた多

様な交通

・まえばしIDにより、市民認証割引、高齢者割

引、車内の見守り、キャッシュレス決済など市民の

手間と継目のない交通機能サービスを提供

・全ての情報をつなぐMaaSプラットフォームの運用

により、データの取得とその分析によるダイナミックプ

ライシングを含めた料金政策や交通政策への反

映や、商業連携や病院連携による移動とその目

的までをセットにしたサービスを提供

・地域の交通資源を活用することにより、効率的

な交通モードの提供が可能となる

・デマンド交通の空き時間や空きスペースを効率

的に活用することができ、デマンド交通の維持に寄

与できる

・シェアライドの場合、事業者が仲介料を収受でき

ない点

・福祉車両の活用について、道路運送法の定め

によりデイサービス事業者は運賃を収受することが

できない点

・シェアライドの場合、運行計画・運賃等につい

て、柔軟な変更ができない点

・過疎地域以外において貨客混載ができない点

1.薬剤師法、医薬品医療機器等法

・服薬指導に関する規定及び対面かつ書面を用いた服薬

指導に関する規制緩和

2.医師法

・医師の処方箋交付義務を撤廃し、電⼦処方箋を運用可

能な形に改正

3.航空法、電波法、民法、道路交通法

・ドローン飛行の条件、①人口集中地区上空の飛行禁止、

②目視確認範囲内での飛行、③人・車・建物等から30m

以上離れて場所での飛行について、当該規制を緩和

4.道路運送法

・デイサービス送迎車と移動希望者の相乗りが成立した場

合、デイサービス事業者がマッチングの仲介料を収受できるよ

う規制を緩和

・乗合バス事業者の運行計画・運賃等について、柔軟な変

更を可能とするよう許可申請手続の要件を緩和

・輸送・配送の効率化の観点から、貨客混載実施可能な地

域要件を緩和する

5.電⼦処方箋ガイドライン

・第2版の適用要件を緩和



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

外務省

旅券については、デジタル・ガバメント実行計画（令和２年１２月２５日閣議

決定）等を踏まえ、令和４年度中にオンラインによる申請等を可能とすることを

検討している。その制度設計に当たっては、旅券の信頼性を維持しつつ、マイナ

ポータルなどの既存インフラの利用、申請時の出頭回数の削減、業務のデジタル

化等にも可能な限り努める考え。

マイナンバーカードは主に行政関連利用を想定し

た堅牢で優れた制度・仕組みですが、これに民間

発の法的根拠を持つスマホID（まえばしIDは電

⼦署名法の認定認証局が発行する電⼦証明書

が基礎）を補完的に組み合わせることで、行政手

続及び民間利用両面で、スマホで安全に利用で

きる利便性の高いものになると考えています。電⼦

署名法の認定電⼦証明書の利用により行政手

続や規制のある民間利用（銀行取引他）が可

能になるよう、マイナンバーカードの利用を広範に

適用した「デジタル社会の形成を図るための関係

法律の整備に関する法律」と同様の施策を行って

いただくことで、行政・民間双方のデジタル化が一

気に進む契機となると考えます。

外務省

前回回答のとおり、旅券については令和４年度中にオンラインによる申請を可能

とし、その制度設計にあたってはマイナポータルを利用することとしている。具体的

には、オンラインによる申請における本人確認の方法についてはマイナンバーカード

の公的個人認証機能等を活用し、更には、申請者はマイナンバーカードを読み

取り申請情報を入力することとすること等を検討しており、どこからでも申請を受け

付けることができる必要性や費用対効果などの要素を総合的に勘案し、マイナン

バーカード以外の活用は想定していない。

法務省

（「２．戸籍法」について）

戸籍の届出は，郵送によって提出することが認められており，本人の出頭が義

務づけられているものではない。

自治体の現場では多くの人が戸籍の郵送請求に

対する手続きの煩雑さに対する不満があることを

認識していることから、オンライン手続き（デジタル

ガバメント）で完結する手法が必要であると考え

ています。

法務省

戸籍の届出及び戸籍証明書の交付請求に係るオンラインシステムの導入につい

ては，市区町村長において判断される事項です。

　なお，既にオンラインシステムを導入している市区町村もあるところ，全連（全

国連合戸籍住民基本台帳事務協議会）の機関誌「戸籍」において，オンライ

ンシステムの導入事例に関する記事を掲載しています。

＜住所異動に伴う届出について＞

   個人番号カードの交付を受けている者による転出届については、既にオンライ

ンで行うことが可能である。

   一方、転入届、転居届については、これが受理されることで、届出先市区町

村の住民票に記載され、又は記載が修正され、当該記載又は修正後の住民

票の情報を基礎として、選挙人名簿の作成、保険給付、課税等の様々な行政

事務が行われることとなるものであることから、届出者の実在性及び本人性を厳

格に対面で確認することが不可欠である。

   さらに、転入及び転居時には、住所変更等に伴い個人番号カードの記載事

項及びこれに記録される公的個人認証の電⼦証明書を再発行する必要があ

り、これらについても窓口での手続を要することとなる。

   ただ、個人番号カードを用いて住所変更等の手続の利便性を高めることは重

要であると認識しており、自治体手続における引越しワンストップサービスについ

て、「デジタル・ガバメント実行計画」（2020年12月25日閣議決定）等を踏

まえ、令和２年通常国会において必要な住民基本台帳法の改正を行ったほ

か、その実現に向けて内閣官房を中心に具体の検討が進められているところであ

る。

　また、総務省においては、昨今のデジタル技術の進展及び関連諸制度の改革

の動向を踏まえ、令和３年６月より「デジタル時代における住民基本台帳制度

のあり方に関する検討会」を開催し、届出のあり方についても検討を行っていると

ころである。

＜マイナンバーカード交付手続について＞

　マイナンバーカードは、対面やオンラインで確実な本人確認を行うことができる、

安全・安心で利便性の高いデジタル社会の基盤となるものである。したがって、

カード交付時に券面に表示される顔写真と申請者の顔の同一性を目視により

確認をする必要があり、申請時又は交付時に一度は申請者に出頭を求めてい

るところである。

　仮に一度も対面で本人確認を行わない場合、券面に表示される顔写真と申

請者の同一性を担保することができるかどうかについて疑義が⽣じ、なりすまし等

の課題が⽣じる。

　また、マイナンバーカードが本人確認書類であることを踏まえると、特区を設置

し、他の地域と異なる手続で取得できることは望ましくない。

マイナンバーカードは主に行政関連利用を想定し

た堅牢で優れた制度・仕組みですが、これに民間

発の法的根拠を持つスマホID（まえばしIDは電

⼦署名法の認定認証局が発行する電⼦証明書

が基礎）を補完的に組み合わせることで、行政手

続及び民間利用両面で、スマホで安全に利用で

きる利便性の高いものになると考えています。電⼦

署名法の認定電⼦証明書の利用により行政手

続や規制のある民間利用（銀行取引他）が可

能になるよう、マイナンバーカードの利用を広範に

適用した「デジタル社会の形成を図るための関係

法律の整備に関する法律」と同様の施策を行って

いただくことで、行政・民間双方のデジタル化が一

気に進む契機となると考えます。

総務省、デジタ

ル庁

　自治体手続における引越しワンストップサービスに関しては、先般の第204回

通常国会で成立したデジタル社会形成整備法（令和３年法律第37号）によ

る住民基本台帳法の改正も踏まえ、マイナポータルからオンラインで転出届と転

入予約を行うことについて、令和3年度にデジタル庁を中心に、公募自治体との

検討会及び現地検証を行い、具体のサービスを検討したうえで、令和4年度内

に全自治体でのサービス開始を目指しております。

　なお、マイナポータルからオンラインで転出届を行う場合、総務省関係法令に係

る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則（平成15

年総務省令第48号）第４条第２項の規定に基づき、「電⼦署名等に係る地

方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律（平成十四年法律

第百五十三号）第二条第一項又は電⼦署名及び認証業務に関する法律

（平成十二年法律第百二号）第二条第一項に規定する電⼦署名」を用いる

必要があることとされています。

　また、「デジタル時代における住民基本台帳制度のあり方に関する検討会」に

おいては、令和３年12月28日に報告書を公表しました。
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デジタルガバメントに向

けたオンライン行政手

続の実現

・まえばしIDにより、必要な時に世帯や個人情

報、口座情報など、様々な情報と連携し活用す

ることが可能となる

・パーソナライズされた行政手続が案内され、全て

の手続きがオンライン上で完了できる仕組みを構

築

・アフターコロナの時代に市役所に来ず、待たせ

ず、行政手続が可能となり、市民や事業者の安

心感と利便性の向上が図られる

・マイナンバーカード申請・交付手続や住所異動

（転入・転出）、パスポート申請等の手続では、

市役所窓口において本人の出頭（対面手続）

が義務づけられている点

1.住民基本台帳事務処理要領

2.戸籍法第27条の2

3.旅券法第3条､第8条　

4.行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する

法律（マイナンバー法）施行令第13

条

1.住民基本台帳法

2.戸籍法

3.旅券法　

4.行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律

・上記法律における事務手続上の本人出頭の条項を廃止

するもの

総務省



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

経済産業省

VPP・DR事業にかかるガイドラインとして、アグリゲーター等が事業を行う上で必

要となる関係者間での契約や取り決めについて、民間同士の契約を締結するた

めの指針等を定めた「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するガイ

ドライン」や、事業実施にあたって必要となるセキュリティ対策の内容を定めた「エ

ネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するサイバーセキュリティガイドライ

ン」を策定しております。

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/adv

anced_systems/vpp_dr/files/20171129001-1.pdf

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/adv

anced_systems/vpp_dr/files/20171129002-1.pdf

特定計量制度において、御指摘のような定額ポイント還元等の精算方法につい

て、特段の規制を設けることは予定していません。

各市場での活用に当たっては、「電気計量制度の合理化を図る特定計量制

度」も踏まえ、需要・発電計画や精算方法等、託送供給に係る約款や、機器

側計測におけるセキュリティ担保方法等を一般送配電事業者等とも連携を図り

つつ、検討を進めて参ります。
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携帯通信サービス実

現に向けた空中線電

力の許容値の拡大

・プライベートLTE（sXGP方式）、MVNO、ロー

カル5Gによる前橋市民向け携帯通信サービス「ま

えばしmobile(通信網)」の提供

・前橋市が主導する格安かつ安全安心して使え

る携帯通信を市民に提供し、市民の携帯料金に

係る家計の負担を軽減し、かつ、スーパーシティ構

想における課題であるデジタルデバイドを解消

・現在、sXGP方式を利用した前橋市民向け携

帯通信サービスにおいて、以下の課題がある

①基地局の空中線電力が200mWに制限され

ており、広範囲かつ高効率なエリア設計を実現す

ることが困難となっている

②基地局の利用場所が同一の構内、船舶、航

空機、列車に限定されており、屋外利用が認めら

れていない

③電気通信番号計画（令和元年総務省告示

第６号）によって、音声伝送携帯電話番号が、

基地局免許（周波数免許）を持つ事業者のみ

割り当てられることとなっている。

1.無線設備規則　第14条、第49条

の8の２の3 第2号ハ

2.電気通信番号計画（令和元年総

務省告示第６号）第３音声伝送携

帯電話番号　第３　１

1.無線設備規則

sXGP方式における基地局の空中線電力が200mWの許

容値を、2Wの許容値へ変更

sXGP方式の親機（基地局）において前橋市の人口密集

地を中心にエリアカバレッジを確保するため、「同一の構内、

船舶、航空機及び列車」以外の屋外においても利用できる

ように制限の緩和

2.電気通信番号規則

基地局免許（周波数免許）を持つ事業者以外への音声

伝送携帯電話番号を付与できるように制限の緩和

総務省

＜１について＞

・sXGPは、1.9GHz帯の「デジタルコードレス電話」であり、広域利用を目的とし

た無線システムではなく、同一構内の利用を目的とした無線システムである。

・1.9GHz帯では、様々な無線システム・多数の利用者が各々小さい電力で共

存を図っており、ここに10倍（200mW→2W）の電力の無線システムが入って

きた場合、既存の無線システムが混信を受け、使えなくなる恐れがある。

・このため、事前に提案者の域内（前橋市内）及び電波の影響が及ぶ周辺自

治体において運用中の無線システムの混信対策が必要であり、提案者がその対

応（全ての無線システム利用者との事前協議・合意の取得、機器改修・交換

等）を行う必要がある。

・また、隣接する周波数は携帯電話が利用しており、sXGPの電力増加は携帯

電話に影響を与えるため、提案者は携帯電話事業者と事前協議を行い、利用

に向けた合意を取得することが必要である。

・その他、更なるchの増加や広帯域化等についても、提案者は既存の無線シス

テムや携帯電話事業者との事前協議を行い、合意を取得することが必要であ

る。

・なお、ご提案は「広域で利用することが可能なプライベートLTE」の実現とのこと

より、地域BWA等の広域的に利用可能なLTE方式の無線ブロードバンドシステ

ムが他にもあることから、それを使用されることも一案と考える。

＜２について＞

基地局免許を持つ事業者以外への音声伝送携帯電話番号の付与等につい

て、現在情報通信審議会（電気通信事業政策部会/電気通信番号政策委

員会）において検討中。

ご指摘にあるような技術的課題(混信等)や他の

事業者との調整は実務的な対応が必要であると

認識しており、地域でMEG（Medical、

Education、Government：医療・教育・行

政）分野における公共的通信網を構築するため

に、携帯キャリアが当該地域で使用していない空

き周波数の地方自治体との共用、携帯キャリア基

地局に対する自治体施設等の貸し出しやその場

合の携帯電話事業者以外への携帯電話用周波

数を用いる無線設備の免許等の議論を継続させ

て頂きたい。

総務省

技術的課題や他の事業者との調整の必要性については、共通認識ができてい

るものと考える。公共的通信網の構築のためには、例えば、携帯電話事業者の

ネットワークを用いずに地域で広域的に利用できる地域BWA（同システムは、

今後、総務省において音声利用も認める方向で検討予定。）やローカル５Ｇ

の活用も考えられる。今後とも、貴市のMEG分野における公共的通信網構築

に向け、ご意見を前向きに捉えて、貴市と議論を継続させていただきたいと考え

る。

群馬県前橋市 11

分散型スマートエネル

ギー実現のための新た

な制度設計

・スマートメーター等を活用し、市民の⽣活状況を

把握し異常が発⽣した場合には機器の点検・整

備

・AIや遠隔制御を活用した最適なエネルギーの利

用による脱炭素社会の実現

・「みどり」による炭素貯蔵量や雨水流出削減量

の見える化を通じた緑化の推進

・市民にとって、電気火災ゼロ、人命・財産の保

護の実現

・市にとって緊急出動の削減、計画作業化の実

現

国土交通省

【道路法】

EV充電器や蓄電池を道路上に設置することは現行制度上可能である。

【空家等対策の推進に関する特別措置法】

空き家の所有者等の承諾なくEV充電器、蓄電池の設置等のために空き家を活

用することは、当該所有者等の権利を侵害するものであることから認められない。

空き家であっても、その活用に当たっては、所有者等が判明している場合は当該

所有者等の承諾が、所有者が不明又は不在等の場合は財産管理人の選任

申立て等により選任された財産管理人の承諾等が、それぞれ必要となる。

【屋外広告物法】

屋外広告物法では、地方公共団体は条例で定めるところにより、道路等で広告

物の表示等を禁止することができるとしており、道路等での広告物の表示等につ

いては、地方公共団体が地域の実情を踏まえながら個別に判断できます。

また、屋外広告物条例ガイドライン第11条では、道路等での広告物の表示等

を禁止している場合であっても、地方公共団体が指定する公益上必要な施設・

物件の設置・管理費に広告料収入を充てる広告物を適用除外とできる旨お示

ししており、こうした運用を行えばEV充電器等への道路等での広告物の表示等

は可能です。

経済産業省

・令和２年６月に電気事業法を改正し、新たに配電事業・特定卸供給事業

（アグリゲーター制度）を位置づけたところです（令和４年４月１日施行）。

配電事業者は一般送配電事業者等から譲渡、貸与された設備を運用して事

業を行うことができます。また、配電事業者の託送供給等約款（系統連系技

術要件を含む）は届出制であり、変更命令基準に抵触しない限り、その供給

区域内において、届け出た託送供給等約款に基づき事業を実施することが可能

です。接続については、既存系統を有効活用することで早期に再エネ導入を進

める観点から、ノンファーム型接続等の取組を進めています。特定卸供給事業者

は分散型リソース（家庭用の低圧リソースを含む）を集約し、小売電気事業者

等に供給する事業を行うことができます。

（参考：持続可能な電力システム構築小委員会　第二次中間取りまとめ　配

電：P22以降、アグリゲーター：P55以降）

https://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy

_subcommittee/system_kouchiku/pdf/t62022100902.pdf

・特定計量

令和２年６月に電気事業法を改正し、分散型リソースの活用促進に向けた環

境整備のため、電気計量制度の合理化を図る特定計量制度を措置しました。

（令和4年4月1日施行）本制度を利用して計量を行う場合は、電気事業法

に基づく基準に従って計量を行うことや、国への届出が必要となりますが、計量法

に基づく検定を受ける必要等はありません。

（参考：特定計量制度）

持続可能な電力システム構築小委員会　第二次中間取りまとめP64）

https://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy

_subcommittee/system_kouchiku/pdf/t62022100902.pdf

・各市場での活用に当たっては、「電気計量制度の合理化を図る特定計量制

度」を踏まえ、需要・発電計画や精算方法等、託送供給に係る約款や、機器

側計測におけるセキュリティ担保方法等を一般送配電事業者等とも連系を図り

つつ、検討を進めていきます。

・「地域系統独立運用（地域マイクログリッド）」は、平常時の系統運用は一

般送配電事業者が実施し、災害時に自立的な電力供給を一般送配電事業

者と連携し、新規事業者が実施するものです。仮に当該新規事業者が、来年

度以降、配電事業を実施する場合、配電事業者が災害等緊急時に系統の独

立運用を実施することも考えられます。この際、配電事業の事業性検証のために

配電網の維持管理コスト情報が必要となりますが、その点については、参入許可

の申請準備段階において、事業採算性等を判断するために必要な、①参入予

定エリアの総需要や時間 帯別の需要などの統計情報、②設備の譲渡料・貸与

料や一般送配電事業者への委託料の見積もり金額、③その他競争関係を阻

害しない情報であって配電事業の検討に必要な情報を、一般送配電事業者か

ら提供を受けられることやその手続きフロー等を配電事業参入の手引き（ガイド

ライン）の位置づけである「分散型エネルギーシステムへの新規参入のための手

引き」に明記しました。

（https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas

/electric/summary/regulations/pdf/bunsan.pdf）。これらを通じて、

系統の独立運用等を実施する配電事業の環境整備を進めてまいります。

VPP/DRについては，国の技術検証が開始され

ているが実証試験段階であり、事業を行ううえでガ

イドライン等の詳細が定められていない。本事業は

家庭用等の高低圧リソースをVPPに活用し、エネ

ルギーの地産地消・カーボンニュートラル・地域レジ

リエンス強化を目指すものであるため、VPPに家庭

用等高低圧リソースを活用した事業化に向け、ガ

イドラインの策定等ルール作りと計量の弾力運用

を要望します。また、需要側の電化、調整力、エ

ネルギーサービスの拡がりの観点から、EV充電器、

蓄電池の公道設置や空き家の非常時開放等弾

力的な活用、調整力リソース配置の原資とするた

め屋外広告物法に基づく広告規制の緩和を求め

ます。

・分散型の仮想発電所を構築するための制度設

計がない点

・分散型グリッドの事業化に関する制度設計がな

い点

1.電気事業法

1.電気事業法

【VPP：仮想発電所】

・VPPに関して、複数の低圧需要家（家庭用が主体）の

分散型電源から電力系統に流れる電力（逆潮流）を集

約（アグリゲーション）する制度が現在はないため、この制度

設計が必要

・ＶＰＰでは、調整電力量等の評価が必要となるが、その

評価を受電点ではなく機器側で行える制度設計を要望

・上記計量計に関しては、検定を 経たもの は高コスト となり 

ＶＰＰの普及の障壁となり得るため、例えばＰＣＳ（パワ

コン：現状でも殆どの分散型電源機器に搭載されている）

で代替できる ような認可を要望

【分散型グリッド】

・分散型グリッドの事業化に対しては、現状は配電網利用

ルールの明確化や規制緩和などがなされていないためその制

度確立が必要

・地域マイクログリッド事業者のライセンス制度の創設と事業

規制の整備

・配電設備 （現在は旧一般電気事業者様が所有する既

存の配電設備）の第三者への 貸出制度の 新規 創設

・安定運用のルール（グリッドコード）や接続規制 （送電

線につなぐ容量 制約 など）等をグリッド対象区域内で柔軟

に運営できる環境整備

・ 新規事業者が地域マイクログリッドの事業を行う中で、 配

電網の維持管理コスト、維持計画、開放条件、運用方法

等の情報 などを、 一般送配電事業者から必要に応じ て情

報開示を 受けられる精度の整備



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

内閣府
マイナンバー法においては、マイナンバーカードのICチップに記録された電⼦証明

書を用いてオンラインで本人確認を行うことが認められている。

法務省

総務省

経済産業省

　本人確認の方法は本人確認手続を定めるそれぞれの法律において定められて

いるものであり、「規制・制度改革のために提案する新たな措置の内容：様々な

法律によって適切な本人確認の方法として認められるように関係法令の規制緩

和」とされているように、当該規制緩和が求められる法律を所管している省庁へ

検討を要請されたい。

マイナンバーカードは主に行政関連利用を想定し

た堅牢で優れた制度・仕組みですが、これに民間

発の法的根拠を持つスマホID（まえばしIDは電

⼦署名法の認定認証局が発行する電⼦証明書

が基礎）を補完的に組み合わせることで、行政手

続及び民間利用両面で、スマホで安全に利用で

きる利便性の高いものになると考えています。電⼦

署名法の認定電⼦証明書の利用により行政手

続や規制のある民間利用（銀行取引他）が可

能になるよう、マイナンバーカードの利用を広範に

適用した「デジタル社会の形成を図るための関係

法律の整備に関する法律」と同様の施策を行って

いただくことで、行政・民間双方のデジタル化が一

気に進む契機となると考えます。

法務省、デジタ

ル庁

　御指摘の「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」

は、「デジタル社会形成基本法」に基づく、いわゆる「整備法」であって、その内容

は、マイナンバーカードの通用範囲について一般的な法規範に基づき、その通用

範囲の拡大を図るものである。

　したがって、繰り返しになるが、当該規制緩和を一般化する法規範が前提とな

り，それがない現状では，いわゆる整備法によることはできないことから，個々の

緩和の対象となる取引等を規定する法律を所管している省庁へ検討を要請さ

れたい。

群馬県前橋市 13 まえばしIDの導入

・鍵ペア(秘密鍵と公開鍵)とハッシュ値を組み合

わせた電⼦署名の活用により本人証明と非改ざ

ん証明の機能を実現

・高度化・巧妙化するサイバー犯罪から秘密鍵を

保護するためには、ソフトウェアのみでなくハードウェ

アを用いた秘密鍵の管理方法を実現

・FPoS(SIMカードなどのスマホ搭載の電⼦証明

書を活用した認証及び署名手続き)によるHSM

を利用することで高いセキュリティを担保

•パーソナルデータの利活用範囲が飛躍的に拡大

する

•各種の法令において、本人確認や意志表示の

方法として書面や対面等による方法しか認められ

ていない点

【規制緩和の対象】

【その他関連する法令】

1.電⼦署名及び認証業務に関する

法律(電⼦署名法)

2.電⼦署名等に係る地方公共団体

情報システム機構の認証業務に関す

る法律（公的個人認証法）

3.行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する

法律（マイナンバー法）

電⼦署名法の認定を受けた電⼦証明書による電⼦署名

が、犯罪収益移転防止法で定めるものと同様に、様々な法

律によって適切な本人確認の方法として認められるように関

連法令の規制緩和



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

神奈川県鎌倉市 1 ロードプライシング ETCシステムを活用した料金徴収
車両の流入抑制による域内交通の最適化及び

公共交通機関利用への転換

地域への流入車両抑制策等として道路通行への

課金をする場合、「道路無料公開の原則」との関

係の整理が必要となる

道路無料公開の原則
道路法との関係も含め、「地域への流入車両に課金する」こ

とを可能とする新たな法的枠組みの構築が必要となる。
国土交通省

ご提案の地域における道路通行への課金については、課金の根拠となる新しい

法的枠組みを含めた立法措置が必要と考えられる。その際、道路通行への規制

という観点から、国土交通省だけでなく、関係省庁も含めた検討が必要となるこ

とが想定される。

地域外の車両が流入する事の対価として、一般

道路で道路使用料を徴収するには、「道路無料

公開の原則」が障壁となる。道路法第25条「有

料の橋又は渡船施設」の規定と同様に、「観光

渋滞が著しい地域に車両で流入する場合、自治

体は渋滞対策のため有料にできる」旨を同法に規

定する、又は、限定列挙を削除し「道路の機能を

維持する等に必要な場合は有料にできる」旨を規

定する等、一般道での課金を可能とするよう法改

正を求める。また、徴収した道路使用料の使途

は、道路整備の解釈を拡大し、地域内の環境整

備等に充当したい。ロードプライシングの実現に向

け必要な措置を、道路法や道路交通法等の諸

法令へ位置づけることを検討願いたい。

国土交通省

警察庁

ご提案の地域における道路通行への課金については、課金の根拠となる新しい

法的枠組みを含めた立法措置が必要と考えられる。その際、道路通行への規制

という観点から、国土交通省だけでなく、関係省庁も含めた検討が必要となるこ

とが想定される。

神奈川県鎌倉市 2 ロードプライシング ETCシステムを活用した料金徴収
車両の流入抑制による域内交通の最適化及び

公共交通機関利用への転換

有料道路とは、道路法上の道路のうち道路整備

特別措置法により料金を徴収するものをいい、有

料道路自動料金収受システムを使用する料金徴

収事務の取扱いに関する省令は、その料金の徴

収事務についての取扱いを定めたものである。

そのため、一般道路に流入する際にETCシステム

を活用する場合には、一般道路にETCシステムを

使用して料金徴収が可能となる当該省令の改正

や条例の制定等も含め、新たなルールづくりが必

要となる。

有料道路自動料金収受システムを使

用する料金徴収事務の取扱いに関す

る省令

コードンプライシングとして、一般道路に流入する際にETCシ

ステムを活用する場合には、一般道路にETCシステムを使用

して料金徴収が可能となる当該省令の改正や条例の制定

等も含め、新たなルールづくりが必要となる。

（域内の道路を道路整備特別措置法により料金を徴収す

る有料道路とする場合には、特段見直しは発⽣しない。）

国土交通省

「有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する

省令」は、ETCの活用を有料道路における使用のみに限定する規制ではなく

（現に、有料道路以外にETCを活用している事例は存在）、有料道路の料

金徴収にETCを使用する場合のルールを決めているものにすぎないため、ご提案

の実現に向けて制度面での阻害要因とはならないものと思料。（なお、一般道

における課金等にETCを使用する場合に、別途何らかのルールを定めることは想

定されうる。）

地域外の車両が流入する事の対価として、一般

道路で道路使用料を徴収するには、「道路無料

公開の原則」が障壁となる。道路法第25条「有

料の橋又は渡船施設」の規定と同様に、「観光

渋滞が著しい地域に車両で流入する場合、自治

体は渋滞対策のため有料にできる」旨を同法に規

定する、又は、限定列挙を削除し「道路の機能を

維持する等に必要な場合は有料にできる」旨を規

定する等、一般道での課金を可能とするよう法改

正を求める。また、徴収した道路使用料の使途

は、道路整備の解釈を拡大し、地域内の環境整

備等に充当したい。ロードプライシングの実現に向

け必要な措置を、道路法や道路交通法等の諸

法令へ位置づけることを検討願いたい。

国土交通省

警察庁

ご提案の地域における道路通行への課金については、課金の根拠となる新しい

法的枠組みを含めた立法措置が必要と考えられる。その際、道路通行への規制

という観点から、国土交通省だけでなく、関係省庁も含めた検討が必要となるこ

とが想定される。

神奈川県鎌倉市 3 遠隔診療・服薬指導
オンライン等の遠隔での診療や服薬指導を初回

から可能とする

本市は、少⼦高齢化が進展し、かつ交通不便地

域が複数存在している。初回から遠隔による診療

や服薬指導が可能となることにより、高齢者や障

害があり通院が困難な市民に対する充実した医

療体制が構築できる。また、昨今の新型コロナウイ

ルス等の感染リスクの減少にもつながる

現在COVID-19 の感染拡大に伴い、厚⽣労働

省令和2年4月10日事務連絡・同年5月1日事

務連絡により，オンライン診療の拡充を認めた措

置が認めらているが、あくまで時限的な特例措置

である。オンライン診療の適切な実施に関する指

針では、オンライン診療について、初診は原則対

面とすることが記載されており、また、オンライン服

薬指導についても、医薬品、医療機器等の品

質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

第9条の3第1項により、対面での服薬指導が義

務づけられている。また、本市を含む県域全域につ

いては国家戦略特区であり、規制改革メニューの

一つとして、対面による服薬指導が困難な場合に

は薬剤遠隔指導等を行わせることができる特例

措置があるが、本市の特徴からこの特例措置に加

えて区域外の患者についても適用を拡大された

い。

オンライン診療の適切な実施に関する

指針

医薬品、医療機器等の品質、有効

性及び安全性の確保等に関する法

律第9条の3第1項

本市を含む県域全域については国家戦略特区であり、規制

改革メニューの一つとして、対面による服薬指導が困難な場

合には薬剤遠隔指導等を行わせることができる特例措置が

あるが、本市の特徴からこの特例措置に加えて区域外の患

者についても適用を拡大されたい。

厚⽣労働省

オンライン診療については、全国的な措置として「関係学会や事業者等とも協力

し、オンライン診療の安全性・有効性に係るデータの収集や事例の実態把握を

進めるとともに、今回の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に際しての時限的

措置において明らかとなった課題や患者の利便性等を踏まえ、恒久化の内容に

ついて、具体的なエビデンスに基づき、検討を行う。初診の取扱い等も含めた時

限的措置の恒久的な枠組みについては、2021年夏を目途に時限的措置の実

績も踏まえて、その骨格を取りまとめた上で、同年秋を目途に「オンライン診療の

適切な実施に関する指針」を改定する」（「成長戦略フォローアップ」令和３年

６月18 日閣議決定）こととしております。

薬局におけるオンライン服薬指導については、「規制改革実施計画」（令和３

年６月18日閣議決定）や「成長戦略フォローアップ」（令和３年６月18 日

閣議決定）を踏まえ、2021（令和３）年夏を目途に医薬品医療機器等法

に基づくルールの見直しの検討を行うこととしております。

神奈川県鎌倉市 4
ﾄﾞローンによる物資輸

送
ドローンを活用した物資の配送を行うもの

配送車両の減少による市内交通の混雑緩和、

配送ドライバーの担い手不足の解消等

航空法第第132条の２第1項第7号及び航空

法施行規則

第236条の6の規定により、人または物件と30m

未満の距離で無人航空機を飛行させるために

は、第三者物件の所有者から許諾を得たとして

も、国土交通大⾂の承認が必要となる。

そのため、ドローンによる物資配送の際に都度国

土交通大⾂の承認を得ることは困難な状況。

航空法第第132条の２第1項第7号

航空法施行規則第236条の6

ドローンを活用した物資の輸送については、航空法第第132

条の２第1項第7号及び航空法施行規則第236条の6の

適用除外としていただきたい。

国土交通省

【航空法について】

　物資輸送の場合に限り当該規定を適用除外することは対応ができませんが、

催し場所上空における飛行や人口集中地区上空での夜間における目視外飛

行の場合を除き、申請内容に変更がなく、継続的に飛行させる場合には、１年

間を限度として許可承認を行っています。

神奈川県鎌倉市 5
ドローンによる物資輸

送
ドローンを活用した物資の配送を行うもの

配送車両の減少による市内交通の混雑緩和、

配送ドライバーの担い手不足の解消等

民法第207条の規定により、土地の所有権は、

法令の制限内において、その土地の上下に及ぶた

め、ドローンを活用し民家上空を経由して物資の

輸送をする場合、上空の輸送ルートの土地所有

者すべてに許可を得ることは困難。

民法第207条
ドローンを活用した物資の輸送については、民法第207条の

適用除外としていただきたい。
内閣官房

民法においては、「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下

に及ぶ。」（第２０７条）と規定されているが、その所有権が及ぶ土地上の空

間の範囲は、一般に、当該土地を所有する者の「利益の存する限度」とされてお

り、第三者の土地の上空において無人航空機を飛行させるに当たって、常に土

地所有者の同意を得る必要がある訳ではないものと解される。その上で、ドローン

を活用した物資の輸送について、更なる措置を要するかについては、慎重に検討

する必要がある。

詳細については、下記資料を参照いただきたい。

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kogatamujinki/kanminkyougi

_dai16/betten4.pdf

神奈川県鎌倉市 6
若年層の政治参画の

促進
若年層の被選挙権の引き下げ

これからの鎌倉をつくり、支えていく若年層の政治

参画を促進し、鎌倉らしさの確実な継承と、新た

な価値を創造

公職選挙法第10条第1項第5号において、市町

村の議会の議員についてはその選挙権を有する

者で年齢満二十五年以上のものと定められてい

る

公職選挙法第10条第1項第5号

公職選挙法第10条第1項第5号を改正し、例外規定とし

て市町村の定める条例により、被選挙権の年齢要件を独自

に定めることができる旨を追加していただきたい。

総務省

被選挙権年齢のあり方については、民主主義の土台である選挙制度の根幹に

関わるものであることから、国会における議論なども踏まえる必要があると考えてい

る。



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

現行制度においても対応可能と考えられるところ、現行制度の具体的な活用方

法等も踏まえご検討ください。

教育職員免許法においては、「教育職員は、この法律により授与する各相当の

免許状を有する者でなければならない。」（第３条第１項）としておりますが、

これは、教職の専門性にかんがみ、教育職員になる者に対して教員免許状の所

有を要件とすることにより、教育職員の資質の確保と向上を図り、もって全国の

学校教育の水準の維持・向上を図ろうとするものです。そのため、教員免許状は

学校教育という公の性質を持つ教育活動を行う教育機関の職員の資格として

必要なものであり、一部区域における規制緩和であっても免許状を有さないこと

とする特例を設けることは適切ではないと考えております。

なお、特別免許状は授与に係り教育職員検定で担当する教科に関する専門

的な知識経験又は技能を有しており、社会的信望があり、かつ、教員の職務を

行うのに必要な熱意と識見を持っている者であることを確認する必要があります。

教育職員の資質の確保と向上を図るものであるという点は普通免許状と同様で

す。一方、普通免許状とは異なり教職課程を経ていないが優れた知識技能等

を有する社会人に学校教育に参画いただく仕組みであり、学校の教員組織が多

様性な専門性と柔軟性を供えた組織になるために都道府県教育委員会等によ

るより一層の活用を文部科学省としても目指しているところです。

今回ご説明いただいた提案については、教科に関する専門的な知識経験又は

技能を有する者に授与される特別免許状の趣旨にも沿うものかと思います。ま

た、構造改革特別区域法第第十九条の規定により、認定を受けた市町村にお

いて特別免許状の授与が可能となる制度の活用も検討いただければと思いま

す。

神奈川県小田原

市
2

　「農地」のままで太陽

光発電等を行うことが

可能となるよう、農地

転用制限を撤廃。

　本市においては目指すべき将来像を「エネルギー

を地域で自給する持続可能なまち」（小田原市

エネルギー計画（H27.10））と掲げ、EVを活

用した新たな地域エネルギーマネジメント（R元環

境省補助採択）、地域マイクログリッド構築事業

（R2経済産業省補助採択）をはじめとした地

域でのクリーンエネルギー発電と脱炭素型地域交

通の推進等について、国や民間とも連携して計画

的に取り組んできた。

　今般、「スーパーシティ構想」への応募を好機とし

てその取組を大幅に加速し、「日本一の環境都

市」を目指すこととしている。

　具体的には、耕作放棄地を中心とした農地等

を活用して、「太陽光発電等ー蓄電ー活用（売

電を含む）」を一貫して行う「小田原スーパーソー

ラー」を市内各地域に整備するとともに、EV充電

や災害時のライフライン確保等のために「小田原

スーパーソーラー」が市内全域をフォローできるよう

なネットワークを構築することを計画している。

　市内全域で太陽光発電等で発電された電気が

活用され、脱炭素化が大幅に進展し、「クリーン

＆スマート城下町odawara」が実現する。

　特に、市内どこでもEVの充電が可能となり、市

内におけるEVの活用が大幅に進展する（なお、

本市はEVを2025年までに市内のEV台数を

2500台とすることを計画している。）（※1）。

　また、耕作放棄地等が活用され、農村の環境

改善、農家の経営安定につながる。

　加えて、電気を使用して高付加価値の農作物

の⽣産が可能となり、農家の経営改善につながる

ほか、それらを活用した観光資源の開発による六

次産業化（地元産の高品質な農作物を活用し

た「美食のまち小田原」の実現、土産物の開発

等）、海外輸出なども可能となる。

　さらに、市内各所に蓄電設備やEVが配置され

ることで、災害時には避難所等においてそれらを電

源とした電気の使用が可能となり、ライフラインの

確保による「災害に強いまちづくり」が進展する。

（※1）

　本市がスーパーシティ構想に基づき進めるEV

カーシェアリングやEVオンデマンドバスの導入促進

の基盤となる。

　「小田原スーパーソーラー」は本市農村に点在す

る耕作放棄地や手入れの行き届かない農地を活

用することを想定しているが（※2）、農地法の

規制により、現行制度の下では農地のままで太陽

光発電等を行うことができない（※3）。

農地から転用すれば可能であるが、転用には手

間も時間もかかり、許可が受けられない可能性も

あるほか、「先祖代々の農地を守りたい」という意

思を有する農家の方々には高いハードルとなってい

る（理論上は、一度転用した農地をまた農地に

戻せば課題は解決されるが、実態としては極めて

困難である。）。

（※2）

　所有者が希望すれば農地として活用されている

土地に「小田原メガソーラー」を設置することを排

除するものではない。

　しかしながら、農家として安定した経営を行って

いる所有者が農業を中止してそれを希望する可

能性は低いと見込んでいる。

（※3）

　「営農型太陽光発電」であれば転用許可は不

要であるが、一時転用許可は必要であり、また、

農業を継続しながら発電が前提となるため、耕作

放棄地等には不適当である。

農地法第四条、第五条

　本市で農地を活用した太陽光発電・蓄電等を行う場合に

は、農地法第四条・第五条に規定された都道府県知事等

の許可を不要とし、農地のままで太陽光発電・蓄電等を行う

ことができるようにする（※4・５）。

なお、当該太陽光発電・蓄電等施設・設備を設置すること

が、周辺農地や住宅地をはじめとする地域環境に悪影響を

及ぼすことがないよう、市長が事前に審査を行い、必要な場

合には設置等を差し止めることができるものとする。

（※4）

　「営業型太陽光発電」を行う場合も、一時転用許可の取

得が必要であり、「非営農型太陽光発電」を行う場合との均

衡を失することがないようにする必要があること等から、一時

転用許可を不要とする。

（※5）

　本市は市の環境政策等もあって環境に係る市民の意識が

高く、市の補助制度もあることから、現行制度の下でも26件

（営農型12件・非営農型14件）の実績がある

（R3.4.16時点）。

　規制改革が行われた場合には、同制度も活用し、太陽光

発電等に取り組む事例の更なる増加が見込まれる。

農林水産省

教育職員免許法第三条

　本市で新設された「デジタル科目」を指導・教育する教職

員を任用する場合には、教育職員免許法第三条に規定さ

れた免許状の所有を不要とする（※3）。

（※3）

　規制改革後、中学校における「デジタル科目」の新設と教

職員としてのデジタル人材の活用は本市と教育委員会が責

任を持って実施するものであり、当該制度を大いに活用する

ことを計画している。

文部科学省

教育課程を担当する教員については、授業を受ける児童⽣徒が適切に学ぶこと

ができるようその教員の資質の保持を図るため、教育職員は免許状を有する者

でなければならないとしており、仮に区域指定されたとしても当該地域の学校で

学ぶ児童⽣徒の教育を確保する観点から免許状を有しないこととする特例を設

けることは困難であると考えてます。

研究開発学校制度を用いた新科目の創設の事例等では、創設された科目に

近接する科目の教員免許状を持つ教員が授業を担当しているため、デジタル人

材に「デジタル科目」に近接する科目の特別免許状を授与することも考えられま

す。なお、特別免許状については、令和3年5月11日に「特別免許状の授与に

係る教育職員検定等に関する指針」を改訂し、より柔軟な授与が可能となって

いるため、デジタル人材の登用にも活用いただければと思います。

さらに、当該教育課程を一人で担当するのではなく、二人で担当するティーム

ティーチングの場合は免許状は不要であり、また、一人で担当する場合でも教科

の領域の一部を担当する場合であれば免許状を持たず年間を通じて指導を行

うことができる特別非常勤講師制度が設けられており、活用の方法によっては特

段の規制改革は不要であるため、具体の活用方法も含めて御検討ください。

文部科学省におかれては「教育職員は免許状を

有する者でなければならない」という現行教育免

許法等の理念をご説明くださっていますが、本市は

まさに当該規制の緩和を提案するものです。本市

は現行教育免許制度によらずとも、同等かそれ以

上に教員の資質確保と負担軽減を両立させ得る

スキームを規制改革提案しております。より具体

的な問題点のご指摘をお願いいたします。また、ご

指摘いただいている代替措置も本市が想定する

制度に合致するものではありません。改めて、本市

の提案を受け入れていただきますようお願いいたし

ます。詳細な内容は補足資料にまとめましたので、

ご確認をお願いいたします。

文部科学省
神奈川県小田原

市
1

　市が任用したデジタ

ル人材を市内中学校

の教員として配置でき

るよう教員職員免許

法の規制を撤廃。

　本市においては、令和2年度から順次全面実施

された新学習指導要領や「GIGAスクール構想」

のもと、児童・⽣徒1人1台の学習用端末や校内

の高速無線LAN環境の整備に取り組んでいる。

　今般、「スーパーシティ構想」への応募を好機とし

てその取組を大幅に加速し、「日本最先端の教

育環境」を目指して、市長部局と教育委員会が

共同で、市内公立中学校の科目に「デジタル」を

創設するとともに、デジタル技術等に精通し、実務

経験を有する人材を市長部局において任用したう

えで、当該科目を担当する正教職員として市内

中学校で⼦どもたちへの指導・教育を行うことと

し、本市のデジタル教育の水準を引き上げ、⼦ども

たちの豊かな未来を実現する。

　本市のデジタル教育の水準が向上することで、

⼦どもたちがデジタルに親しみ、能力を向上させ、

今後ますますデジタル化が進むと見込まれるわが

国の社会において自らの夢、希望を実現すること

ができるようになる可能性が高まる。

併せて、デジタル社会において必要となるデジタル

に係る知識・技術を習得する当該科目において

は、社会での実務経験を有する教職員による指

導は、単なる知識、技術の習得に留まらず、⼦ど

もたちの課題解決能力や考える力を向上させるこ

とが期待される。

　同時に、学校や⼦どもたちから波及する形で市

民全体、市全体のデジタル能力が向上すること

で、「クリーン＆スマート城下町odawara」の実現

に資する。

　　また、デジタル人材が教育現場での指導・教

育のほか、市のデジタル施策や学校のデジタル化

にも関与することで、デジタル施策やデジタルインフ

ラの質の向上をも可能とする。

　さらに、デジタル人材が学校のデジタル化も進め

ることで、他の教職員の負担が軽減され、⼦どもた

ち一人ひとりに向き合うことや授業を充実させるこ

とが可能となり、本市の教育水準を向上させるとと

もに、教育が充実した都市として⼦育て世代の転

入増加等にもつながる。

　本市中学校で「デジタル科目」を担当する教職

員は、人事制度上（県教育委員会が任用した

教職員を市立中学校へ配属）も実務上（中学

校が独自にデジタルに精通した人材を募集・任用

することは困難）も中学校で確保することは困難

であることから、本市市長部局において任用したう

えで、本市中学校において正教職員として⼦ども

たちを指導・教育することを想定している（※

1）。

しかしながら、教育職員免許法の規制により、現

行制度の下では中学校の教員の免許状を有する

者でなければ正教職員として⼦どもたちを指導・

教育することができず、教員免許を取得しており、

デジタルの知識に精通し、一定以上の実務経験

を有する人材を、市内中学校に十分な水準で配

属するために必要な人数確保することは、市長部

局においても困難と見込まれる（※2）。

（※1）

　非常勤講師として任用することについて、当該

教職員は本市中学校に新設する「デジタル科目」

の担当として、他の教職員と同様に年間を通じて

⽣徒の指導を行い、評価を行う必要があることか

ら、本市としては想定していない（臨時的業務で

も非常勤で行うべき業務でもない。）。

（※2）

　特別免許状制度を活用した人材確保について

は、「デジタル科目」自体が新たに設けた科目であ

るため、⼦どもたちの教育のために必要が⽣じた場

合には弾力的に加配等を行う必要があることか

ら、本市としては想定していない。

　なお、当該教職員には、科目指導のほか、学校

のデジタル化や市のデジタル施策へも関与していた

だくことを想定している。

農地法上の農地とは、耕作の目的に供される土地をいうことから、現に太陽光

発電設備が設置され、発電事業の目的に供されている土地については、営農型

太陽光発電として下部の農地において耕作が行われるものを除き、農地法上の

農地には該当しません。

また、営農型太陽光発電の支柱部分や、恒久的な太陽光発電設備の設置に

際しては、ご提案で述べられているように、周辺農地への影響がないこと等を担

保することが必要であるため、農地転用の許可が必要です。

一方で、優良農地の確保を前提としつつ、2050年カーボンニュートラル社会の

実現も重要な課題であることから、農林水産省としても、農業的な利用が見込

まれない荒廃農地を活用することにより、再⽣可能エネルギーの導入を促進して

いくこととしております。

このため、

①　既に森林の様相を呈している荒廃農地の非農地判断については、農地台

帳からの迅速な除外を周知徹底するとともに、市町村長が職権で一括して法務

局へ地目変更の申出を行っている事例を横展開することや、

②　営農型太陽光発電の促進に向け、荒廃農地を再⽣する場合には、パネル

下部農地の減収２割未満の基準を緩和し、

③　農山漁村再⽣可能エネルギー法の転用の特例の対象となる荒廃農地の要

件を、再⽣利用可能な第１種農地であっても、耕作者を確保することができ

ず、今後耕作の見込みがないものであれば対象とする

など、優良農地の確保に支障がないことを前提に必要な措置を講じたところであ

り、事業の検討に当たっては、これら措置の活用についてもご検討願います。

※　農地転用の可否については、具体的な事業計画等に即して判断することと

なります。

農林水産省は「農地法の農地とは耕作の目的に

供される土地」という現行法令をご説明くださって

います。当該規定は承知していますが、現行の規

制が不合理である場合に特定地域においてそれ

を緩和するのが今回の提案の主旨と理解していま

す。より具体的な問題点のご指摘をお願いいたし

ます。本市は、耕作目的に供する予定はあるが、

当面は困難な耕作放棄地について、耕作再開ま

での間、20年～30年程度が寿命のソーラーパネ

ルを設置することは、大きな問題もなく、国益に資

すると考えております。改めて、本市の提案を受け

入れていただきますようお願いいたします。詳細な

内容は補足資料にまとめましたので、ご確認をお

願いいたします。

農林水産省

農地は、国内の農業⽣産の基盤であり、地域の貴重な資源でもあることから、

国民に対する食料の安定供給の観点からその基礎的資源として重要です。この

ため、農地法では、農地の権利移動や転用を規制するとともに、農地の農業上

の利用を確保するため、遊休農地に関する措置等を講ずるとともに、農地につい

て所有権、賃借権等の権利を有する者は、農地の農業上の適正かつ効率的な

利用を確保しなければならない責務を有することとしております。また、税制面に

おいては、農地の確保や有効利用を後押しするため、農地の取得や保有に関し

て負担軽減が認められています。

ソーラーパネルを設置し専ら発電設備の用に供されている土地を農地として位置

づけることについては、農業⽣産機能を有していない土地であるにも関わらず、農

地として農地法の規制を受けることになることや、農地以外の土地にソーラーパネ

ルを設置している場合と土地の現況が同じであるにも関わらず、課税上の評価や

税負担が相違する等の不公平が⽣ずることといった問題が⽣じることになります。

また、農地へのソーラーパネルの設置については、土砂の流出、崩壊等の災害に

よる周辺農地の営農条件に支障を及ぼすおそれがあるとともに、立地によって

は、農地の集積・集約化の阻害要因ともなりかねません。このため、農地転用許

可において、こうした問題が⽣じないか確認することが必要です。

なお、耕作者を確保することができないため、今後耕作の用に供される見込みが

ない荒廃農地については、農山漁村再⽣可能エネルギー法に基づく設備整備

計画の認定を受けることにより、第１種農地であってもソーラーパネルを設置する

ことが可能となっており、かつ、この場合は、農地転用許可手続は不要となってい

ることから、同法を活用することについてもご検討ください。



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

神奈川県小田原

市
3

　建物内にEVカーシェ

アリングのための施設を

設置した場合、当該

部分が建物の容積率

に算入されないように

する等の建築基準法

の制限の緩和。

　日本有数の観光地として多くの観光客が訪問

し、また、古くからの城下町であるため交差点や隘

路が多い本市においては、増大する自動車交通

量に対応して、交通渋滞を緩和し、また、交通弱

者の安全を守るため、市街地への通過交通の流

入を回避させるなど、広域的・総合的な道路網の

整備や交通安全対策等に取り組んできた。

また、市内でEVを活用したカーシェアリング事業を

行う民間事業者や国（環境省）と連携して、脱

炭素型の地域交通モデルの構築事業を目指すな

ど、EVを中心としたカーシェアリングと、EVを「動く

蓄電池」と捉えた地域においてエネルギーを無駄な

く利用する地域エネルギーマネジメントにも取り組

んできた。

　今般、「スーパーシティ構想」への応募を好機とし

てその取組を大幅に加速し、EVを活用した「日本

一の環境都市」を目標として、EVカーシェアリング

の強力な推進等による交通渋滞の緩和・交通弱

者の保護と脱炭素化社会の実現の両立の実現

に取り組む。

　市内全域でEVカーシェアリングが活用され、脱

炭素化が大幅に進展し、「クリーン＆スマート城下

町odawara」が実現する。

　加えて、市内全域にEVカーシェアリングのための

施設が設置されることで、市民の環境意識の向

上につながることも期待される。

　また、EVカーシェアリングが活用されることで、市

内、特に人口が密集する中心市街地の自動車

交通量が減少し、交通渋滞が緩和されるととも

に、交通弱者が安全に⽣活することができ、都市

環境が向上する（※1）。

　併せて、観光客がEVカーシェアリングを利用する

ことにより、市内観光地の周遊が容易となり、観

光地としての本市の魅力が向上し、観光客の増

加・滞在時間の増加による経済的効果（中心

市街地活性化等）と都市環境の改善との両立

が見込まれる（※1）。

　さらに、市内各所に「動く蓄電池」の効果を有す

るEVが配置されることで、災害時には電気の使用

が可能となり、ライフラインが確保できる。

（※1）

　同時に推進するEVオンデマンドバスの導入促進

等との相乗効果も期待される。

　EVカーシェアリングを推進するためには、車両使

用者の環境意識を高めていただくことが最も重要

であるが（※2）、行政による啓発や補助金の交

付のみでは限界があり、コストも大きい（※3）。

　このため、住宅、特に集合住宅を建設する事業

者や多くの人が集まる商業施設、娯楽施設の運

営事業者等が導入に協力しなければ、EVカー

シェアリング導入の飛躍的進展は実現困難である

が、現行制度上、環境意識という「善意」に頼らざ

るを得ない状況である（※4）。

（※2）

  広域的な自動車交通需要に対応するための施

策について、交差点改良、連続立体交差事業、

左右折レーンの設置等のボトルネック解消施策で

は、個々の事業の効果は限定的であり、自動車

交通量そのものの減少が最も効果的である。

（※3）

  本市は、市民・事業者への啓発や、環境省補

助金を活用した駅前施設、民間事業所、市役

所等へのEVの段階的導入を実施しており、更な

る取り組みを進めていく方針であるが、別観点から

のアプローチも行う必要性を感じている。

（※4）

　具体例として、現行制度上、事業者等が建物

内に車両用車庫を設置する場合、容積率算定

に当たり、自動車車庫等部分については総面積

の1/5までは建物の床面積に算入されないもの

の、個人・家庭用のガソリン車とカーシェアリング用

のEVで取り扱いに差がないため、事業者の導入

意欲につながらない。

容積率制限は、建物の密度を規制することにより、道路等の都市施設の供給

能力ないしは処理能力とのバランスを保つことを目的として行われており、もって

市街地環境の悪化の防止を図るものです。また、駐車場については建築物の中

で行われる通常の経済活動等により発⽣する交通量を処理する上で必要な範

囲内のものについては、床面積に参入しないものとし、建築物から発⽣する駐車

需要をできるだけ建築物側で処理することを誘導しようとするものです。貴市から

のご意見の中で、EVカーシェアリングの強力な推進等により交通渋滞が緩和する

意図が分かりかねますが、通常、新たに駐車場が設けられますと交通負荷は増

加しますので、EVカーシェアリングであることを理由に容積率を緩和することは困

難です。

建築基準法第五十二条第一項

　本市において、渋滞緩和や脱炭素社会の実現に資すると

市長が特に認めた「EVカーシェアリング等のための施設・設

備」を設置した場合には、建築基準法第五十二条第一項

及び建築基準法施行令第二条第一項第四号に規定され

た制限が緩和され、当該施設・設備部分を建物の容積率

に一切算入しないものとする。

また、渋滞緩和や脱炭素社会の実現に特段の効果を挙げ

ると市長が特に認めた施設・設備を設置する場合には、容

積率を更に緩和することができるものとする（※5）。

　なお、市長は審査を行うに当たり、当該容積率の緩和を行

うことが都市環境に悪影響を及ぼすことがないよう、十分に配

慮することとする。

（※5）

　集合住宅や商業施設、娯楽施設において容積率が緩和

されることは、事業者にとっては経済的メリットが大きく、また、

環境に配慮した施設としてのPR効果もあるため、規制緩和

後には当該制度が大いに活用されることが見込まれる。

国土交通省

容積率を算定する際に、建築基準法施行令第2条第1項第4号及び第3項に

より、床面積の合計の1/5まで緩和されております。また、建築基準法第52条に

おいて、容積率を定めておりますが、以下に掲げる容積率緩和の手法を活用す

ることにより、対応できる可能性があります。

・住宅にあっては、国家戦略特別区域法第16条を活用する手法。

・建築基準法第59条の2に基づく総合設計制度を活用し、容積率の割増しを

実施する建築物に自動車車庫として「EVカーシェアリング等のための施設・設

備」の設置を誘導する手法。

本提案は、本市全域でEVカーシェアリングの強力

な推進等による交通渋滞の緩和・交通弱者の保

護と脱炭素化社会の実現の両立を目的としてい

ます。国土交通省が示される国家戦略特別区域

法第16条は住宅用途限定であり、商業施設等

では対応することができません。また、建築基準法

第59条の2では、前面道路幅員6ｍ以上や敷地

規模500㎡以上等の条件があり限定的であるた

め全ての建築物に対応できません。このため、本

市がスーパーシティ構想の中で進めようとしている、

市内全域におけるEVカーシェアリングの強力な推

進を実現するためのボトルネックとなるものであり、

改めて本市の提案をお認めくださることを要望いた

します。

国土交通省

【建築基準法について】

建築基準法第48条において用途規制を定めておりますが、単独自動車車庫に

ついては、建築基準法第48条ただし書き許可を活用している実績が複数ありま

す。また、以下に掲げる用途規制緩和の手法を活用することにより、対応できる

可能性があります。

・国家戦略特別区域法第15条を活用する手法。

・特別用途地区を定めることで、建築基準法第49条第2項を活用する手法。

・地区計画等を定めることで、建築基準法第68条の2第5項を活用する手法。

【⽣産緑地法について】

⽣産緑地法第８条では、市町村長の許可を受けなければしてはならない行為

を定めていますが、同条第１項ただし書に基づき公共施設等（※）の設置若

しくは管理に係る行為については、許可不要で行うことができる旨が規定されてお

り、都市計画に定められた駐車場等公共施設として整備される駐車場について

は、許可を要さず設置可能です。

（※）都市計画法第４条第６項第１号に定める都市計画施設（駐車場

等についても含まれる。）等

建築基準法について、国土交通省が示されてい

る緩和は、特例許可、特定区域における緩和で

あると理解しています。本市が想定しているのは市

内全域の緩和であり、個別の緩和を積み上げて

全域の緩和につなげることは、制度の趣旨・内容

に沿わないものと考えます。⽣産緑地法について

は、国土交通省が示されている特例は、公共施

設としての駐車場を緩和対象としていると理解し

ておりますが、本市が想定するのは営利企業が経

営する事業用資産であり、公共施設としての位置

付けは困難であると考えています。改めて、本市の

提案を受け入れていただきますようお願いいたしま

す。詳細な内容は補足資料にまとめましたので、

ご確認をお願いいたします。

国土交通省

【建築基準法について】

建築基準法第48条において用途規制を定めておりますが、単独自動車車庫に

ついては、建築基準法第48条ただし書き許可を活用している実績が複数ありま

す。また、以下に掲げる用途規制緩和の手法を活用することにより、対応できる

可能性があります。

・国家戦略特別区域法第15条を活用する手法。

・特別用途地区を定めることで、建築基準法第49条第2項を活用する手法。

・地区計画等を定めることで、建築基準法第68条の2第5項を活用する手法。

【⽣産緑地法について】

〇⽣産緑地は、現に農業の用に供されている農地等であり、継続的に農林漁

業を営むために必要となる施設の設置又は管理に係る行為で良好な⽣活環境

の確保を図る上で支障がないと認めるものに限り市町村長の許可を受けて設置

することができることとしており、営農の継続を前提に都市の農地を保全することを

目的としたものです。

〇また、⽣産緑地は都市農地を計画的に保全することに加えて、市街化区域

を今後計画的に整備していくために必要な公共施設等の用地をあらかじめ確保

することも目的としているため、公共施設等の設置又は管理に係る行為について

許可不要としております。

〇そのため、公共の用に供する施設及び公益性が高いと認められる施設以外の

施設の設置を認めることは⽣産緑地制度の目的に反するため、公共施設等とし

ての位置づけをしない場合は、⽣産緑地内に駐車場を設置することはできませ

ん。

〇なお、運営主体が民間事業者であったとしても、事業内容が地方公共団体

が策定する都市計画の内容に適合している等の条件を満たせば駐車場等の公

共施設等を都市計画に位置付けることは可能であり、貴市において当該駐車

場を公共施設等として都市計画に位置づけていただくことで、⽣産緑地において

ご提案にある駐車場の設置が可能となります。

〇ただし、⽣産緑地地区内の農地等の全部又は一部が公共施設等の敷地の

用に供された場合には、当該部分を⽣産緑地地区内から除外するための都市

計画の変更を行う必要があります。

神奈川県小田原
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　EVカーシェアリング等

のための施設を設置し

た場合、建築基準法

の用途制限・⽣産緑

地法の行為制限の緩

和。

　日本有数の観光地として多くの観光客が訪問

し、また、古くからの城下町であるため交差点や隘

路が多い本市においては、増大する自動車交通

量に対応して、交通渋滞を緩和し、また、交通弱

者の安全を守るため、市街地への通過交通の流

入を回避させるなど、広域的・総合的な道路網の

整備や交通安全対策等に取り組んできた。

また、市内でEVを活用したカーシェアリング事業を

行う民間事業者や国（環境省）と連携して、脱

炭素型の地域交通モデルの構築事業を目指すな

ど、EVを中心としたカーシェアリングと、EVを「動く

蓄電池」と捉えた地域においてエネルギーを無駄な

く利用する地域エネルギーマネジメントにも取り組

んできた。

　今般、「スーパーシティ構想」への応募を好機とし

てその取組を大幅に加速し、EVを活用した「日本

一の環境都市」を目標として、EVカーシェアリング

の強力な推進等による交通渋滞の緩和・交通弱

者の保護と脱炭素化社会の実現の両立の実現

に取り組む。

　市内全域でEVカーシェアリングが活用され、脱

炭素化が大幅に進展し、「クリーン＆スマート城下

町odawara」が実現する。

　加えて、市内全域にEVカーシェアリングのための

施設が設置されることで、市民の環境意識の向

上につながることも期待される。

　また、EVカーシェアリングが活用されることで、市

内、特に人口が密集する中心市街地の自動車

交通量が減少し、交通渋滞が緩和されるととも

に、交通弱者が安全に⽣活することができ、都市

環境が向上する（※1）。

　併せて、観光客がEVカーシェアリングを利用する

ことにより、市内観光地の周遊が容易となり、観

光地としての本市の魅力が向上し、観光客の増

加・滞在時間の増加による経済的効果（中心

市街地活性化等）と都市環境の改善との両立

が見込まれる（※1）。

　さらに、市内各所に「動く蓄電池」の効果を有す

るEVが配置されることで、災害時には電気の使用

が可能となり、ライフラインが確保できる。

（※1）

　同時に推進するEVオンデマンドバスの導入促進

等との相乗効果も期待される。

　EVカーシェアリングを推進するためには、車両使

用者の環境意識を高めていただくことが最も重要

であり（※2）、本市としても行政による啓発や

補助金の交付等に取り組んでいる（※3）。

一方で、EVカーシェアリング導入の飛躍的進展を

進めるためには、別観点からのアプローチも行うこと

も必要である。

（※2）

  広域的な自動車交通需要に対応するための施

策について、交差点改良、連続立体交差事業、

左右折レーンの設置等のボトルネック解消施策で

は、個々の事業の効果は限定的であり、自動車

交通量そのものの減少が最も効果的である。

（※3）

  本市は、市民・事業者への啓発や、環境省補

助金を活用した駅前施設、民間事業所、市役

所等へのEVの段階的導入を実施しており、更な

る取り組みを進めていく方針である。

建築基準法第四十八条第一項、第

三項、第五項、第六項、別表第２

（い）（は）（ほ）（へ）

　本市において、渋滞緩和や脱炭素社会の実現に資すると

市長が特に認めた「EVカーシェアリング等のための施設・設

備」を設置した場合には、建築基準法第四十八条第一

項、第三項、第五項、第六項、別表第２（い）（は）

（ほ）（へ）に規定された用途制限並びに⽣産緑地法第

八条第一項、第二項、⽣産緑地法施行令第五条、⽣産

緑地法施行規則第二条第一号、第二号に規定された行

為制限を緩和する（※4）。

　なお、市長は審査を行うに当たり、当該緩和を行うことが周

辺環境に悪影響を及ぼすことがないよう、十分に配慮するこ

ととする。

（※4）

　具体的には、用途制限が課されている第一種低層住居

専用地域、第一種中高層住居専用地域、第一種住居地

域、第二種住居地域にEVカーシェアリング用の単独自動車

車庫等を設置すること、⽣産緑地にEVカーシェアリング用の

駐車場やステーションを設置することが可能となる。

　これまでは設置することができなかった駐車場等の施設を設

置することができることは、EVカーシェアリング事業者にとって

はメリットが大きく、事業者の増加や経営環境改善によるEV

カーシェアリングの推進が見込まれる。

国土交通省



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

神奈川県小田原

市
6

　屋上に設置する太

陽光発電設備につい

ては、建物の高さに算

入されないよう建築基

準法の制限の緩和。

　本市においては目指すべき将来像を「エネルギー

を地域で自給する持続可能なまち」（小田原市

エネルギー計画（H27.10））と掲げ、EVを活

用した新たな地域エネルギーマネジメント（R元環

境省補助採択）、地域マイクログリッド構築事業

（R2経済産業省補助採択）をはじめとした地

域でのクリーンエネルギー発電と脱炭素型地域交

通の推進等について、国や民間とも連携して計画

的に取り組んできた。

　今般、「スーパーシティ構想」への応募を好機とし

てその取組を大幅に加速し、「日本一の環境都

市」を目指すこととしている。

　具体的には、「太陽光発電ー蓄電ー活用（売

電を含む）」を一貫して行う「小田原スーパーソー

ラー」をはじめ、発電・蓄電施設を市内各地域に

整備するとともに、EV充電等を行う施設・設備が

市内全域をフォローできるようなネットワークを構築

することを計画している。

　市内全域で太陽光発電で発電された電気が活

用され、脱炭素化が大幅に進展し、「クリーン＆ス

マート城下町odawara」が実現する。

　特に、市内どこでもEVの充電が可能となり、市

内におけるEVの活用が大幅に進展する（なお、

本市はEVを2026年までに市内のEV台数を

2500台とすることを計画している。）（※1）。

　また、市内各所に発電・蓄電設備やEVが配置

されることで、災害時には避難所等においてそれら

を電源とした電気の使用が可能となり、ライフライ

ンの確保による「災害に強いまちづくり」が進展す

る。

　さらに、太陽光発電システムによる発電量の表

示モニターなど、教育現場において環境教育を促

進することにより、⼦どもはもちろん

、学校や⼦どもたちから波及する形で市民全体、

市全体の環境への意識の啓発・向上も期待でき

る。

（※1）

　本市がスーパーシティ構想に基づき同時に進める

EVカーシェアリングやEVオンデマンドバスの導入促

進の基盤となる。

　本市においては小中学校をはじめとする多くの公

共施設の屋上に太陽光発電施設・設備が設置

され、民間のマンションや商業施設等の屋上にも

設置を推奨しているところである。

　しかしながら、建築基準法の規制により、現行

制度の下では建物の建築面積の八分の一を超え

る場合は建物の高さとして算入されるため、同法

等が定める建物の高さの基準に抵触してしまい、

屋上への太陽光発電施設・設備の設置が進みに

くい。

建築基準法第五十五条第一項、第

五十六条第一項

建築基準法施行令第二条第一項第

六号

　本市で建物の屋上に太陽光発電・蓄電に係る施設・設備

を設置した場合には、建築基準法第五十五条、第五十六

条及び建築基準法施行令第二条に規定された制限が緩

和され、当該設置部分を建物の高さに一切算入しないもの

とする（※2）。

　当該設置を行うことが、周辺住宅地をはじめとする地域環

境に悪影響を及ぼすことがないよう、市長が事前に審査を行

い、必要な場合には設置等を差し止めることができるものとす

る。

（※2）

　本市は市の環境政策等もあって環境に係る市民の意識が

高く、市の補助制度もあることから、屋上への太陽光発電・

蓄電に係る施設・設備の設置についての意欲が高い傾向に

なる。

　規制改革が行われた場合には、同制度も活用し、太陽光

発電・蓄電に取り組む事例の更なる増加が見込まれる。

国土交通省

建築基準法第55条及び第56条において、高さ制限等を定めておりますが、以

下に掲げる場合は対応できる可能性があります。

・建築基準法施行令第2条第1項第六号及び技術的助言（国住指第4936

号　平成23年3月25日）により、該当する太陽光発電設備である場合。

国土交通省が指摘されている技術的助言等は、

太陽光発電設備等を高さに参入（屋上部分と

して算定する場合を含む。）しても、建築基準関

係規定に適合する場合に太陽光発電設備等を

設置することができる旨を示されているものと理解

しております。本市が想定しているのは、脱炭素に

強力かつ計画的に取り組むため、周辺環境に悪

影響を及ぼさないことを前提として、建築基準法

等の高さ制限を超えて太陽光発電設備を設置す

ることができるようにするものであり、技術的助言に

おいて想定されているケースとは条件が異なるもの

です。このため、改めて本市の提案をお認めくださ

ることを要望いたします。

国土交通省

高さ制限については、道路上空の開放性や周辺建築物の日照・採光などを確

保することを目的としています。技術的助言は太陽光発電の設置による周辺環

境への影響を踏まえて太陽光発電設備の取扱いを明確化したものですが、現

在、社会資本整備審議会において、形態規制について、太陽光発電設備の設

置も含めた建築物の更なるエネルギー消費性能の向上と市街地環境の保全を

両立させるためにはどのような措置が考えられるかを論点として議論しているところ

です。

神奈川県小田原

市
5

　建物内にEVカーシェ

アリングのための施設を

設置した場合、大規

模小売店舗立地法

（大店立地法）に定

める駐車場の台数基

準の緩和。

　日本有数の観光地として多くの観光客が訪問

し、また、古くからの城下町であるため交差点や隘

路が多い本市においては、増大する自動車交通

量に対応して、交通渋滞を緩和し、また、交通弱

者の安全を守るため、市街地への通過交通の流

入を回避させるなど、広域的・総合的な道路網の

整備や交通安全対策等に取り組んできた。

また、市内でEVを活用したカーシェアリング事業を

行う民間事業者や国（環境省）と連携して、脱

炭素型の地域交通モデルの構築事業を目指すな

ど、EVを中心としたカーシェアリングと、EVを「動く

蓄電池」と捉えた地域においてエネルギーを無駄な

く利用する地域エネルギーマネジメントにも取り組

んできた。

　今般、「スーパーシティ構想」への応募を好機とし

てその取組を大幅に加速し、EVを活用した「日本

一の環境都市」を目標として、EVカーシェアリング

の強力な推進等による交通渋滞の緩和・交通弱

者の保護と脱炭素化社会の実現の両立の実現

に取り組む。

　市内全域でEVカーシェアリングが活用され、脱

炭素化が大幅に進展し、「クリーン＆スマート城下

町odawara」が実現する。

　加えて、市内全域にEVカーシェアリングのための

施設が設置されることで、市民の環境意識の向

上につながることも期待される。

　また、EVカーシェアリングが活用されることで、市

内、特に人口が密集する中心市街地の自動車

交通量が減少し、交通渋滞が緩和されるととも

に、交通弱者が安全に⽣活することができ、都市

環境が向上する（※1）。

　併せて、観光客がEVカーシェアリングを利用する

ことにより、市内観光地の周遊が容易となり、観

光地としての本市の魅力が向上し、観光客の増

加・滞在時間の増加による経済的効果（小規

模小売事業者を中心とする中心市街地活性化

等）と都市環境の改善との両立が見込まれる

（※1）。

　さらに、市内各所に「動く蓄電池」の効果を有す

るEVが配置されることで、災害時には電気の使用

が可能となり、ライフラインが確保できる。

（※1）

　同時に推進するEVオンデマンドバスの導入促進

等との相乗効果も期待される。

　EVカーシェアリングを推進するためには、車両使

用者の環境意識を高めていただくことが最も重要

であるが（※2）、行政による啓発や補助金の交

付のみでは限界があり、コストも大きい（※3）。

　このため、多くの人が集まる商業施設の運営事

業者等が導入に協力しなければ、EVカーシェアリ

ング導入の飛躍的進展は実現困難であるが、現

行制度上、環境意識という「善意」に頼らざるを

得ない状況である（※4）。

（※2）

  広域的な自動車交通需要に対応するための施

策について、交差点改良、連続立体交差事業、

左右折レーンの設置等のボトルネック解消施策で

は、個々の事業の効果は限定的であり、自動車

交通量そのものの減少が最も効果的である。

（※3）

  本市は、市民・事業者への啓発や、環境省補

助金を活用した駅前施設、民間事業所、市役

所等へのEVの段階的導入を実施しており、更な

る取り組みを進めていく方針であるが、別観点から

のアプローチも行う必要性を感じている。

（※4）

　具体例として、現行制度上、大規模小売店舗

を設置する者が大店立地法及び告示に基づき確

保しなければならない駐車場の台数について、個

人・家庭用のガソリン車とカーシェアリング用のEV

で取り扱いに差がないため、事業者（設置者）

の導入意欲につながらない。

大規模小売店舗立地法（大店立地

法）第四条第二項第二号イ

　本市において、渋滞緩和や脱炭素社会の実現に資すると

市長が特に認めたEVカーシェアリング等のための施設・設備

を設置した場合には、大店立地法第四条第二項第二号イ

及び大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関

する指針に基づき大規模小売店舗設置者が確保しなけれ

ばならない駐車場台数の基準を緩和することができるものと

する（※5）。

なお、市長は審査を行うに当たり、当該駐車場台数の基準

緩和を行うことが周辺道路における交通等に悪影響を及ぼ

すことがないよう、十分に配慮することとする。

（※5）

　大規模小売店舗において、駐車場設置台数の基準が緩

和されることは、事業者にとっては経済的メリットが大きく、ま

た、環境に配慮した施設としてのPR効果もあるため、規制緩

和後には当該制度が大いに活用されることが見込まれる。

経済産業省

・駐車場の台数については、ご指摘のとおり、法4条第２項二号イの規定に基づ

き、大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針（以下、指

針）において、具体的な台数の目安が記載されています。

・指針の序文に記載のとおり、指針の内容は運用を行う上での基準を示すもの

であって、地域の事情は多種多様であることから、法運用主体が弾力的に判断

し、運用が行われるところが期待されているところです。

・従って、ご要望については、小田原市における立地法の法運用主体である神

奈川県にも共有いただきたくお願いします。

・なお、カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略（令和３年6月18日）にお

いて、充電インフラについては、商業施設への設置を促進するため、大規模小売

店舗立地法の自治体における運用について、柔軟な方策を促すと明記されまし

た。国としても充電インフラ普及を支援すべく、法運用主体のみなさまとの意見交

換を行ってまいります。
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提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経
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総務省

　都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に充て

るために課される目的税である。

　充当範囲の拡大については、目的税としての都市計画税の性格を踏まえれば

困難である。

国土交通省

　都市計画事業は、都市計画法第4条第15項において、「この法律に定めると

ころにより第59条の規定による認可又は承認を受けて行われる都市計画施設

の整備に関する事業及び市街地開発事業」と定義されており、同事業の認可を

受けるに当たっては、対象となる施設を都市計画に定めることが必要となる。

　都市計画に定めることができる都市施設は同法第11条第1項各号に掲げる

施設であり、同条第2項において「都市施設については、都市計画に、都市施

設の種類、名称、位置及び区域を定める」とされている。

　都市計画事業は、都市計画に施設が整備されることとなる範囲を示した都市

計画施設について、認可を受けることにより、その事業地について建築制限等の

制限を適用することや、土地の収用を可能とすることなどにより、計画的な施設

の整備を可能とするものである。このため、都市施設は、道路等、物理的実体を

伴う施設について限定列挙されており、都市OSのように物理的実体を伴わない

と思われるものは対象となっていない。

　このため、都市OSの整備を都市計画事業として位置づけることは困難である。

石川県加賀市 2

次世代型まちづくりの

ための都市計画制度

等の改革

（P.4の「アジャイル型

まちづくり」に適応）

加賀温泉駅前における都市OS（デジタルツイン

基盤）の持続的運営向けた財源確保と、これに

よるアジャイル都市開発の実現

都市OS（データ連携基盤）の財源（交付金関

係）を確保し、データを利用した次世代型まちづ

くりの推進

現行のまちづくりの補助制度はハード中心となって

おり、今後の都市計画で重要となる都市OSへの

支援は不十分であり、スマートシティに対応した都

市計画制度に対応していない。

都市再⽣特別措置法第46条、47

条、社会資本整備総合交付金要綱　

等

都市再⽣特別措置法等の改正により、都市再⽣整備計画

に都市OSの整備を記載できることとするとともに、社会資本

整備総合交付金等の補助対象に追加する。

国土交通省

都市ＯＳ（データ連係基盤）については、社会資本整備総合交付金の以下

に該当する事業において支援出来る可能性があります。

○社会資本整備総合交付金交付要綱 附属第Ⅱ編 第１章

　 イ-10　都市再⽣整備計画事業 表10-(1)

　 第1項～第3項に掲げる事業（提案事業）

石川県加賀市 3

柔軟なまちづくりのため

の財産処分承認の緩

和

（P.4の「アジャイル型

まちづくり」に適応）

スーパーシティに関するMaaS等の事業の進展に

伴った、補助事業により整備を行っている加賀温

泉駅前広場の整備内容の柔軟な変更を実現す

る。

業態を横断したMaaSの実装状況や、各種施設

や道路の利用状況及び駅の乗降客に関するデー

タ、都市OSを利用した都市整備の変更を可能に

し、都市の最適な利用を促すことができる。

各補助金等交付規則により、補助事業等により

⽣じた財産に対して、処分制限期間が定められて

おり、交通環境等が変化しても、整備方針を変

更できず、アジャイル都市開発ができない。

都市局所管補助事業等に係る財産

処分承認基準について

2申請手続の特例（包括承認）(1)

①

スーパーシティ事業計画が認定された場合に限り、計画で記

載された範囲で補助事業等により取得した財産について、補

助金の返還なく変更を認め、柔軟な財産計上の変更を実

現する。

国土交通省

　財産処分承認については、必ずしも全ての処分において国庫納付を求めては

おらず、財産処分区分によって条件が異なっております。

　ご提案に記載の内容がどの財産処分区分に該当するか不明ですので、予定し

ている内容を以て北陸地方整備局へご相談願います。

警察庁

　御要望の事業について、道路運送法に定める自家用有償旅客運送では、一

定の要件の下、第一種免許のみを保有する者が、自家用自動車により、有償

で旅客を運送することが認められており、このように旅客自動車運送事業に該当

しない形態で事業を行う場合は、第二種免許は不要となります。

　一方、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で旅客自動車を運

転する場合は、旅客等の安全確保のため、第二種免許が必要となります。

　また、普通第二種免許で運転することができる旅客自動車の種類は普通自

動車のみとなっていますが、普通自動車とマイクロバス等では運転特性が大きく

異なっており、マイクロバス等の旅客自動車を旅客自動車運送事業に係る旅客

を運送する目的で運転する場合には、旅客等の安全確保のため、当該自動車

の運転に必要な適性、技能及び知識を有していることを運転免許試験により確

認する必要があり、大型第二種免許又は中型第二種免許を取得していただく

必要があります。

石川県加賀市 5

即時性の高いドローン

サービスの実現

（P.22の「先端的サー

ビス②」に適応）

ドローン利用の活性化

・インターネット通販の普及や昨今のコロナウイルス

による巣ごもり需要の影響による配達需要が急増

しており、新たな物流により、迅速な物資の輸送

が可能になる。

・加賀市では、物流以外にもP21の都市整備分

野等に記載のとおり、市内全域を網羅するドロー

ンAI管制プラットフォーム網を構築を行うことから、

様々なドローンサービスをより円滑に実施できる。

①航空法により、人口集中地・夜間・進入/転移

表面周辺でドローンを飛行させる際には、ルート毎

に航空局への許可申請が必要。

②改正法において、人口集中地区等の上空飛

行に関して、運行者の技術証明と機体認証を受

けた場合は許可不要とされているが、現状では適

合する機体が非常に少なく高価となる。また、許

可を得た場合の目視外飛行の要件も限定的な

ものとなっている。

現行の航空法第132条第2項第2

号、第132条の2第1項第6号、並び

に改正航空法第132条の85第1項

等

①ルート毎でなく本サービスを導入する範囲全域に対して許

可を取得可能とする（現行法のみならず、改正法において

許可を得る場合も含む）。

②スーパーシティの区域内において、人口集中地区上空を

飛行させる場合に、耕作放棄地や耕作中でない農地を判

定し、飛行経路の下に第３者がいない航路を⽣成する管制

システムの導入し、また、風速計等で入手した周辺気象情

報を、管制システムで共有することにより、技術証明及び機

体認証の制限等を免除し、飛行可能とするよう規制緩和を

行う。

国土交通省

【航空法について】

現行において、特定の飛行方法については飛行の経路を特定をしなくても申請

することは可能であります。

第三者上空以外を飛行する場合においては、現行の許可・承認制度は継続し

ますので、機体認証や技能証明を取得していない場合でも飛行は可能でありま

す。

・市民や観光客にとって、移動不便が縮小され

る。

交通事業者にとって、新たな車両購入をせずに、

旅客能力増を実現できる一方で、温泉旅館に

とって、遊休資産活用による料金回収が見込め

る。

・旅館等で長期に渡り、優良な運転を継続的に

行っていることを客観的に証明できる者を、旅館

等の事業に限定せず、タクシーバスの交通事業者

の監督下において、一種免許での運転を可能とす

ることで、地元の雇用促進にもつながる。

①自家用自動車有償貸渡（レンタカー）事業

の許可が無い温泉旅館は、有償での車両貸し出

しができない。

②白ナンバー（自家用）車での有償で一般旅

客自動車運送事業を行うことはできず、緑ナン

バー（事業用）車に登録変更する必要がある。

（有償での貨物自動車運送事業での活用する

場合でも同様の問題あり。）

万一、正しい車両登録となっていない場合、自賠

責保険や任意保険のスムーズな適用に支障をき

たし（車種に合わせた正しい保険料になっていな

いなど）、被害者救済面で問題が⽣じる恐れ。

③有償での旅客運送事業を行う場合、29人乗

りマイクロバスの場合、中型二種免許の保有者に

限られる。

（中型一種の旅館ドライバーや、普通二種のタク

シードライバーの転用活用が困難。）

石川県加賀市 1

次世代型まちづくりの

ための都市計画制度

等の改革

（P.4の「アジャイル型

まちづくり」に適応）

加賀温泉駅前における都市OS（デジタルツイン

基盤）の持続的運営向けた財源確保と、これに

よるアジャイル都市開発の実現

都市OS（データ連携基盤）の財源（地方税関

係）を確保し、データを利用した次世代型まちづ

くりの推進

都市計画税は、使途を限定された目的税となっ

ており、今後のスマートシティに対応した都市計画

で重要となる都市OSに充当できない。

地方税法第702条、都市計画法第

４条第15項　等

都市OSの整備を都市計画事業として位置づける、又は地

方税法の改正などにより、都市OSに対する都市計画税の

充当を可能とする。

現行制度においても、例えば以下のスキームによりご提案の目的は達成可能と

考えられるため、検討されたい。

①市町村や（旅館組合等の）非営利団体が運送主体となって自家用有償

旅客運送（交通空白地有償運送）の登録を受けた運送を行う。この際、その

運行管理や車両整備管理について、旅客自動車運送事業者の協力を得る事

業者協力型自家用有償旅客運送で実施することも可能である。

なお、道路運送法等において「交通空白地」は過疎地等に限定されていない。

地域公共交通会議等において、バス・タクシーによることが困難であること及び地

域住民の⽣活のために必要な輸送であること（例えば公共交通事業者が「増

便したくてもリソース不足によってできない」状況であり時間的な交通空白が⽣じ

ている等）について協議が調った場合には交通空白地有償運送の登録を受け

ることが可能である。

②旅館等が保有している遊休車両を持込んで上記自家用有償旅客運送にお

いて使用する。この際、旅館等が運営主体と車両の共同使用契約を締結し、

運営主体に使用割合に応じた車両維持費を負担してもらうことによって、旅館

等は車両維持費の軽減を図ることが可能である。

①道路運送法第80条第1項

②道路運送５条、６条等に定められ

る一般旅客自動車運送事業に関す

る体制整備等に関する条項への抵触

（貨物自動車運送事業の場合には

貨物自動車運送事業法３条、４条

等）

③道路交通法第86条

①スーパーシティ計画で認定された区域で、レンタカー事業の

許可なく、有償での車両貸し出しを可能とする特例の設定。

②スーパーシティ計画で認定された区域で、白ナンバーのまま

での営業を可能とし、保険適用時にも支障をきたさない措置

の設定。

③一定期間、例えば旅館等での稼働証明に加え、5年間

無事故の公的記録による証明が可能な旅館ドライバーであ

ることや、ドラレコなどICT活用による運行管理や、特定の講

習受講など、一定条件クリアすることで、中型一種や普通二

種のドライバーでも運転可能とする特例措置の設定。

国土交通省

（①について）

事業として有償での車両貸渡を行う場合は、一般の自家用自動車よりも多頻

度で使用されること等から、利用者の安全確保を図るため、適切に安全コストを

負担して、車両の管理・整備等を行うことのできる事業者に許可を与えて、事業

を運営させることとしている。また、有償貸渡業で使用される自動車については、

無許可営業の抑止の観点から、利用者や関係機関による識別を容易にするた

め、通常の自家用自動車とは異なる区分の自動車登録番号標を用いることとし

ている。また、共同使用契約の締結により、当事者間で共同使用を行うことにつ

いては、事業許可は不要だが、使用料の設定方法等について、有償での車両

貸渡と実質的に変わりがない場合はレンタカー事業許可が必要となる。

提案内容については明確化を要するが、内容から推察するに、特定の車両につ

いて、複数の利用者から貸渡の対価を得て、多頻度で使用させる事業であると

考えられるところ、不適切な車両管理等により、利用の安全確保に支障をきたす

可能性があるため、レンタカー事業の許可を得て事業を実施する必要がある。

なお、道路運送法第80条第1項は、自家用自動車の有償貸渡しに関する規

定であり、当該自家用自動車を、交通事業者の管理下において事業用自動

車として使用することはできない点にも留意されたい。

（②について）

御提案は、市民や観光客の地域の移動手段の確保といった課題の解決に関し

て、温泉旅館等の保有するマイクロバス等を有償での運送に活用することと拝察

するところ、道路運送法78条2号に規定する自家用有償旅客運送の登録を受

けた運送を行うことは現行制度上で可能と考えられる。例えば、市町村や（旅

館組合等の）非営利団体が運送主体となり、旅館の保有する車両を持込んだ

上で、自家用有償旅客運送に活用することも可能であり、当該自家用有償旅

客運送の運行管理や車両整備管理について、旅客自動車運送事業者の協

力を得る事業者協力型自家用有償旅客運送で実施することも可能である。

当初の提案では活用の具体的な方法（イメー

ジ）が提示できておりませんでしたので、補足資料

のとおり再提案させていただきます。主旨としまして

は、市内に遊休の自家用車両が多数存在する

一方、交通事業者においては慢性的な運転手の

不足と不採算による経営の悪化が⽣じており、増

便したくでもリソース不足によってできない事案が発

⽣しています。このことから一定のルールを設けて安

全な運行の担保を前提としながら、市内の公共

交通事業者に遊休の自家用車両を貸出して活

用できるようにすることを提案するものです。なお、

本市では交通空白地は存在せず、過疎地も一

部区域に限られているため現行の自家用有償運

送の制度は適用できません。

国土交通省

石川県加賀市 4

旅館等が保有するマイ

クロバスなどの産業用

遊休資産車両の活用

促進

（P.38の「先端的サー

ビス⑧」に適応）

・温泉旅館や福祉施設等が保有する自家用マイ

クロバスを貸し出し、活用する。

温泉旅館が保有する自家用マイクロバス（定員

29名以下）の地域交通課題解決に向けた貸し

出し活用を図る。

貸し出された車両は、タクシー事業者などの交通

事業者により運航管理されること等を想定。

※対象車両は、「中型（車両総重量8t以下、

～10人乗）」、「中型（車両総重量8t超、11

～29人乗）」のいずれも想定。

・地域での運送について、交通事業者も含めて車

両の活用が図れていない状況の解消を図る事業



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

石川県加賀市 6

モビリティサービス事業

者間における包括的な

共同運行制度の導入

（P.38の「先端的サー

ビス②」に適応）

旅館バスやドライバーなど遊休資産の活用の際の

運行責任やサービス主体をバス・タクシー事業者と

することによる安全性を担保しつつ、地域の移動

全体を包括的にマネジメントする仕組みを実装す

る。

共同運行による公共交通サービスとしての質を落

とさずに、全体のコストダウン効果が図れることから

地域交通の事業性が改善される

バス事業者及び鉄道等の公共交通事業者につ

いては、独占禁止法の適用除外の整備がされて

いるが、バスとタクシーを跨ぐ連携にはカルテル規制

の適用除外の整備がされていない。

独占禁止法第３条

並びに地域における一般乗合旅客自

動車運送事業及び銀行業に係る基

盤的なサービスの提供の維持を図るた

めの私的独占の禁止及び公正取引

の確保に関する法律の特例に関する

法律第9条

スーパーシティの事業申請において認定された範囲において、

タクシー事業者も含めた共同行為に対する独占禁止法の適

用除外

国土交通省

独占禁止法特例法により、乗合バス事業者と他の公共交通事業者（鉄道事

業者、軌道事業者、タクシー事業者、定期航路事業者等）との間で共同経営

に関する協定の締結を行うことが認められており（第９条）、現行制度下で対

応可能。

当初の提案では活用の具体的な方法（イメー

ジ）が提示できておりませんでしたので、補足資料

のとおり再提案させていただきます。市内全域の公

共交通とその他の遊休車両の運行状況や空き状

況のデータを取りまとめる「マースコントローラ（シス

テム）」を活用して、「マースオペレータ（民間団

体）」が立案する、運行計画、ダイヤ、運賃に基

づいて、運行事業者が実際に運行する新しい事

業モデルを構想しております。通常は運行事業者

が共同経営計画を提出するもので、このモデルで

も運行事業者が主体となりますが、マースオペレー

タが調整に関与し、地域全体の調整を行う場合

でも共同経営計画で対応可能か不透明であるこ

とから提案するものです。

国土交通省

独占禁止法特例法に基づく共同経営計画について、計画区域を地域全体と

し、MaaSオペレーターに参加する公共交通事業者で共同で作成し認可を受け

ることにより、現行制度下で対応可能と考えられる。

なお、MaaSオペレーターに公共交通事業者以外が関与することにより、他の交

通事業者に対する競争制限が働く場合や、地域住民の利便性が損なわれる場

合も想定されうることから、MaaSオペレーターの具体の権限や構成員について検

討が進んだ際にはご相談いただきたい。

石川県加賀市 7

「e-加賀市民」及び移

住者に対する空き家

情報提供および販売

促進に係る宅地建物

取引業者への報酬緩

和施策

（P.19の「先端的サー

ビス①」に適応）

現地調査等を要する空き家の売買に関する調査

報酬の上限規制の緩和による空き家の流通促進

加賀市においても、宅地建物取引事業者との連

携して、居住等に関するより充実した情報提供

と、引っ越し等に関するワンストップサービスを提供

する

観光地としての景観向上及び市外からの多拠点

居住者、移住者の呼び込み促進

市外の者においては、加賀市の市内の物件の調

査等が困難であり、居住地を選択しにくい課題を

解決する

宅建業法において、現地調査等を要する空き家

の売買に関する報酬の上限が規定されているが、

現地調査等に要する費用が高額で、実際に得ら

れる報酬が少なくなるケース（18万円が限度）

が多く、空き家に関する業務を実施するインセン

ティブが不動産業者に働きにくい。

宅地建物取引業法４６条第１項、

地建物取引業者が宅地又は建物の

売買等に関して受けることができる報

酬の額（国交省告示）第７

特に重要とされる地区（山代・山中・片山津の各温泉地

区）に立地し、空き家バンクに登録された空き家について

は、認定区域内に所在し、「e-加賀市民」及び移住者に対

して移住等のサービスを提供する宅地建物取引事業者の認

定業務に関する報酬上限を一定の範囲（最大現状の2倍

まで）で緩和する。

国土交通省

空き家バンクに登録をするための情報の収集や引っ越し等のワンストップサービ

ス、単なる情報提供行為それ自体は、基本的には宅地建物取引業法上の媒

介にあたらず、報酬告示の対象とならないと解される。なお、媒介報酬額そのもの

の見直しについては、宅地建物取引事業者や消費者といった取引の関係者の

みならず、不動産市場全体にも与える影響が多大であることから、消費者保護

の観点も含めた慎重な検討が必要である。

　本市では、人口減少・超高齢化が進む中、空

き家という大きな問題を抱えている。空き家を取り

扱う宅地建物取引業者にとっては、老朽化した空

き家は現地調査等に通常より多くの調査費用等

がかかるにも関わらず物件価格が低く、成約しても

あまり利益が見込めないことから、空き家の流通が

促進されていない。空き家は放置することで地域

の空洞化や倒壊の危険性も高まることから流通を

高める必要があり、改めて、宅地建物取引業者

の認定業務に関する報酬上限を一定の範囲

（最大現状の２倍まで）で緩和することを提案

する。消費者保護の観点については現時点で十

分な購入支援を行っているが、影響がある場合は

拡充も視野に入れている。

国土交通省

平成30年に、空き家の流通等を促進する観点から、低廉な空き家等であって、

通常より現地調査費用等を要するものについては、従前の報酬額の上限に加え

て、当該費用等を考慮した額の報酬を売主から受領できるよう措置を行ったとこ

ろ。

媒介報酬額そのものの見直しについては、宅地建物取引事業者や消費者といっ

た取引の関係者のみならず、不動産市場全体にも与える影響が多大であること

から、消費者保護の観点も含めた慎重な検討が必要である。
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市民及び「e-加賀市

民」に向けた法人設立

の推進

（P.19の「先端的サー

ビス①」に適応）

市民及び「e-加賀市民」に対する法人登記サー

ビスのワンストップ化の実現

加賀市が、英語他の多言語で、押印等を求める

書面の作成を求めることなく、利用者から見てオン

ライン完結での登記申請を行う。

市民及び「e-加賀市民」の法人登記に係る手続

きをワンストップ化を実現し、産業振興を図り、もっ

て、関係人口増加を図る。

設立後には、加賀市が外国語対応等を行うほ

か、法人設立後のサービスについては、地元の司

法書士、行政書士との連携も図り、最終的に関

連士業等の業務増加も図る。

法人設立事務等の行政サービスがオンラインワン

ストップ化しているとは言えず、多拠点および移住

の促進につながらない。

商業登記法 第14条

市民または「e-加賀市民」の法人設立に際して、地方公共

団体が窓口として、外国語及びオンラインでの申請内容の受

領を行い、地方公共団体の委嘱登記の方法により、法人

登記に関する他の行政機関又は自治体等に対して手続き

（登記手続きなど）を実施可能とする。

法務省

　御提案の対象は法人の「設立登記」についてであると承知しております。

　規制等の根拠法令として挙げられている商業登記法第14条は，登記の申請

方法に関して規定したものであるところ，商業登記は当事者の申請又は官庁の

嘱託によってすることとされているものです。

　御提案にある「委嘱登記」において提供されるサービスの内容が，具体的にど

のような態様のサービスとなるのかが不明ですが，一般的に法人の設立登記を

含む各種登記の申請の代理や，その申請書等の作成は，司法書士の専属

業務とされています（司法書士法第３条）。

　なお，令和３年２月からマイナポータルの法人設立ワンストップサービスにおい

て，法人設立後の手続に加えて，設立登記の申請も行うことができるようになり

ました。

（参考：法人設立ワンストップサービス）

https://app.e-oss.myna.go.jp/Application/ecOssTop/

石川県加賀市 9

加賀市への転入転出

ワンストップサービスの

実現

（P.19の「先端的サー

ビス①」に適応）

「e-加賀市民」に対する行政サービスのワンストッ

プ化の実現

「e-加賀市民」の多拠点居住、移住、登記に係

る手続きのワンストップ化を実現し、移住及び創

業促進を図る。

住民基本台帳法及び総務省通達において、転

入届については、市町村窓口において対面での確

認を行うことが必要とされている。

住民基本台帳法第22条、24条の

2、27条2及び総務省通達

加賀市が新設する「e-加賀市民」登録した場合に限り、対

面での転入届提出を不要とする。
総務省

　転入届については、これが受理されることで、届出先市区町村の住民票に記

載され、当該住民票の情報を基礎として、選挙人名簿の作成、保険給付、課

税等の様々な行政事務が行われることとなるものであることから、届出者の実在

性及び本人性を厳格に対面で確認することが不可欠である。

   ただ、個人番号カードを用いて住所変更等の手続の利便性を高めることは重

要であると認識しており、自治体手続における引越しワンストップサービスについ

て、「デジタル・ガバメント実行計画」（2020年12月25日閣議決定）等を踏

まえ、令和２年通常国会において必要な住民基本台帳法の改正を行ったほ

か、その実現に向けて内閣官房を中心に具体の検討が進められているところであ

る。

　また、総務省においては、昨今のデジタル技術の進展及び関連諸制度の改革

の動向を踏まえ、令和３年６月より「デジタル時代における住民基本台帳制度

のあり方に関する検討会」を開催し、届出のあり方についても検討を行っていると

ころである。

石川県加賀市 10

農地調査のデジタル把

握

（P.32の「先端的サー

ビス⑥」に適応）

農地パトロール調査および作付け調査をデジタル

化することができる。現在、農地法に基づき、毎年

1回目視で全農地を状況把握している状況を衛

星データで把握することができる。

・加賀市農業委員会における、①地図作成業

務、②利用状況調査 、③データ入力の業務につ

いて、大幅な費用削減効果を見込める。加賀市

内においては、年内に空撮での市内地図のデジタ

ル情報が収集される予定であり、このようなデータ

の利活用を図ることができる。

・加賀市個人情報保護条例により解決する部分

は加賀市において対処するが、全国的な農地情

報の把握、対応を推進することで、他の地域と連

携しての農業に関する施策が実施できるようにな

る。

・農地パトロール要綱における目視調査の義務が

あるため、農業委員会は、農地パトロール調査を

毎年1回全筆調査を行わければならない。

・農地台帳や水田台帳などにおいて個人情報レ

ベルが低い情報を先端的サービスにオープンAPI

化させることが現在困難となっている

・農地法第30条、第51条の2、第52

条、農地パトロール

（利用状況調査）

実施要領Ⅱの3及び4④

・農地法等における規定の新設

・目視外でのデジタル技術を活用した農地パトロールを可能

とする。また、現況が非農地である部分に関して、過去におけ

る一定の現況確認を前提に、毎年一回農地の調査を行う

義務を緩和する。

・農地に関する情報を農業委員会が把握して公開するもの

として、提供できる範囲を内容毎に精査し、民間事業におけ

るサービス利用をできることについて、農地法等においてデータ

収集、利用に関する規定を新設する。

農林水産省

【農地パトロール】

利用状況調査は、基本的に農地一筆ごとの状況を確認する必要があることか

ら、農地利用最適化推進委員等が農地の状況を目視により確認することとして

いるところですが、森林の様相を呈するなど一見して農地に復元することが著しく

困難な場合には、一筆ごとに確認する必要はありません。

また、非農地判断を行った場合には、直ちに農地台帳から削除するよう指導を

行っているところであり、農地台帳から削除された場合には利用状況調査の対象

外となります。

【農地情報】

農業委員会では、農地に関する情報について、農地の権利関係や利用状況、

所有者の意向などを調査・把握し、農地台帳に記録しています（農地法第52

条の２）。このうち、個人情報に関するものを除き、農地台帳を地図化した全

国農地ナビで公表しております（農地法第52条の３）。

また、全国農地ナビで公開されている情報は、農業データ連携基盤

（WAGRI）を通じて民間団体等へAPIで提供されております。

石川県加賀市 11

公職選挙における電

⼦投票の実現

（P.43の「先端的サー

ビス⑩」に適応）

・市民が投票所に行かずに投票できる仕組みの

構築

なお、電⼦投票を推進するが投票所での開票も

並行して認める想定。

・2025年の加賀市長及び加賀市議会議員選

挙から実施する。

投票所へ行き、投票を行うという市民のコストを削

減でき、選挙の投票率の向上を図る。

公職選挙法により、投票所での投票や投票用紙

を交付し、候補者の氏名を記入するなど、電⼦申

請ができない記述となっている。

公職選挙法における投開票に関連す

る規定全般（新設含む）。同法第

38条、44条、45条、46条1項～3

項等が関連する。

マイナンバーカードによる個人認証を行うなど、本人性を担保

したうえで、電⼦投票を可能にする規制緩和を行う。
総務省

インターネット投票については、投票管理者や立会人が不在となる投票を、国内

において特段の要件なしに認めることの是非、セキュリティ対策など選挙の公正確

保等の観点から課題があると考えている。

また、新たな投票方法を導入することは、選挙制度の根幹にも関わる要素があ

ることから、国会における議論なども踏まえる必要があると考えている。



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

石川県加賀市 12

山間部も含めた市全

域で利用可能な低コ

ストIoT情報通信基

盤の実現

（P.67,73の「通信基

盤の整備」に適応）

特殊な利用技術を必要とせず端末依存性のない

様々なIoT機器等を接続可能な共通通信基盤

を山間部等の条件の悪い地域も含めて低価格で

実現する。

新規サービス、ビジネスモデルの開発。既存サービ

スの適用地域の増加と低廉化。

端末やシステムの開発上利点の大きいWi-Fi通

信の利用可能範囲が、現行の周波数割当てにお

いては限られている。

電波法第２６条第１項

周波数割当て、使用に関する条件の変更により、

IEEE802.11ah方式による旧MCA割当て周波数を利用

可能とする。

総務省

・新たな無線システムの導入にあたっては、電波法第26条第1項に定める周波

数割当計画の変更だけでなく、無線設備の技術基準や免許制度の整備が必

要となる。

・現在、デジタルMCAはサービス中であり、サービスの終了時期は未定である。

・IEEE802.11ahについては、現在、デジタルMCAに隣接する周波数である

920MHz帯において、その導入に向けた検討を総務省・情報通信審議会にお

いて開始したところである。

・今後、検討を経て技術的条件が定められた暁には、デジタルMCAのサービス終

了前から、920MHz帯でIEEE802.11ahの使用、すなわち、提案内容の実現

が可能と考える。

・なお、将来のデジタルMCAのサービス終了を念頭に、デジタルMCAの周波数で

新たに導入を希望している無線システムが複数あり、現在、総務省において、そ

れらシステムの導入方法・共存方法に関する調査検討についても実施中であ

る。この中にはIEEE802.11ahも含まれており、今後、調査検討の結果を踏ま

え情報通信審議会で技術的条件の検討が行われる予定である。

加賀市は11ah推進協議会との実験を通じ

920MHz帯のIEEE802.11ahの可能性には大

きな期待を寄せているものの、いくつかのアプリケー

ションにおいては実効速度の不足を懸念している。

また、MCAが移行し、その周波数帯が利用可能

となるまでには10年以上を要するものと考えてお

り、今回のスーパーシティ関連事業には間に合わ

ないものと認識している。本提案は、MCA移行後

の周波数の割当が決まり利用され始まるまでの期

間において、他との混信や送信時間率の点で有

利な通信環境を実現し、広域かつ広帯域な通信

が可能となる研究開発用通信インフラを構築する

ことで、スーパーシティ関連事業に活用しようとする

ものである。

総務省

ご提案の実証実験のための実験試験局は、他の無線局の運用に妨害を与え

ず、他の無線局からの混信を容認する場合は開設可能と考える。希望される具

体的な無線局の情報についてお伺いさせていただき、開設に向けてご相談させて

いただきたい。
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ドローン運送事業の事

業者許可制度の導入

（P.22の「先端的サー

ビス②」に適応）

ドローンによる日常的な⽣活用品等の配送を、市

内企業が担う。

ドローンにおける物流事業は、既存の事業者と異

なり、少額の設備投資で可能となることから、市内

企業が新規に事業を開始しやすいメリットがある。

また、市内企業が物流を担うことで、災害発⽣時

などにおける緊急支援物資輸送などが、即座に可

能となる。

現状運送業は、鉄道、自動車、船舶、航空機に

よる旅客、貨物の運送業を営む事業者を指して

おり、ドローンでの物流業は事業者の定義が無

い。

法の適用は航空局への飛行申請の範囲のみであ

るため、事業者要件を検討する必要があると考え

る。

一方で、運搬を依頼する側の運送事業者への信

頼確保、安定的な社会運用に当たっては、ドロー

ンを利用した運送業の体制整備が必要である。

航空法100条、１０１条等が関連

するが新設を要すると思われる。

ドローン運送事業の事業者要件として他の運送事業者同

様、資金、要員、資格、場所などの事項の、無人航空機に

即した一定の体制整備がされている事業者を審査により可

能とする。

国土交通省

【航空法について】

　ドローンを使った物流事業は、現在実証実験の段階にあり、今後各事業者の

創意工夫により、新しいビジネスモデルが形づくられていくものであることから、現時

点で事業者を特定の型にはめるようなことはせず、今後の事業の実態を踏まえな

がら、事業規制のあり方を検討してまいります。



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

文部科学省
健康診断結果の法定保存年限はあくまで最低限保存すべき年限であり、それ

以上の保存を妨げるものではないので、規制の撤廃は必要ないと考えます。

　「法定保存年限はあくまで最低限保存すべき年

限であり、それ以上の保存を妨げるものではない」

とのことですが、法定保存年限が定められているた

めに、年限を過ぎると、データが消去されている、

破棄されているという実態があります。松本市の提

案は、健診結果等の永年保存を義務付けること

により、データの消失を防ぐことを趣旨としたもので

す。永年保存の必要性については、「昭和３７年

度から５３年度⽣まれの男性への風疹の抗体検

査」および「B型肝炎給付金請求」の例を挙げて

説明しております。

文部科学省

法定保存年限が定められている文書であっても、なお保存の必要があると認めら

れる場合は、御提案の自治体における文書管理に係る条例・規則等に基づき、

保存年限を超えて当該文書を保存できると認識していますので、御提案の自治

体において、必要な対応をとっていただきたいと考えています。

保存期間については前回の回答のとおり。

また、乳幼児健康診査及び妊婦健康診査の結果については、電⼦データによる

通知を妨げていない。保存年限については、各自治体の判断で差し支えない。

長野県松本市 1
⽣涯健康情報の電⼦

データ化

アナログ情報の電⼦データ化、データ連携

出⽣前から終末期までの情報を電⼦データ化し、

本人、医療機関、介護施設、薬局などが常に最

新情報にアクセスできるようにします。

⇒健診結果等の保存年限を撤廃

⇒アナログ原則の撤廃

・健診結果等の保存年限を撤廃することでデータ

の消失を防ぎます。

・文書通知などのアナログ原則を撤廃することで効

率化が図れるとともにコスト削減につながります。

・マイナンバーカードに、病歴、調剤データなどを連

携することにより、病院での問診票記入が不要と

なり、待ち時間が短縮されます。

・医療機関や介護施設でその都度同じ説明をし

たり、同じ内容を記入したりすることがなくなりま

す。

・紙媒体関連コストがゼロとなります。

・紙媒体ではないので過去の予防接種記録などを

紛失することが防げます。

以下の情報は、保存年限が定められています。

・学校健康診断票５年間

・事業主健康診断個人票５年間

・診療録５年間

・処方箋３年間

など

文書での通知が原則となっているために、コストが

かさみ、通知が遅延しています。

・学校教育法施行規則第28条及び

学校保健安全法施行規則第8条第

4項

・労働安全衛⽣規則第51条

・医師法第24条第2項

・薬剤師法第27条

・保険薬局及保険薬剤師療養担当

規則第6条

など

労働安全衛⽣法第66条の6

健診結果等の法定保存年限の撤廃

事業主健診結果等の文書通知のようなアナログ原則の撤

廃

厚⽣労働省

　特定健診・特定保健指導の情報は、保険者が保健事業等を行うにあたり、

個人の長期的な健康状態の経年変化等を分析するために必要である。

一方で、長期保存にかかる保険者の負担の観点から、他の制度の保存年限も

考慮し設定しているものであり、ただちに保存期間を延長することや無期限とする

ことは困難である。

また、「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き」において

お示ししているとおり、通知様式については、一覧性や可搬性を考慮した場合、

紙へ印刷し送付する形が分かりやすいが、長期保管や分析等の場合は、データ

ファイルでの受領が効率的であり、文書通知を原則とするものではない。

なお、データの電⼦化や連携の重要性を踏まえ、令和３年１０月より、医療機

関や本人がマイナポ－タル等を通じて特定健診情報を閲覧することを可能として

いる。

　労働安全衛⽣法第66条等に基づく健康診断の結果については、事業者が労

働者に対して、適切な健康診断の結果に基づく就業上の措置を行うため、同法

第103条及び労働安全衛⽣規則第51条等において、最低保存年限を定め

て、保存することを事業者に義務づけています。

　これらの健康診断の結果の記録の保存や本人への通知については、電⼦デー

タによる保存・通知を妨げておらず、また、健診機関等外部機関における保存に

ついても妨げておりません。

　法定の保存期間も最低保存年限であることから、現行制度においても、ご提

案の事業は実施可能です。

　医師法第24条第２項の規定は診療録の最低保存年限を定めるものであり、

電⼦データによる保存を妨げるものでもないことから、ご提案の事業の実施を不

可能又は困難とさせている規制等に該当しません。

　処方箋の取扱いに関しては、オンライン資格確認等システムを基盤とした電⼦

処方箋システムを、全国的な仕組みとして令和４年度に運用開始することとし

ています。

　薬局において、調剤済みとなった処方箋については、現行においても、「医療情

報システムの安全管理に関するガイドライン」に基づき、電⼦的な保存が可能と

なっております。

　乳幼児健診については、受診の有無等に関する電⼦化情報について転居時

に市町村間で引き継がれる仕組みや、マイナポータルを活用した個人の健康情

報歴を一元的に確認できる仕組みを構築しています。

　乳幼児健診、特定健診における「マイナポータル

を活用した個人の健康情報歴を一元的に確認で

きる仕組み」についてご回答いただきました。松本

市の構想は、この延長線上にあります。健診結果

等の永年保存を義務付けることによりデータの消

失を防ぎます。病歴、薬歴など⽣涯にわたる健康

データをマイナカード、マイナポータルによって管理・

活用することで医療費の適正化を図るものです。

現行制度においても実施可能とご回答いただきま

したが、法定の保存期限を経過したものは廃棄さ

れているのが実態であり、データが消失しておりま

す。

　また、電⼦データによる通知は「乳幼児健診」

「妊婦健診」といった他の健診についても可能で

しょうか。

厚⽣労働省



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

移動医療サービスを段階的に高度化

【第１段階】

車両を用いないオンライン診療・服薬指導

・オンライン診療により、病院や診療所内の混雑が

緩和され、院内感染等の２次感染リスクが軽減

されます。

・従来の「対面診療」に加え、「車両を用いないオ

ンライン診療」、「車両を用いたオンライン診療」、

「移動する診療所」と計４つのメニューをそろえるこ

とで多様な医療ニーズにこたえます。

※「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての

電話や情報通信機器を用いた診療等の時限

的・特例的な取扱いについて」（0410事務連

絡）において、初診からの情報通信機器を用いた

診療の実施や処方箋の取扱いについて示されて

いますが、取扱いは時限的・特例的なものとなって

います。0410事務連絡の恒久化に向けた措置を

提案します。

原則、初診は対面診療のみとなっています。

（0410対応下では可）

オンライン服薬指導は、同一内容の処方箋により

調剤された薬剤で、あらかじめ、当該患者に対面

指導を行ったことがないと行えません。（0410対

応下では可）

など

・オンライン診療の適切な実施に関す

る指針Ⅴ-１-⑸-②

・通達薬⽣発0331第36号

（R2.3.31）第2-⑶

・薬機法第9条の3第1項

・薬機則第15条の13第2項

（参考：0410事務連絡：2.⑵）

など

初診の対面診療、初回の対面服薬指導などの原則を条件

付、段階的に緩和(0410事務連絡の恒久化に向けた措

置)

厚⽣労働省

　オンライン診療については、全国的な措置として「関係学会や事業者等とも協

力し、オンライン診療の安全性・有効性に係るデータの収集や事例の実態把握

を進めるとともに、今回の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に際しての時限

的措置において明らかとなった課題や患者の利便性等を踏まえ、恒久化の内容

について、具体的なエビデンスに基づき、検討を行う。初診の取扱い等も含めた

時限的措置の恒久的な枠組みについては、2021年夏を目途に時限的措置の

実績も踏まえて、その骨格を取りまとめた上で、同年秋を目途に「オンライン診療

の適切な実施に関する指針」を改定する」（「成長戦略フォローアップ」令和３

年６月18 日閣議決定）こととしております。

　薬局におけるオンライン服薬指導については、「規制改革実施計画」（令和３

年６月18日閣議決定）や「成長戦略フォローアップ」（令和３年６月18 日

閣議決定）を踏まえ、2021（令和３）年夏を目途に医薬品医療機器等法

に基づくルールの見直しの検討を行うこととしております。

【第２段階】

車両を用いたオンライン診療・服薬指導

看護師が車両に乗り込み診療をサポート。サポー

ト拡大のため、派遣看護師を登用。

オンライン服薬指導を受ける場所は、対面服薬

指導が行われる場合と同程度に清潔かつ安全、

かつプライバシーが保たれる空間でなければなりま

せん。

正規雇用でない派遣看護師は、診療所、居宅

等において診療サポートができません。

・通達薬⽣発0331第36号

（R2.3.31）第2-⑷-⑤

・労働者派遣法第4条1項

・労働者派遣法施行令第2条

・保健師助産師看護師法

車両を用いたオンライン服薬指導を可能とする措置

正規雇用でない派遣看護師も診療所、居宅等での診療サ

ポートを可能とする措置

厚⽣労働省

　ご指摘が患者がオンライン服薬指導を受ける場所についてか、薬剤師がオンラ

イン服薬指導を行う場所についてかが不明確ですが、患者がオンライン服薬指導

を受ける場所については、車両内であるか否かに関わらず、対面による服薬指導

が行われる場合と同程度に清潔かつ安全であり、かつ、プライバシーが保たれるよ

う物理的に外部から隔離される空間であるかどうかを勘案し、個別具体的に判

断されるものです。一方、薬剤師がオンライン服薬指導を行う場所については、

薬局における調剤と服薬指導は、薬剤師が患者の状況等を把握したうえで処

方内容の確認や疑義照会を行うこと、確認された処方に従い薬剤の調製を行う

こと、調製した薬剤を患者に交付し必要な情報提供や指導を行うことという一連

の行為の中で行われるものであり一体として考える必要があるという点、またプライ

バシーの保護や患者情報等の確認が必要であるという点から、薬局外での実施

は困難です。

　また、労働者派遣法上、地域によっては医療従事者の確保が困難であり、医

療従事者確保のための選択肢の一つとして労働者派遣を認める必要性が高い

こと等から、令和３年４月１日より、へき地の医療機関への看護師派遣につい

ては、例外的に認められています。これについては、労働者が正規雇用であるか

非正規雇用であるかを問いません。

　提案主体である長野県松本市はへき地に該当するため、長野県松本市であ

れば、現在においても許可を得ている派遣元事業主から看護師の労働者派遣

を受け入れることは可能です。

　松本市の提案は、「薬局にいる薬剤師が車両

内にいる患者に対してオンライン服薬指導を行う」

ことです。現在、患者がオンライン服薬指導を受け

る場所は個別具体的に判断されることとなっていま

すので、車両内においてオンライン服薬指導を受

けることができるよう明確な基準の整備を要望する

ものです。

厚⽣労働省

患者がオンライン服薬指導を受ける場所については、車両内であるか否かに関わ

らず、対面による服薬指導が行われる場合と同程度に清潔かつ安全であり、か

つ、プライバシーが保たれるよう物理的に外部から隔離される空間であるかどうか

を勘案し、個別具体的に判断されるものです。

【第３段階】

移動する診療所

車両に医療機器を搭載し、車両自体を診療所

化する。

・車両自体を診療所化することで、市内に６ケ所

ある市立診療所の建物及び医療機器にかかるコ

ストを削減できます。　

　

※診療所の中には週１回、１時間のみの診療の

ところもあります。

・従来の「対面診療」に加え、「車両を用いないオ

ンライン診療」、「車両を用いたオンライン診療」、

「移動する診療所」と計４つのメニューをそろえるこ

とで多様な医療ニーズにこたえます。

医療を提供する場所として、そもそも車両が定義

されていません。

（車両における構造要件や医療行為について、

明確な基準がありません。）

医療機器を車両搭載する場合の品質・安全性に

関する基準がありません。

・医療法第1条の2第2項

・医療法施行規則第1条

・オンライン診療の適切な実施に関す

る指針Ⅴ-２-⑵-①

・医療法第23条

・医療法施行規則第16条第2項

・医療法施行規則第1条の11第2項

第3号ハ

・薬機法第23条の2の5

・薬機法第23条の2の5第8項第1号

に規定する医療機器又は体外診断

用医薬品の区分を定める省令

車両において医療を提供するための措置

医療機器を車両搭載する場合の安全基準等の整備

厚⽣労働省

（車両における医療提供について）

車両内において医療行為を提供できるかについては、当該車両が医療法上の

「療養⽣活を営むことができる場所」に当たるかどうかによることとなります。

この点、「療養⽣活を営むことができる場所」に当たるかどうかについては、患者や

その家族等の状態や利便性等を勘案し、個別具体的に判断されるものです。

（医療機器を車両搭載する場合の安全基準等について）

医療機器を車両搭載する場合についても、医療機関における場合と同様に、病

院等の管理者は、医療機器に係る安全管理のための体制の確保に係る措置と

して、医療機器の安全使用のための責任者を配置し、従業者に対する医療機

器の安全使用のための研修の実施、医療機器の保守点検に関する計画の策

定及び保守点検の適切な実施、医療機器の安全使用を目的とした改善のため

の方策の実施を行わせる措置を講じた上で実施することが可能です。

　松本市の提案は、医療機器を搭載した車両自

体を、移動する診療所（医療提供施設）とする

という趣旨のものです。医療法第１条の２第２

項では、医療を提供する場所として「病院、診療

所、介護老人保健施設、調剤を実施する薬局そ

の他の医療を提供する施設、医療を受ける者の

居宅等」と定めています。車両を診療所として開

設する場合、住所が存在しないため、移動する診

療所としての医療提供施設の開設に必要な基準

を整備することを要望するものです。

　また同様に、医療機器を車両搭載する場合の

安全基準等についても、必要な基準を整備するこ

とについて要望するものです。

厚⽣労働省

「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」（昭和37年６月20日医発第

554号厚⽣省医務局長通知）において、巡回診療によらなければ住民の医療

の確保、健康診断の実施等が困難であると認められる場合には、診療を行うこと

ができる構造となっている巡回診療車において医療を提供することが可能であると

お示ししているところです。

巡回診療車を活用した医療提供は広く実施されており、改めて基準を整備する

ことは不要であると認識しております。

長野県松本市 3
再⽣可能エネルギーの

導入促進
配電系統へのN-1電制による再エネ接続

系統の空容量のない地域において、より多くの再

エネ電源を接続することができる

N-1電制は配電系統（6,600V）より上位の系

統のみ導入

電気事業法第28条の40第3号及び

第28条の45に基づく「送配電等業務

指針」第55条

配電系統へのNー1電制による再エネ接続を可能とする措置 経済産業省

N-1電制とは、本線と予備線が整備された送電線において、本線で断線等した

際に出力制御等を受けることを前提に発電所を接続するシステムを指します。こ

の予備線を利用し、新たな発電所を接続する取組（N-1電制による再エネ接

続等）を特別高圧の系統の一部で実施しておりますが、配電系統（主に

6,600V以下の高圧・低圧の系統）については、本線のみで予備線が存在しな

いことから、予備線を利用した新たな発電所の接続（配電系統へのNー1電制

による再エネ接続）を行うことが出来ません。

　松本市の構想は、機会損失費用を負担するこ

とにより、低圧系統から東京電力霞沢線へのN-1

電制による系統接続を可能にするものです。「流

通設備の整備計画の策定（送配電等業務指

針第５５条）におけるN-1電制の先行適用の

考え方について（電力広域的運営推進機関）」

のP8に記載されている「N-1電制の本格適用後

においては、高圧系統に接続される電源は、電制

適用対象となった特高電源に対し、N-1電制に

伴う機会損失費用等を負担することで、設備増

強せずに系統接続することが可能となる」につい

て、低圧系統への適用を要望するものです。

経済産業省

　現在、低圧系統への接続に関しては接続検討の手続きが省略されており、基

本的に接続を希望される発電事業者は全て系統への接続が可能となっておりま

すので、現時点において、低圧系統にN-1電制を適用する特段の必要性はない

ものと承知しております。その上で、仮にN-1電制を低圧系統に適用する場合に

は、費用精算システムの回収や追加の機器設置が必要となりますので、その費

用対効果など慎重な検討が必要になるものと考えております。

電気バスによる電力融通
電気バスには一般EV車より大きな蓄電池を搭載

しており、より効率的に給電できる

電気自動車等の出力は、機器の能力に関わらず

10kW未満に制限されている

電気設備の技術基準の解釈第199

条の2
電気自動車からの出力制限の緩和 経済産業省

電気自動車から一般用電気工作物（低圧で受電する設備。一般家庭等）

に電気を供給する場合、一般用電気工作物の設置者は必ずしも電気の知識

を有していない者であることから、詳細な施設方法を国において規定しており、そ

の中で小出力発電設備の容量を基本として出力制限を設けている。

一方で、事業用電気工作物（高圧以上で受電する設備。ビル、工場等）へ

の電気供給の場合には、当該電気工作物は自主保安の原則のもと電気主任

技術者の監督下で保安確保が図られているため、特段の容量の規制はだ定め

ていないところ。

　松本市の提案では、両周波数エリアの境界付

近にある施設での給電、低圧受電施設への給電

を想定しています。また、避難所が低圧受電施設

となっているケースもあり、災害時におけるEVバスに

よる低圧受電施設への給電も考慮し、出力制限

の緩和を要望するものです。従来より、経済産業

省は二酸化炭素排出量削減に資する小規模分

散型発電設備の一般用電気工作物となる範囲

の拡大について取り組まれており、平成23年に

は、それまで20kW未満となっていた太陽電池発

電設備に関して、50kWまで緩和されました。今

回も同様の緩和を要望するものです。

経済産業省

電気設備の技術基準の解釈（以下「解釈」という。）は電気設備に関する技

術基準を定める省令（以下「省令」という。）に定める技術的要件を満たすも

のと認められる技術的内容を、一般的に普及している技術を基にできるだけ具

体的に示したものであり、多くの場合は解釈を満たしていることをもって技術基準

適合と判断している。一般用電気工作物の設置者又は所有者には技術基準

（省令）適合義務がかかっており、特殊な技術を活用するなど、解釈を超える

場合については、設置者又は所有者が当該電気工作物が省令に照らして十分

な保安水準の確保が達成できる技術的根拠を示す必要があることに御留意さ

れたい。なお、技術基準適合性に不安がある場合には、個別に御相談いただき

たい。

60Hzエリアに電力融通するための蓄電池からの

売電

東西周波数の境界に位置する場所において、低

コストで事業展開できることから、東西電力融通を

強化することができる

蓄電池から逆潮流できない

電気事業者による再⽣可能エネル

ギー電気の調達に関する特別措置法

施行規則第5条第2項第5号ロ

固定価格買取制度の下で蓄電池を介した売買電を可能と

する措置
経済産業省

　FIT制度は、支援を受けるための条件等を定め、条件を満たした場合に支援

する制度であり、発電事業者に対して規制を行うものではありません。蓄電池か

らの逆潮について、認定当初から設置し、FIT以外の電気が混入することのない

ように区分計量できる設計としていれば、特段規制を設けておりません。

　また、事後的な蓄電池による蓄電分についても、①蓄電池を当該設備に係る

逆変換装置よりも系統側に設置する場合、②逆変換装置よりも太陽電池側に

設置するが、計量器の設置によりFIT発電設備からの発電量から切り分けて的

確に計測できる構造である場合、については価格変更を伴わず、蓄電分を非

FITで供給することは可能です。

　松本市の提案は、系統に直結する大型蓄電池

を周波数間の電力融通に用いるもので、再エネ賦

存量の豊富な市内50Hzエリアで発電した電気を

大型蓄電池に蓄電し、需要量の多い市内60Hz

エリアにて給電するものです。FIT特定卸供給契

約などFIT電気のトラッキングが技術的に可能と

なっています。したがって、認定の前後にかかわらず

あるいは計量器の位置にかかわらず、非FITでは

なくFIT電源として供給できるよう要望するもので

す。

経済産業省

太陽光発電設備に蓄電池を併設して逆潮流しようとすることは、再⽣可能エネ

ルギーの利用の拡大や、系統安定化に資する面があります。

一方で、FIT認定取得後に、事後的に設置した蓄電池を用いて売電するといっ

た取組を、認定時点の調達価格のままで行うと、認定時点で想定されていな

かった国民負担の増加が後から⽣じることになります。

このため、FIT認定を受けた事業について、事後的に併設した蓄電池から逆潮

流させる電気を区分計量してFIT売電する場合には、最新の調達価格に変更

することとしています。

なお、前回ご説明の通りこれらの制限は、FIT認定を新規に申請する段階での

過積載や蓄電池併設を妨げるものではありません。

長野県松本市 2
出かける医療機器によ

る地域医療の高度化

長野県松本市 4
異周波数エリア間の電

力融通



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

長野県松本市 5
仮想発電所(VPP)の

導入
太陽光発電＋蓄電池＋EVをVPPで制御

電力負荷の平準化を図ることで、電力の安定供

給に寄与する
蓄電池から逆潮流できない

電気事業者による再⽣可能エネル

ギー電気の調達に関する特別措置法

施行規則第5条第2項第5号ロ

固定価格買取制度の下で蓄電池を介した売買電を可能と

する措置
経済産業省

　FIT制度は、支援を受けるための条件等を定め、条件を満たした場合に支援

する制度であり、発電事業者に対して規制を行うものではありません。蓄電池か

らの逆潮について、認定当初から設置し、FIT以外の電気が混入することのない

ように区分計量できる設計としていれば、特段規制を設けておりません。

　また、事後的な蓄電池による蓄電分についても、①蓄電池を当該設備に係る

逆変換装置よりも系統側に設置する場合、②逆変換装置よりも太陽電池側に

設置するが、計量器の設置によりFIT発電設備からの発電量から切り分けて的

確に計測できる構造である場合、については価格変更を伴わず、蓄電分を非

FITで供給することは可能です。

　松本市の提案は、太陽光発電や小水力発電

などのFIT電源を含む再エネ電気を蓄電する蓄電

池をVPPシステムの中で機能させるものです。VPP

システムでは、ネットワーク内にある各発電設備か

らの発電量、各需要家の使用電力量をタイムリー

に把握できます。したがって、認定の前後にかかわ

らずあるいは計量器の位置にかかわらず、非FITで

はなくFIT電源として供給できるよう要望するもの

です。

経済産業省

太陽光発電設備に蓄電池を併設して逆潮流しようとすることは、再⽣可能エネ

ルギーの利用の拡大や、系統安定化に資する面があります。

一方で、FIT認定取得後に、事後的に設置した蓄電池を用いて売電するといっ

た取組を、認定時点の調達価格のままで行うと、認定時点で想定されていな

かった国民負担の増加が後から⽣じることになります。

このため、FIT認定を受けた事業について、事後的に併設した蓄電池から逆潮

流させる電気を区分計量してFITで売電する場合には、最新の調達価格に変

更することとしています。

なお、前回ご説明の通りこれらの制限は、FIT認定を新規に申請する段階での

過積載や蓄電池併設を妨げるものではありません。



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

長野県茅野市 1

新型コロナウイルス感

染症の拡大に伴うオン

ライン服薬指導の時限

的、特例的な取扱の

一部制度化

対面診療を行った患者の処方箋データに基づき、

薬の配送を行うとともに、映像及び音声の送受信

が可能な設備（パソコン、タブレット端末等）が

ない患者に対して電話による服薬指導を可能に

する。

映像及び音声の送受信が可能な設備（パソコ

ン、タブレット端末等）がなく、オンライン診療を受

けることができず、対面診療を受ける高齢者等に

対し、電話による服薬指導が可能になることで、

病院から薬局への移動がなくなるとともに、薬局で

の待ち時間も少なくなり、通院に対する身体的、

精神的負担が軽減され、積極的な受診と病状の

改善等が期待される。

現在（令和2年9月1日）制度化されたオンライ

ン服薬指導は、「映像及び音声の送受信により、

相手の状態を相互に確認しながら通話」すること

が要件であり、こうした設備を持たない高齢者等

は利用できないサービスになっている。

一方で、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う

オンライン服薬指導の時限的、特例的な取扱い

においては、電話による服薬指導が認められてい

る。

医薬品、医療機器等の品質、有効

性及び安全性の確保等に関する法

律第9条の3第1項

対面診療の患者に対して、電話による服薬指導を可能にす

る。
厚⽣労働省

　薬局におけるオンライン服薬指導については、「規制改革実施計画」（令和３

年６月18日閣議決定）や「成長戦略フォローアップ」（令和３年６月18 日

閣議決定）を踏まえ、2021（令和３）年夏を目途に医薬品医療機器等法

に基づくルールの見直しの検討を行うこととしております。なお、オンライン服薬指

導の実施にあたっては、音声のみならず映像の送受信によって相手の状態を相

互に認識しながら通話することが必要であると考えています。

⽣活習慣病に対する処方は、服薬後の患者の

体調変化により処方量や種類を調整が必要であ

り、こまめに患者とコミュニケーションをとり、反応を

確認することが望ましいが、たとえ情報通信機器を

用いても、医師や薬剤師が患者と日々リアルタイ

ムでコミュニケーションをとることは時間的、人的に

難しい。そこで、⽣活習慣病においては、患者が

体調の変化や服薬後の反応をSNS等で発信し、

その内容を医師や薬剤師が確認し、定期的に対

応することが可能になるものと考えます。非同期コ

ミュニケーションツールを情報通信機器とお認めい

ただくとともに、そのやり取りに対する薬剤管理料を

付与いただくことは可能かお伺いします。

厚⽣労働省

ご指摘の、患者に対する服薬後のフォローアップについては、個人情報保護やセ

キュリティが確保される前提で、その手段について特段の規制はございません。

薬学管理料のうち服薬情報等提供料については、保険薬局において調剤後も

患者の服用薬の情報等について把握し、保険医療機関等へ必要な情報提供

等を行った場合に算定できることとしており、その把握方法については特に規定は

ありません。

なお、服薬情報等提供料については、保険医療機関等へ必要な情報提供等

を行った場合に算定できるものであり、薬剤師と患者のやりとりを評価するもので

はありません。

長野県茅野市 2
タクシー事業者による

薬の配送

病院から処方箋データが薬局とタクシー事業者へ

共有され、調剤と、それを配送する車両の手配が

同時にできる。

病院から薬局への移動がなくなるとともに、処方箋

を待つ時間も短縮され、病院と自宅との往復だけ

で受診が可能になるため、積極的な受診と、病状

の改善等が期待される。

タクシー事業者が貨物運送を行える地域は、発

地又は着地が過疎地域（一般貨物自動車運

送事業）を行える区域は、過疎地域（過疎地

域自立促進特別措置法第2条第1項に規定す

る過疎地域又は同法第33条の規定に依り過疎

地域とみなされた区域であって、人口が3万人に

満たないもの）とされており、貨物運送と同時に旅

客運送を行う場合は、発地又は着地がタクシー

事業に係る営業区域内であり、かつ、過疎地域と

することとされている。

貨物自動車運送事業法第3条（一

般貨物自動車運送事業の許可）に

係る「旅客自動車運送事業者が旅

客自動車運送事業の用に供する事

業用自動車を用いて貨物自動車運

送事業を行う場合及び貨物自動車

運送事業者が貨物自動車運送事業

の用に供する事業用自動車を用いて

旅客自動車運送事業を行う場合にお

ける許可の取扱い及び運行管理者の

選任について」（平成29年8日7日

付け国自安第97号、国自旅第128

号、国自貨64号）

タクシー事業者が貨物運送を行える区域について、貨物運

送のみを行う場合、貨物運送と同時に旅客運送を行う場

合、ともに、発地及び着地を過疎地域に限定しない。

国土交通省

　貨物自動車運送事業法では、輸送の安全性確保や荷主保護等の観点か

ら、運送事業者が

・貨物運送に適した車両の確保

・貨物自動車運送事業に係る運行管理者の配置

・貨物運送に適用される損害保険への加入

など、貨物自動車運送事業に適した体制の整備を許可の大前提としているとこ

ろ。

　このような前提から、輸送の安全性確保や荷主保護等の観点から懸念があ

り、旅客自動車運送事業者による貨客混載については、少⼦高齢化や人口減

少が進み、地域の物流事業者のみでは物流網の維持が困難な過疎地域にお

いてのみ例外的に認めているところ、制度の趣旨に鑑み、地域の物流網維持の

観点から特段の支障が⽣じていない状況において対応することは困難である。

人口減少下における、地方の地域公共交通は、

面積の広さや地理的な要因も相まって、事業者

は採算が見込めず規模の縮小を続けている状況

です。また、過疎地域等の要件を満たして、許可

を受けた事業者は、有償による食料・飲料の貨物

運送を時限的にお認めいただいていますが、十分

な収益になるものではなく、依然採算を見込める

ものではありません。そこで、利用頻度の高い薬の

宅配業務を、食料・飲料と併せお認めいただくこと

で、事業者が十分な収入を確保し、地域公共交

通の維持につながるものと考えますが、いかがでしょ

うか。

国土交通省

一般的に、タクシー事業者が新た乗合事業の許可を取得して、乗合事業として

旅客の運送を行う場合には、道路運送法第82条に基づき、旅客輸送に付随し

て少量の貨物を運送することが可能である。

長野県茅野市 3

栄養指導・運動指導

に関する専門的知識

及び技術を有する者の

条件緩和

厚⽣労働省の定める特定健診・特定保健指導

における「動機づけ支援」「積極的支援」をAIが代

行し、手軽に保健指導等が受けられる。

日々、健康状態が把握され、自身で手軽に確認

できるとともに、指導内容に反映されフィードバック

されることによって、支援対象者に対する健康指

導のハードルを下げることで、特定健診・特定保

健指導の実施率と継続率の向上が期待される。

健康状態の自覚や⽣活習慣の改善にあたって

は、日々自身の健康状態が的確に把握され、指

導としてフィードバックされることが必要であるもの

の、特定健診・特定保健指導における「動機づけ

支援」「積極的支援」は、現状、医師、保健師又

は管理栄養士による対面指導が条件になってお

り、時間的制約や指導現場への移動等のコスト

の面で支援対象者の負担になっている。

平成19年厚⽣労働省告示第10

号、平成20年3月10 日付け健発第

0310007号・保発第0310001号)

平成19年厚⽣労働省告示第10

号、平成20年3月10 日付け健発第

0310007号・保発第0310001号

「動機づけ支援」「積極的支援」を有資格者（医師、保健

師、管理栄養士、看護士等）の最終承認をもとにAIが代

行することができるように緩和する。

厚⽣労働省

厚⽣労働省では、第３期特定健康診査等実施計画期間（2018年度～

2023年度）における特定健診・保健指導の運用の見直しにおいて、積極的

支援対象者に対する柔軟な運用による特定保健指導の「モデル実施」を導入

（選択制）した。一定の要件（初回面接の実施、一定の腹囲及び体重の減

少等）を満たす限り、特定保健指導の方法の詳細は保険者に委ねることとして

おり、制度上、すでに有資格者の関与のもとにAIが代行する保健指導を実施す

ることも可能である。今後、「動機づけ支援」「積極的支援」においても、利用者

の利便性の向上や効率的な保健指導の実施が図られるよう、第４期特定健

康診査等実施計画期間（2024年度～2029年度）に向けた見直しの中で

検討を進めてまいりたい。

長野県茅野市 4
予防に係る診療の評

価療養への追加

保険診療と併せ寝たきりの主要な原因である認

知症、高血圧、フレイルに対する診療を受けた患

者に対し、その保険診療分について保険給付が

受けられる。

⽣活習慣病に起因する認知症、高血圧、フレイ

ルの傾向を把握し、顕在化する前に医療者が介

入することで寝たきりになることを防ぎ、介護に必

要な期間を減らすことで健康寿命と平均寿命の

差を減らし、医療費・介護費の減少が期待され

る。

自由診療のうち保険診療との併用が認められるの

は、「評価療養（高度の医療技術を用いた療養

その他の療養であって、保険給付の対象とすべき

ものであるか否かについて、適正な医療の効率的

な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療

養）」と「選定療養」のみとされており、（健康保

険受給権確認請求事件。平成23年10月25日

最高裁第３小法廷）健康寿命延伸のカギとな

る⽣活習慣病に起因する疾患には適用されな

い。

健康保険法第86条（保険外併用

療養費）

認知症、高血圧、フレイル等の寝たきりの主要な原因に対

し、特に効果の認められる診療を自由診療の特定療養の項

目に追加する。

特に高血圧患者に対するCPXの利用に対する保険適用を

追加する。

厚⽣労働省

医療保険制度においては、必要かつ適切な医療は基本的に保険診療の扱いと

しており、治療と疾病の関係が明らかであり、治療の有効性・安全性等が確立し

ている治療について、保険適用することとしている。

本提案の趣旨は、寝たきりの主な原因となる認知

症、高血圧、フレイルに対する治療で、現時点で

は治療と疾病の関係が明らかでない場合、または

治療の有効性・安全性等が確立していない治療

について、より多くの治験を集め有効な治療法を

確立するため、医師と患者が同意した診療行為

を、いわゆる「混合診療（評価療養）」として認

めていただきたいと考えているものですが、いかがで

しょうか。

厚⽣労働省

  医療保険制度においては、一連の診療として保険適用外の治療と保険適用

の治療を組み合わせて行った場合（いわゆる混合診療）、安全性・有効性等

が確認されない医療が行われるおそれがあること等から、原則としてこれを禁止し

ている。

　ただし、先進医療会議で審査を受けた先進的な医療技術や、医薬品医療機

器等法に基づく治験に係る診療等については、現行制度において、すでに評価

療養の枠組みの中で保険診療との併用を認めているところである。

長野県茅野市 5 AIによる処方量決定

利尿剤や抗不整脈剤等、継続的に服用する必

要性のある治療上薬剤について、AIの判断により

日々の処方量を指示し、患者がその判断に従っ

て服薬することができる。

処方薬剤は、体重や健康状態によってその処方

量を変える必要があるが、都度医師が患者を診

察し、処方量を決めることができない。患者の体

重や血圧、血糖値も含めた健康状態、前回服

用時の血中濃度などのデータに基づき、AIが総合

的に処方量を判断することで、必要以上の薬を服

薬することなく、また、副作用も少なくなることが期

待される。また、患者の⽣活習慣やバイオリズムに

より、より効果の出やすい時間帯に服薬するよう

勧められることも期待される。

診療、治療等の主体は医師であり、処方せんの

交付は、医師が自ら行う必要がある。AIは、診療

プロセスの中で医師主体判断のサブステップにおい

て、その効率を上げて情報を提示する支援ツール

に過ぎず、判断の主体は少なくとも当面は医師で

あるとされていることから、AIが患者のデータに基づ

き処方量を決定することは認められていない。

医師法17条（医師でなければ、医

業をなしてはならない。）、医師法20

条（医師は、自ら診察しないで治療

をし、若しくは診断書若しくは処方 せ

んを交付し、自ら出産に立ち会わない

で出⽣証明書若しくは死産証書を交

付し、又は自ら検案をしないで検案書

を交付してはならない。）

あらかじめ医師が決めた処方量の範囲において、患者の状

態をデータに基づきAIが判断できるものとする。ただし、医師

は判断の内容を事後に必ず確認するものとし、その最終的

な責任は医師が負うものとする。

厚⽣労働省

「人工知能（AI）を用いた診断、治療等の支援を行うプログラムの利用と医師

法第17 条の規定との関係について」（平成30 年12 月19 日付け医政医発

1219第１号厚⽣労働省医政局医事課長）において、「人工知能（AI）を

用いた診断・治療支援を行うプログラムを利用して診療を行う場合についても、

診断、治療等を行う主体は医師であり、医師はその最終的な判断の責任を負

う」ことをお示ししているところ、医師があらかじめ決めた処方量の範囲で事後に確

認する場合であっても、ＡＩに処方量の最終的な判断を委ねることは、医師が

その最終的な判断の責任を果たしているとはいえず、ＡＩの判断に誤りがあった

場合に患者に重大な健康被害を⽣じさせる恐れがあることから認められません。

ご回答のとおり、当市も指示を行った医師が最終

的な責任を負うものと考えます。本提案の趣旨

は、本来、患者の体調等に合わせて処方量が調

整されるべきところ、医師による外来日にのみ処方

量を調整せざるを得ない現状を、医師の負担なく

改善することを目指すものです。医師の知見等の

データを蓄積したAIの支援のもと、医師の指定し

た処方量の範囲内においてであれば、重大な健

康被害を⽣じさせることなく薬剤師が処方量を調

整することは可能と考えていますが、いかがでしょう

か。なお、この場合でも、処方量の範囲を定めた

医師が全ての責任を負うものとし、医師が指定し

た範囲を超える場合には、必ず医師が診療を行う

ことを前提としています。

厚⽣労働省

医師が交付した処方せんに基づき、薬剤師又は医師が自ら調剤した薬剤を患

者に交付し、ＡＩの提案及び当該提案を踏まえた薬剤師の服薬指導の下で、

患者が当該薬剤を服薬する量（服薬量）を調整する事業内容とお伺いしたと

ころ、医師の指示に基づき、患者がその体調に応じて、処方された薬剤を服用す

る量を調整することは、現行制度上も可能です。また、あわせて薬剤師が服薬

指導することは可能です。

なお、「人工知能（AI）を用いた診断、治療等の支援を行うプログラムの利用

と医師法第17 条の規定との関係について」（平成30 年12 月19 日付け医

政医発1219第１号厚⽣労働省医政局医事課長）において、「人工知能

（AI）を用いた診断・治療支援を行うプログラムを利用して診療を行う場合に

ついても、診断、治療等を行う主体は医師であり、医師はその最終的な判断の

責任を負う」ことをお示ししております。



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

環境省

　自然公園法においては、優れた自然の風景地の保護とその利用の増進を図る

ため、国立・国定公園を指定し、工作物の新築等の各種行為について一定の

制限をしている。国定公園特別地域内にあっては当該都道府県知事の許可を

得なければならないこととなっている。

　本件提案の水位計についても、仮に国定公園内に設置する場合、設置場所

や形態・色彩等によっては風致景観の保護上支障が⽣じる可能性があることか

ら、法の目的に照らして内容の審査が必要である。内容及び書類に不備等なけ

れば数日～1ヶ月程度（各都道府県が定める標準処理期間による）で許可さ

れると考えられ、複数案件まとめての申請や他法令の申請と並行して手続きも

可能である。国定公園内の許認可事務は都道府県の自治事務であり、審査

期間の短縮は各都道府県の判断であるため、長野県に相談頂くことが適切と考

えられる。

国土交通省

　洪水からの避難確保を図るため、市町村が河川へ水位計を設置することの重

要性は認識しています。そのため、市町村から水位計設置の申請があった場合

には、手続きの迅速化に努めるよう各河川管理者に指導、助言をするとともに砂

防指定地の管理者である都道府県に助言する通知を発出します。

　具体的には、市町村が将来にわたって水位計を設置する計画を有している場

合など、水位計の設置が構想段階であっても協議に応じ、申請書類作成のサ

ポートや必要な添付資料、関係者との調整手続き等について具体的かつ適切

なアドバイスを実施することで、正式申請後速やかに許可が出来る体制を整える

よう記載することを考えています。

　水位計を設置する場合、水位計本体のほか、電力供給のための建柱、データ

送信のためのケーブル敷設等を伴うことから、設置先の河川の状況を踏まえ、治

水上の支障がないか構造等の審査を適切に行う必要があります。したがって、審

査そのものの省略は出来ない旨ご理解ください。

農林水産省

水位計の設置に当たっては、既存施設に取り付けを行う場合には、保安林内で

あっても作業許可は不要となります。

新規に設置を行う場合には、その設置に係る行為がその保安林の指定の目的

の達成に支障を及ぼすかどうか確認する必要があることから、設置行為に係る作

業許可は必要ですが、ご提案に係る施設の規模は小規模に留まるものと考えら

れることから、都道府県の森林部局と事前に連絡調整を行っていただくことで、許

可手続が円滑に進められるものと考えます。

長野県茅野市 7

地方公共団体以外の

主体がポイント（第三

者前払式支払手段）

を発行する場合の登

録の適用除外

地方公共団体以外の主体が第三者型前払式

支払手段として「健康ポイント」及び「ありがとうポ

イント」を発行する。

全市的な取組としてポイント取得を人の健康行

動のインセンティブに据えることで、その人のみなら

ず地域全体の健康に対する意識の高揚と、健康

増進が図られる。

また、ポイントを介在させて地域に眠る資源を掘り

起こし、それを活用することで、地域資源の最適

化が図られ、持続可能なまちづくりにつながる。

地方公共団体以外の主体がポイント（第三者

前払式支払手段）を発行する場合には、登録が

必要になるため、いわゆる地域ポイントの推進に当

たり、地域で運営主体の受け手を協議する際の

ハードルになっている。

資金決済に関する法律第4条
地方公共団体が承認等する主体に限り、地方公共団体と

同様の扱いで同法の適用除外とする。
金融庁

　前払式支払手段については、発行者の規制対応コスト等を考慮しつつ、利用

者保護を図る観点から、６か月ごとの基準日における未使用残高を基に算出さ

れた額を保全する義務が課されています。

　発行者が国等に準ずる法人である場合に保全義務が課されていないのは、信

用力の点において国等に準ずるものであれば利用者保護に支障は⽣じないと考

えられるためであり、それ以外の発行主体について同様の取扱いとすることは困難

です。

　なお、産業競争力強化法上の新事業特例制度に基づく規制の特例措置によ

り、財産的基礎等に係る所定の要件を満たす商工会議所又は商工会は、新

事業活動計画の認定を受けることにより、資金決済に関する法律上の保全義

務の適用を受けることなく、最長で有効期間３年の前払式支払手段を発行す

ることが可能です。

長野県茅野市 8

地域リソースを総動員

した地域公共交通の

再編・最適化

旅館・ホテルの送迎バスを、自社施設利用客以

外の移動手段として地域公共交通の分野で活

用する。

当市においては、利用状況が低迷する市内19路

線の路線バスを維持するために年間８千万円の

公費を投入している。一方で、JR茅野駅と蓼科

等の宿泊施設間の顧客送迎に運行している宿泊

施設の送迎バスは、60台を超えているが、各施設

の顧客に限った非効率的な運行を行っている。

近隣施設が送迎バスの共同運行を行うと共に同

一方向へ向かう市民の移動手段として活用するこ

とにより、地域公共交通の最適化が図られる。ま

た県境面ではCO2削減につながる。

旅客運送事業を行うには国土交通大⾂の許可

が必要であり、自家用自動車は、有償で運送の

用に供してはならない。

道路運送法第4条

同第78条

道路運送法第78条に規定する例外規定に次の内容を加

え許可を要することなく自家用有償運送を可能にする。

「最適で持続可能な地域公共交通を実現するために当該

地域における地域公共交通会議が認めた自家用旅客有償

運送」

国土交通省

御提案は、市民や観光客の地域の移動手段の確保といった課題の解決に関し

て、旅館等の保有する送迎バス等を有償での運送に活用することと拝察するとこ

ろ、道路運送法78条2号に規定する自家用有償旅客運送の登録を受けた運

送を行うことは現行制度上で可能と考えられる。例えば、市町村や（旅館組合

等の）非営利団体が運送主体となり、旅館の保有する車両を持込んで自家用

有償旅客運送に活用することも可能である。

長野県茅野市 9
旅行業登録における

登録要件の緩和

宿泊事業者のうち、主たる営業所または隣接市

町村等に所在するDMOから認定を受けた者が旅

行業の登録を行う際は、「観光圏内限定旅行業

者代理業者」に準じた取り扱いとする。

地域内のアクティビティや飲食店の紹介や交通手

段の手配を手数料を得ながら行う宿泊事業者が

増えることにより、地域内の事業者が連携し、域

内経済循環の促進につながる。

旅行業の登録要件として営業保証金15万円

（旅行業協会に加入している場合には3万

円）、基準資産100万円が必要であるため。

旅行業法第２条、第３条

宿泊事業者のうち、主たる営業所または隣接市町村等に所

在するDMOから認定を受けた者について、地域限定旅行業

の取り扱いを行う際、登録要件である営業保証金及び基準

資産の要件を免除するとともに、旅行業務取扱管理者の要

件を研修修了者で代替可能とする。

（DMOが認定する宿泊事業者については、「観光圏内限

定旅行業者代理業者」に準じた取り扱いを求めるもの）

国土交通省

○　「観光圏限定旅行業者代理業」は、観光圏の整備による観光旅客の来訪

及び滞在の促進に関する法律に基づき、滞在の拠点となる宿泊施設における宿

泊者へのサービス向上を目的として、国土交通大⾂の認定を受けた滞在促進

地区内の宿泊業者（ホテル・旅館等）が、旅行業者代理業者として、宿泊者

に対してのみ旅行商品を販売することができることとする特例制度である。

〇　他方、「地域限定旅行業」については、「観光圏限定旅行業者代理業」と

異なり、自らが旅行商品を企画し幅広い消費者に販売するものであることから、

営業保証金の供託等を通じて旅行業者の資力を担保することで消費者の債権

の保護を図っている。このように、両者は旅行業法上、全く異なるもの（地域限

定旅行業の方がより大きな責任が求められる）であることから、「観光圏限定旅

行業代理業」に準じた取扱をすることは困難である。

また、地域限定旅行業においては、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増

進を図るため、旅行業の遂行に関して必要かつ正しい知識を備えていることを確

実に担保する観点から、旅行業務取扱管理者の選任を要件としているところで

あり、これらを不要とした上で「地域限定旅行業」を行うことを可能とすることは、

旅行業法の原則である消費者保護の観点に反するものであり、また、実際に旅

行業法を遂行している旅行業界からも強い反発が想定される。

○　なお、地域限定旅行業は地域における受入環境整備のための規制緩和に

伴い近年設けられた制度であり、地域の事業者の負担を少なくするため、営業

保証金の額を15万円（旅行業協会に加入している場合は3万円）とし、 第

１種旅行業、第２種旅行業及び第３種旅行業に比べて非常に低く抑えたほ

か、旅行業務取扱管理者制度についても、地域に限定した知識のみで取得可

能な資格制度を創設したところ。

課題：観光圏整備法による「宿泊施設による旅

行業者代理業の特例」は計画行政の域を出ず

「稼ぐための観光地経営」を誘発していない（経

営主体不明な協議会設置の義務付け、実施計

画の有効期限、特例宿泊施設が販売したい旅

行商品と委託元の旅行業者とのミスマッチ等）。

提案：域内の様々な観光資源を知る宿泊施設

が独自旅行商品の販売ができるよう一定の要件

に従い「地域限定旅行業」の登録を認める。要

件：①地域ＤＭＯが第２種旅行業以上の登

録をしている、②特例を受ける宿泊施設は当該

ＤＭＯの会員である、③②の宿泊施設は旅行業

法上の必置資格である旅行業務取扱管理者に

代えて一定の研修を修了する、④登録要件であ

る営業保証金を免除する

国土交通省

○　「観光圏限定旅行業者代理業」に準じた取扱いとの提案であるが、その内

容は旅行業者代理業の要件をもって旅行業そのものの営業を認めるものであ

り、「準じた」取扱いになっておらず、むしろ格上げの取扱いを求めるものであるた

め、本末転倒である。

○　当庁から回答したとおり、旅行業法は旅行の安全の確保及び旅行者の利

便の増進を図ることを目的とする法律である。消費者保護のための各規定につい

ては、旅行業者間の競争条件の公平性の観点も含めて、遵守されるべきもので

あり、代理の要件をもって本業の営業を認めることは消費者保護を図ることがで

きないためご提案を認めることはできない。

○　なお、旅行業法上の必要必置資格である旅行業務取扱管理者について

は、平成29年、特定の地域内における宿泊事業者等に限り、国家戦略特区で

の要望を踏まえ、全国的な地理知識等を求めない特例措置を講じたところであ

る。さらに、平成30年には、国家戦略特区特例制度に近い形で全国展開する

ものとして、地域限定旅行業務取扱管理者を創設し、着地型旅行商品の造

成の一層の拡大につなげている。

長野県茅野市 6

河川等への水位計の

設置に係る許可までの

手続きを大幅に短縮

河川に水位計を設置して水位を計測し、そのデー

タをリアルタイムでLPWA通信技術でサーバに送

信。降雨量データとの連携、分析により、水位予

測を行う。

水位予測が可能になることで、特に短時間に局

地的な大雨が降った際には、水害発⽣リスクの把

握が可能になり、迅速な避難行動につなげること

ができる。

市内各所の河川への水位計の設置に際しては、

河川法等に基づく許可が必要になるが、その手続

きが複雑である。また、書類作成や官公庁とのや

り取りで多くの時間を費やしてしまい、より精度の

高い水害発⽣予測を行うために必要と思われる

場所への水位計の設置がスムーズに進んでいな

い。

河川法第24条

（土地の占用の許可）

河川法第26条第1項

（工作物の新築等）

森林法第34条第2項 （保安林内の

作業許可）

砂防法（砂防指定地内において、長

野県砂防指定地管理条例第3条第

1項に該当する制限行為を行うための

許可）

自然公園法施行規則第10条

所有者が国県市町村の場合は、申請に対して即日許可を

行う。それ以外の場合は、地権者同意を得るだけで設置可

能にする。



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

静岡県浜松市 1

医療MaaS（遠隔診

療について）

健康情報を活用した

⽣活習慣病予防

移動診療車を活用したオンライン診療サービス

・看護師が医療機器などを搭載した移動診療車

で患者の自宅付近まで訪問し、車両内のテレビ

会議システムを通して医師が遠隔地から患者を診

察する。　

① 「寄り添い」を重視したオンライン×人工透析

予防特化型重症化予防プログラム

② 医療データ解析・重症化予防事業

③ PHR活用サービスの導入

④ PHRと健康マイレージ

・市民の健康寿命延伸とQOL向上（通院断念

率の低減、バイタルデータ取得/蓄積、車両/医療

人材の効率的シェアリング）

・ウェルネスとの連携（医療の早期タッチポイントの

構築、予防接種や簡易相談の実施、健康診断

再検査率の向上）

・⽣活習慣病の予防に伴う市民QOL向上（人

工透析予防、重症化イベント発⽣率改善）

・医療費の適正化による国民健康保険組合の財

政健全化

情報通信機器を用いた診療については、

R2.4.10付厚⽣労働省事務連絡において、一

定の条件を満たせば、初診からの診療による診断

や処方を差し支えないとされたところであるが、あく

まで新型コロナウイルス委感染症の拡大に際して

の時限的・特例的な取り扱いとされており、今後

安定的に事業を実施していくにあたっての不確定

要素となっている。

・医師法第20条

・医師法第20条

・情報通信機器を用いた診療（いわ

ゆる「遠隔診療」）について

（H9.12.24 厚⽣省健康政策局長

通知）

・オンライン診療の適切な実施に関す

る

指針

・新型コロナウイルス感染症の拡大に

際しての電話や情報通信機器を用い

た診療等の時限的・特例的な取り扱

いについて（R2.4.10構厚⽣労働省

医政局医事課、医薬・⽣活衛⽣局

総務課事務連絡）

コロナ禍の緩和措置の事例を踏まえ、患者の安全性や医療

の質的確保、財政への影響等に関する検証を行ったうえで、

初診を含むオンライン診療・服薬指導の恒久化を実施してい

ただきたい。

厚⽣労働省

オンライン診療については、全国的な措置として「関係学会や事業者等とも協力

し、オンライン診療の安全性・有効性に係るデータの収集や事例の実態把握を

進めるとともに、今回の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に際しての時限的

措置において明らかとなった課題や患者の利便性等を踏まえ、恒久化の内容に

ついて、具体的なエビデンスに基づき、検討を行う。初診の取扱い等も含めた時

限的措置の恒久的な枠組みについては、2021年夏を目途に時限的措置の実

績も踏まえて、その骨格を取りまとめた上で、同年秋を目途に「オンライン診療の

適切な実施に関する指針」を改定する」（「成長戦略フォローアップ」令和３年

６月18 日閣議決定）こととしております。

薬局におけるオンライン服薬指導については、「規制改革実施計画」（令和３

年６月18日閣議決定）や「成長戦略フォローアップ」（令和３年６月18 日

閣議決定）を踏まえ、2021（令和３）年夏を目途に医薬品医療機器等法

に基づくルールの見直しの検討を行うこととしております。

静岡県浜松市 2
健康情報を活用した

⽣活習慣病予防

健康情報を活用し、様々なデータに基づく、栄養

指導や健康づくりにより⽣活習慣病予防を行う。

・⽣活習慣病の予防に伴う市民QOL向上

・医療費の適正化による国民健康保険組合の財

政健全化

・民間企業が現在治療通院中の方の健康づくり

支援を行う場合、医師の承諾・指示のもと実施し

なければならない。また、この承諾・指示は書面を

前提としており、オンライン診療にて治療中の方で

は取得が困難となっている現状がある。（2020

年5月厚労省確認）

・「健康寿命延伸産業分野における

新事業活動のガイドライン」

（H29.5.30改正厚労省・経産省）

医師による承諾・指示は書面だけではなく、データでも可能と

する。
厚⽣労働省

御提案の「医師による承諾・指示」の意味するところが必ずしも明らかではありま

せんが、「健康寿命延伸産業分野における新事業活動のガイドライン」（平成

26年３月31日厚⽣労働省・経済産業省）２．(1)＜基本的な考え方＞に

おいて「医師が行う運動又は栄養に関する指導・助言を書面又は電⼦データ等

の形で発出すること」としており、「医師が行う運動又は栄養に関する指導・助

言」を電⼦データによりやりとりすることは可能です。

保険者による保健事業として、保険者若しくは保

険者から委託を受けた事業者が、⽣活習慣病保

有者に対して⽣活習慣改善支援をオンラインで

実施する場合、現在通院中の方の支援は、医師

の指導・助言のもと実施する必要がある。

この「医師の助言・指導」については、⽣活習慣病

保有者の病状等が要配慮個人情報であることか

ら、現在は、医師が本人同意のもと民間企業へ

直接提供する場合は文書で提供することとなって

いるが、メールやクラウドを介したデータ連携による

電⼦媒体でのやり取りも可能とすることを求める。

厚⽣労働省

医師が出す運動又は栄養に関する指導・助言（以下「医師の指導等」とい

う。）に基づき、民間事業者が運動指導又は栄養指導を行う場合、医師の指

導等を、患者の同意の下で、民間事業者に対してメール等の電⼦データで送付

することは、「健康寿命延伸産業分野における新事業活動のガイドライン」（平

成26年３月31日厚⽣労働省・経済産業省。以下「健康寿命延伸ガイドライ

ン」という。）上、可能です。

なお、健康寿命延伸ガイドライン２．(1)＜基本的な考え方＞において、「医師

が行う運動又は栄養に関する指導・助言を書面又は電⼦データ等の形で発出

すること～行われなければならない。」としており、医師の指導等を電⼦データによ

り発出することが可能であることを明示しております。

静岡県浜松市 3
デリバリープラットフォー

ム活用による配送

・タクシーなど既存の運送インフラとドローンなどの

無人輸送機を組み合わせた商品販売事業者と

配送業者、消費者を繋ぐオリジナルデリバリープラッ

トフォームサービスの提供。

・主に飲食事業者などコロナ禍で売上減少に直

面する事業者のビジネスチャンス拡大。

・ドローンや自家用車、自動運転車を活用する副

業モデル確立。

・タクシーなど既存の運送インフラを活用したデリバ

リープラットフォームサービスを提供したいが、現在、

タクシー事業者による食料・飲料に係る貨物運送

の許可については、時限的・特例的な取り扱いと

されている。

・貨物自動車運送事業法第3条

・タクシー事業者による食料・飲料に

係る貨物自動車運送事業の許可の

取り扱い等について（R2.9.10国土

交通省自動車局長通知）

・新型コロナウイルス感染拡大の影響

を踏まえたタクシー事業者による有償

貨物運送について（R2.4.21事務連

絡）

タクシー事業者の本業への影響や、タクシーにより食料等を

運送するという貨物運送上の安全性の観点から、大きな問

題等が⽣じていない状況を踏まえ、措置の恒久化について

取り組んでいただきたい

国土交通省

　現在、令和２年10月より開始したタクシーによる食料、飲料の運送について

は、現在、安全性確保や荷主保護の観点からモニタリング、検証を実施している

ところであり、その結果を踏まえ適切な対応について検討してまいりたい。

静岡県浜松市 4

デリバリープラットフォー

ム活用による配送

ドローンやタクシーによ

る医薬品輸送

・タクシーなど既存の運送インフラとドローンなどの

無人輸送機を組み合わせた商品販売事業者と

配送業者、消費者を繋ぐオリジナルデリバリープラッ

トフォームサービスの提供。

・将来的にはドローンや自家用車、自動運転車

なども配送インフラとして活用したデリバリー網を拡

充させることを構想。

・主に飲食事業者などコロナ禍で売上減少に直

面する事業者のビジネスチャンス拡大。

・ドローンや自家用車、自動運転車を活用する副

業モデル確立。

自家用自動車を配送インフラとして活用したい

が、自家用自動車の有償運送には、事業主体や

用途に厳しい制限があり、事業への活用ができな

い。

・道路運送法第78条

・道路運送法施行規則第48条、49

条

・道路運送法及び同法施行規則に定める自家用有償運

送の主体、目的について、営利事業の用に供することができ

るよう緩和する。

国土交通省

　貨物自動車運送事業法では、輸送の安全性確保や荷主保護等の観点か

ら、運送事業者が

・貨物運送に適した車両の確保

・貨物自動車運送事業に係る運行管理者の配置

・貨物運送に適用される損害保険への加入

など、貨物自動車運送事業に適した体制の整備を許可の大前提としているとこ

ろ。

　このような前提から、同法の許可等を持たない地域住民等による有償での貨

物運送は、運転手の労務管理、事故発⽣状況、個人情報や貨物の保護等に

重大な懸念があるため、対応することは困難である。

浜松市のデリバリープラットフォームでは、一般的な

買い物代行のスキームを想定しており、貨物自動

車運送事業法の適用外として整理したいと考えて

いる。なお、整理が行われるまでの移行期間とし

て、貨物自動車運送事業法の適用を受ける場

合は、以下の考え方で運用するため緩和を求め

る。

①貨物運送に適した車両の確保は、貨物の範囲

をフード類及び日用品に限定し、個々で保有する

普通乗用車・軽自動車で運送。

②貨物自動車運送事業に係る運行管理者の配

置は、株式会社やNPO法人単位での参画を想

定しており、適切な運行管理のできる体制を整

備。

③貨物運送に適用される損害保険への加入は、

全体での加入又は参画事業者との調整のうえ対

応。

国土交通省

事業として有償で貨物運送を行う際には、輸送の安全性確保や荷主保護が不

可欠であり、そのためには

・貨物の運送に適した車両の確保

・法令遵守に関して従業員に対する指導及び監督を行う運行管理者の設置

・車両の点検及び整備管理に係る適正な体制の確保

・適正な運送約款の整備

・損害賠償責任保険等への加入

等が必要であるところ、これらを担保するために、貨物自動車運送事業法による

規制が設けられている。

自家用車は、事業用トラックと比較して１千万km走行当たりの事故発⽣件数

が２倍であるなど、輸送の安全性の確保等に懸念があるため、１次回答のとお

り、貨物自動車運送事業法の許可等をもたない地域住民による有償での貨物

運送を認めることは困難である。

ついては、貴市の提案する事業が貨物自動車運送事業法の規制に抵触するか

否かは、個別の運送形態を踏まえて実質的に判断する必要があるため、個別に

ご相談いただきたい。

静岡県浜松市 5
自動運転車両を活用

した移動支援

・オンデマンド型移動サービス

超小型モビリティ等の車両と安価な自動運転シス

テムの組み合わせた顧客の移動ニーズ合わせた移

動支援

・路線バス型移動サービス

　自動運転シャトルバスを活用したサービス、グリー

ンスローモビリティ等の車両と、自動運転システムの

組み合わせによる移動支援、車両走行から得ら

れるデータ等を活用した新サービスの創出

・高齢化等により運転が困難となった方の移動支

援、ラストワンマイルのケア

・個人の車両保有が減少することによる事故の減

少

・車両から得られるデータの活用によるインフラ管

理、事故予防　など

レベル4の無人自動運転については、現在はまだ

認められていない

※令和2年改正道路交通法により、自動運行装

置を使ったレベル3の自動運転に関する規定が初

めて追加された。（R2.4.1施行）

道路交通法第71条の4の2第2項第

3号

当該運転者が、前二号（整備不良

車両でない、自動運行装置に係る使

用条件を満たしている）のいずれかに

該当しなくなつた場合において、直ち

に、そのことを認知するとともに、当該

自動運行装置以外の当該自動車の

装置を確実に操作することができる状

態にあること。

レベル4の無人自動運転に関する法整備 警察庁

　遠隔型自動運転システムを用いた実証実験については、道路使用許可を受

けて実施可能であり、運転者が乗車しない形での実施も可能です。

　また、「官民ＩＴＳ構想・ロードマップ2020」等において、2022年度頃に限定

地域における遠隔監視のみの無人自動運転移動サービスの実現が可能となる

ように政府として目指すこととされていることを踏まえ、従来の「運転者」の存在を

必ずしも前提としない場合における交通ルールの在り方について、警察庁で検討

を進めているところです。

　以上の回答に関し、本提案に係る記載内容のみでは定かではない部分もある

ため、実施されたい走行の形態を具体的に明らかにして個別に警察庁に御相談

ください。

静岡県浜松市 6

自動運転車両を活用

した移動支援

パーソナルモビリティの

活用

・オンデマンド型移動サービス

超小型モビリティ等の車両と安価な自動運転シス

テムの組み合わせた顧客の移動ニーズ合わせた移

動支援

・路線バス型移動サービス

　自動運転シャトルバスを活用したサービス、グリー

ンスローモビリティ等の車両と、自動運転システムの

組み合わせによる移動支援、車両走行から得ら

れるデータ等を活用した新サービスの創出

・電動モビリティパーク実証実験（複数社の様々

なモビリティを集め、特定施設内で実証実験を行

う。センシングデータを活用した健康年齢判定や

普及に必要な環境整備等を実施。）

・高齢化等により運転が困難となった方の移動支

援、ラストワンマイルのケア

・個人の車両保有が減少することによる事故の減

少

・車両から得られるデータの活用によるインフラ管

理、事故予防　など

・個人の車両保有が減少することによる事故の減

少

・車両から得られるデータの活用によるインフラ管

理、事故予防　など

・モビリティを通じた健康増進によるQOLの向上　

・自由な移動によるコミュニティ活性化

・産官学連携チャレンジによる世界に通用する技

術力の育成

・道路使用許可申請手続きに非常に多くの時間

と手間を要すること

・道路交通法第77条～79条、同法

施行令第10条、同法施行規則第

40条、41条

・道路使用許可申請手続きの簡素化、承認審査等に係る

期間の短縮
警察庁

　　「自動走行システムに関する公道実証実験のためのガイドライン（平成28年

５月）」に従って実施する場合は、同法に規定する道路使用許可の手続は不

要です。

　道路使用許可が必要な公道走行に際しては、円滑に手続ができるように支援

しているところであり、詳しくは警察庁ウェブサイトを御確認ください。

　以上の回答に関し、本提案に係る記載内容のみでは定かではない部分もある

ため、具体的な実験の実施要領を明らかにして個別に警察庁に御相談くださ

い。



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

静岡県浜松市 7 自家用旅客運送

・地域住民の自家用車を活用した新たな共助型

の交通システムを導入

・個人が保有する自家用車を活用し、相互に補

完し合うことで、移動手段の提供を行う。

・地域の⽣活を支える交通網の維持

・中山間地域における持続可能な地域交通を確

立

・住民同士の共助の意識が高まり、平常時のみ

ならず、災害時などの緊急時における高齢者等の

相互支援につながる。

・道路運送法第78条、同法施行規則第48条、

第49条に規定する自家用旅客自動運送の用

途、実施主体の制限

道路運送法第78条、同法施行規則

第48条、第49条

自家用旅客自動運送の用途、実施主体について、地域住

民による交通の相互補完のため、一定の収益範囲内に収ま

るものについて、その基準を緩和する。

国土交通省

自家用有償旅客運送は、運送主体による安全面の担保が必要不可欠である

ことから、一定の法人が運送主体となることを求めているものであり、個人が主体

となることはできないが、非営利団体等に参画するなどして、住民主体の運送を

行うことは可能と考える。また、当該自家用有償旅客運送に個人の所有する自

家用自動車を持込んで使用することは現行制度上可能である。加えて、収受す

る対価については、営利とは認められない実費の範囲内において、地域の関係

者間の協議により具体的に定めることが可能となっている。

なお、この枠組みを超えて、自家用車を用いたいわゆる「ライドシェア」を実施する

ことは、運行管理や車両整備等について責任を負う主体を置かないままに、自

家用車のドライバーのみが運送責任を負う形態を前提としていることから、このよ

うな形態の旅客運送を有償で行うことは、安全の確保、利用者の保護等の観

点から問題があるため、道路運送法上、許容されない。

静岡県浜松市 8 交通オンデマンド化

・地域の交通資源を活用した新たな共助型の交

通システムを導入

・企業等が保有するスクールバスや特養の送迎バ

ス等地域の交通資源を活用し、相互に補完し合

うことで、遊休資産の活用と移動手段の提供を行

う。

・地域の⽣活を支える交通網の維持

・中山間地域における持続可能な地域交通を確

立

・遊休資産を活用した新たなビジネスモデルの確

立により、中山間地域の事業者参入ハードルを

下げる。

・道路運送法第3条、第43条に規定する特定旅

客自動車運送事業の制限
道路運送法第3条、第43条

特定旅客自動車運送事業の用に供するために購入したス

クールバス等の資産について、本来の用途を制限しない範囲

内で、自家用有償運送用車両として他の目的に活用できる

ようにする。

国土交通省

規制改革事項について明確化を要するが、自家用有償旅客運送において、ス

クールバス等を活用することや、運送事業者が保有する事業用自動車を持込ん

で使用することは、当該事業者の運行計画、事業計画に支障のない範囲にお

いて、現行制度上も可能である。

ただし、特定旅客自動車運送事業については、特定の運送需要者の需要に応

じて運送事業を行っているため、当該運送需要者の需要を考慮する必要があ

る。

静岡県浜松市 9 交通オンデマンド化
・地域の交通資源を活用した新たな共助型の交

通システムを導入

・地域の⽣活を支える交通網の維持

・持続可能な地域交通を確立

天候や運行データ等に合わせ路線バスの自国を

柔軟に変更し、公共交通の利便性を向上させた

いが、バスの停留所には発車時刻の掲示が必要

である。

・旅客自動車運送事業運輸規則第

5条、第6条

より実態にあったダイヤ改正を短期的に行い、公共交通の利

便性向上につなげるため、掲示義務を緩和。

路線によっては週1回程度の短期的なダイヤ改正により時刻

表を更新することとし、利用者は停留所のQRコードや交通

事業者HPで時刻表を確認することを可能とする。

国土交通省

規制改革事項について明確化を要するが、柔軟なダイヤの設定は、現行制度で

も地域公共交通会議を活用して路線不定期や区域運行として実施することが

可能である。

想定は、毎日ダイヤを改正するというよりも、現在

（年2回）よりも短いスパンでダイヤを改正するこ

とである。路線不定期運航であれば柔軟なダイヤ

改正は可能であるが、実態は定期運航にもかか

わらず、多くの路線を不定期運航の区分に変更

することは難しいと考えている。市内には1,000ヶ

所以上バス停がありダイヤ改正の都度、紙の張替

え作業が発⽣し、ダイヤ改正の回数を増やすこと

は負担が大きい。ディスプレイ表示型のバス停であ

れば表示を容易に変更可能だが、イニシャルコスト

等の観点から難しい。このため、路線定期運航の

時刻表掲示義務を緩和し、QRコードやホーム

ページ掲載を時刻表掲示の代替措置として認め

るよう緩和を求める。

国土交通省

路線定期運行の乗合バスにおいては、利用者利便を確保する観点から運行系

統ごとの発車時刻（時刻表）を停留所に掲示することとしている。時刻表をQR

コードやホームページによる掲載のみとすると、スマートフォン等を利用しない旅客

が発車時刻を確認できない等、利用者利便を阻害するおそれがあることから困

難である。

警察庁

　新たなモビリティを含む多様な交通主体全てにとっての新たな交通ルールの在り

方について、当庁が開催する「多様な交通主体の交通ルール等の在り方に関す

る有識者検討会」において検討を行っているところです。（令和３年７月時

点）

国土交通省

保安基準緩和申請手続きについて、必要書面を省略できるよう「公道実証実

験事業に用いる搭乗型移動支援ロボットの基準緩和認定要領について」を改

正し、申請者の負担軽減を図っている。

静岡県浜松市 11
農地・林野台帳デジタ

ル化

・別々に管理されている農地台帳、水田台帳の

紐づけを行い、それら情報をデジタル地図に反映

する。

・衛星データを活用し、農地の状況（耕作放棄

地かどうか）を自動で検出可能とする。

・山林を衛星データを基にデジタル情報化して、

2D、3Dデータに統合する。

・デジタル地図を作成することで農地全体の状況

把握を簡易的に行うことができる。

・耕作放棄地かどうかの確認が可能になり、農地

法で定める利用状況調査の効率化が図れる。

・行政が森林状況を把握できるとともに、木材の

流通事業者も活用することで的確な間伐等が可

能となる。

・農地法で定められる農業委員会による年1回の

利用状況調査は（通称：農地パトロール）、道

路等から調査員が目視で確認することが義務付

けられており、衛星データでの調査は認められてい

ない。

・平成21年12月11日付け農林水産

省通知「農地法の運用について」の制

定について

・農林水産省通知の内容を変更し、目視以外の方法での

調査も可能にすることで衛星データの利用ができる。

・なお、農林水産省の「デジタル地図」を活用した農地情報

の管理に関する検討会取りまとめ（令和2年3月17 日）で

は、衛星データの利活用等の必要性に言及されており、今

後、目視外の利用状況調査が可能となる可能性がある。

農林水産省

利用状況調査は、基本的に農地１筆毎の状況を確認する必要があることか

ら、農地利用最適化推進委員等が農地の状況を目視により確認することとして

いるところですが、森林の様相を呈するなど一見して農地に復元することが著しく

困難な場合には、一筆ごとに確認する必要はありません。

農地法第30条により、農業委員会は、毎年１

回、その区域内にある農地の利用の状況について

の調査（利用状況調査）を行わなければならな

いとされている。

農林水産省より市町村農業委員会事務局へ提

供される農地パトロール実施要領Ⅲ-5-(2)-④-

アに記載の農地パトロールの実施方法が「道路か

らの目視」に限定されている部分を緩和し、デジタ

ル技術等を用いた農地パトロール調査を実施でき

るよう求める。欧州では現地確認に人工衛星を

活用し、必要に応じて現地訪問をしている事例が

あることから、衛星データやドローン等のデジタル技

術を活用した農地利用状況把握を行い、一部農

地に対してのみ利用意向調査のため目視確認実

施に緩和を求める。

農林水産省

利用状況調査における一筆ごとの農地の調査について、利用するドローン等のデ

ジタル技術の解像度、精度等が、耕作をされていることが明らかな農地とそれ以

外の農地を判別することが可能な水準である場合に、当該技術を用いて一次

的な調査を行うことは有用であると考えております。

一方で、その結果、①遊休農地のおそれがある農地、②遊休農地であるか否か

が判然としない農地については、利用状況調査の結果によって、後続する措置

（所要の手続を経て、都道府県知事の裁定により、本人の意向にかかわらず農

地中間管理機構へ利用権を設定）の対象となりうるところであり、最終的な遊

休農地の判定のために、農地利用最適化推進委員等が目視により確実に確

認を行うことが必要と考えております。

これらのことについて、御指摘の「農地パトロール実施要領」を作成している全国

農業会議所と考え方を整理・共有するとともに、国としても運用通知等で考え方

を明確化してまいります。

パーソナルモビリティは、現行法ではみなし歩行者

の定義に該当しないため、原動機付自転車や自

動車として実験を行う場合には、道路運送車両

保安基準の緩和について、地方運輸局へ申請が

必要となる。これらの許可を得るまでには、複雑な

手続きと認定までの長い期間を要する。

・道路運送車両法第40条～46条

・道路運送車両法第40条～46条

・道路運送車両の保安基準第55条

・道路交通法第2条

・道路交通法施行令第1条

・道路交通法施行規則第1条

・道路運送車両保安基準の緩和申請手続きの緩和

・道路運送車両保安基準の緩和申請手続きの緩和

・歩行者とみなす速度制限（6km/毎時）の緩和

・歩行者とみなす車体の大きさ、構造等の緩和

静岡県浜松市 10

自動運転車両を活用

した移動支援

パーソナルモビリティの

活用

・オンデマンド型移動サービス

超小型モビリティ等の車両と安価な自動運転シス

テムの組み合わせた顧客の移動ニーズ合わせた移

動支援

・現行法のみなし歩行者の定義に該当しない速

度で走行する新たなパーソナルモビリティの開発

・モビリティを通じた健康増進によるQOLの向上　

・自由な移動によるコミュニティ活性化

・産官学連携チャレンジによる世界に通用する技

術力の育成



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

ドローンによる農薬散

布/ドローンと組み合わ

せたスマート農業

・ドローンで農地を撮影し、農地の地形や農産物

の⽣育のバラツキを観測する。

ドローンを用いて撮影し分析した地図データ、作

物栽培状況データ等を基に、AIが適切な作業計

画や農薬散布量を判断し、ドローンによって量を

調節しながら農薬を散布する。

・農産物の品質の向上や労働負担の軽減、⽣産

性の向上が見込まれる。
国土交通省

【航空法について】

　第三者の人や物件に対する安全の観点から規制緩和について、困難でありま

すが、現在においても、必要書類において一部簡略化できる項目があり、また、

催し場所上空における飛行や人口集中地区上空での夜間における目視外飛

行の場合を除き、申請内容に変更がなく、継続的に飛行させる場合には、１年

間を限度として許可承認を行っています。

高さ150ｍ未満で農地内のみの飛行の場合、第

三者の人や物件が存在することは限られることか

ら、FISS登録を含めて許可・承認手続きを不要

とするよう求める。

特に、無人航空機での薬剤等散布飛行は作物

上2-4mであり、地上からも10mにも満たない高

度での飛行であるため、有人航空機と接触する可

能性は限りなく低く、地上散布と同等とみなし飛

行許可申請は不要とするよう規制緩和を求める。

国土交通省

FISSへの登録については、事故発⽣時の対応やテロ等を防止するため登録義

務化されているものです。飛行許可承認申請については、現行制度で国土交通

大⾂の許可又は承認が必要な飛行においては、今般の航空法改正により、技

能証明を受けた操縦者が認証を受けた機体を飛行させる場合に限り、国の許

可又は承認の手続きを原則不要とします。

なお、係留によって飛行範囲を物理的に制限した状態で飛行する場合、高構

造物から一定の範囲内の空域を飛行する場合については、無人航空機の飛行

による航空機の航行及び地上の人等の安全を損なうおそれがないと判断できる

ことから、航空法施行規則について、所要の改正を予定しています。

ドローンによる鳥獣害

対策

春野町地域の三次元データとドローンを活用鳥獣

害対策を実装する。山間地をドローンで巡回し、

害獣を検知、三次元データにより取得したインフラ

情報との連携により、安全・高速で移動できる

ルートを選んでドローンが飛行する。検知した情報

を防災無線等に連携させ、音・光等により害獣を

撃退する。

市民の安全・健康被害の減少、農作物の被害の

減少などが期待される。
国土交通省

【航空法について】

　第三者の人や物件に対する安全の観点から規制緩和について、困難でありま

すが、現在においても、必要書類において一部簡略化できる項目があり、また、

催し場所上空における飛行や人口集中地区上空での夜間における目視外飛

行の場合を除き、申請内容に変更がなく、継続的に飛行させる場合には、１年

間を限度として許可承認を行っています。

昨年と同じ申請内容であれば簡易申請のみ（更

新のみや複数年申請など）とするなど、FISS登

録を含め、許可・承認手続きの簡素化あるいは

不要とすることを求める。

国土交通省

FISSへの登録については、事故発⽣時の対応やテロ等を防止するため登録義

務化されているものです。飛行許可承認申請については、現行制度で国土交通

大⾂の許可又は承認が必要な飛行においては、今般の航空法改正により、技

能証明を受けた操縦者が認証を受けた機体を飛行させる場合に限り、国の許

可又は承認の手続きを原則不要とします。

なお、係留によって飛行範囲を物理的に制限した状態で飛行する場合、高構

造物から一定の範囲内の空域を飛行する場合については、無人航空機の飛行

による航空機の航行及び地上の人等の安全を損なうおそれがないと判断できる

ことから、航空法施行規則について、所要の改正を予定しています。

ドローンやタクシーによ

る医薬品輸送

タクシーなど既存の運送インフラとドローンなどの無

人輸送機を組み合わせた商品販売事業者と配

送業者、消費者を繋ぐオリジナルデリバリープラット

フォームサービスの提供。

・WEB上でオーダーが可能な一気通貫なシステム

を提供。サービスを応用することで医療機関との連

携や処方箋データとのリンクにより、外出することな

く必要な医薬品の調達を可能にする

・旅客需要が減少するタクシーなどの事業者の新

規事業確立。

・ドローンや自家用車、自動運転車を活用する副

業モデル確立。

・リモート診療、治療の確立による感染拡大防止

と医療崩壊回避

国土交通省

【航空法について】

　現在においても、催し場所上空における飛行や人口集中地区上空での夜間

における目視外飛行の場合を除き、申請内容に変更がなく、継続的に飛行させ

る場合には、１年間を限度として許可承認を行っています。

【タクシーによる医薬品輸送について】

　要望内容が不明確であることから、明確化を要する。

ドローンによるインフラ・

建築物点検、ドローン

による橋梁点検

・橋梁・トンネル等の道路構造物や、住宅・倉庫・

ビル等の建物を三次元地図データを基にドローン

で簡易点検を行う。

・高精細カメラや夜間撮影可能な赤外線カメラを

搭載したドローンを活用して橋梁点検・建物外調

査を行う。

・補修・交換対象の発見の早期化、早期対応に

よる市内のインフラの強靭化、点検負担の軽減

（本当に必要なものだけに絞って人力点検を実

施）、人件費の低減につながる。

・人が入れない場所等の点検も可能となり、人の

目で得にくい情報の取集が可能となる。

国土交通省

【航空法について】

　現在においても、催し場所上空における飛行や人口集中地区上空での夜間

における目視外飛行の場合を除き、申請内容に変更がなく、継続的に飛行させ

る場合には、１年間を限度として許可承認を行っています。

河川の上や、トンネル周辺など特定の範囲で、飛

行範囲に人がいる可能性が低い場所については、

FISS登録を含め許可・承認手続きの不要とする

ことを求める。

国土交通省

FISSへの登録については、事故発⽣時の対応やテロ等を防止するため登録義

務化されているものです。飛行許可承認申請については、現行制度で国土交通

大⾂の許可又は承認が必要な飛行においては、今般の航空法改正により、技

能証明を受けた操縦者が認証を受けた機体を飛行させる場合に限り、国の許

可又は承認の手続きを原則不要とします。

なお、係留によって飛行範囲を物理的に制限した状態で飛行する場合、高構

造物から一定の範囲内の空域を飛行する場合については、無人航空機の飛行

による航空機の航行及び地上の人等の安全を損なうおそれがないと判断できる

ことから、航空法施行規則について、所要の改正を予定しています。

ドローンの防災活用

・災害発⽣時にドローンでいち早く状況を把握し、

保険支払迅速化や救助に活用（河川の残留者

検知、変状の自動解析、火災の状況確認）

・人が入りにくい場所での災害発⽣予測のための

計測、及び災害発⽣時の迅速な状況把握

各種許可申請の簡略化

目視外飛行許可（事業範囲の拡大）
国土交通省

【航空法について】

　現在においても、催し場所上空における飛行や人口集中地区上空での夜間

における目視外飛行の場合を除き、申請内容に変更がなく、継続的に飛行させ

る場合には、１年間を限度として許可承認を行っています。

静岡県浜松市 13
ドローンやタクシーによ

る医薬品輸送

・タクシーなど既存の運送インフラとドローンなどの

無人輸送機を組み合わせた商品販売事業者と

配送業者、消費者を繋ぐオリジナルデリバリープラッ

トフォームサービスの提供。

・WEB上でオーダーが可能な一気通貫なシステム

を提供。サービスを応用することで医療機関との連

携や処方箋データとのリンクにより、外出することな

く必要な医薬品の調達を可能にする

・旅客需要が減少するタクシーなどの事業者の新

規事業確立。

・ドローンや自家用車、自動運転車を活用する副

業モデル確立。

・リモート診療、治療の確立による感染拡大防止

と医療崩壊回避

・薬機法改正によりオンライン診療と服薬指導に

ついて、一部認められているが、処方箋や薬剤の

種類、調剤時の取り扱い等に制限がある。

・医薬品配送は、「新型コロナウイルス感染症の

拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診

療等の時限的・特例的な取扱いについて

（R2.4.10事務連絡）」により限定的にしか認

められていない

・薬機法第9条の3第1項

・薬機法施行規則第15条の13

・新型コロナウイルス感染症の拡大に

際しての電話や情報通信機器を用い

た診療等の時限的・特例的な取扱い

・新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通

信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに類す

る実施要件の設定

厚⽣労働省

　薬局におけるオンライン服薬指導については、「規制改革実施計画」（令和３

年６月18日閣議決定）や「成長戦略フォローアップ」（令和３年６月18 日

閣議決定）を踏まえ、2021（令和３）年夏を目途に医薬品医療機器等法

に基づくルールの見直しの検討を行うこととしております。

　ドローンによる医薬品の配送については、「ドローンによる医薬品配送に関する

ガイドライン について」（令和３年６月22日付け薬⽣総発0622 第２号医政

総発0622第３号）により明確化しています。

静岡県浜松市 12

・150m以上の高さの空域、人口密集地区の上

空空域において、無人航空機を飛行させることは

航空法132条で禁止されている。

・上記空域以外で飛行させる場合も夜間飛行や

目視外飛行、30m未満の飛行、物件投下（薬

の投下）などが航空法第132条の2で禁止されて

いる。

・航空法第132条、132条の2で禁止されている

事項でも国土交通大⾂の許可があれば、飛行さ

せることが可能であるが、原則、飛行の都度の申

請が必要かつ飛行実施日から10日前までの許可

承認申請を要する。原則、飛行の都度申請が必

要かつ飛行実施日から10日前までの許可承認

申請を要する。また、書類が膨大である。さらに飛

行経路について飛行情報共有システム(FISS)の

登録を要する。

・航空法132条、132条第2項、132

条の2、132条の2第2項

・航空法施行規則第236条、第236

条の2、第236条の3、第236条の6、

第236条の8

・ドローン（無人航空機）を150m以上の高さの空域及び

人口密集地区の上空空域で飛行させて、運搬をする場合、

当該空域での飛行禁止について規制緩和が必要。

・上記の空域に該当しない場合も夜間飛行、目視外飛行、

30メートル未満の飛行、物件投下を可能とする規制緩和が

必要。

・上記規制緩和がなされない場合においても都度申請する

必要のない包括的な許可申請を可能にすることや必要書類

の簡略化などにより、申請者の負担の軽減を図る必要があ

る。



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

静岡県浜松市 15 遠隔服薬指導

中山間地域等を始めとした遠隔地に対し、オンラ

インでの服薬指導を行い、医療が必要な全ての

市民に薬局サービスを提供することで、オンライン

診療、オンライン服薬指導、MaaSと連携し、保

険薬局からデマンド交通利用による自宅への薬剤

配送・決済の一連の流れをシームレスに完結でき

る未来型医療の構築につなげる。

人口減少・高齢化における在宅医療分野への支

援の充実やパンデミック時における医療体制の確

保

法令(①②③)においてオンライン服薬指導の実

施に係る要件を規定

令和2年4月10日厚⽣労働省事務連絡(④)に

おいてオンライン服薬指導の実施に係る要件を緩

和（コロナによる特例）

法令(⑤⑥)において、販売・授与目的の調剤は

処方箋（原本）によると規定

①医薬品、医療機器等の品質、有

効性及び安全性の確保等に関する

法律等の一部を改正する法律（薬

機法）第9条の3

②薬機法施行規則第15条の13

③薬機法等の一部を改正する法律の

一部の施行について（オンライン服薬

指導関係）（令和2年3月31日厚

⽣労働省医薬・⽣活衛⽣局長発出

通知）

④新型コロナウイルス感染症の拡大に

際しての電話や情報通信機器を用い

た診療等の時限的・特例的な取扱い

について（令和2年4月10日厚⽣労

働省医政局医事課発出事務連絡）

⑤薬剤師法第23条

⑥保険薬局及び保険薬剤師療養担

当規則第8条

②の実施要件の撤廃

④の時限的・特例的な取扱いに類する実施要件の設定

⑤⑥の規制の緩和（処方箋原本によらない調剤を可能と

する）

厚⽣労働省

　薬局におけるオンライン服薬指導については、「規制改革実施計画」（令和３

年６月18日閣議決定）や「成長戦略フォローアップ」（令和３年６月18 日

閣議決定）を踏まえ、2021（令和３）年夏を目途に医薬品医療機器等法

に基づくルールの見直しの検討を行うこととしております。

処方箋原本を所持していない状況下での調剤行

為は、現在、時限的措置としてでのみ認められて

おり、この時限的措置が解除されれば、オンライン

服薬指導の浸透が遅延する要因の１つとなりま

す。

処方箋の原本規制についても明確に見直し事項

とされているのか。

厚⽣労働省

ご指摘のとおり、新型コロナウイルス感染症を踏まえた時限的措置として、患者が

薬局で電話等服薬指導を希望する場合、薬局が原本を入手するまでの間は医

療機関から薬局へ直接FAX等で送付された処方箋を原本とみなせることとして

おります。時限的措置の実績等を踏まえ、薬機法に基づくルールの見直しについ

て具体化を進める中で、処方箋の扱いについても検討予定です。なお、2023年

１月より運用開始予定の電⼦処方箋システムにより、オンライン服薬指導を行う

場合においても電⼦的に処方箋原本をやりとりすることが可能となります。

静岡県浜松市 16
一包化調剤業務の集

約化

保険薬局間における連携体制（大型薬局へ調

剤業務の一部を委託）を構築することで、地域

薬局における業務改革を実現（調剤業務にかか

る労力を縮減し、薬剤師が在宅医療業務やオン

ライン服薬指導業務などに注力できる体制へシフ

ト）し、地域包括ケアへ積極参画する体制を整

備する。

常勤薬剤師が1人である薬局は全国的に4割を

超えていることから、市内の保険薬局が地域連携

基盤を通じて情報連携し、特に負担が重い一包

化調剤業務を大型薬局がサポートすることにより、

地域薬局の薬剤師が在宅医療業務やオンライン

服薬指導等の新たなICT活用業務を活用したケ

アに注力できる地域医療の構築につながる。

法令(①)において薬局における調剤（調剤の求

めがあった場合、当該薬局の薬剤師がその薬局で

調剤すること）を規定

法令(②③)において、販売・授与目的の調剤は

処方箋（原本）によるものと規定

①医薬品、医療機器等の品質、有

効性及び安全性の確保等に関する

法律施行規則第11条の11

②薬剤師法第23条

③保険薬局及び保険薬剤師療養担

当規則第8条

①に調剤業務（特に一包化調剤業務）を他の薬局に委

託可能とする旨の規定を追加

②③に業務の一部委託による調剤は、電⼦媒体等による

処方箋の副本を参照することで調剤可能とする旨の規定を

追加

厚⽣労働省

　薬局における調剤等にあたっては、保健衛⽣上支障が⽣じることがないよう、当

該薬局の薬剤師により、実地に管理された上で、当該薬局において実施される

必要があり、ご提案の方法では患者への薬剤の適切な交付や責任の所在が不

明確であることから、認めることは困難です。

責任の所在は、例えば、「一包化した医薬品の品

質に関しては委託先（分包センター）、一包化

した医薬品以外の調剤医薬品（外用等）や処

方監査、服薬指導等は委託元にする。」、「患者

宅への配送は、委託先から配送するか、委託元か

ら配送するかで切り分ける。」など明確化すること

は可能と考えている。

患者への薬剤の適切な交付は、委託元へ一包

化された委託品を渡し、そこから患者宅へ配送す

るフローと、委託先（分包センター）から患者宅

へ直接配送するフローの2種類を検討しており、患

者や委託元のニーズに合わせた対応が必要と考

えている。

以上より、ご指摘の点は明確化できることから緩

和を求める。

厚⽣労働省

薬局における調剤等にあたっては、保健衛⽣上支障が⽣じることがないよう、当

該薬局の薬剤師により、実地に管理された上で、当該薬局において実施される

必要があり、ご提案の方法では患者への薬剤の適切な交付や医療安全上の責

任の所在が不明確であることから、認めることは困難です。

なお、薬局における対人業務の充実のための調剤業務の取扱いについては、「調

剤に係る業務プロセスの在り方を含め、医療安全を確保しつつ調剤業務の効率

化を進める方策を検討し、必要な見直しを行う」（「規制改革実施計画」（令

和３年６月18日閣議決定）こととしております。

静岡県浜松市 17
オンライン障がい児通

所サービス

障害をもつ児童に対し、通所サービスとテレビ電話

等を活用した遠隔での支援サービスを組み合わ

せ、各児童の状況に合わせたサービスの提供す

る。

①発達障がい児への社会的な関心、研究機運

の高まり

②現在の障がい児支援事業の意図と新しい⽣活

様式対応での限界

③GIGAスクール構想の加速化と発達障がい児

支援への遅れるICT化

児童福祉法が「通所」前提であること。

人員配置や設置基準が、児童福祉法に則って

「通所」を前提とした基準（人員、設備、運営）

で定めている。

遠隔オンライン支援は、「コロナ禍での代替手段」

として厚⽣労働省事務連絡で認められているの

み。

児童福祉法第6条の2の2
「通所」を前提とした基準に加え、オンラインによる支援も選

択可能とすること
厚⽣労働省

障害児通所支援である児童発達支援、放課後等デイサービスについては、児

童福祉法第６条の２の２において、施設に通わせて以下のような支援を行うこ

ととされている。

・児童発達支援：日常⽣活における基本的な動作の指導、知識技能の付

与、集団⽣活への適応訓練その他の厚⽣労働省令で定める便宜を供与するこ

と

・放課後等デイサービス：⽣活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流

の促進その他の便宜を供与すること

これらは施設に通所し、職員や他の児童等との集団での相互交流等により提供

できるものと考えており、オンラインによる支援を対象とすることはできない。

なお、コロナ禍において認めているオンラインによる支援については、新型コロナウイ

ルス感染症の予防の観点から、利用者が事業所へ通うことを控えている場合に

おける代替措置として、オンライン等の機器を活用しながらできる限りの支援を

行った場合には、報酬上の評価を行うものである。

提案は支援の全てを遠隔支援だけにするという提

案ではなく、対面での支援をしつつ、必要な場合

に遠隔支援の選択肢も認めていただきたいというも

のである。提案事業者は、2020年4月以降全国

で延べ3万回近くの遠隔オンライン支援をしてお

り、利用者への調査を実施したところ、実際に遠

隔支援を利用した多くの人がコロナ終息後の社会

にも必要と考えている結果が出た（利用した人の

うち、77.8％）。⼦どもや親の体調、天候等で通

えない場合などに遠隔支援を受けることができるメ

リットは大きく、新型コロナウイルス感染対策として

ではなく、ICT社会に必要な、新しい支援の在り

方として求める方が多いため、緩和を求める。

厚⽣労働省

障害児通所支援については前回の回答でお示ししたとおり、集団⽣活への適応

訓練や社会との交流の促進等の支援について、施設に通わせ職員や他の児童

等との集団での相互交流等により提供できるものと考えており、コロナ禍において

認めているオンラインによる支援は、利用者が事業所へ通うことを控えている場合

における代替措置として、臨時的に認めているものである。

提案主体が提示した民間事業者の調査は、新型コロナウイルスが蔓延している

2020年5月18日～26日に行われ、新型コロナウイルスの特例として行っている

代替的支援についての保護者の受け止めを表したものであり、通常時の支援と

して行われることを前提としたものではなく、通所による通常の支援に対するＩＣ

Ｔを活用した支援の有効性を単純に示したものとは考えられない。

また、提案主体が提示した調査結果にもあるように、タブレット等の端末の前に

⼦どもを座らせるために、保護者に対して負担を強いるものであり、ＩＣＴを活

用した支援について、通所による支援と同様の評価を行うことはできない。

1）3）4）について

受診勧奨を行う際に、医学的判断が伴わないもの（医行為に該当しないも

の）については、医師法上、規制の対象とはなりません。ただし、当該行為を行

うにあたっては、利用者が医師の行う診断と誤認することのないようにし、疾患の

見落としや病院にかかる機会の抑制につながらないよう留意する必要があるた

め、検体測定室に関するガイドラインにおいては、受検者に対して、測定結果が

当該検体測定室の用いる基準の範囲内であったとしても、特定健康診査や健

康診断の受診勧奨をすることを求めています。

検体測定室に関するガイドラインにつ

いて（平成26年4月9日厚⽣労働

省医政局長発出通知）

第２ 検体測定室の指針について

1)検体の測定結果について、受検者による判断に加え、薬

剤師が判断できるものとする

2)現在の測定項目に9項目（骨密度、心電図、尿酸値、

ケトン体、Cr（クレアチニン）、eGFR、BUN、アルブミン、ヘ

モグロビン）を追加する

3)測定結果の報告は、結果と基準値のみに留めるのではな

く、基準値に比べどうであったかを伝えられるものとする

4)測定結果によって、特定健康診査や健康診断の受診勧

奨に加え、医療機関受診勧奨ができるものとする

厚⽣労働省

1）3）4）について

医療の提供は、患者の⽣命・身体に直接影響を及ぼすものであるため、我が国

で適切に医療を提供するために必要となる専門的な知識・能力を確認するため

の医師国家試験に合格し、医師免許を取得した者でなければ医業を行っては

ならないこととしております。ご提案の「薬剤師が判断できるものとする」の意味す

るところが必ずしも明らかではありませんが、医師以外の者が医行為にあたる診断

を行い、それに基づく受検者への診断結果の通知や医療機関への受診勧奨等

を行う場合、受検者の医療機関への受診が遅れ、適切な治療の機会を逸する

恐れがあり、適切ではないものと思料します。

2）について

御提案の事業において、受検者が自ら採取した血液を検体とし、尿酸値、ケト

ン体、Cr（クレアチニン）、eGFR、BUN、アルブミンの測定を行うことについて、

当該検査を行う施設は臨床検査技師等に関する法律第20条の３第１項の

規定に基づき厚⽣労働大⾂が定める施設（昭和56年厚⽣省告示第17号）

第４号ホに掲げる施設に該当するため、衛⽣検査所登録は不要です。

・ただし、厚⽣労働省は、検体測定室が感染防止や健康被害防止等の安全

性を確保しつつ適切に運営されるよう、「検体測定室に関するガイドライン」（平

成26年医政発0409第４号厚⽣労働省医政局長通知別紙）を発出し、内

容の遵守を求めているところです。検体測定室は、国民の健康意識の醸成や、

健康診断や医療機関受診への動機付けを高める観点から、利用者が検体を

採取し、検査結果も利用者自身で判断・管理することで、自己健康管理の一

助となるような簡易な検査を行う施設のため、ガイドラインにおいて、検査可能な

項目を、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準（平成19年

厚⽣労働省令第157号）第１条第１項各号に掲げる項目（同条第４項の

規定により同条第１項第７号の規定による検査を行ったものとみなされる場合

の項目を含む。）としており、尿酸値、ケトン体、Cr（クレアチニン）、eGFR、

BUN、アルブミンについては、測定項目とはしていません。

・また、ヘモグロビンの測定は血液学的検査になるため、検査を実施する場合、

衛⽣検査所登録が必要となります。

・なお、「検体測定室に関するガイドライン」は検体測定室における検体検査に

係る基準を示すものであるため、骨密度の自己測定については、当該ガイドライ

ンの対象としておりません。

1）3）4）について

今回の提案は、薬剤師・管理栄養士が医療行

為に当たる「診断」を実施することではなく、あくま

で検査結果に基づく受診勧奨等を提案するもの

である。遠隔医療での薬剤師の介入が認められる

アメリカでは定期的な健康チェックを薬局薬剤師が

実施しており糖尿病等の病の重症化を防ぐ効果

があると発表されている。薬剤師・管理栄養士に

よる健康チェックは、未病段階での健康増進に寄

与出来ると考えている。

厚⽣労働省静岡県浜松市 14
薬局における健康

チェック

薬局併設型検体測定室における検査や薬剤師

による健康指導、管理栄養士による食事指導・

栄養指導の拡充

⽣活習慣病等や介護予防等に対する意識を高

め、市民の健康を増進し、健康寿命の延伸を図

る。

かかりつけ薬局におけるPHR（個人健康記録）

が補完され、未病対策の推進につながる。

電⼦お薬手帳アプリ「お薬手帳プラス」から取得し

た電⼦的PHR情報と、薬局における健康チェック

で取得したPHR情報の双方を浜松市のデータ連

携基盤と連携させ、地域包括ケアの一助とする。

・検体測定室における 

1)測定に際しての説明

2)測定項目

3)測定結果の報告

4)地域医療機関等との連携等



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

静岡県浜松市 18

内水氾濫における浸

水予測/気象情報と

災害情報のリスク

①リアルタイムな浸水情報の提供（浸水危険地

域の道路脇、排水路等に水位計、冠水センサお

よびカメラを設置し、リアルタイムな浸水情報を提

供する。）

②浸水エリアの推測（水位データと国土地理院

の数値標高データの組合せにより、地域の浸水状

況推測し、地図上に表示する。）

③浸水の予測（代表地点に雨量計を設置し、

水位データ、実雨量データと気象庁の予測雨量

データの組み合わせにより、6時間先までの浸水を

予測する。）

④浸水発⽣プロセスの解明（各地点の水位の時

系列データより浸水発⽣のプロセスを解明す

る。）

⑤データ連携（土木スマホ通報システムとの連

携：投稿データ画像の位置情報よりクラウド上の

GISへの反映。浜松市防災マップとの連携：早

期の通行止め規制）

　　⇒浸水被害の軽減、浸水による交通への影

響の軽減

・事故データや、データベンダーの持つ天候情報や

ＳＮＳ、位置情報等、リアルタイム性を重視した

多角的なデータを取得・分析し、災害モニタリング

ツールを通じて情報提供

①浸水被害の軽減

②浸水による交通への影響の軽減

③浸水プロセスを解明できるため、浸水に対する

防災対策立案の理論的根拠とすることができる

自然現象の予測情報を一般公開するには気象

庁長官の許可を受ける必要があり、予測には気

象予報士が介在しなければならない。

このため、提案サービスのようなソフトウェアによる自

動的な予測は住民公開できない。

「洪水の予報業務については、防災との関連性の

観点等から、当面許可しない」となっており、内水

氾濫の予報業許可を得ることはできない。

ただし、予測情報を一般公開せず、予測を正しく

認識が可能な組織内で利用する場合はこの限り

ではない。そこで、次のような条件の下で規制対

象から外すことができれば、地域住民への公開が

可能となる。

気象業務法第17条および第19条の

3（自然現象の予測には気象予報

士が介在しなければならない。）

気象等の予報業務の許可等に関する

審査基準（気象等の予報業務の許

可等に関する審査基準

自然現象の予測には気象予報士が介在しなければならない

規程の撤廃、

予測情報を一般公開せず、予測を正しく認識が可能な組

織内で利用する場合はこの限りではない。そこで、次のような

条件の下で規制対象から外すことができれば、地域住民への

公開が可能となる。

・限定公開：非公開URLでのID、PASSWORD認証方式

・予測情報の説明：性質および信頼性の説明の表示

・気象庁や国土交通省等の国の機関、自衛隊、県、

NexcoやJR等の交通インフラ、中部電力やガス等のインフラ

会社、市町村等の限られた関係機関の間のみでの予報及

び利用の許可

国土交通省

○気象業務法では、科学的な根拠に基づかない予報によって国民や企業が適

切な行動をとるための判断に影響が⽣じないよう、予報業務許可制度を設け、

予報業務を行う事業者には、現象の予想を気象予報士に行わせること等を義

務付けている。

○提案にある洪水の予報業務については、防災との関連が高いこと及び、純粋

な気象現象の予測だけでなく、その時々の河川の状況等の様々な要因によって

影響され、気象庁以外の者において技術的に適確な予報を行うことが困難で

あったことから、現在まで許可を行っていない。一方で、近年のシミュレーション技

術の高度化や利用者の多様なニーズに対応していくため、有識者からなる「洪水

及び土砂災害の予報のあり方に関する検討会」（事務局：気象庁、国土交

通省水管理・国土保全局）において、気象庁以外の者における洪水の予報業

務の許可のあり方について検討を進めているところ。この中で、気象予報士の介

在の必要性についても議論いただいている。

検討している事業内容は、避難指示等の発出業

務ではなく、予測という注意報である。予測雨量

は気象庁などのデータを活用し、設置した冠水の

センサー情報と組み合わせ、冠水予測という注意

報を限定された地域に出すことにより、地域住民

の⽣活向上に役立てることを考えている。防災情

報をピンポイントの狭いエリアにタイミングよく出すこ

とにより、人的、物的被害の軽減につながる。地

域住民にその情報の特性を理解し納得していた

だき、有用な情報にしていきたいものであり、規制

の緩和を要望する。

国土交通省

○洪水の予報に関しては、「洪水及び土砂災害の予報のあり方に関する検討

会」（事務局：気象庁、国土交通省水管理・国土保全局）の検討結果を踏

まえ、今後、許可制度の具体設計を行い、民間気象事業者等による洪水の予

報業務許可を新たに設けるよう検討を進めている。

○なお、同検討会では、事前に予報の特性や留意事項を説明し、利用者がこ

れを理解・同意することが重要との指摘をいただいている。



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

愛知県・常滑市共

同
1

事業用自動車の複数

事業者による利用

①自動運転・自動搬送サービス

（旅客自動車運送事業について特定事業者間

の貸し借りを認める）

事業用自動車の同一車両の複数用途利用

（複数事業者による利用）を容認することで、当

該車両の無駄のない利用や事業者の採算性向

上を実現する。

現行法では、乗合事業者等の所有する事業用

自動車を他事業者へ貸渡し、当該事業者が有

償運送を行うことは認められないため、現時点にお

いては高額な自動運転車両を効率的に活用でき

ない。

道路運送法第33条

一定の要件の下、乗合事業者等が旅客運送事業用として

所有する車両を特定の事業者が利用して有償運送（旅

客・貨物）を行うことを認める。

国土交通省

　貨物自動車運送事業法では、輸送の安全性確保や荷主保護等の観点か

ら、運送事業者が

・貨物運送に適した車両の確保

・貨物自動車運送事業に係る運行管理者の配置

・貨物運送に適用される損害保険への加入

など、貨物自動車運送事業に適した体制の整備を許可の大前提としているとこ

ろ。

　このような前提から、輸送の安全性確保や荷主保護等の観点から懸念があ

り、旅客自動車運送事業者による貨客混載については、少⼦高齢化や人口減

少が進み、地域の物流事業者のみでは物流網の維持が困難な過疎地域にお

いてのみ例外的に認めているところ、制度の趣旨に鑑み、地域の物流網維持の

観点から特段の支障が⽣じていない状況において対応することは困難である。

道路運送法では、輸送の安全性確保等の観点から事業の事前許可制を設け

ており、同法の許可等を持たない者による有償での旅客運送は、これらの観点か

ら重大な懸念があるため、認めていないが、許可を受けた事業者間において、個

別の事業計画に応じて、適切な事業計画のもとで、車両の貸し借りがなされる

場合については対応可能。

　貴省からのご回答は、既存の制度をご説明いた

だいているに留まっているものと思慮します。私ども

は、自動運転車両の社会実装を前提にビジネス

モデルを検討しておりますが、別添補足資料につ

いて、現行規定では対応不可とされていることか

ら、規制の緩和を求めているものです。

【補足資料番号：１】

国土交通省

使用車両が自動運転車両か否かに関わらず、一般乗合旅客運送事業者は、

貨物自動車運送事業法の許可を取得することなく、道路運送法第82条に基

づき、旅客輸送に付随して少量の貨物を運送することが可能である。

また、旅客の手荷物の運送など、一般的に旅客運送に付随する運送として整

理でき、貨物自動車運送事業として独立した運送行為と認められない場合に

は、貨物自動車運送事業法の許可等は不要である。

ついては、貴市の提案する事業が貨物自動車運送事業法の規制に抵触するか

否かは、個別の運送形態を踏まえて実質的に判断する必要があるところ、頂い

た情報のみでは判断ができなかったため、個別にご相談いただきたい。

愛知県・常滑市共

同
2

乗合バスと貸切バスの

区分撤廃（または許

可の切り替えの簡素

化）

③スマートモビリティサービス

（乗合バス車両による貸切バス事業を認める）

同一車両で乗合バス事業と貸切バス事業の兼業

を事実上容認することで、利用側の需要に応じた

車両運用が可能となり事業者の採算性向上を実

現する。

現行法では、経営しようとする一般旅客自動車

運送事業の種別ごとに許可を得る必要があり、乗

合バスとして申請した営業車両のうち、貸切バス

事業に転用できるものは、予備車に限られることか

ら、現時点では高額な自動運転車両を効率的に

活用できない。

道路運送法第４条、第５条
一定の要件の下、乗合バスとして配置した営業車両を用い

て貸切バス事業を行うことを認める。
国土交通省

規制改革事項について明確化を要するが、現行制度でも、乗合・貸切双方の

事業許可を受けている事業者がそれぞれの事業間で車両の流用を行うことは認

められている。

　貴省からのご回答については、承知いたしまし

た。しかしながら、現状の法令の下において、乗

合・貸切の切替時の運行指示を行う場合は、一

度営業所に戻る必要がありますが、この切替の運

行指示を営業所に戻ることなく実施できるよう制

度の簡素化をお願いいたします。切替時の点呼に

ついては、電話やオンラインを活用することにより、

必要な安全性を確保することは可能と考えており

ます。この制度の見直しをいただくことで、連続的

な車両の運用が可能となり、燃料費や人件費の

節約が可能となり、採算性を向上させることが可

能となります。これにより、自動運転車両の社会

実装を念頭においたビジネスモデルの策定の前進

につなげることができます

国土交通省

態様の全く異なる乗合・貸切の切替時の運行指示については、運行指示の内

容が大きく異なるため、乗合・貸切の切替時に新たな運行指示を行う場合に

は、切替前に行う点呼の場で改めて運行指示を行い、乗務員に内容を理解さ

せた上で新たな指示に基づく運行指示書/運行表を携行させる必要がある。この

ため、営業所に戻ることなく安全運行を担保することは困難である。

ただし、国土交通省としても、現行制度と同等以上の確実性が確保されることを

前提に、営業所ではない遠隔地におけるICTを活用した点呼を実施出来るよ

う、慎重に検討しているところである。

愛知県・常滑市共

同
3

運送事業者による貨

客混載営業

①自動運転・自動搬送サービス

（乗合バス事業者による同一車両での有償貨

物運送を認める）

貨客混載による運送事業を可能とすることで、空

港における待機車両の利用率や事業者の採算

性の向上を実現し、持続可能な移動・物流サー

ビスを実現する。

国土交通省自動車局長通知では、タクシーによ

る貨物自動車運送事業を許可する対象が、人

口3万人以下の過疎地域に限られている。

旅客自動車運送事業者が旅客自動

車運送事業の用に供する事業用自

動車を用いて貨物自動車運送事業

を行う場合及び貨物自動車運送事

業者が貨物自動車運送事業の用に

供する事業用自動車を用いて旅客自

動車運送事業を行う場合における許

可の取扱い及び運行管理者の選任

について（国土交通省自動車局長

通知平成29年８月７日）

タクシーによる貨物運送を可能とし、空港におけるタクシーの

稼働率向上を実現するため、過疎地域以外でも貨客混載

事業の導入を認めることとする。

国土交通省

　貨物自動車運送事業法では、輸送の安全性確保や荷主保護等の観点か

ら、運送事業者が

・貨物運送に適した車両の確保

・貨物自動車運送事業に係る運行管理者の配置

・貨物運送に適用される損害保険への加入

など、貨物自動車運送事業に適した体制の整備を許可の大前提としているとこ

ろ。

　このような前提から、輸送の安全性確保や荷主保護等の観点から懸念があ

り、旅客自動車運送事業者による貨客混載については、少⼦高齢化や人口減

少が進み、地域の物流事業者のみでは物流網の維持が困難な過疎地域にお

いてのみ例外的に認めているところ、制度の趣旨に鑑み、地域の物流網維持の

観点から特段の支障が⽣じていない状況において対応することは困難である。

　　貴省からのご回答は、既存の制度をご説明い

ただいているに留まっているものと思慮します。私ど

もは、自動運転車両の社会実装を前提にビジネ

スモデルを検討しておりますが、別添補足資料につ

いて、現行規定では対応不可とされていることか

ら、規制の緩和を求めているものです。

【補足資料番号：２】

国土交通省

使用車両が自動運転車両か否かに関わらず、一般乗合旅客運送事業者は、

貨物自動車運送事業法の許可を取得することなく、道路運送法第82条に基

づき、旅客輸送に付随して少量の貨物を運送することが可能である。

また、旅客の手荷物の運送など、一般的に旅客運送に付随する運送として整

理でき、貨物自動車運送事業として独立した運送行為と認められない場合に

は、貨物自動車運送事業法の許可等は不要である。

ついては、貴市の提案する事業が貨物自動車運送事業法の規制に抵触するか

否かは、個別の運送形態を踏まえて実質的に判断する必要があるところ、頂い

た情報のみでは判断ができなかったため、個別にご相談いただきたい。

愛知県・常滑市共

同
4

自家用自動車での有

償貨物運送等

①自動運転・自動搬送サービス

（自家用自動車での有償貨物運送を認める）

ホテル事業者等の自家用自動運転自動車を活

用した有償運送サービス（旅客運送、貨物運

送）を認めることで、利用側の需要に応じた車両

運用が可能となり、既成概念にとらわれない様々

なモビリティ活用のあり方を実現する。

現行法では、自家用自動車での有償貨物運送

は、公共福祉を確保するためやむを得ない場合に

限られているが、具体的には繁忙期の引っ越し業

者等に限られている。このため、ホテル事業者等が

地域のニーズに応じて、一時的に有償運送サービ

スを行い自動運転車両に対する投資を回収する

というビジネスモデルが構築できない。

道路運送法第78条

一定の要件の下で自動運転車両の普及のため、「公共福

祉を確保するためにやむを得ない場合」に該当することとし、

自家用自動車による有償運送を可能とする。

国土交通省

　貨物自動車運送事業法では、輸送の安全性確保や荷主保護等の観点か

ら、運送事業者が

・貨物運送に適した車両の確保

・貨物自動車運送事業に係る運行管理者の配置

・貨物運送に適用される損害保険への加入

など、貨物自動車運送事業に適した体制の整備を許可の大前提としているとこ

ろ。

　このような前提から、同法の許可等を持たない地域住民等による有償での貨

物運送は、運転手の労務管理、事故発⽣状況、個人情報や貨物の保護等に

重大な懸念があるため、対応することは困難である。

　貴省からのご回答は、既存の制度をご説明いた

だいているに留まっているものと思慮します。私ども

は、自動運転車両の社会実装を前提にビジネス

モデルを検討しておりますが、別添補足資料につ

いて、現行規定では対応不可とされていることか

ら、規制の緩和を求めているものです。

【補足資料番号：３】

国土交通省

事業として有償で貨物運送を行う場合には、輸送の安全性確保や荷主保護を

担保するため、貨物の運送に適した車両を確保していただくほか、

・安全性確保に係る従業員への指導及び監督を行う運行管理者の設置

・車両の安全を確保するための適正な点検及び整備管理体制の確保

・適正な運送約款の整備

・十分な損害賠償能力の確保

など、貨物自動車運送事業に適した体制の整備が必要であるところ、これらは、

事業において自動運転車両を活用する場合でも同様にその必要性が認められ

ると考える。

そのため、同法の許可等を持たない地域住民等による有償での貨物運送は、１

次回答のとおり、運転手の労務管理、事故発⽣状況、個人情報や貨物の保

護等に重大な懸念があるため、対応することは困難である。

愛知県・常滑市共

同
5

自動運転事業に必要

な手続のワンストップ化

等

①自動運転・自動搬送サービス

③スマートモビリティサービス 

（自動運転事業に必要な路側施設に要する占

用料は不要とする）

次世代モビリティによるサービス提供の実現性を高

め、自動車産業の国際競争力の強化を実現す

る。

自動運転車両の走行には、路側施設（セン

サー、安全確保のため注意喚起表示等）が必要

となるが、それらに対する道路占用については、各

道路管理者が減免の対象とするか否かを個別に

判断しており、煩雑かつ時間を要する。

道路法第39条

スーパーシティ型特区の指定区域内においては、自動運転

車両用の路側施設に係る道路占用についての手続をワンス

トップ化するとともに、自動運転車両用の路側施設を道路

施設の一部とみなすことを明確化するなど、路側施設が道

路占用料の政策的減免の対象となり得ることを明確化す

る。

国土交通省

（路側施設に係る道路占用についての手続きをワンストップ化）

直轄国道においては、占用手続きについて「道路占用許可に係る申請手続きの

簡素化及び一層の弾力化（平成23年12月28日　国道利第１８号、第１

９号）」等により緩和措置を講じ、ワンストップ化を図っている。

（路側施設を道路占用料の政策的減免の対象とする）

直轄国道においては、自動運行補助施設（路面施設）の占用料について、

持続的な公共交通網形成が難しい地域等への自動運転サービスの普及促進

のため、令和13年3月31日までの間免除としている。地方公共団体が管理する

道路について、政策減免の対象を含む占用料の額及び徴収方法は、条例で定

めることになっていることから、国の取扱いを各地方公共団体に通知しているとこ

ろ。なお、直轄国道においては、提案内容にあるような、その他の自動運転に必

要な施設については、現時点、検討していない。

愛知県・常滑市共

同
6 歩車混在道路の認可

③スマートモビリティサービス

（自動運転車両の歩道走行及び歩行者の車道

通行を認める）

小型自動搬送車や無人移動販売車等の歩道

走行が可能となることで、歩道を活用した多様な

サービス提供が可能となり、次世代モビリティによる

地域活性化を実現するとともに、歩行者が自由に

行き交う人間中心の都市空間を実現する。

現行法では、道路に歩道と車道の区別を設け、

その区分がある道路においては、原則、車両は歩

道を走行できず、歩行者は車道を通行できないこ

ととしている。

道路交通法第10条

道路交通法第17条 

道路構造令

安全性の確保された完全自動運転車両のみが走行すること

を前提に、車両の通行区分、歩行者の通行ルールを適用し

ないこととする。

警察庁

　道路を歩道と車道に区別する主な目的は、歩行者の通行の安全を確保する

ことにあり、また、歩道等と車道の区別のない道路においては、歩行者は、原則と

して道路の右側端に寄って通行しなければならないと道路交通法に規定されて

いるところ、これは、歩行者と車両が向かい合って通行する「対面交通」が、安全

度の高い交通方法と判断されたことによるものです。

　御提案の「小型自動搬送車や無人移動販売車等」の具体的な大きさや速

度、構造、形態等が定かではありせんが、自動車の速度を抑制する措置が講じ

られ、歩行者・自転車・自動車の通行空間が同一平面上にある歩車共存道路

については現行法上も認められているものと承知しています。他方、更に進んで、

歩行者が道路空間全体を自由に通行でき、かつ、一般の車両も当該空間に進

入できるようにすることについては、歩行者の通行の安全の確保の観点から、慎

重な検討を要するものと考えます。　

　なお、新たなモビリティを含む多様な交通主体全てにとっての新たな交通ルール

の在り方について、当庁が開催する「多様な交通主体の交通ルール等の在り方

に関する有識者検討会」において検討を行っているところです。（令和３年７月

時点）

　以上の回答に関し、本提案に係る記載内容のみでは定かではない部分もある

ため、具体的な運用方法等を明らかにして個別に警察庁に御相談ください。



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

愛知県・常滑市共

同
7

路面サイネージ・発電

舗装の敷設

①自動運転・自動搬送サービス

（歩車へ情報提供する路面サイネージ・発電舗

装を許可する）

路面における歩車への情報提供の技術をトラン

ジットモールや歩道での自転車や超小型モビリティ

の共存等と応用し、歩行者中心としたまちづくりの

新たなインフラ提供を実現する。

現行政令では、路面サイネージの埋設について基

準が定められていない。また、太陽光発電設備等

の道路の区域内の地面に接する部分は、車道以

外の道路の部分にあることとされており、発電設備

を公道の路面に敷設出来ない。

道路法施行令第11条の6

道路構造令

道路敷へのデジタルサイネージや太陽光発電設備の埋設設

置を可能とできるよう基準を改める。
国土交通省

（道路へのデジタルサイネージや太陽光発電設備の埋設設置）

車道においては、安全かつ円滑な交通を確保するために舗装するものとされてい

るため、現時点では路面サイネージや太陽光発電設備の路面への敷設はできな

いが、舗装と同等の性能を確保する等の技術開発の進展により、安全が確保さ

れる場合は対応可能となる場合がある。

愛知県・常滑市共

同
8

道路運送法に規定さ

れた事業計画及び運

行管理者に係る定め

の緩和

①自動運転・自動搬送サービス

（サービス提供の簡素化）

サービスを提供する営業区域における営業所や車

庫、および運行管理者の設置要件を緩和するこ

とで、多様な事業者によるサービス提供を実現す

る。

道路運送法第５条に定める事業計画には、営

業区域内における主たる事務所及び営業所の位

置や自動車車庫の位置及び収容能力の記載が

義務づけられていることから、自動運転車両を効

率的に運用するためであっても営業区域外に車

庫等を設けることができない。また、運行管理者に

ついては、同法23条に基づき省令により運行管

理者の人数や選任基準が事細かに定められてい

るため、自動運転車両の能力の如何に関わらず

一定の人員を配置しなければならない。

道路運送法第５条、第23条

道路運送法施行規則第４条

旅客自動車運送事業運輸規則第

49条の9

自動運転・自動搬送サービスに係る場合など、一定の要件

の下で、営業区域外に設置した営業所や車庫による運行を

可能とするとともに、運行管理者に係る選任基準を緩和す

る。

国土交通省

（運行管理者の選任基準について）

事業者には、輸送の安全確保の観点から、営業所ごとにその運転者と車両の管

理を行う運行管理者を選任することを義務付けているところ。自動運転・自動配

送サービスにおいて運行管理者の選任基準を緩和することは、車両の適切な管

理を通じた輸送の安全性確保を損なう懸念があるため、対応することは困難で

ある。

（営業区域について）

規制改革事項について明確化を要するが、営業所は運行管理や車両整備、

利用者の安全確保に係る対応を行う事務所であり、営業所が営業区域外に設

置された場合、迅速な事故対応、効率的な車両整備が実施できないことによっ

て安全面に支障が⽣じるため、認められない。

　私どもでは、営業拠点と車両保管場所が同一

の場所ではないケースを想定しております。こうした

場合であっても、出退勤管理・点呼・運行指示を

リモート方式により実施することで、営業拠点と車

両保管場所が同一の場合と同等のガバナンスを

確保できるものと考えております。また自動運転車

両を前提としているため、車両の状態については

各種センサー類等により随時把握することができ、

車両整備の効率性には支障はございません。事

故対応については、事故現場から最寄りの営業

所より駆けつけることで、迅速な対応が可能です。

つきましては、自動運転車両を前提とし、高額な

車両を効率的に運行する観点に立った制度の見

直しをお願いいたします。

国土交通省

運行管理者の選任基準の緩和については左記に回答した通り、車両の適切な

管理を通じた輸送の安全性確保を損なう懸念があるため、対応することは困難

である。

なお、ご指摘の通り、技術の進展に応じて運行管理を高度化していくことは重要

であり、国土交通省としても点呼・運行指示をはじめとするICTを活用した遠隔

からの運行管理業務の高度化について、現行制度と同等以上の確実性が確保

されることを前提に、慎重に検討していく。

愛知県・常滑市共

同
9

道路運送車両の保安

基準の緩和

①自動運転・自動搬送サービス

（乗合バス事業者による同一車両での有償貨

物運送を認める）

利用用途に応じた座席レイアウトの変更を可能と

する。

旅客・貨物のそれぞれに適したレイアウトへの変更

手順を簡素化することで、車両の無駄のない利用

や事業者の採算性向上を実現する。

現行法では、車両等を新たにその事業の用に供

するときは、省令で定める公共交通移動等円滑

化基準に適合させなければならないとされている。

また、告示において座席のレイアウトなどについて

も、事細かに規定されているため、自動運転による

乗合バス車両を閑散期や深夜等に貨物輸送車

両として転用するなど、自動運転車両のシームレ

スな運用ができない。

道路運送車両法第40条

道路運送車両の保安基準の細目を

定める告示 

高齢者、障害者等の移動の円滑化

の促進に関する法律第８条、第９条 

移動等円滑化のために必要な旅客

施設又は車両等の構造及び設備に

関する基準（公共交通移動等円滑

化基準）を定める省令第40条 

移動等円滑化のために必要なバス車

両の構造及び設備に関する細目を定

める告示

自動運転車両の運用効率を高めることにつながる同一車両

による旅客運送・貨物運送の一元化を実現するため、公共

交通移動等円滑化基準を柔軟に取扱うことで、乗合バス車

両の手すり等高齢者、障害者等の移動の円滑化に資する

設備の一時的な取り外しを容易にする。また、併せて、座席

レイアウトなど詳細にわたり事細かに規定した告示を改める。

国土交通省

同一車両における旅客運送・貨物運送を可能にする可動式手すり等の設備を

備えることのみをもって、車両が公共交通移動等円滑化基準に不適合であると

するものではないと考える。

また、同基準は高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進を目的とした基準

であることから、対象となる車両等は旅客運送を行うための事業の用に供する車

両等であり、貨物運送車両には、同基準は適用されない。

なお、記載の提案内容のみからは明確ではないが、移動等円滑化のために必要

なバス車両の構造及び設備に関する細目を定める告示については、座席レイア

ウトを詳細にわたり事細かに規定しているものではない。

愛知県・常滑市共

同
10

公共交通機関の車両

等に関する移動等円

滑法の適用除外

①自動運転・自動搬送サービス

（乗合バス事業者による同一車両での有償貨

物運送を認める）

乗合バス用途における設備基準を緩和することに

より、車両の無駄のない利用や事業者の採算性

向上を実現する。

現状では、乗合バスにおけるバリアフリーを目的とし

た車両の設備基準が省令及びガイドラインにより、

事細かに定められている。このため、自動運転車

両を貸切運行や貨物輸送等、乗合用途以外で

使用することを想定して、例えば可動式の手すり

を設けたり、床面に可動部分を設けてバリアフリー

の代替機能を持たせるなどの措置を講じても一時

的な転用を行うことができず、現時点では高額な

自動運転車両を効率的に活用できない。

高齢者、障害者等の移動の円滑化

の促進に関する法律第８条、第９条

移動等円滑化のために必要な旅客

施設又は車両等の構造及び設備に

関する基準を定める省令第36条、第

37条、第38条、第39条、第40条、

第41条、第42条、第43条 

公共交通機関の車両等に関する移

動等円滑化整備ガイドライン（バリア

フリー整備ガイドライン車両等編）

バリアフリー基準については、省令やガイドラインにおいて、事

細かに定めるのではなく、営業用車両の多目的運用を念頭

に、実情に応じた基準を新たに定める。

国土交通省

同一車両における旅客運送・貨物運送を可能にする可動式手すり・可動式床

等の設備を備えることのみをもって、車両が公共交通移動等円滑化基準に不

適合であるとするものではないと考える。

また、同基準は高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進を目的とした基準

であることから、対象となる車両等は旅客運送を行うための事業の用に供する車

両等であり、貨物運送車両には、同基準は適用されない。

なお、バリアフリー整備ガイドラインは同基準に基づく内容を除いて、ガイドラインに

従うことを義務付けるものではなく、高齢者、障害者等の多様な利用者の多彩

なニーズに応えるための整備の具体のあり方を示したものである。

愛知県・常滑市共

同
11

ダイナミックプライシング

による運賃設定

①自動運転・自動搬送サービス

③スマートモビリティサービス （一般乗用旅客自

動車運送事業における運賃・料金設定方法の見

直し、ダイナミックプライシングによる運賃設定を認

める）

ダイナミックプライシングによる運賃・料金設定が採

用されることで、利用者の行動変容を促し、混雑

時の利用低減や安定的な利用確保につながり、

利用者の利便性・安全性や交通事業者の採算

性の確保等を実現し、持続可能な移動・物流

サービスを実現する。

現行法では、旅客の運賃及び料金を変更しようと

する時は国土交通大⾂の認可を受けなければな

らず、かつ、能率的な経営の下における適正利潤

を加えたものを超えないことが求められている。

道路運送法第９条の３、第10条
上限金額の設定にあたり、混雑時のプレミアム料金の上乗せ

など、行動変容を促すための価格設定を認める。
国土交通省

タクシーのダイナミックプライシングについては、現在検討を進めているところであり、

今後、実車による実証実験を行う予定であることから、これにより対応することが

可能。

（※令和3年10～12月に実証実験を実施）

　貴省の回答によりますと、「実車による実証実験

を行う予定」とのことですが、その詳細（実施時

期・内容等）についてご教示ください。また、貴省

において検討を進められる際のロードマップにつきま

しても併せてご教示ください。その他、バス（特に

路線バス）についてのダイナミックプライシングにつ

きましても、ご検討いただき、少なくともスーパーシ

ティ若しくは国家戦略特区の指定区域において

は、規制の特例措置としていただくようお願いいた

します。

国土交通省

【タクシー】

タクシーにおける変動運賃制の導入については、公共交通機関としての役割を

しっかり果たすことができるよう、利用者が受け入れられない高額な運賃となった

り、事前に利用者が支払う運賃がわからないまま変動しないよう、条件を設定す

る必要がある。このため、国土交通省としては、まずは、令和３年10月から実証

実験を行うことで、運用上の課題を抽出し、今後の制度化に向けた検討の材料

とすべく検討を進めているところ。

※詳細については、国交省ＨＰに掲載されておりますので、以下URLをご参考

にしてください。

https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha03_hh_000334.htm

l

また、タクシーの相乗りの導入時期については、新型コロナウイルス感染症の感染

状況を見極めながら検討することとしている。（※令和３年11 月１日施行）

【路線バスのダイナミックプライシング）】

混雑状況、繁忙／閑散期に柔軟に対応可能な運賃設定は、いわゆるダイナ

ミックプライシング制度ではなくとも、現行制度でも地域公共交通会議を活用し

て実施することが可能である。

愛知県・常滑市共

同
12

既存バス停の利用許

可

①自動運転・自動搬送サービス

（自動運転車両の既存バス停の利用に際して、

自家用有償旅客運送自動車以外の既存バス停

の利用を可能とすること）

既存のバス走行ルートを活用した運用を円滑に

実施することで、実装までの期間短縮につながり、

自動車産業の国際競争力の強化を実現する。

現行法では、バス停に当該バス事業者のバス以

外の停車を禁じている。自家用有償旅客運送事

業者の車両については、規制緩和によりバス停へ

の停車が認められたところであるが、その他の車両

については依然としてバス停の利用が認められてお

らず、自動運転車両を既存のバス停に停車させる

ことができない。

道路交通法第44条

規制改革推進会議投資等ＷＧ提出

資料（令和２年12月15日開催：

警察庁交通局） 自動運転の公道

実証実験の安全かつ円滑な実施に

向けた対応について（令和３年１月

７日付、警察庁交通局事務連絡）

令和３年1月7日警察庁交通局事務連絡「自動運転の公

道実証実験の安全かつ円滑な実施に向けた対応について」

では、バス停を設置した路線バス事業者の実証実験への参

画が前提とされているが、実証実験期間内における自動運

転車両や特定旅客自動車運送事業（社員バス等）に対

し、既存バス停の利用を許可することを明確化する。

警察庁

　自動運転バスの公道実証実験において、路線バス等を利用する者の安定的

な輸送の確保に資すると認められる自動運転バスについては、実証実験主体と

バス事業者の合意に基づき、新たに「駐車可」の標識を設置することなく、既存

バス停に駐停車することが可能です。

　以上の回答に関し、本提案に係る記載内容のみでは定かではない部分もある

ため、具体的な実験の実施要領を明らかにして個別に警察庁に御相談くださ

い。

愛知県・常滑市共

同
13

遠隔監視者等の免許

制度の確立

①自動運転・自動搬送サービス

（遠隔監視による有償運行サービスの実施にお

いて遠隔監視者等の第二種運転免許を不要と

する）

遠隔監視による無人自動運転サービスの実装が

可能となり、ドライバー不足が深刻な交通・物流

事業者の社会課題の解決を実現する。

ガイドラインでは、遠隔運転者について「第二種運

転免許を受けた者に限定する」等の資格要件を

定めているが、乗務員については何ら定めががな

く、有償運行サービスの事業化に際し、乗務員に

求められる資格要件が明確化されていない。

道路交通法第86条第1項

限定地域での無人自動運転移動

サービスにおいて旅客自動車運送事

業者が安全性・利便性を確保するた

めのガイドライン（令和元年６月国

土交通省自動車局） 自動運転の

公道実証実験に係る道路使用許可

基準（令和２年９月警察庁）

国土交通省から認定を受けた事業者の教育プログラム等に

合格していることを条件とし、遠隔運転車両の運行における

運転者ではない遠隔監視者や、乗務員に対し、第二種運

転免許が不要であることを明確化する。

警察庁、

国土交通省

　現在、「官民ＩＴＳ構想・ロードマップ2020」等において、2022年度頃に限

定地域における遠隔監視のみの無人自動運転移動サービスの実現が可能とな

るように政府として目指すこととされていることを踏まえ、従来の「運転者」の存在

を必ずしも前提としない場合における交通ルールの在り方について、警察庁で検

討を進めているところです。

　貴庁における検討の進捗状況や検討内容が具

現化する時期について、ご教示ください。
警察庁

　従来の「運転者」の存在を必ずしも前提としない場合における交通ルールの在

り方について、当庁における検討の進捗状況は、随時、警察庁ウェブサイト（トッ

プページ→「各部局から」→「交通局」→「自動運転」→「調査検討委員会」→

「委員会の開催状況はこちら」）において公表しております。いずれにいたしまして

も、2022年度頃に限定地域における遠隔監視のみの自動運転移動サービスの

実現を可能とする政府目標を踏まえ、検討を進めているところです。

愛知県・常滑市共

同
14

自動運転車両におけ

る運行前点検の効率

化

①自動運転・自動搬送サービス

（自動運転車両の運行前点検に関する技術基

準を緩和する）

事業者のメンテナンスコストの低減につながり、持

続可能な自動運転社会を実現する。

ガイドラインでは、交通事業者による無人自動運

転移動サービスに係る車両及びシステムの点検を

求めており、車載式故障診断装置等の診断装置

を使用して車両等の点検を行う必要がある。

限定地域での無人自動運転移動

サービスにおいて旅客自動車運送事

業者が安全性・利便性を確保するた

めのガイドライン（令和元年６月国

土交通省自動車局）

車両側システム上での自動点検により、正常/異常を知らせ

るヒューマン・マシン・インターフェース（HMI）を搭載し、サー

ビス事業者は、HMI部分のみを確認することで対応すること

等の対応が可能である旨、ガイドライン等に明示する。

国土交通省

自動運行装置については、道路運送車両法第47条の２に基づく日常点検

（運行前点検）の対象となっていないが、「限定地域での無人自動運転移動

サービスにおいて旅客自動車運送事業者が安全性・利便性を確保するためのガ

イドライン」において、「自動運転システムについては、自動車製作者等が定める

各車両に固有の点検整備方式にも十分に配慮して、これらが適切に行われるよ

うにすることが必要」と記載しているところ、HMIにより、当該ガイドラインに沿って

自動運転システムの点検が可能であれば、これを実施することは差し支えない。



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

愛知県・常滑市共

同
15

遠隔監視システムによ

る自動運転の運行管

理の実現

①自動運転・自動搬送サービス

（システムの常時監視による自動運転運行管理

を認める）

システムの常時監視による運行管理を可能とする

ことで、遠隔監視・操作者の負担軽減と必要人

員の削減が可能となり、事業の実現性を高め、自

動運転社会を実現する。

現行基準では、「遠隔監視・操作者が、映像及

び音により、通常の自動車の運転者と同程度に、

実験車両の周囲及び走行する方向の状況を把

握できる」ことが求められている。

自動運転の公道実証実験に係る道

路使用許可基準（令和２年９月警

察庁）

直ちに必要な操作が可能な形で、常に人が監視することは、

遠隔監視・操作者への過大な負担を強いることとなる。ま

た、複数台の監視が出来ないことで事業性が悪化してしまう

ため、遠隔監視・操作者に対する複数のカメラを監視する義

務は課さず、システムを活用した常時監視とし、非常時はシ

ステムアラート等を活用した運用を可能とするよう、基準を改

める。

警察庁

　自動運行装置を正しく使用している場合は、緊急時等に直ちに運転者に運

転を引き継げる状態でいる限り、常時監視の必要はありません。

　遠隔型自動運転システムの公道実証実験に係る道路使用許可については、

「自動運転の公道実証実験に係る道路使用許可基準（令和２年９月）」に

基づき、１人が複数台の車両を遠隔監視・操作する実証実験は可能です。

　以上の回答に関し、本提案に係る記載内容のみでは定かではない部分もある

ため、具体的な実験の実施要領を明らかにして個別に警察庁に御相談くださ

い。

　貴庁からご回答いただいた「緊急時等に直ちに

運転者に運転を引き継げる状態でいる限り、常

時監視の必要はない」等の文言を「自動運転の

公道実証実験に係る道路使用許可基準」に明

記いただくことで、遠隔監視システムによる自動運

転の運行管理の実現に資することと考えます。つ

きましては、当該文言について、「自動運転の公

道実証実験に係る道路使用許可基準」へ早急

に明記いただきますようお願いいたします。

警察庁

　令和２年９月に「自動運転の公道実証実験に係る道路使用許可基準」を

改訂し、P６に記載の３(3)アにおいて、「自動運行装置に付された使用条件で

同装置を使用して走行させる場合には、監視・操作者は、実験車両が走行して

いる間、必要に応じて実験車両の周囲及び走行する方向の状況や実験車両の

状態を監視し、直ちに必要な操作を行うことができる状態を保持すること。」と、

同趣旨について明記しております。なお、「常時監視の必要はない」と記載するこ

とにより、「監視する必要がない」と誤解されるおそれがありますので、「必要に応じ

て･･･監視し」と記載しています。

愛知県・常滑市共

同
16

複数台走行する場合

の審査基準の緩和

①自動運転・自動搬送サービス

（実証実験において一度に複数台の自動運転

車の導入を許可する）

実証事業開始までの期間の短縮が可能となり、

実証事業のコスト低減とスケジュール短縮を実現

し、自動運転技術の社会実装を早期実現する。

現行基準では、「実験車両の数を増やす場合

は、原則として１台ずつ増やすこととし、都度、新

たな実証実験として道路使用許可申請を行うこ

と」を求めており、複数台を走行させる事業化モデ

ルを他地域に横展開実行する際、一度に複数台

を導入することができない。

自動運転の公道実証実験に係る道

路使用許可基準（令和２年９月警

察庁）

他地域にて同スキームの事業化モデル・走行方法等が確立

されている場合は、はじめから複数台の走行を許可できるよう

基準を改める。

警察庁

　公道において遠隔型自動運転システムを用いて自動車を走行させる行為等に

ついては、いまだ技術的な安全性が確立されていないことから道路使用許可を受

ける必要があり、「自動運転の公道実証実験に係る道路使用許可基準（令

和２年９月）」に基づき、安全確保措置や実験車両の構造等を個別に確認

し必要な条件を付しています。

　他地域において走行方法等が確立されている場合であっても、新たな実施場

所においては走行環境や通信環境が異なることから、安全に公道を走行させる

ことを確認するため、同時に監視・操作する実験車両については、原則として１

台ずつ増やすこととしていますが、個別の事情によって合理化できる場合もあるこ

とから、具体的な実験の実施要領を明らかにして個別に警察庁に御相談くださ

い。

　貴庁からのご回答によれば、個別の事情によって

は申請を合理化できる場合もあるとのことですが、

どのような場合に申請を合理化出来るのか、例え

ば一度に複数台の許可申請が可能となるケース

はどのような場合か等、例示いただきたく存じます。

過去の申請の合理化に関する実例をご教示くだ

さい。

警察庁

　過去の実証実験における実例としては、過去に１名の監視・操作者が３台の

実験車両を走行させている実証実験において、自動運転システムが変更された

ものの、再度１台の実証実験から始めるのではなく、一度に３台の実証実験に

ついて許可をした事例があります。その他、実例はありませんが、例えば、交通量

が多い地域において、１名の監視・操作者が複数台の実験車両を走行させてい

る実証実験経験を有しており、走行方法等が確立されている場合において、これ

までより交通量が少なく、遠隔型自動運転システムの実証実験が容易に行える

ような道路環境において、新たに実証実験を行う場合は、合理化できる場合も

あると考えられます。現時点では事例の蓄積が少なく、どのような場合に合理化

できるのか類型的にお示しするのは難しいところ、どのような場合であれば合理化

できるのか、当庁として検討するためにも、新たに実証実験を行う場合には個別

に御相談ください。

愛知県・常滑市共

同
17

緊急時対応に求めら

れる事業実施体制の

必要水準の緩和

①自動運転・自動搬送サービス

（緊急時対応に求められる事業体制の必要水

準を緩和する）

事業関係者に求められる事業実施体制を緩和

することで、実証実験あたりの必要人員やコストの

低減につながり、事業の実現性が高まることで自

動運転社会を早期実現する。

現行基準では、「監視・操作が困難な状態となり

得ることを踏まえた安全対策」が必要であることを

規定しており、運用上、安全確保措置として、緊

急時に事業関係者が現場に急行できる体制であ

ることを求めているため、遠隔監視の場所を近接

して設けなければならず、遠隔監視業務を集約す

ることができない。

また、求められている急行できる体制について、緊

急時から何分以内に現場へ到着する必要がある

かの定義が明確になっていない。

自動運転の公道実証実験に係る道

路使用許可基準（令和２年９月警

察庁）

実証実験の内容に応じて、ロードサービス会社や警備会社

などを現場に急行させるなど、事業関係者の現場への急行

以外の安全確保措置を認める運用とする。

警察庁

　　「自動運転の公道実証実験に係る道路使用許可基準（令和２年９

月）」では、安全確保措置として「交通の安全と円滑を図るために緊急の必要

が⽣じた場合であって警察官から求められたときには、実験の関係者が現場に急

行できるよう体制を整備していること」を求めていますが、事業関係者に限らず委

託業者等において適切に対応していただくことは可能です。

　以上の回答に関し、本提案に係る記載内容のみでは定かではない部分もある

ため、具体的な実験の実施要領を明らかにして個別に警察庁に御相談くださ

い。

愛知県・常滑市共

同
18

乗合バス事業者の運

行計画・運賃等の許

可申請手続の要件緩

和

③スマートモビリティサービス

（乗合バス事業者の運行計画・運賃等の許可

申請手続の簡素化）

運行計画・運賃等の許可や変更を柔軟に実行

できるようにすることで、利用者のニーズや需要の

変化に即応することが可能となり、利用者の利便

性・満足度向上や事業の実現性を高めることにつ

ながり、持続可能な移動サービスを実現する。

道路運送法第５条では、事業者が乗合バスの

許可を受けるに際しては、路線、停留所、運賃等

を記載した事業計画を事前に運輸局へ申請する

必要があることを規定しており、同法第15条で

は、事業計画の変更にあたり、認可若しくは届出

が義務づけられている。

これらについては、標準処理期間が設けられている

が、いずれも長期間を要するため、市場や社会情

勢に応じた柔軟な路線変更や価格設定等を困

難としている。

【標準処理期間例：事業計画の変更認可（路

線変更）：２カ月、上限運賃料金の認可：３

カ月】

道路運送法第５条、第15条

利用者のニーズや需要の変化に即応できるよう、スーパーシ

ティ型特区の指定区域内では、乗合バス事業者の運行計

画・運賃等の柔軟な変更を可能とする。

国土交通省

規制改革事項について明確化を要するが、現行制度においても、運行計画や

運賃設定、標準処理期間の短縮など、地域公共交通会議を活用して柔軟な

対応が可能である。

愛知県・常滑市共

同
19

ヘリポート・場外離発

着場の要件緩和

②空飛ぶクルマやドローンによる空の移動・物流

サービス

（空飛ぶクルマ用ポートの許可基準の合理化を

行う）

空飛ぶクルマ用ポートの許可基準の緩和により、

街中でのポート設置が容易となり、離発着場所の

選択肢が拡大することで、多様な利用目的に応

じた技術実証・実装を実現する。

現行法では、航空機の発着場所は国土交通大

⾂の許可を要することとされている。現行の許可基

準は、既存の航空機やヘリコプターを想定してお

り、街中等での使用を想定する空飛ぶクルマ用

ポートを想定したものとなっていない。

航空法第79条但し書き

地方航空局における場外離着陸許

可の事務処理基準（国土交通省航

空局長通知：平成29年2月13

日）

空飛ぶクルマ用ポートについて、必要に応じて新たな基準を

設ける。
国土交通省

【航空法について】

2023年の事業スタートに必要な基準について、事業者や地域において、運航

体制の整備や機体開発などが円滑に進むよう、官民協議会の議論を踏まえ、

順次公表してまいります。

　貴省の回答について承知したところですが、運行

体制の整備に向けた関係者との調整や機体開発

には、一定の時間を要することが見込まれることか

ら、官民協議会での議論の後、速やかにその結果

を公表いただきたいと考えております。

国土交通省

「空の移動革命に向けた官民協議会」での検討資料等は国土交通省及び経

済産業省HP内、「小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会」での検

討資料等は内閣官房HP内にて速やかに公開しております。

愛知県・常滑市共

同
20 最低安全高度の緩和

②空飛ぶクルマやドローンによる空の移動・物流

サービス

（空飛ぶクルマの最低安全高度を緩和する）

空飛ぶクルマの飛行可能高度が拡大することで、

活用の幅が広がり、利便性と実用性が高まり、社

会実装を実現する。

現行法では、国土交通大⾂から許可を受けた場

合以外の最低安全高度が150mと定められてお

り、空飛ぶクルマを近距離で運用することが困難と

なっている。

航空法第81条、第132条

航空法施行規則第174条
空域管理システムによる監視について、新たな基準を設ける 国土交通省

【航空法について】

2023年の事業スタートに必要な基準について、事業者や地域において、運航

体制の整備や機体開発などが円滑に進むよう、官民協議会の議論を踏まえ、

順次公表してまいります。

　貴省の回答について承知したところですが、運行

体制の整備に向けた関係者との調整や機体開発

には、一定の時間を要することが見込まれることか

ら、官民協議会での議論の後、速やかにその結果

を公表いただきたいと考えております。

国土交通省

「空の移動革命に向けた官民協議会」での検討資料等は国土交通省及び経

済産業省HP内、「小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会」での検

討資料等は内閣官房HP内にて速やかに公開しております。

愛知県・常滑市共

同
21 残燃料基準の緩和

②空飛ぶクルマやドローンによる空の移動・物流

サービス

（空飛ぶクルマの残燃料基準を緩和する）

同一スペックでの飛行可能距離の拡大に寄与す

るため、機体あたりの費用対効果の向上につなが

り、利便性と実用性を高めることで、社会実装を

実現する。

現行法及び省令では、空飛ぶクルマについても回

転翼航空機として、残燃料の基準を「最も長い距

離を飛行することができる速度で20分間飛行する

ことができる燃料の量、当該着陸地までの飛行を

終わるまでに要する時間の10％に相当する時間

を飛行することができる燃料の量及び不測の事態

を考慮して国土交通大⾂が告示で定める燃料の

量を加えた量」と定められており、短時間、近距離

での運用が想定されていない。

航空法第63条

航空法施行規則第153条
空飛ぶクルマの活用ケースに応じた残燃料基準を設定する。 国土交通省

【航空法について】

2023年の事業スタートに必要な基準について、事業者や地域において、運航

体制の整備や機体開発などが円滑に進むよう、官民協議会の議論を踏まえ、

順次公表してまいります。

　貴省の回答について承知したところですが、運行

体制の整備に向けた関係者との調整や機体開発

には、一定の時間を要することが見込まれることか

ら、官民協議会での議論の後、速やかにその結果

を公表いただきたいと考えております。

国土交通省

「空の移動革命に向けた官民協議会」での検討資料等は国土交通省及び経

済産業省HP内、「小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会」での検

討資料等は内閣官房HP内にて速やかに公開しております。

愛知県・常滑市共

同
22

空飛ぶクルマの飛行試

験に係る運行関連の

各許可手続の簡素化

②空飛ぶクルマやドローンによる空の移動・物流

サービス

（空飛ぶクルマの飛行試験に係る運行関連の各

許可手続を簡素化する）

空飛ぶクルマの飛行試験を行うまでに要する時間

とコストの縮減が可能となり、技術開発のスピード

を加速するとともに多くの事業者に実証環境を提

供することが可能となり、空飛ぶクルマの社会実装

を早期実現する。

現行法では、空飛ぶクルマの飛行試験にあたって

は、運行関連の許可（場外離発着場、最低高

度以下での飛行、無操縦者航空機の飛行）を

取得する必要がある。

航空法第79条、第81条、第87条

一定のエリアにおける空飛ぶクルマの飛行試験に関して、事

業認定制度を設けることで、運行に関する許可手続を簡素

化する特例を設ける。

国土交通省

【航空法について】

今後本格的に実施される試験飛行に関する許可基準を明確にし、具体的な

実証実験の計画を踏まえ、2021年度中に、試験飛行のガイドラインを新たに策

定・公表します。

　貴省の回答について承知したところです。出来る

だけ速やかに、新たな試験飛行のガイドラインをお

示しいただくとともに、事業者からの意見を表明す

る機会をご用意いただければ幸いです。

国土交通省
試験飛行のガイドラインについては、2021年度中に新たに策定・公表しますの

で、まずは初版をご確認ください。

愛知県・常滑市共

同
23

空飛ぶクルマの飛行試

験に係る機体の試験

飛行許可手続の簡素

化

②空飛ぶクルマやドローンによる空の移動・物流

サービス

（空飛ぶクルマの飛行試験に係る機体の試験飛

行許可手続を簡素化する）

空飛ぶクルマの飛行試験を行うまでに要する時間

とコストの縮減が可能となり、技術開発のスピード

を加速するとともに多くの事業者に実証環境を提

供することが可能となり、空飛ぶクルマの社会実装

を早期実現する。

現行法では、空飛ぶクルマの飛行試験にあたって

は、耐空証明を持たない機体として、機体ごとに

試験飛行許可を取得する必要がある。

航空法第10条、第11条但し書き

一定のエリアにおける空飛ぶクルマの飛行試験に関して、事

業認定制度を設けることで、耐空証明を持たない機体であっ

ても試験飛行許可手続を簡素化する特例を設ける。

国土交通省

【航空法について】

今後本格的に実施される試験飛行に関する許可基準を明確にし、具体的な

実証実験の計画を踏まえ、2021年度中に、試験飛行のガイドラインを新たに策

定・公表します。

　貴省の回答について承知したところです。出来る

だけ速やかに、新たな試験飛行のガイドラインをお

示しいただくとともに、事業者からの意見を表明す

る機会をご用意いただければ幸いです。

国土交通省
試験飛行のガイドラインについては、2021年度中に新たに策定・公表しますの

で、まずは初版をご確認ください。

愛知県・常滑市共

同
24

道路の点検に関連す

る法律緩和

⑩次世代アセットマネジメント

（遠隔目視による道路点検が可能であることの

明確化）

ドローンを用いた道路保守管理を実現し、インフラ

管理の効率化・高度化やドローン技術の社会実

装を実現する。

現行法及び省令では、道路の維持又は修繕

（法定点検）に関する技術的基準として、トンネ

ル等の点検は必要な知識及び技能を有する者が

近接目視により行うことを基本としている。国土交

通省要領によれば、ドローンを用いた法定点検も

道路管理者の判断により可としているが、国家賠

償法第２条の無過失責任に見られるような公物

管理の責任とも相まって、その導入に消極的とな

る要因になっている。

道路法第42条

道路法施行規則第4条の5の6

道路の法定点検等について、ドローンを用いた遠隔目視点

検の導入を加速させるため、ドローン利用目的のホワイトリス

トを作成し、遠隔目視による道路点検をそのリストに位置付

けるなど、公物管理におけるドローン利活用の根拠を明確化

する。

国土交通省

道路分野では、定期点検でドローン等の点検支援技術の活用を検討する場合

の参考資料として、点検支援技術性能カタログを取りまとめています。また、第

14回道路技術小委員会（令和2年11月12日）において、定期点検の更な

る効率化・合理化に向けた取組として、部位・部材ごとの最適な点検手法を検

討の方向性として提示し、検討に着手したところです。



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

愛知県・常滑市共

同
26

水素を低圧供給する

パイプラインを敷設する

際の付臭義務の廃止

⑧クリーンエネルギー

（付臭義務の廃止）

不特定多数への供給を念頭においた低圧水素の

供給網を構築することで、燃料電池の普及を促

進する。

省令では、低圧により供給されるガスについては、

付臭義務が定められているが、付臭水素は燃料

電池を浸食するおそれがあるため、パイプラインを

敷設して低圧水素を供給した場合、付臭成分の

除去装置が必要となり燃料電池普及促進の支

障となり得る。

ガス事業法第21条

ガス工作物の技術上の基準を定める

省令第22条 

ガス工作物技術基準の解釈例第77

条

水素を低圧供給するパイプラインを敷設する際には、一定の

安全対策を講じることを前提に、付臭義務を見直す。
経済産業省

都市ガスにおいては、地域住民等のガス漏れによる臭気発⽣の通報が、ガス漏

れ事故の把握における重要な契機となっている。

ガス事業法における付臭義務を廃止するためにはガス漏れを把握するための代

替手段が必要となるが、都市ガスでは未だ付臭措置に変わる代替技術が開発

されていない。

水素供給においては、水素ガスが漏洩した場合の被害は都市ガスを遙かに上回

ることが予想されることから、都市ガスにおける代替技術開発の動向等を踏まえ

対応を行う必要がある。

　貴省のご回答では、「都市ガスにおける代替技

術開発の動向等を踏まえ対応を行う必要がある」

とのことですが、都市ガスにおけるガス漏洩検知の

代替技術として、別添補足資料に掲載する技術

が考えられるところです。また、都市ガスと水素で

は、気体の拡散性が著しく異なることから、漏洩時

の危険性については、一概に比較することが難し

いと考えております。そのため、別添補足資料に掲

載したような新技術を導入することを条件に、段

階的な規制の緩和を検討していただきたく存じま

す。

【補足資料番号：５】

経済産業省

都市ガス事業で使用されている導管材料で水素を供給する場合の技術的課題

等について調査し将来整備されると考えられる水素導管供給に関する技術基

準等の検討に反映させることを目的として、導管材料の調査、漏洩検知の調

査、外管・内管の調査、付臭措置・付臭代替技術の調査、安全性評価等に

関する調査事業を行ってきた。

付臭の代貸措置については、付臭相当の保安レベルが維持されることが必要で

あり、水素について今年度実施する調査研究において引き続き検討を進めてい

きたい。

愛知県・常滑市共

同
27

輸送時の圧縮水素の

最高充填圧力の引き

上げ

⑧クリーンエネルギー

（圧縮水素容器の上限圧力を緩和する）

トレーラー１台あたりの水素輸送能力を高めること

で、水素供給コストの低減につながり水素ビジネス

の事業性を高め、水素社会を実現する。

現行の保安規則では、技術革新の途上にある圧

縮水素容器についても上限圧力を具体的に

45MPaと定めており、輸送コストの低廉化を目指

して、例えばFCV自動車と同等の70MPaに耐え

られる容器の開発を妨げている。

高圧ガス保安法に基づく容器保安規

則

45MPaに規定されている容器の上限圧力を、技術に応じて

引き上げられるよう、規則を改める。
経済産業省

容器保安規則の機能性基準の運用について（２０１９０６０６保局第７

号）において、圧縮水素運送自動車用容器の技術基準（JPEC-S 0005 

(2013)・一般社団法人石油エネルギー技術センター）を例示基準とすることを

定めている。同基準において、最高充塡圧力が45MPaとなっているところである

が、容器検査等事前評価申請を行うことなどにより、同基準によらない容器の製

造をすることは可能。

　貴省から頂きました「現行制度」で対応可能とい

う回答については承知いたしました。しかしながら、

事前評価制度への対応には、場合によっては数

千万円以上の費用を要するデータ取得実験等

(試験品製作込み)が必要であり、依然として水

素事業への高い参入障壁となっています。つきまし

ては、特区内においては、別添補足資料のとお

り、安価な海外使用機器(または同仕様の国内

製作品)を活用可能な柔軟な技術基準を策定い

ただきたいと考えております。

【補足資料番号：４】

経済産業省

容器保安規則の機能性基準の運用について（２０１９０６０６保局第７

号）では、業界規格等を、容器検査における容器の規格などの機能性基準の

例示基準として定めています。そして、例示基準として規定するに当たり、当該

基準の妥当性を確認するため、高圧ガス保安協会による審査を実施していま

す。また、業界規格等を定め例示基準化することが困難な場合等を想定して、

容器検査等事前評価申請を行うことなどにより、同基準によらない容器の製造

をすることを可能としています。

さらに、高圧ガス保安法においては、第48条第5項において、都道府県知事等

が危険のおそれがないと認め、条件を付して許可した場合において、その条件に

従って高圧ガスを充塡する場合には、刻印のない容器であっても充塡することを

認めていますので、このような制度のご活用をご検討いただければと思います。

愛知県・常滑市共

同
28

都市部における水素

貯蔵量の上限規制の

緩和

⑧クリーンエネルギー

（建築基準法における水素貯蔵量上限を緩和

する）

都市における水素貯蔵能力を高めることで、水素

供給コストの低減につながり水素ビジネスの事業

性を高め、水素社会を実現する。

建築基準法施行令では、水素などの可燃性ガス

について、用途地域に応じた上限貯蔵量を設定

している。また、上限貯蔵量は可燃性ガスと圧縮

ガスで異なるが、１MPa以下の水素は可燃性ガ

スに当たるとされ、保安措置の如何に関わらず、よ

り厳しい上限規制が適用される。（ただし、高圧

ガス保安法に基づき安全性が確保されている圧

縮水素スタンドについては、建築基準法に基づく

圧縮ガスに係る規制は適用除外となっている（規

制改革実施計画（平成25年６月14日閣議決

定）））

建築基準法施行令第130条の9
水素については一律の上限規制を設けるのではなく、保安性

等に応じた貯蔵を可能とする基準に改める。
国土交通省

建築基準法第48条において、用途規制を定めておりますが、以下に掲げる用途

規制緩和の手法を活用することにより、対応できる可能性があります。

・国家戦略特別区域法第15条を活用する手法。

・特別用途地区を定めることで、建築基準法第49条第2項を活用する手法。

・地区計画等を定めることで、建築基準法第68条の2第5項を活用する手法。

・建築基準法第48条ただし書き許可を活用する手法。

　貴省回答により、複数の方法で建築基準法48

条の用途規制を緩和し得ることが分かりましたが、

都市部において、水素スタンドを設置する際のコス

ト計算の確実性を高め、事業計画策定の段階で

予見可能性を十分なものとするため、これらの手

法を用いることで、どの程度の緩和がなされるのか

ご教示を頂きたく存じます。

国土交通省
どの程度の緩和がなされるかは、周辺環境等の様々な要因により異なると考えら

れるため、一律に回答することは困難です。

愛知県・常滑市共

同
29

水素導管の技術基準

の明確化

⑧クリーンエネルギー

（水素導管の技術基準の明確化）

水素導管に係る技術基準について明確化するこ

とで、水素導管の建造に係るコストが明確になると

共に、水素エネルギー供給体制の整備を促進す

る。

現状、他のガス導管とは異なり、水素導管につい

ては、統一的な技術・保安基準が定められていな

い。そのため、水素導管を用いる事業の目的に応

じ、業所管庁等から異なる技術・保安基準を求

められるおそれがあり、水素供給システムの整備促

進を阻んでいる。

高圧ガス保安法第23条

一般高圧ガス保安規則第51条 

コンビナート等保安規則第９条 

ガス工作物技術基準の解釈例

水素導管に係る技術・保安基準について、統一的な基準を

定めるとともに、その運用について、水素導管を供する事業の

目的に左右されることがないよう、取扱いを明確化する。

経済産業省

水素導管による水素ガス供給については、これまでもいくつかの実証的な事業が

実施されており、また、オリパラ選手村跡地における、我が国初のガス事業法に

基づく水素ガス供給事業が今後実施される予定となっている。

　現在、ガス事業法に基づく水素ガス供給事業は実施されておらず、当該事業

における技術的な要求事項等が未確定なことから、技術基準等の策定に当たっ

ては、上記のような水素ガス供給事業者の動向等を踏まえ対応を行っていく必

要がある。

なお、現状、使用が想定されている低圧状態の水素ガスについては、高圧状態

のガスの取扱い等における安全確保を目的としている高圧ガス保安法は適用さ

れない。

　今後、水素の発電利用、高圧ガスとしての供給

の可能性を考えると、別添補足資料のとおり懸案

がございますことから、水素導管技術に係る技術・

保安基準については、統一的な基準を定めるとと

もに、その運用について水素導管を供する事業目

的により規制内容が変容することがないよう、取扱

いを明確化いただきたく存じます。

【補足資料番号：６】

経済産業省

自家用の高圧ガスとして水素ガス供給を行う場合、液体を使用して常用圧力の

1.5倍以上の耐圧試験を行いますが、液体を使用することが困難な場合は

1.25倍以上の耐圧試験を行う必要があります。また、ガス事業法に基づく供給

を行う場合には、最高使用圧力の1.5倍以上の圧力での耐圧試験が必要とな

る。

このように、同じ水素導管設備であっても各法において供給対象や使用用途等

が大きく異なることからそれぞれ要求される技術基準を定めているところであり、統

一的な基準とした場合、利用者が冗長な設備を抱えることによるデメリットが⽣じ

るケースも想定される。

いずれにしても、現在、パイプライン輸送を含めた水素利用上の主要なバリュー

チェーンにおける規制内容、関連する課題、課題をクリアするための方法等につい

て、経済産業省として整理しており、前述のようなデメリットも考慮しつつ、課題

解決に向けた検討を進めていきたい。

愛知県・常滑市共

同
25

河川・港湾・海岸保

全施設の点検に関連

する基準の明確化

⑩次世代アセットマネジメント

（遠隔目視による河川・港湾点検・海岸保全施

設管理が可能であることの明確化）

ドローンを用いた河川・港湾管理・海岸保全施設

の管理を実現し、インフラ管理の効率化・高度化

やドローン技術の社会実装を実現する。

河川管理施設の維持又は修繕（法定点検）に

関する技術的基準として、河川管理施設の点検

は目視その他適切な方法により行うことされてお

り、ドローンの使用の適否が明確化されていない。

また、港湾施設については、技術基準対象施設

の維持管理計画等は、当該施設の設置者が定

めることが標準とされているが、維持管理計画等

は、当該施設の損傷、劣化その他の変状について

の計画的かつ適切な点検診断の時期、対象とす

る部位及び方法等について定めるものとされている

のみであり、港湾施設の維持管理に際し、ドロー

ンの使用の適否が明確化されていない。 海岸保

全施設については、施行規則において、「適切な

時期に、海岸保全施設の巡視を行う」こと等が定

められており、管理マニュアルでは、「巡視（パト

ロール）においては、陸上からの目視踏査や近接

的な目視等により、変状の進展状況を確認する

ものとする。」とされており、海岸保全施設の維持

管理に際し、ドローンの使用の適否が明確化され

ていない。

河川法第15条の2第2項

河川法施行令第9条の3第2項 港湾

法第56条の2の2 

港湾の施設の技術上の基準を定める

省令第４条 

技術基準対象施設の維持に関し必

要な事項を定める告示 

海岸法第14条の５ 

海岸法施行規則第５条の８ 

海岸保全施設維持管理マニュアル

(平成30年5月農林水産省、国土交

通省)

河川管理施設、港湾施設、海岸保全施設の法定点検等

について、ドローンを用いた遠隔目視点検の導入を加速させ

るため、ドローン利用目的のホワイトリストを作成し、遠隔目

視による河川管理施設、港湾施設、海岸保全施設をそのリ

ストに位置付けるなど、公物管理におけるドローン利活用の

根拠を明確化する。

国土交通省、

農林水産省

【河川管理施設について】

　河川管理施設の点検等において、「その他適切な方法」としてドローンの使用

を不可能としている規制等はありません。

　また、平成31年４月に改定した「堤防等河川管理施設及び河道の点検・評

価要領」及び「同参考資料」において、「点検にあたっては、従来技術の向上

や、近年の新技術の進展を踏まえ、必要に応じて、モービルマッピングシステム

（MMS：Mobile Mapping System）、レーダー空洞探査による護岸背面

の非破壊検査、航空レーザーを用いた河川地形モニタリング技術、無人航空機

（UAV：Unmanned Aerial Vehicles）を用いた地形測量技術等を活用

するものとする。」としており、活動を促しているところです。

　現在、新たな技術の開発や、既存の新技術等について性能や活用できる現

場条件等を評価しているところであり、一定の水準を満たした技術がどの様な場

合であれば点検等に採用できるかを明瞭化し、ホワイトリストとして点検要領等

へ具体的に記載していく考えです。

【海岸保全施設について】

海岸保全施設の点検等に関する標準的な要領を示した「海岸保全施設維持

管理マニュアル」を令和2年6月に改訂し、効率的に点検診断できるように新技

術等（点検に関する技術の例）の活用を積極的に推進することとしているほ

か、同マニュアルの参考資料ー２「点検に関する技術の例」において、UAV搭載

型カメラによる空中写真測量や水中ドローンによる水中部の動画撮影など、ド

ローンを用いて点検を行うことができる対象施設や点検区分などの適用範囲を

示しています。引き続きドローンを含めた新技術の活用を積極的に促していく考

えです。

【港湾分野】

港湾の技術基準対象施設の点検診断の方法等の考え方を定めた「港湾の施

設の点検診断ガイドライン」を令和2年3月に一部変更し、点検診断において、

「ドローン等により目視と同等に変状の把握ができ、劣化度を判定できると点検

診断を実施する者が判断する新技術による場合も目視とみなす」とドローンの活

用を事例として明記しています。なお、同ガイドラインの参考資料として、「点検

診断の効率化に向けた工夫事例集（案）」を新たに作成し、ドローンによる護

岸の被災調査、ドローンやナローマルチビームを活用した3次元測量などの事例を

紹介しています。また、令和2年度に「港湾の施設の新しい点検技術カタログ

（案）」をとりまとめ、ドローンを含めた新技術の活用を積極的に促しています。



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

愛知県・常滑市共

同
30

有機ハイドライド化され

た水素を用いた水素ス

テーションを設置するた

めの基準の明確化

⑧クリーンエネルギー

（有機ハイドライドオンサイト水素ステーションの設

置に係る基準の明確化）

有機ハイドライド化された水素を用いることで、水

素の可搬性を向上させることにつながることから、

水素エネルギーの普及に資することが出来る。

現行の高圧ガス保安法が前提としている水素ス

テーションは、圧縮水素ガスによる充填を前提とし

ており、有機ハイドライドオンサイト水素ステーション

については、その設置基準が明確ではない。

高圧ガス保安法第15条

一般高圧ガス保安規則第7条の3

有機ハイドライドオンサイト水素ステーションの設置に係る基

準を明確化するとともに、有機ハイドライドオンサイトステーショ

ンを効率的に運営できるよう、脱水素施設を水素ステーショ

ンに併設できる基準を設けること。

消防庁

有機ハイドライド方式で水素を製造する施設は、消防法上の一般取扱所に該

当する。（「危険物規制事務に関する執務資料の送付について」（平成28年

３月１日付け消防危第37号））

有機ハイドライド方式で水素を製造する施設と水素スタンドの間に耐火構造の

壁等を設ける措置を講ずることにより、両施設の併設が可能である。（「製造所

及び一般取扱所に係る保安距離及び保有空地について 」（平成13年３月

29日付け消防危第40号））

　貴庁からご回答いただいた内容につきましては、

既に承知いたしております。しかしながら、一般取

扱所に該当する施設は、可燃物等の貯蔵量に係

る既存の規制を踏まえると工業専用地域等への

設置が建築基準法上、基本とされているものと認

識しております。今後、商業ベースでの検証を進め

ていくにあたり、建築基準法上の工業地域あるい

は工業専用地域にしか設置が認められていないこ

とについて支障がございますことから、その規制を緩

和するとともに、基準を明確化することを求めてお

ります。

【補足資料番号：７】

国土交通省

用途規制の緩和につきましては、提案番号28-1でも回答しましたが、複数の方

法があります。

なお、水素ステーションは様々な形態があるため、立地可能な地域を一概にお示

しすることは難しいですが、例えば、水素貯蔵の有機ハイドライド方式について

は、その化合物は第１石油類に該当すると考えられますが、この場合は消防法

など他の法令に適合した上で、地下貯蔵により貯蔵されている場合には、第二

種中高層住居専用地域から工業専用地域において設置可能と考えられ、ま

た、圧縮水素スタンドについては、高圧ガス保安法に基づく基準に適合し都道府

県知事の許可等を受けたもの（R3国交告134号）は、第一種住居地域から

工業専用地域において設置可能と考えられます。一方で、水素ステーションにつ

いては様々な形態があり、安全面や技術面に関する内容を確認させていただく

必要があるため、別途ご相談ください。

愛知県・常滑市共

同
31

天然ガスと水素の混合

率に応じた防爆等級

の新設

⑧クリーンエネルギー

（天然ガスと水素の混合率に応じた防爆等級の

新設）

天然ガスと水素の混合率に応じた防爆等級を新

たに設けることで、既存インフラを活用した水素エ

ネルギー供給の早期の社会実装を推し進めること

が出来る。

工場電気設備防爆指針では、爆発性ガス等級

を定めているが、混合気体を念頭においておらず、

混合気体に対する防爆指針が不明瞭である。

労働安全衛⽣法第115条の２

労働安全衛⽣規則第261条、第

280条 

工場電気設備防爆指針

既存インフラを活用した水素エネルギーの普及促進の手段の

一つである天然ガスと水素の混合気体による水素供給方法

について、早期に社会実装するため、天然ガスと水素の混合

率に応じた防爆等級を新たに設ける。

厚⽣労働省

電気機械器具防爆構造規格（昭和44年４月１日労働省告示第16号）

第４条に防爆等級の定義を示しており、事業者や防爆機器メーカー等におい

て、IEC60079-20-1を参照する等により設定されたい。

　当方の提案趣旨は、水素が少量でも混合され

たガスの爆発等級が上がることがないよう、水素混

合ガスの爆発等級判断の基準の設定を求めるも

のです。今後、水素の利活用を考えていく上で

は、既存天然ガス導管への水素の混合も有望な

手段であり、天然ガスと水素の混合気体につい

て、合理的な爆発等級を設定していただきたいと

考えます。貴省の回答を踏まえると、水素混合気

体の爆発等級については、都度、混合気体ごとに

火炎逸走限界の測定等により判断する必要があ

りますが、気体の温度によって火炎逸走限界が変

化するなど、事業者の検証環境によって検証結

果が異なる可能性が否定できず、混合気体の安

全性を一律に担保することが困難であることから、

安全性を担保するため、例えば水素混合率が

20％までは爆発等級２とするなど、国において一

律に判断可能で明確な基準の設定が必要と考え

ます。貴省の見解をお示しください。

厚⽣労働省

国は構造規格に防爆等級の定義を定めるものの、ご要望の混合気体を含め個

別の気体に係る防爆等級を定めていない。

事業者の検証環境については、IEC60079-20-1に定める試験基準等に従う

ことで支障は⽣じないと考えられるところ、製造メーカー等において防爆等級を設

定されたい。

愛知県・常滑市共

同
32

一定の基準のもとでの

民⽣用通信機器の防

爆危険区域内におけ

る使用

⑧クリーンエネルギー

（民⽣用通信機器の防爆危険区域内における

使用）

一定の基準のもと、民⽣用通信機器を防爆危険

区域内において使用できるようにすることで、水素

を取扱う施設の施設整備の迅速化による安全性

確保、低コスト化に資する。

スマートフォン、タブレット端末、Wi-Fiなど、通信

用機器に係る防爆基準が明確ではない。また、

諸外国における防爆基準に適合した通信機器に

ついても国内での使用認証に時間を要している。

労働安全衛⽣法第115条の２

労働安全衛⽣規則第261条、第

280条 

工場電気設備防爆指針

通信用機器に係る防爆基準を明確化（可燃性ガス検知

器併用や危険区域レベルによる使用可能条件等）するとと

もに、諸外国において防爆基準に適合した通信機器につい

ては、国内での使用認証の手続を簡略化する。

厚⽣労働省

現在、IECにおいて非防爆ポータブル機器の危険箇所への持込みについて検討

が進められているところ、当該動向を踏まえつつ、国内導入について検討してまい

りたい。なお、防爆危険箇所の定量的判断基準については、令和３年２月18

日付け基安発0218第１号「引火性の物の蒸気又はガスが爆発の危険のある

濃度に達するおそれのある箇所の分類の方法及び範囲の判定の方法に関する

運用について 」により示したところである。

愛知県・常滑市共

同
33

エネルギー供給施設た

る水素関連施設につ

いて、工場立地法適

用対象外であることの

明確化

⑧クリーンエネルギー

（水素関連施設について、工場立地法適用対

象外であることの明確化）

エネルギー供給施設たる水素関連施設について

は、工場立地法の適用対象外とすることで、既存

の工場等における水素エネルギー導入を促進する

ことが可能となる。また、水素エネルギーの普及に

伴い、水素エネルギーに係るコスト逓減が見込め

る。

工場立地法FAQ集において、太陽光発電、地熱

発電といった新エネルギーについては、工場立地

法の適用除外であることが明示されている一方、

環境負荷が低いエネルギー供給源たる水素関連

施設については、工場立地法の適用対象か否か

明示されていない。そのため、既存工場等において

は、工場立地法の緑地基準に抵触するおそれが

あるため、水素関連施設を新設することができず、

化石燃料の代替エネルギーとして、水素エネル

ギーの普及を進めるための支障となっている。

工場立地法第４条

工場立地法準則第２条 

工場立地法FAQ集

エネルギー供給施設たる水素関連施設については、工場立

地法の適用対象外であることを明確にする。
経済産業省

　水力発電施設・地熱発電施設・太陽光発電施設については、周辺の地域に

おける⽣活環境の保持に影響を及ぼさない施設として、工場立地法施行令第

１条において工場立地法上の届出の適用対象外としています。

　一方、水素関連施設については、同施行令第１条の適用対象外となる業種

として定められていないことから、現在は、工場立地法の適用対象となります。

　水素関連施設を適用対象外とすべきか否かについては、工場立地が環境保

全を図りつつ適正に行われるようにするという工場立地法の法目的に照らし、水

素関連施設が周辺の地域における⽣活環境の保持にどのような影響を及ぼす

か評価を行いつつ、産業構造審議会の意見も踏まえ検討すべき事項と考えてお

り、現時点でお答えすることは困難です。

　貴省のご回答によれば、「水素関連施設が周辺

の地域における⽣活環境の保持にどのような影響

を及ぼすか評価を行いつつ、産業構造審議会の

意見も踏まえ検討すべき事項」とのことですので、

速やかに同審議会において議論を開始するととも

に、低炭素社会実現の観点から、水素関連施設

が工場立地法の適用除外となるよう、ご検討いた

だきたいと考えております。

経済産業省

　工場立地法の適用対象となる業種は、製造業（物品の加工修理業を含

む。）、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業（以下「製造業等」という。）

とされております。現在、水素関連施設として、様々なものが運用・開発されてい

るものと承知しておりますが、水素関連施設が工場立地法の対象となるか否かに

つきましては、個々の施設の種別ごとに、実際の設備で行われている業務内容

等を踏まえ判断することとなり、その上で製造業等に該当する業務を実施してい

るのであれば、工場立地法の規制対象となります。

　なお、先の質問でも回答させていただきましたとおり、水素関連施設を水力発

電施設・地熱発電施設・太陽光発電施設と同じ形で適用対象外とすべきか否

かにつきましては、工場立地が環境保全を図りつつ適正に行われるようにするとい

う工場立地法の法目的に照らし、水素関連施設が周辺の地域における⽣活環

境の保持にどのような影響を及ぼすかについて、施設の種別ごとに評価を行いつ

つ、産業構造審議会の意見も踏まえ検討すべき事項と考えております。

愛知県・常滑市共

同
34

医療情報を匿名加工

して活用する事業者の

要件緩和

⑪健康情報管理システムによるヘルスケア

（医療情報の取扱い事業者の対象を拡大す

る）

医療情報を活用するために必要な匿名加工に要

するコストを削減することで、医療情報を活用した

ビジネスの事業性確保や新たなサービス創出につ

ながり、医療費の削減や健康寿命・平均寿命の

延伸を実現する。

医療機関に責任が残らない形で医療情報（匿

名加工情報）を第三者が活用するには、国が定

める認定事業者との契約関係が必要となる（認

定事業者からデータ提供を受ける）。

そのため、現状は認定事業者を介さずに第三者

が医療情報を大量に解析することは困難である。 

一方、現行のガイドラインでは認定事業者が自ら

取得することが可能である医療情報の規模につい

て事業開始時点において年間100万件以上とす

るなど、取扱う医療情報のみに着目した事業規

模の下限を定めている。

医療分野の研究開発に資するための

匿名加工医療情報に関する法律第8

条、第28条 

医療分野の研究開発に資するための

匿名加工医療情報に関する法律施

行規則第５条 

医療分野の研究開発に資するための

匿名加工医療情報に関する法律につ

いてのガイドライン

医療情報だけでなく⽣活・行動・食事・遺伝などの情報を収

集し匿名加工の上分析し、サービスに活用しようとする事業

者について、一定の条件の下で規模の要件を緩和する。

内閣府

文部科学省

厚⽣労働省

経済産業省

医療情報の規模及び内容に関する基準は、申請者において、日本の医療分野

の研究開発に資するよう、匿名加工医療情報作成事業を適正かつ確実に行う

ことができるものと認められる旨の認定を受けるに足りる程度に、本人又はその遺

族、医療情報取扱事業者及び匿名加工医療情報取扱事業者を始めとする

国民の信頼が得られるかどうかを確認する趣旨であることから、匿名レセプト情

報・匿名特定健診等情報データベース、匿名診療等関連情報データベース等

で取り扱われていないような診療行為の実施結果（アウトカム）を含む医療情

報を自ら取得することが可能である規模について、匿名加工医療情報作成事

業開始後１年間で年間100万人以上に達し、かつ、匿名加工医療情報作成

事業開始後３年間で年間200万人以上に達することを基本としています。

　貴省のご回答では、既存制度のご説明をいただ

いているに留まっているものと承知しています。　私

どもでは、常滑市域での事業実施を検討しており

ますが、常滑市の人口が６万人以下であることを

踏まえますと、仮に住民全員のデータを収集しても

現状の規制下限には届かないというのが実情で

す。これはベンチャー企業などによるイノベーションに

とって阻害要因になると考えます。つきましては、医

療情報を匿名加工して活用する事業者の要件を

緩和し小規模な自治体を前提とした匿名個人情

報の加工を認めていただくことを強く望むものであ

り、この実現により初めて自治体単位での先進的

な医療情報サービスが実現、普及するものと考え

ております。

内閣府

文部科学省

厚⽣労働省

経済産業省

次世代医療基盤法では、多様な医療分野の研究開発ニーズに柔軟に答えるこ

とが可能な一定以上の規模で医療情報を収集し、高い情報セキュリティを確保

した上で十分な匿名加工情報を有するなど一定の基準を満たした、医療情報

の管理や利活用のための匿名加工を適正かつ確実に行うことができる事業者を

認定することとしており、匿名加工医療情報作成事業を適切かつ確実に行うこと

ができる規模及び内容については、匿名加工医療情報作成事業開始後１年

間で年間100万人以上に達し、かつ、匿名加工医療情報作成事業開始後３

年間で年間200万人以上に達することを基本としています。



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

愛知県大府市 1

・初診からのオンライン

診療（電話での診療

を含む。）

・初回からのオンライン

服薬指導（電話での

指導を含む。）

PHRを管理・運用し、医療（診療・処方）の効

率化や安全性の向上を図るとともに、地域医療

連携により、市民を支える最適な医療サービスを

提供する。

・医療へのアクセシビリティを確保し、最適な医療

を得る機会が増える。

・通院が困難な高齢者や多忙な現役世代の治

療継続につながる。

・高血圧症、糖尿病などの慢性疾患により定期

的な通院が必要な方の利便性を高め、治療継

続率の向上が図られる。

・感染症拡大など、様々な非常事態（リスク）に

対応できる。

厚⽣労働省医政局医事課、厚⽣労働省医薬・

⽣活衛⽣局総務課事務連絡「新型コロナウイル

ス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機

器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに

ついて（令和2年4月10日）」（以下、「0410

事務連絡」という。）

・医師法（昭和23年法律第201

号）第20条

・医療法（昭和23年法律第205

号）第1条の2第2項

・医薬品、医療機器等の品質、有効

性及び安全性の確保等に関する法

律（昭和35年8月10日法律第145

号）第9条の3第1項

・0410事務連絡を継続的な対応とすることで、初診からのオ

ンライン診療とともに、電話診療を行うことを可能とする。

・また、データ連携基盤によりかかりつけ医・地元の病院等か

ら患者情報が共有できる場合に限り、過去に受診歴のない

ケースであっても初診からのオンライン診療を可能とする。

厚⽣労働省

　オンライン診療については、全国的な措置として「関係学会や事業者等とも協

力し、オンライン診療の安全性・有効性に係るデータの収集や事例の実態把握

を進めるとともに、今回の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に際しての時限

的措置において明らかとなった課題や患者の利便性等を踏まえ、恒久化の内容

について、具体的なエビデンスに基づき、検討を行う。初診の取扱い等も含めた

時限的措置の恒久的な枠組みについては、2021年夏を目途に時限的措置の

実績も踏まえて、その骨格を取りまとめた上で、同年秋を目途に「オンライン診療

の適切な実施に関する指針」を改定する」（「成長戦略フォローアップ」令和３

年６月18 日閣議決定）こととしております。

　薬局におけるオンライン服薬指導については、「規制改革実施計画」（令和３

年６月18日閣議決定）や「成長戦略フォローアップ」（令和３年６月18 日

閣議決定）を踏まえ、2021（令和３）年夏を目途に医薬品医療機器等法

に基づくルールの見直しの検討を行うこととしております。

国土交通省

道路運送車両法では、すでに自動運転レベル４に対応している。具体的には、

道路運送車両法第41条の通り、システムが、運転者に代わって「認知」・「予

測」・「判断」・「操作」を行う、レベル３・４の自動運行装置を保安基準の対象

装置に追加しており、道路運送車両の保安基準第48条において、当該装置の

保安基準を規定している。

警察庁

「官民ＩＴＳ構想・ロードマップ2020」等において、2022年度頃に限定地域に

おける遠隔監視のみの無人自動運転移動サービスの実現が可能となるように政

府として目指すこととされていることを踏まえ、従来の「運転者」の存在を必ずしも

前提としない場合における交通ルールの在り方について、警察庁で検討を進めて

いるところです。

愛知県大府市 3

介護機器貸与モデル

事業（地域活性化総

合特別区域介護機器

貸与モデル事業）

新たに商品化された福祉・介護機器について、介

護保険の給付対象でないものについても、有識者

等で構成する認定機関を設置し、認定されたもの

を介護機器の貸与の対象とする。

・新製品・サービスの販路拡大とデジタルヘルスケ

ア産業の早期の産業化につがなる。

・最先端の福祉・介護機器を活用し高齢者の支

援や介護者の負担軽減が図られる。

厚⽣労働省老健局長通知の別紙「地域支援事

業実施要綱」（平成18年6月9日老発第

0606001号）（以下、「地域支援事業実施要

綱」という。）は介護機器貸与モデル事業につい

て、明確に規定していない。

・「地域支援事業実施要綱」

将来的に介護保険給付の対象となることを目指して指定地

方公共団体においてその責任でモデル事業として介護機器

の貸与事業を実施する。（岡山市総合特区「介護機器貸

与モデル事業」と同様の措置）

厚⽣労働省

市町村独自での福祉用具貸与の項目の追加については、岡山県岡山市で総

合特区で実施されている「介護機器貸与モデル事業」のように、特区の枠組みの

なかで、地域支援事業を活用して一定の要件の下、実施することが可能となっ

ています。その要件は次のとおりです。

○事業の実施により、高齢者の自立支援につなげること。

○厚⽣労働省老健局に、実績データ等の情報を提供すること。

○貸与事業の対象とする介護機器は、「厚⽣労働大⾂が定める福祉用具貸

与に係る福祉用具の種目」（平成11年厚⽣省告示第93号）に定める機器

ではなく、また、厚⽣労働省老健局が示す「介護保険制度における福祉用具の

範囲の考え方」の要件をすべて満たすこと。

○貸与事業の対象の介護機器の効果については指定自治体においてデータ等

を収集し、分析した上で厚⽣労働省老健局に報告すること。

○貸与事業に係る利用者の負担を介護保険給付の対象となる福祉用具貸与

と同じとするなど、介護保険制度の福祉用具貸与の仕組みに則って行うこと。

なお、福祉用具は、要介護者等の日常⽣活の便宜を図るための用具及び要介

護者等の機能訓練のための用具であって、利用者がその居宅において自立した

日常⽣活を営むことができるよう助けるものについて、介護保険給付の対象とし、

福祉用具貸与種目を定めているところです。介護保険給付対象としての福祉用

具貸与種目の追加・拡充にあたっては、厚⽣労働省が開催する「介護保険福

祉用具・住宅改修評価検討会」での評価検討を行う必要があります。

愛知県大府市 4

特区医薬機器薬事戦

略相談（国家戦略特

別区域法第37条の

6)の拡充

ウェルネスバレー関連機関の病院等のニーズを基

に研究・開発する革新的医療機器ついて、

PMDA職員が出張して現場で面談する「特区医

療機器戦略相談」を実施する。

・ウェルネスバレー発の革新的医療機器の開発を

促進し、医療イノベーションを強力に推進すること

ができる。

・デジタルヘルスケア産業の早期の産業化につなが

る。

国家戦略特別区域法（平成25年法律第107

号）第37条の6は、「特区医療機器戦略相談」

の対象を臨床研究中核病院と規定している。

・国家戦略特別区域法（平成25年

法律第107号）第37条の6

・平成27年11月20日厚⽣労働省

通知 薬⽣発1120第3号

革新的な医療機器をより早く開発、実用化するため、特区

医療機器薬事戦略相談の対象に厚⽣労働省所管の国立

研究開発法人を加える。

厚⽣労働省

　特区医療機器薬事戦略相談制度は、革新的かつ医療上の必要性が極めて

高い医療機器を対象としているため、このような医療機器の臨床開発が可能で

ある医療機関として、国際水準の臨床研究や医師主導治験の中心的な役割

を担う「臨床研究中核病院」に対象施設を限定しています。厚⽣労働省の所

管の国立研究開発法人も、臨床研究中核病院の指定を受ければ、本制度の

対象となります。

愛知県大府市 2
自動運転レベル（レベ

ル4）の実装化

自動運転・MaaSによる回診・送迎による訪問医

療・介護を促進する。データ連携基盤の整備によ

るオンライン診療と合わせ高齢者などが自宅で医

療・介護を受けられる体制を整備する。

・医療・介護の専門職が通院が困難な高齢者な

どが自宅を中心とした医療・介護サービスを受ける

ことができる。

道路運送車両法（昭和26年法律第185号）

第41条第1項

道路運送車両法（昭和26年法律

第185号）第41条第1項

道路運送車両法の保安基準に自動運転レベル（レベル

4）の基準を加える。



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

愛知県幸田町 2

都市公園内に宿泊施

設整備を解禁する規

制緩和

防災公園内にコンテナ式応急仮設住宅建設
平時においてはワ―ケーション等施設利用、発災

時においては避難施設

都市公園内において宿泊施設整備を制限してい

る

都市公園法

第6条

都市公園法施行令

第8条第4項

都市公園法施行令

第8条第4項（宿泊施設の制限）除外にする特例
国土交通省

　提案内容にある「応急仮設住宅」が、災害が発⽣し、又は発⽣するおそれがあ

る場合に応急的救助を行うために必要な施設等である場合は、都市公園法第

７条第１項第５号の「非常災害に際し災害にかかつた者を収容するため設けら

れる仮設工作物」として、公園管理者の許可を受けて設置することが可能です。

　宿泊施設については、都市公園法第２条第２項及び都市公園法施行令第

５条第６項の規定により都市公園に設置することが可能となっていますが、都

市公園法施行令第８条第４項では「都市公園の効用を全うするために特に必

要があると認められる場合のほかこれを設けてはならない。」とされており、これは、

都市公園の効用に関係なく、もっぱら営利目的で運営される恐れがあることか

ら、その設置について特に慎重を期すため設けられたものです。

　提案内容にある「平時はワーケーション施設、災害時には避難施設」となる施

設が都市公園内に設置することが可能な宿泊施設に該当し得るかは、公園管

理者が判断することとなります。

エリア限定の防災型スーパーシティでは、平常時に

おいても仮設工作物コンテナハウスを設置してワー

ケーション等を行いながら防災意識の向上を高め

るものである。公園管理者が許可をする上でも事

前避難住宅として設置する規定が必要である。な

お、防災産業として地方創⽣するものであり、パー

クPFI同様に営利目的での設置許可の規定も必

要である。特に応急仮設住宅の場合、土地に定

着した建築物として扱われるため発災時には特例

があるが、平常時には認められない状況にある。こ

のような都市公園の防災機能の向上に資するよう

な施設について、公園施設として認められることを

明確化していただきたい。

国土交通省

災害時に限らず、平時も宿泊可能な施設については、都市公園法第２条第２

項及び都市公園法施行令第５条第６項に定める宿泊施設に該当すれば、営

利目的の宿泊施設であっても、都市公園の効用を全うするものである限り都市

公園に設置することが可能です。これにより、「平時におけるワーケーション施設」

及び「発災時における避難施設」のどちらについても、最終的には公園管理者の

判断によるものの、制度上設置が可能と考えられます。

愛知県幸田町 1 土地利用の規制緩和 耕作放棄地におけるアジャイル型の市街地整備
防災モールを中心とする防災・減災・免災スー

パーシティの実現

都市計画法による市街地形成の規制

農業振興地域による除外制限

都市計画法

（第7条・第18条の２・第19条3項・

第34条10項）

農振興整備法

（第１３条）

農地法

（第５条）

人口密度論を前提とする土地利用基準についての特例

大規模耕作放棄地に対する特例

農地法適用除外

国土交通省

都市計画は、都市計画法第2条において、「都市計画は、農林漁業との健全

な調和を図りつつ、（中略）定めるものとする。」とされています。

区域区分については、都市計画法第13条第１項第２号より、「区域区分は、

当該都市の発展の動向、当該都市計画区域における人口及び産業の将来の

見通し等を勘案して、（中略）定めること」とされ、都市計画運用指針において

も、「市街化区域の設定は、（中略）人口を最も重要な市街地規模の算定

根拠としつつ、これに世帯数や産業活動の将来の見通しを加え、市街地として

必要と見込まれる面積をそのまま即地的に割り付ける方式（いわゆる人口フ

レーム方式）を基本とすべきである。」としており、地域の実情に即しつつ適正な

将来人口密度を想定して設定することが望ましいとしています。なお、同指針に

おいては「都市計画区域の人口及び産業の将来の見通し、市街地における土

地利用の現状及び将来の見通し等を総合的に勘案して、都市的土地利用へ

の転換の適否を明らかにする方法が可能であれば、試行的に検討していくことも

考えられる。」と人口フレーム方式以外の方法による市街化区域の設定も想定

されております。いずれに致しましても、区域区分の都市計画決定権者である愛

知県により適切に判断することとなっております。

なお、市街化調整区域における開発行為の場合、当該区域が市街化を抑制

すべき区域であることから、原則として都市計画法第34条各号に規定する立地

基準のいずれかに該当する場合に認められています。

このうち、同条第10号につきましては、市街化調整区域において地区計画を定

めた場合には、その内容に適合する開発行為は許可が可能とされているところで

あり、すでに貴町においても市街化調整区域における地区計画が複数定められ

ているものと承知しています。また、開発許可事務は地方公共団体の自治事務

であり、同号を含む基準に該当するか否かの判断は、開発許可権者において、

具体の計画を踏まえて個別具体に判断することとなります。

都市計画法第34条に規定する市街化調整区

域内での開発における同条第10号の地区計画

制度の活用は区域面積が20㏊を超えることはで

きないこととされているが、本事業は、40ha規模で

あるため、この土地計画制度を活用できない。ま

た、市街化区域編入は、愛知県の権限である

が、愛知県からは都市計画運用指針を踏まえ、

人口フレームに基づき市街化区域編入を検討す

べきことと主張されている。したがって、人口フレー

ムによらないものも認められることを改めて通知等

で明確化していただきたい。

国土交通省

市街化調整区域における地区計画の策定について法令により１区域当たりの

面積の上限値は設けておりません。また、都市計画運用指針では都市計画法

第12条の５第１項第２号イの例示として「市街化調整区域における、20ha

以上の一団の開発行為であって、市街化区域における市街化の状況等からみ

て当該都市計画区域における計画的な市街化を図る上で支障がなく、かつ、計

画の内容、地権者の合意等の状況から判断して確実に実施されると見込まれる

ものに関する事業」を挙げているところであり、１区域当たりの面積が20haを超

えることも想定しているところです。

市街化区域の設定については、前回回答のとおり、都市計画運用指針におい

て、人口フレーム方式を基本とすべきとした上で、「都市計画区域の人口及び産

業の将来の見通し、市街地における土地利用の現状及び将来の見通し等を総

合的に勘案して、都市的土地利用への転換の適否を明らかにする方法が可能

であれば、試行的に検討していくことも考えられる。」と人口フレーム方式以外の

方法による市街化区域の設定も想定されることを既に周知しているところです。

農林水産省

ご提案の防災モールを中心とする防災・減災・免災スーパーシティといった新たな

市街地を形成することについては、都市的土地利用の拡散を防止し、まとまりの

ある良好な市街地の形成を図る観点から、都市計画法に基づく市街化区域へ

の編入等により、計画的な土地利用によるまちづくりを進めることが最も適当と考

えます。

一方、農地は農業⽣産の基盤であり、適切に確保していく必要があることから、

農業振興地域制度により農用地区域からの除外に当たっては、一定の要件に

適合すべきこと等としています。

しかしながら、国土が狭小な我が国においては合理的な土地利用も必要である

ことから、地域再⽣法に基づく地域再⽣土地利用計画の作成による特例措

置、農村地域への産業導入の促進等に関する法律、地域経済牽引事業の促

進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律において、市町村の具体的

な計画を基に農業上の土地利用との調整が調った土地については、農用地区

域からの除外及び農地転用許可が可能としており、ご提案の施設については、こ

れらの仕組みにより設置が可能となるものと考えられます。

※　農用地区域からの除外及び農地転用の可否については、具体的な事業計

画等に即して判断することとなります。

大規模耕作放棄地に対する特例のご提案につきましては、既に山林原野化し、

非農地判断された土地については、農地法の適用を受けないこととなりますが、

令和３年４月に非農地判断の徹底に関する通知を発出し、再⽣利用が困難

な農地に係る非農地判断手続の迅速化を周知徹底するとともに、農業委員会

から非農地通知を受けた市町村長が職権で一括して法務局へ地目変更の申

出を行う事例について周知したところです。また、当該土地の農用地区域からの

除外については、令和３年３月に農業振興地域制度に関するガイドラインを見

直し、当該土地を農用地等以外の用途に供する目的で農用地区域から除外

する場合の除外の要件の判断に当たっては、当該土地が農地に該当しないと判

断されていることに鑑み、効率的かつ迅速に行うこととしています。

本計画地内には、昭和50年代に農業投資され

た一団の農地が10㏊以上あり、多くが耕作放棄

地となっているものの優良農地として扱われるため

農振除外５要件に合致できない。農地転用につ

いては、非農地判断手続き迅速化及び３つの特

例（地域再⽣土地利用計画特例、農村地域

産業導入促進特例、地域経済牽引事業促進

特例）について、すでに緩和措置もなされている

ものの、今般の構想は、中山間地域の振興や産

業振興とは一線を画し、防災・防疫の面から、ス

ピード感をもって対応する必要があることから、特

例の適用がそぐわないと思われる。よって本計画に

基づく防災型のスーパーシティ特区内の農地につ

いて、特例的に農地転用が認められることとしてい

ただきたい。

農林水産省

御提案の構想においては防災・防疫の面でスピード感を持って対応する必要が

あることから、非農地判断手続きや地域再⽣法等特例の適用がそぐわないとの

ことですが、まちづくりを進めるため農用地区域から除外し開発するのであれば、

農業上の土地利用との調整を図った上で、都市計画法に基づく市街化区域へ

の編入等により計画的にまちづくりを進めることが適当であると考えます。

なお、過去に農業公共投資が行われた一団の農地であっても、具体的な転用

目的があり、農振法第13条第２項の要件に適合している場合は、農用地区

域からの除外は可能となっているところです。

農地転用についても、前回回答で例示しました各種特例は、必ずしも中山間地

域の振興や産業振興を目的としたものに限られているわけではなく、また、農地

法上も公益性が高い施設である場合や地域農業の振興に資する施設などにつ

いては優良農地であっても転用が可能となっていることから、これらの仕組みを活

用できる余地は十分にあると考えます。

また、非農地判断の迅速化についても、利用状況調査実施後、再⽣利用が困

難と判断された場合は、直ちに非農地として農地台帳から除外するものとしてお

り、こうした非農地として判断された土地を活用することでも、未利用地の有効

活用と御提案の施設の用地を迅速に確保できる可能性があると考えます。



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

警察庁

　道路を歩道と車道に区別する主な目的は、歩行者の通行の安全を確保する

ことにあり、また、歩道等と車道の区別のない道路においては、歩行者は、原則と

して道路の右側端に寄って通行しなければならないと道路交通法に規定されて

いるところ、これは、歩行者と車両が向かい合って通行する「対面交通」が、安全

度の高い交通方法と判断されたことによるものです。

　御提案の「歩車混合」や「ラストワンマイルゆっくり自動走行」の内容が定かでは

ありせんが、自動車の速度を抑制する措置が講じられ、歩行者・自転車・自動

車の通行空間が同一平面上にある歩車共存道路については現行法上も認めら

れているものと承知しています。他方、更に進んで、歩行者が道路空間全体を

自由に通行でき、かつ、一般の車両も当該空間に進入できるようにすることにつ

いては、歩行者の通行の安全の確保の観点から、慎重な検討を要するものと考

えます。　

　なお、新たなモビリティを含む多様な交通主体全てにとっての新たな交通ルール

の在り方について、当庁が開催する「多様な交通主体の交通ルール等の在り方

に関する有識者検討会」において検討を行っているところです。（令和３年７月

時点）

　以上の回答に関し、本提案に係る記載内容のみでは定かではない部分もある

ため、具体的な運用方法等を明らかにして個別に警察庁に御相談ください。

国土交通省

【貨客混載規制】について

　貨物自動車運送事業法では、輸送の安全性確保や荷主保護等の観点か

ら、運送事業者が

・貨物運送に適した車両の確保

・貨物自動車運送事業に係る運行管理者の配置

・貨物運送に適用される損害保険への加入

など、貨物自動車運送事業に適した体制の整備を許可の大前提としているとこ

ろ。

　このような前提から、輸送の安全性確保や荷主保護等の観点から懸念があ

り、旅客自動車運送事業者による貨客混載については、少⼦高齢化や人口減

少が進み、地域の物流事業者のみでは物流網の維持が困難な過疎地域にお

いてのみ例外的に認めているところ、制度の趣旨に鑑み、地域の物流網維持の

観点から特段の支障が⽣じていない状況において対応することは困難である。

貨客混載規制については、少⼦高齢化や人口

減少が進み、地域の物流事業者のみでは物流網

の維持が困難な過疎地域においてのみ例外的に

認められているところであるが、エリア限定の防災

型スーパーシティにおいては、「人・もの・情報の移

動円滑化」が平常時と発災時にも滞りなく実施で

きる「デュアルモード」のまちづくりとすることが必要で

あり、防災物資と人名救助という観点においても

区分けすることなく移動できるモビリティとして構築

するものである。以上のことから防災型スーパーシ

ティの特例として例外規定を適用したい。

国土交通省

災害のため緊急を要する場合には、道路運送法第78条第１号に基づき、旅

客車両や自家用車を有償で貨物運送の用に供することが可能である。

また、一般的には、旅客運送に付随する運送として整理でき、貨物自動車運送

事業として独立した運送行為と認められない場合には、貨物自動車運送事業

法の許可が不要となる。

ついては、貴市の提案する事業が貨物自動車運送事業法の規制に抵触するか

否かは、個別の運送形態を踏まえて実質的に判断する必要があるところ、頂い

た情報のみでは判断できなかったため、個別にご相談いただきたい。

愛知県幸田町 4

住宅建築にあたっての

建蔽率および室内空

気環境の規制緩和

電動車が住宅の一室として組み込まれた住宅の

開発

快適な居住空間の柔軟な移動による地域経済

の活性化

容積率の規制

建蔽率の規制

換気のための開口部設定の規制

建築基準法

（第５２条）

（題５３条）

（第２８条）

ＥＶ等の環境車両を住宅の一室とみなした場合の特例

（排ガスがなく、駐車場スペースを必要としないため）
国土交通省

規模（床面積、高さ、階数等）、形態、設置状況（給排水、ガス・電気の供

給又は冷暖房設備、電話等の設置が固定された配管・配線によるものかどう

か、移動の支障となる階段、ポーチ、ベランダ等が設けられているかどうかなど）等

から判断して、電動車が随時かつ任意に移動出来る場合、建築物に該当しな

いと考えられます。

電動車においては、モバイル空間として建築物に

該当しないが、平常時には居住空間として固定す

ることを想定しているため建築物になる可能性があ

る。トレーラハウスにおいては、「車輌を利用した工

作物」として、給排水・電気・ガス・電話・冷暖房

等の設備配管が工具を使用しないで取り外すこと

ができない場合等は建築物となっている。一方、

取り外しができる場合には建築物とはならず車輌

としての道路運送車両法でいう保安基準の範囲

内であれば車検付きトレーラとなる。その場合には

車両として格納することとなり、車庫としての内装

制限等基準の明確化が必要となる。このように平

常時には居住空間として固定し、災害時には分

離して車両となる場合の取り扱いを明確にする必

要がある。

また、平常時には随時かつ任意に移動することに

支障のある階段・ポーチ・ベランダ等があり建築物

として扱うことが想定され、その場合には固定資産

税が課税されることとなることから、平常時と災害

時の取り扱いを明確化する必要がある。

国土交通省

総務省

　前回回答のとおり、規模、形態、設置状況等から判断して、電動車が随時か

つ任意に移動出来る場合、建築物に該当しないと考えられます。

　　固定資産税の課税客体となる家屋については、不動産登記法における建物

とその意義を同じくするものであることから、不動産登記規則における外気分断

性、土地定着性及び用途性の３要件のいずれかを満たさない場合には、家屋

に該当することはなく課税対象とならないものと考えられます。なお、課税客体た

る家屋に該当するか否かは、賦課期日現在の状況によって判定されるものです。

愛知県幸田町 5

改造車両による自動

運転への許認可申請

簡素化

改造車両による自動運転
改造車両による自動運転の実施が容易化し、社

会全体の自動運転拡大

市販の車両を改造をして遠隔型自動運転（レベ

ル２）以上の自動運転実証実験に際し、車両

毎に実証実験の許認可を受ける必要がある

道路運送車両保安基準第55条 改造車両による自動運転への許認可申請簡素化 国土交通省

道路運送車両の保安基準第55条に基づく自動運転に関する保安基準の緩

和について、緩和手続きを担当する地方運輸局等に、同じシステム等を搭載

し、使用方法も同じであると想定される車両の場合は当該部分の再度の審査を

省略するなど、審査手続きの合理化について、周知・徹底済みである。

自動運転のための改造車両の構造がこれまで認

可をうけた車両と同様の場合は許認可申請手続

きが簡素化さているものの、許認可申請手続きに

ついてはさならる効率化が求められる。具体的に

は、エリア限定として自動運転車両はナンバープ

レート無し、あるいは、専用のナンバープレートを付

す等の簡略化を認めて頂きたい。

国土交通省

ご指摘の「ナンバープレート無し」の趣旨が、安全基準に適合しない自動車を何

ら代替の安全措置をとること無く自由に走行させたいと言うことであれば、車内の

乗員や周辺の歩行者等を⽣命の危険にさらすこととなり、容認できない。

一方で、ご認識の基準緩和認定制度により、代替の安全措置を条件に基準緩

和を行うことで、公道走行は可能である。本基準緩和手続きについては、当初

の回答の通り審査の簡略化を図っており、今後とも、ご要望や実態等を踏まえて

合理化を検討していく。

愛知県幸田町 6
遠隔監視者・乗務員

の免許制度の確立

自動運転車両を使用した、事業者による有償運

行サービス

自動運転車両を使用した、事業者による有償運

行サービスの実現と拡大

事業者の有償運行は、運転者２種免許が必要

となる
道路交通法第85条

レベル４の場合（運転、運転責任はシステムが負う）運転

者とはならない遠隔監視者（認知・判断者）や乗務員

（車室内サービス）の２種免許不要とする。

また、遠隔監視だけでなく、見守りサービスやコールセンター

サービスにも2種免許不要とする

警察庁

　　「官民ＩＴＳ構想・ロードマップ2020」等において、2022年度頃に限定地

域における遠隔監視のみの無人自動運転移動サービスの実現が可能となるよう

に政府として目指すこととされていることを踏まえ、従来の「運転者」の存在を必ず

しも前提としない場合における交通ルールの在り方について、警察庁で検討を進

めているところです。

官民ITS構想・ロードマップ2020には、レベル４か

らレベル５に向けた道筋が示され、一部地域で

は、遠隔監視の下で自動走行する無人自動運

転移動サービスが実証されているものの、遠隔監

視の下で安全な自動走行・無人自動運転を実

装するには、実際の走行環境における天候や交

通量の多寡等を最新技術によりセンシングしなが

ら、かつ、効率的な運用体制を確保するうえで、

乗務員や遠隔管理者の条件を緩和する必要が

ある。今後、高齢者等地域の移動手段の安心・

安全および効率的運用の両立から、完全自動運

転導入下においても、ある程度の管理監督者の

関与が求められるため免許保有者の制限を軽減

する特例を認めて頂きたい。

警察庁

　従来の「運転者」の存在を必ずしも前提としない場合における交通ルールの在

り方について、運転免許の必要性を含めて、警察庁で検討を進めているところで

す。

愛知県幸田町 7

バス停付近へのオンデ

マンド交通車両等の

駐停車許可

オンデマンド交通車両等による、バス停付近を活

用したモビリティサービス

既存バス停を活用した、効率的なオンデマンド交

通などの実現、拡大

バス、路面電車の停留所の標識板から10メート

ル以内部分への駐停車禁止
道路交通法第44条 オンデマンド交通サービス等での既存バス停利用許可 警察庁

　道路交通法第44条第２項第２号の規定により、道路運送法第３条第１

号に規定する一般旅客自動車運送事業の用に供する自動車（同号イに規定

する一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車にあつては同法第５

条第１項第３号に規定する路線定期運行の用に供するものを除く。）又は同

法第78条第２号に規定する自家用有償旅客運送の用に供する自動車が、

乗合自動車等の停留所において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行

時間を調整するため駐車するときは、一定の条件下で、道路交通法第44条第

１項に規定する停車及び駐車を禁止する場所の規制から除外されています。

　以上の回答に関し、本提案に係る記載内容のみでは定かではない部分もある

ため、「オンデマンド交通サービス等」の該当する道路運送法上の事業等の種類

等を具体的に明らかにして個別に警察庁に御相談ください。

道路交通法

（第10条・第18条）等

既存集落内における既存道路の構造維持による特例

ひと・もの・情報の積載特例
愛知県幸田町 3 自動走行の規制緩和

既存集落内における歩車混合での自動走行によ

るモビリティ形成

ラストワンマイルゆっくり自動走行によるまちまるごと

バリアフリーの実現

道路構造令による道路構造基準規制

車両制限令による道路交通及び貨客混載規制



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

愛知県幸田町 8

キャッシュレス決済を利

用しない乗客の乗車を

拒絶できる特例

キャッシュレス決済専用のオンデマンド自動運転モ

ビリティサービス

キャッシュレス決済の促進

オンデマンド自動運転車両等における支払いを

キャッシュレスに限定することによる、釣り銭用意等

のコスト減

一般旅客自動車運送事業者は、正当な理由が

ある場合を除き、運送の引受を拒絶してはならな

い

道路運送法第13条運送引受義務
住民同意を前提とする、キャッシュレス決済非利用者の乗車

拒否を可能とする特例
国土交通省

無人自動運転移動サービスにおける完全キャッシュレスの取扱いについて、令和

3年4月に通達において明確化したところであり、現金利用者への配慮を十分に

行った上で、完全キャッシュレスによる自動運転サービスを行うことは可能である

（道路運送法13条に基づく運送引受義務との関係についても整理済み）。

愛知県幸田町 9
オンライン医療・健康

相談の規制緩和

オンラインでの医療・健康相談を通じた受診勧奨

およびOTCの推奨

病院や薬局まで足を運べない住民の健康増進・

QOLの実現

経済上の利益の提供による誘引の禁止

（症状に応じて、特定の医療機関への受診勧奨

を実施することはできない）

保険医療機関及び

保険医療養担当規則（第２条の４

の２）

（昭和32年厚⽣省令第15号）

症状に応じた医療機関を紹介

（患者紹介の対価に経済上の利益の提供を得ず）特定の

医療機関への誘導を可能にし、早期発見早期治療を可能

とする）

厚⽣労働省

保険医療機関以外の者が患者に対し、対価を得ずに特定の医療機関を紹介

することは、保険医療機関及び保険医療養担当規則第２条の４の２違反に

は該当せず、

保険医療機関についても、対価を得ずに患者に対して特定の医療機関を紹介

することは同条違反に該当しない。

愛知県幸田町 10
オンライン服薬指導の

規制緩和

病院受診後のオンライン服薬指導の実施

施設在宅におけるオンライン服薬指導の実施

対象疾患適用拡大

病院や薬局まで足を運べない住民の健康増進・

QOLの実現

処方医等がオンライン診療を行った際に交付した

処方箋にのみ限定

複数の患者が居住する介護施設等へのオンライ

ン服薬指導の禁止

オンライン服薬指導の対象疾患が限定的

改正薬機法

（第９条の３第１項及び

  改正薬機則第15条の13第２項)

通常の診療を行った際に交付した処方箋でもオンライン服薬

指導の実施

サービス高齢者住宅へオンライン在宅服薬指導実施

コロナ禍における0410特別措置期間中に利用が拡大され

ていった疾患への適応拡大

厚⽣労働省

　薬局におけるオンライン服薬指導については、規制改革実施計画（令和３年

６月18 日閣議決定）を踏まえ、オンライン診療又は訪問診療を受診した場

合に限定せず実施可能とする予定です。

愛知県幸田町 11

配電事業者によるマイ

クログリッドの運営につ

いて

・電気事業法で定められている一般送配電事業

者および特定送配電事業者に加え、マイクログリッ

ドを運営できる新たな配電事業者について法令に

定める必要あり（エネ庁にて継続議論中）

・配電事業について、一般送配電事業者等に依

存しない、より独立性の高い系統運転が可能とな

り、地産地消による、省エネ・省CO2や、災害時

の電力早期復旧に繋げることが可能。

・一般・特定送配電事業者が所有する配電系統

について、第三者が運営できる制度が無い（電

気事業法上に記載がない）。

電気事業法（引継計画の承認等）

第27条の12

配電事業ライセンス制の導入と、配電系統の運営に係る運

用面および制度設計面での議論が必要である（エネ庁にて

継続議論中）。

経済産業省

令和２年６月に電気事業法を改正し、新たに配電事業を位置づけました。

（令和４年４月１日施行）

（参考：持続可能な電力システム構築小委員会　第二次中間取りまとめ

P22以降）

https://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy

_subcommittee/system_kouchiku/pdf/t62022100902.pdf

愛知県幸田町 12

一般送配電事業者又

はその特定関係事業

者による配電事業の

兼業規制緩和

・一般送配電事業者又はその特定関係事業者

による、配電事業の兼業（小売事業・発電事

業）を可能とする

・一般送配電事業者又はその特定関係事業者

が営む配電事業において、託送事業・小売事業・

発電事業を一体的に運営をすることで、効率的

な運営を実現可能。

・一般送配電事業者は小売電気事業・発電事

業を営んではならない。

電気事業法（兼業の制限等）第

22条の2

・一般送配電事業者又はその特定関係事業者が営む配電

事業において、託送事業・小売事業・発電事業を一体的に

運営をすることを可能とする措置。

経済産業省

令和２年６月に電気事業法を改正し、新たに配電事業を位置づけました（令

和４年４月１日施行）。配電事業者の兼業規制の適用除外基準として、

「配電事業者及び配電事業者のグループ会社たる配電事業者の配電事業に

係る供給区域における需要家軒数の合計が、５万軒を超えないことを原則とす

る。」こと等を法令で整備しました。

（参考：持続可能な電力システム構築小委員会　第二次中間取りまとめ

P37）

https://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy

_subcommittee/system_kouchiku/pdf/t62022100902.pdf

警察庁

　緊急工事等、緊急を要し、あらかじめ書面により協議又は申請を行ういとまが

ないような場合にあっては、口頭（電話を含む。）により道路使用許可の申請

を行い、事後に申請書を提出することも可能と解されます。

　以上の回答に関し、御提案に係る記載内容のみでは定かではない部分もある

ため、道路使用の内容等を具体的に明らかにして個別に警察庁に御相談くださ

い。

大規模災害が発⽣した際、被害を受けた占用物

件の復旧にかかる取扱いの通知を発出することで

届出の簡略化を可能とされており、今後も同様の

対応をされる予定とのことであるが、防災型スー

パーシティでは「事前復興」をキーワードとしており、

いつ発⽣するかわからない災害に対し可能な限り

の事前準備を行うことで、被災時の被害の最小

限化と復旧の最速化を目指すものである。被災

時の届出簡略化の基準を明確にし、被災後すぐ

に、簡略化された届出のもと復旧活動を開始でき

る仕組みの構築を提案する。

警察庁

　占用工事の手続きにおける届出は、これを行うことが原則であり、災害時に届

出の簡略化を可能とする通知を発出する際には、発災の度に、災害の態様、被

災状況、届出簡略化の必要性等を勘案して個別に判断しているところ。

　そのため、届出簡略化の基準を設けようとすると定性的なものにならざるを得

ず、道路管理者によって適用の判断が分かれるおそれがあることから、届出簡略

化については、発災の都度、関係道路管理者に対して一律に通知することが迅

速な対応に資すると考える。

　いずれにせよ、これまでにも、このような通知は発災直後に発出されており、速や

かな占用物件の復旧に支障は⽣じていないものと認識している。

　なお、道路使用許可の申請については、現状においても、緊急工事等、緊急

を要し、あらかじめ書面により協議又は申請を行ういとまがないような場合にあっ

ては、口頭（電話を含む。）により当該申請を行うことで、復旧活動を開始する

ことができ、事後に申請書を提出することも可能と解される。

国土交通省

（災害時の道路占用許可の緩和）

東日本大震災や令和２年７月豪雨の際には、被害を受けた占用物件の復旧

にかかる取扱いの通知を発出し、届出の簡略化を可能としているところ。

今後、大きな災害が発⽣した際にも同様の対応とする予定のため対応可能。

大規模災害が発⽣した際、被害を受けた占用物

件の復旧にかかる取扱いの通知を発出することで

届出の簡略化を可能とされており、今後も同様の

対応をされる予定とのことであるが、防災型スー

パーシティでは「事前復興」をキーワードとしており、

いつ発⽣するかわからない災害に対し可能な限り

の事前準備を行うことで、被災時の被害の最小

限化と復旧の最速化を目指すものである。被災

時の届出簡略化の基準を明確にし、被災後すぐ

に、簡略化された届出のもと復旧活動を開始でき

る仕組みの構築を提案する。

国土交通省

　占用工事の手続きにおける届出は、これを行うことが原則であり、災害時に届

出の簡略化を可能とする通知を発出する際には、発災の度に、災害の態様、被

災状況、届出簡略化の必要性等を勘案して個別に判断しているところ。

　そのため、届出簡略化の基準を設けようとすると定性的なものにならざるを得

ず、道路管理者によって適用の判断が分かれるおそれがあることから、届出簡略

化については、発災の都度、関係道路管理者に対して一律に通知することが迅

速な対応に資すると考える。

　いずれにせよ、これまでにも、このような通知は発災直後に発出されており、速や

かな占用物件の復旧に支障は⽣じていないものと認識している。

愛知県幸田町 13
災害時の道路占用許

可の緩和

地震災害等、被害が面的に発⽣する場合は、ガ

ス管の復旧工事のための道路占用許可申請を

事後申請とする。また、一定の基準を満たした仮

設工法や仮復旧材料の使用を認める。

大規模災害時にガス管の入替工事が必要となっ

た場合、早期に復旧（工事着手、ガス供給再

開、道路開放等）が可能。

道路法や道路交通法に従う。

道路法第32条、第36条の1、第40

条

施行令第15条　等

道路交通法第77条　
緩和いただくための具体的事項を予め定める。



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

　緊急を要する事態が発⽣する前に、あらかじめ、所轄警察署長に対し、緊急

時における道路使用許可に係る相談をすることも可能であるところ、こうした事前

相談により、現に緊急事態が発⽣した場合における口頭での申請に係る情報伝

達の不確実性等を低減させることや、道路使用許可を要しないドローンの離発

着場所、運用方法等について検討することは可能であると考えます。

航空法第132条、第132条の2

道路交通法第77条

民法第207条　等

ガス事業の用に供する場合のドローンの使用許可手続きの

簡素化や災害時には手続きを不要とする。

内閣官房

警察庁

国土交通省

法務省

経済産業省

【ガス事業法について】

　本提案は、ガスの供給継続性を高めることや、大規模地震時の建物やガス設

備の被害状況を早期に把握し、効率的かつ迅速な復旧作業を可能とすること

等を目的としたものと理解しますが、ガス事業法上、当該地域及び目的でドロー

ンを飛行させる際に手続きを求める規定はありません。

【航空法について】

　レベル４飛行については、第三者上空を飛行することとなるため、特に高度な

機体の安全性等を求めることが重要と認識しており、今般の法改正により機体

の安全性を認証する制度と操縦者の技能を証明する制度等を創設することでレ

ベル４飛行の実現が可能となり、公布の日から１年６ヶ月以内に第三者の定

義を含めて詳細な基準等を検討した上で施行されます。

　また、一定の空域かつ一定の飛行方法で技能証明を受けた操縦者が認証を

受けた機体を飛行させる場合には、許可・承認の手続きを原則不要にするな

ど、規制を合理化し、利用者利便の向上を図ることとしています。　

　

　現在においても、オンライン申請の活用や必要書類において一部簡略化できる

ようしており手続きの簡素化を行っております。また、航空法の第132条の３に基

づいて災害時は、自治体等の要請においてドローンを飛行させることは可能で

す。

https://www.mlit.go.jp/common/001364116.pdf

【民法について】

　民法においては、「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下

に及ぶ。」（第２０７条）と規定されているが、その所有権が及ぶ土地上の空

間の範囲は、一般に、当該土地を所有する者の「利益の存する限度」とされてお

り、第三者の土地の上空において無人航空機を飛行させるに当たって、常に土

地所有者の同意を得る必要がある訳ではないものと解されます。その上で、ガス

事業の用に供する場合のドローンの活用等について、更なる措置を要するかにつ

いては、慎重に検討する必要があります。

詳細については、下記資料を参照下さい。

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kogatamujinki/kanminkyougi

_dai16/betten4.pdf

【道路交通法について】

　道路の上空においてドローンを単に飛行させるという行為については、当該行為

のみをもって、道路における危険を⽣じさせ、又は交通の妨害となるとはいえない

ことから、原則として、道路使用許可を要しません。

  他方、道路において、ドローンの離発着、操縦及びこれらに付随する作業を行

おうとしたり、ドローンの飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入らない

ように注意喚起するための補助者の配置、ドローンの飛行を周知するための立看

板等の工作物の設置等を行おうとしたりする場合であって、当該行為が、道路に

おける危険を⽣じさせ、又は交通の妨害となるおそれのあるときのほか、ドローンを

利用して、道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような撮影等を行

おうとする場合については、道路使用許可が必要となることがあります。

　なお、　緊急工事等、緊急を要し、あらかじめ書面により協議又は申請を行う

いとまがないような場合にあっては、口頭（電話を含む。）により道路使用許可

の申請を行い、事後に申請書を提出することも可能と解されます。

　以上の回答に関し、御提案に係る記載内容のみでは定かではない部分もある

ため、ドローンの飛行形態、道路使用の内容等を具体的に明らかにして個別に

警察庁に御相談ください。

「緊急工事等、緊急を要し、あらかじめ書面により

協議又は申請を行ういとまがないような場合にあっ

ては、口頭により道路使用許可の申請を行い、事

後に申請書を提出することも可能と解さる。」とさ

れているものの口頭での情報伝達に不確実性や

事後検証に懸念がないと言えない。事前に町内

数拠点を定めて緊急時（別に定義）当該地点

からの離発着については許可する内容のルールを

防災スーパーシティ特区でお認め頂きたい。また、

機体認証、操縦ライセンス等の新たな制度導入

をはじめ、随時行われている手続きの簡素化につ

いて都度確認し、オンライン許可申請サービス

「DIPS」を活用のうえ、効率的に飛行許可承認

手続を行っていく。

警察庁愛知県幸田町 14

点検時・災害時のド

ローンの使用（手続き

の簡素化等）

要員が現地調査している道路上のパトロール（ガ

ス管近傍の未照会工事の発見）や、地震時の

建物・ガス設備の被害状況確認をドローンにて遠

隔で実施。

・広範囲を短時間かつ継続的に確認することが可

能となり、未照会工事によるトラブル（ガス管損

傷等）を防止。ガスの供給継続性を高める。

・大規模地震時の建物・ガス設備の被害状況を

早期に把握し、効率的かつ迅速な復旧作業が可

能。

・ドローンを使用する際には事前に許可が必要。

・民地上空の場合には所有者の許可が必要。



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

三重県多気町等

６町共同
1

【医療ヘルスケア分野】

オンライン健康相談・

診療・服薬指導アプリ

ケーション

VISON内におけるオンライン診療クリニックや、移

動式遠隔診療車両による地域住民へのオンライ

ン診療。（地域住民への適正な診察機会の提

供）

今後、高齢化等に伴う、医療アクセス不良者に

対して、大幅な負担軽減と重篤化予防策に大き

な効果が見込める。

医療は病院、診療所等の医療提供施設又は患

者の居宅等で提供されなければならず、これはオ

ンライン診療においても同様とされている（右記

「オンライン診療の適切な実施に関する指針」）。

しかし、医師が同乗しない診療用車両について、

医療提供施設又は居宅等に該当するか、法解

釈上明確ではなく、自宅にオンライン診療のための

設備がない場合、代替手段として医師が同乗し

ない診療用車両を派遣して、医師と診療用車両

をオンライン接続する形での診療が許容されない

可能性があると考える。

※現在、新型コロナウィルス感染拡大に伴い、初

診時のオンライン診療要件が緩和されているが、

時限的な措置である。

医療法1条の2第2項、「オンライン診

療の適切な実施に関する指針」及び

「『巡回診療の医療法上の取り扱いに

ついて』及び『医療機関外の場所で行

う健康診断の取扱いについて』の改正

について」（平成24年10月1日医政

発1001第7号）

左記のような、医療機関と医師が同乗しない診療用車両を

接続したオンライン診療（健診を除く）は、現行法規制下

で実現できるか明確ではない。したがって、診療用車両や地

域の公民館等と接続したオンライン診療を可能にするよう明

確にする規制緩和が必要。

ただし、診療用車両にこだわらず、設備のない家庭に対し

て、オンライン診療を可能とする設備を配送・レンタルする方

法により代替の可能性などは並行して検討を進める。

厚⽣労働省

御提案のような診療用車両においてオンライン診療を実施することについては、診

療用車両が医療法上の「療養⽣活を営むことができる場所」に当たるかどうかに

よることとなります。

この点、「療養⽣活を営むことができる場所」に当たるかどうかについては、患者や

その家族等の状態や利便性等を勘案し、個別具体的に判断されるものです。

オンライン対応が難しい高齢者などを対象として、

ワゴン型多目的車両を活用した、移動式のオンラ

イン健康指導及び診療の実証実験を今年度開

始します。本実証実験において、有効性や事業

性を確認し、本運用を検討していくなかで、本取り

組みが、ご回答いただいた、『患者やその家族等の

状態や利便性等を勘案し「療養⽣活を営むこと

ができる場所」に当たるかどうかを個別判断』では

定常的な事業運営は難しいと考え、例えば、事

前説明の上、多目的車両に乗車することを持って

本人合意とする等、条件面や運用面でのルール

策定をお願いします。

厚⽣労働省

「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」（昭和37年６月20日医発第

554号厚⽣省医務局長通知）において、巡回診療によらなければ住民の医療

の確保、健康診断の実施等が困難であると認められる場合には、診療を行うこと

ができる構造となっている巡回診療車において医療を提供することが可能であると

お示ししているところです。

巡回診療車を活用した医療提供は広く実施されており、改めて基準を整備する

ことは不要であると認識しております。

なお、⑥のただし書で記載いただいている、「家庭に対して、オンライン診療を可

能とする設備を配送・レンタルする方法」によって、患者の自宅においてオンライン

診療を行うことは医療法上問題ございません。

三重県多気町等

６町共同
2

【医療ヘルスケア分野】

移動型車両による無

人薬剤の配送

デジタルキーBOX型の薬剤配送により、個人の受

け取りを担保した形で、処方薬の自動配送を実

現する。

健診受診後の精査放置がもたらす、潜在的慢性

疾患患者の増加と未病対策・予防医療実践の

機会損失を抑制し、地域の医療費を低減。

高齢化に伴う医療アクセス不良と、将来的な地

域医療の過疎化懸念

処方薬は、ほとんどが薬局医薬品であるところ、一

般用医薬品以外の医薬品（薬局医薬品及び

要指導医薬品）は、対面で服薬指導したうえで

販売・授与しなければならない（薬機法36条の4

及び34条の6）。しかし、対面服薬指導実施後

であれば、薬局医薬品及び要指導医薬品を、自

動搬入・払出装置に保管したうえで、患者本人へ

の確実な授与が確保される方法で授与することは

認められている（グレーゾーン解消制度に基づく

照会に対する回答）。

新型コロナウィルス感染拡大に伴い、処方薬につ

いてはオンライン服薬指導が認められているが、時

限的な措置にとどまるものである（右記事務連絡

②）。

医薬品、医療機器等の品質、有効

性及び安全性の確保等に関する法

律（薬機法）4条5項、8条、36条

の4第1項、36条の6第1項及び36条

の10第1項

処方薬の配送は、対面服薬指導実施後であれば、現行法

規制下でも実現可能。

ただし、配送方法など、厚労省が基準を明確にしていない点

もあることから、患者本人への確実な授与が確保される方法

であること、及び医薬品の品質を適切に管理できる方法であ

ることを確保した上で、事前に厚労省の見解を得るなど慎重

な対応が必要である。

他方で、オンラインによる服薬指導等については、現行制度

下では、新型コロナウィルス感染拡大による特例として認めら

れているにとどまるため、将来にわたって実施する場合には、

規制緩和が必要と考えられる。

厚⽣労働省

　薬局におけるオンライン服薬指導については、「規制改革実施計画」（令和３

年６月18日閣議決定）や「成長戦略フォローアップ」（令和３年６月18 日

閣議決定）を踏まえ、2021（令和３）年夏を目途に医薬品医療機器等法

に基づくルールの見直しの検討を行うこととしております。

　御要望の内容が不明確ですが、薬局におけるオンライン服薬指導における薬

剤の配送については、薬局の責任の下、患者への直接の授与と同視しうる程度

に、当該薬剤の品質の保持や、患者本人への確実な授与がなされる範囲にお

いて実施可能です。なお、「規制改革実施計画」（令和３年６月18日閣議

決定）を踏まえ、薬剤の配送における品質保持等に係る考え方の明確化に取

り組むこととしております。

国土交通省

道路運送車両法では、すでに自動運転レベル４に対応している。具体的には、

道路運送車両法第41条の通り、システムが、運転者に代わって「認知」・「予

測」・「判断」・「操作」を行う、レベル３・４の自動運行装置を保安基準の対象

装置に追加しており、道路運送車両の保安基準第48条において、当該装置の

保安基準を規定している。

警察庁

「官民ＩＴＳ構想・ロードマップ2020」等において、2022年度頃に限定地域に

おける遠隔監視のみの無人自動運転移動サービスの実現が可能となるように政

府として目指すこととされていることを踏まえ、従来の「運転者」の存在を必ずしも

前提としない場合における交通ルールの在り方について、警察庁で検討を進めて

いるところです。

三重県多気町等

６町共同
4

【モビリティ・サービス分

野】

広域6町連携AIオン

デマンド・モビリティサー

ビス

6町連携して、行政区域を超えた公共交通の最

適化を目指す（オンデマンドの運行含む）

6町広域連携することで、効率化や、各町の既存

公共交通負担金の軽減

一般旅客自動車運送事業者は、個別に運賃の

認可を得なければならないため、原則として共通

運賃を設定できない。また、運賃・料金について、

競合する事業者間で協議・調整を行った場合、カ

ルテルとして独占禁止法に違反する（独占禁止

法3条）。

①営業区域に関する法規制

道路運送法20条2号

道路運送法79条の2

道路運送法施行規則18条の2、51

条の4第2項

②共通運賃に関する法規制

私的独占の禁止及び公正取引の確

保に関する法律（独占禁止法）3条

道路運送法9条、9条の2、9条の3

地域公共交通活性化再⽣法2条16

号、36条の3

地域公共交通活性化再⽣法の改正（2020年11月27

日施行）により、「新モビリティサービス事業」として共同で認

定を受けた交通事業者は、「共通乗車船券」を発行すること

で、共通運賃を設定することが可能となった。また、同法の施

行に伴い、「地域における一般乗合旅客自動車運送事業

及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るた

めの私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の

特例に関する法律」に基づき、関連事業者が共同経営の認

可を受けた上で、国土交通大⾂による共同経営を受けた場

合、カルテルの対象外となる為、先行し現行法下での実施を

検討する。

国土交通省

ご想定されている事業内容にもよるが、乗合バス事業者を含む交通事業者同

士で共同して実施する路線・ダイヤ・運賃に係る取組については、「地域における

一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の

維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例

に関する法律」に基づき認可を受けた場合に限り、独占禁止法のカルテル規制

の適用が除外される。

「連携」の内容として具体的にどのような行為を検討していて、当該行為を実施

する上でどの法令等の規制が妨げになっているとお考えか、明確にされたい。な

お、ご提案内容中「現行法下での実施を検討する」とあるが、これは「地域におけ

る一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供

の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特

例に関する法律」の活用を検討されているということか。

三重県多気町等

６町共同
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【地域情報発信基

盤】

防災情報サービス

「マイハザード」

緊急時及び人命にかかわる際における、個人情

報の目的外利用（オプトアウト情報利用）

被災時の等の緊急時におけるより正確な避難経

路や避難情報の発信

本人同意のもとに知りえた個人情報は、認定業

務の実施に際して知り得た情報を認定業務の用

に供する目的以外に利用してはならない。

個人情報の保護に関する法律2条1

項1号、17条1項、18条1項、23条

1項、28条～30条等

緊急時及び人命にかかわる際にに限定し、個人情報の目的

外利用を可能とする規制緩和の提案

個人情報保護

委員会

個人情報保護法では、個人情報取扱事業者は、「人の⽣命、身体又は財産

の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であると

き」には、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り

扱うことができ具体的に以下の事例等が想定されます。

1）急病その他の事態が⽣じたときに、本人について、その血液型や家族の連絡

先等を医師や看護師に提供する場合

2）大規模災害や事故等の緊急時に、被災者情報・負傷者情報等を家族、

行政機関、地方自治体等に提供する場合

なお、自治体が保有する個人情報は、個人情報保護条例に従って取り扱うこと

が求められますのでご留意ください。

三重県多気町等

６町共同
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【地域産業活性化分

野】

地元産木材を使用し

た大規模木造美術館

の建設

VISON敷地内に次期開発計画として、た大規

模木造建築を建設し、美術館として活用する。

地域の基幹産業である林業の活性化（収益向

上、森林の若返り促進）

関係人口（観光入れ込み客数）の増加

美術館の用途は、学校等に分類される（建築基

準法施行令115条の3）。3階以上の階を美術

館とする又は延床面積3000㎡などの条件に該

当する場合、建築基準法に定める耐火建築物と

しなければならない（その他1000㎡以上の場合

は外壁、軒裏などを防火構造とするなどの対応が

求められる）。この条件未満でも、高さ16ｍ超又

は美術館に供する延べ床面積が2000㎡以上な

どの条件に該当する場合などには準耐火建築物

その他政令に定める基準を充たした防火措置をと

らなければならない。

また、耐火建築物とする場合、耐火構造や防火

構造の区画を設ける必要があり、これには認定耐

火集成材・鉄筋コンクリートを用いなければならな

い。

建築基準法

◆21条（大規模建築物の主要構

造部等）2項

◆27条(耐火建築物等としなければ

ならない特殊建築物) 第1項 

◆告示第255　建築基準法第27条

第1項に規定する特殊建築物の主要

構造部の構造方法等を定める件　第

１項 三

耐火性能と区画面積を緩和するため、設計時には、3Dデー

タを活用したマルチエージェントシミュレーションを使用して、耐

火性能に応じた時間内に不特定多数の来場者が避難完

了する時間を検証し、利用者の安全性を担保した設計を行

う。

また、必要に応じて、消防設備に加え、温度、画像センサー

を施設内各所に配置し、これらの信号を解析することで、有

事における最適避難誘導を実現する仕組みの導入を行う。

国土交通省

建築物の防火・避難規定は、国民の⽣命、財産の保護を図る観点から、在館

者の避難安全性はもちろんのこと、火災による倒壊、建築物の内部での延焼や

建築物の外部への延焼を抑制することを目的としています。

建築基準法第21条第2項については、平成26年の法改正により、延べ面積

3,000㎡を超える木造建築物等については、壁や柱などの主要構造部を耐火

構造とする以外に、床面積3,000㎡ごとに壁等による区画をする設計法も可能

としております。

また、同法第21条第1項及び第27条第1項については、平成30年の法改正

等により性能規定化されており、告示に定める検証法や国土交通大⾂の認定

を受けることにより、各計画に応じた合理的な設計が可能となっております。

なお、耐火建築物とする場合でも、建築基準法第2条第九号の二は性能規定

化されているため、告示に定める検証法や国土交通大⾂の認定を受けることに

より、各計画に応じた合理的な設計が可能となっております。

三重県多気町等

６町共同
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【地域産業活性化分

野】

地元産木材を使用し

た大規模木造美術館

の建設

VISON敷地内に次期開発計画として、た大規

模木造建築を建設し、美術館として活用する。

地域の基幹産業である林業の活性化（収益向

上、森林の若返り促進）

関係人口（観光入れ込み客数）の増加

中大規模建物は、建築基準法により主要構造

部にJAS材の使用が定められているため、地元産

材の非JAS認定材を使用する範囲が限られる。

また、非JAS認定材はJAS認定材より材用強度

が低く設定されているため実際には良質材料で

あっても不利な扱いとなっている。

建築基準法

◆46条（構造耐力上必要な軸組

等）第2項第一号イ

◆昭和62年告示第1898号　構造

耐力上主要な部分である柱及び横

架材に使用する集成材その他の木材

の品質の強度及び耐久性に関する基

準を定める件

◆平成12年告示第1452号　六　木

材の基準強度Fc、Ft、Fb及びFsを定

める件

中大規模木造建築物の建設にあたり、非JAS認定工場の

材料であっても物性データ（強度等）の明確な材料が使用

できるよう、地域の工場で製材や加工される木材の物性デー

タを地域で一元管理できるトレーサビリティシステムを構築す

る。

検査データには簡易強度試験の結果を含み、ミルシートとし

てデータ管理され、ユーザーがアクセスできるようにすることで、

非JAS認定材の利用を可能にする。

国土交通省

使用する製材がJAS規格に適合することが確かめられれば、非JAS認証工場で

あっても、平成12年建設省告示第1452号各号に定められた基準強度を用い

ることが可能です。

なお、JASと同等以上の強度及び品質を有することが確かめられれば、同告示

第六号に基づく国土交通大⾂の指定を受けることによっても、各号に規定された

基準強度の数値以外の値によって当該材料の使用が可能となります。

三重県多気町等

６町共同
3

【モビリティ・サービス分

野】

自動運転車両の走行

完全自動運転車両の走行をVISON内から実装

化。

段階を経て、VISON外の公道へ展開。

人口減少による、中山間地域における交通空白

地増加の課題解決

自動運転レベル3に対応した改正道路運送車両

法が2020年4月1日に施行されたが、完全自動

運転車両であるレベル4には対応していない。その

ため、レベル4自動車は道路運送車両法に定める

保安基準に適合せず、レベル4相当の完全自動

運転車両について、「道路」で走行させることはで

きない（道路交通法62条）。

「道路」とは、「一般交通の用に供するその他の場

所」を含み(道路法2条、道路交通法2条1項1

号）、私有地であることのみでは道路性は否定さ

れず、コンビニエンスストアの駐車場や、私立大学

の構内が、「一般交通の用に供するその他の場

所」と判断されているケースも存在する。

①自動運転車両に関する法規制：

道路運送車両法40条、41条、42

条、46条

道路運送車両の保安基準：道路運

送車両の保安基準の細目を定める告

示

自動運転車の安全技術ガイドライン

道路交通法2条1項1号、62条等

②運送に関する法規制

道路運送法4条

貨物自動車運送事業法3条

廃棄物処理法7条、14条

現行法下では、一般的には自動運転車両を使用した移動

サービスの提供はできないが、、国土交通省は、限定地域に

おける無人自動運転サービスについてガイドラインを公表し、

かつ2020年12月に閣議決定された、成長戦略会議「実行

計画」では、「2022年度目処に限定地域での遠隔監視の

みの自動運転移動サービスの実現」を目指すこととされてお

り、近年、急速に規制緩和が進んでいる分野である。

よって、規制緩和ではなく、下記ガイドラインなどに従った個別

事案として実行する方法検討する。

国土交通省「自動運転車の安全技術ガイドライン」



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

三重県多気町等

６町共同
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【地域産業活性化分

野】

林業の活性化

耕作放棄地など、山林に近い農地を林地として

活用

・増加する耕作放棄地や所有者不明農地の有

効利用

・林野庁の推進する早⽣樹による森林整備のモ

デル化と他地域展開

・木質バイオマスの原料に活用されることで地産地

消エネルギーへの貢献

　農地を農地以外に転用する場合には、原則とし

て都道府県知事等の許可が必要。現行の許可

基準に基づけば、市街地外であり一定程度の面

積であるなど集団での営農可能な土地について

は、転用許可が認められにくい。

また、所有者不明農地の集約化は農業経営基

盤強化法による後押しがあるものの集約後の土

地利用目的が農業に限定されている。

農地法4条および農業振興地域の整

備に関する法律17条

農業経営基盤強化促進法第15条

（認定農業者等への利用権の設定

等の促進）

耕作放棄地や所有者不明の農地の林地への適用 農林水産省

既に森林の様相を呈するなど農地に復元することが著しく困難な土地について

は、所有者不明土地も含めて、非農地判断を行い速やかに農地台帳から除外

するよう指導しております。農地台帳から除外された場合、農地転用の手続きは

不要のため、農業経営基盤強化促進法の制度によらず、林地として活用するこ

とができます。

また、ご提案の林地化については、地域再⽣法に基づく地域農林水産業振興

施設整備計画の作成による特例措置において、市町村の具体的な計画を基に

農業上の土地利用との調整が整った土地については、農用地区域から除外し、

第１種農地であっても地域農林水産業振興施設として森林整備を行うことが

可能です。

※　農用地区域からの除外及び農地転用の可否については、具体的な事業計

画等に即して判断することとなります。

なお、既に山林原野化し、非農地判断された土地については、農地法の適用を

受けないこととなりますが、令和３年４月に非農地判断の徹底に関する通知を

発出し、再⽣利用が困難な農地に係る非農地判断手続の迅速化を周知徹底

するとともに、農業委員会から非農地通知を受けた市町村長が職権で一括して

法務局へ地目変更の申出を行う事例について周知したところです。また、当該土

地の農用地区域からの除外については、令和３年３月に農業振興地域制度

に関するガイドラインを見直し、当該土地を農用地等以外の用途に供する目的

で農用地区域から除外する場合の除外の要件の判断に当たっては、当該土地

が農地に該当しないと判断されていることに鑑み、効率的かつ迅速に行うこととし

ています。

三重県多気町等

６町共同
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【地域産業活性化分

野】

林業の活性化

保安林の行為制限の緩和
・保安林内の伐採、再造林の活発化

・森林の若返り

・伐採の許可・届出

保安林における立木の伐採は、一部例外を除

き、原則として都道府県知事の許可が必要（森

林法34条1項）

また、立木の損傷、家畜の放牧、下草、落葉又

は落枝の採取、土石又は樹根の採掘、開墾、土

地の形質の変更についても、都道府県知事の許

可が必要（森林法34条2項）

・再造林時の植栽樹種の制限

保安林の立木を伐採した森林所有者は、指定

施業要件として定められている植栽の方法、期

間、樹種の定めに従い、伐採跡地に植林しなけ

ればならない（森林法34条の4）。例外は、非

常災害により現況に著しく変化が⽣じた場合、不

適当でないと都道府県知事が認めたとき（森林

法施行規則72条）。

森林法34条、34条の2、34条の3、

34条の4

民間事業者による保安林の指定施業要件変更の提案制

の導入。

（現状：指定施業要件変更権限は農林水産大⾂又は

都道府県知事）

・デジタルデータを活用し、保安林にかかる申請手続きを簡

素化。

・再造林時の樹種指定を規制緩和　など

農林水産省

・保安林の指定施業要件変更の提案制の導入については、現行制度下でも市

町村長や土地所有者等による申請を可能としています（森林法第33条の２

第２項）。

・申請手続の簡素化については、現在整備中の「農林水産省共通申請サービ

ス」によりオンライン申請を可能にするなどの対応を検討しております。

・再造林時の植栽樹種として早⽣樹などを指定することについては、保安林の指

定目的や現地状況等から再造林に適切であるかについて、必要に応じて学識

経験者の助言等を得る等した上で指定することも可能となっています。

三重県多気町等
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【多目的ツーリズム分

野】

ワーケーション時におけ

る他拠点納税制度の

導入

ワーケーションなど、長期滞在する地域に滞在日

数に応じて、住民税を分割して納税する制度の

構築

税収増加による地方自治体の財務体質改善

個人の住民税（道府県民税及び市町村民

税）の賦課期日は当該年度の初日の属する年

の1月1日とされており、同日の住所によって課税

権の帰属（どの市町村、都道府県が課税する

か）が決定される。

地方税法39条、同法318条

年度内に住所・居所が移転した場合に、個人住民税を分

割して納税する（又は納税された個人住民税を案分す

る）ために、パーソナルデータに基づく滞在日数を試算し、

データに基づく他拠点納税を行う新たな制度改革が必要。

総務省

・個人住民税の一部を住所地以外の団体に納付する方式について、平成19

年度に総務省の研究会で検討したが、「住所地以外の地方団体に個人住民

税の課税権を法的に根拠付けることはできない」と結論付けられたことから、寄附

金税制を応用する形で「ふるさと納税制度」が創設されている。

・多地域居住を行う場合に、この「ふるさと納税制度」を活用することにより、個人

住民税の一部を実質的に当該居住先の地方団体に移転させることが可能と

なっている。

※個人住民税は、１月１日時点の住所地である地方団体が課税しているが、

仮に、居住実態に応じて複数の団体が課税することとした場合、強制性を伴う

課税の根拠となる居住実態をどのように正確に把握するのか、市町村の課税実

務が極めて複雑となる、特別徴収を行う企業の負担が増えるといった課題があ

る。また、複数の住所を認定することとした場合には、税のみならず、住民票や選

挙など様々な制度との関係についても慎重な議論が必要。



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

京都府・精華町・

木津川市・京田辺

市共同

1
○医療機器の広告宣

伝に係る規制の緩和

・住民見守りデバイス開発

（ウエアラブルデバイスなどの医療機器の開発に

参加する被験者の募集を容易にし、医療機器の

開発促進を図るもの）

医療機器の開発が円滑に行われることで、医療

機器の開発コストが抑えられ、安価な医療機器の

普及により利用者の健康増進に寄与することが見

込まれ、健康寿命の延伸が期待できる。

ウエアラブルデバイスなどの医療機器の開発にあ

たっては、多種多様な媒体を通して周知し、多く

の被験者を確保する必要がある。しかし、未承認

の医療機器は、医療機器と誤認する効果効用を

謳うことや用語を用いることを禁止しているため、

効果効用を伝えながら多くの被験者を集めるため

の周知が困難となっている。

医薬品、医療機器等の品質、有効

性及び安全性の確保等に関する法

律第68条

指定区域内の事業者による医療機器の開発製品について

は、当該スーパーシティに係る事業目的利用の範囲内におい

て、広告規制の特例（より明確にガイドライン化）求める。

厚⽣労働省

「治験に係る被験者募集の情報提供の取扱いについて」（平成11年6月30日

医薬監第65号監視指導課長）で「商品名を特定しない範囲で情報提供を行

うことは可能」である旨を通知しており、「その性能を明示した上で臨床試験への

参加を募ること」は現状可能です。

現在は未承認の医療機器として販売されているウ

エアラブルデバイスについて、当該商品から得た改

良点に基づき製品改良を行い医療にも使用する

ことを考えており、この改良のためには、できる限り

多くのN数を確保し当該取得データ数を最大化す

ることが極めて有用であると考える。一定の認知の

ある商品の名称を用いて被験者を収得する広告

活動を行うことは、N数の確保を容易にし、より安

全性、効用性の向上に寄与するものであるため、

当該利用目的を明らかにし、医療機器ではないこ

とを明示したうえで商品名を表示することにつき、

特例設置の検討を願いたい。

厚⽣労働省

・未承認医療機器の品質、有効性及び安全性は確認されたものではなく、公衆

衛⽣上の懸念が⽣じるおそれがあるため、未承認の医療機器の広告は認められ

ません。

・医薬品等の広告は、「薬事法における医薬品等の広告の該当性について」

（平成10年9月29日医薬監第148号監視指導課長）で示しているとおり、

①顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること、②特

定医薬品等の商品名が明らかにされていること、③一般人が認知できる状態で

あることのいずれの要件も満たす場合、これを広告に該当するものと判断していま

す。

・積極的に効能効果について情報提供を行うことは、例え臨床試験等の目的で

あることを明示したとしても、①及び③に該当することが否定できません。また、対

象の未承認の医療機器名を明示することは、②に該当します。

・以上から、対象の未承認の医療機器名を明示し、かつ、性能を明示した上で

被験者を募る行為は、上記①～③のいずれも満たすため広告に該当し、薬機

法第68条に抵触するため、これを認めることは困難です。

・なお、未承認医療機器の販売は、薬機法第64条で準用する第55条第２項

に抵触するおそれがあるため、そのような行為を現認しているのであれば、都道府

県薬務主管課に通報するなど、薬機法に基づき適切に対応ください。

京都府・精華町・

木津川市・京田辺

市共同

2

○遠隔医療（遠隔診

療・服薬指導）に係

る電⼦処方せん利用

・遠隔医療サービス事業

保険者は疾病管理や保健指導を通じた重度化

防止が可能となり健康寿命の延伸が期待でき

る。

電⼦処方せんが利用できないため遠隔医療の普

及促進の障害となっている。
医師法施行規則21条他

遠隔医療の実施に際して「電⼦処方せん」の利用を可能と

する措置を求める。（参考資料参照）
厚⽣労働省

遠隔医療を行う際に電⼦処方箋を利用することは、制度上は可能です。

他方、規制改革実施計画（令和３年６月18日閣議決定）において、「処方

箋等、医師等の国家資格の確認が必要な文書について電⼦署名を利用する

場合には、当該資格の確認が必要であることを前提としつつ、従来から利用が推

奨されているＨＰＫＩに加えて、これ以外の電⼦署名の利用に資するよう、当

該資格の確認方法や確認する際の考え方について明らかにする。その際、医師

等の国家資格の確認方法として、電⼦署名を施す者及び電⼦署名を検証する

者の双方にとって負担とならない方法についても、医師法等の法令や医療現場

のニーズを踏まえ検討する」こととしております。

医師法施行規則21条では、医師に「記名押印」

を求めており、e文書法厚労省令第7条 では、記

名押印に変わるものは、電⼦署名法第二条第一

項に示す電⼦署名としていて、厚労省ガイドライン 

6.12では、「厚⽣労働省の定める準拠性監査基

準を満たす保健医療福祉分野 PKI 認証局又

は認定特定認証事業者等の発行する電⼦証明

書を用いて電⼦署名を施すこと」としている。しか

し、組織自身が信頼できるのであれば、組織が

「認証業務」をすることで対応可能なのではない

か、或いは、自然人にしか発行されない「電⼦署

名」ではなく、組織に発行される「電⼦証明書」で

十分対応できるのではないかと考えるので、再検

討願いたい。

厚⽣労働省

民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する

法律（平成16年法律第149号）及び厚⽣労働省の所管する法令の規定に

基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関

する省令（平成17年厚⽣労働省令第44号）に基づき、処方箋を電⼦化す

る際には電⼦署名を施す必要があります。

現在、医療情報システムの安全管理に関するガイドラインの見直しを行っており、

医師等の国家資格の確認が電⼦的に検証できる電⼦署名について、利用者の

指示に基づき電⼦署名サービス提供事業者自身の署名鍵による暗号化等を

行う電⼦契約サービスも可能であることを明記する方向性で検討しています。

なお、資格確認については、医療機関が資格を確認する方法も明記する予定

です。

京都府・精華町・

木津川市・京田辺

市共同

3

○混合診療における、

保険診療と保険外診

療併用の特例の拡大

・遠隔医療サービス事業

（⽣体データに基づいた診療を行う場合、時間

外であっても保険診療として扱いを可能とするも

の）

⽣体データに基づいた診療行為が普及することで

利用者は疾病管理を通じた重度化防止や在宅

診断が可能となり、早期退院・通院不要など健

康寿命の延伸が期待できる。

また、保険者は疾病管理や保健指導を通じた重

度化防止が可能となり健康寿命の延伸が期待で

きる。

ウェアラブルデバイス等から得られる⽣体データに基

づいて診療行為を行う場合、比較的時間を問わ

ない時間外診療、予約診療が考えられるが、この

診療行為は複合医療（保険外診療）とされる

ため、⽣体データに基づく診療行為の普及の障害

となっている。

厚⽣労働大⾂の定める評価療養、

患者申出療養及び選定療養（厚⽣

労働省告示第495号）

選定療養に導入すべき事例等に関す

る提案・意見募集の結果への対応に

ついて（追加資料）（中医協　総-

3  29.11.1)

時間外診療、予約診療が考えられる診療行為について複

合医療（保険外診療）という枠組みではなく、初手から保

険診療とする特例の拡大を求める。

厚⽣労働省

救急等のやむを得ない場合ではなく、患者の自由な選択と同意がなされた上で

行われる時間外診療及び予約診療については、保険適用外であるが選定療養

として保険診療との併用が認められている。

例えば、心疾患のある患者が、未承認医療機器

のウェアラブル端末を装着して、２４時間常時心

拍等を計測し、心拍等の異常が検知された場

合、直ぐに診察を行う必要があるが、この異常検

知は患者本人も事前に予測することが困難なた

め、病院等の営業時間外に診察を受けるざるを

得ない場合が想定される。この場合に、病院等へ

出向き直接診療を受けるのではなく、先ずは初期

対応としてｵﾝﾗｲﾝ診療で診察を受けることが合理

的であると考えられるため、このようなｵﾝﾗｲﾝ診療を

時間外受診した場合、保険診療として認めらない

場合は再検討願いたい。

厚⽣労働省

　オンライン診療については、令和４年度診療報酬改定において、

　①　初診料の新設を行い、各種の点数について、引き上げるとともに、

　②　対象疾患に関する要件を撤廃するなど、算定に関する要件を緩和

することとしている。

　なお、保険医療機関で初診を受けた患者について、再診以後、当該患者又

はその看護に当たっている者から直接又は間接（電話又はリアルタイムでの画像

を介したコミュニケーションによる場合を含む）に、治療上の意見を求められた場

合に、必要な指示をしたときには、再診料を算定できる。

京都府・精華町・

木津川市・京田辺

市共同

4
○服薬指導場所の条

件緩和

・遠隔医療サービス事業

（薬局外においてもオンラインで服薬指導を行うこ

とを可能とするもの）

薬剤師の感染拡大防止および労務環境の改

善、患者の利便性や服薬アドヒアランス（患者に

よる治療方針への積極的参加）の向上につなが

り効果的な医療サービスの提供による健康寿命の

延伸が期待できる。

薬剤師が服薬指導を行うことができるのは、その

調剤を行った薬局内の場所とすることが義務付け

られているため、患者が指導を希望する適切なタ

イミングでオンライン服薬指導を行うことが困難と

なっている。

医薬品、医療機器等の品質、有効

性及び安全性の確保等に関する法

律等の一部を改正する法律の一部の

施行について（オンライン服薬指導関

係）（薬⽣発0331第36号、2020

年３月31日）

調剤を行った薬局と同程度の通信環境およびセキュリティが

確保されていることを前提として、当該薬局の薬剤師が、当

該薬局外においてもオンラインで服薬指導を行うことができる

よう、服薬指導場所の条件の緩和を求める。

厚⽣労働省

　オンライン服薬指導については、保健衛⽣上支障が⽣じることがないよう、ま

た、プライバシーの保護や患者情報等の確認が必要であるため、薬局外での実

施は困難です。

　なお、薬局におけるオンライン服薬指導については、「規制改革実施計画」

（令和３年６月18日閣議決定）や「成長戦略フォローアップ」（令和３年６

月18 日閣議決定）を踏まえ、2021（令和３）年夏を目途に医薬品医療

機器等法に基づくルールの見直しの検討を行うこととしております。

提案内容について当初、「当該薬局の薬剤師

が、当該薬局外においてもオンラインで服薬指導

を行うことができるよう、服薬指導場所の条件の緩

和を求める」と記載していたが、本旨としては、主

体が薬剤師ではなく、患者側の規制緩和を求め

たいという意図である。改めて、当方が提案するの

は、車両内で実施するオンライン診療が

DtoPwithNを前提とし、オンライン診療実施後

に、医療機関から薬局へ処方箋を送付した後に、

車内にいる患者と薬局にいる薬剤師がオンライン

服薬指導を実施する想定である。指導側の薬剤

師の服薬指導場所の緩和ではなく、患者側が薬

局外（車両内）で服薬指導を受けることを可能

にする規制緩和について、再検討願いたい。

厚⽣労働省

患者がオンライン服薬指導を受ける場所については、車両内であるか否かに関わ

らず、対面による服薬指導が行われる場合と同程度に清潔かつ安全であり、か

つ、プライバシーが保たれるよう物理的に外部から隔離される空間であるかどうか

を勘案し、個別具体的に判断されるものです。

京都府・精華町・

木津川市・京田辺

市共同

5
○医療機器審査手続

きの緩和

・遠隔医療サービス事業

（AIを活用した医療機器の開発実情に合わせた

審査手続きを行うことで最新の医療機器をスピー

ディに市場へ提供するもの）

AI活用などの成果を迅速に反映させた最新の医

療機器（プログラム）をスピーディに市場へ提供

することが可能となり、医療機器分野における新

産業の創出と国際競争力の強化が期待できる。

AIを活用した医療機器（プログラム）の開発に

おいてはデータを蓄積しながら開発するものである

が、一度認可申請をすると審査が完了するまで

は、審査中にデータの追加蓄積により新たな改良

されたとしても変更申請できず、結果として改良さ

れた製品を市場に提供することが遅れてしまってい

る。

「医療機器及び体外診断用医薬品

に係る承認事項一部変更承認申請

中の変更申請の取扱いについて」

（平成21年7月13日　薬食機発

0713第3号）事務連絡「承認事項

一部変更承認後の製品切替え時期

設定に関する質疑応答集(Q＆A)に

ついて」(平成29年3月31日)

スーパーシティにおいて使われるAIを用いた医療機器プログラ

ムに対し、新規申請あるいは変更申請中であっても、性能改

良における変更申請を受理・審査することを求める

厚⽣労働省

　承認事項一部変更承認申請中の医療機器に係る承認事項一部変更承認

申請（一変申請中の一変申請）は、現在でも認められています。なお、令和

元年の医薬品医療機器等法の改正により、AIを活用した医療機器プログラム

等、初回承認後に継続的な改良が見込まれる医療機器を対象として、予め承

認事項の変更計画の確認を受けておくことで、届出による迅速な承認事項の変

更が可能となる制度（変更計画確認手続制度（IDATEN））が導入され、

令和２年９月に施行されています。

京都府・精華町・

木津川市・京田辺

市共同

6

○医療データの取得・

活用に係る医療機関

等が行う義務要件の

緩和

・各種PHRと医療機関の情報を連携させた情報

基盤を整備

（医療機関等が行う義務を自治体が行うことで

医療情報の収集・活用が拡大を図るもの）

医療情報の収集・活用が拡大することで医療費

の増加抑制、医療サービスの向上、新産業の創

出等の効果が期待できる。

次世代医療基盤法においては、医療機関等はあ

らかじめ本人に通知し、本人が拒否しない場合、

医療機関等は外部（認定匿名加工医療情報

作成事業者）へのデータ提供ができるが、医療機

関が行うこの一連の手続きが同法に「義務」として

課せられており、参加する医療機関が増加しない

（医療情報の収集・活用が進まない）主因と

なっている。

次世代医療基盤法30～34条

医療機関等が行う一連の手続きを医療機関以外の団体で

も行えるよう規制緩和を求める。（当該団体からPHR/EHR

事業者に委託することができれば、医療機関等の負担がなく

なり医療情報の収集・活用が進む）

内閣府

文部科学省

厚⽣労働省

経済産業省

本人に対する通知（法第30条第１項及び第２項）や医療情報の提供の停

止の求め（法第30条第１項）に関する取扱いなどを認定匿名加工医療情

報作成事業者又は認定医療情報等取扱受託事業者が医療情報取扱事業

者の委託を受けて代行する取扱いとしても差し支えありません。

次世代医療基盤法に基づき、医療機関等が患

者に対し「オプトアウト」手続きを行っているが、医

療機関等の事務負担が大きいため、医療データ

の収集に協力する医療機関等が少なく問題となっ

ている。今般、求める規制緩和は、「医療機関等

以外の団体が医療データの取得の同意・管理の

主体となり、現在、医療機関等が行っているオプト

アウトに関する役割を医療機関等に代わって担

う」というものである。これを実現するために、次世

代医療基盤法上の医療機関等の義務を、同団

体が責任を持って「オプトアウト」を行うことと、届出

を国に対して代理で実施すること、及び、オプトア

ウトの受付と申し出者の個人情報の除外処理を

行うことによって免除することを求めるものである。

「オプトアウト」の同意・管理の主体のあり方につい

て、再検討を願いたい。

内閣府

文部科学省

厚⽣労働省

経済産業省

医療情報取扱事業者が保有する医療情報を認定匿名加工医療情報作成事

業者に提供するに当たって、当該医療情報取扱事業者以外の当該医療情報

を保有していない者が本人に対する通知や医療情報の提供に係る記録の作成

の責任主体となる場合、例えば、医療情報の提供に係る記録が適切に行われ

ず、本人等による提供停止の求めを受けた場合に、既に認定匿名加工医療情

報作成事業者に提供された医療情報の削除が正確に行われないことや、漏え

い等が⽣じた際に医療情報の移転経緯が追跡できないなどが想定され、本人の

権利利益の保護を適切に行う観点から適切ではないことから、次世代医療基盤

法では、これらの手続きは、提供を行う医療情報取扱事業者が主体となって行

うこととしています。

なお、医療情報取扱事業者が行うこれらの手続きは、認定匿名加工医療情報

作成事業者若しくは認定医療情報等取扱受託事業者又はそれ以外の第三

者への委託が可能です。



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

京都府・精華町・

木津川市・京田辺
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○医療データの取得・

活用に係る患者に対

する通知要件を緩和

の緩和

・各種PHRと医療機関の情報を連携させた情報

基盤を整備

（患者からの医療データの取得を容易にすること

で医療サービスの高度化・効率化を図るもの）

患者の検査や治療、保健指導に関する情報を活

用した医療サービスの高度化・効率化や健康・医

療に関する先端的な研究開発、新産業の創出

等の効果が期待できる。

患者の検査や治療、保健指導に関する医療デー

タを活用した医療サービスの高度化・効率化が考

えられるが、現在は患者の医療データを外部へ提

供する場合、初回受診時の書面通知が前提とさ

れるため、医療従事者の負担増につながり、医療

機関から外部(認定匿名加工医療情報作成事

業者)へのデータ提供が進まない。

医療分野の研究開発に資するための

匿名加工医療情報に関する法律につ

いてのガイドライン （平成30 年５月

内閣府、文部科学省、厚⽣労働省、

経済産業省）

データ利用者が不適切な情報の取り扱いをした場合の罰則

を厳格にする等、患者本人の権利利益の保護に適切に配

慮することを前提として、通常のオプトアウトを可能とする患

者に対する通知要件の緩和を求める。

内閣府

文部科学省

厚⽣労働省

経済産業省

本人に対する通知（法第30条第１項及び第２項）の時期及び手段について

は、医療情報取扱事業者の事業の性質及び医療情報の取扱状況に応じて適

切に対応することが求められます。

これを踏まえ、医療情報取扱事業者が医療機関等である場合には、医療情報

取扱事業者が本人に対する通知（法第30条第１項及び第２項）を実施す

るに至った以降での最初の受診時に書面を交付する方法を基本として、医療情

報取扱事業者ごとに適切な方法を選択する必要があります。その上で、本人と

の関係に応じ、最初の受診時にのみならずその後の受診時にも本人に対する通

知（法第30条第１項及び第２項）を実施するなど、更に丁寧な取扱いとする

かどうかは、医療情報取扱事業者の判断によります。

また、医療情報取扱事業者の事業の性質及び医療情報の取扱状況によって

は、書面を交付する方法のほか、書面を送付する方法（例えば、郵便等）、

電磁的記録を提供する方法（例えば、電⼦メール等）、窓口で画面を提示す

る方法（例えば、タブレット端末、オンライン資格確認端末等）等も、想定され

ます。
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〇被保険者記号・番

号の告知を要求するこ

とを制限する「告知要

求制限」の制限緩和

・各種PHRと医療機関の情報を連携させた情報

基盤を整備

（定期健診等の個人の健康データと医療データ

を被保険者記号・番号で紐付けし、罹患症状の

把握・管理や重症化予測を高精度化するもの）

罹患症状の把握・管理や重症化予測を高精度

化することができ、症状の予測が難しいコロナや新

興・再興感染症の治療においても有効となること

から社会的安心感の醸成による経済活動の活性

化が期待できる。

症状の把握・管理や重症化予測を高精度化す

るには、学校健診情報や企業の定期健診情報

等の保険医療分野外のデータも含めた個人の健

康データを可能な限り集約し、より多くの医療デー

タと照合することが欠かせないが、「告知要求制

限」のため、市区町村や学校設置者、企業の健

康保険組合等が上記情報を管理する際にＩＤ

として被保険者番号を活用することができない。

健康保険法第194条の２

認定事業者はじめ法令で規定されたデータベースの運営主

体への提供、疾患の原因・予防・診断・治療の方法に関す

る研究のための提供等、公益に資する場合には、当該情報

の管理主体である自治体や学校設置者、企業の健康保険

組合等による被保険者番号の告知要求を可能とする「告知

要求制限」の制限緩和を求める。

厚⽣労働省

被保険者等記号・番号等については、プライバシー保護の観点から、健康保険

事業又は当該事業に関連する業務の遂行以外の目的での告知要求を禁止

（告知要求制限）している。

この際、保険者や保険医療機関等が医療保険各法に基づく事務を行う場合の

みならず、それ以外の者が健康保険事業又は当該事業に関連する事務を遂行

する場合についても告知要求制限の対象外としている。

この「健康保険事業又は当該事業に関連する事務」の具体的な内容について

は、医療保険の運営の効率化、給付の内容及び負担の適正化並びに国民が

受ける医療の質の向上に資する等、医療保険の各法に照らして整合的である

場合が含まれるものと解し、次世代医療基盤法の認定事業者が匿名加工医

療情報作成事業等を行う場合や、大学、研究機関等が疾病の原因並びに疾

病の予防、診療及び治療の方法に関する研究等を行う場合等も含まれる旨を

厚⽣労働省令に規定している。

告知要求制限の対象外となる場合には、学術

（研究）目的に限定されており、医療サービスを

実施するために利用することは許されていない。例

えば、医療サービスの実施にあたり、他県では住民

のPHRを集めるため自治体が保険者である国保

加入者に対しては、被保険者記号・番号を取得

しているが、被用者保険加入の住民に対しては保

険者でないとの立場から、本人同意が得られても

被保険者記号・番号の収集ができず、本来地域

全体での公的施策を立案するにあたり活用できる

データの収集が不十分で医療サービスの実施効

果を得ることが困難となっているため、再検討願い

たい。

厚⽣労働省

地方自治体であるご提案主体は健康保険法194条の2第1項に定める厚⽣労

働大⾂等に該当し、被用者保険加入の住民に対しても、医療機関等から診療

データ等（EHR）を、自治体や企業等から健診データ等（PHR）をそれぞれ

取得の上、その各個人のデータを被保険者記号・番号を利用して紐づけることで

データベースを構築することは、健康保険事業又は当該事業に関連する事務の

遂行等のため必要がある場合には、告知要求制限の対象外となります。

また、ご提案主体から委託を受けた健康・医療サービスを行う事業者が、当該委

託を受けた健康保険事業に関連する事務を行う場合は、医療保険の運営の効

率化、給付の内容及び負担の適正化並びに国民が受ける医療の質の向上に

資する等、医療保険各法の理念に照らして整合的である場合には、告知要求

制限の対象外となります。

なお、この「健康保険事業」とは保険医療機関等を通じた医療サービスの給付

や特定健診、特定保健指導の実施などの健康保険法に基づき実施される保

険給付に関する事業や保健事業、福祉事業をいうものであり、この範囲を超え

て個人単位の被保険者番号を収集・活用することについては、被保険者番号を

基に被保険者の特定健診情報や薬剤情報も含めた個人情報を本人同意なし

に集約することとなり、プライバシーの侵害となる可能性がある。
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〇DTx製作における臨

床評価に関する要件

緩和

・DTx製作支援事業

（医療データを活用したDTx製作を支援し、ス

ピーディな機器提供を目差すもの）

医療データを活用したDTx製作を支援することで

革新的な医薬品・医療機器をスピーディに社会へ

提供することに可能となり、利用者の拡大による

医療費の増加抑制、医療サービスの向上、新産

業の創出等の効果が期待できる。

DTx関連の医療機器はソフトウエアを活用した治

療用アプリであり、一般の医療機器に比べて人体

に対するリスクは低いにも拘わらず、以下の事項に

ついて一般と同様の取扱を受けるため、スピーディ

な医療機器の提供が困難になっている。

・治験実施計画書は実施医療機関とPMDAへの

提出が求められている。

・綿密な臨床評価を実施する為に最初のステップ

から検証を求められる。

・治験実施機関には、治験責任医師をはじめ看

護師や検査技師など十分な人員及び設備が確

保できることが求められるため医療機関での実施

が必要となる。

・GCP省令　第6条

（実施医療機関）

・GCP省令　第54条（実施医療機

関の要件）

・治験実施計画書は実施医療機関への提出のみとすること

を求める。

・類似製品の文献に規定の安全性・有効性による文献評

価により、当該製品の安全性・有効性を担保し、治験実施

へ進めるよう検証要件の緩和を求める。

・ DTx等の治験において人体に対するリスクが低いものについ

ては治験者の状態をモニタリングする手段を講じた上で医療

機関以外（例えば介護施設や在宅等）での治験実施が

できるよう緩和を求める。

厚⽣労働省

　医薬品医療機器等法では、新医療機器又は改良医療機器の治験の依頼を

しようとする者又は自ら治験を実施しようとする者 に対し、治験計画届の提出を

求めており（法第80条の２第２項）、医薬品医療機器総合機構

（PMDA）では、この届出を受け保険衛⽣上の危害の発⽣を防止するために

必要な調査を実施しています（同条第３項）。クラスⅡ以上の医療機器プロ

グラムである治療用アプリは、人体に直接作用する医療機器ではありませんが、

出力する情報等を通じて人体に影響を及ぼすものであり、一定のリスクがあるた

め、PMDAに対する治験計画届が必要です。

　治療用アプリに求められる臨床評価については、対象疾患やアプリの特性によっ

て異なるため、事前にPMDAに相談してください。

　治療用アプリの治験では、一般的に医師により、被験者の診断、アプリの処方

及び使用方法の説明、併用する治療、有効性・安全性の評価等を実施する必

要があるため、定期的な通院が必要になりますが、アプリの使用自体は医師の指

導の下在宅で行うことができる場合もあります。治験のプロトコールの妥当性につ

いては個別にPMDAに相談してください。

治療用アプリは、一般の医療機器に比べて人体

に対するリスクは低いにもかかわらず、それらと同様

の取扱を受けるため、スピーディーな治療用アプリ

の普及拡大の障害になっている。ご指摘の問題

は、例えば、治療用アプリの承認に必要となる机

上試験（人を使わない実験）の項目を定め、治

験計画届に準拠した仕組みを作ることにより『出

力情報等を通じて人体に影響を及ぼすこと』は少

ないと考える。さらに、治療用アプリを上市後、使

用目的と対象患者を明確にし、医師による的確

な判断で処方することで、そのリスクを下げることは

可能。任意の机上試験項目に基づき治療用アプ

リを承認認可後、医師により処方された在宅患

者を含む治療用アプリ適用者に医師を含む然る

べき資格を持つ管理者を設置し、逐次評価する

ことで治療用アプリの評価を行う仕組みを提案す

る。

厚⽣労働省

いわゆる治療用アプリについては、個々の機能がどの程度臨床的アウトカムに影

響するかを評価することが難しいため、その臨床的有用性を示すためには、一般

に臨床試験（治験）を実施して標準治療群等と有効性（臨床的アウトカ

ム）を比較する必要がある場合が多いと考えられます。一方で、治療用アプリを

含むプログラム医療機器については、その特性を踏まえた承認制度が必要である

との指摘があることから、厚⽣労働省において、「プログラム医療機器実用化促

進パッケージ戦略」を策定し、これに基づき新たな承認制度について検討してい

るところです。
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〇医師が同乗していな

い車両内で医療サービ

スを受けることを可能と

する規制緩和

・地域医療MaaS事業

（地域医療MaaSの実現に必要な車両内で医

療サービスを受けることを可能とするもの）

高齢化による医療ﾆｰｽﾞの増加が見込まれることを

踏まえ、限られた人員リソース（医師や設備）に

おいてデジタル技術を使い効果を最大化すること

が可能。特に国の医療計画における重要な取り

組みに「へき地医療」が掲げてられており、モビリティ

にオンライン診療を組み合わせた形によって医師の

リソースを節約しながらも看護師によるリモート検

査サポートなどを加えることにより、Face to Face

に近いレベルの診療を提供することができるため高

い社会的効果が期待できる。

(ｲ)医療行為は、病院、診療所などの医療提供

施設に限定されており「車両内」にて医療行為

（医療機器による検査など）が可能であることは

明記されていない。

(ﾛ)薬剤師は、薬局以外の場所で、販売又は授

与の目的で調剤してはならないとされており。車両

内（＝医療機関・薬局以外）において薬の調

剤・処方が可能であることは明記されていない。

医療法 第1条2項

薬剤師法 第22条

(ｲ)車両内での医療行為（医療機器による検査など）を行

うことが可能となるように規制緩和を求める。

(ﾛ)車両内において薬の調剤・処方が可能となるように規制

緩和を求める。

厚⽣労働省

（イ）車両内において医療行為を行うことができるかどうかについては、当該車

両が医療法上の「療養⽣活を営むことができる場所」に当たるかどうかによることと

なります。

この点、「療養⽣活を営むことができる場所」に当たるかどうかについては、患者や

その家族等の状態や利便性等を勘案し、個別具体的に判断されるものです。

（ロ）保健衛⽣上の観点から、適切に調剤等を行うための構造設備、体制等

が必要があることから、調剤は薬局において行うこととしており、特定の所在地にお

いて薬局開設の許可を受けることが必要となります。

（イ）車両内で提供する医療行為（＝検査等

行為）はDtoPwithNを前提とし、医師は車両に

同乗せず、オンラインによる医師の指示のもと看護

師による超音波検査機器や心電図モニタ等を使

用した簡易検査や、採血等の処置を行うことを想

定しており、車両内でDtoPwithNで提供する当

該医療行為（検査等行為）の対象や具体的

行為に対する指針を明確にされたい。

（ロ）本提案ではオンライン診療を行った直後

に、その場（=車両内）で薬剤師による調剤・服

薬指導を行うことで、より迅速な医療の提供を行

うものである。そのため、一般的な薬局開設の要

件ではなく、（イ）の車両によるオンライン診療が

提供する医療行為と併せ、車両内での薬剤師に

よる調剤等の設備要件の緩和を求めるものであ

る。

厚⽣労働省

（イ）当該車両内が「療養⽣活を営むことができる場所」に当たるかどうかについ

ては個別具体的に判断されることとなります。なお、巡回診療の形式で医療を提

供する際には、実施場所に実施責任者たる医師を置く必要があります。

（ロ）「療養⽣活を営むことができる場所」において、薬剤師は、処方箋を交付

した医師の同意を得て、当該処方箋に記載さた医薬品の数量を減らして調剤

等することが可能です。なお、巡回診療の形式で医療を提供する際には、薬剤

師は、当該実施場所において、調剤等することが可能です。
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○損害保険会社設立

に係る手続き制度に

係る保険業法の緩和

・保険料割引サービス事業

(健康に対する取組に応じて保険料を割引する地

域ニーズに応じた保険商品を提供できる保険会

社の設立を可能とするもの)

地域のニーズに応じた保険商品や損害保険会社

が設立できることで、新規産業の創出による域内

経済の活性化が期待できる。また、利用者の健

康に関する意識が向上することで疾病リスクが減

少し、健康寿命の延伸が期待できる。

保険業法では、保険会社の資本金等について10

億円を下回ることが認められていません。他方で、

少額短期保険業制度においては、資本金額は

1000万円で足りますが、保険商品として、【疾病

による重度障害・死亡】300万円以下、【保険金

額:疾病・傷害による入院給付等】80万円以下

など保証メニューが限定され、健康と保険金額を

連携させた様々な地域保険商品の提供や保証

メニューを限定しない場合は高額の資本金が必

要であり保険会社の設立が困難となっている。

保険業法第6条1項、2項（資本金

の額又は基金の総額）、少額短期

保険業制度に係る保険金額の制約

少額短期の資本金総額の制限を適用しつつ、保険商品の

制約を10億円から軽減または少額短期保険業制度と同等

程度とする条件の緩和を求める。

金融庁

　ご提案の内容について、地方公共団体がその住民を相手方として保険の引受

けを行う場合には、保険業法第２条第１項第２号イにより、保険業法における

規制の対象とはなりません。

　また、保険業法上、少額短期保険業制度については、以下の点を踏まえ、保

険商品の制約に関する規制が導入されています。すなわち、少額短期保険業

者については、事業規模が小さい者でも参入可能となるよう登録制であり、最低

資本金額が1,000万円であるほか、セーフティネット制度の対象外となっているな

ど保険会社と制度的な違いがあります。 こうした少額短期保険業制度の建付け

を踏まえ、少額短期保険業者が取り扱うことのできる保険商品については、保険

金額1,000万円以下（保険商品ごとの上限額は、政令で個別に規定）、保

険期間２年以内の商品に限定されています。

　この少額短期保険業者における保険商品に関する規制については、保険引

受による過度の集積リスクを回避し、保険契約者等を保護する観点から設けら

れているものです。

　したがって、こうした趣旨を踏まえると、少額短期保険業の保険商品の制約の

緩和については困難と考えられます。

　なお、保険料の割引については、保険業法第300条第１項第５号において

禁止されていることについてご留意下さい。

損害保険引受の主体は民間事業者を想定。当

該事業は、一定の地域を対象に取得した⽣体

データを、人口動態、⽣活環境、社会環境等を

軸に分析し、類型化・傾向化したうえで、地域特

有のライフスタイルの中の健康リスクが存在する

シーンを可視化し、そのリスクの予防、または既に

疾病を抱えている患者に対してアラート等を提供

することに対して、機動的に備えるものであり、その

受け皿・主体としての地域保険会社という意図を

有している。大手保険会社では、このような地域

に密着した機動的で、きめ細かいサービス体制の

構築は困難であると思料。保険引き受けによる過

度の集積リスクの回避、保険契約者等の保護に

ついては、必要な対策を共に検討させていただきた

い。

金融庁

　保険業法上、保険契約者等の保護の観点から、保険業を行う場合には、各

種の規制（例：免許制、登録制、資本金等の総額、商品認可）が設けられ

ています。

　ご提案いただいた事業内容が必ずしも明らかではありませんが、そのリスクや規

制上の課題を把握するため、まずは少額短期保険業制度の枠組みのもとで実

施することを検討していただくことが望ましいと考えられます。

　（なお、地方公共団体がその住民を相手方として保険の引受けを行う場合に

は、保険業法における規制の対象とはならず、一部の地方公共団体では、地域

住民を対象として、共同で共済制度を運営している事例もありますので、ご参考

としていただければ幸いです。）



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

警察庁

　現在、「官民ＩＴＳ構想・ロードマップ2020」等において、2022年度頃に限

定地域における遠隔監視のみの無人自動運転移動サービスの実現が可能とな

るように政府として目指すこととされていることを踏まえ、従来の「運転者」の存在

を必ずしも前提としない場合における交通ルールの在り方について、警察庁で検

討を進めているところです。

　以上の回答に関し、本提案に係る記載内容のみでは定かではない部分もある

ため、実施されたい走行の形態を 具体的に明らかにして個別に警察庁に御相

談ください。

警察庁における限定地域における遠隔監視のみ

の無人自動運転移動サービスの検討は、遠隔監

視のモニターを自動運転車両の中からモニタリング

することを想定していると思われるが、当方の提案

は、一般公道にモニタリングするためのカメラやセン

サーを設置して、複数の自動運転車を路側から

遠隔監視および遠隔操作する方法の実施を検

討したいと考えているものである。この規制緩和が

実現することで、例えば、乗降場と駐車場が分か

れてしまう可能性が高い鉄道駅前などでも、自動

バレーパーキングを前提とした開発が進んでいき、

広い普及効果が想定されると考えるので、再検討

を求める。

警察庁

　従来の「運転者」の存在を必ずしも前提としない場合における交通ルールの在

り方について、警察庁で検討を進めているところです。検討に当たっては、御指摘

の「遠隔監視のモニターを自動運転車両の中からモニタリングすること」を想定して

いるものではなく、遠隔監視のモニターを自動運転車両から離れた遠隔監視室

等においてモニタリングすることを想定しており、御意見中の「一般公道に…遠隔

監視」する方法がこれに該当するか否かは一概に判断できませんが、「遠隔操

作」は想定しておりません。公道における「遠隔操作」による走行については、いま

だ技術的な安全性が確立されていないことから道路使用許可を受ける必要があ

り、「自動運転の公道実証実験に係る道路使用許可基準（令和２年９

月）」に基づき、安全確保措置や実験車両の構造等を個別に確認し必要な

条件を付しています。以上の回答に関し、本提案に係る記載内容のみでは定か

ではない部分もあるため、警察庁に御相談ください。

国土交通省

道路運送車両法では、すでに自動運転レベル４に対応している。具体的には、

道路運送車両法第41条の通り、システムが、運転者に代わって「認知」・「予

測」・「判断」・「操作」を行う、レベル３・４の自動運行装置を保安基準の対象

装置に追加しており、道路運送車両の保安基準第48条において、当該装置の

保安基準を規定している。

なお、乗降場と駐車場の間の一般公道についても、限定された空間のため、レベ

ル５ではなく、レベル４に該当する。

私有地の乗降場と駐車場の間に、一般車両も通

過する一般公道が横切っている場所において、乗

降場でドライバーが降車し、ドライバーが乗車して

おらず、システムが認知・予測・判断・操作を行う

自動運転車が一般公道を通過する自動走行を

行い、駐車場へ移動するケースを想定している。

自動運転車の遠隔監視は自動運転車の中から

のモニタリングではなく、自動運転車の外からの監

視、遠隔操作を想定しているので、自動運転車

を遠隔から監視（緊急時には運転を引き継ぐ）

するヒトは想定されておらず、すべてコンピューター

での運転・監視となる。よって、現行保安基準は

運転者にヒトを前提としており、運転者をコン

ピューターとする、もしくは運転者を前提としない保

安基準が必要になるので、当該法律・法令の解

釈の拡大を求める。

国土交通省

運転者の存在を前提としないレベル４相当の自動運転についても、すでに道路

運送車両法上では対応済みである。

なお、運転者の存在を前提としない交通ルールのあり方については、国土交通省

は所管していないところ、回答は差し控えたい。
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○機械式駐車場装置

の構造及び設備並び

に安全機能に関する

基準に自動駐車ｻｰﾋﾞ

ｽを可能とする項目の

設定

「けいはんなオープンイノベーションセンター」等に完

全自動運転による自動バレーパーキングシステム

及びEV車を対象にした非接触充電を導入した駐

車場を整備する次世代パーキング事業を実施。

自動バレーパーキングシステム、および、EV車を対

象にした非接触充電を導入した駐車場を整備す

る次世代パーキング事業を展開が可能となり、

CO2排出の削減と地域の活性化の両立を実

現。高齢者等の安全な外出支援や、交通事故

の4割を占めると言われる駐車場内の事故ゼロを

目指す。

（通常の自動運転も含む）

「駐車場法施行規則」第4条で、特殊の装置に

関する安全基準についての言及があり、「機械式

駐車装置の構造及び設備並びに安全機能に関

する基準」の第2条第1項に、自動車を駐車し、

又は駐車位置まで運搬するために使用する機械

装置の全般とされているが、自動バレーパーキング

システムが該当するか明記されていないため、事業

展開の障害になっている。

・駐車場法（昭和32年、国土交通

省）

・駐車場法 施行令（昭和32年、国

土交通省）第15条、第8条、第13

条

・駐車場法施行規則（平成12年、

国土交通省）第3条第2項、第4条

・機械式駐車装置の構造及び設備

並びに安全機能に関する基準（平成

26年、国土交通省）第2条第1項

「機械式駐車装置の構造及び設備並びに安全機能に関す

る基準」と同等の位置付けとして、「自動バレーパーキング式

駐車装置の構造及び設備並びに安全機能に関する基準

（仮称）」を、新規に定める。これにより、自動バレーパーキ

ングに関する許認可は、機械式駐車装置と同様に、地方整

備局が国土交通大⾂の委任を受けて許認可実施が可能に

なる。

国土交通省

駐車場法施行令第１５条は、施行令７条から１４条に規定する技術的基

準により難い装置を用いる路外駐車場については、国土交通大⾂が上記の施

行令で定める構造又は設備と同等以上の効力があると認める場合は、これらの

技術的基準を適用しないことを定めているものです。ご提案の内容については、

「自動バレーパーキング式駐車装置の構造及び設備並びに安全機能に関する

基準（仮称）」を、新規に定めるとしていますが、施行令７条から１４条に規

定する技術的基準により難い装置を用いる路外駐車場とは想定しえないことか

ら、制度面での阻害要因とはならないものと思料します。
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○市街地に立地する

場合の植物工場敷地

の農地としての適用

大気から回収したＣＯ₂を利用した世界トップレベ

ルの植物工場による高機能性野菜の製造、賞味

期限を伸ばし廃棄ロスを低減させる次世代カット

野菜製造等に関する研究開発・実用化。

消費者は植物工場が消費地（市街地）に立地

することで新鮮な⽣野菜を安定的に購入すること

が可能となり、野菜摂取増による健康増進が可

能となり医療費の削減が期待できる。また、植物

工場からの輸送ルートが短縮されることから、輸送

車両から発⽣するCO₂の削減が期待できる。

植物工場は消費地（市街地）に立地する方が

販売コストが抑えられるが、市街地に立地する場

合は野菜の⽣産を行う場所であるにもかかわら

す、その敷地は農地として扱われない（宅地並に

課税される）ため植物工場で⽣産された良質な

食料の合理的価格かつ安定的供給の障害となっ

ている。

農地法第２条

植物工場であっても農地と同様に野菜を⽣産する場所であ

る場合は、⽣産状況の透明化に関する措置を講じた上で、

｢農地｣と定義されるよう求める。

農林水産省

市街化区域内に立地する農地は、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に

市街化を図るべき区域内の土地として、宅地化することが予定されている農地で

あるため、土地の資産価値が宅地並みとなっております。

このため、市街地に立地する農地に設置される植物工場の敷地について、農作

物栽培高度化施設の要件を満たし「農地」とみなされた場合であっても、固定資

産税の評価において、宅地並みの評価とされております

なお、市街化区域における⽣産緑地地区内の農地については、固定資産税の

評価において農地評価となります。

市街地の記載については、市街化区域内という

趣旨ではなく、市街化区域及び市街化調整区

域内外に関わらず、農地に植物工場を建てられる

よう規制緩和を求めるもの。植物工場は、高度な

環境制御等により、少ない労力で効率的に野菜

等の計画⽣産を可能とする農業施設であり、日

本農業の振興に資する施設であるため、植物工

場を立地しやすい環境を整備し推進することは、

日本農業の発展に寄与するものです。例えば、耕

作放棄地等の農地を利用して、植物工場が立

地できるようにすることは（市街化区域内外にか

かわらず）、農地法の趣旨にかなうものであるの

で、植物工場の敷地は、農地法上の「農地」と定

義されたい。

農林水産省

農地への植物工場の建設は、農地法の規定に基づき都道府県知事等の許可

を受け、又は農業委員会に届け出て農地転用を行うことで可能です。

なお、農地を農地法に規定される農作物栽培高度化施設（農作物の栽培の

用に供する施設であって農作物の栽培の効率化又は高度化を図るためのものの

うち周辺の農地に係る営農条件に支障を⽣ずるおそれがないもの）の用に供す

る場合には、事前に農業委員会に届け出ることにより、当該農地を引き続き農

地としてみなすこととされています。
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○農地に立地する場

合の植物工場の施設

条件（｢農作物栽培

高度化施設」）の緩

和

大気から回収したＣＯ₂を利用した世界トップレベ

ルの植物工場による高機能性野菜の製造、賞味

期限を伸ばし廃棄ロスを低減させる次世代カット

野菜製造等に関する研究開発・実用化。

国内農業従事者の高齢化に伴い、自給率が低

下していく中、人工光型植物工場は、「異常気

象にも影響なく安定⽣産が可能」「農薬を使わず

に栽培可能」「若い世代への農業参入を促進」

「地産地消が可能」等の社会課題の解決が期待

できる。

植物工場は農地に立地する場合、も厳しい施設

条件（例えば、棟高は８ｍ、軒高は６ｍを上限

とし、平屋構造に限る）があり植物工場施設成

立条件を満たさず事業拡大の障害になっている。

農地法第43条第２項

農地に立地する場合の植物工場の施設条件（｢農作物栽

培高度化施設」）の緩和（例えば、閉鎖型植物工場に

は、棟高は10m～20m）を求める。

農林水産省

農作物栽培高度化施設の高さ基準は、周辺の農地における日照や通風など

営農条件に支障が⽣じないものとするため、実態調査や専門家の意見を踏ま

え、全国一律の基準として定めたものであり、これを緩和することは適当ではあり

ません。

農地法の目的は、農地の農業上の利用を確保

するための措置を講ずることにより、耕作者の地位

の安定と国内の農業⽣産の増大を図ることであ

る。一般的な規模（棟高10～20ｍ）の植物

工場はハウス栽培等の施設と同様に、農業⽣産

の増大を図るものであるため、周辺の農業に影響

を与えない事を条件に、農作物栽培高度化施設

として認めることは法の趣旨に反しているものでは

ないと思料。植物工場がもたらす効果を全国一

律に減ずるのではなく、例えば、大消費地に近く

フードマイルの短縮におけるCo2削減や廃棄ロスの

低減効果が大きい地域に限定して、周辺の農地

や日照・通風などの諸条件を個別判断の上で実

施することも考えられるため、引き続き、本件に関

する規制緩和の検討を求める。

農林水産省

農地への植物工場の建設は、農地法の規定に基づき都道府県知事等の許可

を受け、又は農業委員会に届け出て農地転用を行うことで可能です。

なお、農作物栽培高度化施設の高さ基準は、農地転用許可を不要とする代わ

りに、転用許可の要件となっている「周辺の農地における日照や通風など営農条

件に支障が⽣じないこと」が担保されるよう、実態調査や専門家の意見を踏ま

え、全国一律の基準として定めたものです。

このため、農作物栽培高度化施設のもたらす効果如何によって、当該施設の周

辺の農地の農業上の利用に支障を来たすおそれがある施設を農作物栽培高度

化施設として認めることは、農地法の趣旨に照らして適当ではないと考えておりま

す。
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○食品表示法定義の

拡大

周辺の大学・研究機関・企業等と連携して低カリ

ウムレタス等の健康増進・疾病の改善等に効果の

ある機能性食品や加工食品などを研究開発。

食品に科学的根拠に基づいた機能性表示がさ

れ、消費者は安心して商品を購入することが可能

となり、販売量が拡大し消費者の健康増進による

医療費の削減と機能性食品を⽣産するバイオサ

イエンス企業の成長による我が国の産業の活性

化が期待できる。

低カリウムレタス等の機能性野菜の機能性表示

食品の定義は、「疾病に罹患していない者を対象

に機能性関与成分によって健康の維持及び増進

に資する特定の保険目的が期待できる旨を科学

的根拠に基づく」とされている。疾病に罹患してい

る者に対し特定の成分を削減した食品は、機能

性表示食品として認められず、消費者に充分な

効果を伝えられない。

食品表示法第2条第3項第1号

疾病に罹患している者に対し特定の成分を削減した食品の

機能性食品表示ができるよう食品表示法の定義の拡大を

求める。

消費者庁

厚⽣労働省

　健康の維持増進に資する特定の目的が期待できる旨の表示が行うことができ

る機能性表示食品制度は、疾病に罹患していない者を対象とした表示制度で

す。

一方、病者用等の特別の用途に適する旨の表示を行える制度として、健康増

進法において、特別用途食品制度があります。

　特別用途食品のうち病者用食品については、定められた要件を満たすことにつ

いて、医学的、栄養学的根拠となる資料とともに申請を行い、許可を受けること

で、病者用に適する旨を表示することが可能となります。

　なお、疾病の治療等に使用されることを目的とされている物は、医薬品、医療

機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第1項に規

定する医薬品等に該当します。

腎疾患予備軍（疾病を罹患していない者）を対

象とし、機能性表示食品として表示を認めること

により消費者にわかりやすく機能を訴えることができ

るため、規制緩和を求めるもの。機能性表示食

品では、健康維持増進の為に機能性関与成分

が含まれていることが前提であるが、低カリウムレタ

スは、通常のレタスよりカリウム成分を低減すること

（機能性関与成分を減少（含まれていない）し

たこと）により、かえって「腎疾患予備軍（疾病を

罹患していない者）にとって、腎臓にやさしい」とい

う機能性を発揮することが期待できる食品であり、

かつこれら者にとって食べたいレタスが自由に食べら

れるという食⽣活のＱＯＬ向上が図られるもので

あるため、これを機能性表示食品として認め、食

品表示できるよう規制緩和の検討を求める。

消費者庁

厚⽣労働省

 機能性表示食品は、安全性や機能性に係る科学的根拠の情報等を届出す

ることにより、疾病に罹患していない者に対し、健康の維持増進に資する特定の

保健の目的が期待できる旨の表示が行うことができる制度です。

 疾病に罹患をしていない健康な者については、WHOのガイドラインにおいて成人

の血圧や脳血管疾患等のリスクを減らすために、食物からのカリウム摂取量を増

やすことを強く推奨しています。

　このため、腎機能が正常の範囲の者に対して、当該成分を低減した食品の摂

取により健康の維持増進に役立つ科学的根拠を示し得ないのではないかと考え

ます。

　なお、カリウムの含有量が低い旨を強調表示することについては、その内容が正

しいものであれば、現状においても可能です。

・道路交通法（昭和35年、2019年

5月改正、国土交通省）　第77条

・道路運送車両法（昭和26年、

2019年5月改正、国土交通省）

・道路運送車両の保安基準（昭和

26年、2020年4月改正、国土交通

省）

今回の提案では、一般公道を一部だけ通過するため、自動

運転レベル4に対応する法律・法令の解釈を拡大する、もし

くは自動運転レベル5の緩和を求める。

京都府・精華町・
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○自動運転車の公道

走行に関する規制緩

和

「けいはんなオープンイノベーションセンター」等に完

全自動運転による自動バレーパーキングシステム

及びEV車を対象にした非接触充電を導入した駐

車場を整備する次世代パーキング事業を実施。

自動バレーパーキングシステム、および、EV車を対

象にした非接触充電を導入した駐車場を整備す

る次世代パーキング事業を展開が可能となり、

CO2排出の削減と地域の活性化の両立を実

現。高齢者等の安全な外出支援や、交通事故

の3割を占めると言われる駐車場内の事故ゼロを

目指す。

（通常の自動運転も含む）

自動バレーパーキングシステムは、自動運転レベル

4（限定領域において、システムが責任）に相当

すると考えており、まだ、対応車両が発表されてい

ないため、保安基準における自動運行装置が自

動バレーパーキングに対応していない可能性があ

る。また、今回乗降場と駐車場の間に、一般公道

を通過する箇所が含まれており、自動運転レベル

5（限定のない領域において、システム責任）に

対応する法律・法令が必要になってくる。（通常

の自動運転も含む）



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答
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廃棄物処理に係る設

置許可要件の撤廃

自動走行型ゴミ収集車に効果的にゴミ収集。亜

臨界水処理により、有機廃棄物を低分⼦化、感

染症医療廃棄物も減菌・無害化し、エネルギー

⽣成・活用も可能。

大規模排出事業者による「自ら処理」（オンサイ

トでのゴミ処理）が進むことになり、①廃棄物を運

搬することによって⽣じる温室効果ガスの削減、②

自治体が処理する事業系一般廃棄物が減少す

ることによって、自治体が運営する廃棄物処理施

設の延命化や更新にあたっては従前の施設よりも

コンパクトな設計に道を開くことになる。

当社装置は廃棄物を亜臨界状態の水を用いて、

完全滅菌したうえで、加水分解して燃料化を可

能にする一定性状の⽣成物を作るものであり、投

入される廃棄物が産業廃棄物であれば、法15条

1項および施行令7条で定める廃棄物処理施設

に該当しないために、排出者が自ら廃棄物を処理

する場合には許可が不要とされている。一方、投

入廃棄物が事業系一般廃棄物の場合には、法

8条1項および施行令5条1項の規定により、1日

の処理能力が5トンを超えた場合には、施設の設

置許可が必要とされている。⽣産工程や事業構

造が複雑化している昨今において、⽣産過程から

排出される廃棄物を産業廃棄物と一般廃棄物を

明確に峻別することは困難である。

廃棄物処理法8条2項、施行令5条

1項

⽣産過程から⽣じる廃棄物を自ら処理する場合には、施行

令5条1項の規定を撤廃する
環境省

一定規模以上のごみ処理施設等を設置しようとするときは、⽣活環境の保全に

十分に配慮されたものとして設置する前に許可を受けるものとすることで、一般廃

棄物処理施設の構造上の安全性、維持管理の確実性や信頼性等の確保を

図る必要がある。

亜臨界水処理で用いる第一種圧力容器は、各

段階での労働局等による検査や使用開始後は

年に1回登録性能検査機関による性能検査が義

務付けられている。一定性能を満たさなければ製

造や設置はできず、不具合があった場合は補修

完了後に利用再開となるため、安全性の検証は

客観性を有している。亜臨界水処理は蒸気

(水）を用いて最大200℃程度で行うため、ダイ

オキシンは発⽣せず、設備費用が低廉で、また、

圧力容器に義務付けられていない耐腐食性のあ

る特注素材を用いており、騒音臭気振動等も少

ないため、⽣活環境の保全を担保し、低コストか

つ衛⽣的な処理が可能。本提案は設備規模が

小さく処理量も限られる小型装置であるので、一

定規模未満の処理量において、規制緩和を求め

る。

環境省

一般廃棄物処理施設の設置に当たっては、⽣活環境影響調査結果の添付を

義務付けているほか、設置に関し利害関係を有する者による意見提出の機会を

設けており、これらの手続きにより施設の構造上の安全性や維持管理の確実性

等を確保している。ご意見のとおり、⽣活環境影響等に影響がなく、全ての許可

基準を満たしていることを示し、適切に許可を受けた上で、適正に処理いただき

たい。

なお、ご意見にある一定規模未満の処理量については、現行法令においても規

模要件を設けているところである（廃棄物処理法施行令第５条第１項）。
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産業廃棄物の処理に

係る特例拡大適用

自動走行型ゴミ収集車に効果的にゴミ収集。亜

臨界水処理により、有機廃棄物を低分⼦化、感

染症医療廃棄物も減菌・無害化し、エネルギー

⽣成・活用も可能。

地域単位でゴミからエネルギーを⽣成する取り組

みが進むことにより、①廃棄物を運搬することによっ

て⽣じる温室効果ガスの削減、②災害に強い強

靭なエネルギー供給体制を構築することが可能と

なる。

法12条の７の「二以上の事業者による産業廃棄

物の処理に係る特例」はあくまで産業廃棄物のみ

が対象で、一般廃棄物には適用されない。

廃棄物処理法12条の7

この特例規定を一般廃棄物にも適用されることを要望すると

同時に、都道府県知事等が認める一定区域内であれば

「親⼦会社」に限定されずに規制緩和の対象として規制を

緩和

環境省

廃棄物処理法第12条の７の規定による「二以上の事業者による産業廃棄物

の処理に係る特例」については、同法第11条第１項の規定により排出事業者

がその産業廃棄物を「自ら処理」する場合の取扱いを、排出実態が変わらないま

ま分社化等を行った場合にも適用するための特例である。

一般廃棄物は市町村の統括的処理責任により処理されるものであるため、業と

して処理を行おうとする者に対しては個別に一般廃棄物処理業の許可を与える

等の措置により、適切に対処されたい。

一般廃棄物は市町村の統括的処理責任ではあ

るものの、判断基準に明確な指針がない中での個

別判断となることから、自治体によっても判断が異

なり、前例や規定に明記されていないことに対して

は許可を認めない現状があり障害となっている。特

例規定を一般廃棄物に適用することを要件付き

で認める(明記する）ことは廃棄物処理法の基本

原則である自らの処理「事業者は、その事業活動

に伴って⽣じた廃棄物を自らの責任で適正に処

理する」を侵害するとは考えにくく、廃棄物処理法

に緩和条件を明記いただくことで、市町村の判断

も適切になされるものと考えるので、規制緩和を求

める。

環境省

市町村は、自ら策定した一般廃棄物処理計画に従って、その区域内における

一般廃棄物について、最終処分が終了するまでの適正な処理を確保しなけれ

ばならないという極めて重い責任を有している。この一般廃棄物処理計画につい

ては、市町村が自ら処理する一般廃棄物のみならず、事業者自らが処理する一

般廃棄物も含め、当該市町村で発⽣するすべての一般廃棄物について対象と

しなければならない。

こうした制度趣旨に鑑み、業として処理を行おうとする者に対しては個別に一般

廃棄物処理業の許可を与える等の措置により、適切に対処されたい。
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一般廃棄物の手数料

上限規制の撤廃

自動走行型ゴミ収集車に効果的にゴミ収集。亜

臨界水処理により、有機廃棄物を低分⼦化、感

染症医療廃棄物も減菌・無害化し、エネルギー

⽣成・活用も可能。

一般廃棄物のリサイクル率が大きく向上することが

期待できる。また、事業活動によって⽣じる廃棄

物は企業の責任において適正なコストで処理しな

ければならないところ、一般廃棄物であれば実際

の処理コストよりも低い負担で処理できる（差額

は公金で賄われている）という不公正の是正にも

つながる。

法7条12項は、一般廃棄物は原則的として市町

村が手数料を徴収し処理することとしており、市町

村に代わって民間が処理する場合であっても、市

町村の手数料を超えることはできないと規定してい

る。市町村が設定する手数料は民間で行うには

採算が取れないような低価格であることが一般的

である。

廃棄物処理法7条12項
一般廃棄物でも民間によるリサイクルが進展するように、この

規定を撤廃
環境省

廃棄物処理法第７条第12項に定める手数料に係る規定を撤廃した場合、一

般廃棄物の収集及び運搬並びに処分を市町村が直営（委託を含む。）で行

う場合と民間業者が行う場合との間に、市町村住民に不公平をきたすおそれが

ある。

また、事業系一般廃棄物処理に係る手数料は、廃棄物処理に係る原価相当

の料金を徴収することが望ましく、その旨を一般廃棄物処理有料化の手引き

（平成25 年４月）等においても市町村に周知しているところである。

既に一部の製品や自主回収では、採算が取れる

処理が廃棄物処理法の特例で認められており、

同法特例の広域認定では、メーカーなどは収集運

搬業や廃棄物処理業の許可なしで回収でき、マ

ニフェストの発行も不要で手間やコストが省け、

ユーザーからの費用徴収も可能。スーパーで回収

したペットボトル等は、回収段階で産業廃棄物と

みなされ、環境省も容認している。多くの産業廃

棄物は回収ルートがない、あるいは事業系一般

廃棄物として排出する方がコストが抑えられるた

め、一般廃棄物として排出されているので、廃棄

物回収後にリサイクルやエネルギー利用等の資源

化を行う民間事業者の場合は、この規定の適用

対象外とする規制緩和を求める。

環境省

市町村長が一般廃棄物処理業の許可を与え得るのは、当該市町村による一

般廃棄物の処理が困難である場合等に限られており、当該市町村による処理を

補完するものである。したがって、当該許可に伴う処理料金については、当該市

町村における処理料金との公平性を保つ必要があると考えられる。

なお、より望ましい形での資源化を促進する観点から、左記の「一般廃棄物処

理有料化の手引き」を改訂し、市町村における受入量の縮減を図る方策を検

討するとともに、地域における資源化施設等での受入価格水準等についても考

慮の上、廃棄物の処理に係る原価相当の料金を徴収することが望ましい旨を周

知することを予定している。
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圧力容器の取り扱い

要件の拡大

自動走行型ゴミ収集車に効果的にゴミ収集。亜

臨界水処理により、有機廃棄物を低分⼦化、感

染症医療廃棄物も減菌・無害化し、エネルギー

⽣成・活用も可能。

ゴミからエネルギーを⽣成する装置が機動的に運

用されることから、災害発⽣時した場合には、迅

速に被災地域に電気やエネルギー、飲料水などを

供給できる体制が整う。

装置全体を可搬型（あるいは車載型）にしたう

えで、機動的な運用も想定しているが可搬型装

置を運用するうえで、労働安全衛⽣法の規制を

受けるのは、ボイラーおよび第１種圧力容器であ

る。ボイラーに関しては、ボイラー及び圧力容器安

全規則11条では「移動式ボイラー」の場合には同

規則10条と異なる取り扱いを行なっており、「報

告」のみで新たな移動場所での運転が可能である

としている。その一方で、圧力容器に関しては、同

規則56条の規定があるだけで、「移動式」は想定

されていない。

労働安全衛⽣法88条1項、ボイラー

及び圧力容器安全規則11条、ボイ

ラー及び圧力容器安全規則56条

圧力容器に関しても「移動式ボイラー」と同様の取り扱いを

希望する。
厚⽣労働省

ボイラー及び圧力容器安全規則（昭和47年9月30日労働省令第33号）第

56条（第一種圧力容器の設置届）の解釈（昭和47年12月8日付け基発

第780号）に、移動して用いる第一種圧力容器は移動式ボイラーに準じて取り

扱い、製造後最初に使用する場所を設置と見做す旨示しているところである。

今回の事業では、①第一種圧力容器とボイラー

をセットで使用する製品だけでなく、②第一種圧

力容器を単体で使用する製品を車載し移動処

理する事業も想定。移動式ボイラーは、ボイラー

及び圧力容器安全規則11条で報告のみで移動

先での運転が可能であり、移動先ですぐに利用で

きるが、第一種圧力容器（これを移動させて使

用する場合）は、利用開始三十日前までに、移

動先の労働基準監督署長への届出が必要であ

り、機動的運用が阻害され、事業実施の障害と

なっている。①のように、第一種圧力容器と移動

式ボイラーを組み合わせた場合には、第一種圧力

容器は移動式ボイラーの付帯物とみなされるため

移動式ボイラーの規制に準じ、報告のみでの運転

が可能とされているが、②のように、第一種圧力容

器単体の場合では利用開始三十日前までの届

出が必要であるため、規制緩和を求める。

厚⽣労働省

労働安全衛⽣法第88条第１項に基づく第一種圧力容器（移動式を含

む。）の設置届については、急を要する工事についての適用として、計画の届出

をすみやかに審査し、安全衛⽣上問題がないと判断される場合には、計画の届

出後30日を経過しない間に工事を開始しても差し支えない旨示しているところ

（昭和48年3月19日付け基発第145号）、必要に応じ、所轄労働基準監

督署まで相談されたい。

なお、移動して用いる第一種圧力容器は、製造後最初に使用する場所を設置

と見做し届出を行うことにより、移動先において届出不要で運用可能である。こ

のことは移動式ボイラーの報告の場合も同様である。
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○個別最適な学習に

よる各教科等の標準

的な授業時数の柔軟

な増減及び教育課程

の特例校制度に係る

事務手続の簡素化

個別最適な学習により各教科等の標準的な授

業時数を増減。例えば、⽣み出した時間を新たな

教育・交流活動に充て、⼦供たちが実際に手を

動かして科学技術を使って課題解決するといった

探求・プロジェクト型学習を取り入れ、⼦供たちの

創造性や好奇心・探求力を育成する。

　各学校および地域の特色を⽣かした学校運営

が可能。また、ICTの利活用・個別最適な学びの

環境を整備することにより、習得のために要する授

業時数を短縮することが可能になり、確保できた

時間を、自分の感覚や行為を通して理解する実

習・実験、地域社会での体験活動など、様々な

場面でリアルな体験を通じて協働的に学ぶ機会の

創出に活用することが可能になる。

　小学校の各学年における各教科、特別の教科

である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間

及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学

年におけるこれらの総授業時数は学校教育法施

行規則によって定められている。

　また、学校又は地域の特色を⽣かし学習指導

要領等によらない特別の教育課程を編成・実施

できる「教育課程特例校制度」があるものの、その

指定を受けるには、計画書等を添えて国へ申請

する必要があり、書類審査等に時間を要すること

から、この制度を積極的に活用することが難しく

なっている。

学校教育法施行規則第５０条・第

５１条・第５２条・第５５条の２

各教科等の標準的な授業時数を柔軟に増減するとともに、

教育課程の特例校制度の事務手続きを簡素化するため、

該当法令を緩和する。

文部科学省

「「令和の日本型学校教育」の構築を目指して～全ての⼦供たちの可能性を引

き出す，個別最適な学びと，協働的な学びの実現～（答申）」（令和3年1

月26日中央教育審議会）において、「総枠としての授業時数（学年ごとの年

間の標準授業時数の総授業時数）は引き続き確保した上で，教科等横断

的な視点に立った資質・能力の育成や探究的な学習の充実等に資するよう，

カリキュラム・マネジメントに係る学校裁量の幅の拡大の一環として，教科等の特

質を踏まえつつ，教科等ごとの授業時数の配分について一定の弾力化が可能

となる制度を設けるべきである。その際，この制度を利用する学校は，家庭・地

域に対して特別の教育課程を編成・実施していることを明確にするとともに，他

の学校や地域のカリキュラム・マネジメントに関する取組の参考となるよう，教育

課程を公表することとするべきである。」と提言されたところであり、当該制度の創

設について検討を進めているところです。

※令和３年６月時点

当該答申では、「各学校が持っている教育課程の

編成・実施に関する裁量を改めて認識し、学校や

地域の実態に応じて責任を持って柔軟に判断で

きるようにすることが重要」とあるが、あくまでも各学

校ごとの裁量についてであり、当提案は、個別最

適化学習を一体的に取り組むことにより、各学校

ごとではなく⼦供たちそれぞれの学習理解度に応

じて柔軟に授業時数を配分すること、学習ログや

AIを活用した独自の個別最適化学習による個々

の学習情報を各学校間で共有し転校や進学後

も個性に応じた細やかな学びを継続して提供する

こと、企業にも学習ログを共有し、広く民間サービ

スも活用して個別最適な学びの機会を提供する

ことを目指すため、規制緩和を求める。

文部科学省

（授業時数について）

標準授業時数は、学習指導要領に示す各教科等の内容の指導の質を担保す

るための、いわば量的な枠組みとして、教育の機会均等や水準確保に欠かせな

いものであり、標準授業時数を確保することは必要です。

その上で、個に応じた指導を充実することは重要であり、児童⽣徒や教職員の

負担にも配慮しつつ、標準授業時数に上乗せする形で、児童⽣徒の実態に応

じた補充的な学習や発展的な学習を行っていただくことが考えられます。

なお、カリキュラム・マネジメントに係る学校裁量の幅を拡大させ、教科等横断的

な視点に立った資質・能力の育成や探究的な学習の充実等に資するより効果

的な教育を実施するため、総枠としての授業時数は引き続き確保した上で教科

等ごとの授業時数の配分を変更することを認める「授業時数特例校制度」が令

和３年７月に創設されたところです。

（学習ログについて）

また、学習ログ等の共有については、個人情報保護法制や、各自治体と事業

者等との契約等に基づき、各自治体の判断において可能になるものと認識して

います。
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○海外日本人研究者

への研究助成の柔軟

化

XR技術を活用し、けいはんなバーチャルラボ

「Japan XR the Institute」を設立し、国際共

同研究を展開。世界の若手日本人研究者の知

見を結集させ、新型コロナウイルス等の社会的課

題の解決に貢献する。

日本人研究者が赴任する国の特許法や勤務機

関での規則上の問題がない範囲で、帰国後の研

究継続を前提として、科研費等の公的資金に申

請可能となり、国境を越えた研究活動が加速化

する。また、海外赴任しても当概研究が即中断に

はならず、継続した研究が可能となり、日本人研

究者の研究環境が改善する。

日本人研究者が海外赴任をする場合、科学研

究費補助金取扱規程により科研費等の公的資

金に申請することが容易ではなく（日本人研究

者を想定）、また海外赴任による研究中断（科

研費執行不可）が障害になっている。

科学研究費補助金取扱規程等
海外日本人研究者への研究助成を柔軟にするため、科学

研究費補助金取扱規程等を緩和する。
文部科学省

④に記載の内容につきましては、以下のとおり現行の科研費制度において対応

可能です。

＞日本人研究者が海外赴任をする場合、 科学研究費補助金取扱規程によ

り科研費等の公的資金に申請することが容易ではなく（日本人研究者を想

定）、

⇒日本の研究機関に所属し科研費応募資格を与えられていれば、海外赴任

中であっても科研費の応募は可能です。

＞また海外赴任による研究中断（科研費執行不可）が障害になっている。

⇒上述のとおり、日本の研究機関に所属し科研費応募資格を与えられていれ

ば、海外赴任しても研究中断しないと選択することも可能です（研究機関が海

外での執行を認めた場合）。

現行制度では、申請者は｢日本の研究機関に所

属し科研費応募資格を与えられていること｣が必

要となっている。他方、海外で研究を行う日本人

研究者が日本国内の所属を持つ割合は極めて

低く、多くの研究者は申請できない。先ずはこの条

件を見直しの検討を求める。

また、他の申請条件や手続き等についても課題が

あるので改善措置などの検討を求める。

文部科学省

申請者は｢日本の研究機関（科研費取扱規程第2条に規定される研究機

関）に所属し科研費応募資格を与えられていること｣が必要と定めている理由

は、公的資金の適切な管理を研究機関にて行うことと定めているためです。その

ため、海外で研究を行う日本人研究者であっても、日本の研究機関に所属し科

研費応募資格を与えられていれば、科研費の応募は可能です。

また、他の申請条件や手続き等については以下のとおり対応しております。

・原則、応募手続きに関する書類は英訳版が作成されております。

・申請書等手続きに関する書類は全て電⼦化しております。

・「帰国発展研究」の応募対象者には令和2年度公募から、「ポストドクター」と

いう身分の若手研究者の応募も可能としております。

・研究費の執行については、研究機関の規程等に従って管理いただくこととしてお

ります。



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答
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○技適未取得機器を

用いた実験等の特例

制度の拡充

XR技術を活用し、けいはんなバーチャルラボ

「Japan XR the Institute」を設立し、国際共

同研究を展開。世界の若手日本人研究者の知

見を結集させ、新型コロナウイルス等の社会的課

題の解決に貢献する。

けいはんなオープンイノベーションセンター

（KICK）で行うバーチャルラボでの研究において

は、海外の先端デバイスを技適未取得のまま活

用することが可能になり、グローバル先端研究が加

速する。

けいはんなオープンイノベーションセンター

（KICK）に構築予定のバーチャルラボでの研究

に利用する各種無線デバイスの技術は、日進月

歩のため、海外で利用されている先端デバイスが

日本の「技適未取得機器を用いた実験等の特例

制度（総務省）」を活用しても180日以上の継

続利用が困難であり、活動上の支障や海外製品

を使った研究・実証が遅れる。

電波法4条の2

けいはんなオープンイノベーションセンター（KICK）での実証

においては、継続利用を可能とする電波法4条の2を改正

（技適未取得機器の特例制度で認められる現使用期間

延長又は実験等の内容を条件にしたフリー使用期間）を求

める。

総務省

・技適未取得機器を用いた実験等の特例制度では、技術基準適合証明を有

しないが相当の技術基準に適合していることを担保に特例として実験等を可能と

するものである。万が一電波法第３章に定める技術基準に適合しないものがあ

る可能性を否定できないため、電波環境への影響を鑑み、試験期間は必要最

小限の期間とし、制度設計の段階において、これまでのWi-Fi等を用いた開発実

証等を考慮し、180日間は十分な期間として設定したものである。

・今回ご要望をいただいた180日間を超える利用は現行制度としては適用は困

難と考えている。なお、180日を超える適用日数の拡大に伴う電波法改正に関

しては、上記理由から慎重に検討したい。

・なお、本制度の適用期間180日を超え長期間の利用を希望される場合には、

実験試験局の免許取得等に関してご検討をいただきたい。

現状は、多様な最先端試作機を連携したり、国

際間連携に係る実証実験をするためには、開発

期間だけでも数か月～1年かかることもあり、180

日間限定の制度では障害となっている。８Gのよ

うな次々世代の新方式の研究用機器やデバイス

はフリー期間が望まれる。180日を超える場合に

は、実験試験局の免許取得等を検討されたしと

いう点も、免許取得等に関する事務コスト、時間

など実証実験に大きな負担が⽣じる。例えば、出

力範囲（構内にしか届かない）や実験場所の特

性（周りに影響を及ぼす施設がない）が明確で

あり、公衆回線と切り離されたり、電波の到達範

囲が建物内に限定されるような周囲への影響が

全くないか限定的なデバイス等に限り緩和を認め

るような規制緩和を求める。

総務省

・今般、ご提出をいただいた補足資料では、多様な最先端試作機の連携や国

際間連携に係る実証実験を伴う、８Gのような次々世代の新方式の研究用機

器やデバイスへの適用を望まれており、ご要望内容は国際的な標準規格などを

満たす等の一定の条件下で運用している本特例制度の範疇を超えているものと

考えております。

・補足資料では「例えば、電波の到達範囲が建物内に限定されるような周囲へ

の影響が全くないか限定的なデバイス等に限り緩和を認めるよう」とありますが、

8Gのような次々世代の新方式の周波数は明らかになっておらず、このため、建物

の構造や材質などによる外部への電波漏洩の有無について技術的検証が必要

と考えています。

・国家戦略特区の特例では、特定の周波数、空中線電力や使用地域を対象

として、電波の混信が⽣じないことを条件に、実験試験局の免許取得に係る時

間短縮を図ってきておりますので、今回のご要望に関して、当該特例制度のご活

用も含めご相談させて下さい。



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

大阪府・大阪市
別冊１夢洲　

①

データ等の活用による

交通量予測にもとづく

ピークシフト誘導

建設現場に車両をあらかじめ登録・把握し、カメラ

等による一般交通及び物流交通を重ね合わせた

交通量を予測・可視化し、工事関係者へ提示す

ることで、各現場に対して工事車両の時間及び

ルートのシフトを促す。

交通混雑の改善
カメラやETC路側機、サイネージの路上設置に関

する法規制

道路法第32条、第33条

（道路の占用許可）

道路法施行令第34条の3

（道路の附属物）

・公道上に設置する交通カメラ、ETC路側機、サイ  ネージ

等の扱いの明確化  を要望

・道路占用及び使用に関  わる条件、手続きの緩和を  要

望

・国、行政の道路附属物と  して扱うかの明確化を要望

国土交通省

（交通カメラ、ETC路側機、サイネージの（占用物件・道路付属物としての）

扱いの明確化）

以下の理由により、対応済み。

理由：提案自治体が示す「交通カメラ、ETC路側機、サイネージ」が必ずしも明

確ではないが、一般的に、提案内容にあるような機能を有する物件の占用物件

及び道路付属物としての扱いは、現行制度上、明確であるため。

（道路占用にかかわる条件、手続きの緩和）

以下の理由により、対応済み。

理由：提案自治体が示す「交通カメラ、ETC路側機、サイネージ」が必ずしも明

確ではないが、既に同種占用物件が多数存するところ、現行の占用許可にかか

る運用を踏まえると、提案事業の実施において現行許可基準が支障となるとは

考えられないため、また、占用手続きについては「道路占用許可に係る申請手続

きの簡素化及び一層の弾力化（平成23年12月28日　国道利第１８号、第

１９号）」等により緩和措置を講じており、提案事業の実施において現行占用

手続きが支障となるとは考えられないため。

大阪府・大阪市
別冊１夢洲　

②

位置情報及びデータ

分析にもとづく車両誘

導

カメラやＥＴＣ路側機、スマートフォン等のＧＰ

Ｓ機能などを活用し、工事関係車両の位置情報

を把握

周辺道路の混雑状況に応じて、工事関係車両

の適切な誘導を実施することで、当日の混雑状

況に応じたリアルタイムでの渋滞緩和を実現

交通混雑の改善
カメラやETC路側機、サイネージの路上設置に関

する法規制

道路法第32条、第33条

（道路の占用許可）

道路法施行令第34条の4

（道路の附属物）

・公道上に設置する交通カメラ、ETC路側機、サイネージ等

の扱いの明確化  を要望

・道路占用及び使用に関わる条件、手続きの緩和を  要望

・国、行政の道路附属物として扱うかの明確化を要望

国土交通省

（交通カメラ、ETC路側機、サイネージの（占用物件・道路付属物としての）

扱いの明確化）

以下の理由により、対応済み。

理由：提案自治体が示す「交通カメラ、ETC路側機、サイネージ」が必ずしも明

確ではないが、一般的に、提案内容にあるような機能を有する物件の占用物件

及び道路付属物としての扱いは、現行制度上、明確であるため。

（道路占用にかかわる条件、手続きの緩和）

以下の理由により、対応済み。

理由：提案自治体が示す「交通カメラ、ETC路側機、サイネージ」が必ずしも明

確ではないが、既に同種占用物件が多数存するところ、現行の占用許可にかか

る運用を踏まえると、提案事業の実施において現行許可基準が支障となるとは

考えられないため、また、占用手続きについては「道路占用許可に係る申請手続

きの簡素化及び一層の弾力化（平成23年12月28日　国道利第１８号、第

１９号）」等により緩和措置を講じており、提案事業の実施において現行占用

手続きが支障となるとは考えられないため。

通勤客（将来の観光客も含め）など不特定多

数の乗客に対して、有償でオンデマンド乗合バス

などを運行し、乗降場も自由に設定

工事車両の削減、工事工程の最適化、島内の

渋滞緩和

・道路上での乗降場設置には許可が必要

・都心部などでは、地方公共交通会議の同意取

得に時間を要するなど、許可取得のハードルが高

い。

道路法第32条、第33条

道路運送法第4条

道路運送法施行規則第９条の３

・道路占用及び使用に関わる条件、手続きの緩和を要望

・地方公共交通会議の同意取得時間の短縮を要望 国土交通省

【道路法について】

（道路占用にかかわる条件、手続きの緩和）

以下の理由により、対応済み。

理由：提案自治体が示す「道路上での乗降場」が必ずしも明確ではないが、既

に同種占用物件が多数存するところ、現行の占用許可に係る運用を踏まえる

と、提案事業の実施において現行許可基準が支障となるとは考えられないため、

また、占用手続きについては「道路占用許可に係る申請手続きの簡素化及び

一層の弾力化（平成23年12月28日　国道利第１８号、第１９号）」等に

より緩和措置を講じており、提案事業の実施において現行占用手続きが支障と

なるとは考えられないため。

【道路運送法について】

規制改革事項について明確化を要する。

同じ事業用車両（緑ナンバー車両）を、ある時

間帯は定時定路線、ある時間帯ではオンデマンド

運行といった異なる目的で使用。

料金なども一括決済できるようにする。

工事車両の削減、工事工程の最適化、島内の

渋滞緩和

複数交通モード毎に運賃制度が異なり、一括決

済による割引など、事前一括決済ができない。
道路運送法第９条ほか

利用者の利便性向上には、複数交通モードでの事前一括

決済を普及促進できるよう手続きの簡素化を要望
国土交通省 規制改革事項について明確化を要する。

同じ事業用車両（緑ナンバー車両）を、ある時

間帯は定時定路線、ある時間帯ではオンデマンド

運行といった異なる目的で使用。

料金なども一括決済できるようにする。

工事車両の削減、工事工程の最適化、島内の

渋滞緩和

現行法では、複数の交通事業者間で車両の貸し

借りすることができない。
道路運送法第33条

事業化を見据え、対応できる交通事業者を限定せずに輸

送効率化を検討できるよう、名義の利用や事業の貸渡しを

可能とするよう要望

国土交通省

道路運送法では、輸送の安全性確保等の観点から事業の事前許可制を設け

ており、同法の許可等を持たない者による有償での旅客運送は、これらの観点か

ら重大な懸念があるため、認めていないが、許可を受けた事業者間において、個

別の事業計画に応じて、適切な事業計画のもとで、車両の貸し借りがなされる

場合については対応可能である。

夢洲内外・夢洲内オンデマンドシャトルバス（自

動運転バス、EVシャトル）を運行する。

工事車両の削減、工事工程の最適化、島内の

渋滞緩和

シャトルバスの運転には大型二種免許が必要だ

が、有資格者を多く確保することが困難
道路交通法第86条

限定領域内での自動運転（レベル２程度）導入時のシャ

トルバス等の必要免許の規制緩和を要望（大型一種免許

等）

警察庁

「限定領域」がどのような場所か定かではありませんが、道路交通法第２条第１

項第１号に定める道路に当たらない場所では、同法の適用を受けないため、自

由な形で実証実験を実施することが可能です。

　走行場所が上記の道路に当たる場合にあっては、そもそも第二種免許は、多

数の乗客を運送することを目的とする旅客自動車の運転について、乗客の安全

確保のため、通常より高度の運転技能や知識が必要とされること等を踏まえて設

けられているものであるところ、

・自動運転レベル２程度の車両は、システムが安全運転を支援しつつも、飽くま

で運転操作の主体は運転者であることが前提となっていること。

・同車両は、運行設計領域外ではシステムの支援等なしに通常と同様の運転

操作が必要となること。

等から、実験車両が、旅客自動運送事業に係る旅客を運送する目的で運行さ

れる場合には、第二種免許が必要です。

　一方、従来の「運転者」の存在を必ずしも前提としない場合における交通ルー

ルの在り方については、現在、「官民ＩＴＳ構想・ロードマップ2020」等におい

て、2022年度頃に限定地域における遠隔監視のみの無人自動運転移動サー

ビスの実現が可能となるように政府として目指すこととされていることを踏まえ第二

種免許の要否も含め、警察庁で検討を進めているところです。

　以上の回答に関し、本提案に係る記載内容のみでは定かではない部分もある

ため、実施されたい走行の形態を具体的に明らかにして個別に警察庁に御相談

ください。

・夢洲における万博関連工事の関係者は、車で

しかアクセスできない交通環境にある。また、その

交通アクセスは夢舞大橋と夢咲トンネルのみであ

り、交通渋滞の緩和を図る為、工事関係車両の

削減が必須となっている。

・本サービスは、建設作業員の通勤車両削減の

為、夢洲外の駅及び共同駐車場と現場を結ぶ

シャトルバスサービスを実施するもので、主に臨港

道路を走行し、利用者は工事関係者に限定した

旅客輸送を検討している。

・そこで、バス運転手の確保の為、レベル２の部分

運転自動化のシャトルバスによる限定されたエリア

内、利用者であれば、大型第一種免許等で運転

できるよう再提案する。

警察庁

  走行場所が道路交通法第２条第１項第１号に定める道路に当たる場合に

あっては、

・多数の乗客を運送することを目的とする旅客自動車の運転について、乗客の

安全確保のため、通常より高度の運転技能や知識が必要であること。

・自動運転レベル２程度の車両は、システムが安全運転を支援しつつも、飽くま

で運転操作の主体は運転者であることが前提となっていること。

・同車両は、運行設計領域外ではシステムの支援等なしに通常と同様の運転

操作が必要となること。

等から、御提案のシャトルバスが、旅客自動運送事業に係る旅客を運送する目

的で運行される場合には、当該シャトルバスの大きさに応じた第二種免許が必

要です。

パーク＆ライドも含め、自動運転によりヒト・モノを

運搬する。

工事車両の削減、工事工程の最適化、島内の

渋滞緩和

自動運転の公道実証実験に必要な道路使用許

可の有効期間は、現行制度上最大６ヵ月となっ

ている。

道路交通法第77条

（自動運転の公道実証実験に係る

道路使用許可基準 警察庁）

事業化を見据え、期間中に道路工事や著しい交通環境の

変化がある場合を除き、６カ月以上を超えて許可を取得で

きるよう要望

警察庁

　　「自動運転の公道実証実験に係る道路使用許可基準（令和２年９

月）」では、許可期間を原則として最大６か月の範囲内としておりますが、事業

内容によっては６か月を超える許可期間を定めることも可能です。

　以上の回答に関し、本提案に係る記載内容のみでは定かではない部分もある

ため、具体的な実験の実施要領を明らかにして個別に警察庁に御相談くださ

い。

パーク＆ライドも含め、自動運転によりヒト・モノを

運搬する。

工事車両の削減、工事工程の最適化、島内の

渋滞緩和

自動運転の実証実験に使用する車両の保安基

準の緩和条件の一つに、テストドライバーの他に保

安員の配置の義務付けがあり、遠隔監視による

無人自動運転のメリットが活かせない。

道路運送車両の保安基準第55条

車両に掲載カメラやセンサー類によって車外の環境を十分に

把握することが可能な場合は、保安員の義務配置の緩和を

要望

国土交通省

道路運送車両の保安基準第55条に基づく自動運転に関する保安基準の緩

和において、保安要員の配置を義務付けていないところ、安全性が確保されてい

れば、保安要員の配置を不要とすることは可能。改めて、緩和手続きを担当す

る地方運輸局等に、安全性が確保されている場合は保安要員を不要とするよ

う、周知・徹底済みである。

大阪府・大阪市
別冊１夢洲　

⑥

駅及び共同駐車場か

らのシャトルバス・デマン

ドバスの運転管理



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

警察庁

　現在、様々なモビリティが開発されていると承知しており、その大きさや速度、構

造、形態等が多岐に渡るため、一律に基準を設けることは困難ですが、「自動配

送ロボット（近接監視・操作型及び遠隔監視・操作型）公道実証実験手順」

を警察庁ウェブサイトで公表しており、同手順に沿って道路使用許可を受けれ

ば、自律走行するパーソナルモビリティについても、遠隔監視・操作による無人で

の公道走行が可能です。また、令和３年２月５日付け事務連絡により、原動

機を用いる歩行補助車等の判断基準について示しています。またパーソナルモビ

リティが遠隔監視・操作の機能を備えれば、道路使用許可を受けて無人回送す

ることも可能です。

　なお、自律走行する低速・小型のモビリティに関する制度整備について、警察

庁で検討を進めているほか、令和３年６月に「特定自動配送ロボット等の

公道実証実験に係る道路使用許可基準」を警察庁ウェブサイトで公表したとこ

ろです。

　以上の回答に関し、本提案に係る記載内容のみでは定かではない部分もある

ため、実施されたい走行の態様を具体的に明らかにして個別に警察庁に御相談

ください。

国土交通省

道路運送車両法では、すでに自動運転レベル４に対応している。具体的には、

道路運送車両法第41条の通り、システムが、運転者に代わって「認知」・「予

測」・「判断」・「操作」を行う、レベル３・４の自動運行装置を保安基準の対象

装置に追加しており、道路運送車両の保安基準第48条において、当該装置の

保安基準を規定している。

現行法では自動運転用専用レーンの設置や路

側設備設置に関して規定されていない。
道路法第2条、第32条、第33条

自動運転用専用レーン設置、路側設備設置に関する許認

可の緩和、申請手続きの簡略化を要望
国土交通省

【路側設備設置に関する許認可の緩和、申請手続きの簡略化】

路側設備がどのようなものかは不明ではあるが、

許認可の緩和については、道路法第33条第２項第５号において、自動運行

補助施設の占用基準の特例措置を設け、無余地性の基準の適用を除外して

いる。

また、占用手続きについては、「道路占用許可に係る申請手続きの簡素化及び

一層の弾力化（平成23年12月28日　国道利第１８号、第１９号）」等に

より緩和措置を講じ、ワンストップ化を図っている。

運賃については許可又は届出が必要となり、状況

に応じた柔軟な運賃設定が難しい。
道路運送法第9条

運賃変更に関する許認可の緩和（届け出制への意向も含

む）、申請手続きの簡略化を要望
国土交通省

規制改革事項について明確化を要するが、柔軟な運賃設定は、現行制度でも

地域公共交通会議を活用して実施することが可能である。

大阪府・大阪市
別冊１夢洲　

⑧

BIM/CIM等を活用し

た建設工事の効率化

各建築物BIM データをもとにしたデータ連携基盤

（空間情報に照らしたデータの見える化やシミュ

レーションのもととなるデジタルツイン）を構築

デジタル空間とリアルサービスを結びつけるアプリ

ケーションにより、夢洲で働く人々のオンデマンド

ニーズに応えることが可能

建築確認手続等における電⼦申請の取扱いにつ

いて、BIM データの利用権が、知的財産を含む

建築主等に制限される可能性

建築基準法第6条

夢洲では、予めBIM データの公表範囲と活用目的等に関

する基準等を整備し、建築主からのデータ開示、データ活用

事業者の認定手続き等について円滑に運用できるよう要望

国土交通省

建築基準法第６条において確認申請書類の知的財産権については規定して

いないことから、建築基準法が事業の実施を不可能又は困難とさせている規制

にはあたりません。

大阪府・大阪市
別冊１夢洲　

⑩

データ及びセンシングに

よる局所的な気象予

測及び防災情報提供

高解像度気象シミュレーション×AI技術による短

中期予報（3時間~7日間程度）と，観測デー

タ×AI技術による短時間予報（~3時間）サー

ビス事業

・効率的な工事や作業員の安全性確保、資材

運搬の計画立案に寄与

・津波／高潮の到来や、ゲリラ豪雨等の局所的

な豪雨を予測により、工事の円滑化及び建設作

業員の円滑な避難に寄与

・予報の自動化が認められていない。

・観測用気象計について規制がある。

・洪水に関する予測業務は防災との関連性の観

点から現状認可されるのが難しい状況のため、津

波／高潮予測についても、認可されるのが困難と

想定される。

気象業務法第9条、第19条の3

・予報自動化に関する緩和を要望

・観測用気象計に関する緩和を要望

・洪水等に関連する予測業務の認可の促進を要望
国土交通省

○気象業務法では、科学的な根拠に基づかない予報によって国民や企業が適

切な行動をとるための判断に影響が⽣じないよう、予報業務許可制度を設け、

予報業務を行う事業者には、現象の予想を気象予報士に行わせること等を義

務付けているとともに、予報業務に用いる観測を行う場合には、技術上の基準に

従って実施することとしている。

○提案にある洪水の予報業務については、防災との関連が高いこと及び、純粋

な気象現象の予測だけでなく、その時々の河川の状況等の様々な要因によって

影響され、気象庁以外の者において技術的に適確な予報を行うことが困難で

あったことから、現在まで許可を行っていない。一方で、近年のシミュレーション技

術の高度化や利用者の多様なニーズに対応していくため、有識者からなる「洪水

及び土砂災害の予報のあり方に関する検討会」（事務局：気象庁、国土交

通省水管理・国土保全局）において、気象庁以外の者における洪水の予報業

務の許可のあり方について検討を進めているところ。この中で、気象予報士の介

在の必要性についても議論いただいている。

○近年のIoTセンサーの普及やシミュレーション技術の向上に伴い、自動予報の

実施やIoTセンサーの活用についてのニーズが増していることから、現在、自動予

報のあり方や、IoTセンサーによる観測の成果の予報業務への利用について気象

庁内で検討を進めているところ。利用者を混乱させないよう一定の措置を検討す

る必要がある。

○なお、津波及び高潮については、利用者を特定し、利用上の留意事項を予

め説明すること等の措置をとること等を条件に、予報業務を許可しており、随時

ご相談いただきたい。

・本サービスは高解像度シミュレーションとAI技術

による短中期予報（３時間～７日間程度）、

観測データとAI技術による短時間予報（～３時

間）の夢洲周辺エリア限定の気象予測サービス

を工事関係者に限定して提供することにより、建

設作業員の安全確保、週間工程や輸送計画の

効率的な立案等に寄与するものである。自動予

報のあり方等について、国による検討動向とも合

致していることから、予報自動化に関する緩和につ

いて再提案する。

国土交通省

○気象の予報に関しては、不確実性が内在しており、局地的な気象要素の予

測であっても、それを左右する台風・前線等の大規模な気象現象との関係に注

意し予測を作成する必要があり、これには気象学の知識のある気象予報士が関

わることが適当であると考えられる。一方、近年の予測の計算技術の進展によ

り、気象予報士が事前に予報に用いる計算アルゴリズムをチェックし定期的に確

認することで、一定の予報水準は確保できうるものと考える。

〇このため、現在、気象予報士の設置人数については、研究向けや降水の短

時間予報に限って緩和しているところ、この適用範囲の拡大について検討を進め

ております。

現行法では実証実験を可能とする必要最小限の

改正がなされているが、実運用に関する基準が未

整備となっている。(自動運転中小型モビリティの

法規制)

道路交通法第2条第1項11の3、第

17条

道路運送車両法第2条

中小型モビリティの無人運転を可能とする条件の緩和、

PMVを歩行者とみなし歩道走行を可能とする条件の緩和や

無人回送に関する規制緩和を要望

大阪府・大阪市
別冊１夢洲　

⑦

建設工事現場内及び

夢洲内でのパーソナル

モビリティの導入

夢洲地区内のLv4自動運転によるオンデマンドモ

ビリティサービスを実現。

運用当初は監視員の同乗を行うが、将来的には

無人運行をめざす。

工事車両の削減、工事工程の最適化、島内の

渋滞緩和



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

日の出前または日没後の飛行には、国土交通大

⾂の承認が必要
航空法第132条の2（夜間飛行） 夢洲建設現場周辺の夜間飛行に関する包括許可を要望 国土交通省

【航空法について】

　現在においても、催し場所上空における飛行や人口集中地区上空での夜間

における目視外飛行の場合を除き、申請内容に変更がなく、継続的に飛行させ

る場合には、１年間を限度として許可承認を行っています。

原則、人口集中地区の飛行禁止であり、飛行に

は承認が必要

航空法第132条第1項第2号、航空

法施行規則第236条の2（人口集

中地区の上空）

夢洲建設現場周辺の飛行に関する包括許可を要望 国土交通省

【航空法について】

　現在においても、催し場所上空における飛行や人口集中地区上空での夜間

における目視外飛行の場合を除き、申請内容に変更がなく、継続的に飛行させ

る場合には、１年間を限度として許可承認を行っています。

飛行許可取得に1カ月程度を要するため、臨機

応変な飛行が困難
航空法第132条第2項第2号 飛行許可取得期間の短縮を要望 国土交通省

【航空法について】

現在においても、オンライン申請の活用等により許可取得期間が短縮できるよう

にしております。

第三者物件から30m離す法規があり、第三者物

件の所有者許諾があっても、申請が必要
航空法第132条の2第1項第7号

第三者物件の所有者許諾がある場合の飛行高さの緩和を

要望
国土交通省

【航空法について】

　当該飛行に関係する者の物件であれば、申請が不要です。

長距離で電波通信を行う場合、通信によっては

使用する機器単位で申請/承認が必要であり、

時間と費用がかさむ。

電波法第27条の18
ドローン活用時の専用または既存の携帯電波による運用を

要望
総務省

・提案内容の詳細が不明であるが、ドローンを含むロボット用の専用周波数とし

て無人移動体画像伝送システム（169MHz帯、2.4GHz帯、5.7GHz帯）を

制度化しており、無線局免許を取得することで使用可能である。

・携帯電話は、地上での利用を前提に設計されていることから、上空で携帯電

話を利用した場合に、地上の携帯電話等の利用へ影響を与えるおそれがあるこ

とから、平成28年7月から実用化試験局の制度により、上空で利用する携帯電

話等の端末の台数を管理した形で課題の検証を行ってきた。その後、令和元年

6月から情報通信審議会における技術的検討を経て、令和2年12月に、高度

150m未満の空域において、地上の携帯電話ネットワークに影響を与えない一

定の条件に合致する携帯電話等の端末については、簡素化した手続きにより無

人航空機において利用可能とする制度整備を行っている。

最大離陸重量が機体、荷物を含め25kg以上と

なる場合、機体のより厳しい審査基準が必要

航空法第132条　（最大離陸重量

25kg以上の無人航空機の機能及び

性能に関する規制）

運搬資材により最大離陸重量を超過する場合の基準の明

確化を要望
国土交通省

【航空法について】

現在においても、審査要領の内で最大離陸重量が25kgを境に基準を分けてお

ります。

日の出前または日没後の飛行には、国土交通大

⾂の承認が必要
航空法第132条の2（夜間飛行） 夢洲建設現場周辺の夜間飛行に関する包括許可を要望 国土交通省

【航空法について】

　現在においても、催し場所上空における飛行や人口集中地区上空での夜間

における目視外飛行の場合を除き、申請内容に変更がなく、継続的に飛行させ

る場合には、１年間を限度として許可承認を行っています。

原則、人口集中地区の飛行禁止であり、飛行に

は承認が必要

航空法第132条第1項第2号、航空

法施行規則第236条の2（人口集

中地区の上空）

夢洲建設現場周辺の飛行に関する包括許可を要望 国土交通省

【航空法について】

　現在においても、催し場所上空における飛行や人口集中地区上空での夜間

における目視外飛行の場合を除き、申請内容に変更がなく、継続的に飛行させ

る場合には、１年間を限度として許可承認を行っています。

飛行許可取得に1カ月程度を要するため、臨機

応変な飛行が困難
航空法第132条第2項第2号 飛行許可取得期間の短縮を要望 国土交通省

【航空法について】

　現在においても、オンライン申請の活用等により許可取得期間が短縮できるよ

うにしております。

第三者物件から30m離す法規があり、第三者物

件の所有者許諾があっても、申請が必要
航空法第132条の2第1項第7号

第三者物件の所有者許諾がある場合の飛行高さの緩和を

要望
国土交通省

【航空法について】

当該飛行に関係する者の物件であれば、申請が不要です。

長距離で電波通信を行う場合、通信によっては

使用する機器単位で申請/承認が必要であり、

時間と費用がかさむ。

電波法第27条の18
ドローン活用時の専用または既存の携帯電波による運用を

要望
総務省

・提案内容の詳細が不明であるが、ドローンを含むロボット用の専用周波数とし

て無人移動体画像伝送システム（169MHz帯、2.4GHz帯、5.7GHz帯）を

制度化しており、無線局免許を取得することで使用可能である。

・携帯電話は、地上での利用を前提に設計されていることから、上空で携帯電

話を利用した場合に、地上の携帯電話等の利用へ影響を与えるおそれがあるこ

とから、平成28年7月から実用化試験局の制度により、上空で利用する携帯電

話等の端末の台数を管理した形で課題の検証を行ってきた。その後、令和元年

6月から情報通信審議会における技術的検討を経て、令和2年12月に、高度

150m未満の空域において、地上の携帯電話ネットワークに影響を与えない一

定の条件に合致する携帯電話等の端末については、簡素化した手続きにより無

人航空機において利用可能とする制度整備を行っている。

最大離陸重量が機体、荷物を含め25kg以上と

なる場合、機体のより厳しい審査基準が必要

航空法第132条　（最大離陸重量

25kg以上の無人航空機の機能及び

性能に関する規制）

運搬資材により最大離陸重量を超過する場合の基準の明

確化を要望
国土交通省

【航空法について】

現在においても、審査要領の内で最大離陸重量が25kgを境に基準を分けてお

ります。

大阪府・大阪市
別冊１夢洲　

⑪

ドローンを活用した測

量・工事管理

  大型無人航空機、中小型ドローンを使用した、

測量は工事管理
空撮による効率化/省人化

大阪府・大阪市
別冊１夢洲　

⑫

ドローンによる建設現

場の見守り

ドローンを活用し、夢洲の建設現場全体の見守り

を実施
建設現場の円滑な把握に寄与



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

日の出前または日没後の飛行には、国土交通大

⾂の承認が必要
航空法第132条の2（夜間飛行） 夢洲建設現場周辺の夜間飛行に関する包括許可を要望 国土交通省

【航空法について】

　現在においても、催し場所上空における飛行や人口集中地区上空での夜間

における目視外飛行の場合を除き、申請内容に変更がなく、継続的に飛行させ

る場合には、１年間を限度として許可承認を行っています。

原則、人口集中地区の飛行禁止であり、飛行に

は承認が必要

航空法第132条第1項第2号、航空

法施行規則第236条の2（人口集

中地区の上空）

夢洲建設現場周辺の飛行に関する包括許可を要望 国土交通省

【航空法について】

　現在においても、催し場所上空における飛行や人口集中地区上空での夜間

における目視外飛行の場合を除き、申請内容に変更がなく、継続的に飛行させ

る場合には、１年間を限度として許可承認を行っています。

飛行許可取得に1カ月程度を要するため、臨機

応変な飛行が困難
航空法第132条第2項第2号 飛行許可取得期間の短縮を要望 国土交通省

【航空法について】

現在においても、オンライン申請の活用等により許可取得期間が短縮できるよう

にしております。

第三者物件から30m離す法規があり、第三者物

件の所有者許諾があっても、申請が必要
航空法第132条の2第1項第7号

第三者物件の所有者許諾がある場合の飛行高さの緩和を

要望
国土交通省

【航空法について】

当該飛行に関係する者の物件であれば、申請が不要です。

長距離で電波通信を行う場合、通信によっては

使用する機器単位で申請/承認が必要であり、

時間と費用がかさむ。

電波法第27条の18
ドローン活用時の専用または既存の携帯電波による運用を

要望
総務省

・提案内容の詳細が不明であるが、ドローンを含むロボット用の専用周波数とし

て無人移動体画像伝送システム（169MHz帯、2.4GHz帯、5.7GHz帯）を

制度化しており、無線局免許を取得することで使用可能である。

・携帯電話は、地上での利用を前提に設計されていることから、上空で携帯電

話を利用した場合に、地上の携帯電話等の利用へ影響を与えるおそれがあるこ

とから、平成28年7月から実用化試験局の制度により、上空で利用する携帯電

話等の端末の台数を管理した形で課題の検証を行ってきた。その後、令和元年

6月から情報通信審議会における技術的検討を経て、令和2年12月に、高度

150m未満の空域において、地上の携帯電話ネットワークに影響を与えない一

定の条件に合致する携帯電話等の端末については、簡素化した手続きにより無

人航空機において利用可能とする制度整備を行っている。

最大離陸重量が機体、荷物を含め25kg以上と

なる場合、機体のより厳しい審査基準が必要

航空法第132条　（最大離陸重量

25kg以上の無人航空機の機能及び

性能に関する規制）

運搬資材により最大離陸重量を超過する場合の基準の明

確化を要望
国土交通省

【航空法について】

現在においても、審査要領の内で最大離陸重量が25kgを境に基準を分けてお

ります。

大阪府・大阪市
別冊１夢洲　

⑬

シャトルバスを活用した

資材運搬（貨客混

載）

夢洲に出入りするバス・タクシーなどの旅客運送事

業者、トラックなどの貨物運送事業者に、人の乗

合や貨客混載輸送の建設関係者ニーズを伝達

工事車両の削減、島内の渋滞緩和

タクシーは乗合禁止。旅客運送・貨物運送掛け

持ちは人口3万人以下の「過疎地域」に限って許

可されている。

道路運送法第21条、第82条

（旅客自動車運送事業者が旅客自

動車運送事業の用に供する事業用

自動車を用いて貨物自動車運送事

業を行う場合及び貨物自動車運送

事業者が貨物自動車運送事業の用

に供する事業用自動車を用いて旅客

自動車運送事業を行う場合における

許可の取扱い及び運行管理者の選

任について 国土交通省　自動車局

長）

・貨客混載事業に関わる要件緩和を要望

・夢洲外～内を行き来する建設関連運送車両の貨客混載

輸送を「過疎地域」同等以上に認めるよう 　要望 ・タクシー

事業者が乗合事業を申請しやすくするよう要望

国土交通省

【・貨客混載事業に関わる要件緩和を要望】について

　貨物自動車運送事業法では、輸送の安全性確保や荷主保護等の観点か

ら、運送事業者が

・貨物運送に適した車両の確保

・貨物自動車運送事業に係る運行管理者の配置

・貨物運送に適用される損害保険への加入

など、貨物自動車運送事業に適した体制の整備を許可の大前提としているとこ

ろ。

　このような前提から、輸送の安全性確保や荷主保護等の観点から懸念があ

り、旅客自動車運送事業者による貨客混載については、少⼦高齢化や人口減

少が進み、地域の物流事業者のみでは物流網の維持が困難な過疎地域にお

いてのみ例外的に認めているところ、制度の趣旨に鑑み、地域の物流網維持の

観点から特段の支障が⽣じていない状況において対応することは困難である。

・夢洲への交通アクセスは夢舞大橋と夢咲トンネ

ルのみであり、交通渋滞の緩和を図る為、工事関

係車両の削減が必須となっている。本サービスは、

建設作業員の通勤用のシャトルバスにて、昼間に

は夢洲外に設置した集配所と現場間に限定した

貨客混載による資材運搬を行い、配送車両の削

減を図るものである。

・本サービスは、貨物輸送に適した車両の確保や

貨物自動車運送事業に係る運行管理者の配

置、貨物運送に適用される損害保険への加入な

ど、輸送の安全性確保や荷主保護の観点からの

諸条件を満たした上で貨客混載の実施を検討し

ていることから、過疎地域に限定した条件の緩和

について再提案する。

国土交通省

個別の運送方法や運賃収受の形態をみて判断する必要があるが、工事現場

等で使用される工事資材や事務用品、工事関係者向けの弁当等の運送が、

工事関係者の旅客輸送に付随する運送と捉えることができ、貨物自動車運送

事業としての独立した運送行為と認められない場合には、貸切バス事業の許可

の取得のみで工事資材等の運送が可能であり、貨客混載の問題にはならず、

貨物自動車運送事業法の許可は不要と思料される。

警察庁

　「自動配送ロボット（近接監視・操作型及び遠隔監視・操作型）公道実証

実験手順」を警察庁ウェブサイトで公表しており、同手順に沿って道路使用許可

を受ければ、遠隔監視・操作型の自動配送ロボットについても、公道走行が可

能です。

なお、自律走行する低速・小型のモビリティに関する制度整備について、警察庁

で検討を進めているほか、令和３年６月に「特定自動配送ロボット等の

公道実証実験に係る道路使用許可基準」を警察庁ウェブサイトで公表したとこ

ろです。

　以上の回答に関し、本提案に係る記載内容のみでは定かではない部分もある

ため、具体的な運用方法等を明らかにして個別に警察庁に御相談ください。

国土交通省

内閣官房成長戦略事務局を中心に関係省庁と連携し、遠隔で多数台の低

速・小型の自動配送ロボットを用いたサービスが可能となるよう制度を検討してお

り、令和3年６月18日に閣議決定された成長戦略実行計画に示されている通

り、低速・小型の自動配送ロボットについて、道路運送車両に該当しないこととす

る予定である。

大阪府・大阪市
別冊１夢洲　

⑮

ドローンによる資材等

の運搬、作業現場域

内の高所等への資材

配送

複数の資材運搬用ドローンを活用し、昼夜を問

わず建設現場内及び高所へ資材の配送を行う。
資材輸送の利便性向上に貢献

道路交通法第2条、第71条の4の2

道路運送車両法第41条第2項

航空法第132条の2

ロボットの公道走行に伴う規制緩和、手続きの簡素化等を

要望
大阪府・大阪市

別冊１夢洲　

⑭

遠隔型自動運転ロ

ボットを用いた道路

走行による物資運送

建設資材等の倉庫から建設現場の中まで夜間

人通りが少ない時間帯に公道及びみなし公道を

通って資材を自律走行する自動配送ロボットなど

で無人・自動搬送する。

・昼間行う人及び作業ロボットによる建設工事

（加工・取付など作業）が朝一にスタート、作業

に専念出来る為⽣産性が劇的に向上

・搬送が無人となり物流効率が向上

車道・歩道・路側帯を走行する自動配送ロボット

が、「近接監視・操作型の実証実験」しか認めら

れておらず、「遠隔監視・操作型」「完全自動運

転型」の実証、また実装が認められていない。



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

・厚労大⾂認定健康増進プログラム（医師の処

方に基づいて実施）の医療費控除適用を受ける

には、温泉地での療養を前提としており、1週間

程度の連続的な利用を想定しているため近距離

で手軽に利用可能となる都市型の湯治の場合は

要件を満たしにくい。

【所得税法】

第73条

【法令解釈通達（平成2年3月23日

付健医発第393号照会に対する回

答）】

・厚労大⾂認定健康増進プログラムの医療費控除適用につ

いて、都市湯治の場合の利用日数要件の緩和を要望

・例えば「週１回を数か月継続」「3か月で7日」というような

多様な利用の仕方も認めて頂きたい。

厚⽣労働省

財務省

• 療養指示に関する「おおよそ１ヵ月以内に7日以上の利用」という点について

は、通常温泉治療の効果が期待されるものについては連続して1週間以上の療

養であるという規程策定当時の見解をもとにしている。

• このため、当該要望については、まず現行の療養指示が改善の余地があるとい

う医学的・科学的エビデンスを示していただく必要がある。

・環境省が平成30年～令和2年にかけて実施し

た「全国「新・湯治」 効果測定調査プロジェクト」

【委託先（一財）日本健康開発財団】におい

て、長期間の温泉地滞在ではなくても日帰りや1

泊2日、年間を通して高頻度で温泉を訪れること

で心身への良い影響が見受けられるとの効果が示

されている。

・規定策定当時の見解に基づき運用上「連続し

て1か月以内に7日以上」を医療費控除の適格

要件とされていると認識しているが、医療費控除に

あたっての税務署に提出する「温泉療養証明書」

には「連続して」等の記載はないことから、「連続し

て」や「1か月以内に」といった条件の撤廃など弾

力的な運用を再提案する。

厚⽣労働省

財務省

•温泉利用型健康増進施設の医療費控除要件緩和に向けては、今回ご提案

いただいた調査結果に加えて、温泉療養効果に関する医学的・科学的なエビデ

ンスが必要と考える。

•エビデンス構築・調査研究にあたっては、厚⽣労働省・環境省・その他関係部

局が連携して取り組んでいるところであり、その結果も踏まえ検討したい。

・未病段階での健康維持サービスに対して健康保

険が適用されないことから、健康増進を志す利用

者の負担が大きい。

【健康保険法】

第52条

・データ利活用やエビデンスに基づく健康増進サービス利用に

かかる健康保険の適用を要望
厚⽣労働省

当該事業は規制を受けているものではなく、自治体で実施可能と考える。

なお、公的医療保険制度においては疾病に対する治療を保険給付の対象とし

ており、未病段階での各種サービスは保険給付の対象外としている。

大阪府・大阪市
別冊２うめ

きた2期　③

ビーコンによる日々の

運動量や運動履歴、

人流、位置情報等に

よる健康増進支援

・安価・軽量・電源長寿命なビーコンをシューズに

内蔵することで、スマホ所有率が低い高齢者や⼦

供にも広く利用可能な健康サービスの展開。日々

の運動量や運動履歴、人流、位置情報等による

健康増進支援や見守り、迷⼦の防止、災害時の

避難支援等のサービスを提供を予定。

・これまで主観や経験に頼りがちだった健康維持

活動において、エビデンスに基づく健康維持に向け

た提案が可能になり、医療を必要とする対象者の

減少につながり、ひいては社会保障費の低減が期

待できる

・未病段階での健康維持サービスに対して健康保

険が適用されないことから、健康増進を志す利用

者の負担が大きい。

≪再掲≫

【健康保険法】

第52条

≪再掲≫

・データ利活用やエビデンスに基づく健康増進サービス利用に

かかる健康保険の適用を要望

≪再掲≫

厚⽣労働省

当該事業は規制を受けているものではなく、自治体で実施可能と考える。

なお、公的医療保険制度においては疾病に対する治療を保険給付の対象とし

ており、未病段階での各種サービスは保険給付の対象外としている。

・電動キックボードは原動機付自転車とみなされて

いることから、本サービスの実施に当たっては過度と

思われる保安基準が定められている。

【道路運送車両法】

第44条

・電動キックボードに対する保安基準の緩和を要望。具体的

には、後写鏡（ミラー）や方向指示器の設置基準の緩和

等を要望

国土交通省

道路運送車両の保安基準において、最高速度20km/h以下の電動キックボー

ドについては、方向指示器等の設置が不要となっており、令和２年９月には、

番号灯の設置を不要とした。

・ヘルメットの着用や免許の取得が必要となってい

る。

【道路交通法】

第2条第1項第10号

第71条の4第2項

第85条

・ヘルメットの着用や免許取得義務の緩和を要望 警察庁

　新たなモビリティを含む多様な交通主体全てにとっての新たな交通ルールの在り

方について、当庁が開催する「多様な交通主体の交通ルール等の在り方に関す

る有識者検討会」において検討を行っているところです。（令和３年７月時

点）

・車道を走行しなければならず、自転車道や歩道

を走行することができない。

【道路交通法】

第17条第1項

第3項

・車道ではなく、自転車道や歩道の走行についての規制緩

和を要望
警察庁

　新たなモビリティを含む多様な交通主体全てにとっての新たな交通ルールの在り

方について、当庁が開催する「多様な交通主体の交通ルール等の在り方に関す

る有識者検討会」において検討を行っているところです。（令和３年７月時

点）

大阪府・大阪市
別冊１夢洲　

⑲

建設現場での遠隔診

療・遠隔投薬

・夢洲内で専属産業医の選任規定を工事全体

に適用

・夢洲内で産業医によるオンライン診療を認めると

ともに、薬の処方箋発行による医薬品宅配によ

り、建設期間中の受診・薬の受け取りを可能とす

る。

建設現場での建設作業員の安心・安全な環境

の構築に寄与

1,000人以上の事業場毎に専属産業医の選任

が必要

労働安全衛⽣法第13条

オンライン診療の適切な実施に関する

指針（Ⅴ１（２）②ⅱ「初診の原

則対面」、Ⅴ１（５）②ⅰ「新たな

疾患の処方の対面診療」等）等

夢洲内工事全体で適用し、遠隔診療も可能となるよう規制

緩和を要望
厚⽣労働省

（専属産業医の選任規定について）

（専属産業医の選任規定について）

　労働安全衛⽣法第13条は、事業者は使用する労働者数が50人以上の事

業場ごとに産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせることを義務づけて

おり、特に労働者数が1,000人以上（又は特定の業務に従事する労働者が

500人以上）の場合は、当該事業場に専属の産業医を選任することとしていま

す。

　複数の事業場の産業医を兼務すること及び専属産業医の選任を要しない事

業場で専属の産業医を選任することは妨げておらず（ただし専属の産業医が他

事業場の産業医を兼務することについては一定の要件有り。）、当該要件の範

囲内であれば、現行制度下でも、例えば元請け事業場で専属の産業医を選任

し、現場内の産業医の選任を要する各事業場においても、当該産業医を非専

属の産業医として選任すること等は可能です。

　ただし、事業場の規模や業務内容によって産業医の業務も異なることから事業

場規模と業務内容に応じて産業医の選任を義務づけているところであり、現場

全体を一の事業場とみなして専属の産業医を選任することは、事業場ごとの特

性に応じた産業医業務が適切に行われなくなる可能性があることから、不適切で

あると考えています。

（オンライン診療について）

　オンライン診療については、全国的な措置として「関係学会や事業者等とも協

力し、オンライン診療の安全性・有効性に係るデータの収集や事例の実態把握

を進めるとともに、今回の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に際しての時限

的措置において明らかとなった課題や患者の利便性等を踏まえ、恒久化の内容

について、具体的なエビデンスに基づき、検討を行う。初診の取扱い等も含めた

時限的措置の恒久的な枠組みについては、2021年夏を目途に時限的措置の

実績も踏まえて、その骨格を取りまとめた上で、同年秋を目途に「オンライン診療

の適切な実施に関する指針」を改定する」（「成長戦略フォローアップ」令和３

年６月18 日閣議決定）こととしております。

（薬剤の配送について）

　御要望の内容が不明確ですが、薬局におけるオンライン服薬指導における薬

剤の配送については、薬局の責任の下、患者への直接の授与と同視しうる程度

に、当該薬剤の品質の保持や、患者本人への確実な授与がなされる範囲にお

いて実施可能です。なお、「規制改革実施計画」（令和３年６月18日閣議

決定）を踏まえ、薬剤の配送における品質保持等に係る考え方の明確化に取

り組むこととしております。

大阪府・大阪市
別冊２うめ

きた2期　①

ヒューマンデータとAI分

析等によるエビデンスに

基づき健康増進プログ

ラム

・温泉利用型健康増進施設にてヒューマンデータ

とAI分析等によるエビデンスに基づく健康増進プロ

グラムを提供。

効果を数値化してデータに還元することで循環型

の健康サイクルを形成する。

・これまで主観や経験に頼りがちだった健康維持

活動において、エビデンスに基づく健康維持に向け

た提案が可能になり、医療を必要とする対象者の

減少につながり、ひいては社会保障費の低減が期

待できる

大阪府・大阪市
別冊２うめ

きた2期　④

パーソナルモビリティによ

るエリアの回遊性やラス

トワンマイルの移動快

適性の向上

・エリア内（街区や公園、道路等）の回遊性やラ

ストワンマイルの移動快適性の向上に繋がるパー

ソナルモビリティのシェアサービス

・エリアの回遊性やラストワンマイルの移動快適性

等のユーザビリティ向上、円滑かつ活発な都市活

動、エリア間での相互送客への寄与等が期待され

る



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

（ドローン関連）

・市内全域が人口集中地区であり、飛行禁止区

域である

【航空法】

第132条

・人口集中地区内であっても、スーパーシティ区域内での飛

行を可能とすることを要望
国土交通省

【航空法について】

現行においても、人口集中地区での飛行については、申請していただくことで飛

行が可能であります。

・夜間飛行や目視外飛行、第3者（人・物）の

30ｍ未満、イベント上空等での飛行は禁止となっ

ている。

【航空法】

第132条の２

・夜間飛行や目視外飛行、第3者（人・物）の30ｍ未

満、イベント上空等での飛行について規制の緩和を要望
国土交通省

【航空法について】

現行においても、夜間飛行等での飛行については、申請していただくことで飛行が

可能であります。

警察庁

　道路の上空においてドローンを単に飛行させるという行為については、当該行為

のみをもって、道路における危険を⽣じさせ、又は交通の妨害となるとはいえない

ことから、原則として、道路使用許可を要しません。

  他方、道路において、ドローンの離発着、操縦及びこれらに付随する作業を行

おうとしたり、ドローンの飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入らない

ように注意喚起するための補助者の配置、ドローンの飛行を周知するための立看

板等の工作物の設置等を行おうとしたりする場合であって、当該行為が、道路に

おける危険を⽣じさせ、又は交通の妨害となるおそれのあるときのほか、ドローンを

利用して、道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような撮影等を行

おうとする場合については、道路使用許可が必要となることがあります。

　以上の回答に関し、御提案に係る記載内容のみでは定かではない部分もある

ため、ドローンの飛行形態等を具体的に明らかにして個別に警察庁に御相談くだ

さい。

国土交通省

【航空法において】

なお、航空法で規制されている空域及び方法でドローンを飛行させる場合には、

事前に申請が必要です。

（自動走行ロボット関連）

・自動走行ロボットの公道走行は現在制度上定

義付けされておらず、道路使用の禁止行為に当

たる可能性がある

【道路交通法】

第76条第3項

・自動走行ロボットが公道を走行できることの定義付けの要

望
警察庁

　　「自動配送ロボット（近接監視・操作型及び遠隔監視・操作型）公道実

証実験手順」を警察庁ウェブサイトで公表しており、同手順に沿って道路使用許

可を受ければ、自動配送ロボットについても公道走行が可能です。

　なお、自律走行する低速・小型のモビリティについては、関係省庁と連携し、制

度整備に係る検討を行っているところです。

　自動走行するロボットを運用する計画等がありましたら、具体的な内容等を明

らかにして個別に警察庁に御相談ください。

厚⽣労働省

建築物における衛⽣的環境の確保に関する法律第４条第１項で定める建築

物環境衛⽣管理基準は、定期的な①空気環境測定等、②飲料水等の水質

管理、③排水設備の維持管理、④清掃、⑤ねずみ等の防除の実施すること

で、特定建築物維持管理権原者に当該特定建築物を適切に維持管理するこ

とを求めているものであり、必ずしも人の常駐を求めたり、特定建築物内を巡視

すること等を求めていたりするものではありません。ご提案いただいた技術は、①か

ら⑤のいずれの措置に活用可能かを判断できないため、御回答が困難です。な

お、仮にドローン等にCO2センサー等を搭載することにより、空気環境測定を自

動化することが実現可能であれば、①の空気環境測定の代替手段として認めら

れる可能性はあります。一方で、先端技術を導入し、空気環境測定等を的確

にできるようになった場合であっても、衛⽣的環境の確保のためには、測定等の

周期を緩和することは困難と考えます。

総務省

具体的なイメージが明確とされていないが、新たな技術等を消防用設備等に導

入する際には、消防法第17条第３項に基づき設置される特殊消防用設備等

とすることが可能である。その場合においては、設備等設置維持計画により点検

の期間を定めることになっている。

国土交通省

建築基準法第12条においては、建築物、建築設備等について、経年劣化など

の状況を定期的に点検する制度が設けられており、おおむね半年から３年の間

で特定行政庁の定める期間において調査、点検結果を特定行政庁へ報告する

こととされています。点検結果については、他の検査結果の活用を可能としている

ほか、外壁の点検へのドローンの活用について検討を進めており、効率的な調査

を可能としているところです。今回要望のありました点検等周期の緩和について

は、おおむね半年から３年の間で特定行政庁の判断により点検等周期を緩和

することは可能です。

・仮設興行場、仮設店舗等の仮設建築物を建

築する場合において、建築基準法により満たすべ

き要件が過度であることから、建築コスト等がかか

りイベント等の収支が見込みにくい。

【建築基準法】

第85条第5項

・仮設興行場、仮設店舗等の仮設建築物を建築する場合

に建築基準法の規定が一部緩和されているが、その緩和要

件の拡充を要望

国土交通省

建築基準法第85条第5項では、仮設興行場や仮設店舗などが臨時に設置さ

れるものであることを考慮し、利用者の安全性確保を前提に、特定行政庁の許

可に基づき、すでに可能な範囲で構造・防火・避難関係規定の一部、集団関

係規定などは適用しないものとしています。

・仮設興行場、仮設店舗等の仮設建築物を建

築する場合において、建築の許可期間が1年以

内と決まっていることから、建築コスト等がかかりイ

ベント等の収支が見込みにくい。

【建築基準法】

第85条第5項

・仮設興行場、仮設店舗などの仮設建築物を建築する場

合における建築許可期間の緩和を要望
国土交通省

建築基準法第85条第６項においては、国際的な規模の会議又は競技会の用

に供することその他の理由により１年を超えて使用する特別の必要がある仮設

興行場等について、特定行政庁が、安全上、防火上及び衛⽣上支障がなく、

かつ公益上やむを得ないと認める場合においては、当該仮設興行場等の使用

上必要と認める期間を定めてその建築を許可することが可能です。

なお、「国際的な規模の会議又は競技会」は例示であり、国内の会議・競技会

や、大規模な文化・芸術活用の用に供するため１年を超えて使用する特別の

必要がある場合を排除しているものではありません。

・建築基準法第85条第6項については、第5項に

加えて「公益上やむをえない」という条件が付され

ており、適用されるケースがかなり限定されるものと

認識しており、本提案では第85条5項における建

築許可期間の緩和を求めたもの。

・第85条第6項に求められる「安全上、防火上及

び衛⽣上支障がなく、かつ公益上やむを得ないと

認める場合」とは何か、具体的にご教示いただきた

い。

国土交通省

安全上、防火上及び衛⽣上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないことについて

は、対象となる建築物の規模、形態、設置状況等を鑑みて、各特定行政庁に

おいてご判断をいただくこととしております。

・低空飛行により交通に影響を与える可能性があ

る場合は管轄する警察署長の許可が必要

【道路交通法】

第77条
・警察署長への許可手続きの緩和を要望

（施設管理関連）

・建築物や建築設備、消防設備の点検周期や、

室内の空気環境の測定等の周期が定められてい

るため、先端技術の導入により施設管理の高度

化を図っても経費節減効果が十分に見込めな

い。

【建築基準法】

第12条

【消防法】

第17条の3の3

【建築物における衛⽣的環境の確保

に関する法律】

第4条

・先端技術の導入により設備故障等の検知や衛⽣的環境

の確保等がより的確に行うことが可能となる場合における点

検等周期の緩和を要望

大阪府・大阪市

別冊２うめ

きた2期

⑤⑥⑦⑧

画像解析を用いた施

設管理（AIカメラや

ビーコン、センサー等）

ICTを活用した「みど

り」管理（ICT,ロボット

等の活用）

ICTを活用した設備・

エネルギー管理（人の

位置情報や環境情報

を基にスマートな設備

制御）

ICT（ドローン、ロボッ

トなど）を活用したデリ

バリー・点検

・画像解析やドローン、自動走行ロボット等の先

端技術を用いた公園内・建物内における施設管

理、配送などのマネジメント高度化

・ICTを活用した自動配送サービスの提供や点検

作業等におけるドローンの活用を行う

・建物や公園の維持管理・運営業務に画像解析

や各種センサー、ドローン等の技術を導入すること

で、人の常駐により行っていた業務の省人化によ

る人手不足への対応や、最新技術を活用した

データ取得・解析により管理の質の高度化が見込

まれる

大阪府・大阪市

別冊２うめ

きた2期

⑨⑮

デジタルサイネージや

LEDビジョン等を用い

た感性をシェアする空

間の創造

先端的な技術や先駆

的サービスを通じた

「様々な体験価値」を

市民や来街者に提供

し、市民のQOL向上と

ライフデザインイベーショ

ンを実現する仕組みの

提供

・公園施設における多様な企業活動の展開や来

街者が最先端の商品を購入・見学できる形での

ユーザー体験の向上、公園におけるデジタルサイ

ネージやLEDビジョン等を用いたインフォメーション

や広告、アート展開（イマーシブミュージアム等）

等の弾力的な運用等による感性をシェアする空間

の創造

・みどりのリビングラボにおいて、健康医療・エンタ

メ・管理運営等の多様な分野で実証実験ができ

る仕組みを官民で実現

・知的⽣産性の向上や、健康促進に向けた行動

変容が促される。

・都心の公園で世界に繋がる様々な体験に出会

うことで、感性を高めるなど、利用者のQOLの向

上を図る。

・官民連携してみどりのリビングラボを実現すること

で、多様な実証実験が行われ、市民のQOL向

上、健康寿命・社会寿命の延伸に貢献する先端

的サービスの実装・産業化が促進される。



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

大阪府・大阪市
別冊２うめ

きた2期　⑭

リアルタイム・オンライン

サービスを支えるローカ

ル５Gの整備

・膨大な情報量を扱う多様なリアルタイム・オンライ

ンサービスを支えるローカル５Gの整備

・ローカル５Gの広域的な利用が可能になれば、

産業利用だけでなく用途に多様性が⽣まれ、各

種５G対応機器の普及が進むことで、コスト削減

効果も期待される。

総務省

ローカル５Gの広域利用については、令和３年８月31日に公表された 「デジタ

ル変革時代の電波政策懇談会　報告書」において「ローカル５G免許が最初の

再免許を迎える2025年頃に向けて、現行制度下の利用状況などを踏まえた上

で、広域利用に関する検討を進めていくことが適当である。」と記載されているとこ

ろであるが、今回の再提案を踏まえ予定を大幅に前倒しし、総務省の審議会等

において、広域利用の論点も含むローカル５Gのあり方について、検討を開始す

る。

上記と並行し、大阪市から今回提案があった地域において、現行制度上の実用

局に対し悪影響がないこと等の条件を満たすという前提で、先行モデルとして、実

験試験局免許による実験的なローカル５Gの広域利用を認めることについて検

討する。

・多様な体験や実証実験を行うにあたり次世代

通信環境が求められるが、ローカル５G通信網は

自己土地内での構築が求められている。

【電波法】

【総務省ローカル５Ｇ導入に関するガ

イドライン（令和２年12月最終改

定）】

２.ローカル５Ｇ導入に係る電波法の

適用関係（7）提供範囲

・現在免許制度としてローカル5G運用では認められていない

「他者土地利用」について、エリア内で複数にまたがる所有区

分を一つの区域として一体的にカバーする「広域的な利用

（他者土地利用）」を可能とする運用の緩和を要望

総務省

・ローカル５Gについては、地域の企業や自治体等の様々な主体が自らの建物

や敷地内でスポット的に柔軟にネットワークを構築し利用可能とするため、自己の

建物内又は自己の土地内で、建物又は土地の所有者等（賃借権や借地権

等を有し、当該建物又は土地を利用している者を含む。以下同じ。）が自ら構

築することを基本とする５Ｇシステムである。また、当該所有者等からシステム構

築を依頼された者（依頼状等証明書を取得）も、依頼を受けた範囲内におい

て、自己土地利用として免許取得が可能である。

・冒頭の主旨を踏まえ、他者の建物又は土地等での利用（当該建物又は土

地の所有者等からシステム構築を依頼されている場合を除く。）については、固

定通信（原則として、無線局を移動させずに利用する形態）の利用のみに限

定することによって利用可能となっている。また、自己土地利用が他者土地利用

より優先されることから、他者土地利用については、他の自己土地利用が存在し

ない場所であれば利用可能であるとともに、他者土地利用者同士のカバーエリア

もしくは調整対象区域が重複する場合であっても、両者での事前調整で合意さ

れれば、利用可能となっている。

・なお、他者土地利用であっても、当該建物等の所有者等からシステム構築を

依頼されている場合（依頼状等証明書を取得）であれば、自己土地利用とし

て扱い、上述の他者土地利用制限がかかることなく、利用可能となっている。

また、各種要望等を踏まえ、他者土地利用の場合であっても、以下のような一

定の条件下においては、自己土地利用として扱う措置も実施しているところ。

　　1)　大学のキャンパスや病院等の私有地の敷地内の間を公道や河川等が

通っている場合等の自己土地周辺にある狭域の他者土地について、別の者が

ローカル５Ｇを開設する可能性が極めて低い場合

　　2)　近隣の土地の所有者が加入する団体によって、加入者の土地において

一体的に業務が行われる場合

・上述の条件を満たすことにより、他者土地利用であっても利用自体は可能であ

るとともに、他者土地利用を自己土地利用と扱うことも可能である。

・ご回答の内容については把握しているところであ

り、うめきた2期区域内については地権者間で一

体的に業務を行うなどが想定されることから、指定

の条件を満たす可能性はあるが、一方で、都心

部においては隣接する他者土地にも容易に電波

が届くことから「広域利用」とみなされる可能性も

高い。

・総務省においては電波政策懇談会報告書にお

いて、2025年に向けて広域利用に関する検討を

進めていくこととされているが、都心部での多様な

公共サービスや通信環境の提供が早期に可能と

なるよう、広域利用における条件整備などについて

検討の前倒しを再提案したい。
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済的社会的効果
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大阪府河内長野

市
1

地方税法・地方財政

法における法改正

（地方自治体による

地方税減税）

地域住民による地域課題解決に向けた行動促

進およびコミュニティ形成に向けた地域通貨・ポイ

ント事業の導入する。

地域の課題解決のための行動（健康増進、住

民共助、環境配慮、地域の持続性維持など）に

対してインセンティブを発行、地域内消費促進の

ためプレミアムを付与、利用がないとプレミアムが時

間とともに減価する地域通貨を発行する。

この地域通貨・ポイントを地域内店舗での消費、

地域内モビリティの利用料金の支払い、行政サー

ビスの利用料支払や納税に利用可能とする。

インセンティブ付与により、「健康・住民共助・環境

配慮・地域内消費などの行動変容を促進」

地域内で利便性の高いキャッシュレス手段となるこ

とで、「地域外への消費活動の流出抑制」

地域内店舗での主要なキャッシュレス手段として

成長することで、「他のキャッシュレス手段の普及に

よる手数料等の流出抑制」

また、「減価」は消費促進効果も期待でき、過去

の実証では30%程度の利用単価増加が確認で

きた。流通すれば、域内での経済循環が活発

化、地域の経済が活性化される。

③の効果発現、地域内の主要なキャッシュレス手

段となるためには、住民および地域内店舗などで

の利用促進が欠かせない。

一方で、多様なキャッシュレス手段が先行する中

で、地域通貨・ポイントを利用する強力なインセン

ティブが必要。その１つの手段として、地域通貨利

用者を対象に地方税（個人住民税、法人事業

税・法人住民税）の減税が有効。しかし、地方

分権における「課税自主権の確立」は、「増税」に

重きが置かれ、 「減税」については国の専管事項

となっている。

(1)地方税法…地方税法上、地方

公共団体が「課することができる」と規

定されている税（第5条の6）。

(2)地方財政法…地方債についての

関与の特例（地方財政法第５条の

４）。

左記(1)について、幅広い任意税率の採用を可能とする必

要がある。

左記(2)について、「許可」から「協議制」とする必要がある。

総務省

・地方税法上、不均一課税の規定が設けられており、公益上その他の事由によ

り必要がある場合においては、ある一定の範囲の納税者に限って、条例により一

般の税率と異なる税率で課税することは可能となっている。

・また、公益上の理由等により課税を免除等した場合においては標準税率を下

回る課税をしたことにはならないと解されていることから、貴団体の事業の内容に

よっては、協議団体と同様に地方債の発行が可能。

大阪府河内長野

市
2

オンライン診療における

診療報酬点数の改善

住民所有のスマートフォンもしくは訪問看護師のタ

ブレット端末を利用して、オンライン診療およびオン

ライン在宅診療をおこなう。

病院が遠方にある地域に居住している患者が受

診しやすくなる。

また、訪問診療の代替も可能であり、医師の移動

時間の削減や、体力・時間的に訪問診療困難な

地域の課題解決につながる。

診療報酬点数が、通院による外来診療と比較し

て低く設定されているという点が医療機関において

導入のネックとなっている。特に在宅診療では、従

来の往診する対面の診療に対し、オンライン診療

では1/10程度の診療報酬にしかならず、事業化

を難しくしている。

令和2年度診療報酬改定 オンライン診療の診療報酬点数を通院診療と同等とする。 厚⽣労働省
オンライン診療の診療報酬のあり方等については、次期診療報酬改定に向け

て、中央社会保険医療協議会において、議論してまいりたいと考えている。

本市が計画する遠隔診療は、日常健康データの

活用や、電⼦聴診器、５G環境等を活用し、現

状のオンライン診療による診察の高度化を図り、そ

の高度化された診察内容に応じた診療報酬点数

が加算されるべきであると考えております。また、診

療報酬点数の改善により、オンライン診療の普及

が期待できると考えております。

これらの内容を加味した診療報酬点数改訂に向

けて、中央社会保険医療協議会にてご議論いた

だき、コロナ禍の中においても機能するオンライン診

療の仕組みとしても認めていただきたいと考えてお

ります。

厚⽣労働省

オンライン診療については、令和４年度診療報酬改定において、

　①　初診料の新設を行い、各種の点数について、引き上げるとともに、

　②　対象疾患に関する要件を撤廃するなど、算定に関する要件を緩和

することとしている。

大阪府河内長野

市
3

施設基準から緊急時

対応の“30分ルール”

の緩和

住民所有のスマートフォンもしくは訪問看護師のタ

ブレット端末を利用して、オンライン診療およびオン

ライン在宅診療をおこなう。

病院が遠方にある地域に居住している患者が受

診しやすくなる。

また、訪問診療の代替も可能であり、医師の移動

時間の削減や、体力・時間的に訪問診療困難な

地域の課題解決につながる。

診療報酬改定にて本要件（＝”30分ルール”）

が削除され、日常的に通院や訪問を行っている患

者であれば、通院や訪問に一定の時間を要する

場合もオンライン診療の対象として良いことが明確

化された。

しかし、日常的に通院または訪問による対面診療

が可能な患者として、「目安としておおむね30分

以内に通院や訪問が可能な患者を想定してい

る」との見解が示されたことから、状況は変わってお

らず、30分以内で通院可能という規制の緩和を

したい

「疑義解釈資料の送付について（そ

の１）」

厚⽣労働省保健局医療課事務連絡

R2.3.31

“30分ルール”の緩和 厚⽣労働省

オンライン診療については、令和４年度診療報酬改定において、

　①　初診料の新設を行い、各種の点数について、引き上げるとともに、

　②　対象疾患に関する要件を撤廃するなど、算定に関する要件を緩和

することとしており、「医療機関と患家との距離が概ね30分以内」といった条件は

設定しないこととしている。

大阪府河内長野

市
4

16㎞圏域外の往診を

認める基準の緩和

特養など高齢者施設の入居者は、夜間に容態

悪化し、37.5度以上の発熱があれば、現状、配

置医に連絡されるが、配置医は電話診療で多く

が救急搬送される。これをオンライン診療可能な

医師が対応することで、80-90％の救急搬送を

回避する。（2019年の日本救急医学会）

救急車の出動回数を激減させることによる医療費

の削減。

特養など高齢者施設の経営改善。100室の施

設で概ね年間2,000万円を改善。

念のための検査入院等による医療費削減。さら

に、入院により健康状態の悪化を招く場合も多

く、これにともなう医療費増も低減効果も期待され

る。

在宅医療において、保険医療機関と患家との距

離が16kmを超える往診・訪問医療については絶

対的な理由がなければ保険診療として算定が認

められず、高齢者施設と医療機関とで配置医契

約をする際も、施設と医療機関の距離が16km

以内でなければならないこととなっている。

診療報酬点数表　c000　往診料 “16kmルール”の緩和 厚⽣労働省

効率的な医療提供の観点、緊急時の対応、地域における他の施設との連携な

どによる適切な医療の提供等の観点から、保険医療機関の所在地と患家の所

在地との間の距離を原則として十六キロメートル以内としているところである。

一方で、「患家の所在地から半径十六キロメートル以内に患家の求める診療に

専門的に対応できる保険医療機関が存在しない場合や、患家の求める診療に

専門的に対応できる保険医療機関が存在していても当該保険医療機関が往

診等を行っていない場合などのやむを得ない」理由のある場合には、保険医療機

関の所在地と患家の所在地との間の距離が十六キロメートルを超える場合でも

算定できることとしている。

大阪府河内長野

市
5

オンライン診療時の調

剤薬局指定の許可お

よび調剤薬局内へのオ

ンライン診療室の設置

による調剤薬局のワン

ストップ・メディカルセン

ター化

医院でのオンライン診療後、薬局への処方箋通

知もオンラインで行い、処方薬をドローンで個配す

る。

また、調剤薬局内にオンライン診療室を併設し、

電⼦聴診器、心電計、モバイルエコー等の機器を

遠隔操作することによりワンストップ・メディカルセン

ターとする。オンライン診療後にすぐに処方薬を受

け取れる住民サービスを提供する。

慢性疾患の方は、毎回、病院に行かなくとも、調

剤薬局で完結する仕組みとする。

よりオンライン診療の利用が高まる。

新型コロナ禍、医療サービスの受けられる施設を

分散することにより三密を回避できる。

例えば、訪問薬剤師が電⼦聴診器などの医療機

器を持参し患者宅を訪問した際、患者に容態悪

化が見受けられる場合にはオンライン診療を勧め

るなど、調剤薬局からも地域包括ケアを推進、予

防医療につなげ、医療費の削減の効果が期待で

きる。

医薬分業の方針により、医療機関は、特定の薬

局への誘導が禁止されている。

オンライン診療の受付・受診・処方薬のドローン個

配・服薬指導を実現するには、システムや運用を

整備した医院・薬局でないと対応が難しい。

「保険医療機関及び保険医療養担

当規則の一部改正等に伴う実施上

の留意事項について」（平成8年3月

8日、 保険発第22号）

該当地域において、オンライン診療時の調剤薬局指定の許

可
厚⽣労働省

患者の自由な選択を確保する等の観点から、保険医療機関及び保険医療養

担当規則においては、保険医療機関及び保険医が患者を特定の保険薬局に

誘導することを禁止している。

本市が計画する遠隔診療は、現在の地域住民

の⽣活の実情を考慮し、診療所の受付けから薬

の受け取りまで自宅にいながらできる仕組みの構

築を目指しております。「保険医療機関及び保険

医が患者を特定の保険薬局に誘導することを禁

止している。」の回答をいただきましたが、診療所

側のオンライン診療システムとシステム連携できて

いる薬局は非常に限られることが予想されることか

ら、オンライン診療時に限定し、システム連携する

特定の保険薬局（2つ以上ある場合はその中か

ら選択）から薬が配送されることを認めていただき

たいと考えておりますがご検討いただける余地はご

ざいますでしょうか。

厚⽣労働省

　最終的には個別のケースに応じた判断になるが、当該診療所のオンライン診療

システムと連携可能な薬局以外でも調剤が可能であること等を当該患者に説明

し、同意を得た上で当該薬局を紹介する場合は、当該行為をもって、患者の自

由な選択を阻害しているとは必ずしも解されず、ただちに保険医療機関及び保

険医療養担当規則第２条の５に抵触するものではないと考えられる。

大阪府河内長野

市
6

聴診音を用いたAI診

断・受診促し

聴診音を採取しAIを用いた解析し結果によって、

医療機関への診断を促す

誰でも心音採取しやすい新しいタイプの聴診器に

より、患者自身が聴診行為を医師の指導の下行

うことができ、コロナ対策を取ったうえでの遠隔診療

に聴診音を活用できる

通院時の診察では未発見の不調などの発見の

きっかけとなる

AIによる診断には学習期間が必要で、確率的に

正しい判断(正確性の担保)ができない可能性が

あるため、不確かな情報を患者に伝えてしまう可

能性がある。このことを前提にしたシステムは前例

が少ないため法令に沿った形であるか確認するの

が難しい

医療機関への受診を促す形になるだけでも実現

できないかを検討しているところ

厚⽣労働大⾂が基準を定めて指定す

る医療機器（平成17 年厚⽣労働

省告示第112 号）別表の489の第

10条の2

AIによる医療機関への受診促しについては行ってよいと定義

してほしい
厚⽣労働省

医療機器で得られたデータを加工・処理し、診断又は治療に用いるための指標

等を作成するプログラムは医療機器に該当するものと考えられます。医療機器と

して流通させるためには疾病診断用プログラムとしての承認を受けていただきます

ようお願いします。
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免許の返納を行った地域住民が、低速電動カー

トを運転することができる

免許返納を行った高齢者がシェリング等で低速電

動カートを利用し自由に域内を移動できる事がで

き、さらに低速電動カートのサービスカーのドライバ

として活動でき、地元住民主体の運行がしやすく

なり、社会参加の機会が増加し、高齢者の精神

的・身体的健康寿命の延長に寄与する。

現在の免許制度には、普通免許返納後に切り

替え可能な、エリアや低速車に限定した免許が存

在しないため、実施が困難。

道路交通法

・第6章　自動車及び原動機付自転

車の運転免許

・第85条 第1種免許

普通免許返納後に切り替え可能な、第1種免許に新たにエ

リア、低速車に限定した運転免許の創設が必要。
警察庁

  御指摘の低速電動カートがどのような車両か明らかではありませんが、当該車

両が普通自動車に該当する場合には、普通自動車免許により運転することが

可能です。

　自主返納制度は、本人の自主的な申請に基づき運転免許証を返納する制

度であるところ、御指摘のような新たな種類の第一種運転免許を創設し、返納

した上で当該運転免許を新たに取得していただく負担を課すこととする必要性や

社会的要請があるのかどうかについては、慎重な検討を要するものと考えます。

  また、当該車両が小型特殊自動車又は原動機付自転車に該当する場合に

は、普通自動車免許を自主返納した後も、それぞれ小型特殊自動車免許又

は原動機付自転車免許により運転することが可能です。（小型特殊自動車は

15キロメートル毎時を超える速度を出すことができない構造のもの、原動機付自

転車は最高速度が30キロメートル毎時とされており、いずれも一般的な普通自

動車よりも低速の乗り物となっています。小型特殊自動車については、道路交通

法上、電動機の出力についての制限はありません。原動機付自転車の電動機

の出力については、二輪のもの及び内閣総理大⾂が指定する三輪以上のもの

は定格出力0.6キロワット以下、その他のものは定格出力0.25キロワット以下と

されています。）普通自動車免許を保有している方については、当該普通自動

車免許を自主返納する際に、新たに小型特殊自動車免許や原動機付自転車

免許を試験なしで受けることができます。

  なお、新たなモビリティを含む多様な交通主体全てにとっての新たな交通ルール

の在り方について、当庁が開催する「多様な交通主体の交通ルール等の在り方

に関する有識者検討会」において検討を行っているところです。(※令和３年７

月時点)

本市では、国交省・環境省等の推進するグリーン

スローモビリティの枠組みで、電動ゴルフカートベー

スの車両を、南花台地区にて地域住民が主体と

なり運用中です。本提案は、今後の高齢者の移

動問題・免許返納問題の解消に向け、南花台

地区のエリア限定で、高齢者が普通免許返納後

も当該車両を運転できる免許制度の創設をご検

討願いたいという趣旨になります。現行車両は現

時点では20kph、定格出力は3.5kWのため、小

型特殊や原動機付き車両には該当しないため、

免許制度の改定自体はハードルが高いと承知し

ていますが、車両規定の変更でこれらの免許範囲

内での運転を認めて頂く可能性も含めてご検討い

ただきたいと考えております。

警察庁

　御指摘のようなカートが普通自動車に当たる場合、運転には飽くまで普通免

許が必要となります。この点、御指摘のように、新たな種類の第一種運転免許を

創設し、返納した上で当該運転免許を新たに取得していただく負担を課すことと

する必要性や社会的要請があるのかどうかについては、慎重な検討を要するもの

と考えます。

  また、小型特殊自動車又は原動機付自転車と普通自動車とでは、制限速

度、交通ルール、車体の大きさ等が異なり、また、運転に必要な知識、技能等も

異なるため、現行では普通自動車に区分される車両について、これを小型特殊

自動車又は原動機付自転車に改めることについては、交通の安全の確保の観

点から、慎重な検討を要するものと考えます。

免許の返納を行った地域住民が、低速電動カー

トの遠隔監視・操作者を担う。

免許返納を行った高齢者が低速電動カートの遠

隔操作・監視者として活動することにより、地元住

民主体の自動運転車両の運行がしやすくなり、

社会参加の機会が増加し、高齢者の精神的・身

体的健康寿命の延長に寄与する。

現在の免許制度および自動運転実証実験のガ

イドラインでは、遠隔操作・監視者は普通免許を

所持する必要があるため、実施が困難。

道路交通法

・第6章　自動車及び原動機付自転

車の運転免許

・第85条 第1種免許

警察庁　自動運転の公道実証実験

に係る道路使用許可基準

・１ 許可に係る審査の基準

・(5) 監視・操作者となる者（イ）

普通免許返納後に切り替え可能な、第1種免許に新たに

遠隔操作・操縦に限定した運転免許の創設が必要。
警察庁

　　「官民ＩＴＳ構想・ロードマップ2020」等において、2022年度頃に限定地

域における遠隔監視のみの無人自動運転移動サービスの実現が可能となるよう

に政府として目指すこととされていることを踏まえ、従来の「運転者」の存在を必ず

しも前提としない場合における交通ルールの在り方について、警察庁で検討を進

めているところです。

18歳未満の地域住民が、低速電動カートを運転

することができる

高齢者と同様、地域の高校⽣がボランティア等で

運行に参加することで、社会への参加意識が得ら

れ、社会貢献が可能となる

現在の免許制度では、種別に応じて取得可能な

年齢制限が設けられているため、実施が困難

道路交通法

・第6章　自動車及び原動機付自転

車の運転免許

・第88条 免許の欠格事由

16歳以上で取得可能な、第1種免許に新たにエリア、低速

車に限定した運転免許の創設が必要。
警察庁

  御指摘の低速電動カートがどのような車両か明らかではありませんが、当該車

両が普通自動車に該当する場合には、普通自動車免許により運転することが

可能であり、普通自動車免許の資格年齢は18歳以上とされています。

  四輪以上の自動車を運転するための運転免許の資格年齢については、我が

国が批准している道路交通に関する条約（いわゆるジュネーブ条約）にも規定

されているように、国際的には、おおむね18歳以上とされています。我が国におけ

る普通自動車免許の資格年齢については、このような国際慣習に準拠しつつ、

交通事故実態等を踏まえて定められているものであり、これを16歳以上に引き

下げることについては、慎重な検討が必要であると考えます。

  なお、当該車両が小型特殊自動車又は原動機付自転車に該当する場合に

は、それぞれ小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許により運転するこ

とが可能であり、いずれの運転免許も資格年齢は16歳以上とされています。

（小型特殊自動車は15キロメートル毎時を超える速度を出すことができない構

造のもの、原動機付自転車は最高速度が30キロメートル毎時とされており、いず

れも一般的な普通自動車よりも低速の乗り物となっています。また、小型特殊自

動車については、道路交通法上、電動機の出力についての制限はありません。

原動機付自転車の電動機の出力については、二輪のもの及び内閣総理大⾂

が指定する三輪以上のものは定格出力0.6キロワット以下、その他のものは定格

出力0.25キロワット以下とされています。）

  なお、新たなモビリティを含む多様な交通主体全てにとっての新たな交通ルール

の在り方について、当庁が開催する「多様な交通主体の交通ルール等の在り方

に関する有識者検討会」において検討を行っているところです。(※令和３年７

月時点)

大阪府河内長野

市
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低速電動カートの運

行における、自家用有

償旅客運送に関する

規制緩和

自家用有償旅客運送による運行で、住民主体

の低速電動カートの運行事業を継続可能な収益

を得られるようにする。

普通免許で運転可能になるため、2種免許保持

者を雇う必要がないために低運賃での運行が可

能になり、また、収益を得ることで地域課題等の

解決ができ便利で健康的(身体的、経済的)な

街つくりが実現できる。

自家用車有償旅客搬送は対価は実費の範囲

内または国土交通省令で定められたものと決めら

れており、運営・管理に必要な費用が徴収できな

い。

道路運送法

・第５章　自家用自動車の使用

・第78条の８　旅客から収受する対

価の公示等

・第2項

旅客から収受する対価を、地域住民による運営・管理できる

だけの収入（地域通貨・ポイントを含む）が確保できるよう

に緩和する。

国土交通省

自家用有償旅客運送において旅客から収受する対価については、現行制度で

もその運営・管理に必要な実費の範囲内で、地域公共交通会議等を活用し

て、設定することが可能である。

警察庁

　現在、優先通行帯は、その趣旨に鑑み、交通量が多く、路線バス等の運行に

著しく支障があり、路線バス等の優先通行を確保する必要が認められる道路等

を対象に、一般交通、沿線住民等への影響も十分に考慮した上で設けることと

しています。

　この点、いわゆるグリーンスローモビリティについては、一般に最高時速が20㎞毎

時未満と一般的な自動車よりも速度が遅いことから、優先通行の必要性につい

て通常の路線バス等と比べて慎重な検討を要すると考えられます。

　いずれにしましても、以上の回答に関し、本提案に係る記載内容のみでは定か

ではない部分もあるため、具体的な計画等を明らかにして個別に警察庁に御相

談ください。

国土交通省

道路運送車両法では、すでに自動運転レベル４に対応している。具体的には、

道路運送車両法第41条の通り、システムが、運転者に代わって「認知」・「予

測」・「判断」・「操作」を行う、レベル３・４の自動運行装置を保安基準の対象

装置に追加しており、道路運送車両の保安基準第48条において、当該装置の

保安基準を規定している。

大阪府河内長野

市
7

低速電動カートの運

転における、エリア限

定・低速車限定免許

に関する規制改革

大阪府河内長野

市
9

•高齢者の移動問題

における道路交通法

等の適用要件の緩和

【ヒューマンセンターなモビリティサービス】

・拠点間の自動運転・シェアリングによるスムーズな

移動

・低速電動カートを活用した高齢者移動の円滑

化

・移動の自由度向上による若者世代の移住

・居住者のラストマイル問題解消

・高齢者の日常移動の問題解消
・公道のレベル3・4の自動運転車両の走行

・道路交通法

・道路運送車両法

⑤の適用要件の緩和による下記の実現

・自動運転グリーンスローモビリティの優先レーンおよびインフラ

整備(電磁誘導線・RFID敷設)

・自動配車システムによるオンデマンド移動



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

警察庁

　道路使用許可の可否を判断するに当たっては、道路を使用する行為が収益を

伴うものであること、継続的かつ反復的に行われるものであることなどの一事をもっ

て直ちに否定的な判断を下すことはなく、道路交通法第77条第２項の規定に

基づき、当該行為による交通への影響の度合い、当該行為の公益性の程度、

地域住民、道路利用者等の合意形成の状況等を総合的に勘案し判断してい

るところです。

　また、地域活性化に資する社会的意義があり、地域住民、道路利用者等の

合意に基づいて行われるイベントについては、道路使用許可手続が円滑に行わ

れるよう配意した弾力的な運用を行っているところです。

　以上の回答に関し、御提案に係る記載内容のみでは定かではない部分もある

ため、道路使用の内容等を具体的に明らかにして個別に警察庁に御相談くださ

い。

国土交通省

「多様な地域活動を促進する可変式・可動式道路施設」として例示されている

物件は、いずれも歩行者利便増進道路制度の活用により「地域コミュニティを育

てるイベント事業」のために道路占用許可を受けることは可能。

警察庁

　警察庁では、原動機を用いる軽車両の判断基準について示しており、道路交

通法施行規則第１条の２の２の規定に該当するもので、かつ、運転者が、当

該車両をすぐに停止させることができる距離より離れた場合には原動機がすぐに

停止するものは、原動機を用いる軽車両として公道を走行することが可能です。

　なお、自律走行する低速・小型のモビリティに関する制度整備について、警察

庁で検討を進めているほか、令和３年６月に「特定自動配送ロボット等の

公道実証実験に係る道路使用許可基準」を警察庁ウェブサイトで公表したとこ

ろです。

　以上の回答に関し、本記載内容のみでは定かではない部分もあるため、具体

的な計画等を明らかにして個別に警察庁に御相談ください。

国土交通省

道路運送車両法施行規則第1条及び第2条の通り、寸法及び出力に応じ、原

動機付自転車及び自動車の種別は分類されており、それぞれに適用される道

路運送車両の保安基準に適合しなければ、公道を走行できないところであるが、

道路運送車両の保安基準第55条に基づき、保安基準の緩和は可能である。

なお、新たなモビリティについては、警察庁が交通ルールを検討しており、その結果

を踏まえて必要な措置を講じる。

警察庁

新たなモビリティを含む多様な交通主体全てにとっての新たな交通ルールの在り

方について、当庁が開催する「多様な交通主体の交通ルール等の在り方に関す

る有識者検討会」において検討を行っているところです。（令和３年７月時

点）

国土交通省
　道路法で定められた歩行者専用道路においては、道路交通法で定義される

「車両」以外であれば通行可となります。

経済産業省

今般、速度に見合った車両としての規格化をご提案頂いておりますところ、当該

提案に関しましては、道交法が改正となり、電動車椅⼦の最高速度が変更され

た場合に、それに基づいてJISの改正について議論を行う形と考えております。

警察庁

国土交通省

金融庁

新たなモビリティを含む多様な交通主体全てにとっての新たな交通ルールの在り

方について、当庁が開催する「多様な交通主体の交通ルール等の在り方に関す

る有識者検討会」において検討を行っているところです。（令和３年７月時

点）

上記検討会における議論を踏まえ、車両の規格についても関係省庁で連携し

検討を行っていきます。なお、最高速度が20km/h未満の原動機付自転車に

ついては、一部の保安装置の装備義務は適用されません。

　自動車損害賠償保障法により、道路運送車両法上の原動機付自転車につ

いては、自動車損害賠償責任保険の加入が義務づけられております。

警察庁

　道路使用許可の期間については、行為の目的、場所、方法又は形態及び一

般交通の実態等を勘案し、交通管理上必要と認められる期間としており、御提

案のような工作物の設置については、道路占用許可と同一の期間とすることもあ

ります。

　また、当該許可の期間の満了後であっても、再度道路使用許可を受けること

により、継続して当該工作物を設置することが可能となります。

　以上の回答に関し、御提案に係る記載内容のみでは定かではない部分もある

ため、道路使用の内容等を具体的に明らかにして個別に警察庁に御相談くださ

い。

個人情報保護

委員会

個人情報保護法では、個人情報取扱事業者が、カメラにより特定の個人を識

別できる顔画像を撮影した場合、個人情報を取得したことになりますので、その

利用目的をできる限り特定し、あらかじめ公表するか、又は個人情報の取得後

速やかに本人に通知若しくは公表して、原則、当該利用目的の範囲内で当該

顔画像を取り扱うことができます。なお、自治体がカメラ設置者である場合には、

個人情報保護条例に従って個人情報を取り扱うことが求められますのでご留意く

ださい。

国土交通省

（道路及び歩道への埋め込み型振動センサの設置）

先方提案の振動センサがどのようなものかは不明だが、現行道路法の一般工作

物に該当し、かつ道路占用の許可基準に合致するものであれば設置可能である

ため緩和すべき規制は存在しない。

大阪府河内長野

市
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•道路空間の多用途

化における道路交通

法等の適用案件の緩

和

【開疎なまちづくり・経済活動】

・地域経済活動を支援する道路空間の多用途

化

・地域コミュニティを育てるイベント事業によるにぎ

わい創出

・地域経済活性化

・若年層の経済活動誘致

・多世代の活躍・交流

・地域コミュニティ形成の促進

・密の回避

・道路占用許可における対象物件の縛り

・道路使用許可による活動の制限

・歩道の車両走行

・道路交通法

・道路法

・道路占用許可基準

・食品衛⽣法

⑤の適用要件の緩和による下記の実現

・多様な地域活動に対応する歩車道幅員の配分変更や新

しい概念のレーン設置・駐車スペースの確保(道路空間の広

場的利用・商業利用)

・多様な地域活動を促進する可変式・可動式道路施設

(柵・ボラード・ベンチ・植栽・照明・WiFiサイネージ等)

大阪府河内長野

市
11

歩行者と共存する時

速5km以下の超低速

自動走行モビリティ

『iino』運行のための規

制緩和

歩行者空間において周辺の歩行者と共存しなが

ら安全に人やモノを輸送する。

・人手を介さない非接触型の輸送サービスを実現

する。

・歩行速度で走行するため、新たな視点での価値

提案や回遊性の向上による地域活性化が期待

できる。

・新たな交通手段の創出による交通弱者の歩行

利便性の促進する。

歩行速度で走行する安全性の高いモビリティであ

るにもかかわらず、現状の法律では、画一的に車

両（軽自動車もしくは軽車両）と認定されるた

め、私有地を除く道路での走行が困難である。

・道路運送車両法2条

・道路運送車両法施行規則1条2項

・道路交通法1条

・道路交通法施行規則1条

歩行速度で自動走行するモビリティについては、「原動機付

き軽車両」ないしは新たな車両区分とする。

歩行速度で自動走行するモビリティに対する保安基準を緩

和する。

・道路交通法17条1項
走行目的や安全対策措置が一定の基準を満たした場合に

ついては、歩行者専用道路であっても走行を認める。

大阪府河内長野

市
13

•ハンドル型電動車い

す（YNF-01）におけ

るエリア限定、制限速

度の規制緩和

・免許の返納を行った地域住民が、YNF-01を運

転することができる

・YNF-01活用したを高齢者移動の円滑化

・拠点間移動した先のシェアリング

・外出機会が増加し、高齢者の精神的・身体的

健康寿命の延長に寄与

・居住者のラストマイル問題解消

・高齢者の日常移動の問題解消

・健康な高齢者にとって、徒歩の長距離歩行は

辛いが、既存法規の時速6キロでは遅すぎる。

・歩行者扱いの為、自転車レーンでの走行ができ

ない（出来ても速度差がありすぎる）

・道路交通法

・道路法

・JIS T9203

・時速6キロ超12キロ未満に限定した運転免許の創設が必

要

・速度に見合った車両としての規格化（原付以下）と点

検、保険の法整備

大阪府河内長野

市
12

歩行者と共存する時

速6km以下の超低速

自動走行モビリティ

『iino』運行のための規

制緩和

歩行者空間において周辺の歩行者と共存しなが

ら安全に人やモノを輸送する。

・人手を介さない非接触型の輸送サービスを実現

する。

・歩行速度で走行するため、新たな視点での価値

提案や回遊性の向上による地域活性化が期待

できる。

・新たな交通手段の創出による交通弱者の歩行

利便性の促進する。

歩行者専用道路において、歩行補助モビリティで

あっても、車両に該当するとして、走行が困難であ

る。

道路法第32条

道路法第32条第1項

1号 地上(路上)施設または物件

2号 地下管路類

道路交通法第77条

道路交通法77条（道路の使用の許

可）1項

個人情報保護法第 16条第 1項

規制緩和、制度改革の必要はございませんが、常設設置で

きるように推進していただきたいです。

また、カメラの録画では利用目的を明示することで、撮影の

許可をいただきたいです。

大阪府河内長野

市
14

振動センサ：道路及

び歩道の外部設置や

埋め込み、正解データ

取得のためのカメラ録

画

埋め込み型振動センサの設置により、交通量観

測や道路の異常検知・劣化診断の機械化を実

現する。

また、歩行者・自転車・自動車等の移動情報を

取得し活用することで、自動運転車の交差点情

報支援や、人の流れの最適化や観光支援を行

う。

交通量観測や道路の異常検知・劣化診断の機

械化では、人手計測・点検の削減、修繕工事の

最適化を推進する。

また、自動車の移動情報取得により、自動運転

車の交差点の安全性を向上させる。

埋め込みによる常設を行うことで振動音の変化を

抽出できれば、より精度の高い異常・劣化診断が

可能になるが、埋め込み型振動センサの設置には

道路法第32条の規定により道路管理者による道

路の占用許可が必要である。

道路交通法第77条の規定により所轄警察署長

から道路使用許可を受ける必要がある。

正解データ取得のためのカメラ録画では個人情報

保護法を遵守し、プライバシーに配慮する必要が

ある。



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

大阪府河内長野

市
15

河内長野市における

無人航空機（ドロー

ン）の人口集中地区

上空飛行、完全目視

外飛行に向けた航空

法適用要件の緩和

域内を対象にドローン飛行のための3Dマップを作

成（河内長野デジタルツインとの連携）し、飛行

ルートの自動設定、複数ドローンの自動運転制

御が可能なAI管制システムを導入する。

その情報をもとに、本サービス導入範囲全域に対

して、土地所有者・管理者からの飛行許可を包

括的に取得し、エリア内については航空局からの

包括許可承認を取得可能とするような手続きの

簡略化の検証を行い、即時に飛行可能な空域を

整備することを目指す。

また、精緻な地図データを整備することにより、前

提の許認可等で飛行が難しい空域については、

AI管制システムで飛行ルートとしない設計を行う。

第三者上空でのドローンの自動航行の実現によ

り、様々な用途での利活用が期待できる。

現在ドローンの活用においては、操縦者がいること

が前提の運用になっており、飛行申請、当日の運

用における人件費の拡大や用途の拡大に限界が

ある。

しかし、第三者上空でのドローンの自動航行の実

現により、ドローンに様々なタスクを付与すると、運

用費の大幅なコスト減、住民サービスの拡張、行

政サービスの置き換えが期待できる。

（活用イメージ）

ドローンによる日常の買い物支援、医薬品配送、

⼦供の見守り、インフラ点検

無人航空機の不具合等による落下により危害を

及ぼす蓋然性の高い人・家屋の密集地域におい

て、人および物件の安全を確保する目的で、人家

密集地域（人口集中地区・DID地区）では、

無人航空機を、人家密集地域の上空で飛行さ

せてはならない。

ただし、規制の例外として、 安全を損なうおそれの

ない飛行は認められている（ 国土交通大⾂の許

可（航空法第132条第2項第2号））。

○根拠法

航空法第132条第1項第2号 航空

法施行規則第236条の2

○所管官庁

国土交通省

○対象規制

航空法第132条第1項第2号 航空法施行規則第236条

の2

○提言

レベル4（有人地帯(第三者上空)での目視外飛行(補助

者の配置なし)）を想定し、特区としての包括的な許可を取

得する。

また、安全運航ガイドライン上、店舗・住人・管理組合の許

可、消防署の許可が必要であるが、そちらも包括的な許可

の取得を目指す。

国土交通省

内閣官房

【航空法について】

レベル４飛行については、第三者上空を飛行することとなるため、特に高度な機

体の安全性等を求めることが重要と認識しており、今般の法改正により機体の

安全性を認証する制度と操縦者の技能を証明する制度等を創設することでレベ

ル４飛行の実現が可能となり、公布の日から１年６ヶ月以内に詳細な基準等

を検討した上で施行されます。

【住民・管理組合等の許可について】

現行において住民・管理組合等の許可は法律で規定されておりません。一方

で、無人航空機に対する社会受容性を高めるためにも⽣活妨害を及ぼさないよ

う配慮が必要と考えます。

本市が計画するドローンによる物流は、日常にお

ける薬をはじめ買い物などのあらゆる物流を担うこ

とを想定しておりますが、その安全性の確認が必

要不可欠であること認識しており、ご回答いただき

ました機体の安全性を認証する制度と操縦者の

技能を証明する制度等を創設は本取組みにとっ

ても意義あるものと考えておりますが、これまで必要

とされた飛行計画等の扱いは個別ではなく、包括

的に許可いただけることが、日常での活用を現実

化できます。

個別の飛行計画等の手続きの緩和も含めてなさ

れるものと解釈してよろしいでしょうか。

国土交通省

飛行計画の通報については、今般の航空法改正により特定飛行を行う場合に

は義務化されたところ、今後予定している航空法施行規則の改正の中で通報の

方法などの詳細について検討を行ってまいります。

大阪府河内長野

市
16

行き届いたみまもりソ

リューションから地域住

民にとって魅力ある街

へ

　高齢者セキュリティサービスにある緊急通報機能

の駆け付けを用途によって使い分けて対応を行

う。

異常信号（急な体調不良やケガ）を受信した

時に駆け付けるのは警備会社であるALSOKが対

応。

　お客様からの異常信号を受信していない場合に

おいては、お客様からの要請を承諾して出動する

ことができる（有償）。

地域コミュニティの形成強化

防犯強化から治安安定

↓

住民のQOL向上

↓

住みやすい街として評価向上

↓

住民の満足度があがることで新規居住者が増える

　現在は警備業法により人/建物の盗難等(⽣命

の危機や保安)の事故の発⽣を警戒し防止する

業務における駆け付けに関しては、警備業の認可

を受けた企業の定められた教育を受けた警備員が

対応することが定められている。

　また即応体制の整備から速やかに現場に駆け

付けが必要となることも定められている。

警備業法第二条一、四

警備業法第二条５

警備業法第四十三条

　急な体調不良やケガの事故の発⽣を警戒する内容に関し

てはこれまで通り実施をして、その他の用途は駆け付けの対

応内容を明確にしておくことが必要である。

警察庁

　事業の実施主体や具体的な事業内容等が明らかではないため、警備業法の

規制対象となるか否かについて判断することは困難ですが、機械警備業務につ

いては、基地局で受信できる情報が断片的なものにすぎないことから、必要な措

置として何をすべきかを迅速に判断するため、速やかに現場における警備員によ

る事実確認を行うことが必要です。

　なお、緊急通報サービスを行う民間事業者が、同法第２条第１項第１号及

び第４号に該当する警備業務を行わない旨が業務委託契約等で明らかにされ

るとともに、当事者の意思及び業務の実態から、当該警備業務を行うものでは

ないと認められる場合には、当該民間事業者は警備業の認定を必要としないと

解されます。



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た
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制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

兵庫県養父市 1

マイナンバーカード機能

のスマートウォッチ等ウェ

アラブル端末への搭載

オンラインによる高度な本人確認が可能な機能を

ウェアラブル端末に搭載し、カード利用手順の簡

素化や、各手続のデジタル化を推進することで利

用者の利便性向上を図る。

保険証等各種書類手続きにおける機能の統一

化についてマイナンバーカードを活用する取組みが

推進されているが、その機能を拡張し、かつ、より

扱いやすい身近な腕時計等に集約することで、マ

イナンバーカードの普及と市民⽣活の利便性向上

に寄与すると推察される。

行政手続きにおける特定の個人を識別するための

番号利用等に関する法律施行令（平成26年

政令第155号）における「個人番号カード（第

13-18条）」では、カードに搭載される個人情報

等が書き込まれるIC以外は規定がない。

このことから、マイナンバーカードは現在使用されて

いるプラスチックの板状である必要はなく、カードの

形状や材質についても柔軟に対応できるのではな

いかと考えられる。

行政手続きにおける特定の個人を識

別するための番号利用等に関する法

律施行令（平成26年政令第155

号）第13～18条

・当該法律施行令に附則を設けて、現施行令に準拠した

ICやセキュリティ仕様を付した腕時計をマイナンバーカードとし

て活用すること

・マイナンバーカードには本人写真が券面に記載されている

が、腕時計においては本人写真の記載を外して代替措置に

よって本人認証すること

総務省

マイナンバーカードは、行政機関や民間事業者が、対面で、マイナンバーの確認

と身元確認を１枚で行うことができる唯一の顔写真付き本人確認書類として、

物理的なカードとして発行することとされている。

　また、これは、地域を限定せずに本人確認書類として使用されるものであること

から、ご提案は特区になじまないものと考える。

現状、マイナンバーカードの趣旨を理解し活用しよ

うとしている市民は少なく、物理的なカードという形

で受け取っても自宅に置いたままであるケースが多

いため、常に身に着けていることが可能な時計型

にすることで、利用促進を図ることができる。また、

運転免許証など今後の一体化が検討されている

ものにくわえ、VISAタッチ、地域通貨などの少額

決済機能のほか、本人の健康状態等有事の際

にも円滑に活用できる機能を搭載することで、より

安心安全で便利な暮らしを実現できる。

実証等を重ね、様々な可能性に挑戦し、利便性

等を高めるために規制緩和を考えるのが特区であ

る。ぜひマイナンバーカードのウェアラブル端末への

搭載を実施したい。

総務省

デジタル庁

ウェアラブル端末にマイナンバーカードの機能を搭載するにあたっては、搭載される

情報が改ざん等されないことや、端末から読み出された情報が偽造されたもので

ないことを担保するなど、厳格なセキュリティの確保が必要と考えられる。

現在マイナンバーカードについては、耐タンパ性を有し、国際的なセキュリティ基準

であるCC認証を取得する等、厳格なセキュリティ対策を講じており、仮にウェアラ

ブル端末にマイナンバーカードを搭載することとなったとしても、これに匹敵するセ

キュリティ対策が必要である。

なお、マイナンバーカードの利便性にも配慮し、マイナンバーカードの信頼性を基

礎として、マイナンバーカードの電⼦証明書をスマートフォンへ搭載することを予定

しており、スマートフォンのみでオンラインでの行政手続が可能となる仕組みを作る

こととしている。この際、国際的なセキュリティ基準を満たした安全なICチップを有

するスマートフォンを用いることとしている。

また、⽣体認証については、スマートフォンに搭載される電⼦証明書の利用に当

たり、その課題を整理し、検討を進めることとしている。

金融庁

　金融商品取引法第37条の６に基づく金融商品取引契約の解除については、

「新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金

融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法

律」（令和３年５月26日公布）において、電磁的記録によることを可能とする

改正を行っており、公布日から１年を超えない範囲で政令で定める日から施行

予定です。

消費者庁

経済産業省

　御指摘の契約書面の電⼦化を盛り込んだ「消費者被害の防止及びその回復

の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案」が

成立したところです。

　契約書面等を電磁的方法により提供することができることについては、消費者

の承諾を得た場合に限り、例外的に認められるものですが、今後、消費者委員

会の建議等も踏まえて、電磁的方法による提供の在り方について、消費者の承

諾の実質化や電磁的方法による提供の具体的方法について、オープンな場で

消費⽣活相談の関係者等を含めて広く丁寧に意見を聴取する検討の場を設け

て検討を行ってまいります。

国土交通省

【宅地建物取引業法について】

・宅地建物取引業法（昭和27年法律第176号）第34条の2、第35条及び

第37条の規定に基づく書面の交付については、デジタル社会の形成を図るため

の関係法律の整備に関する法律において宅地建物取引業法を改正し、電磁

的方法による交付を可能とすることとしている。

【マンションの管理の適正化の推進に関する法律について】

・マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成12年法律第149号）

第73条の規定に基づく書面の交付については、マンションの管理の適正化の推

進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正

する法律によりマンションの管理の適正化の推進に関する法律を改正し、電磁

的方法による交付を可能としている。

兵庫県養父市 3
地元企業・店舗の地

域ポイント普及推進

養父ポイントを市内の多くの企業・店舗へ対応可

能とするために参入障壁を下げる。

病院、飲食店、交通等で利用可能となる。

資金決済法の前払式支払手段について、自治

体が承認する事業者に限り自治体同様の扱いで

適用除外になることができれば、キャッシュレスや地

域ポイントなどの事業実施が推進される。

適用除外に際し、発行保証金の供託など条件付

きも考え得る。

・地方公共団体が発行する場合適用除外とな

る。

・第三者型前払式支払手段の発行の業務は、

財務局長等へ申請を行い、内閣総理大⾂の登

録を受けた法人でなければ、行ってはならない。

・前払式支払手段発行者は、基準日未使用残

高が千万円を超えるときは、その未使用残高の二

分の一以上の額に相当する額の発行保証金を

法務局に供託しなければならない。

・（資金決済法４条３号）

・（資金決済法第７条、第8条、第

104条、同施行令29条）

・（資金決済法第14条、同施行令

第６条）

資金決済法の前払式支払い手段について、自治体が承認

する事業者に限り、自治体同様の扱いで適用除外を行う。

（有効期間の拡張、再申請の簡略化等）

金融庁

　前払式支払手段については、発行者の規制対応コスト等を考慮しつつ、利用

者保護を図る観点から、６か月ごとの基準日における未使用残高を基に算出さ

れた額を保全する義務が課されています。

発行者が国等に準ずる法人である場合に保全義務が課されていないのは、信

用力の点において国等に準ずるものであれば利用者保護に支障は⽣じないと考

えられるためであり、それ以外の発行主体について同様の取扱いとすることは困難

です。

　なお、産業競争力強化法上の新事業特例制度に基づく規制の特例措置によ

り、財産的基礎等に係る所定の要件を満たす商工会議所又は商工会は、新

事業活動計画の認定を受けることにより、資金決済に関する法律上の保全義

務の適用を受けることなく、最長で有効期間３年の前払式支払手段を発行す

ることが可能です。

兵庫県養父市 2

市民総合ポータル(市

民向けサービスを統合

管理できるスーパーア

プリ)

デジタルPFIによる市民総合ポータルweb/アプリ

の提供により以下内容が実現可能。

・行政サービスの手続オンライン完結(以下バー

チャル市役所)

・ICTを活用した地域課題解決型サービス(=先

端的サービス)の集約　(お散歩アプリ

・空き家対策、MaaS等)

本ポータルを素地とした各種サービスへの拡張が可

能であり、より多くの事業者による柔軟なサービス

提供の場として活用できる。

バーチャル市役所では、初回手続(ワンスオンリー)

を行えば、その後も個人端末から「いつでも」「どこ

でも」簡単に手続処理を行える。

本事業による効果について、住民利用者の利便

性の向上、自治体職員の紙/判⼦文化等の手

間とコストの双方をカット可能である。これにより、

今度より深刻化する少⼦高齢化社会でも持続

可能な行政を実現することができる。

また様々なサービスを連携することにより、住民、

自治体、民間企業など、それぞれの主体で利便

性・効率性の向上等の効果が期待できる。

書面化義務により電⼦契約手続きが利用不可と

なっている。

・宅地建物取引業法34条の2、35

条、37条

・借地借家法22条、38条、39条

・マンション管理法73条

・特定商取引法第4条、第42条ほか

・金融商品取引法第37条の6

書面化義務を撤廃もしくは規制を緩和し、電⼦契約手続き

の利用を可能にする。



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

和歌山県・すさみ

町合同
1

食品衛⽣法上の施設

基準の緩和

＜住民顎足枕による次世代おもてなし及び受け

入れ環境の構築＞

「どこでもランチ」

民泊利用者に対し、地域住民が家庭用台所で

調理した郷土料理等の食事を提供

　飲食店が少ない地域での受入環境を強化する

とともに、民泊利用者と地域住民との交流の場を

創出し、地域住民の⽣きがいづくりや、地元食材

活用による地域経済活性化に寄与する。

　さらに、交流を通じ「すさみ町ファン」から移住者

を⽣み出し、人口増加につなげる。

食品衛⽣法及び同法施行規則で、住居その他

食品等を取り扱うことを目的としない室又は場所

が同一の建物にある場合、それらと区画されている

ことと規定されている

（食品衛⽣法）

（食品衛⽣法施行規則）

第66条の7

別表第19

　民泊利用者に限定して地元住民が提供する食事について

は、農林漁業体験民宿業と同等の食品衛⽣法の要件緩

和を行った食品営業許可を行うこと。

　また、民泊利用者以外に対しても、客と同席して自ら調理

した料理を食べる形式で営業を行う場合は、家庭用台所で

調理したものを提供することを認めること。

厚⽣労働省

　規制改革実施計画（令和３年６月18日閣議決定）を踏まえ、家主滞在

型の住宅宿泊事業（以下「家主滞在型民泊」という。）の用に供する住宅が

飲食店営業の許可を取得する際に求められる施設基準について、家庭用台所

と営業で用いる調理場所の併用等の弾力的な運用が可能である旨、令和３

年度中に地方公共団体に通知する予定である。

 　これは、家主滞在型民泊において宿泊者に料理を提供するに当たり、一般的

な飲食店と同様の施設基準が求められることに伴い、飲食店営業の許可が取

得できず、料理を提供できないとの指摘があったことから、家主滞在型民泊が、

一般的な飲食店と異なり「現に人の⽣活の本拠として使用されている住宅」での

事業を前提としているという特異性に鑑み、宿泊者に料理を提供する場合に

は、弾力的な運用が可能である旨の通知を行うものである。

　そのため、民泊宿泊者以外の者に対して料理を提供する行為は、一般の飲食

店と同様の行為であり、当該行為を行う家主滞在型民泊を、通知で示す弾力

的な運用の対象とすることは考えていない。

すさみ町は当該域内に世界遺産「紀伊山地の霊

場と参詣道」や南紀熊野ジオパークなど、著名な

観光資源を有しており、年間約90万人（R元）

の観光客が来訪している一方、飲食店が10数件

（夜の営業は10件未満）と非常に少なく、観光

客等に食事を提供できる施設が絶対的に不足し

ている。また、人口3,800人の小さな町ということも

あり、安定的な飲食需要が見込めるものではな

く、飲食店の新規出店も事業採算性の問題から

難しいのが現状である。こうした過疎地域特有の

実情を鑑み、観光客等の来訪者への食事提供

の場を確保するため、民泊施設や農家民泊施設

において、当該施設宿泊者以外の者への食事提

供を認めていただきたい。

厚⽣労働省

　民泊施設で宿泊者以外の者に対して料理を提供する行為は、通常の飲食店

と同様の行為であり、宿泊者への食事提供とは業態等、前提条件が異なること

から、その他の飲食店と同様に取り扱われるべきと考える。

和歌山県・すさみ

町合同
2

家主同居型民泊の日

数上限の撤廃

＜住民顎足枕による次世代おもてなし及び受け

入れ環境の構築＞

「どこでも民泊」

　地域の空き家および空き部屋を活用し、観光

客等の宿泊場所として提供

宿泊施設の少ない地域において恒常的な民泊利

用が可能な状態をつくることで受け入れ態勢を強

化する。

また、民泊利用者と地域住民との交流の場を創

出し、「どこでもランチ」と同様に、関係人口増加に

つなげる。

　またすさみ町の空き家率が13.5％（平成28年

度調査）となっており、適切に管理されず放置さ

れ地域に悪影響を及ぼしているものもあり、空き

家の有効活用により、空き家問題の解決を図る。

民泊の年間提供日数を180日以内としている。
（住宅宿泊事業法）

第2条第3項

　所有者が家屋を住居の用に供しながら、空いている部屋

等を有効活用する目的で行う「家主同居型」の民泊ついて

は、提供日数（180日）の制限を撤廃すること。

　また、空き家民泊についても、防災・防犯等の問題解消を

目的とした有効活用であるため、提供日数の制限を撤廃す

ること。

国土交通省

厚⽣労働省

住宅宿泊事業は、住宅を用いて一時的に人を宿泊させる事業を実施するもの

であるため、年間ベースの営業日数も限る必要がある。このため、住宅宿泊事業

法では1年間で180日を超えないものとの制限を設けるとともに、規制の合理化

の観点から旅館業において採られる許可制ではなく、届出制を採用しているとこ

ろ。いただいたご提案内容も含め、1年間で180日を超える日数について、人を

宿泊させる場合には、公衆衛⽣リスクの観点からも、旅館業法に基づく許可を受

けた上で営業を行うことが適当と考える。

すさみ町には、通常は当該住宅で⽣活していない

ものの、お盆や年末年始などの限られた期間のみ

使用されている空き家が多く、こういった住居を民

泊で活用することは防災や防犯の観点からも有用

であると考えている。これらの空き家を「住居」であ

ることをもって、その使用実態を問わず一律に180

日で営業日数を制限する必要性は低いと考える

が、ご検討をお願いしたい。

厚⽣労働省

国土交通省

住宅宿泊事業は、住宅を用いて一時的に人を宿泊させる事業を実施するもの

であるため、通年営業の旅館業と比較して公衆衛⽣上のリスクが相当程度低減

されることから、規制の合理化を行いつつ、旅館業法から切り出した営業類型と

して新たに住宅宿泊事業法を創設したもの。このため、同法において、規制の合

理化の対象となる事業については営業日数が180日を超えないこと等を要件と

して求めている。これを超える場合には、原則どおり旅館業法に基づく許可事業

を行う必要があると考えている。

和歌山県・すさみ

町合同
3

路線バスのオンデマンド

化および多目的車両

化

・既存のコミュニティバスを活用してスタートし、将

来的には小型で低速のEV車両を活用し路線運

行事業を行い、移動需要の変動により、時間や

場所を特定しないオンデマンドにより輸送を行う。

・乗客のいない時間帯には、オンデマンドの注文を

受け入れ、人や荷物運ぶラストマンワイル走行を

実施。バスにも、タクシーにも、モノを　運ぶ運用も

１台で担う運用を実現する。

・都会と違い、特定少数　の乗客が想定されるす

さみ町内において、オンデマンド輸送が最も効率的

かつ乗客ニーズに沿った運行となり、運営側も長

期的な継続が可能となる。

・特に平日等の閑散期　において、タクシーやモノ

輸送として活用すれば、少ない台数で広いニーズ

に対応することができ、効率的かつ長期的な運営

が可能となる。

・道路運送法第5条1　項3号、道路運送法　施

行規則4条で路線・　時刻を決めなければならな

いとされている。

・道路運送法第3条及び４条で、運送事業を行

う際には、営業する車両ごとに、旅客運送のバス

orタクシー、または貨物運送のいずれかに申請し

当局から許認可を頂く必要があり、1台の車両に

対し、複数事業　許可を取得することは　認めら

れていない。

※平成29年6月から過疎地域において一定条件

のもと自動車運送事業者の「かけもち運送」が認

められている。

（道路運送法）

第5条1項3号

（道路運送法施行規則）

第４条

（道路運送法）

第3条、4条

H29.6.30国土交通省自動車局によ

る措置

・地域で公平な利用機会が担保される場合は、道路運送

法、道路運送法施行規則に、例外規定を設けるなどし、時

間場所を自由に設定できるようにすること。

・「かけもち運送」の取り扱い条件（運送できる荷量など）を

緩和し、自由度を高めること。

国土交通省

（地域で公平な利用機会が担保される場合の例外規定について）

規制改革事項について明確化を要するが、柔軟なダイヤの設定は、現行制度で

も地域公共交通会議を活用して路線不定期や区域運行として実施することが

可能である。

（「かけもち運送」の取り扱い条件（運送できる荷量など）を緩和し、自由度を

高めること。について　）

　貨物自動車運送事業法では、輸送の安全性確保や荷主保護等の観点か

ら、運送事業者が

・貨物運送に適した車両の確保

・貨物自動車運送事業に係る運行管理者の配置

・貨物運送に適用される損害保険への加入

など、貨物自動車運送事業に適した体制の整備を許可の大前提としているとこ

ろ。

　このような前提から、輸送の安全性確保や荷主保護等の観点から懸念があ

り、旅客自動車運送事業者による貨客混載については、少⼦高齢化や人口減

少が進み、地域の物流事業者のみでは物流網の維持が困難な過疎地域にお

いてのみ例外的に認めているところである。

　特に、貨客混載に係る積載量の規制は、貨物運送に適した車両の確保等の

体制整備を許可の前提とする貨物自動車運送事業法の制度趣旨に鑑み、道

路運送車両の保全、道路交通の危険の防止、車内の安全等の観点から対応

することは困難である。

和歌山県・すさみ

町合同
4

路線バス・デマンドバス

における変動運賃制の

導入

・町内で運行する路線バス・デマンドバスの運賃

を、繁忙期の観光客向け運賃を高く、平常時に

の地元住民向け運賃を安くするなど、需給により

変動させる運賃を採用

・運行会社の事業継続性が担保され、すさみ町

民や観光客の公共交通手段の長期的な維持が

可能になるとともに、ニーズにあわせた多様なサービ

スの提供による利便性の向上が期待できる。

・道路運送法第9条により、路線バス・デマンドバ

スは、あらかじめ確定した運賃で運行しなければな

らない（ただし、高速バスを除く）。

・道路運送法第９条に基づく「一般

乗合旅客自動車運送事業の実施運

賃、協議運賃及び軽微運賃の届出

並びに変更命令に関する処理要領」

・IT等を活用し、合理的かつ明確な手法に基づき算定した

場合、変動運賃額を採用すること。
国土交通省

規制改革事項について明確化を要するが、需給により変動させる運賃は、現行

制度でも地域公共交通会議を活用して実施することが可能である。

警察庁

　現在、「官民ＩＴＳ構想・ロードマップ2020」等において、2022年度頃に限

定地域における遠隔監視のみの無人自動運転移動サービスの実現が可能とな

るように政府として目指すこととされていることを踏まえ、従来の「運転者」の存在

を必ずしも前提としない場合における交通ルールの在り方について、警察庁で検

討を進めているところです。

　以上の回答に関し、本提案に係る記載内容のみでは定かではない部分もある

ため、実施されたい走行の形態を具体的に明らかにして個別に警察庁に御相談

ください。

国土交通省

道路運送車両法では、すでに自動運転レベル４に対応している。具体的には、

道路運送車両法第41条の通り、システムが、運転者に代わって「認知」・「予

測」・「判断」・「操作」を行う、レベル３・４の自動運行装置を保安基準の対象

装置に追加しており、道路運送車両の保安基準第48条において、当該装置の

保安基準を規定している。

和歌山県・すさみ

町合同
6

自動運転バス運行に

おける完全キャッシュレ

ス化

自動運転バスをすさみ町内で運行する際の運賃

収受を、顔認証による完全キャッシュレスにて対応

　運賃収受を完全キャッシュレスにすることで、上

記の乗務員なしでのスムーズな運行が可能とな

り、ローコストでの継続的な運営につながる

　また、非接触での運賃収受のため、感染症対

策につながる

道路運送法の運送引受義務として、現金しか持

たない乗客を拒否できない

（道路運送法）

第13条

完全キャッシュレスに限定した自動運転バスの運行を許容す

ること

（道路運送法第　13条の例外規定に加えるなど）

国土交通省

無人自動運転移動サービスにおける完全キャッシュレスの取扱いについて、令和

3年4月に通達において明確化したところであり、現金利用者への配慮を十分に

行った上で、完全キャッシュレスによる自動運転サービスを行うことは可能である

（道路運送法13条に基づく運送引受義務との関係についても整理済み）。

和歌山県・すさみ

町合同
7

一般公道上における

「フリーポートゾーン」の

設置

最高速度60km/hを前提とした、量産型車両電

気自動車（EV）や燃料電池車（FCV）、低

速である超小型モビリティの電動ハイブリッドバイ

ク、休日の遊休公用車を観光客と住民でシェアす

るため、ワンウェイ型カーシェアの貸し出し返却場

所を公道の路肩または歩道に設置

　交通手段の少ないすさみ町内において、乗り捨

て可能なワンウェイ型カーシェアサービスを実現する

ことで、観光客の利便性が高まり、観光誘客につ

ながる

　また、地域住民の活用も見込むため、利便性向

上につながる

道路交通法により駐車禁止場所が指定されてい

る

（道路交通法）

第44条、45条、47条、48条

・駐車禁止場所として規制されている場所を規制緩和の対

象とすること

・本サービスが、駐車禁止の例外及び許可対象に含まれるよ

う、規制緩和すること

警察庁

　道路上のカーシェアリングステーションについては、その設置条件、構造等を勘

案し、当該場所における駐車が道路交通の安全と円滑に支障を⽣じさせるおそ

れがないと評価できる場合には、当該場所における駐停車を可能とする交通規

制を実施することのほか、道路交通法第47条に定める停車又は駐車の方法の

規定を適用しないこととすることも可能です。

　以上の回答に関し、御提案に係る記載内容のみでは定かではない部分もある

ため、カーシェアリングステーションの構造等を具体的に明らかにして個別に警察

庁に御相談ください。

警察庁

　新たなモビリティを含む多様な交通主体全てにとっての新たな交通ルールの在り

方について、当庁が開催する「多様な交通主体の交通ルール等の在り方に関す

る有識者検討会」において検討を行っているところです。（令和３年７月時

点）

（道路交通法）

第2条第1項第18号

第71条の4の2

（道路運送車両法）

第41条第2項

「運転者」の定義に、「自動運行装置」を含めること。

和歌山県・すさみ

町合同
8

超小型の電動ハイブ

リッドバイク運転時にお

けるヘルメット着用義

務の緩和

超小型モビリティの電動ハイブリッドバイクを町内で

運転する場合は、ヘルメット無しでも運転を可能と

する

　町内での近距離移動に適している超小型モビリ

ティの電動ハイブリッドバイクをフリーポートゾーンな

どでシェアリングするためには、ヘルメットの保管方

法の課題がある。

電動ハイブリッドバイクの安全性は自転車とほぼ同

じであるため、ヘルメット無しでの運転を可能とすれ

ば、利用者(観光客、地元住民)の利便性が高ま

る。

　また、利便性が高まることにより電動ハイブリッド

バイクの普及が進み、CO2削減にもつながる

道路交通法上、超小型モビリティ（電動ハイブリッ

ドバイク）は、原動機付自転車に分類されてお

り、ヘルメット着用が義務化されている

（道路交通法）

第71条の4第2項

交通量が少なく安全と認められた地域において、走行能力が

自転車と同程度の電動ハイブリッドバイクで、国土交通省の

認可を受けた車両であれば、ヘルメット着用義務を除くこと

和歌山県・すさみ

町合同
5

完全自動運転による

バスの運行

バスに運転手が同乗しない完全自動運転バス

（レベル４自動運転）の運行

（最初は観光客向け短路線からはじめ、将来的

には住民の足となる町内路線バス運行をめざす）

　完全自動運転バス運行による観光誘客に加

え、全国に先駆けて超高齢社会（老年人口比

率が70％を超える地域も存在）を迎えているすさ

み町において完全自動運転が可能となれば、少

人数ローコストで運行が可能となり、継続的な高

齢者等の移動支援（通院、買い物等）につなが

る

　道路交通法第2条第1項第18号に規定する

「運転者」は、自然人を想定している（答弁書第

52号【大久保勉参議院議員が提出した質問主

意書に対する答弁書】H28.2.23)



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

国土交通省

【国土交通省の認可について】

記載の提案内容について明確化を要するが、原動機付自転車の型式認定につ

いては、関係法令の改正状況等を踏まえて、見直しの要否について検討が必

要。

＜山間部過疎地における最適化された陸と空の

物流網の構築＞

・すさみ名物である「ケンケン鰹」など、時間単位の

鮮度が重要となる食材をホテルや飲食店にAI自

動航行ドローンで配送

・現在は翌日以降の配達となっている地方夕刊

紙を集会所等にAI自動航行ドローンで配送。将

来的には住民の⽣活用品、観光客のお土産な

ど、幅広い　物資の配送に対応。

・診療所での出張診療の際に処方された医薬品

を、国保すさみ病院から診療所までAI自動航行

ドローンで配送

・より鮮度の高い食材を観光客に提供することで

観光誘客につながる。

・地域の主要な情報源である地方紙を即日配達

することで、地域の利便性が向上

・ドローンにより日用品の配達を行うことで、物流

事業者の人手不足に対応し、過疎地域でも物

流網を維持できる。

・小さな診療所しかなく、交通手段も乏しい地域

において、医薬品のドローン配送実現により、都市

部と同程度の医療を受けることが可能となる

・AI自動航行ドローンを活用することで、ドローン

操縦者の工数を削減し、多数の物流需要に対

応

航空法第132条の２は操縦者がいる前提で定め

られており、操縦者なしでの自動航行は　認めら

れていない。

また、第3者上空飛行は禁止されており、夜間飛

行や目視外飛行は事前承認が必要。（承認期

間は原則3か月まで）

　

※航空法改正案（令和3年3月9日閣議決

定）では、一定の要件のもと夜間飛行・目視外

飛行等の事前承認は不要となるが、危険物輸送

や第三者上空飛行については事前承認が必須と

されている。

航空法132条の２

技術的に安全性が担保された機体については、以下の飛行

を認めること。

・操縦者なしでのAI自動航行

・日時、経路の事前承認なしでの第三者上空飛行

国土交通省

【航空法について】

レベル４飛行については、第三者上空を飛行することとなるため、特に高度な機

体の安全性等を求めることが重要と認識しており、今般の法改正により機体の

安全性を認証する制度と操縦者の技能を証明する制度等を創設することでレベ

ル４飛行の実現が可能となり、公布の日から１年６ヶ月以内に詳細な基準等

を検討した上で施行されます。

改正航空法では、有人地帯（第三者上空）で

の飛行（いわゆるレベル４）が可能となるが、事

前承認が必要であり、運用の際にその都度事前

申請が必要なため現実的ではない。そのため、第

３者上空に関しても飛行ごとの許可・承認ではな

く、運用体制全体での許可・承認をいただき、同

一のサービスを行うための飛行であれば申請なしで

の飛行を認めることについても提案しているが、その

内容に関して回答を頂きたい。

ドローンが将来的に普及し発展するためには操縦

者(緊急時に介入する者も含む)がいない状態で

の運用、つまり、緊急時等もシステムでのフェール

セーフ機能を持ち操縦者を必要としない体制での

運用を可能にする必要がある。そのため、機体及

び運用で安全性を担保した場合における操縦者

なしでのドローン飛行の解禁についても提案してい

るが、その内容に関して回答を頂きたい。

国土交通省

レベル4飛行については、第三者上空を補助者なしで目視外飛行するリスクの高

い飛行であることから、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一

種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合であって、その運航管理体

制について個別の許可・承認を受けなければ実施できません。レベル４飛行の実

績を踏まえて今後包括的な許可・承認が安全上可能かどうか検討してまいりま

す。

操縦者なしでのドローン飛行については、操縦者（飛行させる者）は必要であ

るものの、遠隔操作を目視外で行わない自動操縦での飛行も可能です。

＜南海トラフ地震に備えた空から見護る防災強

化＞

・平時からAI自動航行ドローンでインフラ等の状

態を定期的に取得し、危険箇所の分析を行うとと

もに、災害時の状況と差分分析を実施すること

で、被災状況を瞬時に把握

・災害発⽣時に住民及び来訪者全員が迅速か

つ確実に避難するための避難誘導をスピーカー搭

載ドローンにより実施

・AI無人航行ドローンにより、人が立ち入れない

場所でも日常からデータ収集・分析を行い、危険

箇所を把握することが可能となる。

・被災状況を瞬時に把握することで、人命救助や

復旧・復興活動を迅速に行うことができる。

・飛行しながら放送することで、従来の設置場所

固定の防災無線に比べて、多くの人に対して的確

な避難誘導を実施できる。

・無人航行ドローンを活用することで、操縦者の工

数を削減し、他の災害対応に注力できる。

・ドローンが道路上空や周辺を飛行する場合、単

に道路上空の飛行は道路使用許可が不要とされ

ているが、「一般交通に著しい影響を及ぼす」場

合についての基準が明確でないため、同一の飛行

内容でも警察署や担当者により許可の必要性の

判断が異なる

・道路交通法　77条1項

・国家戦略特区等提案検討要請回

答（警察庁）

提案管理番号062040

・道路上空及び周辺の飛行について、道路使用許可が必

要となる基準（飛行高度等）を明確にすること
警察庁

　道路の上空においてドローンを単に飛行させるという行為については、当該行為

のみをもって、道路における危険を⽣じさせ、又は交通の妨害となるとはいえない

ことから、原則として、道路使用許可を要しません。

  他方、道路において、ドローンの離発着、操縦及びこれらに付随する作業を行

おうとしたり、ドローンの飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入らない

ように注意喚起するための補助者の配置、ドローンの飛行を周知するための立看

板等の工作物の設置等を行おうとしたりする場合であって、当該行為が、道路に

おける危険を⽣じさせ、又は交通の妨害となるおそれのあるときのほか、ドローンを

利用して、道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような撮影等を行

おうとする場合については、道路使用許可が必要となることがあります。

　以上の回答に関し、本提案に係る記載内容のみでは定かではない部分もある

ため、ドローンの飛行形態等を具体的に明らかにして個別に警察庁に御相談くだ

さい。

和歌山県・すさみ

町合同
10

副業・兼業の労働時

間の通算に関する特

例

すさみ町内でのワーケーション実施を促進させつ

つ、ワーケーション実施者の町内での副業・兼業を

促進する

　高齢者率が高い町内において労働者不足が課

題であり、副業兼業での労働人材確保ニーズが

高い。そのため、ワーケーション実施者が町内で副

業兼業することは、町内の産業の維持につながる

　ワーケーション実施者が町内で地域の事業に携

わることにより、地域に貢献でき、他では得られな

い、デュアルライフの充実につながる。

　労働者が、事業主を異にする複数の事業場に

おいて、「労基法に定められた労働時間規制が適

用される労働者」に該当する場合に、労基法第 

38 条第１項の規定により、それらの複数の事業

場における労働時間が通算される

（労働基準法）

第38条第1項

　すさみ町でワーケーションを行うとともに、地域の企業等での

副業・兼業する場合、「労働時間の通算」の適用を除外す

ること

※ワーケーションはワークとバケーションを組み合わせたもので、

休暇を前提としているため、長時間労働とならないため

厚⽣労働省

異なる複数の使用者のもとで労働する副業・兼業の場合には、各使用者は複

数の事業場での労働時間を通算して労働基準法を遵守いただく必要がある。

労働者の過重労働防止のため、働き方改革関連法により労働基準法に時間

外労働の上限規制が設けられたが、この上限規制についても、同様に、労働時

間を通算して適用されることとなっている。

このような状況の下、企業も労働者も安心して副業・兼業を行うことができるよ

う、「成長戦略実行計画（令和２年７月17日閣議決定）」を踏まえ、労使

に議論いただき令和２年に「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を改定し、

労働時間管理のルールの明確化を行ったところである。

以上の経緯も踏まえ、労働時間の通算をしないこととすることについては、過重労

働防止の観点から、困難であるが、今後もこのルールの周知をしっかりと行い、企

業も労働者も安心して副業・兼業を行うことができる環境を整備していく。

なお、労働基準関係法令は、企業の公正な競争の確保の観点からも全国一

律のルールとすることが必要であると考える。

令和２年に改定された「副業・兼業の促進に関

するガイドライン」では、労働時間の通算が割増賃

金の支払義務に繋がることが明確化された。これ

により、企業において、副業・兼業の労働者を雇

い入れることは通常の雇用より割高になるというこ

とが明確になり、副業・兼業者を雇用するメリット

が失われている。人口減少社会、特に過疎地域

において人材確保は喫緊の課題であることから、

副業・兼業を含めた多様な働き方を進めるために

も、副業・兼業時の労働時間の通算は適用除外

とすることが適当と考えるが、ご検討を願いしたい。

厚⽣労働省

労働者の過重労働を防止し労働者の保護を徹底する観点から、異なる複数の

使用者のもとで労働する副業・兼業の場合には、各使用者は複数の事業場で

の労働時間を通算して労働基準法を遵守いただく必要があると考えている。

また、労働基準関係法令は、企業の公正な競争の確保の観点からも全国一律

のルールとすることが必要であると考える。

他方で、労使双方の手続き上の負荷が軽くなるよう、ご指摘の「副業・兼業の促

進に関するガイドライン」などにおいて、簡便な労働管理の方法（「管理モデ

ル」）もお示ししているので、これもご参照いただきたい。

和歌山県・すさみ

町合同
11

時間単位年次有給休

暇の取得制限の撤廃

すさみ町内での継続的なワーケーションや長期滞

在型ワーケーションの実施を促進

　現在のワーケーションは、短期型が主流であり、

長期滞在型のワーケーションを促進することで飲

食・観光等の地域消費が増加し、地域経済の活

性化および関係人口増加につなげる

・長期滞在型のワーケーション促進には、　柔軟な

休暇取得が　必要不可欠である、　労働基準法

において労使協定で定めることにより時間単位で

の取得が認められているが、累計5日間までに制

限されている

・それ以上の有給休　暇は原則一日単位での取

得となる

（労働基準法）

第39条の④の二

　すさみ町内におけるワーケーション実施時に限り、時間単位

年次有給休暇の取得制限を撤廃すること

※ワーケーション実施は労働者の身心のリフレッシュに有効で

あり、時間単位有給休暇の取得による長期滞在型ワーケー

ションは、年次有給休暇制度の趣旨である労働者の休養の

目的と合致している。

厚⽣労働省

時間単位年休については、まとまった日数の休暇を取得するという年次有給休

暇制度本来の趣旨を踏まえつつ、仕事と⽣活の調和を図る観点から、年次有

給休暇を有効に活用できるようにすることを目的として導入されたものであるが、

「規制改革実施計画（令和元年６月21日閣議決定）」において、「取得日

数など利用の実態を調査する等の現状把握を行った上で、年休の時間単位取

得の有効な活用の在り方について検討する」こととされており、今後、有効な活

用の在り方について検討を行う。

なお、その場合であっても、労働基準関係法令は、企業の公正な競争の確保の

観点からも全国一律のルールとすることが必要であると考える。

役場への届出や幼稚園等への⼦供の送り迎え・

学校行事への参加など、以前であれば「家族に代

わりに行ってもらう」といったことが可能であったもの

が、女性の社会進出や核家族化の進展により困

難になっている。また、テレワークやワーケーション、

副業・兼業等、働き方の多様化が進んでいる。こ

れらの社会情勢の変化を鑑み、より柔軟に年次

有給休暇を取得できるよう、時間単位の取得上

限は撤廃すべきと考えるが、ご検討をお願いした

い。

厚⽣労働省

前回ご回答したとおり、「規制改革実施計画（令和元年６月21日閣議決

定）」において、「取得日数など利用の実態を調査する等の現状把握を行った

上で、年休の時間単位取得の有効な活用の在り方について検討する」こととされ

ており、まとまった日数の休暇を取得するという年次有給休暇制度本来の趣旨を

踏まえつつ、今後、有効な活用の在り方について検討を行う。

なお、その場合であっても、労働基準関係法令は、企業の公正な競争の確保の

観点からも全国一律のルールとすることが必要であると考える。

和歌山県・すさみ

町合同
12

「高度プロフェッショナル

制度」に関する特例

　町内におけるサテライトオフィス等で勤務するIT

企業関連の従業員の「高度プロフェッショナル制

度」活用を促進

　働く時間帯の選択や時間配分を自ら決定する

ことができる「高度プロフェッショナル制度」の活用に

より、進化し続けるスーパーシティを支えるIT人材

の確保につながる

　また、優秀な人材が町内に集まることにより、特

に産業面や教育面において活性化が期待できる

【年収要件】

対象者の年収が、「基準年間平均給与額の３

倍の額を相当程度上回る水準」である1,075万

円以上

（労働基準法）

第41条の２第1項 第2号ロ

　対象者の年収を和歌山県の令和元年の基準年間平均

給与額の248.1万円の３倍を相当程度上回る水準とし

て、750万円以上に緩和すること。

厚⽣労働省

高度プロフェッショナル制度は、多様で柔軟な働き方の選択肢として必要な方に

利用していただくために整備した制度であり、事業場の労使で十分に話し合った

上で、真に必要な方に制度を有効に活用していただきたいと考えている。この制

度については、平成31年４月に施行されてから約３年が経過したところである

が、引き続き制度の導入状況を注視していくとともに、制度が適正に運用される

よう制度の導入を検討する企業に対する相談・支援に丁寧に取り組む。

なお、労働基準関係法令は、企業の公正な競争の確保の観点からも全国一

律のルールとすることが必要であると考える。

労働者の⽣活を守るための基準については全国

一律のものである必要があることは承知している

が、賃金については、地域によって最低賃金にも

差があるところであり、高度プロフェッショナル制度に

おける年収要件についてもその地域の実情に応じ

た金額とすることが適当と考えるが、ご検討をお願

いしたい。

厚⽣労働省

高度プロフェッショナル制度は、年収要件等の一定の要件を満たした労働者につ

いて労働基準法に定められた労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関

する規定を適用しない制度であり、自律的に働くことのできる、高度専門職の方

で創造的な仕事を行う方といった、時間ではなく成果で評価される働き方を希望

する労働者のニーズに応えるために設けられたものである。

ご指摘の年収要件に関しては、この制度創設の趣旨にあった労働者を対象とす

るために設けられた要件の一つであり、賃金の低廉な労働者の⽣活の安定等を

目的として定められる最低賃金とは趣旨が異なるものであるため、ご意見のような

制度とすることは困難である。

また、労働基準関係法令は、企業の公正な競争の確保の観点からも全国一律

のルールとすることが必要であると考える。

いずれにせよ、この制度は、平成31年４月に施行されてから約３年が経過した

ところであり、制度が適正に運用されるよう制度の導入を検討する企業に対する

相談・支援に丁寧に取り組みたい。

和歌山県・すさみ

町合同
8

超小型の電動ハイブ

リッドバイク運転時にお

けるヘルメット着用義

務の緩和

超小型モビリティの電動ハイブリッドバイクを町内で

運転する場合は、ヘルメット無しでも運転を可能と

する

　町内での近距離移動に適している超小型モビリ

ティの電動ハイブリッドバイクをフリーポートゾーンな

どでシェアリングするためには、ヘルメットの保管方

法の課題がある。

電動ハイブリッドバイクの安全性は自転車とほぼ同

じであるため、ヘルメット無しでの運転を可能とすれ

ば、利用者(観光客、地元住民)の利便性が高ま

る。

　また、利便性が高まることにより電動ハイブリッド

バイクの普及が進み、CO2削減にもつながる

道路交通法上、超小型モビリティ（電動ハイブリッ

ドバイク）は、原動機付自転車に分類されてお

り、ヘルメット着用が義務化されている

（道路交通法）

第71条の4第2項

交通量が少なく安全と認められた地域において、走行能力が

自転車と同程度の電動ハイブリッドバイクで、国土交通省の

認可を受けた車両であれば、ヘルメット着用義務を除くこと

和歌山県・すさみ

町合同
9

AI自動航行ドローンに

よる第三者上空飛行

の解禁



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

和歌山県・すさみ

町合同
13

農地にワークスペース

機能を有する農業用

ハウスを設置する場合

の農地転用許可の特

例

ワークプレイスが併設された縦型水耕栽培施設の

導入によるワーケーション型グリーンツーリズムの推

進

　農業に関心のある方に向けて農業者等が体験

交流施設を設置することで、関係人口の増大に

つながる。

来訪者が農家民泊等の観光サービスを利用する

ことで、農業者等の所得増大・雇用の創出が期

待できる。

　また、「日本のレタス栽培発祥の地」としてのブラ

ンディングにも資するものである。

都道府県知事の許可を受けなければ、農地を農

地以外のものとすることはできない。

（農地法）

第4条第1項、第5条第1項

　農業者等がワークプレイスが併設された縦型水耕栽培施

設を整備することで、地域の農業振興を図ることができると市

町村長が認定した場合、農地の転用許可を不要とすること

農林水産省

ご提案にある農業用ハウスの設置について、当該施設が農地法第43条第２項

に規定する農作物栽培高度化施設に該当する場合には、施設の底面をコンク

リート敷きにした場合であっても当該施設において行われる農作物の栽培は耕作

に該当するものとみなされることから、農地転用の許可は不要となります。

他方、併設されるワークスペース部分や、ワークスペース部分と農業ハウスが一体

となった複合施設の場合には、農業用施設に該当しないことになるため、現行で

は、原則として農地転用許可を受ける必要があります。

なお、農林水産省においては、６月18日に閣議決定された成長戦略に基づ

き、市町村が定める農山漁村の活性化を図るべき区域において、事業者が市

町村の認定を受けた施設整備計画に従って、農山漁村発イノベーション施設を

整備する場合には、農用地区域からの除外手続を迅速化するとともに、農地転

用許可を取得しなくてもよいものとする方向で検討することとしております。

※　農用地区域からの除外及び農地転用の可否については、具体的な事業計

画等に即して判断することとなります。

和歌山県・すさみ

町合同
14

農地以外の場所に

ワークスペース機能を

有する農業用ハウスを

設置する場合の固定

資産の評価の特例

ワークプレイスが併設された縦型水耕栽培施設の

導入によるワーケーション型グリーンツーリズムの推

進

　農業に関心のある方に向けて農業者等が体験

交流施設を設置することで、関係人口の増大に

つながる。

来訪者が農家民泊等の観光サービスを利用する

ことで、農業者等の所得増大・雇用の創出が期

待できる。

　また、「日本のレタス栽培発祥の地」としてのブラ

ンディングにも資するものである。

　不動産登記の地目が農地以外（宅地等）の

場所を、当該地目で評価し課税

（地方税法）

第388条、固定資産評価基準（昭

和38年12月25日付自治省告示第

158号）

　農業者等がワークプレイスが併設された縦型水耕栽培施

設を整備することで、地域の農業振興を図ることができると市

町村長が認定した場合、不動産登記上の農地以外の場所

に設置されていたとしても、固定資産課税上は農地として評

価すること

総務省

　固定資産税の土地評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわらず、現況の

地目によるものとされている（固定資産評価基準第１章第１節一）。

　したがって、現に農地として適切な肥培管理が施されており、かつ、一時的に耕

作の用に供されているものでない土地の地目は農地として認定することになる。

　ただし、固定資産評価基準における農地の範囲は、農地法上の農地の範囲

と基本的には同様であり、提案されている施設の存する土地を農地として評価す

ることは困難である。

　一方、当該施設の存する土地は、農業振興地域の整備に関する法律第３

条第３号又は第４号に規定する農業用施設用地に該当する余地もあり、その

場合は、当該土地の評価は、付近の農地の価格を基準として求めた価格に、

造成費相当額を加算して求めることとされており、農地に準じた評価が行われる

ことになる。

　いずれにしても、本提案については、農業振興を図ることができると市町村長が

認定する基準等についても整理する必要があると考えられ、固定資産評価基準

だけでなく、農地法上の扱いをどうするかなど、農地関連の法令等との関係も整

理した上で検討することが必要である。

和歌山県・すさみ

町合同
15

初診を含めたオンライ

ン診療の恒久化

・地域外からの来訪者が、すさみ町の雄大な自然

を満喫した結果、身体と心にどのような変化がもた

らされるのか、旅行前から旅行後に至るそれぞれの

バイタルデータ等を取得し、満足感を定量的に分

析

・来訪者が健康に不安がある場合や住民への医

療提供のため、地域の病院でのオンライン診療を

実施

・疾病リスクのある人を早期に発見することにより

悪化を防ぎ、医療費を抑制

・過疎地域での医療体制の堅持

無診察治療等の禁止 医師法第20条

現在は「時限的措置」としてオンラインや電話による初診が

認められているものの（令和2年4月10日厚⽣労働省通

知）、慢性的に医師が不足し、過疎化と高齢化が加速す

る地区での早期の課題解決のため恒久化すること

厚⽣労働省

オンライン診療については、全国的な措置として「関係学会や事業者等とも協力

し、オンライン診療の安全性・有効性に係るデータの収集や事例の実態把握を

進めるとともに、今回の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に際しての時限的

措置において明らかとなった課題や患者の利便性等を踏まえ、恒久化の内容に

ついて、具体的なエビデンスに基づき、検討を行う。初診の取扱い等も含めた時

限的措置の恒久的な枠組みについては、2021年夏を目途に時限的措置の実

績も踏まえて、その骨格を取りまとめた上で、同年秋を目途に「オンライン診療の

適切な実施に関する指針」を改定する」（「成長戦略フォローアップ」令和３年

６月18 日閣議決定）こととしております。

和歌山県・すさみ

町合同
16

初回を含めたオンライ

ン服薬指導の恒久化

地域外からの来訪者又は住民に前頁記載のオン

ライン診療を実施した場合に、必要に応じ、調剤

時の服薬指導をオンラインや電話で行う。

・疾病リスクのある人を早期に発見することにより

悪化を防ぎ、医療費を抑制

・過疎地域での医療体制の堅持

調剤時のオンライン服薬指導に、対面による服薬

指導の実施歴を求めていること

医薬品、医療機器等の品質、有効

性及び安全性の確保等に関する法

律第9条の3第1項

同法施行規則第15条の13第2項第

1号乃至第3号

現在は「時限的措置」としてオンラインや電話による初回調

剤時の服薬指導が認められているものの（令和2年4月10

日厚⽣労働省通知）、過疎化と高齢化が加速する地区で

の早期の課題解決のため、恒久化すること

厚⽣労働省

　薬局におけるオンライン服薬指導については、「規制改革実施計画」（令和３

年６月18日閣議決定）や「成長戦略フォローアップ」（令和３年６月18 日

閣議決定）を踏まえ、2021（令和３）年夏を目途に医薬品医療機器等法

に基づくルールの見直しの検討を行うこととしております。

和歌山県・すさみ

町合同
17

AI自動航行ドローンに

よる災害時の危険物

輸送の解禁

＜南海トラフ地震に備えた空から見護る防災強

化＞

・災害時に危険物（蓄電池・ガソリン等）を含む

救援物資を孤立集落にAI自動航行ドローンで輸

送

・土砂崩れ等による孤立集落が発⽣した場合、

道路の寸断・電気の復旧が長期化したとしても、

必要な電力や燃料を確保できる。

・無人航行ドローンを活用することで、操縦者の工

数を削減し、他の災害対応に注力できる。

航空法第132条の２は操縦者がいる前提で定め

られており、操縦者なしでの自動航行は　認めら

れていない。

また、危険物輸送は事前承認が必要。（承認

期間は原則3か月まで）

※航空法改正案（令和3年3月9日閣議決

定）では、一定の要件のもと夜間飛行・目視外

飛行等の事前承認は不要となるが、危険物輸送

や第三者上空飛行については事前承認が必須と

されている。

航空法132条の２

技術的に安全性が担保された機体については、日時、経路

の事前承認なしで、自治体による災害時の危険物輸送を

可能とすること。

※AI自動航行・第3者上空飛行についてはNo9で提案

国土交通省
【航空法について】

災害時においては適用除外を設けております。

災害時の適用除外規定である航空法施行規則

第二百三十六条の十において、「法第百三十二

条の三の国土交通省令で定める目的は、捜索又

は救助とする。」とされているが、災害時に地方公

共団体又はその依頼により、無人航空機で孤立

集落や避難所等に救援物資（燃料等の危険物

を含む）を搬送することは、同規定における「捜索

又は救助」に当たると解してよいか回答を頂きた

い。

国土交通省

本規定における「捜索又は救助」とは、事故や災害の発⽣等に際して人命や財

産に急迫した危難のおそれがある場合において、人命の危機又は財産の損傷を

回避するための措置（調査・点検、捜査等の実施を含む。）を指しており、当

該措置を目的として無人航空機を飛行させる場合については、本特例が適用さ

れることとなります。

【参考】無人航空機に係る規制の運用における解釈について

https://www.mlit.go.jp/common/001303820.pdf



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

岡山県吉備中央

町
①A

医療データ連携による

高度医療・救急支援

サービス

・大学病院と連携した先進遠隔医療の病病、病

診、病薬、病介連携によるシームレスな医療デー

タの利活用による救急患者に対する救命支援

・救急隊による搬送先医療 機関の照会の際の

患者情報 伝達を音声からテキスト化し、医療機

関に伝送

・救急車/消防ヘリでの患者 搬送中の映像を含

む情報を 搬送先の医療機関と共有

・妊産婦や老人介護施設から 施設間搬送時の

情報連携に 向けた緊急搬送補助システム

“iPicss”の提供

・情報共有・活用より、搬送患者に対して

①処置や治療、指示の的確性の向上

②救急隊から医師への情報伝達の効率化

③医療機関での治療開始の早期

④救急隊到着後の対応時間の短縮化

を期待できる。

・前項の結果、搬送患者の救命率、その先の 社

会復帰率が向上する。

・救命率・復帰率の向上により

①医療費の削減

②社会復帰した患者による経済活動の維持

を期待

・救急搬送におけるリアルタイムの情報共有は重

要だが、ヘリコプター内での携帯電波の利用は制

限されている。

・航空法施行規則第164条の16第

４項、国空安企第333号

・携帯電波による消防ヘリ・救急車 での情報を共有 するシ

ステムを構築する。
国土交通省

本提案事項は航空法施行規則第164条の16第４項の「正当な理由」に該当

します。つきましてはシステム構築に関して運航者とご調整ください。

岡山県吉備中央

町
①B

ＡＩを活用した遠隔リ

ハビリサービス

(関節可動域・歩行な

ど）

・自宅で撮影した動画をもとにした、AIによる関節

可動域推定結果情報及び、自宅で歩行を行った

際のジャイロセンサー信号波形の特徴情報を、 ク

ラウドサービス基盤と連携し、障害者申請に必要

な診断書記載の効率化や、来院や訪問診療が

困難な状況であっても オンラインでのリハビリテー

ション医療の提供を可能とし、医療 リハビリテー

ションセンターをはじめ、介護施設や障害者施設、

吉備中央町との円滑な情報共有を可能とする

サービス

・コロナ禍におけるオンラインでのリハビリテーション医

療提供による院内または地域の感染拡大防止

・身体障害者申請に必要となる関節可動域計

測にかかる所要時間及び診断書作成にかかる時

間の 短縮（約50%削減）

・オンラインでのリハビリテーション医療に関する診

療報酬制度の規制緩和

•診療報酬の算定方法の一部を改正

する件(告示) 

　リハビリテーション 

令和2年厚⽣労働省告示第57号 

・医療保険上においてオンライン診療料は月1回の算定が認

められているが、リハビリテーション料については算定が認めら

れていない。

・オンラインでのリハビリテーション医療を充実させるために、リハ

ビリテーション料の一部でオンラインでも診療報酬の算定が可

能となるよう規制緩和を求める。

厚⽣労働省

・我が国においては、国民皆保険の理念の下、必要かつ適切な医療を保険診

療とすることとしている。

・オンラインを活用したリハビリテーションについて、保険適用の検討にあたっては関

係学会等においてデータやエビデンスが集積・検討され、安全性・有効性等の確

認がされる必要があると考えている。

・リハビリテーションを含めた診療報酬の在り方については学会等の意見等や効

果等に係るエビデンス等を踏まえた上で、必要に応じて中央社会保険医療協議

会において検討してまいりたい。

岡山県吉備中央

町
①C オンライン診療

・通院困難住民に対して在宅によるオンライン診

療・訪問診療を提供

・救急患者に対して大学病院と連携した先進遠

隔医療の提供

・IoT医療機器を住民宅に貸出し、オンライン診

療に利用

・オンライン診療の精度を上げることによる、不要な

通院の防止や必要な治療の早期開始の実現

が、結果として医療費の削減に支援する。

通院していなかった住民へオンライン診療で早期

医療を提供、住民の状態悪化を防止することで

医療費削減ができる。

・住民の悪化防止をすることで要介護者になるこ

とを防ぐことで、働ける住民を確保し、税収増にも

つながる。

・⼦どもの急病への対処等の際に、遠くの医療機

関に通院することなく、自宅に居ながら精度の高い

診療を受けられることで、住民への安心・安全を

提供する。

・診療報酬制度

・対象疾病が「難病又はてんかん」に限定されてい

る。

•医科　第2章 特掲診療料　第1部 

医学管理等

Ｂ００５－11 遠隔連携診療料

•住民の多くがかかっている疾病で大学病院などの高度な診

療を必要とする疾病を遠隔連携診療の対象とする。
厚⽣労働省

　オンライン診療については、令和４年度診療報酬改定において、

　①　初診料の新設を行い、各種の点数について、引き上げるとともに、

　②　対象疾患に関する要件を撤廃するなど、算定に関する要件を緩和

することとしている。

　今後の遠隔連携診療料のあり方については、関係学会等の御意見を伺いつ

つ、引き続き検討してまいりたい。

岡山県吉備中央

町
①D オンライン服薬指導

・通院困難住民に対して在宅での服薬指導を提

供

・医療機関の疾病や検査結果などが把握できると

患者へ適切な服薬指導ができる。

・他医療機関からの処方情報を把握することでポ

リファーマシーや重複投与の防止ができる。

・住民への適切な処方を実現 することで住民の

状態悪化の防止に加え医療費を削減できる。

・一度は受診が必要。さらに、過去に処方した内

容と同じもの又は同一成分・同一効能のみオンラ

イン服薬指導が可能。薬が変更したらオンライン

服薬指導はできない。

・医療機関を受診した患者の処方箋に対してはオ

ンライン服薬指導できない。

・薬機法

　第９条の３第１項

（３）オンライン服薬指導の実施要

件

対面指導との関係

当該薬局の薬剤師に、同一内容又

はこれに準じる内容の処方箋により調

剤された薬剤についてオンライン服薬

指導ができる。

④対象となる薬剤

（ア）処方医等がオンライン診療を

行った際に交付した処方箋に対してオ

ンライン服指導ができる。

・0410対応（新型コロナ対応）のように初診からオンライン

服薬指導を可能とする。

・初回の処方箋及び処方変更時にもオンライン服薬指導を

可能とする。

・患者が通院した医療機関からの処方箋に対しても、オンラ

イン服薬指導を可能とする。

厚⽣労働省

　薬局におけるオンライン服薬指導については、「規制改革実施計画」（令和３

年６月18日閣議決定）や「成長戦略フォローアップ」（令和３年６月18 日

閣議決定）を踏まえ、2021（令和３）年夏を目途に医薬品医療機器等法

に基づくルールの見直しの検討を行うこととしております。

岡山県吉備中央

町
①E

画像解析ＡＩによる

遠隔診断支援サービ

ス

・CT画像より疾病の罹患状態をAIの画像解析を

行い、診断を支援する。

（共同研究中）

・医療リハビリテーションセンターで撮影したCT画

像データを岡山大学病院と共有し、診断までの時

間短縮を行う

・診断までの時間短縮による重症化の抑止

・遠隔画像診断に対する診療報酬点数の低さ

・薬事申請の効率化：改良医療機器（臨床あ

り）の区分での承認までの短時間化と基準の不

明瞭さ

・「診療報酬の算定方法の一部を改

正する件」（平成28年3月4日　厚

⽣労働省告示第52号）「診療報酬

の算定方法の一部改正に伴う実施

上の留意事項について」（平成28年

3月4日　保医発第0304第3号）

・薬事申請の効率化：医薬品、医療

機器等の品質、有効性及び安全性

の確保等に関する法律 （薬機法）

・遠隔画像診断に対する画像診断管理加算などの診療報

酬点数の増。

・薬事申請の効率化、 短期間化
厚⽣労働省

　改良医療機器（臨床あり）区分の承認審査の標準的事務処理期間は９

か月です。これは、医療機器業界との協議を経て策定された「医療機器規制と

審査の最適化のための協働計画」（令和元年７月）において設定された目標

値であり、５年に一度それまでの実績を踏まえて見直されます。

　なお、プログラム医療機器の開発及び承認審査の迅速化については、昨年11

月に「プログラム医療機器実用化促進パッケージ戦略」を策定し、これに基づき、

承認審査の考え方の整理・公表、プログラム医療機器の特性を踏まえた新たな

承認審査制度の検討、承認審査体制の整備等を進めています。

　また、ご指摘の遠隔画像診断に関するご要望については、診療報酬改定時

に、有効性・安全性等に関するデータ等を踏まえ、専門家のご意見等もよく聞き

ながら、中央社会保険医療協議会で議論することになります。

臨床研究中核病院である岡山大学病院と連携

し、既存の国家戦略特区の特例措置（医療機

器相談　特区薬事戦略相談制度の創設等によ

る革新的医療機器の開発迅速化）の活用を予

定しています。この活用によりご指摘いただいた「標

準的事務処理期間は９か月」期間短縮をお願

いしたいと思います。また、AI機器は、AIへデータ

が蓄積されるたびに成長していくものであるため、こ

のAIによる成長についてその都度承認をいただくこ

とは現実的ではないため、AI機器特有のご承認

いただく仕組みの構築をご検討いただきたいと考え

ております。

厚⽣労働省

ご指摘の「特区医療機器戦略相談」等の相談制度をご活用いただき、承認申

請前に申請資料の充足性等をPMDAに相談しておくことで、承認申請後の審

査がスムーズに進み、結果として審査期間の短縮に繋がることが期待されます。

なお、プログラム医療機器の開発及び承認審査の迅速化については、昨年11

月に「プログラム医療機器実用化促進パッケージ戦略」を策定し、これに基づき、

承認審査の考え方の整理・公表、プログラム医療機器の特性を踏まえた新たな

承認審査制度の検討、承認審査体制の整備等を進めています。また、AIを活

用した医療機器については、一度承認を受けた後にもデータを追加して学習を

行うことで性能の向上が図られるという特性を有するため、このような性能の向上

に迅速に対応できる承認制度として、令和元年の医薬品医療機器等法の改

正により、変更計画確認手続制度（IDATEN）が導入され、令和２年９月

に施行されています。

・オンラインでの口腔指導に対しての診療報酬の

設定
・診療報酬制度

・オンラインでの口腔指導に対して診療報酬の算定が可能と

なるよう規制緩和を求める。
厚⽣労働省

健康保険法においては、被保険者の疾病又は負傷に関する療養の給付という

観点から、疾病を予防するための評価については、慎重に検討していくことが必

要であると認識している。

本サービスでは「歯科と住民をつないだ口腔ケア指

導・予防サービス」というようにオンラインでの口腔ケ

ア指導を行う医療行為と、口腔ケアの予防、とい

う2点を記載していました。ご指摘の通り、予防と

いう観点では診療報酬の改定を望んでいません。

オンラインでの口腔ケア指導を行う医療行為につ

いて診療報酬を算定できるようお願いできないか、

ということをあらためてご提案いたします。

厚⽣労働省
　ICTを活用した歯科医療の評価のあり方については、必要に応じて、中央社

会保険医療協議会において、議論してまいりたいと考えている。

・歯の本数（カルテ一号用紙に記載）などの診

療情報について、医師や歯科衛⽣士以外は、カ

ルテへの記載ができない。

・医師法：第24条

歯科医師法：第23条医師は、診療

をしたときは、遅滞なく診療に関する事

項を診療録に記載しなければならな

い。 

・保険医療機関及び保険医療養担

当規則： 第22条 保険医は、患者

の診療を行った場合には、遅滞なく、

様式第1号又はこれに準ずる様式の

診療録に当該診療に関し必要な事

項を記載しなければならない。

・医師や歯科衛⽣士以外（歯科助手など）が診療情報を

カルテに記載することを可能とする。
厚⽣労働省

歯科診療に係る診療録は、診察した歯科医師が作成する書類であり、作成責

任は歯科医師が負うこととされていますが、歯科医師が最終的に確認し署名す

ることを条件に、事務職員等が歯科医師の補助者として記載を代行することも

可能です。

・歯科診療所や病院で実施した口腔ケアの状態

を患者と共有する。住民はスマホやタブレットから、

現状の口腔情報、経過などが確認できる ことで

予防医療を促進する。 （⽣活習慣病の予防効

果）

・健康向上による人口減少の削減

・健康向上による⽣産 年齢人口の増加

・未病により医療費削減につながる。

岡山県吉備中央

町
①F

歯科と住民をつないだ

口腔ケア指導・予防

サービス



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

岡山県吉備中央

町
①H

AI母⼦健康促進支

援サービス

（母⼦手帳のデジタル

化）と予防医療拡充

による次世代社会モデ

ルの創成

・母⼦手帳は、母⼦保健分野で世界に誇れるレ

ガシーであるが、現代においても本邦では母⼦手

帳情報のデジタル化が普及していない。

・妊娠時の⽣活環境は産後の母⼦の予防医学

的側面に大変 重要な因⼦であるが、現行の母

⼦手帳では網羅されていない。

・本事業では、

⑴既存の冊⼦型母⼦手帳をデジタル化させ往古

来今の母⼦手帳データベースを構築する。

⑵疾病発症に重要なエピゲノムに寄与する妊娠・

産後の母⼦の⽣活環境データの収集を実現する

「別冊母⼦手帳の刷新」を行う。 

　

⑶「AIを用いたデジタルデータの精度向上と医療

ビッグデータの利活用」による新産業の創⽣を行

う。

・⑴⑵⑶の実装は、デジタルヘルス時代に合う次

世代社会モデルに通じる。

・70年間成しえなかった母⼦保健データの詳細の

デジタル化を達成でき、SDGsに根差した将来の

疾病予防やオーダーメイド医療、先制医療への懸

け橋となる。

・災害時など、バックアップデータとして各個人の母

⼦保健情報やワクチン接種の状況をユーザーに還

元することができる。

・母⼦健康手帳のデジタル化の手段として、県外

利用の促進、電⼦母⼦手帳業界活性化となる。

・不定形資料のOCR精度向上は、一般業務で

作業を大幅に削減させ、postコロナ時代の総務

の改善につなげる。

・OCRを用いたAI学習を用いたDeep 

Learningは、一度ヒトの 目を通したデータを教

師データとしてフィードバックするような体系が必須

である。

・吉備高原都市内の障害者の労働機会を得る。

また岡山大学と連携し、コロナ禍の就労困難な学

⽣の雇用機会、日本語学習を希望している発展

途上国の有能な海外労働者の雇用にも繋がる。

・妊産婦や小児に対する妊婦健診ならびに保険

診療とエピ ゲノム関連に対する険外対応（自費

診療や対応）の混合利用の緩和 

例）保険診療により判明した家族的な疾病リス

クに対し、血縁者等の予防医療は、自費診療と

なる。 

・健康保険法第44条（特定療養費

制度）

混合診療の禁止について、 健康保険

法上直接に規定 した条文はないが、

昭和59年の健康保険法の改正にお

いて特定療養費制度を設けたことで

結果として混合 診療の禁止の趣旨が

明確となる。

・保険医療機関及び保険医療養担

当規則第5条及び第5条の2 （根拠

法令：健康保険法第43条ノ4第1

項及び第43条ノ6第1項）

①第1項：健康保険法の規定による

金額の徴収（一部負担金、入院時

食事療養費の標準負担額等）

②第2項：健康保険法の規定による

金額を超える部分の徴収（特定療

養費制度における差額徴収）

・妊産婦関連時期で将来の疾病リスクが判明した際には、

血縁者や当事者の保険外対応（自費診療や対応）時の

混合診療の規制緩和

厚⽣労働省

　医療保険制度においては、一連の診療として保険適用外の治療と保険適用

の治療を組み合わせて行った場合、安全性・有効性等が確認されない医療が

行われるおそれがあること等から、原則としてこれを禁止している。

　なお、現に疾病や負傷が⽣じていない状態で、任意に受けることができる疾病

予防は保険給付の対象外である。

当方の提案に際し現行制度内での対応は、省庁

様の回答に異論はございません。一方、本構想で

は、先進国のトピックスであるDOHaD関連の多

数報告から妊産婦・胎児・幼児の健診で得られる

医療・⽣活・環境の情報収集とデータ連携を通

じ、当事者及び家族の将来の疾病リスク予想や

未病評価を行えます。知り得た情報は先制医療

となり世代を超え未病を実現する可能性がありま

す。後押しするエビデンスは多数存在しますが、本

邦では得られた情報で行う医業は予防医療の範

疇であり保険外診療です。妊娠・⼦育て関連で

⽣産年齢が頻回に病院を受診する時期でもあ

り、将来の疾病リスクを認める当事者は、未病に

通じる混合診療を許可いただきたいです。

厚⽣労働省

　現に疾病や負傷が⽣じていない状態で、任意に受けることができる疾病予防は

保険給付の対象外であり、ご提案の状況では、保険診療の対象となる診療がそ

もそも存在しないものと思われるものから、一連の診療として保険適用外の治療

と保険適用の治療を組み合わせて行う混合診療の問題は⽣じていないものと考

える。

岡山県吉備中央

町
②A

ドローン配送における

航空法の規制改革

利用者が自宅や自宅周辺にいながら医薬品も受

け取ることができる手段の一つとして、診療後の医

薬品を必要な時にドローンを携帯電波を利用し

て、吉備高原都市内にあるアイン薬局から自宅

近くのドローンポートまで自律飛行し運び、また利

用者が受け取ったら、薬局に自律飛行で戻るド

ローン配送サービスを提供する。

利用者が自宅や自宅周辺にいながら、医薬品を

受け取ることができ、利便性とQOLを向上させるこ

とができる。

今回計画しているドローンによる配送サービスは、

操縦者または補助者の目視の範囲外での飛行

や、住民宅や小売店等から30m以内に近接した

飛行が想定されることから、航空法第132条の2

第2項第2号に規定する国土交通大⾂の承認を

受ける必要がある。

・航空局長通達「無人航空機の飛行に関する許

可・承認の審査要領」では、特に第三者及び第

三者が所有する物件の上空は、原則として飛行

させないこととされている。（審査要領４－３－

１（１））やむなく飛行させる場合は、運用上

飛行経路直下の居住者や土地・家屋の所有者

からの同意が求められている。なお、ドローンの運

航者や運航の依頼者は、ここでいう第三者には該

当しないとされている。

・また、補助者を置かずに目視外飛行を行う場

合、道路や鉄道の上空の飛行は、やむを得ない

場合の一時的なものに限られている。（審査要

領５－４（３）ｃ）ア））このため、道路・鉄

道の上空飛行の際は、道路管理者・鉄道事業

者の了解を得たうえで補助者を配置せざるを得な

いのが実態であり、鉄道事業者等の理解を得られ

ない場合の運航の断念や、運航の際の人件費の

増加を招いている。

航空法第132条の2第2項第2号

・審査要領４-３-１(１)

・審査要領５-４(３)ｃ)ア)

・住民への十分な説明を行い、住民合意を通じて地区全体

をドローン運航の当事者とみなし、目視外による地区内の家

屋等の上空飛行を可能とする。一度の飛行エリア申請により

エリア内に設置された複数個所のドローンポートへの飛行を

可能にする。なお、注意喚起を徹底し、安全確保に万全を

期する。

・道路上空飛行について、横断飛行ルートを限定し、道路

管理者に十分説明の上、同意を包括的に取得する。なお、

個別の運航について道路管理者への情報提供を徹底すると

ともに、カメラの配置等により、補助者の配置によらずとも道

路上の飛行の安全を確保する。

上記、規制の特例措置を通じて未来社会の先取りを実現

する。また、目視外・第三者上空飛行(レベル4)相当の飛行

を先行して実現することで、現在国において検討中の、対応

する法制度実現に必要な運航ノウハウやデータを蓄積する。

国土交通省

内閣官房

【航空法について】

レベル４飛行については、第三者上空を飛行することとなるため、特に高度な機

体の安全性等を求めることが重要と認識しており、今般の法改正により機体の

安全性を認証する制度と操縦者の技能を証明する制度等を創設することでレベ

ル４飛行の実現が可能となり、公布の日から１年６ヶ月以内に第三者の定義

を含めて詳細な基準等を検討した上で施行される。

　また、一定の空域かつ一定の飛行方法で技能証明を受けた操縦者が認証を

受けた機体を飛行させる場合には、許可・承認の手続きを原則不要にするな

ど、規制を合理化し、利用者利便の向上を図ることとしております。

　なお、本来、運航当事者(操縦者、補助者)には、ドローンの運航管理など、

高度な安全対策の責任が求められるところですが、ドローンの安全性が十分に確

保されない段階で、一般住民を一律に運航当事者とみなし、その上空を飛行さ

せることは、安全確保の観点から望ましくありませんが、レベル４施行後の運用方

法等については、随時、御相談に応じる。

　また、飛行許可承認審査要領４-３-１(１)においては「やむなく飛行させる

場合は、運用上飛行経路直下の居住者や土地・家屋の所有者からの同意が

求められている。なお、ドローンの運航者や運航の依頼者は、ここでいう第三者に

は該当しないとされている。」といった記載はなく、また、この趣旨の指導等も行っ

ていない。

　さらに、ドローンの上空通過に伴う道路交通法及び道路法の扱いについては、

「ドローンを活用した荷物等配送に関するガイドラインVer.2.0（令和3年6

月）」のとおり、原則手続不要。

警察庁

　提案名及び根拠法令に道路交通法が明記されているところ、御提案の詳細

な内容が必ずしも明らかではありませんが、本提案は、自家用有償旅客運送制

度について定める道路運送法令に関するものであると認識しております。

国土交通省

自家用車を用いたいわゆる「ライドシェア」は、運行管理や車両整備等について

責任を負う主体を置かないままに、自家用車のドライバーのみが運送責任を負う

形態を前提としており、このような形態の旅客運送を有償で行うことは、安全の

確保、利用者の保護等の観点から道路運送法上、許容されない。

また、スーパーシティに係る国家戦略特区法改正案審議における附帯決議にお

いて以下のとおり決議されている。

「ライドシェア事業のような安全や雇用に問題が指摘されている事業の実証につ

いては、規制法令に違反するものが認定されることのないよう厳に対応すること。」

なお、規制改革事項について明確化を要するが、自家用有償旅客運送

は対象地域が交通空白地の場合や利用対象者が要介護者等の場合に運

行されているところ、例えば時間帯等によって一時的に交通空白にな

る場合も交通空白地に該当する場合があるなど、自家用有償旅客運送

が活用できる場面に該当することも少なくないと想定されるところ、

利用者ニーズを踏まえ、地域関係者で協議をして頂き、地域の実情に

応じて自家用有償旅客運送の導入を検討して頂きたいと考える。

岡山県吉備中央

町
③B

移動診療車における

救急救命士法の規制

改革

移動診療車に乗車している看護師または救急救

命士の補助のもと患者と遠隔の医師との遠隔診

療を実施する。

遠隔診療の操作が単独で困難な患者に対し、患

者宅付近まで移動診療車を派遣して、介助者を

介して遠隔での診療を可能にする。

このような住民ニーズの高まりに対応すべく、介助

者を看護師だけでなく、救急救命士も対応可能

とすることで、迅速に対応できる体制を整える。

救急救命士法：救急救命士は、病院又は診療

所に搬送されるまでの間の処置が役割
救急救命士法

救急救命士法：救急救命士は、病院又は診療所に搬送

されるまでの間の処置が役割だが、看護師と同様な役割を

可能とする。

厚⽣労働省

救急救命士は、その症状が著しく悪化するおそれがあり、又はその⽣命が危険な

状態にある傷病者（重度傷病者）が病院又は診療所に搬送されるまでの間

に、当該重度傷病者に対して行われる気道の確保、心拍の回復その他の処置

であって、当該重度傷病者の症状の著しい悪化を防止し、又はその⽣命の危険

を回避するために緊急に必要なもの（救急救命処置）を行うことを業とする者

であり、重度傷病者以外への対応、救急救命処置以外の処置について、その

養成課程でも習得しておらず、御提案の遠隔診療の補助を実施することは困難

です。

移動診療車で救急救命士が対応する件について

はご指摘の通りです。

救急救命士法による規制を緩和については救急

救命士が救急車及び、救急ヘリコプターで行う行

為についての規制緩和をあらためて次のように提

案させていただきます。

救急救命士の救急救命処置は当然安全性を確

保することが必要です。そのため、救急救命士に

対して現在の育成基準以上の高度な育成指導

を行うこと、また、救急現場での対応時には岡山

大学病院を始めとした受け入れ先の医師の指導

のもと救命救急処置を行う運用を検討していま

す。その結果、救急救命士が救急現場で安全で

最適な救急救命対応の実現を目指していきま

す。詳細は補足資料をご参照ください。

厚⽣労働省

救急救命処置の範囲の拡大については、安全性を確保する観点から、慎重な

議論が必要となります。そのため、厚⽣労働省では、委託事業として「救急救命

処置検討委員会」を設置し、都道府県メディカルコントロール協議会等からの要

望・提案を受けて、新たに救急救命処置に加える項目について客観的に評価を

行う過程を設けています。

貴自治体にご提案いただいた、救急救命士による超音波検査についても、患者

の安全の確保の観点から、救急救命士という職種全体が行うべき処置として適

切かどうかについて地域的な偏りの無い中で慎重な議論を行う必要があり、ひと

つの自治体で特区制度を用いてその妥当性について検証するのではなく、当該

検討委員会にて議論すべき事項と考えます。

なお、貴自治体が実施を検討されている「現在の育成基準以上の高度な育成

指導」につきましては、厚⽣労働省として規制は設けておりません。

岡山県吉備中央

町
④

備考：

将来的に「バーチャル

小学校」がメインとなる

場合

バーチャル小学校にお

ける学校教育法の小

学校設置基準の規制

改革

「吉備高原バーチャル小学校」を設立し、リアルな

学びの場に加えてオンライン学習、ハイフレックス型

授業でも学ぶことができるようにする。これにより、

導入済みのGIGAスクール環境をフル活用して児

童の資質能力を育成する。また同区域内にある

岡山県総合教育センターの全面支援により、吉

備高原小学校をモデル校として最先端の教育を

行い、その成果をもとに他の中山間地区の小学

校へも積極的に展開する。

・基礎自治体は、必ずしも児童の通学圏に学校

を設置する必要がなくなる。（または通学のための

スクールバスを設置する必要がなくなる）

・校舎設備を維持するためのコスト削減

　・教職員の人件費削減

・パンデミックや災害があっても学びを止めない。

バーチャル小学校を設立するにあたり、現行法で

は小学校設置基準に従った設置をしなければなら

ない。

・学校教育法 （昭和二十二年法律

第二十六号）第三条

・小学校設置基準（文部科学省令

第十四号）

小学校設置基準に規定されている学校の設置基準に充足

しないバーチャル小学校の設立認可
文部科学省

ご提案の「バーチャル小学校の設立」の示すところが明らかではないため、現時点

での回答は困難です。今後詳細が判明したところで、回答させていただきたいと

思います。

岡山県吉備中央

町
③A

助け合い交通における

道路交通法、道路運

送法の規制改革

吉備高原都市のヒト・モノの移動ニーズを把握し、

助け合い交通を交通事業者の賀陽交通を中心

としたライドシェアで運用してボランティア運転者と

既存のタクシーを最適に組み合わせて移動を実現

させるマッチングを行う。

区域外にある岡山駅や岡山空港への交通手段と

して、目的地を限定したライドシェアとオンデマンド

交通を実現する。

環境負荷低減と安全性向上を図り、交通弱者

対応と住民の利便性向上につなげる。

・自家用有償旅客運送制度には特例の有償運

送として、対象地域が交通空白地のみの「市町

村運営有償運送・交通空白輸送」、「公共交通

空白地有償運送」と、利用対象者が要介護者

等のみの「市町村運営有償運送・市町村福祉

輸送」、「福祉有償運送」を認めている。

・自家用自動車を使用した有償ライドシェアは、

災害のため緊急を要する場合と、市町村や特定

非営利活動法人その他国土交通省令で定める

者が、公共の福祉を確保するため区域内の住民

の運送などを行う場合を除き禁止されている。

・道路交通法

第86条および 道路運送法施行規則

第51条の 15第3号

・道路運送法 

第78条

・自家用有償旅客運送制度には特例の有償運送として、

対象地域が交通空白地のみの「市町村運営有償運送・交

通空白輸送」、「公共交通空白地有償運送」と、利用対象

者が要介護者等のみの「市町村運営有償運送・市町村福

祉輸送」、「福祉有償運送」がある。この特例に加え、利用

者のニーズに応じて有償運送を可能とする。

・自家用自動車を使用した有償ライドシェアは、災害のため

緊急を要する場合と、市町村や特定非営利活動法人その

他国土交通省令で定める者が、公共の福祉を確保するため

区域内の住民の運送などを行う場合を除き禁止されている。

この条件を外し、利用者ニーズに応じて有償運送を可能とす

る。

・さらに今回のスーパーシティ対象区域外への目的地限定運

送も可能とする。



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

広島県東広島市 1
自治体による行政手

続代行サービス

・スマートフォンといった身近なモバイル端末を活用

して自治体が行政手続きをワンストップ代行。

・ペーパーレス及び非接触を実現するとともに、申

請漏れや必要な手続きをお知らせし、誰一人取り

残さない社会を実現。

・学⽣や外国人の転入手の手続きに要する時間

の減少。

(30分⇒10分)

・職員の入力作業に伴う人件費の削減。

(10人⇒5人）

○住民基本台帳法施行令（届出の方式）

第二十六条　法第四章又は第四章の三の規定

による届出は、現に届出の任に当たっている者の

住所及び届出の年月日が記載され、並びに当該

届出の任に当たっている者が署名し、又は記名押

印した書面でしなければならない。

○住民基本台帳法施行令（届出の

方式）

第二十六条

署名し、又は記名押印した書面でしなければならないという

部分について、自治体が代行する場合は考慮して欲しい。
総務省

 個人番号カードの交付を受けている者による転出届については、個人番号カー

ドによる電⼦署名を付すことによって、既にオンラインで行うことが可能である。

   一方、転入届、転居届及び世帯変更届については、これが受理されること

で、届出先市区町村の住民票に記載され、又は記載が修正され、当該記載又

は修正後の住民票の情報を基礎として、選挙人名簿の作成、保険給付、課税

等の様々な行政事務が行われることとなるものであることから、届出者の実在性

及び本人性を厳格に対面で確認することが不可欠である。

   さらに、転入及び転居時には、住所変更等に伴い個人番号カードの記載事

項及びこれに記録される公的個人認証の電⼦証明書を再発行する必要があ

り、これらについても窓口での手続を要することとなる。

　このように転出届以外の届出については、市区町村による署名の代行の可否

に関わらず、ご提案の「モバイル端末」等によりオンラインで行うことは適当ではな

い。

　ただ、個人番号カードを用いて住所変更等の手続の利便性を高めることは重

要であると認識しており、自治体手続における引越しワンストップサービスについ

て、「デジタル・ガバメント実行計画」（2020年12月25日閣議決定）等を踏

まえ、令和２年通常国会において必要な住民基本台帳法の改正を行ったほ

か、その実現に向けて内閣官房を中心に具体の検討が進められているところであ

る。

　また、総務省においては、昨今のデジタル技術の進展及び関連諸制度の改革

の動向を踏まえ、令和３年６月より「デジタル時代における住民基本台帳制度

のあり方に関する検討会」を開催し、届出のあり方についても検討を行っていると

ころである。

広島県東広島市 2
予防接種支援サービ

ス
予防接種の手続きの電⼦化

・接種漏れ等による将来の医療費の減

・紙資源の削減

・母親の予診票記入に係る時間の削減

・病院及び自治体の請求事務に係る経費の削減

予防接種を行った場合、母⼦保健手帳に係る乳

児又は幼児については、予防接種済証の交付に

代えて、母⼦健康手帳に証明すべき事項を記載

する必要がある。

予防接種法施行規則（予防接種済

証の様式）

第四条第３項

電⼦的な記録として保存し参照できる場合は、母⼦健康手

帳への記載を省略できる。
厚⽣労働省

母⼦健康手帳の意義として、妊娠期から乳幼児期までの健康に関する重要な

情報が、一つの手帳で管理されるということがあります。

また、被接種者の接種の促進には、母⼦健康手帳への記載の励行、乳幼児健

診における確認や推奨の徹底などを図る事が重要であることから、予防接種の記

録についても母⼦健康手帳に記載するよう、母⼦保健法施行規則及び予防接

種法施行規則で定めています。

提案の予防接種の手続の電⼦化に当たり、予診票の電⼦化、保護者への電

⼦通知、病院及び自治体間での請求処理の電⼦化といったことの実現において

は、母⼦健康手帳への接種記録の記載が障害となることはなく、ご要請の緩和

がなくとも可能という認識です。

一方で、母⼦健康手帳への接種記録の記載を省略した場合、上記で述べた予

防接種情報を母⼦健康手帳へ記載する趣旨が阻害されることになり、保護者

及び乳幼児の健康管理への影響が大きく、適切でないと考えます。

警察庁

外務省

　現行法上、運転者席に緊急時の必要な操作を行う者がいるなど「自動走行

システムに関する公道実証実験のためのガイドライン（平成28年５月）」に準

拠すれば、特段の許可や届出なしに公道実証実験が可能です。

　また、遠隔型自動運転システムの実証実験についても道路使用許可を受けて

実施可能であり、運転者が乗車しない形での実施も可能です。

　現在、2022年度頃に限定地域における遠隔監視のみの無人自動運転移動

サービスの実現が可能となるように政府として目指すこととされていることを踏まえ、

従来の「運転者」の存在を必ずしも前提としない場合における交通ルールの在り

方について、警察庁で検討を進めているところです。

　なお、高度・完全自動運転とジュネーブ条約との整合性については、自動運転

とジュネーブ条約との整合性について、国連の道路交通安全グローバルフォーラム

（WP.1）等における国際的な議論に参画するとともに、外務省と検討を進めて

いるところです。

　以上の回答に関し、本提案に係る記載内容のみでは定かではない部分もある

ため、実施されたい走行の形態を具体的に明らかにして個別に警察庁に御相談

ください。

国土交通省

道路運送車両法では、すでに自動運転レベル４に対応している。具体的には、

道路運送車両法第41条の通り、システムが、運転者に代わって「認知」・「予

測」・「判断」・「操作」を行う、レベル３・４の自動運行装置を保安基準の対象

装置に追加しており、道路運送車両の保安基準第48条において、当該装置の

保安基準を規定している。

（都市計画法）市街化調整区域のままとする

場合

・市街化区域編入の要件が整わない場合は市街

化調整区域のままで開発していくことになる。

・その場合、「県知事同意が不要の小規模な行

為(法 29 条 1 項)」と「知事許可を得られれば

開発可能行為（法 34 条）」が開発可能な用

途として参照すべき条項となる。

広島県では法 34 条 1、２、４、

７、９，１１，１２，１３号につ

いて｢都市計画法（開発許可制

度）に基づく処分の審査基準｣とし

て、取りまとめられており、これらの基準

以外は原則として許可されない。

スーパーシティとしての実証区域は都市計画法に抵触するこ

となく、新開発エリアとする
国土交通省

市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域であることから、当該区域における

開発行為は、原則として都市計画法第34条各号に規定する立地基準のいず

れかに該当する場合に認められています。開発許可事務は地方公共団体の自

治事務であり、基準に該当するか否かの判断は、開発許可権者において、具体

の計画を踏まえて個別具体に判断することとなります。

なお、東広島市における開発許可権者は東広島市です。東広島市では都市

計画法第34条に関する審査基準（都市計画法（開発許可制度）に基づく

処分の審査基準、東広島市広島県開発審査会提案基準）を定めており、当

該審査基準に記載がないものであっても、同条各号のいずれかに該当する開発

行為であれば、許可の対象となります。

農業振興地域制度における農振農用地は、農

業振興のため「農地を守る」立場で設けられてお

り、農用地区域内の農地は、現在及び将来にお

いても農用地として積極的に利用されるべきもの

で、原則として除外できない。

東広島市農用地利用計画の変更に

係る審査基準第２条農用地区域の

変更

１　変更（除外）に対する基本方

針

農林水産省

ご提案の次世代型学園都市といった新たな市街地を形成することについては、

都市的土地利用の拡散を防止し、まとまりのある良好な市街地の形成を図る

観点から、都市計画法に基づく市街化区域への編入等により、計画的な土地

利用によるまちづくりを進めることが最も適当と考えます。

一方、農地は農業⽣産の基盤であり、適切に確保していく必要があることから、

農業振興地域制度により農用地区域からの除外に当たっては、一定の要件に

適合すべきこと等としています。

しかしながら、国土が狭小な我が国においては合理的な土地利用も必要である

ことから、地域再⽣法に基づく地域再⽣土地利用計画の作成による特例措

置、農村地域への産業導入の促進等に関する法律、地域経済牽引事業の促

進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律において、市町村の具体的

な計画を基に農業上の土地利用との調整が調った土地については、農用地区

域からの除外を可能としており、ご提案の施設については、これらの仕組みにより

設置が可能となるものと考えられます。

※　農用地区域からの除外の可否については、具体的な事業計画等に即して

判断することとなります。

・自動運転実施エリアのL4関連法規整備

広島県東広島市 4 新市街地開発

次世代型学園都市の構築

～地域社会における課題の解決を起点として、

新たな機能の検討を行っている。これらの機能は、

「大学と一体となったまち」の中で有機的にデザイ

ン・配置されマネジメントされることが必要と考えて

いる

・ビジネス創出

・居住機能

・教育機能

・情報分析・データ活用促進機能

・コミュニティ形成機能

広島県東広島市 3 自動運転 ・広島大学-西条駅間の自動運転走行

・公共交通投資、補助金の削減

・交通事故の削減

・自動運転実施に伴う関連ステークホルダーの参

入、投資

・運転手不足の解消

・運賃授受業務の効率化（電⼦マネーの積極的

導入等）

・人荷混載による渋滞緩和、カーボンニュートラル

促進

・道路使用許可基準に伴う遠隔操作者の要件、

救護義務に伴う無人・遠隔監視での救護体制、

旅客乗降に伴う乗降場所の制限

・L4車両型式認定要件・試験

・L4事故時賠償責任

・L4旅客運送の安全性・利便性確保

・運賃の設定/ダイナミックプライシング

・道路交通法、ジュネーブ条約

・道路運送車両法

・道路運送法



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

広島県神石高原

町
1

移動式ローカルLTE基

地局によるドローンの

活用支援

中山間部等へ移動式のローカルLTE基地局を設

置し、ドローン利用エリア拡大の支援を実施する

ドローンを利用した先端的サービスの促進が期待

される

sXGP方式を利用した無線サービスにおいて、以

下の課題がある

(1)基地局の空中線電力が200mWに制限され

ており、広範囲かつ高効率なエリア設計を実現す

ることが困難である

(2)基地局の利用場所が同一の構内、船舶、航

空機、列車に限定されており、屋外での利用が認

められていない

(1)無線設備規則第四十九条の八

の二の三 第二号ハ

(2)令和2年総務省令第113号（無

線設備規則第14条）

(1)sXGP方式における基地局の空中線電力が200mWの

許容値を、2Wの許容値へ変更する

(2)sXGP方式の親機（基地局）において中山間部への設

置が必要であることから、「同一の構内、船舶、航空機及び

列車」以外の屋外においても利用できるように制限の緩和を

求める

総務省

・sXGPは、1.9GHz帯の「デジタルコードレス電話」であり、広域利用を目的とし

た無線システムではなく、同一構内の利用を目的とした無線システムである。

・1.9GHz帯では、様々な無線システム・多数の利用者が各々小さい電力で共

存を図っており、ここに10倍（200mW→2W）の電力の無線システムが入って

きた場合、既存の無線システムが混信を受け、使えなくなる恐れがある。

・このため、事前に提案者の域内（神石高原町内）及び電波の影響が及ぶ周

辺自治体において運用中の無線システムの混信対策が必要であり、提案者がそ

の対応（全ての無線システム利用者との事前協議・合意の取得、機器改修・

交換等）を行う必要がある。

・また、隣接する周波数は携帯電話が利用しており、sXGPの電力増加は携帯

電話に影響を与えるため、提案者は携帯電話事業者と事前協議を行い、利用

に向けた合意を取得することが必要である。

・その他、更なるchの増加や広帯域化等についても、提案者は既存の無線シス

テムや携帯電話事業者との事前協議を行い、合意を取得することが必要であ

る。

・なお、ご提案は「広域で利用することが可能なプライベートLTE」の実現とのこと

より、地域BWA等の広域的に利用可能なLTE方式の無線ブロードバンドシステ

ムが他にもあることから、それを使用されることも一案と考える。

総務省
（１）公的個人認証法においては、署名用電⼦証明書の利用用途につい

て、特段の制限はない。

法務省

　ご指摘いただいた、犯収法や携帯電話不正利用防止法にかかる「認定認証

の電⼦署名の効力」については、電⼦署名法ではなく本人確認手続を定めるそ

れぞれの法律において定められているものであり、「課題(2)：規制緩和が求めら

れる法律については、本構想の実現の過程で検討する」とされているように、当該

規制緩和が求められる法律を所管している省庁へ検討を要請されたい。

広島県神石高原

町
3

見守り医療連携サービ

ス

高齢者が安心して過ごせて、働けるため、⽣体情

報デバイスを利用し日々の健康管理をクラウドで

実施。クラウドではAIによる診断を行い、正常時と

違う数値になったとき、医療サービスと連携してコ

ミュニケーション、また登録している家族へ通知する

高齢者が安心して過ごせ、働ける環境を整えるこ

とで、住みやすい街になり人口増加にもつながる

屋外の無線のネットワーク構築することを困難とさ

せる「電波法」

・5.2GHz帯の屋外利用

・登録局の手続き申請

総務省告示第223号
定められた条件を満たし、技術適合認定を得ている装置で

あれば、免許不要になる特例措置があるとよい
総務省

5.2GHz帯無線LANは他の無線システムとの共用条件に基づき、屋内利用に

限っている。また屋外で利用する場合には、登録局扱いとしている。

よって、免許不要局として、屋外利用を希望する場合には、2.4GHz帯無線

LAN及び5.6GHz帯無線LANの利用について検討頂きたい。

広島県神石高原
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予防医療における医

療との連携
ナショナルデータベースの活用

自動計測した個人のデータを共有することで、医

療機関を受診する際に連携がスムーズになり、検

査項目の省略や遠隔検診が可能となる

ナショナルデータベースにより、個人の健康の可視

化がより具体的になり、今後の健康の目安や目

標になる

個人の計測データは医データではないことから共有

は困難とされる

情報提供までに時間がかかる

厚⽣労働省

高齢者の医療の確保に関する法律第

16条の2

迅速な共有が不可欠なため、情報のワンストップ化が必要と

なる
厚⽣労働省

「自動計測した個人のデータ」については、医療保険等に係るデータではないた

め、国で把握しておりません。

なお、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）第16条

の２に基づき第三者に提供している匿名医療保険等関連情報（以下「NDB

データ」という。）は、NDBに格納されている医療保険レセプト情報並びに特定

健診情報及び特定保健指導情報を匿名化したデータのことを指しており、ご指

摘の個人の計測データは対象としていません。

広島県神石高原
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未病デバイスの取り扱

い
未病デバイスを申請なしで活用する

医療機器ではないので、申請不要となることで誰

でも取り扱うことができ利便性が増す

本来未病デバイスは雑貨の扱いだが、医療機器

クラス1とされているデバイスでは申請の有無がわか

らなかったり、測定する側の取り扱いも難しく、利

用者に誤解されるところがある

厚⽣労働省

薬機法第2条第7項

申請が必要な場合、申請方法の簡素化を要望する

未病デバイスを健康雑貨の扱いに特定することを希望する
厚⽣労働省

「未病デバイス」の意味するところが不明であるため、想定している使用場面や対

象疾患があれば、御教示ください。

広島県神石高原
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遠隔連携医療サービ

ス

神石高原町の医療機関と中核医療機関の専門

医との間を8K映像信号で結ぶことで、対面でない

と見落とすような表情・挙動などが認識できるよう

になり、遠方の中核医療機関に足を運べなかった

方々に対して、より高度で専門的な遠隔診断が

可能となる

地域間の医療格差の解消に繋がる

日常的に専門的な医療を受診できることで小児

科では重症化の減少、高齢者では健康寿命の

延伸を期待することができる

・医師以外の医療関係者の診療類似業務の提

供

・小児科に対する遠隔連携医療の容認

根拠法令

・医師法第17条

「医師でなければ，医業をしてはなら

ない」

・医師法第20条

「医師は，自ら診察しないで治療を

し，若しくは診断書若しくは処方箋を

交付し，自ら出産に立ち会わないで

出⽣証明書若しくは死産証書を交付

し，又は自ら検案をしないで検案書を

交付してはならない。但し，診察中の

患者が受信後二十四時間以内に死

亡した場合に交付する死亡診断書に

ついては，この限りではない」

・遠隔連携診療料が算定可能な患

者は、難病の患者に対する医療等に

関する法律第５条第１項に規定する

指定難病又はてんかん（外傷性のて

んかんを含む。）の疑いがある患者に

限る

こと（令和2年医科診療報酬）

遠隔医療連携サービスによる医師からの指示のもとで，

医師以外の医療従事者が，遠隔で医業行為をおこなうこ

とを認めるまた，現在の遠隔診療の内容を拡大する目的

で，対

面診療を併用することを応用できる基準等をより明確化し，

医療機関の少ない地域で，診療内容の幅広い活用ができ

るよう緩和する

厚⽣労働省

　関係法令や「オンライン診療の適切な実施に関する指針」（平成30年３

月：令和元年７月一部改訂）等に基づき、オンライン診療時に、患者の同意

の下、患者といる看護師等が医師の指示による診療の補助行為を行うことは、

現行制度上も可能です。

　また、オンライン診療については、全国的な措置として「関係学会や事業者等と

も協力し、オンライン診療の安全性・有効性に係るデータの収集や事例の実態

把握を進めるとともに、今回の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に際しての

時限的措置において明らかとなった課題や患者の利便性等を踏まえ、恒久化の

内容について、具体的なエビデンスに基づき、検討を行う。初診の取扱い等も含

めた時限的措置の恒久的な枠組みについては、2021年夏を目途に時限的措

置の実績も踏まえて、その骨格を取りまとめた上で、同年秋を目途に「オンライン

診療の適切な実施に関する指針」を改定する」（「成長戦略フォローアップ」令

和３年６月18 日閣議決定）こととしております。

　オンライン診療については、令和４年度診療報酬改定において、

　①　初診料の新設を行い、各種の点数について、引き上げるとともに、

　②　対象疾患に関する要件を撤廃するなど、算定に関する要件を緩和

することとしています。

　今後の遠隔連携診療料のあり方については、関係学会等の御意見を伺いつ

つ、引き続き検討してまいりたいと考えております。

課題(1)：公的個人認証法（または

マイナンバー法）が対象となる

課題(2)：規制緩和が求められる法

律については、本構想の実現の過程

で検討する

課題(1)：公的個人認証法における署名用電⼦証明書の

利用用途の拡大が求められる（またはマイナンバー法におけ

るマイナンバーの利用用途の拡大）が対象となる

課題(2)：規制緩和が求められる法律については、本構想

の実現の過程で検討する

広島県神石高原
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J-ID（Jinseki 

Kogen ID）

マイナンバーカード×スマートフォン×顔認証の3つ

要素を組み合わせたJ-IDをスーパーシティの様々

な先端的サービスにおける本人認証基盤として活

用する

全ての町民におけるデジタルデバイドを解消するこ

とで、町民におけるデジタルサービスの利用促進・

⽣活利便性向上が想定される

課題(1)：個人情報管理の過程でJ-IDとマイナ

ンバーカードの紐づけを検討している。具体的に

は、マイナンバーカードに搭載される署名用電⼦

証明書に記載されるシリアル番号を取得し、当該

シリアル番号とJ-IDの紐づけを行うことを想定して

いる

課題(2)：電⼦署名法に基づく認定認証業務に

係る電⼦署名は、犯罪収益移転防止法における

特定取引時の本人確認や携帯電話不正利用

防止法の契約時の本人確認等に利用できるが、

同様の効力を他の法律にも拡大することを希望す

る



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

国土交通省

内閣官房

【航空法について】

航空法における飛行高度の規制については、既存の航空機との間における安全

性の観点から設けている。

なお現行法においても、150ｍ以上の飛行については、事前に申請していただく

ことで飛行が可能。

民法においては、「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下

に及ぶ。」（第２０７条）と規定されているが、その所有権が及ぶ土地上の空

間の範囲は、一般に、当該土地を所有する者の「利益の存する限度」とされてお

り、第三者の土地の上空において無人航空機を飛行させるに当たって、常に土

地所有者の同意を得る必要がある訳ではないものと解される。その上で、ドローン

を活用した森林管理について、更なる措置を要するかについては、慎重に検討す

る必要がある。

詳細については、下記資料を参照いただきたい。

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kogatamujinki/kanminkyougi

_dai16/betten4.pdf

総務省

(2)消防法令上義務付けられている非常電源については、消防用設備等が有

効に作動するための容量が確保されていればよいことになっている。また、専用と

することを求める規定はおいておらず、他の用途に使うことができるものとなってい

る。

農林水産省

（３）

平成31年４月施行の森林経営管理法では、森林所有者の責務を明確化し

た上で、所有者自ら経営管理を実施できない場合は、市町村が森林所有者に

対して意向調査を実施し、経営管理する権利を取得することを可能としておりま

す。　

また、意向調査を通じて、市町村が所有者の所在を把握できなかった場合につ

いては、市町村が探索等の一定の手続を経ることで、経営管理を行う権利を取

得できる特例が同法に措置されています。

なお、同法及び同法施行令では、不動産登記記録や戸籍・住民情報等から

探索を行うものとするなど、探索範囲の合理化を図っております。

（４）

国有林の入札においては、最低価格を事前に提示することは、当該価格近傍

へ入札が誘導され適正な競争を損ねる弊害が⽣じうることから、適切ではないと

考えています。

なお、

・予定価格が1,000万円以上の事業について、価格のみではなく安全対策など

価格以外の要素も含め総合的に評価して落札者を決定する、総合評価落札

方式を導入

・入札参加資格の審査の際、一定期間内に国有林野事業の素材⽣産及び造

林に係る請負事業成績評定（安全対策の項目を含む）を受けた事業がある

場合、当該事業に係る評定点の平均が一定点以上であるかを確認

するなど、安全対策も加味した入札を実施することにより、伐採事業者の事故

防止等を図っているところです。

警察庁

　御提案の「レーシングカート」の詳細が定かではありませんが、原動機を用い、か

つ、レール又は架線によらないで運転する車であって、原動機付自転車、軽車

両、身体障害者用の車椅⼦及び歩行補助車等以外のものであれば、道路交

通法上は「自動車」に当たり、同法第３条に規定する自動車の種類のいずれか

に該当するものと考えられます。

　御提案の「レーシングカート」が公道を走行できる御提案の道路におけるカー

レースを実現するためには、道路使用許可を受ける必要がありますが、当該道路

使用許可の可否については、警察署長が道路交通法第77条第２項の規定に

基づいて個別具体的に判断することとなります。

　なお、道路におけるカーレースの実施については、長期間にわたり、広範囲の道

路において、車両及び歩行者の全面通行止めを実施する必要があるほか、沿

道住民や沿道の建築物等に危険を及ぼす可能性も否定できないことから、当

該道路使用許可の可否の判断に当たっては、地域住民、道路利用者等の合

意形成や、関係者等の安全性の確実な担保が前提となることに御留意くださ

い。

　以上の回答に関し、御提案に係る記載内容のみでは定かではない部分もある

ため、道路使用の内容等を具体的に明らかにして個別に警察庁に御相談くださ

い。

国土交通省

道路運送車両法（昭和26年法律第185号）において、運行の用に供する車

両は保安基準を満たす必要があり、同保安基準を満たす場合、自動車登録番

号標（ナンバープレート）が発行されます。一方で、道路使用許可を受け全面

通行止めを実施した道路においては、一般交通の用に供されていないことから、

当該場所においてのみ用いる場合、保安基準を満たす必要はなく、また、ナン

バープレートの掲示義務もありません。

広島県神石高原
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「2050年には温暖化

ガスの排出量実質ゼ

ロ」へ向けて

小型バイオマス発電機を市内の各所に設置し、

カーボンニュートラルを実現する

そのための森林管理方法について革新的取り組

みにチャレンジする

⑴林業が活発化し、若者にも魅力ある業種とな

る

⑵森林が⽣き⽣きと育成され、自然災害の防止

や地域で暮らす方々の健康人⽣にも寄与する

⑶EV普及により経営の厳しくなるガソリンスタンド

は、ペレット販売で売り上げを確保できる

⑷種々な雇用が発⽣し、地域創⽣の原動力とな

る

⑴森林管理にドローンを飛ばす場合、航空法の

壁と土地所有者の所有権の上下の範囲が問題と

なる

⑵非常用自家発電設備は、一般負荷への電力

供給ができない場合がある

⑶所有者が不在/不明の森林の管理に多大な労

力と時間がかかる

⑷国有林の入札は安価で落ちることが多く、無理

な作業や経営にも悪影響がある

⑴航空法と民法の地上権がバッティン

グする

⑵消防法ないし建築基準法が該当

する

⑶、(4)森林管理をスムーズに行うた

めに、森林所有者に何らかの義務を

課し、履行しない場合その森林はその

地区ないし国が、入札に最低価格を

設定するなど何らかの対策を講じ、伐

採作業者の事故防止や健康管理の

向上に繋げ、林業のイメージ改善を図

りたい

⑴については、森林管理のドローン飛行は上限を外すなど、

法改正が必要である

⑵については、弾力的な運用ができないか、識者のご意見を

伺いたい

⑶車検制度の様な仕組みや、所有者不明の圃場管理の

様なやり方を設定を提案する

⑷国がその森林の状況を精査し、最低価格を提示するのが

最善と考える

レーシングカートは道路交通法の第三

条に定められている自動車の種類に

当てはまらず、公道を走行するために

必要なナンバープレートが交付されな

い

市街地レースを実現するために、限定された地域、限定され

た車両に関して公道でのEVカート走行を可能とする

広島県神石高原
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EVカートによる公道走行を可能にすることで、市

街地公道レースの開催や移動手段としてのEV

カートを利用可能とする

市街地公道レースという話題性によるメディア露出

効果、及び全国のモータースポーツファンへの認知

拡大による旅行客の増加及び地域活性化を狙う

EVカートに自動運転技術を連携させ特定地域

内の移動手段として利用することで、山間地にお

ける新たな移動手段を確立する

レーシングカート（排気量100cc以上クラス）の

公道走行は道路交通法で認められていない

（排気量50cc超はナンバープレートが交付され

ないため）



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

山口県山口市 1

マイナンバーの多目的

利用に向けた規制緩

和

①データの管理としては、「マイナンバー（地域

ID）」をキーとして、基本４情報・顔情報・口座

番号（または地域ポイントカード）を紐づけること

で、確実かつ正確に個人を特定し、様々な分野

のデータと連携することで、いままで見えてこなかっ

た課題を可視化し、その課題をデータ活用で効率

的かつ迅速に解決に繋がる。

②通貨、ポイント、クーポン等をデジタル化し、利

用をキャッシュレス化すると同時に、個人に“地域

ID”を付与し、これとマイナンバーと連携したデータ

連携基盤の構築の一部を担う。

①地域内での⽣活活動や各種サービスの提供を

受ける際には、マイナンバーの提示を行わず、マイ

ナンバーに紐づけされた⽣体情報をもとに、⽣体

認証機能を活用することで、顔や手のひら静脈等

の「⽣体情報」をキーとして、手ぶらでの買い物・移

動などを可能とする。

②地域外に“お金とデータ”が流出しにくくなり、地

域内で資金とデータが循環することにより、事業の

発展性が向上されやすくなる。

・地域IDに集約されるデータとマイナンバーに紐付

けられるデータを連携させ、AI等でデータ解析する

ことで、更なる高品質な市民サービスの提供が可

能となる。さらに、そのサービスの提供による効果等

のデータを取得し、AI等でデータ解析し新たなサー

ビスを提供する循環型サービス提供システムの構

築が可能となる。

更なる高品質な市民サービスを提供するにため、

マイナンバーに紐付けされるデータ連記は必要不

可欠であるが、「行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律」の

規制により困難である。

行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法

律第１５条（提供の求めの制

限）、第１９条（特定個人情報の

提供の制限）、第２０条（収集等

の制限）

各条項における制限を緩和する。 内閣府

マイナンバー制度では、①個人情報を一元的に管理せず、分散管理を実施す

る、②マイナンバーの利用や特定個人情報の収集・保管・提供等は、マイナン

バー法の規定によるものに限定する、③不適切な取扱いについては、個人情報

保護委員会が監視・監督を行う等、制度・システムの両面において、一般の個

人情報よりも厳格な保護措置が講じられている。

こうした措置は、マイナンバーが全住民に悉皆的に付番され、他の識別⼦に比べ

て識別強度が強く、情報のマッチングや集積した情報の名寄せなどによるプライバ

シー侵害を防止する必要があることから、住基ネット最高裁判決を踏まえ講じら

れたものであり、これを緩和することは困難である。

警察庁

　御提案の事業について、道路運送法に定める自家用有償旅客運送では、一

定の要件の下、第一種免許のみを保有する者が、自家用自動車により、有償

で旅客を運送することが認められており、このように旅客自動車運送事業に該当

しない形態で事業を行う場合は、第二種免許は不要となります。

　一方、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で旅客自動車を運

転する場合は、旅客等の安全確保のため、第二種免許が必要となります。

　運転免許試験によって確認している自動車の運転に必要な適性、知識及び

技能は、運転する地域によって異なるものではなく、運転免許試験に合格してい

ない者に自動車を運転することを認めた場合には、歩行者や自動車等の他の交

通主体に危険を及ぼすおそれがあることから、地域を限定した場合であっても、異

なる手続で運転免許を与えることはできません。

急速な人口減少、超高齢社会が進展する阿東

地域地福地区では、地元タクシー事業者の担い

手が不足していることなどにより、地域住民の移動

需要に十分に対応することが難しい状況の中、交

通空白地ではないことなど、自家用有償旅客運

行は難しく、地元の公共交通を維持しながら、地

域住民の⽣活の維持、利便性の向上を図ってい

く必要があることから、規制緩和により、地域住民

が、二種免許非保有者が一定の運転講習を受

講したうえで、地域内に限定した旅客運送につい

て、特別に免許を付与されたものとして、臨時ドラ

イバーとして旅客運送の事業を支援できるように、

再検討をお願いする。

警察庁

　第二種免許制度は、旅客自動車の運転が、１日の走行距離や輸送人員が

多くなること、乗客の動静確認及び安全確保等のため、通常より高度の運転技

能や知識が必要とされること、旅客自動車による事故は多くの人命を損ないかね

ないこと等を踏まえ、運転経験や取得要件について第一種免許よりも厳格な要

件を求めることとしているもので、交通安全を確保する上で、重要な意義を有し

ています。したがって、御提案の事業が道路運送法上の旅客自動車運送事業

に該当する場合は、その旅客自動車の運転に当たり、第二種免許を不要とする

ことについては、慎重な検討を要するものと考えます。

　一方で、少⼦化等を背景に、自動車運送業界における運転者不足が深刻

化する中で、同業界における運転者不足を解消する必要性があることも承知し

ており、令和２年道路交通法改正により、特別な教習を修了した方は、第二

種免許の受験資格の特例（21歳以上かつ普通免許等保有３年以上が19

歳以上かつ普通免許等保有１年以上に）を受けられることとされました（令和

４年６月までに施行）ので、この制度の活用も検討していただきたいと考えてい

ます。(※令和３年10月時点)

国土交通省

御要望の事業について、道路運送法に定める自家用有償旅客運送では、一

定の要件の下、第一種免許のみを保有する者が、自家用自動車により、有償

で旅客を運送することが認められており、このように旅客自動車運送事業に該当

しない形態で事業を行う場合は、第二種免許は不要となる。

一方、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で旅客自動車を運転

する場合は、旅客等の安全確保のため、第二種免許が必要となる。

運転免許試験によって確認している自動車の運転に必要な適性、知識及び技

能は運転する地域によって異なるものではなく、運転免許試験に合格していない

者に自動車を運転することを認めた場合には、歩行者や自動車等の他の交通

主体に危険を及ぼすおそれがあることから、地域を限定した場合であっても、異な

る手続きで運転免許を与えることはできる。

警察庁

　御提案の事業について、道路運送法に定める自家用有償旅客運送では、一

定の要件の下、第一種免許のみを保有する者が、自家用自動車により、有償

で旅客を運送することが認められており、このように旅客自動車運送事業に該当

しない形態で事業を行う場合は、第二種免許は不要となります。

　一方、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で旅客自動車を運

転する場合は、旅客等の安全確保のため、第二種免許が必要となりますが、令

和２年道路交通法改正により、特別な教習を修了した方は、第二種免許の

受験資格の特例（21歳以上かつ普通免許等保有３年以上が19歳以上かつ

普通免許等保有１年以上に）を受けられることとされました（令和４年６月ま

でに施行）。(※令和３年７月時点)

文部科学省

制度上、通信制の大学の基準による場合、すべての授業を遠隔で実施可能で

あるとともに、通学制の大学の基準による場合でも、本年３月29日の河野内閣

府特命担当大⾂と萩⽣文部科学大⾂の合意を踏まえ、４月２日に大学等に

対して発出した通知（「大学等における遠隔授業の取扱いについて」）におい

て、約２年分の学修に相当する遠隔授業科目の修得単位上限（60/124単

位）に加えて、面接授業科目においても、授業時数の半数を超えない範囲で

遠隔授業を実施することは可能であることなど、現行制度でも相当程度遠隔授

業を活用することが可能であることが明確化されています。このため、ご提案の地

方のシェアハウスに居住しながら遠方の大学の授業を遠隔で受講することは可能

であり、現行制度の活用により、貴自治体と遠隔による授業の実施に協力する

大学との連携が実現すれば、ご提案の実現に向けて特段の制度改正は不要で

す。

山口県山口市 4
AIを活用した「避難支

援」に向けた規制緩和

①ＡＩが個人向けに避難情報を自動配信

②オンラインによる避難行動要支援者支援の円

滑化

避難の必要性を自分事として捉えることで、適切

な避難行動を取り、逃げ遅れにより命を落とす事

案が減少する。また、要支援者への避難支援が

円滑に行われるようになる。

①市町村長の避難の指示等

②避難行動要支援者名簿の作成等

①災害対策基本法第６０条

②災害対策基本法第４９条の１０

から１３

①災害が発⽣し、又は発⽣するおそれがある場合において、

避難のための立退きが特に必要であると認めるときは、AIの

避難情報配信に必要となる情報（位置情報等の個人情

報）を取得するにあたり、本人の同意が不要であることを追

記。

②避難行動要支援者名簿の作成及び要支援者への同意

確認、名簿情報の利用・提供を全てオンライン化するため、

要支援者に係る必要な情報の取扱いを改正。

内閣府

①

○御提案の「ＡＩを活用した避難情報配信」について、貴市がどのような目的

で、どのようなシステムを整備する予定かは定かではないが、住民等の位置情報

は携帯電話を取り扱う電気通信事業者を通じて取得する等が想定されるとこ

ろ、その情報提供の可否は、貴市の整備予定のシステムの目的や情報漏えい

等への措置等の状況も含め、当該システムへの情報提供が、当該事業者と携

帯電話所有者との個人情報取扱約款等において認められうる性質のものか否

かにより判断されるものと承知しており、災害対策基本法上の措置により解決す

ることができる問題ではない。

○なお、現在でも、携帯各社において、緊急速報メールにより各基地局のカバー

するエリアベースで避難情報が配信されていると承知している。

○また、内閣府において、昨年12月より、災害対応のデジタル化の課題や施策

等について検討するため、有識者からなる「デジタル・防災技術ワーキンググルー

プ」を開催し、本年５月にとりまとめられた提言においては、災害対応や平時の

災害準備における個人情報等の取扱いに疑義が⽣じることがないよう、今後、

各場面における個人情報の取扱いについて整理することとされているところ。

②

災害対策基本法では、避難行動要支援者名簿の作成や手続をオンラインで行

うことを禁じてはいないところ。

山口県山口市 2

中山間地域内限定の

移動手段の確保に向

けた規制緩和

①不足する交通事業者の運転士を確保するため

に、地域の有志等（地域団体を想定）を「地域

内限定ドライバー」として、地域内の送迎等をデマ

ンドによる移送を行う。

②地域外や遠方までの運転は不安でも、よく知る

地域内の運転であればできるという方もいることか

ら、地域内の移動に限定した車両を導入する。運

転には普通自動車免許が必要だが、運転講習

等を受講してもらい適性がある者であれば、免許

を保有していない者も運転可能とする。地区内で

の買い物、通院、イベント等へ自分の運転で参加

することが可能となり、遠方までの外出には、地域

内にパークアンドライド駐車場を設置して、公共交

通へ乗り換えて目的地へ移動。

　これまで、高齢者の方でバス停や鉄道駅まで歩

いていくことが難しい方は、近隣の方や家族にお願

いして目的地まで連れて行ってもらっていたが、都

合が悪くなった場合にはその用事をあきらめてしまう

ことが多い。左記の事業を実施することで、高齢

者の方も気兼ねすることなく、外出機会が増えるこ

とが見込まれ、地域内の活動、経済効果が一定

程度見込まれる。

①タクシー事業としてこれまで地域の需要に応えら

れなかった運送が可能となるため、一定の収入増

が見込まれる。

②免許返納をされた方、免許を保有していない学

⽣等の移動手段の確保につながり、外出機会の

増加が見込まれる。

また、当該地域を含む阿東地域は広域であるた

め、タクシー配送のための回送が非常に長い距離

を要する。そうした課題を解決するために、地域内

の指定箇所までは超小型車両で自ら運転し、そ

こからはタクシーにより目的地に行くといった相乗効

果につなげる。

①タクシー事業などの一般旅客運送事業を行う

場合の事業用車両の運転は、第二種運転免許

を受けた者でないとならないことから、現行では取

組が不可能

②公安委員会の運転免許を受けないで自動車

の運転はしてはならないとなっているため、現行で

は取組が不可能。

道路運送法

（運転者の制限）

第二十五条

旅客自動車運送事業用自動車の運

転者の要件に関する政令

三号

道路交通法

（第二種免許）

第八十六条

（無免許運転等の禁止）

第六十四条

地域内限定免許の創設

①道路運送法第二十五条及び道路交通法八十六条の規

制緩和。交通量が少なく指定した地域内の一般旅客事業

（タクシー事業）について、地域内の住民等が運転講習等

を受講し、運転の適性が認められ、安全性が見込まれる場

合に限り、タクシー事業の運転免許を交付され、当該地域

内の一般旅客事業（タクシー事業）の運転が可能となるも

の。

②道路交通法第六十四条の規制緩和。交通量が少なく指

定した地域内における小型車両の運転について、地域内の

住民が運転講習等を受講し、運転の適性が認められ、安全

性が見込まれるものについては、地域内限定の運転免許を

交付され、地域内の運転が可能となるもの。

大学設置基準第２５条第１項

道路交通法第八十六条

大学設置基準第２５条第１項の規定については１２４

単位を遠隔授業によって修得することができるようにして欲し

い。

学⽣ドライバーによる高齢者の移動について、道路交通法

第八十六条の第二種免許を修得していなくても、地区内で

運転ができるようにして欲しい。

山口県山口市 3

通年滞在型のインター

ンシップに向けた規制

緩和

大学⽣に阿東地域でシェアハウスに居住してもら

い、大学の単位を修得しながら、地域課題の解

決に向けた⽣活を送ってもらう。

地域の困りごとを解決することで収入を得ながら、

安価な⽣活費で共同⽣活をおくってもらいます。

中山間地域に居住し、困った人のために働く意義

や多くの人と関わることでのお礼と笑顔に対する満

足感、地域活性化に対する自信、優良企業への

採用時の評価等、自己承認欲求や自己肯定感

を充足し、人⽣を変えるインターンシップを目指し

ます。



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

香川県高松市 1
せとうち　ちょいスクール

（Choice,Cool!）

居住地がコンパクトに集結している、島内に自動

車が少ない、アートが遍在するといった環境を活か

し、大容量通信・デジタル技術のインフラを用い構

築された、離島でしかできない学びの場で、「アダプ

ティブラーニング」「プロジェクト型学習」といった学び

を遊びの中で実現する。

コンテンツや人材は、様々なバックグラウンドを持つ

移住者、企業、学校、地域の協働により提供さ

れる。

現役世代の最大の関心事といえる⼦育て環境の

革新により、全国から⼦どもの学びに関し意識の

高い層を離島に呼び込む。

AI時代に必要なスキルを備えた⼦どもが育ち、次

代の高松市や日本社会を担う。また、⼦どもを中

心とした離島の交流人口・関係人口が増加す

る。

「せとうち　ちょいスクール」のコンテンツや人材の有

力な供給者は企業である。

特にスキルを持つワーケーション移住者は、その活

動や仕事そのものが学びコンテンツになる可能性が

ある。

2020年度に拡充の企業版ふるさと納税（人材

派遣型）では、自治体での任用や団体での採用

が条件となっており、ワーケーション移住者の活用

が企業側のインセンティブとならない。

2020年10月13日内閣官房・内閣

府・総務省通知「人材派遣を伴う地

方創⽣応援税制（「企業版ふるさと

納税（人材派遣型）」）の創設につ

いて」

まち・ひと・しごと創⽣寄附活用事業に

関するQ&A＜企業版ふるさと納税

（人材派遣型）編＞

企業版ふるさと納税（人材派遣型）を拡充し、離島での

ワーケーション移住者の雇用元企業が、当該社員のワーケー

ション中における「せとうち　ちょいスクール」への人的貢献分に

ついて、税額控除等できるようにする。

 企業版ふるさと納税（人材派遣型）について、企業人材

が地方公共団体に任用される等、雇用関係の変更が必要

である。これを緩和し、企業人材が「ワーケーション型滞在を

しつつ、同時に本プロジェクトへの人的貢献（企業版ふるさと

納税対象）を行う」ことができるようにするため、企業とプロ

ジェクト運営主体との間で、人材の雇用関係に変更を加え

ない契約行為により、実施された人的貢献に応じた価額を

市が算出し、寄附受領に係る書類を企業に交付することを

可能としたい。

内閣府

　「企業版ふるさと納税（人材派遣型）」は、企業版ふるさと納税に係る寄附

に加えて、寄附企業から人材を派遣する取組を促進するために令和２年10月

に創設したものであるが、地方公共団体における任用等が企業版ふるさと納税

における税額控除の要件となるものではない。

　

　ご提案の事業における企業版ふるさと納税の活用方法としては、例えば、寄附

を活用して実施する事業として、「せとうち　ちょいスクール」の運営委託を行い、そ

の委託事業の一部経費として、ワーケーション移住者に学びの場の講師謝礼を

支払うことなどが考えられる。

香川県高松市 2 放課後FACT-ory

好奇心が高い状態にある小学⽣をターゲット（将

来的に、小学⽣以外（中学⽣など））を対象に

含める）に、⼦どもの学びの記録とレコメンド、保

護者の⼦どもの成長確認や見守り、コンテンツや

地域活動主体とのマッチングを行うアプリを開発す

る。

その結果得られるスタディログや活動データなどを、

学校の「キャリアパスポート」とデジタルで連携し、

⼦ども自身がGIGA端末等で活用・管理する。

データ連携基盤を通じて各分野のデータと連携す

る。

偶発的な交流増加による学びの促進、地域資源

への接触などの放課後時間の質の向上や、多くの

地域活動・業種への理解向上、シビックプライド醸

成、地元企業・伝統工芸等の情報伝達、職業

選択の意思の発達のほか、キャリアパスポートのデ

ジタル化及びその活用によって、地域共有による

人材育成に対するレコメンドの活性化、地域で活

躍する人材を企業が積極的に登用するなど、本

サービスを享受して育った人材が、好循環を発⽣

させることが期待される。

なお、本サービスは、地域の「⼦育て支援施設」を

核としつつ、地域の店舗や公共施設などに⼦ども

が出向き、交流する恒常的なプログラムの設定を

検討している。

※本サービス提供の「場」は、一つの施設建屋で

完結するのではなく、地域の様々な主体がリソース

を提供し、地域内に分散した機能（民間の店

舗、オフィス、図書館、公園等）を組み合わせて

実現することを想定している。

・本サービスは、一つの施設建屋ではなく、地域内

に分散した機能（ex：図書館⇒「図書室」、店

舗⇒「遊戯室」、空き店舗⇒「集会室」）を組み

合わせた「児童厚⽣施設」にて実施することを想

定しているため、当該設備基準を満たすことが可

能か確認したい。（⇒「児童福祉施設の設備及

び運営に関する基準」第37条についての解釈の

確認。（※可能でない場合は、第37条の規制

緩和））

・その上で、児童厚⽣施設の設備基準を満たすこ

とができる場合、それぞれの施設にいる住民/従業

員を「児童の遊びを指導する者」としたいが、求め

られる職員の要件に該当しないことが考えられるた

め、その規制の緩和を要望したい。

（⇒「児童福祉施設の設備及び運営に関する

基準」第38条についての規制改革提案。）

児童福祉施設の設備及び運営に関

する基準（厚⽣省令第63号第37

条、第38条）

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（厚⽣省令

第63号第37条、第38条）

 ・一つの施設建屋ではなく、地域内に分散した機能を組み

合わせて児童福祉施設といえるか、また設備基準を満たすこ

ととなるか解釈を確認したい（基準37条関連）。

・職員の該当要件の緩和（該当要件に知識・経験を有す

る地域人材や専門分野の学問資格を有するコンテンツ事業

者を追加）（基準38条関連）

厚⽣労働省

○児童館ガイドラインに示されているとおり、児童館の特性として、⼦どもが自らの

意思で利用でき、遊んだりくつろいだり、年齢の異なる⼦ども同士が「一緒に」過

ごすことができ、それを支える「児童厚⽣員」がいることによって、⼦どもの居場所と

なり、地域の拠点となるという「拠点性」があり、１つの敷地・建物に、児童館とし

ての機能・設備などが集積した形を前提としている。これは、⼦どもの安全管理の

観点からも必要なもの（地域内に児童館の機能が分散した場合に、⼦どもの動

線も含めた全てのエリアにおける安全管理の難度は著しく高まる等）と考えられ

る。

○その中で、児童厚⽣施設（児童館）と他の社会福祉施設を併せて設置す

るときは、必要に応じ当該児童厚⽣施設（児童館）の設備及び職員の一部

を併せて設置する社会福祉施設の設備及び職員に兼ねることができる。

○また、児童館の活動内容について、児童館ガイドラインでは、地域の健全育

成の環境づくりとして「地域の児童遊園や公園、⼦どもが利用できる施設等を活

用したり、児童館がない地域に出向いたりして、遊びや児童館で行う文化的活

動等の体験の機会を提供するように努めること」としていることから、「事業を実施

した場合に想定される経済的社会的効果」の欄に記載されている内容について

は、既存の児童館を活用して地域の店舗や公共施設などに出向いて児童館が

行う文化的活動等を実施していただくことも可能である。

児童館ガイドラインに示されているとおり、⼦どもの

意見を尊重し、地域における遊び等を通じて、⼦

どもの心身を育成し、情操をゆたかにすることは、

本市提案が目指すべき姿であり、将来活躍する

世代を育成するに当たって、極めて重要な施設で

あると認識している。貴省回答いただいた児童館

の「拠点性」が、１つの敷地・建物に、機能・設備

が集積した形を前提にしているが、安全管理の観

点など、必要とされている拠点性の条件について、

先端技術の利用やエリアが持つ安全性の個別判

断項目の設定など、拠点性の範囲をどの程度拡

大できるかについて、継続協議を希望したい。

厚⽣労働省

○厚⽣労働省としては、児童館ガイドラインに示されているとおり、児童館の特

性として、⼦どもが自らの意思で利用でき、遊んだりくつろいだり、年齢の異なる⼦

ども同士が「一緒に」過ごすことができ、それを支える「児童厚⽣員」がいることに

よって、⼦どもの居場所となり、地域の拠点となるという「拠点性」があり、１つの

敷地・建物に、児童館としての機能・設備などが集積した形を前提としている。こ

れは、⼦どもの安全管理の観点からも必要なもの（地域内に児童館の機能が

分散した場合に、⼦どもの動線も含めた全てのエリアにおける安全管理の難度は

著しく高まる等）と考えられる。

○なお、提案理由や具体的な内容等、書面では必ずしも内容が明らかではな

い部分もあることから、不明な点がある場合は、直接、厚⽣労働省⼦ども家庭

局⼦育て支援課までご照会いただきたい。

国土交通省

○気象業務法では、科学的な根拠に基づかない予報によって国民や企業が適

切な行動をとるための判断に影響が⽣じないよう、予報業務許可制度を設け、

予報業務を行う事業者には、現象の予想を気象予報士に行わせること等を義

務付けている。

○提案にある洪水の予報業務については、防災との関連が高いこと及び、純粋

な気象現象の予測だけでなく、その時々の河川の状況等の様々な要因によって

影響され、気象庁以外の者において技術的に適確な予報を行うことが困難で

あったことから、現在まで許可を行っていない。一方で、近年のシミュレーション技

術の高度化や利用者の多様なニーズに対応していくため、有識者からなる「洪水

及び土砂災害の予報のあり方に関する検討会」（事務局：気象庁、国土交

通省水管理・国土保全局）において、気象庁以外の者における洪水の予報業

務の許可のあり方について検討を進めているところ。この中で、気象予報士の介

在の必要性についても議論いただいている。

○重大な災害の起こる恐れのある旨を警告して行う予報（警報）については、

国の出すものと異なる内容のものが発表されると、情報を受け取る国民や企業が

どの情報に基づき行動すればよいか混乱するおそれがあることから禁止しているも

のであり、引き続き、国において一元的に発表していく必要がある。

貴省回答内容に対し、科学的根拠に基づく予報

業務に関して市町村・研究機関・民間団体が予

報を提供できる制度検討が進んでおり、本市提

案の先端サービス実現に向けて期待が高く喜ばし

い。「洪水及び土砂災害の予報のあり方に関する

検討会」報告書内容に関して、市民の安全な避

難に向けて、本市は、準用河川・用水路・ため池

に関してきめ細やかな洪水予報を行うことを目指

している。全国に先駆けて社会実装を行うにあた

り、例えば利用者への事前説明の要件等、市民

が緊急時であっても効果的に利用できるようにする

ために課題となる事項について、実際に制度化さ

れる際には使いやすいサービスが実装できるよう継

続協議を希望したい。

国土交通省

○洪水の予報に関しては、「洪水及び土砂災害の予報のあり方に関する検討

会」（事務局：気象庁、国土交通省水管理・国土保全局）の検討結果を踏

まえ、今後、許可制度の具体設計を行い、民間気象事業者等による洪水・土

砂災害の予報業務許可を新たに設けるよう検討を進めている。

○なお、同検討会では、事前に予報の特性や留意事項を説明し、利用者がこ

れを理解・同意することが重要との指摘をいただいている。

内閣府

（後段部分への回答）

○災害対策基本法では、個別避難計画をデジタルデータで作成・登録し、関係

者が共有するシステムを構築することを制限しておらず、災害対策基本法第49

条の14の個別避難計画に関する規定との関係においては、お申し越しのような

システムを構築いただくことは、現状でも可能と考えられる。

○避難行動要支援者の個人情報を含む避難行動要支援者名簿や個別避難

計画の利用や外部への提供に関する取扱いは、法令（災害対策基本法第49

条の11、第49条の15）及び取組指針（避難行動要支援者の避難行動支

援に関する取組指針（平成25年8月（令和３年５月改定）））において

明確化している。

○また、避難支援等関係者への名簿情報等の提供、連携について災害対策

基本法第49条の11や第49条の15において規定しており、本年５月の取組指

針の改定においてケアマネジャーや相談支援専門員などの関係者に対して「提

供することを促進する必要がある」などとしたところ。

香川県高松市 4
スマートエネルギーマネ

ジメント

地域のエネルギーリソース・エネルギーデータを一元

的に把握・運用できる最先端の仕組みを構築し、

エリア単位でエネルギー利用の最適化を実現。

加えて、分野横断でデータの連携や活用を進める

ことにより、住民・社会の行動変容を促す新たな

サービスを創出し、地方中核都市版の持続可能

な低炭素社会モデルを実現する。

実現に向けては、官民一体となって、「再エネ利

用拡大」や「電化の推進」に取り組むこととしてお

り、その手段の１つとして、道路空間を活用した

EV充電スポットやシェアサイクル・カーシェアスポット

の整備などを進める。

EV充電インフラの整備が他県と比較して進んでい

ない状況において、道路空間の有効活用による

充電スポットの拡充をスピーディーに図ることでEV

の普及への足掛かりとするとともに、充電スポットや

シェアスポットを市民の人通りが多い場所に設置す

ることで市民の意識を変化する効果がある。さらに

はIoTを活用した最先端のエネルギーマネジメント

システムとの連携により、地域単位でのエネルギー

利用の最適化にもつなげる。

道路空間、公道等へのEV充電インフラ等の整備

にあたり、法律上への明示あるいはガイドラインが

整備されていないため、導入拡大の障壁となって

いる。

道路法（第32条）道路占用の許

可への記載及びガイドラインの整備

EV充電やシェアサイクル・シェアカースポットの整備に関するこ

とを法律又は政令上、明記するとともに、道路空間、公道等

への設置にあたってのガイドラインを整備すること。

国土交通省

（EV充電器・カーシェアスポットの設置に関するガイドライン整備）

EV充電器・カーシェアスポットの設置に関しては、現行制度で対応可能である。

（EV充電器については、通知により規定済み）

香川県高松市 5 らくらく買い物支援

利用者が注文した商品を小売事業者から委託を

受けて利用者の住所若しくは現在地（スマート

フォンの位置情報利用）まで自律走行ロボットが

車道を走って無人配送を行うサービスにより、買い

物支援を行う。

物流分野における自動運転技術の実用化を経

て、人の移動に対する自動運転技術の社会実装

を図り、将来的には貨客混載による移動環境の

最適化や、近年多発する高齢者の運転による事

故リスクを低減するための自動運転技術の汎用

化により、安心・安全な移動環境が構築される。

道交法第62条では、道路運送車両法第三章

若しくはこれに基づく命令の規定又は軌道法第十

四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるとこ

ろに適合しない車両等を運転させてはならない、

又は運転してはならない。と記載があり、道路運

送車両法の保安基準等を満たさなければ道路を

走行することが出来ない。

道交法第70条では、車両等の運転者は、当該

車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実

に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の

状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度

と方法で運転しなければならない。と記載がある。

道路交通法

（第62条、第70条、全般）

道路交通法全般的に運転手の存在が前提の法律となって

いるため、運転手がいなくても、車両のみで自動で走行できる

ように制度を緩和する。

警察庁

「自動配送ロボット（近接監視・操作型及び遠隔監視・操作型）公道実証実

験手順」を警察庁ウェブサイトで公表しており、同手順に沿って道路使用許可を

受ければ、遠隔監視・操作型による無人による自動配送ロボットについても公道

走行が可能です。

　なお、自律走行する低速・小型のモビリティに関する制度整備については、関

係省庁と連携し、検討を行っているほか、令和３年６月に「特定自動配送ロ

ボット等の公道実証実験に係る道路使用許可基準」を警察庁ウェブサイトで公

表したところです。

　以上の回答に関し、本提案に係る記載内容のみでは定かではない部分もある

ため、具体的な運用方法等を明らかにして個別に警察庁に御相談ください。

貴庁回答いただいた”特定自動配送ロボット等の

公道実証実験に係る道路使用許可基準”は、低

速（6km/h以下）かつ小型（長さ120cm×

幅70cm以下）のロボットが対象となっている。一

方、本市が提案している配送ロボットの想定サイ

ズは、多様な配送を目的とした長さ270cm×幅

110cmの中型規模となっており、本制度の拡張

的活用を視野に継続協議を希望したい。

警察庁

　令和２年９月に「自動配送ロボット（近接監視・操作型及び遠隔監視・操

作型）公道実証実験手順」を公表しており、本手順に従って手続を行えば、道

路使用許可を受けて、低速・小型を超える速度や大きさの機体を走行させるこ

とは可能ですので、個別に警察庁に御相談ください。

香川県高松市 3 逃げ遅れゼロ

災害が起きる前提で平時から情報連携の仕組み

を運用。

また災害範囲の予測情報などをもとに個人に届く

情報提供と、業務標準化やデータ連携により、強

くしなやかな社会基盤を備える。

避難行動要支援者の個別避難計画をデジタル

データで作成・登録。関係者が共有できるシステ

ムを構築する。

災害が起きることを前提とした情報連携の仕組み

により、自然災害発⽣時に住民への早めの危険

情報伝達による早期避難が可能となり、⽣命・身

体・財産の保護が保ちやすくなる。

災害時における支援者間での情報共有が容易に

なり、共助による安心で迅速な避難行動が実現

される。

重大な災害の起こる恐れのある旨を警告して行う

予報は、気象庁(若しくは、気象庁の警報事項を

適時受け取ることができない市町村の長)の独占

業務となっており、気象庁以外の者が提供するこ

とはできない。

個別避難計画の策定に当たって要支援者に身

近な存在であるケアマネジャーや相談支援専門員

とのかかわりが希薄なため、実効性のある計画策

定が進んでいない。

気象業務法

（第２条・第17条・第23条）又は

省令及び付記事項への記載

災害対策基本法（第86条の15）

又は省令及び付記事項への記載

災害対策基本法（改正後の第49

条の14）又は省令及び付記事項へ

の記載

観測方法、予測手法、報告義務等は一定の基準やルール

を策定した上で、気象庁以外の者（自治体、研究機関、

民間団体）に予報業務を許認可する。

災害時に避難行動要支援者の個人情報に関する適用する

利用目的の範囲と利用する状況の明確化する。

個別避難計画策定に係るケアマネジャーや相談支援専門

員の位置付けと連携について法律上、明記する。



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

香川県高松市 6 わたしのデジタル財布

事前の本人同意のもと、POS情報や決済情報な

どの地域の買い物に関する情報を集め、オープン

データなどその他のデータと連携し、機械学習によ

り分析した情報を個人情報を持たない形で店舗

事業者や自治体などの地域のステークホルダーへ

フィードバックし、消費者や住民ニーズにマッチした

新商品や行政サービスを創出する買い物環境を

構築する。

店舗事業者にとっては、地域ニーズの変化に合わ

せた商品の提供や新たなサービスの開発が可能と

なるほか、自治体にとっては、行政サービスを、必

要な人に、必要な時、必要な形でのプッシュ型給

付や啓発発信が可能となり、効率的・効果的な

行政運営が可能となる。

ポイント等の価値の発行事業者が、発行日から6

か月を超える現金チャージ（価値の発行）をする

と、第三者型前払式支払手段発行者となり、財

務局への登録が必要となる。

基準日（3月末あるいは9月末）において、発行

している前払式支払手段の未使用残高が1,000

万円を超えたときは、その未使用残高の2分の1

以上の額に相当する額を最寄りの供託所（法務

局）に供託する必要がある。

資金決済法

第７条（第三者型発行者の登録）

第14条（発行保証金の供託）

第37条（資金移動業者の登録）

第43条（履行保証金の供託）

地域通貨やポイント事業は、流通量と流通速度が重要であ

り、本先端的サービスを民間事業者やコンソーシアムが自走

運営するために、本先端的サービスで連携する事業者がポイ

ント等の発行主体者となる場合、ポイント等の有効期限を6

か月間から1年間へ緩和する。

また、基準日時の未使用残高が1,000万円を超える場合

であっても供託金の拠出を不要とするよう緩和する。

金融庁

　前払式支払手段については、発行者の規制対応コスト等を考慮しつつ、利用

者保護を図る観点から、６か月ごとの基準日における未使用残高を基に算出さ

れた額を保全する義務が課されています。

　発行者が国等に準ずる法人である場合に保全義務が課されていないのは、信

用力の点において国等に準ずるものであれば利用者保護に支障は⽣じないと考

えられるためであり、それ以外の発行主体について同様の取扱いとすることは困難

です。

　なお、産業競争力強化法上の新事業特例制度に基づく規制の特例措置によ

り、財産的基礎等に係る所定の要件を満たす商工会議所又は商工会は、新

事業活動計画の認定を受けることにより、資金決済に関する法律上の保全義

務の適用を受けることなく、最長で有効期間３年の前払式支払手段を発行す

ることが可能です。

香川県高松市 7

バタクス

－Vehicle of 

Advanced Tariff 

And Connection 

System－

タクシー事業におけるビジネスモデルの提案として、

タクシーにおけるダイナミックプライシングとライドシェ

アを併用したサービスモデルの構築を進める。

具体的には、タクシーの需給やエリア、配車条件

（公共交通への乗継、オフピーク時間帯での乗

車、相乗り等）に応じた割引を行うサービスを提

供する。

特区により弾力的な運賃の設定が可能となること

で、タクシー事業者にビジネスチャンスが⽣まれるこ

とはもとより、利用者においてはサービス水準の高

い移動手段の確保、行政においては、範囲の広

がる公共交通空白地域を埋めるモードの創出と

共に、欠損補てんという持続性の低い事業モデル

から、利用者の移動サービスの向上に補助するモ

デルへと転換が図られることで、持続性の高い移

動手段の提供が可能となる。

タクシー事業において相乗りが実施不可なこと、ま

た、通達により、需要の増減に応じ迎車料金を変

動させる制度もあるが、トータルでは、固定迎車料

金と変わらないよう変動させること等が条件になっ

ており、弾力的なプライシングの実施が不可能なた

め、サービスの提供が困難である。

道路運送法

（第３条第１項ハ、第９条の３）

自動車交通局通達

（平成13年10月26日国自旅第

100号：一般乗用旅客自動車運送

事業の運賃及び料金に関する制度に

ついて）

タクシーによる相乗り規制の解禁及び、タクシー運賃の弾力

的なプライシングの実施が可能となるよう制度を緩和する。
国土交通省

タクシーへの旅客の乗合については、道路運送法上の乗合許可を受けることに

よって、協議で合意した運賃により、柔軟に対応することが可能。

なお、相乗りタクシー（事前にマッチングした旅客が相乗りする制度）について

は、新型コロナウイルス感染症の感染状況を見極めているところであり、導入時

期を調整中であるため、今後これを活用いただくことも可能。（※令和３年11 

月１日施行）

貴省回答は「道路運送法上の乗合許可を受ける

ことによって、協議で合意した運賃により、柔軟に

対応することが可能」との指摘だったが、一般乗合

と一般乗用は事業の種別が違うことから、許可申

請について各々の手続きが発⽣することにより手

間が２倍かかる上、タクシー事業の運賃を一元的

に捉えることが出来ないことから、マネタイズを目指

す上では困難であると考える。また、一般乗用にお

いて国が導入している変動運賃は料金部分であ

り、変動幅が小さく、需要の変化に繋がりにくいこと

から、道路運送法第９条４項に規定する一般

乗合での協議運賃の設定について、一般乗用へ

の展開が可能となるよう、制度を緩和いただきた

い。

国土交通省

乗用許可を受けているタクシー事業者は、地域公共交通会議で協議が調え

ば、乗合許可を簡易に取得することが可能。

この場合、乗用・乗合の両方の用途で車両を柔軟に運用することが可能である

ほか、協議運賃を活用することで、柔軟に運賃を設定することが可能（変動す

ることも可能）。

なお、タクシーにおける変動運賃の導入については、公共交通機関の役割を果た

すことができるよう、利用者が受け入れられない高額な運賃となったり、事前に利

用者が支払う運賃がわからないまま変動しないよう、条件を設定する必要がある

ため、まずは、令和３年10月から実証実験を行うことで、運用上の課題を抽出

し、今後の制度化に向けた検討の材料とすべく検討を進めているところ。

厚⽣労働省

・通所介護事業所における送迎に係る業務については、利用者の処遇に直接

影響を及ぼさないのであれば、第三者へ委託等を行うことも可能です。

・ご提案においては、送迎時の発着場所を居宅以外とすることが求められている

が、具体的にはどのような場所を想定されているのかご教示下さい。（医療機関

への通院や公的機関での手続のための移動等を想定されているのであれば、訪

問介護の通院等乗降介助の活用等も検討され得るものです。）

本市提案は、報酬の範囲内での送迎の第三者

委託を前提とした提案である。本提案の効果とし

て、元気高齢者の増加や健康寿命の延伸を想

定しており、送迎の発着場所は、医療機関や公

的機関のほか、カラオケ等遊戯施設やデパート、

文化施設など、趣味や⽣きがいづくり等の目的の

場所を想定している。

厚⽣労働省

○　通所介護事業所と利用者の居宅間以外（趣味や⽣きがいづくり等の目的

の場所）の送迎を介護保険給付として行うことについては、地域の実情に応じて

行うことができる市町村特別給付（介護保険法第62条）を活用することによっ

て実現可能です。

○　なお、通所介護は、利用者を事業所に通わせ、日常⽣活上の世話や機能

訓練を行うサービスと定義されており、これらに要する標準的な費用を介護報酬

として設定しています。当該報酬は、基本報酬の中に事業所でのサービスの提

供と、通所介護事業所－利用者の居宅間の送迎に要する標準的な費用を包

括化して設定していることから、通所介護事業所－利用者の居宅間の送迎を

行わない場合には、送迎減算を適用することとしています。

国土交通省
現行制度でも､福祉輸送サービスを行うタクシー事業者の運賃及び料金につい

ては、通常の運賃とは別の料金設定が可能である。

香川県高松市 9
コンシェルジュ for モビ

リティ

高松市では、民間交通事業者の発行する交通

系ICカードを活用した他モード間を乗り継いだ際

の運賃割引施策を行っているが、各モードにおい

て、決済が一元化されていることから実現してい

る。

本ストックを更なる他モードに展開することにより、

高松市の交通機関における決済ツールの一元化

による、シームレスでキャッシュレスな移動サービスの

提供を行うとともに、将来的には、交通分野の決

済統合を目指し、「他分野」×「交通分野」が有

機的かつ持続的に連携しやすい仕組みを作り、

分野間連携による高水準な、様々なサービス提

供を行う。

利用者はあらゆる移動手段において、一元的に

シームレスでキャッシュレスな移動が可能となる。

また、交通事業者においては、基盤情報や決済

システムを一元管理することによるコスト抑制が図

られることで、安定的な経営につながり、持続可能

な公共交通ネットワークの構築を担うことができる。

独禁法の特例法により、協働経営の認可を前提

に、事業者間での直接協議による、運賃等サービ

ス水準の弾力的な設定が可能となっているもの

の、各モード毎の運賃は各交通事業者に適用さ

れる法律により、個別に設定するものとなっており、

一元的な設定は、まだまだ困難である。

独占禁止法及び独禁法特例法（地

域における一般乗合旅客自動車運

送事業及び銀行業に係る基盤的な

サービスの提供の維持を図るための私

的独占の禁止及び公正取引の確保

に関する法律の特例に関する法律）

鉄道事業法

（第16条）

道路運送法

（第９条、第９条の３）

海上運送法

（第８条）

各交通事業者が連合体として運賃等の一元管理を行うた

め、運賃設定に係る権限を緩和する。

また、運賃の許可申請等に係る窓口のワンストップ化する。

国土交通省

ご提案内容中「各交通事業者が連合体として運賃等の一元管理を行うため、

運賃設定に係る権限を緩和」の内容について、明確化を要する。なお、独占禁

止法特例法を活用することにより、乗合バス事業者を含む交通事業者同士で

共同して一定条件の範囲内で定額運賃を設定することが可能（同法第９条

第１項第１号）。

また、交通モードを跨る運賃の許可申請に当たっては、地域公共交通活性化

再⽣法に規定する事業を活用することで、国土交通大⾂の認定を受けた事業

実施計画に基づき一括・共同して申請を行うことができることとされており（同法

第27条の22等）、現行制度下で対応可能。

貴省回答は、「独占禁止法特例法を活用するこ

とにより、乗合バス事業者を含む交通事業者同

士で共同して一定条件の範囲内で定額運賃を

設定することが可能」との指摘だったが、同法は共

同経営の認定が前提となっており、本市の提案と

しては、連合体（コンソーシアム）として運賃等の

一括管理を行えるようにするものである。また、交

通モードを跨る運賃の許可申請に当たっては、地

域公共交通活性化再⽣法第27条の22における

共通乗車券ではなく、各交通モード毎に都度決

済を行う場合においても、一括・共同して申請を

行えるようにするものである。

国土交通省

「連合体（コンソーシアム）として運賃等の一括管理を行えるようにする」とのこと

だが、コンソーシアムを構成しない事業者に対する競争制限が働きうること、地域

住民の利便性が損なわれうることなどにより、独占禁止法のカルテル規制に抵触

すると考えられる。このため、提案の実現には独占禁止法特例法に基づく共同

経営計画を作成し、認可を受ける必要がある。

また、連合体（コンソーシアム）としての運賃等の一括申請については、地域公

共交通活性化再⽣法に基づく地域公共交通利便増進事業により、同事業の

実施計画に定められた内容（運賃等の変更等）について、道路運送法等の

許認可等を受けたものとみなす特例を活用することで、交通政策部への一括提

出が可能である。

指定居宅サービスに要する費用の額

の算定に関する基準（平成12年厚

⽣省告示第19号）別表６　　通所

介護費　注22）

道路運送法

（第９条、第９条の３）

ケアプランに基づく介護保険サービス利用時に限り、送迎時

の発着場所を居宅以外の場所も認める。

受託した介護保険サービスの送迎についてのみ、タクシー運

賃を通常の運賃とは別の料金設定を可能とする。

香川県高松市 8 寄り道もびりてぃ

通所介護等の送迎をタクシー協会等に委託し、

複数の通所介護利用者の相乗りを可能にすると

ともに、⽣活拠点以外の目的地までの送迎を介

護報酬の対象とする。

通所介護等を利用する高齢者については、外出

機会の創出による⽣きがいづくりや社会参加の推

進につながる。

通所介護事業所については、介護職員の送迎負

担減による効果的な介護の提供や経費削減のほ

か、事故リスクの解消が見込まれる。

輸送を担当するタクシー業者等はオフピーク時の

活用が図られる。

元気高齢者の増加や健康寿命の延伸が期待で

きる。

事業所と居宅との送迎でなければ報酬の対象に

ならない。

報酬の範囲内で委託料を設定しないと事業者は

委託ができないが、タクシー運賃は法律で定められ

ている。

タクシーの相乗りは原則禁止されている。



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

経済産業省

＜ｸﾞﾘｰﾝ電力証書制度＞

令和２年６月に電気事業法が改正され、分散型リソースの活用促進に向けた

環境整備のため、電気計量制度の合理化を図る特定計量制度が措置された

（令和4年4月1日施行）。本制度を利用して計量を行う場合、計量法に基

づく検定を受ける必要等はなくなるが、電気事業法に基づく基準に従って計量を

行うこと及び国への届出が必要となる。

グリーン電力証書制度は民間の自主的取組であるが、制度運営主体の一般財

団法人日本品質保証機構（JQA)に対し、本改正に関する情報提供を行うと

ともに、改正法施行後、特定計量制度に基づくパワーコンディショナの計量値を

利用可能とするかについての検討を促したところ。

経済産業省

環境省

<J-クレジット制度>

制度趣旨に照らし合わせると、設置から2年超の太陽光発電については正常に

発電及び電力量が計測されているかに関わらず、本制度の対象外である。

Ｊ－クレジット制度は、新たな設備導入や取組等による排出削減・吸収活動の

取り組みに対してインセンティブを付与することが目的であり、登録対象は未来な

いし直近に実施されたプロジェクトに限定しているためである。

＜J-クレジット制度＞

設置から２年以内にプロジェクト登録を行った太

陽光発電設備によるCO2排出削減量のクレジッ

ト化は、プロジェクト登録から最大１６年間のクレ

ジット化が可能であることから、設置から２年を経

過した太陽光発電設備であっても、正常な稼働

設備についてはプロジェクト登録を可能とし、残存

期間のクレジット化を認める規制改革を提案す

る。

経済産業省

環境省

・J-クレジット制度 (本制度) は、「追加性」のある二酸化炭素排出量削減の取

組に対して削減価値をクレジットとして認証する制度であり、太陽光発電などの

再⽣可能エネルギーによって発電された電力であることを証明するための証書を

発行する制度ではない。

・「追加性」とは、本制度がない場合に排出削減・吸収活動が実施されないこと

であり、すでに設置されている太陽光発電設備については、「追加性」が認められ

ないため、本制度ではクレジット化をすることができない。

・なお、２年前以前に設置された太陽光発電設備についても、追加的な設備

投資をすることでプロジェクト登録が可能となっている。

福岡県北九州市 2 スマートごみ収集

産業廃棄物引渡し時に義務付けられている

マニフェスト交付において、電⼦マニフェスト「現場

支援機能」を使用する際は、排出事業者と収集

運搬事業者の現場立会が基本となっている。

　「IoTごみ収集車」と「廃棄物情報管理システ

ム」を連携し、廃棄物及び収集運搬情報を自動

で取得することで、現場立会を省略し、電⼦マニ

フェスト登録を自動化する。

また、自動取得した情報は、データ連携基盤上で

見える化し、資源循環型まちづくりを促進する。

・産業廃棄物の運搬・処理に関する信頼性の更

なる向上。

・引渡し時の現場立会の省略及び排出事業者の

確認・登録の簡略化により、業務効率化。

・地区の廃棄物発⽣量やリサイクル率の見える化

により、資源循環型都市づくりを加速。

・産業廃棄物を処理委託する場合、排出事業

者は引渡し時にマニフェストを交付しなければなら

ない。

・電⼦マニフェスト登録の場合、排出事業者と運

搬業者が「現場立会」し、運搬事業者の電⼦端

末上で示された事前入力マニフェスト（仮登録）

情報を「排出事業者が確認し、登録」することが

基本。

・廃棄物処理法

　第12条の3

・JWNET_HP／現場

　登録支援機能操作

　マニュアル

運搬事業者の｢IoTごみ収集車｣と｢廃棄物情報管理システ

ム｣を連携させ、引取り時に、同システムから排出事業者の

端末へ「プッシュ通知⇒承諾」を行うことで、現場立会なく電

⼦マニフェスト登録を自動化する。

環境省

廃掃法において立会いを求めてはいない。また、電⼦マニフェストの機能上、現場

立会しないなどにより現場で操作できなかった場合には、後から排出事業者が自

分の事務所端末などで操作することが可能であるため、現場立会を必要とはして

おらず、提案者の記載に事実誤認がある。

廃掃法指定法人が公開している「現場登録支援

機能操作マニュアル　（２）現場登録支援機能

の全体の流れ」において、排出事業者が立会でき

ず「現場でマニフェスト登録できなかった場合」は、

収集運搬業者による登録依頼通知により、排出

事業者が事務所で事後登録できると記載されて

いるが、収集運搬業者は「現場で登録できなかっ

た場合」という記載を現場立会が義務であると理

解しており、当該支援機能を活用する場合、基

本的に排出事業者と収集運搬事業者の立会が

行われている。したがって、「現場立会を行わない

場合」と、同マニュアルの改定を提案する。

環境省

廃棄物処理法において立会について明記しておらず、マニュアルにおいても立会を

義務としているような記載はしていない。

現場立会は、廃棄物処理法施行規則第８条の31の５では、排出事業者は

処理を委託する廃棄物の種類、数量等が登録しようとする事項と相違がないこ

とを確認することとされているに過ぎず、現場立会は自治体の判断で対応してい

るものであり、マニュアルは、多くの自治体の指導実態を踏まえて記載しているも

のである。

このため、提案のような修正をした場合、混乱を招く可能性があるため改定は不

可と考えている。現場立会は、自治体の指導によるものなので、マニュアルの記載

を修正したとしても、自治体が立会不要と判断しなければ要望内容は実現しな

いため、貴自治体の指導を確認されたい。

福岡県北九州市 3
東田スマートミュージア

ム

東田エリアに集積するミュージアム群を、多種多様

な通信技術を活用しスマート化（AR・VR展示、

Wi-Fi強化、トイレの混雑状況等の見える化、各

種センサーによる混雑状況等センシング実証）。

施設の魅力及び利便性向上により、集客率向上

とエリア全体の活性化を図る。

高速PLCの使用は、一般送配電網における家屋

に付随する分電盤に接続された電力線のみに限

定されている。

電波法施行規則

第44条第2項第2号

一般送配電網以外（自営送配電網）における家屋に付

随する分電盤に接続された電力線においても利用可能とす

る。
総務省

電力線搬送通信設備については、電力線は、もともと高周波電流を流すことを

想定していないため、電波が漏れ易く、航空・海上通信に係る重要な無線設備

をはじめ、他の無線設備に混信・障害を与える可能性があるため、屋内利用及

び屋外利用ともに技術的条件を付して利用可能としており、当該技術的条件

は、情報通信審議会における審議等を経て、定めているものとなります。

御提案は、現行の技術的条件における利用とは異なるため、電力線搬送通信

設備からの漏えい電波が無線局に妨害を与えないための技術的条件を検討す

る必要があると考えます。

分電盤以後で型式指定の高速PLCを利用する

場合、分電盤より上流側の送配電線を「一般送

配電事業者以外の者」が所有している場合であっ

ても、周辺の放射電磁界に特段の影響はないと

考えられるが、技術的条件の検討が必要と考える

理由をご教示ください。

総務省

現行の型式指定の広帯域PLC設備の技術的条件については、分電盤より上

流側の送配電線を「一般送配電事業者」が所有している場合のユースケースを

前提とし、分電盤から下流側（負荷側）についても当該ユースケースにおける

状況（利用方法、電力線の特性・配線等）を元に、情報通信審議会の下の

専門委員会等での他の無線通信システム等との共用条件等の検討を経た上

で、情報通信審議会での審議・答申を受けて定めているものとなります。

一方で、分電盤より上流側の送配電線を「一般送配電事業者以外の者」が所

有している場合については、実際のユースケースを元にした検討はなされておら

ず、漏えい電波等の周囲への影響については不明であると考えます。また、検討

に当たっては、一般性や合理性等を考慮し、様々な観点からの専門的な検討

が求められます。

したがいまして、御提案内容の実現に当たっては、これまでの検討・審議と同様

に、分電盤より上流側の送配電線を「一般送配電事業者以外の者」が所有し

ている場合において、他の無線設備に混信・障害を与えない範囲についての技

術的条件の検討が改めて必要になると考えます。

福岡県北九州市 4

ダイバーシティ実現

スマートタウン①

【視覚障害者歩行支

援システム】

＜メガネ（スマートグラス）及び白杖による支援

＞

・スマートグラスから取得した周辺画像を、歩行空

間ネットワークデータ、位置情報等と併せてスマー

トフォンで分析。経路・障害物等を音声で通知

し、対話機能により歩行支援を実施。

・スマートグラス搭載カメラとセンサーから危険を検

知し、白杖の振動により通知することで歩行支援

を実施。

＜自律誘導型（盲導犬）ロボットによる支援＞

ロボットが周辺状況をセンシングしながら、障害物

等を回避。スマートグラスとの併用により、自律走

行で利用者を目的地まで誘導。

盲導犬ロボットの開発を推進し、視覚障害者の

移動を支援することで、全ての人が活躍できる社

会づくりを促進。

・自律誘導型ロボットの公道（歩道）実証実験

には、都道府県警察による道路使用許可が必要

となるが、ガイドライン等が整備されていないため、

ロボットのスペックや現地の状況等に応じた個別協

議を行っており、許可取得に時間を要する。

・視覚障害者が道路を通行する際は、政令で定

めるつえの携行又は政令で定める盲導犬を連れ

る必要がある。

・道路交通法

　第77条第1項第4号

・道路交通法

　第14条第1項

・自律誘導型ロボットの公道（歩道）実証実験の許可基

準を明確化し、許可取得の迅速化を可能とする。

・盲導犬を代替する自律誘導型ロボットの携行でも可能とす

る。

警察庁

　自律誘導型ロボットがどのようなものか定かではありませんが、現在、様々なモビ

リティが開発されていると承知しており、その大きさや速度、構造、形態等が多岐

に渡るため、一律に基準を設けることは困難です。一方、「自動配送ロボット

（近接監視・操作型及び遠隔監視・操作型）公道実証実験手順」を警察庁

ウェブサイトで公表しており、同手順に沿って道路使用許可を受ければ、各種の

自律走行するロボットについても公道走行が可能です。また、警察庁が窓口と

なって実証実験の方法等を事業者と調整し、都道府県警察本部・警察署に実

証実験の進め方や方針を示すことにより、迅速化を図っています。

　なお、自律走行する低速・小型のモビリティに関する制度整備については、関

係省庁と連携し、検討を行っているほか、令和３年６月に「特定自動配送ロ

ボット等の公道実証実験に係る道路使用許可基準」を警察庁ウェブサイトで公

表したところです。

　また、道路交通法第14条第１項において、目が見えない者は政令で定めるつ

えを携え、又は政令で定める盲導犬を連れていなければならないと規定されてお

り、ロボットによる代替は認められておらず、まずは、現在のロボットの技術水準を

確認する必要があるところ、自律走行するロボットを監視・操作する者が存在す

ることを前提として、道路使用許可を受ければ、当該技術水準を確認するため

に実証実験を行うことは可能です。

　以上の回答に関し、本提案に係る記載内容のみでは定かではない部分もある

ため、具体的な実証実験の内容を明らかにして個別に警察庁に御相談くださ

い。

福岡県北九州市 5

ダイバーシティ実現

スマートタウン②

【福祉インテリジェントモ

ビリティサービス】

施設内の３D地図を活用し、自己位置を管理し

ながら利用者を目的地まで自動運転に

より案内。

行き先は、利用者の体調及び嗜好に合わせて対

話で相談し、将来的な５G導入により遠隔操作

による移動支援を実現。

全ての人の自由な移動を可能にし、訪れやすく、

⽣活しやすい環境を実現。

搭乗型自動運転モビリティの公道（歩道）実証

実験には、都道府県警察による道路使用許可が

必要となるが、ガイドライン等が整備されていない

ため、モビリティのスペックや現地の状況等に応じた

個別協議を行っており、許可取得に時間を要す

る。

道路交通法第77条第1項第4号 搭乗型自動運転モビリティの公道（歩道）実証実験の許

可基準を明確化し、許可取得の迅速化を可能とする。
警察庁

　現在、様々なモビリティが開発されていると承知しており、その大きさや速度、構

造、形態等が多岐に渡るため、一律に基準を設けることは困難ですが、「自動配

送ロボット（近接監視・操作型及び遠隔監視・操作型）公道実証実験手順」

を警察庁ウェブサイトで公表しており、自律走行する搭乗型自動運転モビリティ

についても同手順に沿って道路使用許可を受ければ、公道走行することが可能

です。また、警察庁が窓口となって実証実験の方法等を事業者と調整し、都道

府県警察本部・警察署に実証実験の進め方や方針を示すことにより、迅速化

を図っています。

　なお、自律走行する低速・小型のモビリティに関する制度整備については、関

係省庁と連携し、検討を行っているほか、令和３年６月に「特定自動配送ロ

ボット等の公道実証実験に係る道路使用許可基準」を警察庁ウェブサイトで公

表したところです。

　以上の回答に関し、本提案に係る記載内容のみでは定かではない部分もある

ため、具体的な実証実験の内容を明らかにして個別に警察庁に御相談くださ

い。

福岡県北九州市 1

再エネ電力・CO2排

出削減量の取引プラッ

ト

フォーム②

【P2PによるCO2排出

削減量の

地産地消取引】

IoT機器により、太陽光発電の自家消費電力量

「 CO2排出削減量」をプログラム型を活用して効

率的に証書化し、取引プラットフォームでＰ２Ｐ

（相対）取引を実施。

市内企業へのESG投資の促進やRE100サプライ

チェーンへの対応が可能となる。

市内の各主体の進捗に応じた脱炭素の取組みを

活性化する。

＜Jクレジット制度＞

２年以内に稼働もしくは指定設備（出力制御

対応機能付きパワーコンディショナー、蓄電池、電

気自動車、貯湯槽付きヒーチポンプ）を追加した

太陽光発電のみを証書化の対象とする。

＜ｸﾞﾘｰﾝ電力証書制度＞

計量法に適合した電力計計測値のみを対象とす

る。

＜Jクレジット制度＞

実施規程2.2、方法論EN-R-002 

太陽光発電設備の導入

＜ｸﾞﾘｰﾝ電力証書制度＞

グリーン電力認証基準

解説書

＜Jクレジット制度＞

設置から２年超の太陽光発電も、正常に発電及び電力量

が計測されている

ものは、証書化の対象とする。

＜ｸﾞﾘｰﾝ電力証書制度＞

パワーコンディショナーの計測値利用も可能とする。
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済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等
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制度の所管・

関係全省庁
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制度の所管・

関係全省庁
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福岡県北九州市 6 東田ＭａａＳ

観光・商業・文化施設が点在するエリア内におい

て、新たなモビリティを導入しサービス機能の連携

を図ることで、移動の利便性の向上を図り、来場

者の周遊性を高める。

・既存の公共交通機関とも連携し、近隣地域を

含めた高齢者等のシームレスな移動を支援

・来訪者のエリア内外における移動を促進すること

で、地域経済の活性化に貢献

パーソナルモビリティの自律走行に係る公道（歩

道）実証実験には、都道府県警察による道路

使用許可が必要となるが、ガイドライン等が整備さ

れていないため、モビリティのスペックや現地の状況

等に応じた個別協議を行っており、許可取得に時

間を要する。

道路交通法第77条第1項第4号

道路交通法第77条第1項第4号の規定に係る手続きを迅

速化するため、パーソナルモビリティの自律走行に係る公道

（歩道）実証実験の許可基準を明確化し、社会実装の

促進を図る。

警察庁

　現在、様々なモビリティが開発されていると承知しており、その大きさや速度、構

造、形態等が多岐に渡るため、一律に基準を設けることは困難ですが、「自動配

送ロボット（近接監視・操作型及び遠隔監視・操作型）公道実証実験手順」

を警察庁ウェブサイトで公表しており、同手順に沿って道路使用許可を受けれ

ば、自律走行するパーソナルモビリティについても公道走行が可能です。また、警

察庁が窓口となって実証実験の方法等を事業者と調整し、都道府県警察本

部・警察署に実証実験の進め方や方針を示すことにより、迅速化を図っていま

す。

　なお、自律走行する低速・小型のモビリティに関する制度整備については、関

係省庁と連携し、検討を行っているほか、令和３年６月に「特定自動配送ロ

ボット等の公道実証実験に係る道路使用許可基準」を警察庁ウェブサイトで公

表したところです。

　以上の回答に関し、本提案に係る記載内容のみでは定かではない部分もある

ため、具体的な実験の実施要領を明らかにして個別に警察庁に御相談くださ

い。

福岡県北九州市 7

ドローン実証・実装

フィールド

【自律飛行型ドロー

ン】

ドローン運航管理

システムを活用する等により、自律飛行型ドローン

の統制性を高めることで、まちなかでの自律飛行

型ドローンの高度利用を図る。

・物流の利便性向上

・人手不足の解消や技術者の安全確保

・観光分野の新たな取組によるエリアのにぎわいづ

くり

人口集中地区においては、補助者なしでの第三

者上空の自律・目視外飛行ができない。

・航空法第132条

第1項第2号

・航空法第132条の2

　第1項第6号

航空法第132条第1項第2号及び第132条の2第1項第6

号の規制内容を緩和し、人口集中地区における補助者な

しでの第三者上空の自律・目視外飛行を促進し、まちなか

での自律飛行型ドローンの高度利用を図る。

国土交通省

【航空法について】

レベル４飛行については、第三者上空を飛行することとなるため、特に高度な機

体の安全性等を求めることが重要と認識しており、今般の法改正により機体の

安全性を認証する制度と操縦者の技能を証明する制度等を創設することでレベ

ル４飛行の実現が可能となり、公布の日から１年６ヶ月以内に詳細な基準等

を検討した上で施行されます。

福岡県北九州市 8

ロボット実証・実装

フィールド

【インフラ点検ロボット】

ロボットによる点検技術を確立し、メンテナンス

体制の強化・効率化を図ることで、公共インフラの

長寿命化を推進する。

高度経済成長期に整備された公共インフラの深

刻な老朽化、点検技術者の不足、経験に偏った

技術伝承等の課題解決を図る。

高速ＰＬＣ機器は、屋外において移動式発電

機等と接続した電力線には使用不可（許可取

得が必要）であるため、電力線・通信線の二重

配線による過重がロボットの小型化及び調査範

囲拡大の阻害要因となるとともに、使用範囲等が

限定された中で、製品の市場拡大についても阻

害している。

電波法第100条

第1項第1号

漏洩電磁波の発⽣リスクが低い電力線通信（平衡度の高

い１対１の通信等）については、電波法第100条第1項

第1号括弧書きの除外規定に含め、総務大⾂の許可を不

要とし、屋外の移動式発電機等と接続した電力線にも許可

なく使用可能とすることで、ロボットによる点検技術の確立や

メンテナンスの効率化等を図る。

総務省

電力線搬送通信設備について、電力線は、もともと高周波電流を流すことを想

定していないため、電波が漏れ易く、航空・海上通信に係る重要な無線設備を

はじめ、他の無線設備に混信・障害を与える可能性があるため、混信等の発⽣

の事前防止及び発⽣した場合の迅速な措置等、電波管理上の観点から、同

設備の設置にあたっては原則、総務大⾂の許可を必要としております。

電波法第100条の除外規定に含めるとのことですが、既に電力線搬送通信設

備の内、一定の技術基準を満たすものについては、型式指定の対象とすること

で、電波法第100条の規定による個別設置許可を不要としているところです。た

だし、この場合にも、御提案は、現行の技術的条件における利用とは異なるた

め、電力線搬送通信設備からの漏えい電波が無線局に妨害を与えないための

技術的条件を検討する必要があると考えます。

＜提案書中の「無人移動体画像伝送システム用電波帯（5.7GHz帯）を特

定実験試験局で使用可能とする」の記載について＞

・当該記載の詳細が不明であるが、実験試験局は、無線局のうち科学若しくは

技術の発達のための実験又は電波の利用の効率性に関する試験等に用いるた

めに開設される無線局であり、一般に実用化に至る前の段階で開設されるもの

であるところ、「無人移動体画像伝送システム」は5.7GHz帯を含め既に実用局

として制度化済みであり、同システムを5.7GHz帯で特定実験試験局として開

設する必要はないものと考えられる。

「電波法第100条の高速PLC許可」の除外規定

に、分電盤より負荷側の地中、水中に設置される

場合は屋内とみなすことが明確化された（告示

第210号R3.6.)。また、本市が特区規制改革提

案(R1.5)した「独立電源使用時の高速ＰＬＣ

実験許可の迅速化」の協議において、総務省と

「地下配管又は水中検査ロボットと独立電源間

で高速ＰＬＣを利用する場合は、周辺の放射電

磁界に特段の影響はない」と合意した。以上２点

を踏まえると、地下配管又は水中検査ロボットを

独立電源で使用する場合、周辺の放射電磁界

に特段の影響はなく、法第１００条の許可を不

要とできると考えられるが、技術的条件が必要と

考える理由をご教示ください。

総務省

電力線搬送通信設備については、電波が漏れやすいという特性から、同設備の

設置に当たっては、電波法第100条に基づき、総務大⾂の許可を必要とし、設

置に当たり使用する電力線等については無線設備規則第59条により基準が定

められています。同規則第59条のただし書きの規定に基づき、総務大⾂が別に

告示する実験用の電力線搬送通信設備については、同基準の適用が除外され

ますが、これについては、提出される実験計画書等を元に、個別の設置許可の

審査が行われます。これまでの協議の対象は実験用の電力線搬送通信設備で

あり、これについては、配管内（地表・地中にあるものに限る）又は水中の電力

線の利用を前提とし、更に使用場所と期間が限定された実験であることを考慮

し、実験に使用する設備の使用や使用方法等を明確にした上で、事前措置

（実験に関する周知、混信等発⽣時の連絡窓口等）、実験中の対応及び事

後措置（混信発⽣時の迅速な対処等）を適切に講じることにより、予備実験

を不要にするなど、実験用設備の迅速な設置許可を可能にするものです。

電力線搬送通信設備の内、情報通信審議会での検討・審議を経て、技術的

条件について答申がなされたものについては、型式指定の対象とすることで、電波

法第100条の規定による個別設置許可を不要としています。御提案は、現行の

型式指定の広帯域PLC設備の使用方法とは異なるものであり、新しい型式指

定として電波法第100条の許可を不要とする省令等の改正を行うためには、新

たに情報通信審議会における技術的な検討が必要になります。

なお、北九州市において行われた実証実験の結果については、情報通信審議

会における技術的な検討において、検討材料として活用されるものと考えます。



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

熊本県・人吉市共

同
1

照明技術を活用した

防災アラートと観光照

明設備等設置に係る

河川敷地占用許可基

準の明確化

（ライティング防災ア

ラート）

河川敷や橋梁の欄干、歩道などに、平常時には

観光用照明、災害時には一斉に色を変えることで

避難行動を促す防災用照明として活用できるＬ

ＥＤ照明機器を設置。

避難指示等の避難情報については、防災行政無

線や防災メールだけでなく、多重化した取組が必

要であり、夜間の大雨の際、スマートフォンを持って

いない住民や観光客などに広く注意を喚起し避

難行動を促す効果が期待される。また平常時に

は、防犯灯として活用可能であることから安心安

全なまちづくりへの効果も期待される。

平常時には観光資源として活用可能であり、安

心安全なまちとして対外的にＰＲも可能になるこ

とから移住定住への効果も期待される。

河川敷地占用許可準則に規定されている許可

対象施設の中に、平時は観光用、災害時は防

災アラートとして活用可能な照明設備及び分電

盤等の電気設備の明確な定めがない。

また、河川法第26条第1項及び工作物設置許

可基準にも、配管及び架空配線等の表記はある

が、照明設備及び電気設備に関する記載がな

い。

河川法

　第24条

（河川区域内の土地を占用の許

可）

　第26条

（工作物の新築等の許可）

河川敷地占用許可準則

　第７

工作物設置許可基準

事業が円滑に推進されるよう、平時は観光用、災害時は防

災アラートとして活用可能な照明設備及び分電盤等の設置

について明確化する。

国土交通省

　観光用照明については、河川敷地占用許可準則第７条第１項第４号イで

定められている、「遊歩道、階段、便所、休憩所、ベンチ、水飲み場、花壇等の

親水施設」に該当し、防災用アラートについては、河川敷地占用許可準則第

７条第１項第３号ロで定められている、「水防倉庫、防災倉庫、その他水防・

防災活動のために必要な施設」に該当します。

　また、工作物設置許可基準は主な工作物についての基準であり、同基準に示

されていない工作物については、同基準の基本的な考え方を準用し、治水上又

は利水上の支障、他の工作物への影響等について個別に審査し、許可するもの

です。実際にこれらの施設についてもこうした対応を行っております。

　一方、ご提案のライティング防災アラートが、河川敷地占用準則、工作物設置

許可基準に例示されていない施設のため、占用が可能であることが占用希望者

等に十分認識されていないことに鑑み、河川敷地占用許可準則、工作物設置

許可基準に該当することについて、通知を発出します。

熊本県・人吉市共

同
2

ドローン自動運航によ

る観光への利活用及

び災害時情報収集の

ための航空法の緩和

航空法で飛行禁止区域とされている「人家が集

中している地域」での飛行及び飛行方法の規制と

なっている「夜間、目視外、人・もの・建物から３

０ｍ未満の距離、催し場所の上空における飛

行」を行い観光照明設備等との相乗効果を図

る。また災害時には自動運航による被害状況を

把握することで、人的労力の削減を図りつつ、タイ

ムリーな情報把握が可能となる。

球磨川周辺を照明、イルミネーションで照らす観

光サービスを予定しており、そのなかをドローンを飛

行させること等により集客の目玉とすることで観光

収益の増加の効果を見込むことができる。

ドローンによる被害情報の早期収集を人手を介さ

ずに自動運行により行えることで、業務省力化とと

のに情報取集を実現できる。

また経済的（観光）、社会的（防災）な効果

を両立させることに本取り組み価値がある。

航空法により、「人家が集中している地域」が飛

行禁止区域とされている。

また、「夜間、目視外、人・もの・建物から３０ｍ

未満の距離、催し場所の上空における飛行」が飛

行方法の規制対象となっている。

航空法

　第132条第1項第2号、第132条の

２第1項第5号、6号、7号、8号

万が一の落下に備え、球磨川上空での飛行を行うことにする

こと、自動運行の安全性評価を実証実験を通じで十分に評

価することを前提に規制の緩和を提案する。

国土交通省

【航空法について】

現行においてもそれぞれの飛行方法については、事前に申請していただくことで飛

行が可能であります。

熊本県・人吉市共

同
3

複数の酒類製造免許

取得の要件緩和

球磨焼酎の製造過程で45度を超える焼酎（ス

ピリッツ）やどぶろく等も製造が可能となるため地

域産業の災害復興のために販売可能とする。

本地域の地域産品である球磨焼酎の蔵元におい

て、単式蒸留焼酎の製造過程で、製造可能とな

る複数の酒類について、最低製造数量基準を緩

和し、販売を可能とすることで、新商品の開発や、

蔵元における採算性の向上等を図る。

球磨焼酎の製造過程で、45度を超える焼酎

（スピリッツ）や、どぶろく等が製造可能。しかし、

製造販売するためには、それぞれの製造免許を取

得する必要がある。免許取得の条件には最低製

造数量基準があり、小規模な蔵元での取得では

条件が満たせず、販売が困難となっている。

酒税法第7条第２項（酒類の製造

免許）

製造過程で製造できる酒類については、単式蒸留焼酎

（乙類）の製造免許を取得している場合、他酒類の製造

免許取得時の最低製造数量基準を緩和する。

財務省

　酒類を製造しようとする者は、製造しようとする酒類の品目別に、製造場ごと

に、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許を受けなければならないこととさ

れている。したがって、既存の免許取得者であっても、品目の異なる酒類を製造

する場合には、新たに製造しようとする品目に係る製造免許を取得する必要が

あるが、この場合に他品目の製造免許に係る最低製造数量基準を適用しない

とすることは、困難である。

　他方、構造改革特別区域法においては、酒類を自己の営業場において飲用

に供する業を営む農業者が、当該構造改革特別区域内に所在する自己の酒

類の製造場において自ら⽣産した米等を原料として特定酒類（いわゆる「どぶろ

く」）を製造するため、その製造免許を申請した場合には、その製造免許に係る

最低製造数量基準を適用しないとする特例（特区法25）や、単式蒸留焼酎

の製造者が、その製造工程において副次的に⽣産する高濃度のアルコール飲料

（原料用アルコール）を製造する場合には、最低製造数量基準を緩和する特

例を設けているところ（特区法26）。こうした特例は、既存の免許取得者であっ

ても活用可能であることから、現行の特区制度の活用をご検討いただきたい。

　構造改革特区における現行特例は、「自ら⽣

産した米等を原料とする」（特区法25）「地域

の特産物を原料とする」（特区法26）等の前提

条件が本提案と異なり、また、本提案で要望する

スピリッツは対象外であると認識しているが、当該

特例は①単式蒸留焼酎の製造免許を取得して

おり②製造過程で製造できる他酒類（スピリッ

ツ、どぶろく）を製造する場合の最低製造数量も

緩和されていると理解してよろしいか。

財務省

酒類の製造者は、所得の有無にかかわりなく酒税を納める必要があるため、その

納税が確保されるためには、一般に採算の取れる程度の製造規模であることが

必要である。したがって、酒類の区分及び製造場ごとに客観的な水準として定め

られた最低製造数量基準を満たすことが製造免許の要件とされている。

構造改革特区制度においては、既にこの最低製造数量基準の特例を設けてい

るところであるが、この最低製造数量基準の特例を設けるにあたっては、採算が

取れない小規模製造者の増加に伴う滞納の発⽣や税務当局の実態把握の困

難性など、酒税制度の根幹に影響を及ぼしかねないことを踏まえて、構造改革

特区制度における酒税法の特例では、その対象酒類が限定されているなど、一

定の条件が付されている。

現在、構造改革特別区域法において特例を設けている特定農業者による特定

酒類（いわゆる「どぶろく」）の製造事業については、①農家民宿等において農

業者が自ら⽣産した米を原料とした「どぶろく」を提供することでグリーンツーリズム

が推進され、地域の活性化にも資すると考えられたことから、その対象者が農家

民宿等を営む農業者に限定されており、②農家民宿等を営む農業者が自ら⽣

産した米を、直接、原料として使用することにより原料コストの低減が図られ、採

算性に支障をきたすことも少ないのではないかと考えられたことから、自ら⽣産した

米（又はこれに準ずるものを含む。）を原料とすることを前提として特例的に最

低製造数量基準を適用しないこととされたものである。

また、ご提案における45度を超える焼酎は「原料用アルコール」となるところ、ご理

解いただいている通り、地域の活性化や酒税の保全を図るなどの観点から「地域

の特産物を原料とする」等の要件が別途設けられているところである。

したがって、こうした制度の趣旨を踏まえると、ご提案については特区としての対応

は困難である。

熊本県・人吉市共

同
4

地域通貨の二次流通

に関する条件緩和

地域通貨の域内二次流通（事業者が受け取っ

た地域通貨を地域通貨のまま仕入れ等の支払い

に再利用する等）

地域経済の活性化を目的とした地域通貨におい

て、二次流通の緩和を行うことにより、現行法では

域外に流出してしまっていた通貨を域内で循環す

ることが可能となる。

発行元が金融機関以外の場合は、資金決済に

関する法律第37条（資金移動事業者の登

録）で登録を得なければ地域通貨の二次流通

が不可能。

資金決済に関する法律第37条
地域内での流通を限定とし、地域通貨の二次流通を可能と

する。
金融庁

　ご提案頂いた事業内容が必ずしも明らかではありませんが、資金移動業者につ

いては、利用者保護を図る観点から、利用者から受け入れた資金（未達債

務）相当額以上の額を保全する義務が課されているところであり、送金・流通

先を特定の地域内に限定するとしても、こうした利用者保護の必要性が変わる

ものではないと考えます。

利用者保護の観点から、資金移動事業者の登

録要件等において、財産的基盤を求めてあるもの

と理解している。特に履行保証金については、最

低でも一千万円の履行保証金を供託しなければ

ならないと理解している。本提案では特にこの部分

について緩和をいただければと考えているが、最低

額の一千万円という金額の根拠をご教授いただけ

れば幸いです。

金融庁

最低要履行保証額（資金決済法第43条第２項但書、資金決済法施行令

第14条第１号）は、①小規模な資金移動業者が、事業開始後に十分な検

査・監督を受けることなく廃業し、供託義務が履行されない事態や、②廃業を前

提に登録を受け、供託義務を履行せずに利用者から集めた資金を持ち逃げす

る、といった事態の発⽣を防止し、利用者保護を図ることを目的として、最低限

満たすべき要履行保証額を定めているものです。

なお、資金決済法は、資金移動業者の登録要件として、資金移動業を適正か

つ確実に遂行するために必要と認められる財産的基礎を有することを求めていま

す（第40条第１項第３号）。

登録審査にあたっては、申請者が、申請する資金移動業の種別・内容・方法に

応じて必要となる財産的基礎を有するかを具体的に審査することとしています

が、当初から最低要履行保証額を保全する資金の準備ができていることが求め

られます（事務ガイドライン第三分冊：金融会社関係　14.資金移動業者関

係Ⅷ－２－１⑵④）。

こうした目的に鑑みると、現行の最低要履行保証額を減額することは適切でな

いと考えます。

熊本県・人吉市共

同
5

地域通貨に関する「投

資系」機能における高

水準規制の緩和

地域通貨でのクラウドファンディングや証券トークン

などで、地域内での金融資産の流動性を高め、

地域内循環を高める。

自らの地域で目に見える投資先に対して、デジタ

ル化することでより小口での投資ができ、シビックプ

ライド・相互扶助の醸成に繋がる。

金融商品取引法第2条第2項での「電⼦記録移

転権利」に該当する場合が多く、取り扱いに関し

第1種金融商品取引業に限定され、高水準の規

制を受ける。

金融商品取引法第2条第2項
地域内での互助的な金融商品、また地域通貨として外部へ

の展開に制限のある仕組みに関しては緩和する。
金融庁

　想定されているスキームの具体的内容（セキュリティトークン（ST）を発行す

る者や発行する権利の種類・内容等）が必ずしも明らかではありませんが、電⼦

記録移転権利の取得勧誘等を業として行う場合は、ご指摘のとおり、原則とし

て第一種金融商品取引業の登録が必要となります。

　そもそもSTは、既存の有価証券の権利としての性質を変更したり、特別の扱い

を定めたりするものではなく、社債等の金融商品取引法第２条第１項に規定さ

れる有価証券（第一項有価証券）に関しても、上記対応が求められていま

す。さらに、匿名組合出資持分等の金融商品取引法第２条第２項各号に規

定される有価証券の権利を裏付けとするSTは、ブロックチェーン技術等の活用に

より、事実上多くの投資家間で流通する可能性が⽣じることから、第一項有価

証券として位置付けています。

　電⼦記録移転権利の売買等の仲介に当たっては当該業務を適確に遂行する

人的構成や必要な体制整備が必要であることから、投資者保護に鑑み、想定

されているスキームに限ってこれらの義務を免除することは適当でないと考えており

ます。

　なお、地方公共団体が行う有価証券の取得勧誘等の行為は「金融商品取

引業」から除外されており、貴市が自ら電⼦記録移転権利の取得勧誘等を行う

場合は、第一種金融商品取引業の登録を得る必要はありません。また、電⼦

記録移転権利を発行した者が自らその取得勧誘（自己募集）を行う場合は、

第二種金融商品取引業に該当し、第一種金融商品取引業の登録を得る必

要はありません。

熊本県・人吉市共

同
6

蓄電池を活用したエネ

マネ事業における規制

緩和

蓄電池を活用し、需給調整市場への供給事業

や卸市場への供給事業を行い、コスト回収を図る

再⽣可能エネルギーが大量導入されるにあたって

の系統安定化、脱炭素

電気事業法において、大型蓄電池単独での系統

連系の取扱いが不明確であり、蓄電池から系統

への逆潮流ができない可能性がある。

電気事業法施行規則

第62条、別表第2

電気事業法上の大型蓄電池について、発電所と同様の位

置づけとする。
経済産業省

系統に直接連系する大型蓄電池の位置づけについては、第31回　総合資源エ

ネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会（令和

3年3月10日）において「発電事業」と位置づける方向で検討されている。

これを踏まえ、第6回 産業構造審議会 保安・消費⽣活用製品安全分科会 

電力安全小委員会 電気保安制度ワーキンググループ（2021年6月15日）

で示した方向性に基づき、当該大規模な蓄電システムの保安規制の在り方につ

いては、令和３年度内に調査を実施し、令和４年度中に見直しを図る。



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

熊本県・人吉市共

同
7

蓄電池を活用したエネ

マネ事業における規制

緩和

蓄電池を活用し、需給調整市場への供給事業

や卸市場への供給事業を行い、コスト回収を図る

再⽣可能エネルギーが大量導入されるにあたって

の系統安定化、脱炭素

農地法に基づく農地転用許可手続において、ミニ

水力、太陽光発電設備の設置が許可されない可

能性がある。

農地法

第4条（農地の転用の制限）

エネルギーマネジメントシステム構築関連事業に伴う農地転

用許可基準への明記。

また、包括して協議を行うことで許可に係る期間の迅速化を

図る。

農林水産省

ご提案のエネルギーマネジメントシステム構築関連事業について、通常の農地転

用許可においては再⽣可能エネルギー設備の設置が認められない第１種農地

であっても、農山漁村再エネ法を活用すれば、①太陽光発電設備については、

今後耕作が見込まれない荒廃農地であればその設置を認められることとなり

（現行のア.⽣産条件が不利、イ.相当期間不耕作、ウ.耕作者を確保すること

ができず、今後耕作の見込みなしの３要件を、令和３年７月に、ウのみに緩和

することを予定）、②小水力発電設備については、他の土地をもって代えること

が困難であると認められるものであればその設置が認められることについて、農山

漁村再エネ法の基本方針に明記されているところです。

また、同法を活用すれば、手続のワンストップ化により手続の迅速化を図ることが

可能であるとともに、農用地区域からの除外が伴う場合については、関係機関の

連携による複数手続（農用地区域からの除外及び農地転用許可手続）の同

時並行処理の徹底等について周知徹底を図るべく通知を発出し、当該手続の

迅速化に取り組んでいるところです。

※　農用地区域からの除外及び農地転用の可否については、具体的な事業計

画等に即して判断することとなります。

熊本県・人吉市共

同
8

蓄電池を活用したエネ

マネ事業における規制

緩和

蓄電池を活用し、需給調整市場への供給事業

や卸市場への供給事業を行い、コスト回収を図る

再⽣可能エネルギーが大量導入されるにあたって

の系統安定化、脱炭素

ミニ水力で必要となる、河川法に基づく水利権許

可等の手続において、協議が長期化する可能性

がある。（結果として許可が下りない可能性）

河川法

第23条（流水の占用） 

第24条（土地の占用の許可）

第38条（水利使用の申請があった

場合の通知） 

第39条（関係河川使用者の意見の

申出）

エネルギーマネジメントシステム構築関連事業に伴う水利権

許可手続等において、包括して協議を行うことで許可に係る

期間の迅速化を図り、許可基準を緩和。

国土交通省

発電事業者の参入促進を図るため、平成２５年に河川法を改正し、河川の

流量等に新たな影響を与えない農業用水等を利用した「従属発電」について、

水利権を許可制から登録制に変更し、手続きの簡素化を図ったところです。

（標準処理期間5ヶ月→1ヶ月）

また、河川法施行令の改正により、小水力発電（最大出力が1,000kw未満

のもの）のための水利使用を特定水利使用から除外するなどの水利使用区分

の見直しを行っており、国直轄区間を除いては許可申請のあった区間について現

に管理の多くの事務を行いその状況をよく知る都道県知事等が審査を行うことと

なること、また、許可の際の関係行政機関との協議が不要となるなど許可手続が

簡素化されることにより、許可までの期間が従来よりも短縮され、申請する者の

負担の軽減が図られております。

よって、本提案であります小水力発電にかかる水利権の規制緩和（許可基準

の緩和）については、現制度下で対応済みと考えております。

熊本県・人吉市共

同
9

自家用バス（送迎用

バス）と事業用バス

（観光バスなど）の共

同利用のための道路

運送法等の特別措置

自家用バス（送迎用バス）と事業用バス（観光

バスなど）の共同利用サービス

土日は非稼働の自治体送迎用ＥＶバスを地域

観光周遊バスとして活用することで、収入の補填

が図られ、事業継続性が向上

送迎を主たる目的で導入したバスを一部観光用

途で利用する場合、緑ナンバーの取得と旅客運

送事業者への委託が必要となりコスト高となる可

能性

道路運送法

第4条（一般旅客自動車運送事業

の許可）

自治体が送迎を主たる目的で導入したＥＶバスを地域観

光など用途・時間限定で活用する場合の特例措置。
国土交通省

市町村であっても観光バス事業を行うためには貸切バスの事業許可が必要であ

る。道路運送法では、輸送の安全性確保等の観点から事業の事前許可制を

設けており、同法の許可等を持たない者による有償での旅客運送は、これらの観

点から重大な懸念がある。なお、事業許可を受けた上で、事業に使用しない土

日などにおいて送迎用に使用するなど一時的な自家使用は認められる。

自治体にて観光バス事業を行うのではなく、行政

が送迎目的で所有している電気バス（白ナン

バー）を休日等の非稼働時に事業者に貸与し、

地域観光シャトルバスなど運航エリアや時間帯な

どを限定する前提で、料金徴収を可能とする活用

を想定している。

国土交通省

提案内容については明確化を要するが、現行制度においても、自治体が運営主

体となって道路運送法78条2号、79条に基づく自家用有償旅客運送の登録

を受けることにより、その保有する自家用車を活用した有償旅客運送を行うこと

は可能である。この際、その運行管理や車両整備管理について、一般旅客自動

車運送事業者の協力を得る事業者協力型自家用有償旅客運送で実施する

ことも可能である。 

自治体が保有する自家用車を休日等の非稼働時に事業者に貸与することにつ

いては、特定の車両について、利用者から貸渡の対価を得て、多頻度で使用さ

せる事業であると考えられるところ、不適切な車両管理等により、利用者の安全

確保に支障をきたす可能性があるため、レンタカー事業の許可（道路運送法第

80条第1項）を得て実施する必要がある。



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

宮崎県延岡市 1)

⼦ども一人ひとりの学

習到達度を総合的に

記録・評価・見える化

し、学年や小・中毎に

定められた内容を超え

た学習を認容

小学校への学校設定

教科の導入

　「学びEポートフォリオ」上に連携された学習デー

タにおいて、基礎学力の習熟度を客観的に評価

し、見える化する。

この習熟度は、家庭や地域で得た学力を含めて

評価し、⼦どもの習熟度に合わせた学びの提供機

会を創出する。

　市として、小中学校に新たな教科設定を可能に

する。

　個別最適な学習機会を得られることにより、⼦ど

もの主体的な学びが実現する。先行して学びを進

められる⼦どもは更なる学力向上が、また遅れがち

な⼦どもは学び直しのチャンスを得られる効果が期

待できる。

　これらにより、教育面での不安等を理由とした市

民の転出や単身赴任等を解消し、人口減少を

抑制する効果が期待される。

　学習指導要領では、小中学校の各学年で学

習すべき内容・授業時間を、全ての⼦どもに一律

的に規定している。

　高校では「学校設定教科」・「学校設定科

目」、中学では「その他特に必要な教科」がある

が、小学校には同様の仕組みが無い。

教育基本法施行規則

51条　小学校の授業時間数

73条　中学校の授業時間

中学校学習指導要領

総則編　第10節　平成29年度告示

その他特に必要な教科

　一年間で実施すべき学習内容を、教科別の授業時間数

で一律的に規定するのではなく、少なくとも習得すべき学習

内容として規定し、授業時間の増減を認める。

学習が進む⼦どもには上の学年の学習機会を与え、それを

ポートフォリオ上のデータとして記載し、データを本人・保護者

に帰属させる。

記録内容は次の学年・学校にも連携する。

文部科学省

ご提案の内容の詳細が明らかでなく、現時点で明確な回答は難しいため、まず

は本提案の実現に向けて、現行制度において実施不可能又は困難となっている

事柄及びその理由について、お伺いさせていただきたいと思います。

なお、現行制度でもすでに、

・学習指導要領において示している内容に関する事項は全て取り扱わなければ

ならないとした上で、学校において特に必要がある場合は、児童⽣徒の学習状

況に応じ、学習指導要領に示していない内容を加えて指導すること

・教育課程特例校制度を活用し、要件を満たした上で、例えば、ある教科等の

授業時数を削減して新教科等を創設するなど、特別の教育課程を編成するこ

と

が可能となっているところです。

　授業時数特例校制度では、各教科の標準授

業時数の１割を超えない範囲の授業時数を減じ

ることができることになっているが、本市ではその上

限を大きく超える時数で教育課程の独自編成を

行いたいため規制改革を求めるものである。また、

本市では、「学びEポートフォリオ」における基礎学

力の習熟度の客観的評価に基づき効率的な学

習を実現し、効率化が⽣んだ授業時間枠で小中

学校版学校設定教科・科目に相当する「新しい

学び」を実現したいが、現行の教育課程特例校

制度や授業時数特例校制度では毎年度申請が

必要であり、恒常的な独自編成を行うことが困難

であるため規制改革を求めるものである。

文部科学省

特定の教科の授業時数を削減し、その授業時数を新教科等の授業時数に充

てる特別の教育課程を編成したい場合は、教育課程特例校制度の活用が考

えられます。同制度については、毎年度申請が必要なものではなく、一度申請を

して教育課程特例校に指定されれば、廃止申請を行うまで指定は継続されま

す。

宮崎県延岡市 2)

他校や外部と接続した

同時双方向遠隔授業

の認容

（遠隔教育実施時に

配信側・受診側で必

要となる教員の規定

緩和）

　高校では既に認められている同時双方向の遠

隔授業を、小中学校でも実現させる。

　また、離島や中山間地域を中心に⽣じている教

員の不足に対応する為、他校や外部と接続した

同時双方向の遠隔授業を実施する。

　さらに、病気や不登校によって学校に通えない⼦

供に対しても、学びの場を確保する。

　免許外科目の担当や複数学校を掛け持ちする

非常勤教員、複式学級等が解消でき、⼦どもの

学びを大きく改善することが可能になる。

　また、今後の人口減少・少⼦化にあたり、同時

双方向の遠隔授業を取り入れることで、学校の統

廃合等を含めて持続可能な教育環境・教育サー

ビスの維持方法を検討する選択肢が広がる。

　H27に高等学校の遠隔授業（集合型・同時

双方向型）は解禁されたが、小中学校での遠隔

教育は基本的に認められていない。

免許外担任の授業を遠隔授業で免許保有教員

が支援する場合には認められているが、受信側に

も免許保有教員の同席が必要。

　制度的に遠隔授業が認められている高校でも、

36単位が上限となる。

「遠隔教育の推進に向けた施策方

針」の策定について（30文科⽣第

417号　平成30.9.20通知）

新型コロナウイルス感染症対策のため

の臨時休業等に伴い学校に登校でき

ない児童⽣徒の学習指導について

（2文科初第87号　令和２年4月

10日通知）

　新型コロナによる休校時には、課程の修了・卒業の認定に

弾力的な対処が求められ、家庭学習の成果等により習熟

度を判断し、履修を認める措置が取られた。

遠隔授業による学習についても、習熟度を判断し、履修を

認めることとする。受信側に教員免許を持った教員がいる・い

ないを問わず、⼦ども自身の習熟を判断することとする。

文部科学省

平成27年度に高等学校で認められた同時双方向型の遠隔授業（教科・科

目充実型）については、既に中学校においても、受信側に当該免許ではない教

員を配置したうえで、同時双方向型の遠隔授業を行うことができる特例制度を

設けているところです。

また、病気療養や不登校によりやむを得ず学校に来ることができない⼦供たちに

対する遠隔・オンライン教育についても、GIGAスクール構想の実現を受け、より

一層円滑に行うことができるよう、取組を進めているところです。

さらに、高等学校段階においては、令和3年2月26日付「高等学校等における

遠隔授業の実施に係る留意事項について（通知）」により、主として対面により

授業を実施するものは、36単位までとされる遠隔授業による修得単位数の算

定に含める必要はないこととしています。

今般ご提案いただいた内容の詳細が明らかではないため、現時点での回答は差

し控えたいと思いますが、学校の授業における遠隔・オンライン教育については、

現行制度においても、学校の創意工夫の中で柔軟な活用が可能であるところ、

まずは本提案の実現に向けて、現行制度において実施不可能又は困難となって

いる事柄及びその理由について、お伺いさせていただきたいと思います。

　遠隔教育特例校制度の内容は理解しており、

本年度本市においても申請を行い認めていただい

たところである。これは、毎年度申請が必要な特

例制度であり、本市では申請によらず恒常的に同

時双方向遠隔授業により、当該校以外の指導

者が授業を行うとともに、長期的な視点に立ったカ

リキュラム設計のもと、評価、履修認定を行うこと

ができる取り組みを行っていきたいと考えており、規

制改革を求めるものである。

文部科学省
遠隔教育特例校制度については、毎年度申請が必要なものではなく、一度申

請をして特例校に指定されれば、廃止申請を行うまで指定は継続されます。

宮崎県延岡市 3)

教員免許取得者以外

の大人・市民を教育の

場に参加させる

　単独の学校教員だけでは提供困難な幅広い学

び・活動の機会を提供する為、オンラインを活用し

た同時双方向授業を取り入れ、複数の学校間、

学校と社会を繋げた学びの機会を創出する。

　市民のリ⽣涯学習の機会も飛躍的に増える効

果がある。STEM教育を進め⼦ども達が社会と繋

がることは、「Society5.0時代に必要となる21世

紀型のスキルの獲得、コンピテンシーの育成」とな

り、教員の部活動指導の負担を解消し、働き方

改革にも寄与する。

　例外的に免許状を持たない人が教壇に立てる

のは、教科の一部の領域について優れた知識・技

能を持つ場合に限られている。

　また、特別免許は県教育委員会が発行すること

となっている。

教育職員免許法　2条、3条（相当

免許状主義）

教育職員免許法　3条の2（特別非

常勤講師制度）

教員免許状を持たない人が教科の一

部を授業することが可能

　免許を有する教員によるオンライン授業を活する等により、

例えば保健室で授業を受けたり、入院病室で自主学習を続

けるこどもについても、一定の研修を受けた大人が学びをサ

ポートすることで、習熟度を満たしていれば履修を認めることと

する。

文部科学省

平成30年９月20日付け「小・中学校等における病気療養児に対する同時双

方型授業配信を行った場合の指導要録上の出欠の取扱い等について（通

知）」により、小・中学校等において、当該学校に在籍する病院や自宅等で療

養中の病気療養児に対し、受信側に教科等に応じた相当の免許状を有する教

師を配置せずに同時双方向型授業配信を行った場合、校長は、指導要録上

出席扱いとすること及びその成果を当該教科等の評価に反映することができると

示しています。

また、教員免許取得者以外の大人・市民が配信側として授業を担当する場

合、現行制度においても優れた知識技能等を有する方に対する教育委員会の

審査をもって授与が可能な特別免許状を取得し授業を担当することやゲスト

ティーチャーやティームティーチング等で受信側の主担当教員と一緒に授業を担

当することが考えられます。

現行制度の活用の方法によっては特段の規制改革は不要であるため、具体の

活用方法も含めて御検討ください。

　本市が推進する「新しい学び×既存教科」で構

成される同時双方向遠隔授業、例えば「防災×

理科×社会」「水素社会×理科」「論理コミュニ

ケーション×国語」では、新しい学びに関する専門

知識を有する者が、配信側において特別教員免

許と受信側の中学校等教員としての身分に依拠

し、新しい学びに加えて既存教科の評価・履修認

定を行う。教育課程特例校・遠隔教育・授業時

数特例校制度は理解しているが、毎年度申請が

必要な現行制度では恒常的なカリキュラム編成を

行うことが困難である。当該教科の指導要録上の

出欠取扱については、教育課程の時数ではなく、

習熟度による履修認定制度を恒常的に導入した

いことから規制改革を求めるものである。

文部科学省

教育課程特例校制度、遠隔教育特例校制度、授業時数特例校制度につい

ては、毎年度申請が必要なものではなく、一度申請をして特例校に指定されれ

ば、廃止申請を行うまで指定は継続されます。

なお、「当該教科の指導要録上の出欠取扱については、教育課程の時数では

なく、習熟度による履修認定制度を恒常的に導入したいことから規制改革を求

めるものである。」については、お尋ねの趣旨が明らかでないことから、回答は控え

させていただきます。

宮崎県延岡市 4)

特別教員免許を、県

から市の教育委員会

が免許発行する

　上記の目的で教員免許を持たない市民が学習

を指導する場合には、特別教員免許が必要にな

る。

　この際、高い技術や知見を有する市民には、延

岡市教育委員会が特別教員免許を発行して、

授業における教員、複数学校をまとめて指導する

教員等として活用する。

3)と同じく、STEM教育を進め⼦ども達が社会と

繋がることになり、「Society5.0時代に必要となる

21世紀型のスキルの獲得、コンピテンシーの育成」

となり、教員の部活動指導の負担を解消し、働き

方改革にも寄与する。

　教員免許の発行は、都道府県の教育委員会

にあり、市の中で独自・柔軟に発行することは出

来ない。

教員免許法　5条、6条

（別表）

（教員免許を発行する主体）

　高い技術や知見を有する市民には、延岡こども未来創造

機構が人材を確保した上で、延岡市教育委員会が特別教

員免許を発行できるようにして、実際に学校での授業を行え

るようにする。

文部科学省

特別免許状の市町村教育委員会における発行はすでに構造改革特区におい

てメニュー化されている内容であるため、構造改革特別区域計画認定申請マ

ニュアルの文部科学省「830市町村教育委員会による特別免許状授事業」を

ご活用ください。

　構造改革特区のメニューに位置付けられている

ことは理解しているが、特別教員免許の発行数は

伸び悩んでいる(令和30年度文科省発表では、

小学校13件、中学校58件)。小・中学校合わせ

て43校ある本市としては、特区のような暫定的な

措置ではなく、恒常的な取り組みとして、市教委

による免許発行を行うことが本市が予定する人数

規模の教員の人材確保に重要と考えており、規

制改革を求めるものである。　

　また、同時双方向遠隔授業の実施や教育課

程の時数での習熟度履修制度の取り組みなども

複合的に行って行きたいので特区のメニューにある

事業によらずに市教委免許発行を実現させるため

規制改革を求めるものである。

文部科学省

構造改革特別区の「830市町村教育委員会による特別免許状授事業」につ

いては、都道府県教育委員会と同様に認定を受けた市町村の教育委員会によ

り実施される教育職員検定によって特別免許状（ただし、授与した市町村にお

いてのみ有効）の授与が可能となるものです。なお、特区の認定を受けた場合

は、特区計画が大幅に変更する等なければ毎年度申請が必要なものではない

ため恒常的にご活用いただける制度です。

上記の各制度についても毎年度の申請は不要であるため特区のメニューにおいて

ご対応いただければと思います。

既存制度でも対応可能と考えられるところ、具体的な活用方法も含め御検討く

ださい。

宮崎県延岡市 5)

避難行動要支援者の

情報について、災害の

発⽣に備え、歩行が

困難な要支援者の情

報は、本人の同意が

得られない場合であっ

ても避難支援等関係

者に提供することを可

能とする。

避難行動要支援者に係る個別避難計画の策定

が努力義務化される見通しの中、本人の同意が

得られない場合であっても、歩行が困難な高齢者

や障がい者等の要支援者の情報を平常時から、

消防機関や県警察、民⽣委員等の避難支援等

関係者で共有することを可能とすることで、平時か

らの災害の備えや個別避難計画の策定につなげ

る。

歩行が困難な高齢者や障がい者等の要支援者

の情報を取り込みシミュレーションを行うことで、具

体的かつ詳細な個別避難計画を策定することが

でき、これを平常時から避難支援等関係者で共

有することで、誰一人取り残さない防災対策を講

じることができる。

災害対策基本法においては、自治体に避難行動

要支援者名簿の作成が義務付けられているが、こ

の情報を平常時に避難支援等関係者で共有す

る場合、本人の同意が必要と規定されている。

災害対策基本法（昭和36年11月

15日法律第223号）

第四十九条の十一

本条第二項の「名簿情報を提供することについて本人の同

意が得られない場合は、このかぎりでない。」の部分について、

歩行が困難な避難行動要支援者等については、本人の同

意を得ることなく情報を共有することができるように改正する。

内閣府

災害対策基本法第49条の11第２項ただし書きにおいて、条例に特別の定め

を置くことにより、本人の同意を得ることなく名簿情報を提供できる旨、既に規定

しているところ。

　シミュレーターで利用する場合には、「こういう特

区の、こういう場合には利用できる」という規定を

住民基本台帳法や災害対策基本法の中に新た

に設ける必要があると考えているため、明確な見

解を示して頂きたい。

内閣府

先の回答のとおり、災害対策基本法第49条の11第２項ただし書きにおいて、

条例に特別の定めを置くことにより、本人の同意を得ることなく名簿情報を提供

できる旨、既に規定しており、災害対策基本法の改正を行う必要はないものと

考えている。

内閣府

〇市が保有する個人情報の取扱いについては、市が定める個人情報保護条例

に基づき判断されるべきものである。

〇なお、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律では、国の行政機

関が保有する個人情報について利用目的外の利用・提供を原則として禁止し

つつ（法第８条第１項）、各行政機関の長の判断において、本人の利益や

社会公共の利益になるなど一定の場合には利用目的以外に利用・提供するこ

とが可能である（同条第２項）とされているところ。

　シミュレーターで利用する場合には、「こういう特

区の、こういう場合には利用できる」という規定を

住民基本台帳法や災害対策基本法の中に新た

に設ける必要があると考えているため、明確な見

解を示して頂きたい。

内閣府

先の回答のとおり、市が保有する個人情報の取扱いについては、市が定める個

人情報保護条例に基づき判断されるべきものであり、災害対策基本法の改正を

行う必要はないものと考えている。

総務省

お尋ねの「追加的な解釈」の趣旨が不明であるが、行政機関の保有する個人情

報の保護に関する法律（以下「法」という。）では、国の行政機関が保有する

個人情報について目的外の利用・提供を原則として禁止しつつ（法第８条第

１項）、各行政機関において、同条第２項各号に掲げる事由に該当する場合

と判断される場合には目的外の利用・提供を可能としているところ。各行政機関

の目的外利用・提供の状況については、運用上、対外的に公表して説明責任

を果たすとともに、法の規定に違反する目的外利用・提供については法第３６

条第1項第2号に基づいて利用停止請求を行うことが可能となっており、このよう

な仕組みを通じ、適正な運用を確保しているところ。（その上で、自治体が保有

する個人情報の取扱いについては、同法は適用されないところであり、お尋ねの

運用については各自治体の条例に照らして判断されたい。）

　シミュレーターで利用する場合には、「こういう特

区の、こういう場合には利用できる」という規定を

住民基本台帳法や災害対策基本法の中に新た

に設ける必要があると考えているため、明確な見

解を示して頂きたい。

総務省

ご提案の「シミュレーター」による利用の詳細が明らかでないため、具体的な回答

は困難であるが、市町村が備える住民基本台帳は、市町村が行う各種の行政

事務処理の基礎として、元来、市町村内の執行機関において利用することが予

定されているものです。

ただし、個人情報保護の観点から、住民基本台帳の一部の写しの閲覧につい

て、法令で定める事務の遂行等のために必要である場合に限定することとしてい

る住民基本台帳法第11条等の規定や、住民票の記載事項について市町村長

に安全確保措置を義務付けている同法第36条の２の規定の趣旨や貴市の個

人情報保護条例の規定を踏まえ、適切にご判断いただく必要があるものと考え

ております。

個人情報保護法（基本法）

行政機関の保有する個人情報の保

護に関する法律

延岡市個人情報保護条例

（第4条　利用目的の明示）（第8

条　利用及び提供の制限）

　直接的には条例の規定であるが、条例は国の機関に適用

される保護法や基本法に準拠しているため、特区による目的

外利用の緩和措置を明記する。

　利用できる場合の条件の一つとして法8条に追加的な解

釈を設ける。

宮崎県延岡市 6)

市が保有する個人情

報・過去の被災状況

情報の目的外の活用

（避難支援等のため

の活用）を可能にす

る。（例えば、固定資

産台帳をシミュレーター

のインプット情報として

利用する等）

　被災状況をシミュレーションして防災対策を検討

するにあたり、自治体が保有している情報には、建

物の用途・構造・規模等、市民の住所・家族構

成、避難時要支援者名簿等がある。

　被災状況のシミュレーション、防災対策の立案に

おいて、これら行政が有する情報を利用して、実

態に即したシミュレーションを行う。

　被災状況のシミュレーションにおいて、詳細な被

害状況の違いを試算することが可能になる。

　設定したシナリオの変化がシミュレーション結果に

反映されることで、どのような対策を講じる必要が

あるのか、何をすれば被害を抑制できるのかをリア

ルに考えることが可能になる。

　市が保有する市民の情報は個人情報に該当し

ており、目的外での利用が禁止されている。

 被災状況のシミュレーションでの利用は、個別の

情報を取得した目的とは異なっており、目的外利

用となるため、行えない。

　また、被害想定のシミュレーション結果は、シナリ

オ作成に協力する市民にも開示が必要があり、行

政内だけで利用するものでもない。



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

宮崎県延岡市 7)

民間事業者による健

康データの分析・結果

利用について、現状は

医療行為として規制さ

れている高リスク者の

検出・通知を可能にす

る。

　罹患リスク・重症化リスクの高い人を割り出すに

あたっては、データ分析に基づいて予測を行うことが

不可欠となるが、膨大な健康データの中から高リス

クの人を割り出すには、高度で専門的な知識が必

要となる。

　サービスの運用にあたっては、統計分析的な専

門知識を有する民間事業者の協力を仰いで、実

施する。

　市では、様々な健診を行っており、例えば健康

増進法に基づく、がん健診等がある。しかし、市民

の受診率は低く、一定割合の市民が罹患・重症

化することで医療費の負担が増加している。

　本事業を実現化することで、重症化するリスクの

高い無関心層への働きかけに集中し、市民の健

康増進と市の医療費抑制の効果が期待できる。

　民間事業者が、健康データ等の分析から重症

化リスクの高い人を選定する行為は、医療行為に

該当するため、現行制度下では認められていな

い。

プログラムの医療機器該当性に関する

ガイドラインについて（薬⽣機審発 

0331 第1号、 薬⽣監麻発 0331 

第 15 号 令和3年3月31 日）

医薬品医療機器等法

医師法

（17条）

　データの分析手法、高リスク者の抽出手法を、専門の医療

機関・研究機関等と共同して開発した後は、個別の分析・

判別行為を行って受診を促すサービスを実施可能とする。

　医療行為ではないものとしての解釈を明示する。

厚⽣労働省

　「健康データ等の分析から重症化リスクの高い人を選定する行為」は医行為に

該当せず無資格者が行うことも可能です。

　なお、上記分析結果に基づいて、患者に対して、医学的判断を伴う罹患の可

能性の提示や診断を行う行為は、人体に危害を及ぼすおそれのある行為であ

り、これを反復継続する意思を持って行った場合は、医師法に規定する医業に

該当するため、無資格者が行うことはできません。

　厚⽣労働省は、アプリ等による罹患リスクの通知

を「医業（医行為）」と見なし、医師法に抵触す

ると回答しています。

　その根拠として、厚⽣労働省の従来の解釈をも

とに、「人体に危害を及ぼすおそれ」を指摘してい

ます。なお、どのように人体に危害を及ぼすおそれ

があるのかについては、厚⽣労働省の回答では明

確ではありません。

　本提案は、アプリ等により罹患リスクの可能性を

通知するとともに、受診勧奨を促すものであり、

「人体に危害を及ぼすおそれ」がないことから、「医

業（医行為）」と見なさないという規制改革を求

めるものである。

※なお、本提案利用者に対しては、上述に加え、

注意書き等が必要になるものと考えております。

厚⽣労働省

初回回答のとおり、患者に対して、医学的判断を伴う罹患の可能性の提示や

診断を行う行為は、人体に危害を及ぼすおそれのある行為であり、これを反復継

続する意思を持って行った場合は、医師法に規定する医業に該当するため、無

資格者が行うことはできません。

なお、医師以外の者が医行為にあたる診断や患者に対してそれに基づく罹患の

可能性の提示を行うことは、利用者がそれらに基づき自身が健康であると誤認し

た場合、医療機関への受診が遅れ、適切な治療の機会を逸する等の恐れがあ

り、適切ではないものと思料します。

宮崎県延岡市 8)

データ分析の結果を

もって健診の受診勧告

を行うシステムについ

て、医療機器として扱

う範囲を緩和する。

市民の健康データを複数のDBを用いて構築し、

AIによるデータ分析を行って疾病リスクの高い人、

重症化の恐れが高い人を判定し、健診受診を促

す。

よりアウトリーチ的な予防を展開することで、市民

の健康寿命が延び、安心して暮らせる環境を整え

ると同時に医療費を抑制する。

プログラムが医療用機器として認定されると、民間

事業者の判断で当該業務を行うことが出来なくな

る懸念がある。

今年3月にプログラムが医療用機器に該当するか

どうかの判断ガイドラインが掲載されている。

プログラムの医療機器該当性に関する

ガイドラインについて（薬⽣機審発 

0331 第1号、 薬⽣監麻発 0331 

第 15 号 令和3年3月31 日）

医薬品医療機器等法

プログラムは多種多様にわたっており、容易に判断が出来な

いことから、医療機器として扱う範囲を緩和していく。
厚⽣労働省

ガイドライン別添１のプログラム医療機器該当性判断事例のとおり、「糖尿病の

ような多因⼦疾患の一部の因⼦について、入力された検査結果データと特定の

集団の当該因⼦のデータを比較し、入力された検査結果に基づき、当該集団に

おいて当該因⼦について類似した検査結果を有する者の集団における当該疾

患の発症リスクを提示するプログラム（利用者に診断との誤認を与えないものに

限る。）」、「特定の集団のデータに基づき統計処理等により構築したモデルか

ら、入力された検査結果データに基づく糖尿病のような多因⼦疾患の発症リスク

を提示するプログラム（利用者に診断との誤認を与えないものに限る。）」は、

医療機器に該当しないと考えられます。ご提示のプログラムについて、同様の処

理により発症リスクを提示するものであって、健診（健康診断）の受診勧奨を

目的とするもの（利用者に診断との誤認を与えないものに限る。）であれば、医

療機器に該当しないと考えられます。

　提案事由の一つに「利用者に診断との誤認を

与えないものに限る。」の基準がプログラムの医療

機器該当性に関するガイドラインの新設をもってし

ても不明確である点にあります。「利用者に診断と

の誤認を与えないものに限る。」の更に具体的な

基準が必要となります。

　また、このようなプログラムは糖尿病のリスク予測

用など個人用途であれば、医療機器に該当しま

せんが、医療現場で活用する場合はclass 1ない

し２相当の医療機器と判定される可能性が高く、

同じものを一般の人が使うか医師が使うかで必要

な認証が異なるため、医療現場で活用可能な形

で連携するための規制の緩和が必要と思われま

す。

厚⽣労働省

・入力値に類似した検査結果を有する者から構成される集団における、多因⼦

疾患の発症リスクを提示すること、又は健康診断受診を提案することを目的とす

るプログラムは、個人の疾病の有無等を判断するものではなく、概ね診断との誤

認を与えないと考えられますが、個別のプログラムの該当性判断に疑問がある場

合は、具体的な資料をご準備の上、監視指導・麻薬対策課又はPMDAの一

元化相談窓口にご相談ください。

・また、複数の機能・目的性を有するプログラムの医療機器該当性の判断に当

たっては、少なくとも１つの機能・目的性が医療機器プログラムの定義を満たす

場合、当該プログラムは医療機器としての規制をうけることになります。

宮崎県延岡市 9)

疾病等の予測リスク算

出、介入項目の選定

等のプログラムを構築

した後、実際に⽣活パ

ターン改善や行動変

容を促す取組を、医

師以外のサービス事業

者が実施可能にする。

　疾病と⽣活パターンの関係を分析し、その関係

性、疾病のリスク予測、要因説明モデル等を開発

した上で、その後はAIを用いた⽣活パターン分析

等の統計解析的な知見をもとに、より多くの市民

を説明モデルに当てはめ、改善の助言を分析事

業者から実施する。

　移動データに基づく⽣活パターン分析にくわえ、

家庭内での家電利用、それに基づく⽣活パターン

分析が出来れば、まちの中での大きな行動特性

と、家庭の中での行動特性の両面を⽣活習慣と

して把握・分析でき、より深く市民の状態を把握し

てサービスを提供することが可能になる。

　民間事業者が、健康データ等の分析から重症

化リスクの高い人を選定する行為は、医療行為に

該当するため、現行制度下では認められていな

い。

プログラムの医療機器該当性に関する

ガイドラインについて（薬⽣機審発 

0331 第1号、 薬⽣監麻発 0331 

第 15 号 令和3年3月31 日）

医薬品医療機器等法

医師法

（17条）

　データの分析手法、高リスク者の抽出手法を、専門の医療

機関・研究機関等と共同して開発した後は、個別の分析・

判別行為を行って受診を促すサービスを実施可能とする。

　医療行為ではないものとしての解釈を明示する。

厚⽣労働省

　「健康データ等の分析から重症化リスクの高い人を選定する行為」は医行為に

該当せず無資格者が行うことも可能です。

　なお、上記分析結果に基づいて、患者に対して、医学的判断を伴う罹患の可

能性の提示や診断を行う行為は、人体に危害を及ぼすおそれのある行為であ

り、これを反復継続する意思を持って行った場合は、医師法に規定する医業に

該当するため、無資格者が行うことはできません。

　厚⽣労働省は、アプリ等による罹患リスクの通知

を「医業（医行為）」と見なし、医師法に抵触す

ると回答しています。

　その根拠として、厚⽣労働省の従来の解釈をも

とに、「人体に危害を及ぼすおそれ」を指摘してい

ます。なお、どのように人体に危害を及ぼすおそれ

があるのかについては、厚⽣労働省の回答では明

確ではありません。

　本提案は、アプリ等により罹患リスクの可能性を

通知するとともに、受診勧奨を促すものであり、

「人体に危害を及ぼすおそれ」がないことから、「医

業（医行為）」と見なさないという規制改革を求

めるものである。

※なお、本提案利用者に対しては、上述に加え、

注意書き等が必要になるものと考えております。

厚⽣労働省

初回回答のとおり、患者に対して、医学的判断を伴う罹患の可能性の提示や

診断を行う行為は、人体に危害を及ぼすおそれのある行為であり、これを反復継

続する意思を持って行った場合は、医師法に規定する医業に該当するため、無

資格者が行うことはできません。

なお、医師以外の者が医行為にあたる診断や患者に対してそれに基づく罹患の

可能性の提示を行うことは、利用者がそれらに基づき自身が健康であると誤認し

た場合、医療機関への受診が遅れ、適切な治療の機会を逸する等の恐れがあ

り、適切ではないものと思料します。

宮崎県延岡市 10)

公共交通機能の一部

を代替する為、企業や

学校等の送迎バスを

利用して、有償での住

民混乗を行う

企業、学校、福祉施設の送迎等、特定の顧客

（運送需要者）の利用目的で運行されている

送迎バスやスクールバスについて、時間やエリアを

限定して一般市民が利用できるように開放する。

バス交通ネットワークが不十分なため、公共交通

の利便性が低い地域や時間帯において、学校の

送迎バス等を利用することで公共交通を補完し、

実質的にダイヤ本数を拡大するなど、市民の利便

性を高め、公共交通の利用促進を図る。

乗合バスと特定顧客だけを相手にするバスでは、

登録すべき事業種別が異なっていて、相互の利

活用ができない

道路輸送法　第4条

コミュニティバス等は、道路運送法上、

一般旅客自動車運送事業

送迎バスは第43条（特定旅客自動

車運送事業）の送迎バスで実施す

る。

乗合バスとして市民を乗車させる場合の割合、条件（企業

や学校の対象乗客が少ないなど）を定めて、一定割合迄で

あれば市民を有償で乗車させられるようにする。

国土交通省

規制改革事項について明確化を要するが、提案内容から推察すると、時間帯に

よっては交通空白となる状況もあるように思料するところ、地域の具体的な実情

に応じて、乗合バスの許可を受けずとも、特定旅客自動車運送事業者が自家

用有償旅客運送の登録を受けることで、当該事業者の車両を活用して、不特

定多数の市民を輸送することも現行制度上可能である。

ただし、特定旅客自動車運送事業については、特定の運送需要者の需要に応

じて運送事業を行っているため、当該車両を別の用途に活用する場合であって

も、当該運送需要者の需要が充足されるよう考慮する必要がある。

　自家用有償旅客運送の登録においては、地域

公共交通会議の開催や運輸局への手続き等に

時間を要するものであり、この手続き等の簡素化

し、迅速に市民の移動ニーズへの対応を実現する

ものである。

　そのため、特定旅客自動車運送事業者が新た

な許認可や登録等を得ずとも有償での住民混乗

を行うことができる規制改革を求めるものである。

国土交通省

特定旅客自動車運送事業については、特定の者の需要に応じ、一定の範囲の

旅客を運送する旅客自動車運送事業であるため、限定された旅客を運送する

必要があるほか、特定旅客自動車運送事業の経営により当該営業区域に関

連する他の一般旅客自動車運送事業の経営及び事業計画の維持が困難とな

るため、公衆の利便が著しく阻害されることとなる恐れがないことが必要となる。

貴市の提案する事業が特定旅客自動車運送事業の規制に抵触するか否か

は、個別の運送形態を踏まえて実質的に判断する必要があるところ、頂いた情

報のみでは判断できなかったため、個別にご相談いただきたい。

宮崎県延岡市 11)

バス事業の運行にあた

り、利用者の移動ニー

ズや需要の変化に即

応するため、バス停の

位置やダイヤ・路線の

変更について、許認可

権限の変更を行う

現状、公共交通の便数が少ない、利用したい時

間帯に本数が無い、ルートが使いづらい等の理由

で十分に活用されていないのが実態。

現在、実施している市民の移動情報分析等を踏

まえ、市民が利用しやすいダイヤ、バス停、路線に

なるよう、柔軟に変更しながら最適化を図る

公共交通の最適化により利便性が高まれば、高

齢者等もバスを利用しやすくなる

公共交通が不便なため、マイカーが手放せないた

め、高齢者の免許返納が進んでこなかったが、最

適化された交通網により公共交通の利用が進

み、免許証の返納率が上がる

成人市民の利用も高まることで、脱マイカー・脱炭

素に繋がる

バス停、バス路線等の変更については、地域交通

会議で合意形成が図れていても、国土交通省に

届出が必要となっている

道路運送法第15条（事業計画の

変更）・第15条の３（運行計画）

交通会議での合意形成を前提に、バス停や運賃等の変更

を市、庁内の手続きだけで変更できるようにする
国土交通省

規制改革事項について明確化を要するが、現行制度でも､地域公共交通会議

を活用して運行計画等を変更する場合は、届出の期日を短縮する等の柔軟な

対応を行っている。

　現行では、地域交通会議の合意形成後に国

交省への届出が必要であり、この届出に当たって

は、現状として、提出後に調整が⽣じる場合があ

り、また、認可までに時間を要しているところであ

る。

　そのため、本市の実情に応じて、地域交通会議

の合意を前提とした市の判断で変更を可能とする

規制改革を求めるものである。

国土交通省

提案内容については明確化を要するが、地域公共交通会議での合意後に行わ

れる運行計画や運賃の変更手続きは、認可事項ではなく、届出事項となるた

め、所定の様式に沿って提出して頂ければ足りる。

宮崎県延岡市 12)

ローカル5Gを用いた工

業団地等のスマート

ファクトリー化等のため

の緩和

資金面の課題等から高速のデータ通信環境が整

備できずにいる中小企業等のスマートファクトリー

化や遠隔スモールファクトリー化等を進め、中小企

業等の⽣産性向上や働き方改革、地域振興、

強い地域経済・産業を実現する。

今後進むローカル５Gによる高速通信環境を十

分に活かすためにも、屋外でも屋内でも安価にか

つ効果的に無線通信サービスとしてIoT機器等に

提供する手段として広エリア化かつ高度化を可能

とするWi-Fi利用環境を実現する。

なお、さらに、具体例として、「農業や再⽣可能エ

ネルギーなどのＩｏＴ機器がWi-Fiアクセスポイン

トを兼ねたローカル５Ｇ端末につながる」ことなどに

も発展できることから、各分野での今後の新たな

ローカル5G利活用ケースやWi-Fi利用シーンの拡

大、利用ニーズの掘り起こしにもつながり、我が国

の多くの産業分野での⽣産性向上や産業構造の

変化・貢献も期待でき、国際競争力強化に資す

る事業である。

Wi-Fiに関する本規制緩和により、ローカル5Gや

Wi-Fiなど様々な無線通信技術基盤を相互に、

効率的かつ効果的にネットワークを構築できること

から、中小企業等が、安価な高速のデータ通信

環境を構築でき、中小企業の⽣産性向上、サプ

ライチェーンの確保、地方経済の発展に効果を発

揮し、地方創⽣に大いに寄与する。

さらに、山間地などにおいては、農機具や太陽光

設備などネットワークを活用した監視や制御が必

要な設備が多いが、通信ネットワークが届いていな

いこと、利用コストが高いことが従来からの壁であ

り、課題であった。この問題の解決は、これまでデ

ジタル化が遅れていた領域におけるデジタル化を一

層加速する。

2019年に改正された電波法は、技術基準適合

証明(技適)に相当する技術基準を満たす端末

(具体的には米FCC IDなど外国の認証取得機

器)であれば、総務省に所定の項目を届け出るこ

とにより、最大で180日間は合法的に電源をオン

にして使うことを可能にされたが、さらなる緩和が必

要である。

具体的には、第一に、特例適用日数の拡大

(180日を365日に拡大)、第二に、現在は、「実

験・試験・調査目的」に用途が限定されており、

利用目的に「地域振興」あるいは「地域創⽣に寄

与する取組」を追加、第三に、送信電力の出力

増強(200mW以下から1000mWに緩和)を要

請するものである。

電波法

施行規則第6条の3

無線設備規則第49条の20の2

ほか、関係告示等

2019年に技適未取得機器を用いた実験等の特例制度の

特例範囲の拡大がすでに実施されたものの、さらなる緩和が

必要であり、⑤で記載した法令等の改正お願いしたい。

具体的には、第一に、特例適用日数の拡大(180日を365

日に拡大)、第二に、現在は、「実験・試験・調査目的」に

用途が限定されており、利用目的に「地域振興」あるいは

「地域創⽣に寄与する取組」を追加、第三に、送信電力の

出力増強(200mW以下から1000mWに緩和)を要請す

るものである。

総務省

・技適未取得機器を用いた実験等の特例制度では、技術基準適合証明を有

しないが相当の技術基準に適合していることを担保に特例として実験等を可能と

するものである。万が一電波法第３章に定める技術基準に適合しないものがあ

る可能性を否定できないため、電波環境への影響を鑑み、試験期間は必要最

小限の期間とし、制度設計の段階において、これまでのWi-Fi等を用いた開発実

証等を考慮し、180日間は十分な期間として設定したものである。

・今回ご要望をいただいた180日間を超える利用は現行制度としては適用は困

難と考えている。なお、180日を超える適用日数の拡大に伴う電波法改正に関

しては、上記理由から慎重に検討したい。

・また、実験・試験・調査目的に関しては、電波の能率性の観点などを考慮した

制度設計となっており、ご要望いただいた「地域振興」等実用を目的とする場合

には、基本的には、工事設計認証を取得したものをご利用いただきたい。なお、

地域振興に資するための実験等を行う場合は、本制度をご利用いただける可能

性があります。

・さらには、送信電力の増強に関しては、上述にあるとおり、技術基準適合証明

を有しないが相当の技術基準に適合しているとの担保を逸脱するものであり、本

制度の根幹条件を満足しないこと、特例制度の趣旨として、実験後に日本国

内の実利用を行う事を前提としており、国内の無線LANの規定と整合性を取る

必要があることから、現在の規定のままとさせていただきたい。（無線LANの出力

については、他の無線局への影響等を勘案して

決められているところである。）



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

宮崎県延岡市 13)

事業承継により技術

伝承が地域の産業を

保護することに有効と

考えられる場合におい

て、自治体が保有する

個人情報を、匿名化

した上で目的外に利

用することを認容

　事業承継の為の企業価値算定において、一定

の条件の下で自治体が保有する情報を利用する

ことを認める

例）

・市内中小企業の承継

・市内企業が承継先

・従業員数、事業規模

　市内では後継者が不在の為に事業のスムーズ

な承継が出来ず、やむなく廃業していく事業者も

多い。

　ものづくり産業を中心に、市内様々な産業を守

り、技術等を承継していくために、統計情報を始

め、匿名化した個人情報等の活用を認めて企業

価値算定に協力する。

　市が保有する市民の情報は個人情報に該当し

ており、目的外での利用が禁止されている。

個人情報保護法（基本法）

行政機関の保有する個人情報の保

護に関する法律

延岡市個人情報保護条例

（第4条　利用目的の明示）（第8

条　利用及び提供の制限）

　直接的には条例の規定であるが、条例は国の機関に適用

される保護法や基本法に準拠しているため、特区による目的

外利用の緩和措置を明記する。

　利用できる場合の条件の一つとして法8条に追加的な解

釈を設ける。

総務省

お尋ねの「追加的な解釈」の趣旨が不明であるが、行政機関の保有する個人情

報の保護に関する法律（以下「法」という。）では、国の行政機関が保有する

個人情報について目的外の利用・提供を原則として禁止しつつ（法第８条第

１項）、各行政機関において、同条第２項各号に掲げる事由に該当する場合

と判断される場合には目的外の利用・提供を可能としているところ。各行政機関

の目的外利用・提供の状況については、運用上、対外的に公表して説明責任

を果たすとともに、法の規定に違反する目的外利用・提供については法第３６

条第1項第2号に基づいて利用停止請求を行うことが可能となっており、このよう

な仕組みを通じ、適正な運用を確保しているところ。（その上で、自治体が保有

する個人情報の取扱いについては、同法は適用されないところであり、お尋ねの

運用については各自治体の条例に照らして判断されたい。）

宮崎県延岡市 14)

地域マネー等の推進に

あたり、自治体と提携

する事業の場合には

資金決済法の供託金

規定を減免する

　紙媒体で実施してきた健康ポイントを電⼦アプリ

化したのに続き、対象を拡大し、チャージ機能を付

加して、地域電⼦マネーに発展させていく計画をし

ている。

　その時の前払式支払手段の発行主体は、まだ

確定していないが、3セク等の団体が担うことも十

分に考えられる状況。

　地域内での経済循環を促進させる目的に加

え、ボランティア活動、SDG’s活動、健康づくりや

定期健診受信などの行動に対し、ポイントをつけ

て行動促進を図っていく、行動誘発を目指して地

域マネーを利用していく計画をしている。

　市内の事業者にもポイント発行等の手段として

利用してもらうことでデータ基盤やシステムの運営

に充てることを計画している。

前払式支払手段に該当する電⼦マネーの発行に

は、未利用残高が1000万円を超える時には1/2

を供託しなければならない。

資金決済に関する法律　第14条

自治体は本規定を免除されていることから、三セク等の自治

体と共同で事業実施する主体についても供託の規定を免除

する。

金融庁

　前払式支払手段については、発行者の規制対応コスト等を考慮しつつ、利用

者保護を図る観点から、６か月ごとの基準日における未使用残高を基に算出さ

れた額を保全する義務が課されています。

　発行者が国等に準ずる法人である場合に保全義務が課されていないのは、信

用力の点において国等に準ずるものであれば利用者保護に支障は⽣じないと考

えられるためであり、それ以外の発行主体について同様の取扱いとすることは困難

です。

　なお、産業競争力強化法上の新事業特例制度に基づく規制の特例措置によ

り、財産的基礎等に係る所定の要件を満たす商工会議所又は商工会は、新

事業活動計画の認定を受けることにより、資金決済に関する法律上の保全義

務の適用を受けることなく、最長で有効期間３年の前払式支払手段を発行す

ることが可能です。

内閣府

（前段部分への回答）

〇住家の被害認定調査については、航空写真等を活用した判定のほか、水害

時にはサンプル調査による区域判定により、効率的かつ迅速に調査を行うことが

可能となっている。

〇また、ドローンやタブレット等の先端技術を活用した調査については、過去の災

害対応において既に活用されており、「災害に係る住家の被害認定業務 実施

体制の手引き」において事例を周知しているところ。

〇なお、罹災証明書交付手続きの更なる迅速化のため、自治体が共同利用

可能なシステム上で、住民情報を被災情報と連携して被災者支援に活用で

き、また、罹災証明書の電⼦申請やコンビニでの交付にも対応できる基盤的な

システムを令和３年度中に整備する予定としている。

国土交通省

内閣官房

航空法の第132条の３に基づいて災害時は、自治体等の要請においてドローン

を飛行させることは可能である。

https://www.mlit.go.jp/common/001364116.pdf

宮崎県延岡市 15)

書面による届け出・発

行等が前提とされてい

る手続きについて、デー

タ上での届出・許可申

請等が出来るようにす

るための緩和

（罹災証明の発行、

その前提となる住家被

害認定のDX化など）

例えば罹災証明書は、災害対策基本法において

書面で発行するとされている。

また、手続き申請の根拠となる調査・確認プロセ

ス（住家被害認定）に、ドローンや衛星写真を

利用する為の仕組みとルールを整備する。

罹災証明は、発⽣後1か月を目途に発行すべき

とされているものの、被災した全建物を調査する

為、数か月かかっている

この様な状態から、調査確認プロセスもDX化する

ことにより、証明書発行手続きは大幅に早く発行

することが可能になり、被災者の⽣活再建がス

ムーズになる

４）調査方法の概要

住家被害認定は、一見して全壊と分かる場合は

航空写真の利用が認められた所であるが、原則と

して内部立ち入りを含む現地調査、しかも被災者

の立会いが必要とされている。

一次調査では全建物を調査することが求められて

おり、個別に申請があった場合の2次調査では改

めて全ての調査を行うこととされている

災害対策基本法90条の2

「災害の被害認定基準について」平成

13年6月28日府政防第５１８号

災害に係る住家の被害認定基準

運用指針令和2年3月 内閣府（防

災担当）

災害に係る住家被害認定業務 実施

体制の手引き（令和2年3月

内閣府（防災担当）

広域の災害になった場合に住家被害認定の現地調査には

長期の時間と人手がかかることから、ドローン等の先端技術を

用いて調査することを可能にする。

発災時の被災状況収集の為にドローンを利用することについ

ても更なる規制緩和が求められる。



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

環境省

事業活動（公共事業を含む）に伴って⽣じた汚泥は産業廃棄物に当たるもの

であり（廃掃法政令第２条第12号ロ）、⽣活環境保全上の支障が⽣じるこ

との無いよう適切に処理しなければならない。また、工場排水等が流入している

か、有害かどうかだけで産業廃棄物の該当性判断を行うことは不適切である。

「廃掃法」等では、産業廃棄物は「事業活動に

伴って、…環境汚染源として問題とされるもの」※

１とされております。一方、本件は新規開発型で

あり、進出する学校、スポーツパーク等に対し、水

道の使用量、利用形態等を事前に提出させるこ

とで、下水性状が正確に把握できます。※２この

ため、環境汚染源として問題とされる物質は、事

前に特定・排除ができます。また、定住住宅排水

は⽣活系となるため、その下水汚泥は浄化槽汚

泥同等の一般廃棄物※３といえます。このように

法律の趣旨、事業場排水の把握・問題物質の

排除と⽣活系排水の流入を勘案すれば、本件の

下水汚泥は、環境汚染源として問題とならず、一

般廃棄物として処理処分できるといえます。【※は

補足資料に説明有】

環境省

「環境汚染源として問題とされる物質」の具体的に意味するところが明らかでない

が、下水汚泥等は悪臭の発⽣や飛散流出が起きやすい性状であるため、廃棄

物処理法の各基準の下、適正に管理すべきと考える。

また、「事業活動に伴って排出され、量的又は質的に環境汚染源として問題とさ

れるもの（「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について」昭和46年

10月16日厚⽣省環784号）とあるように、「質」のみならず「量」的な点からも、

国民の日常⽣活の中から排出されるものを中心とする一般廃棄物とは区分し

て、一般廃棄物とは異なる産業廃棄物の処理体系で処理することを原則として

いる。

なお、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について

（公布日：昭和46年10月25日環整45号）」第一の５において「下水道法

に規定する下水道から除去した汚でいは、産業廃棄物として取り扱うものである

こと」としているとおり、扱う排水の種類に関わらず、下水汚泥は事業活動に伴っ

て⽣じた産業廃棄物となる。

国土交通省

　提案内容にあるような機能を有する物件を道路管理者以外の者が街灯に設

置することは、現行制度上可能であり緩和すべき規制は存在しない。

　屋外広告物法第３条第１項第４号では、都道府県が、条例で定めるところ

により、道路又は道路に隣接する地域で、良好な景観又は風致を維持するため

に必要があるものとして当該都道府県が指定するものについて、広告物の表示

又は掲出物件の設置を禁止することができる旨を定めており、道路又は道路に

隣接する地域でのデジタルサイネージの表示については、都道府県が地域の実

状を踏まえながら個別に判断するものと考えます。

警察庁

　現状においても、道路上の電気自動車充電施設については、その設置条件、

構造等を勘案し、当該施設における駐車が道路交通の安全と円滑に支障を⽣

じさせることのないよう、駐車を可能とする対象について、「充電のための電気自

動車」等と限定した交通規制を実施することが可能です。

　以上の回答に関し、御提案に係る記載内容のみでは定かではない部分もある

ため、電気自動車充電施設の構造等を具体的に明らかにして個別に警察庁に

御相談ください。

〇　下水道法に基づく公共下水道は、都市の健全な発達・公衆衛⽣の向上や

公共用水域の水質の保全に資することを目的として整備されるものであり、その

設置や統廃合については、一般的に、人口推計、地理的・地形的特性、都市

計画等の関連計画との整合性等を総合的に勘案し、その必要性を判断すると

ともに、公衆衛⽣、都市機能の確保、浸水防止や公共用水域の水質保全等

の観点から、例えば、

・公共下水道の配置及び能力が当該地域における降水量、人口その他の下水

の量及び水質に影響を及ぼすおそれのある要因、地形及び土地利用の状況並

びに下水の放流先の状況を考慮して適切に定められていること

・予定処理区域が排水施設及び終末処理場の配置及び能力に相応している

こと

・公共下水道の配置及び工事の時期が都市計画又は都市計画事業に適合し

ていること　

等、極めて公共的、専門的かつ技術的な観点により、公共下水道や排水施設

の配置、構造や能力等を定める事業計画に基づき行う必要があるものであること

から、公共主体である市町村等の地方公共団体が行うこととされています。

〇　この点、ご提案の趣旨が定かではありませんが、ご提案主体が、ご意見にあ

る「本スーパーシティでは・・・近隣エリアの要望によりサービス範囲の拡充の可能

性があり、そのための施設の新設や統廃合が見込まれる」との背景により、下水

道の設置を民間が行うべきとされているのであれば、前述のとおり、下水道法に基

づく公共下水道の設置や統廃合は、単に「近隣エリアの要望によるサービス範囲

拡充」等の経営的観点のみを趣旨として行うものではなく、公衆衛⽣、都市機

能の確保、浸水防止や公共用水域の水質保全等の観点から、地域における降

水量・人口や環境要因や処理場の配置・能力等を勘案して極めて公共的、専

門的かつ技術的な観点により検討・策定された事業計画に基づき行うものであ

り、下水道法の趣旨に鑑みれば、他事業との手続きが複雑化することのみを理

由に同法に基づく下水道の設置を民間事業者が行うとすることは適切ではないと

考えます。（※　前回回答のとおり、公共下水道ではない下水道施設の設置に

ついて、民間事業者が主体となることは、特段の下水道法上の規制はなく、可

能です。）

〇　なお、前回回答のとおり、下水道法では、都市の健全な発達、公衆衛⽣の

向上や公共用水域の水質の保全という法の目的を達成するためには、各家庭

や工場等の民間からの下水を確実に公共下水道に流入させることが必要不可

欠であるとの観点から、公物法として極めて特異な「民間に対する利用の強制」

を位置づけており、具体的には、公共下水道設置・供用開始区域内の住民等

に対し、排水設備の設置義務や水質規制等の規制を課すとともに、当該規制

の実効性を担保するため、立入検査等の公権力の行使も必要とするという特性

を有しています。この点、公共下水道の設置判断・設置と、設置に伴い住民等

に対して発⽣する規制については、同一の者が一貫して責を負うべきものであると

いう観点からも、公共下水道の設置は市町村等の地方公共団体が行うべきで

あり、民間事業者が行うとすることは適切ではないと考えます。

沖縄県石垣市 2

■道路空間の新インフ

ラ

『ホーク・アイ　ポイント』

によるエリアの安心・安　

全・見守り基地

※ホーク・アイ〔鷹の

目〕

■街路灯に照明以外に下記機能を搭載し各

サービスを展開

・5Gアンテナ：5G環境の整備、アンテナ設置料

の収入

・デジタルサイネージ：通常時は民間広告による

収益化、非常時は避難所への誘導等

・AIカメラ：防犯用、人流データ取得・解析

・EV充電器：停車中のEV充電

■公共空間である道路上での防犯・防災機能の

向上、EV使用の利便性向上。

■ポール設置後も広告収入、基地局設置料や

EV充電で維持運営コストを賄うイベント時などで

は光と映像でまち全体を演出し賑わいを創出す

る。

■街灯に照明器具以外の設置は基本不可。

■屋外での民間広告物は基本不可。

■EV充電スペースへ内燃機関車が駐車する事に

より充電の妨げになる恐れがあるが規制する法律

がない。

（※道路法（昭和二十七年法律第

百八十号））

第三節　道路の占用

第三十二条　道路の占用の許可

一項　電柱、電線、変圧塔、郵便差

出箱、公衆電話所、広告塔その他こ

れらに類する工作物

（※屋外広告物法（昭和二十四年

法律第百八十九号））

第二章　広告物等の制限

第三条　広告物の表示等の禁止

四項　道路、鉄道、軌道、索道又は

これらに接続する地域で、良好な景観

又は風致を維持するために費津陽が

あるものとして当該都道府県が指定す

るもの

（※道路交通法（昭和三十五年法

律第百五号））

第九節　停車及び駐車

第四十五条　駐車を禁止する場所

■設置機器を拡大へ緩和。

■災害時は防災表示に切替わる機能搭載を条件に民間

広告を許可へ緩和。

■EV充電を円滑に実施するためEV充電スペースへの内燃

機関車の駐車を禁止する条文を新設。

■下水道法（昭和三十三年法律第

七十九号）：第３条

■廃棄物の処理及び清掃に関する

法律（昭和四十五年法律第百三十

七号）：第２条第１項、同条第４

項第１号

■公共下水道の設置等が市町村に限定されており、一体

経営のための事業主体の民間企業への開放をお願いした

い。

■下水汚泥は産業廃棄物とされているが、本プロジェクトに

おける下水には工場排水等が流入しておらず、有害な産業

廃棄物ではない。このため、産業廃棄物の指定解除をお願

いしたい。

国土交通省

　民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づ

き、民間事業者が、運営権を取得して下水道施設の改築、維持管理、運営

等を上中水道とも一体的に行うことや、公共下水道施設としてのバイオマス発電

施設の整備・維持管理・運営を行うことが、現行制度においても可能です。ま

た、公共下水道の敷地を民間事業者に貸し付け、当該民間事業者がバイオマ

ス発電施設等を設置・管理している事例もあります。

　そのため、石垣市において、こういった制度や事例の活用を検討していただくこと

により、民間事業者が「②」の事業を実施することは可能であると考えておりま

す。

本スーパーシティでは当初開発エリアでの⽣活イン

フラの効率運営が達成された後には、近隣エリア

の要望によりサービス範囲の拡充の可能性があ

り、そのための施設の新設や統廃合が見込まれま

す。ガイドライン、ＰＦＩ法では新設、統廃合は

運営権に含まれず、新たに公共団体を通して法

手続きが必要となります。さらに施設統廃合では

補助金適正化法により財産処分が制限されま

す。このように新設、廃止の法手続きは二階層と

なり、水道整備を同時に行えば法手続きは重複

します。このため迅速かつ柔軟な新設や廃止は困

難で、機動性に欠けます※１。一方、民間企業

設立の運営会社により、上中下水道のみならず

電力、ガス等の都市インフラを一体的に整備・運

営する計画です。この一体経営により水循環の適

正化、効率化は当然として、他の⽣活インフラも

一体的に管理運営し、効率的な都市経営※２

を行うことを望んでいます。

国土交通省

厚⽣労働省

総務省

沖縄県石垣市 1

■ハイブリッド資源循

環

　〔上下中水循環型

水インフラの地域一体

整備の実現〕

■上中下水道の一体経営：上中下水道の一

体整備・運営に加え、資源循環・創エネルギーの

収益化による効率経営

■バイオマス（下水汚泥、⽣ごみ等）のメタン発

酵による発電・発熱：再⽣可能エネルギーである

電力、熱源を域内で活用

■水資源循環利用：海域に放流されている下

水処理水を中水として域内で循環利用

■上中下水道一体整備・管理による効率経

営：建設費及び維持管理費の10％削減

■バイオマスによる創エネルギー：FITによる電力

販売収入により1200万円/年、熱源販売収入に

より200万円/年

■下水処理水の循環利用：下水処理水を中

水として域内での販売収入により1.36億円/年

■中水利用、バイオマス発電によるCO2削減：

年間590t-CO2の削減量

■下水道事業：下水道法＞国土交通省➡事

業主体として民間事業者が認められていない。上

中下水道の一体経営ができない。

■上中下水道の効率経営：廃棄物の処理及び

清掃に関する法律＞環境省➡下水処理場より

発⽣する汚泥の産業廃棄物指定。廃棄物処理

費用の負担増が効率経営に影響



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

沖縄県石垣市 3

■地域マイクログリッド

の実践

　〔エネルギーマネジメン

ト＋再⽣エネルギーに

よる発電事業＋送配

電事業＋小売電気事

業〕

■太陽光発電+蓄電池+V2Xによる災害時3日

分以上の電力供給可能な自立グリッドの構築。

■シティ全体の一括受電による省エネ、脱炭素、

光熱費削減を実現。

■太陽光発電とＥＶ車の充放電をシティ全体で

コントロールし、再エネを最大限活用。

■データ利活用により省エネ、ＢＣＰの効果を最

大化。

■カーボンニュートラルに向けた再⽣可能エネル

ギー活用の最大化と、災害時のBCP電源確保の

両立と光熱費の削減によるエネルギーコストの極

小化。

■データ利活用によるエネルギー利用効率向上に

よる経済的効果と、災害時のＢＣＰ対策の最大

化。

■発電事業と送配電事業・小売り事業の兼業

規制。

■特定供給における安定電源50％の規制。

■電気事業法（昭和三十九年法律

第百七十号）：第22条の２第１

項及び第２項

■電気事業法施行規則（平成七年

通商産業省令第七十七号）：第３

条の４第１項第２号

■シティ全体を一括受電し、発電事業・送配電事業・小売

電気事業をエリア内に限り、本エネマネ事業者の兼務を認可

してほしい。

■発電事業者の許可取得の為、最大消費電力の50％発

電能力の下限値の低減、発電能力にシティに分散配置され

た太陽光と蓄電池の加算を認可してほしい。

経済産業省

・令和２年６月に電気事業法を改正し、新たに配電事業を位置づけました

（令和４年４月１日施行）。配電事業者の兼業規制の適用除外基準とし

て、「配電事業者及び配電事業者のグループ会社たる配電事業者の配電事業

に係る供給区域における需要家軒数の合計が、５万軒を超えないことを原則と

する。」こと等を法令で整備しました。なお、本制度においては、供給区域内の最

大消費電力の50％以上の発電能力を確保しなければならないなどの制約はな

いです。 

  

（参考：持続可能な電力システム構築小委員会　第二次中間取りまとめ

P37）

https://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy

_subcommittee/system_kouchiku/pdf/t62022100902.pdf

回答いただきました、令和２年６月の電気事業

法改正の内容について理解いたしました。本提案

では運用上の緩和処置として、石垣島スーパーシ

ティ内の電気工作物の保安をＩＣＴ技術・データ

基盤を活用して効率的かつ効果的に実施するた

め、シティ内に設置される複数組織（病院、ホテ

ル等）の電気工作物の主任技術者（電気事業

法第四十三条）をエネルギーセンタを管理する組

織にまとめて配置すること、及び保安規程（同四

十二条）も１本にまとめることを検討しています。

これにより離島の主任技術者不足の問題を解決

することができると考えています。

経済産業省

電気事業法は、公共の安全を確保することを目的として、自家用電気工作物

設置者に対し、設備ごとに保安規程の制定及び主任技術者の選任をすることを

義務づけております。

自家用電気工作物の設置者が同一の場合には、保安管理に関する指揮命令

系統の構築が可能であるため、統括制度や兼任制度を利用することで一本にま

とめることが可能です。なお、保安管理の責任主体や指揮命令系統が異なる場

合（例えば、病院やホテル等の設置者が異なる場合）には、設置者単位で保

安管理の責任者を配置する必要があります。

沖縄県石垣市 4

■先進的モビリティ技

術を基にした未来都

市 

〔水、陸、空の移動が

可能な電動モビリティ〕

■水陸空の移動が可能な電動モビリティ

「Electric Mobility」の導入。

■災害時に水に浮き、水面移動が可能な4人乗

り電気自動車「FOMM ONE」の導入。

■バッテリ交換式EV給電スタンドによる再⽣可能

エネルギーの活用とオンデマンド型自動配車カー

シェアリングサービスの導入。

■医療分野における救急対応の強化。

■小口配送における物流円滑化。

■観光事業における収益増加。

■非常用電源(蓄電池)購入費用の削減。

■災害時における防災対策強化と小型バッテリー

によるライフラインの確保。

■陸路:車両登録〔道路運送車両法〕

■水路:船舶登録〔船舶法〕

■空路:航空機登録〔航空法〕

特定の地域における包括的な法整備と手続きの

簡素化もしくは一元化が必要。

【登録について】

■道路運送車両法（昭和二十六年

法律第百八十五号）：第７条

■船舶法（明治三十二年法律第四

十六号）：第４条、第５条及び第

５条の２

■航空法（昭和二十七年法律第二

百三十一号）第３条乃至第９条

その他、運行について

■道路交通法

■海上交通安全法

■船舶安全法

■港則法

■海上衝突予防法

■空港法

等の関係法令が存在。

■水陸空の運行が可能なモビリティについての包括的な法整

備および手続きの簡素化もしくは一元管理化(特例的措置

を含む) を検討してほしい。

国土交通省

【自動車登録、船舶法について】

提案の具体的内容が明らかでないため、明確化を要する。

【航空法について】

　現状そのような機体が存在すると認識しておりませんが、今後そのような機体が

出てきた場合は個別にご相談下さい。

なお、ドローンにおける登録については昨年度の法改正が来年度施行されること

となります。

本エアタクシー構想においては、機体は自動車の

形状でありながらも水、陸、空路での運行が可能

であることから、登録申請やその必要な検査につい

て、用途毎の手続きが必要になることが想定され

ます。FOMMが既に日本国内で販売を行う、水

上移動の機能を備えた電気自動車は、車両とし

ての運行においては道路運送車両法に基づく登

録手続きを行い、水上での運行においては小型

船舶の登録等に関する法律に基づく手続きが必

要になります。本構想の実現にあたり、将来的に

空路の運行においても航空法に定める手続きを

要する場合、手続きの煩雑さによるサービス普及

の機会損失が想定されます。本構想をモデルとし

て各手続きの一元化をお願いしたく存じます。

現在、添付資料の様な水陸空モビリティを企画し

ています。また、この機体はドローンではなく、事業

用操縦士免許を所持した者が機長となり運行し

ます。

国土交通省

【航空法について】

添付の写真拝見いたしました。実際の運用にあたっては個別にご相談下さい。

【船舶安全法、小型船舶登録法について】

法整備によらずとも、一元化は可能と考えますので、実際の運用にあたっては個

別にご相談ください。

【道路運送車両法について】

実際の運用にあたっては個別にご相談下さい。

厚⽣労働省

　薬局におけるオンライン服薬指導については、「規制改革実施計画」（令和３

年６月18日閣議決定）や「成長戦略フォローアップ」（令和３年６月18 日

閣議決定）を踏まえ、2021（令和３）年夏を目途に医薬品医療機器等法

に基づくルールの見直しの検討を行うこととしております。

薬局におけるオンライン服薬指導について、スー

パーシティにおける初診対面規制に関わる先行緩

和措置許可要望が本ご提案での主旨となりま

す。

厚⽣労働省

薬局におけるオンライン服薬指導については、規制改革推進会議医療・介護

WG（令和３年９月10日開催）でお示ししたとおり、初回でも薬剤師の判断

により実施を可能とする方向で、検討しており、本年秋頃に薬機法に基づくルー

ルの見直し案についてのパブリックコメントを実施した上で、関連する施行規則の

公布、通知の改正を行う予定です。

・健康トイレで取得した情報を取得する段階で、本人の同意を得た上で、提供

医療機関へ第三者提供を行うという点承知しました。

　その上で、提供医療機関→関連医療機関への第三者提供について、提案の

内容だけでは趣旨が明確でないため、以下の２つの場合に分けて回答いたしま

す。

A.本人の同意に基づく第三者提供の場合

　本人から、保有個人データの利用の停止の請求を受け、法第３０条の要件

に該当する場合には、利用停止を行わなければなりません。

　※　詳細は下記ガイドライン参照

　

https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/2009_guidelines_tsus

oku/#a3-5-4

　なお、令和４年４月に施行予定の改正個人情報保護法では、法第30条５

項の要件を満たす次の１～３までのいずれかに該当する場合については、保有

個人データの利用の第三者提供の停止を行わなければならなくなりますので、留

意が必要です。

　（１）当該本人が識別される保有個人データを個人情報取扱事業者が利

用する必要がなくなった場合

　（２）当該本人が識別される保有個人データに係る法第22条の２第１項

本文に規定する事態が⽣じた場合

　（３）当該本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合

　参考：

https://www.ppc.go.jp/files/pdf/210802_guidelines01.pdf

B. オプトアウト手続きによる第三者提供（個情法23条2項に規定するオプトア

ウト届出制度に基づく第三者提供）の場合

(1)要配慮個人情報を含まない場合

関連医療機関への第三者提供に関し、その個人データ提供の停止を要望され

る方に対しては、第三者提供の停止に応じることが必要になります（個情報23

条２項４号）。

　個人データを第三者に提供するには、本人の同意を得ることが原則であるとこ

ろ、オプトアウト手続きによる第三者提供が認められているのは、事後的にでも本

人の意思を反映できる機会を設けるという最小限度の手続きをとることを条件と

しているためです。

その中でも、個人データの提供を停止する手続きは、個人データの第三者への提

供の制限を緩和するための必要不可欠な前提となる手続きであり、必要不可

欠な規定です。

(2)要配慮個人情報を含む場合

要配慮個人情報を含む場合にオプトアウト手続きは利用できません（個情法

23条2項括弧書き）。

要配慮個人情報においては、第17条第2項により取得の際に原則として本人

同意を得ることを義務付けられている趣旨（本人の意図しないところで要配慮

個人情報が取得され、本人が差別的な取扱いを受けることを防止しようとするも

の）に鑑みて、オプトアウトによる第三者提供はできないとするものであり、必要

不可欠な規定です。

（※個人情報保護法（平成十五年

法律第五十七号））

個人情報の保護に関する法律

第四章　個人情報取扱事業者の義

務等

第一節　個人情報取扱事業者の義

務

第二十三条　第三者提供の制限

医薬品、医療機器等の品質、有効

性及び安全性の確保等に関する法

律（昭和三十五年法律第百四十五

号）第九条の三第一項及び医薬

品、医療機器等の品質、有効性及び

安全性の確保等に関する法律施行

規則（昭和三十六年厚⽣省令第一

号）第十五条の十三第二項

◇各種⽣活データ利活用を根拠に⽣活改善プログラムの一

部がオンライン診療（モバイルクリニック対応含む）、服薬指

導に至る想定。

未病促進のため、服薬指導など初診対面規制のため時限

立法から恒久法としての規制緩和を提案する。
個人情報保護

委員会

当該要望は、初診対面規制に係る規制緩和を時限立法での対応から恒久法

化するというものである。「規制・制度改革のために提案する新たな措置の内容」

に個人情報保護法に関する記載はなく、また、記載のある規制緩和要望ついて

も提案趣旨が不明であるため回答は難しい。

健康寿命延伸を実現する未来都市を達成する

ため、住居する一人一人の個人データを健康トイ

レで取得したうえ、当該個人の同意の下、提携医

療機関へ第三者提供します。また、当該提携医

療機関は、当該個人データについて、オプトアウト

手続の下で、必要となる関連医療機関へ第三者

提供することを予定しています。これにあたり、住民

の中に、上記関連医療機関への第三者提供に

関し、その個人データ提供の停止を要望される方

が発⽣し、第三者提供の停止を余儀なくされた場

合、住人全員の個人データが取得できず、街全

体での未病都市確立が困難となるため、第三者

提供の停止の措置を採る必要なくして個人データ

の取得、活用を行えるよう提案致します。

個人情報保護

委員会

沖縄県石垣市 7

■健康スマートタウン

～データ共有・利活用

による健康都市創造

～

■⽣活データ利活用による健康促進、サービス提

供、研究機会の創出。

■健康トイレ活用〔手段〕により日々の体調データ

を取得

■体調データはプラットフォーム（クラウド）に自動

蓄積～改善分析  (規制緩和ご提案)

■個人別体調改善アドバイス、服薬指導等など

オンラインにてドクターが行う（規制緩和ご提案）

■各種データ管理からの⽣活改善プログラム提供

により、未病を促進し、医療費・介護費を節減す

る。

■健康寿命延伸を実現する未来都市の実現。

■健康データの取扱い、またはデータ収集から将

来の未病提案事業に関して、個人を特定できる

データを第三者が取り扱う可能性があり、個人情

報の保護に関する法律への抵触が今後発⽣する

■オンラインでの服薬指導医療等を実施するに当

たり、既存法では対面を前提としている。



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

厚⽣労働省

　薬局におけるオンライン服薬指導については、「規制改革実施計画」（令和３

年６月18日閣議決定）や「成長戦略フォローアップ」（令和３年６月18 日

閣議決定）を踏まえ、2021（令和３）年夏を目途に医薬品医療機器等法

に基づくルールの見直しの検討を行うこととしております。

薬局におけるオンライン服薬指導について、スー

パーシティにおける初診対面規制に関わる先行緩

和措置要望が本ご提案での主旨となります。

厚⽣労働省

薬局におけるオンライン服薬指導については、規制改革推進会議医療・介護

WG（令和３年９月10日開催）でお示ししたとおり、初回でも薬剤師の判断

により実施を可能とする方向で、検討しており、本年秋頃に薬機法に基づくルー

ルの見直し案についてのパブリックコメントを実施した上で、関連する施行規則の

公布、通知の改正を行う予定です。

沖縄県石垣市 8

■健康チェック住空間

 ～データ共有・利活

用による健康レジデン

ス空間創造

■健康トイレ活用〔手段〕により、日々の体調デー

タを取得

■体調データはプラットフォーム（クラウド）に自動

蓄積～改善分析（規制緩和ご提案）

■オンライン医療（ドクター）と繋がり、住空間側

は健康テレビで日々の健康診断と健康、服薬指

導を受けることが出来る（規制緩和ご提案）

■オンライン医療の応用として車両を用いた移動

式クリ　ニックの利活用を行う。オンラインドクターか

らの服薬指導及び看護師帯同により疾病時の迅

速且つ適切な措置を実現する。

■各種データ管理からの⽣活改善プログラム提供

により、未病を促進し、医療費・介護費を節減す

る。

■未病住空間として〔5000人規模の健康創造

都市〕未来都市の実現

■移動式クリニック利活用による病院施設と公共

交通機関混雑の解消住空間においての身近な

医療実現

■健康データの取扱い、またはデータ収集から将

来の未病提案事業に関して、個人を特定できる

データを第三者が取り扱う可能性があり、個人情

報の保護に関する法律への抵触が今後発⽣する

■オンラインでの医療等を実施するに当たり、、既

存法では対面を前提としている。

（※個人情報保護法（平成十五年

法律第五十七号））

個人情報の保護に関する法律

第四章　個人情報取扱事業者の義

務等

第一節　個人情報取扱事業者の義

務

第二十三条　第三者提供の制限

医薬品、医療機器等の品質、有効

性及び安全性の確保等に関する法

律（昭和三十五年法律第百四十五

号）第九条の三第一項及び医薬

品、医療機器等の品質、有効性及び

安全性の確保等に関する法律施行

規則（昭和三十六年厚⽣省令第一

号）第十五条の十三第二項

◇オンライン診療（モバイルクリニック対応含む）、服薬指

導、提案

オンライン服薬指導と非対面薬剤交付までデータプラット

フォーム連携を活用。未来型医療のため、服薬指導など初

診対面規制のため時限立法から恒久法としての規制緩和を

提案する。
個人情報保護

委員会

当該要望は、初診対面規制に係る規制緩和を時限立法での対応から恒久法

化するというものである。「規制・制度改革のために提案する新たな措置の内容」

に個人情報保護法に関する記載はなく、また、記載のある規制緩和要望ついて

も提案趣旨が不明であるため回答は難しい。

健康寿命延伸を実現する未来都市を達成する

ため、住居する一人一人の個人データを健康トイ

レで取得したうえ、当該個人の同意の下、提携医

療機関へ第三者提供します。また、当該提携医

療機関は、当該個人データについて、オプトアウト

手続の下で、必要となる関連医療機関へ第三者

提供することを予定しています。これにあたり、住民

の中に、上記関連医療機関への第三者提供に

関し、その個人データ提供の停止を要望される方

が発⽣し、第三者提供の停止を余儀なくされた場

合、住人全員の個人データが取得できず、街全

体での未病都市確立が困難となるため、第三者

提供の停止の措置を採る必要なくして個人データ

の取得、活用を行えるよう提案致します。

個人情報保護

委員会

・健康トイレで取得した情報を取得する段階で、本人の同意を得た上で、提供

医療機関へ第三者提供を行うという点承知しました。

　その上で、提供医療機関→関連医療機関への第三者提供について、提案の

内容だけでは趣旨が明確でないため、以下の２つの場合に分けて回答いたしま

す。

A.本人の同意に基づく第三者提供の場合

　本人から、保有個人データの利用の停止の請求を受け、法第３０条の要件

に該当する場合には、利用停止を行わなければなりません。

　※　詳細は下記ガイドライン参照

　

https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/2009_guidelines_tsus

oku/#a3-5-4

　なお、令和４年４月に施行予定の改正個人情報保護法では、法第30条５

項の要件を満たす次の１～３までのいずれかに該当する場合については、保有

個人データの利用の第三者提供の停止を行わなければならなくなりますので、留

意が必要です。

　（１）当該本人が識別される保有個人データを個人情報取扱事業者が利

用する必要がなくなった場合

　（２）当該本人が識別される保有個人データに係る法第22条の２第１項

本文に規定する事態が⽣じた場合

　（３）当該本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合

　参考：

https://www.ppc.go.jp/files/pdf/210802_guidelines01.pdf

B. オプトアウト手続きによる第三者提供（個情法23条2項に規定するオプトア

ウト届出制度に基づく第三者提供）の場合

(1)要配慮個人情報を含まない場合

関連医療機関への第三者提供に関し、その個人データ提供の停止を要望され

る方に対しては、第三者提供の停止に応じることが必要になります（個情報23

条２項４号）。

　個人データを第三者に提供するには、本人の同意を得ることが原則であるとこ

ろ、オプトアウト手続きによる第三者提供が認められているのは、事後的にでも本

人の意思を反映できる機会を設けるという最小限度の手続きをとることを条件と

しているためです。

その中でも、個人データの提供を停止する手続きは、個人データの第三者への提

供の制限を緩和するための必要不可欠な前提となる手続きであり、必要不可

欠な規定です。

(2)要配慮個人情報を含む場合

要配慮個人情報を含む場合にオプトアウト手続きは利用できません（個情法

23条2項括弧書き）。

要配慮個人情報においては、第17条第2項により取得の際に原則として本人

同意を得ることを義務付けられている趣旨（本人の意図しないところで要配慮

個人情報が取得され、本人が差別的な取扱いを受けることを防止しようとするも

の）に鑑みて、オプトアウトによる第三者提供はできないとするものであり、必要

不可欠な規定です。



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

厚⽣労働省

本事業に係る制度設計の詳細が必ずしも明らかではない部分があるものの、厚

⽣労働省としては、本事業による外国人の受入れが労働市場に与える影響や

本事業により受け入れる外国人の適切な雇用管理の実現について、今後精査

していく必要があると考えている。

なお、この回答は、本事業に関する規制等の根拠法令等として挙げられている

「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習⽣の保護に関する法律及び

その下位法令等」に関するものではない（提案主体に本事業の内容と当該法

令等との関連性はないと確認済み。）

本提案は、スーパーシティ内に限定した提案であ

ること、外国人雇用については、スーパーシティ開

発・運用にあたり、石垣市（沖縄県）内で確保

できない部分を対応するものであることから、労働

市場に与える影響は軽微であると考えます。また、

雇用管理についてはＳＣ都市機構内で外国人

雇用の際、労使間の調整・管理する組織を作る

予定であり、適切に管理できると考えており在留

資格及び技能試験等の緩和をお願いしたいと考

えております。

厚⽣労働省

本事業に係る制度設計の詳細が必ずしも明らかではない部分があるため、厚⽣

労働省としては、本事業による外国人の受入れが労働市場に与える影響や本

事業により受け入れる外国人の適切な雇用管理の実現について、より詳細な制

度設計等を踏まえたうえで精査していく必要があると考えている。

沖縄県石垣市 11

■炭素繊維を使った

道路床版の実証実験

  【現状〔PC鋼線〕→

未来都市〔PC炭素繊

維〕】

■国土強靭化の早期実現を促進する為、地球

温暖化による異常気象で持たされる今までに経

験のない豪雨災害から港湾や河川敷の防潮堤や

堤防などの防災基盤整備の強靭化、長寿命化、

迅速な工事を実現する新しい工法の普及を目指

す。

①塩害対策・防錆・軽量化・工期短縮を実現す

るCFRP床版

②CFRP床版普及の為の実証実験

③共同溝による無柱化

■約20年前より港湾施設の防潮堤の塩害対策

試験が国土交通省で実施されていた。しかし工事

コスト等の問題から今だその普及が実現していな

いの現状である。

ただ地球温暖化による未曽有の水害から国民を

守る為、早期の国土区強靭化を実施し、約半世

紀前の都市インフラ・防災施設再整備の実行が

望まれている。

■炭素繊維コンクリート工法はその一助となると

思われる。

その普及の障害である工事コストの廉価を目指す

為、汎用性ある工法やディテールの研究の実証実

験を行う。

■「道路構造令」等土木設計基準には鋼線を

使ったプレキャストコンクリート工法の仕様規定は

存在するも、炭素繊維を使った炭素繊維コンク

リート(CFRP）工法の仕様規定はいまだ認められ

ていない。

本法令整備と新工法への柔軟な規制緩和によ

り、本工法の普及を後押しし、工事コストの廉価

により、汎用性が高まると思われる。

■道路構造令（昭和四十五年政令

第三百二十号）第23条

■車道及び側帯の舗装の構造の基

準に関する省令（平成十三年国土

交通省令第百三号）

■舗装の構造に関する技術基準につ

いて（平成13年6月29日国土交通

省都市・地域整備局長・道路局長

通知）等の土木設計基準

■「道路構造令」等土木設計基準と炭素繊維を使った炭

素繊維コンクリート(CFRP）

工法の仕様規定との調整。

国土交通省

道路分野では、橋梁の床版などに活用可能な新材料の導入に必要となる技術

基準類の整備を迅速化するため、令和2年4月に新技術導入促進方針及び新

技術導入促進計画を策定しました。本計画において、高強度繊維補強コンク

リートを用いた床版技術について、求める性能、性能を確認する方法等の技術

基準の検討を進めているところです。

道路分野での活用可能な新材料の導入について

の施策を導入いただいたことに関しては前進と考え

ます。対象は新技術導入促進2)型と考えます

が、テーマの採択や採択後の実施へのスピード感

が不足していると思います。民間企業内で取得し

たデータの評価を国で検証することで第3者での評

価に代替できるなど時間軸を短くして導入への道

筋を補助頂きたい。この技術開発はプレストレスト

コンクリートの長寿命化において最大のリスクである

錆びによる劣化の危惧をなくする技術であり、少し

でも早く技術確立することで世界に対するイニシア

チブを握ることにもつながると考えます。

国土交通省

ご指摘の「新技術導入促進Ⅱ型」については、施工方法や⽣産性向上等に効

果が高いと期待される技術についてテーマ設定を行っております。高強度繊維補

強コンクリートを用いた床版技術については対象のテーマとなっておりません。

警察庁

　現行法上、運転者席に緊急時の必要な操作を行う者がいるなど「自動走行

システムに関する公道実証実験のためのガイドライン（平成28年５月）」に準

拠すれば、特段の許可や届出なしに公道実証実験が可能です。

　また、遠隔型自動運転システムの公道実証実験についても道路使用許可を

受けて実施可能であり、運転者が乗車しない形での実施も可能です。

　さらに、農道での実証実験の場合には、農道管理者が「一般交通の用に供し

ない」と判断した場合には、当該農道は道路交通法の適用を受けないため、この

場合、農道管理者が行う車両の通行の禁止又は制限等の措置の下、無人の

農業用ロボットの実証実験について自由な形で実施することが可能です。

なお、現在、2022年度頃に限定地域における遠隔監視のみの無人自動運転

移動サービスが実現される可能性があることを踏まえ、従来の「運転者」の存在を

必ずしも前提としない場合における交通ルールの在り方について、警察庁で検討

を進めているところです。

　以上の回答に関し、本提案に係る記載内容のみでは定かではない部分もある

ため、実施されたい走行の形態を 具体的に明らかにして個別に警察庁に御相

談ください。

国土交通省

道路運送車両法では、すでに自動運転レベル４に対応している。具体的には、

道路運送車両法第41条の通り、システムが、運転者に代わって「認知」・「予

測」・「判断」・「操作」を行う、レベル３・４の自動運行装置を保安基準の対象

装置に追加しており、道路運送車両の保安基準第48条において、当該装置の

保安基準を規定している。

沖縄県石垣市 10

■「石垣島・日本最

先端ビジネス技能訓

練校（仮称）」の新

設による海外人材の

就労支援〔多様な人

材の活躍推進〕

■スーパーシティの運用、発展に必要とされる人

材の確保

■日本語・英語・専門スキルの就業技能と日本

の規律・礼節・道徳・文化を習得

■石垣島を特区ビザとした大胆な改革

■地域内の消費向上

■地域内の税収向上

■国際化

■職種の制限

⇒職種が決められており、必要に応じて柔軟に対

応することが難しい

■在留年数の制限

⇒3年ないし5年の制限

■家族帯同

⇒現状は不可であり、優秀な人材でも帰国してし

まう

○特定技能制度は、政府基本方針において、「人手不足が深刻であり、当該

分野の存続・発展のために外国人の受入れが必要であることを有効求人倍率、

雇用動向調査その他の公的統計又は業界団体を通じた所属企業への調査等

の客観的な指標等により具体的に示す」こととされています。ここにいう客観的な

指標については、我が国全体の人手不足状況を示す指標であり、当該指標を

もって人手不足とされた特定産業分野は、全国一律で人手が不足していると評

価されています。

○これを前提として、全国一律の政策として特定産業分野において外国人材の

受入れを行っていることから、特定の地域のみで特別な取扱いをすることは制度

の趣旨に鑑み困難です。

○また、特定技能１号は、相当程度の知識又は経験を必要とする技能が求め

られるところ、これら技能についても、上述した制度の趣旨に鑑み、全国統一の

試験によって一律に確認できることが保証されることが前提です。よって、特定の

地域のみで実施される試験をもって技能水準を確認することは制度上想定され

ておりません。

法務省

○　特定技能１号外国人における家族の帯同については，特定技能１号外

国人が在留期間を通算５年として帰国を前提とした在留資格であり，在留期

間に上限のある他の在留資格（技能実習等）と同様にその家族に対して在留

資格「家族滞在」を付与しないこととしています。また，特定技能１号外国人の

方に対しては，我が国で安定的に在留活動を行うことができるようにするため，

その⽣活環境を確保するための各種支援を行う必要があるところ，このような外

国人の家族を併せて受け入れることとした場合，その家族に対する支援も行う

必要があり，その点については，幅広い観点から国民的なコンセンサスを得る必

要があるため，現時点で，家族帯同を認めることは困難です。

　　一方で，「特定技能２号」に在留資格変更した場合，一定の要件の下で

家族帯同が認められます。

○　特定技能１号外国人の在留期間は，出入国管理及び難民認定法施行

規則（昭和56年法務省令第54号）で定める在留期間の上限が５年である

こと，技能実習等他の制度で認められている通算の在留期間の上限を参考と

するなどして，５年としたものであるところ，現時点において，御指摘の内容に

ついて具体的に検討を行っている状況にありません。

　　一方で，「特定技能２号」に在留資格変更することにより，５年を超えて

在留していただくことが可能です。

○　特定技能外国人の受入れは，技能実習の対象職種に限らず，⽣産性

向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な

状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野

（現時点で１４分野：介護業，ビルクリーニング業，素形材産業，産業機

械製造業，電気・電⼦情報関連産業，建設業，造船･舶用工業，自動車

整備業，航空業，宿泊業，農業，漁業，飲食料品製造業，外食業）に

おいて行われます。

　特定技能の分野追加に当たっては，分野を所管する行政機関において，⽣

産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお，当該分野の存続・発

展のために外国人の受入れが必要であることを具体的に示し，法務省等の制

度関係機関において検討を行うこととなります。分野を所管する行政機関から申

入れがあれば，関係機関と協議し，十分な検討を行ってまいります。

○　法令上，（１号）特定技能外国人は，相当程度の知識又は経験を必

要とする技能を要する業務に従事することが求められますが，同一産業分野内

であっても，必要とされる技能が異なる業務が複数存在し得る分野があります。

　そのような場合，「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方

針」（平成３０年１２月２５日閣議決定）においては，分野内に更に「業

務区分」という区分けを設け，必要とされる技能の範囲を画するとともに，当該

業務区分に対応する試験等により必要な技能水準を確認することとしていま

す。

　このような理由から，業務区分を超えて一律に自由に業務に従事することがで

きるようにすることは困難ですが，他の業務区分に係る試験等に合格した場合

には，当該業務区分に係る業務に従事することは可能です。

一定の活動可能な（一定期間日本在留）人

材、受入外国人労働者教育施設（日本語や

⽣活習慣等）整備、スーパーシティ内限定在住

とし家族帯同可能とします。在留資格5年の更な

る延長は、開発後の運用段階（宿泊や介護、

農業等）、インセンティブ（家族帯同・在留期間

緩和）付与でより良い人材を確保。特定技能の

新たな産業分野は追加せず、開発後の主な就

労は介護・宿泊・農業分野等。業務区分を超え

る作業は、特に建設分野は様々な業務区分

（簡易～一定技術）があり、これらに従事すべく

技能実習はＳＣ都市機構が技能試験を実施し

高水準を保ち多様な就労を実現。開発後建設

業以外の就労は各分野の特定技能試験合格後

移行とします。

法務省

沖縄県石垣市 13

■農業・流通の6次産

業化

〔農水産物の海外輸

出を促進〕

■一般企業による農地取得条件の緩和。

■農業関連の作業に完全無人の耕作機械、収

穫ロボットの活用。

■植物工場など新しい農業のあり方を農地取得

と同様の対応へ。

■大規模農業の実現

■大企業の農業への参入促進

■農業就労人口拡大による増収効果

■地域内の雇用促進

■農業就労人口減少の補完

■植物工場などにおいての完全無人栽培

■農業⽣産性の向上

企業による新規参入の促進

■完全無人の自動運転を実現するにはレベル４

以上が必要であり、現時点では様々な制約から

無人機械（ロボット）の活用は難しい。

■農地を所有するには、農地所有適格法人であ

ることが要件であり、特に農業以外の事業が1/2

以下でなければならないため、一般企業が新規参

入するにはハードルが高い。

■自動運転に関連する各種法令等

（道路運送車両法（昭和二十六年

法律第百八十五号）・道路交通法

（昭和三十五年法律第百五号）

等）

（※農地法（昭和二十七年法律第

二百二十九号））

■本地域内限定でのレベル４以上の水準の対応を可能

へ。

（実証実験も含み）

（※農地所有適格法人の要件緩和については既存の国家

戦略特区における規制の特例措置の活用を想定）

■外国人の技能実習の適正な実施

及び技能実習⽣の保護に関する法

律（平成二十八年法律第八十九

号）及びその下位法令等

■出入国管理及び難民認定法（昭

和二十六年政令第三百十九号）及

びその下位法令等

■同地域の作業に従事かつ地域内在住の場合

・職種制限の撤廃もしくは緩和

⇒必要に応じた作業が可能になる。・在留年数の撤廃

⇒優秀な人材確保可能・家族帯同許可。

⇒優秀な人材確保、定住が可能になる。



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経

済的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

沖縄県石垣市 16

■IMGの日本版〔ス

ポーツパーク〕と教育改

革

〔未来都市のグローバ

ル・国際競争力を高め

るための手法にスポー

ツを活用〕

■世界屈指の米国ＩＭＧの日本版【スポーツ

パーク】をスパーシティ構想で展開する。

①スポーツ教育機関〔中高一貫進学校〕のイン

ターナショナルスクール　

　

②短期スポーツ留学・短期キャンプのスポーツアカ

デミー

③外国人就労者の門戸を広げるホテル・介護支

援養成学校の併設

④大胆な教育改革

■日本版IMGにより、スポーツを機軸とした英語

教育環境により、国内留学や東南アジア諸国か

らの日本留学を支援及びホテル・介護支援の外

国人就労者の育成支援。

■学校教育法:インターナショナル中高一貫校の

一条項の認定（※日本国内ではスポーツ教育カ

リキュラムのインターナショナルスクールが一条校とし

て認可された前例がない。）。

■学校教育法施行規則:

①就学期間を9月入学～6月卒業への変更。

②学習指導要領等に基づく中で、本校独自のカ

リキュラム編成の幅広い認可。

■学校教育法（昭和二十二年法律

第二十六号）：第１条

■学校教育法施行規則（昭和二十

二年文部省令第十一号）：第59

条、第79条、第104条等

■学校教育法：日本初のスポーツ教育カリキュラムのイン

ターナショナルスクール一条校として認可〔大学受験資格の

取得〕

■学校教育法施行規則：

①就学期間4月入学、3月卒業の定めを全校9月入学、6

月卒業に変更。

②教育課程・学習指導要領の中でカリキュラムマネジメント

に本校の独自性の認可。例えば、国内外の本校以外の指

導者からのリモート授業、英語環境の中でのスポーツ授業と

英語授業の同時限のカリキュラム取得、SDGsを題材にした

文理芸融合のカリキュラム編成の認可。

文部科学省

（インターナショナルスクールの一条校認定及び独自のカリキュラム編成につい

て）

「インターナショナル中高一貫校の一条校の認定」及び「学習指導要領等に基

づく中で、本校独自のカリキュラム編成」の示すところが明らかではないため、現時

点で明確な回答は難しいですが、独自のカリキュラム編成については、現行制度

でも既に、

・学習指導要領において示している内容に関する事項は全て取り扱わなければ

ならないとした上で、学校において特に必要がある場合は、児童⽣徒の学習状

況に応じ、学習指導要領に示していない内容を加えて指導すること

・教育課程特例校制度を活用し、要件を満たした上で、例えば、ある教科等の

授業時数を削減して新教科等を創設するなど、特別の教育課程を編成するこ

と

が可能となっているところ、まずは本提案の実現に向けて、現行制度において実

施不可能又は困難となっている事柄及びその理由について、お伺いさせていただ

きたいと思います。

（９月入学について）

「秋季入学」は、社会全体に影響を及ぼすものであり、就学前の⼦供に与える

影響や保護者の理解、学校や市町村など現場の負担、在学期間が延びること

への懸念など様々な課題があることを踏まえ、制度として直ちに導入することは想

定しておりませんが、継続して検討していくべき課題と認識しております。

本アカデミーはアジア・オセアニア諸国からの留学

⽣50％、日本国内からの学⽣50%の人員構成

を目指す。そのために、現行の学校教育法に定め

られる学期制を適用せず、海外からの学⽣が留

学しやすい9月入学とする必要がある。留学⽣

の、卒業後の進路として最も希望が多いのが、米

国の大学と思われるので、現行の学習指導要領

に準拠しない、米国大学進学用の学習カリキュラ

ムを主体とし、日本人⽣徒については、日本及

び、米国の大学への進学希望が考えられるため、

同カリキュラム履修者に日本の一条校と同等の卒

業資格を付与。

文部科学省

（９月入学について）

「秋季入学」は、社会全体に影響を及ぼすものであり、就学前の⼦供に与える

影響や保護者の理解、学校や市町村など現場の負担、在学期間が延びること

への懸念など様々な課題があることを踏まえ、制度として直ちに導入することは想

定しておりませんが、継続して検討していくべき課題と認識しております。

なお、公立の学校の学期は、市町村の設置する学校にあっては当該市町村の

教育委員会が定めることとされております（学校教育法施行令第29条第１

項）。 

（教育課程について）

学校教育法第１条に定める学校は、同法に定める日本の教育課程による必

要があります。

また、教育課程特例校制度において、学習指導要領において示している内容に

関する事項は全て取り扱うことなどの要件を満たした上で、学校や地域の実態に

照らし、特別の教育課程を編成することが可能となっております。例えば、米国の

カリキュラムを学習指導要領上の教科等として読み替えて取り扱いたい場合、本

制度に申請いただくことなどが考えられます。
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■災害から命を救うデ

ジタル防災サービス

〔マイ・ハザード〕

■有事の際の位置情報利用に関する事前オプト

インにより、パーソナライズされた総合防災サービス

を提供。家族情報・日頃の行動情報(通勤ルート

等)との連携を図り、高齢者、小学⽣の見守り機

能、避難行動要支援者の安否確認など、各市

民の活動状況に即した防災・避難情報の提供を

実現。（事前オプトイン範囲に基づき、複数地域

間での防災・医療・介護情報の連携を図る）

■住民以外の旅行者等が被災した場合や市民

が他地域への旅行中に被災した場合にも、病歴

や服薬、健康面など配慮が必要な要配慮者であ

ることなど、位置情報と併せて個人の事前オプトイ

ン範囲に基づき、防災・医療・介護情報を連携す

ることで、最適な避難行動を、全ての滞在者に対

して支援可能となる自治体における被災者台帳

の整備対応や避難行動要支援者名簿の地域間

連携にかかる行政コストの増大抑制及び削減効

果が見込める。

■行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律（平成二十五年

法律第二十七号）に以下の記載がある。

「第9条第2項　地方公共団体の長その他の執

行機関は、福祉、保健若しくは医療その他の社

会保障、地方税又は防災に関する事務その他こ

れらに類する事務であって条例で定めるものの処

理に関して保有する特定個人情報ファイルにおい

て個人情報を効率的に検索し、及び管理するた

めに必要な限度で個人番号を利用することができ

る。」

有事の際の位置情報と個人番号に紐づく防災・

医療・介護情報の地域間連携まで規制緩和が

必要。

■行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する

法律（平成二十五年法律第二十七

号）：第9条第2項

■事前オプトインに基づき、有事の際の位置情報と個人番

号、病歴や服薬、健康面など配慮が必要な要配慮者であ

ることなど、本人同意の範囲内で防災・医療・介護情報の

地域間連携を可能とする。

内閣府

個人情報保護法が本人同意を根拠とする個人情報の第三者提供を認める一

方、特定個人情報の場合は、本人であってもマイナンバー法第19条各号が特

に認める場合を除き、第三者提供が禁止されている。

これは、「個人番号は、悉皆性、唯一無二性、視認性を有し、「民－民－官」

で流通するものであるため、より厳格に第三者提供を制限しなければ、不正な

データマッチングが行われる蓋然性が高い」からとされる。

マイナンバー法第19条16号は、こうした考え方に基づき、「人の⽣命、身体又は

財産の保護のために必要がある場合において、本人の同意があり、又は本人の

同意を得ることが困難であるとき」について、特定個人情報の第三者提供を認め

る旨が規定されており、有事の際の特定個人情報の第三者提供を、事前のオプ

トインに基づき認めることは困難である。

コロナ禍における災害時の避難について、健康面

で特に配慮を要する方は、命の危険にさらされるリ

スクが高まる。

旅行者等の住民以外の方々が被災する可能性

もあることから、必ずしも避難者の全情報を事前に

整理しておくことは困難であり、災害を含む緊急時

においてマイナンバーを活用して種々の情報を紐

づけて最適な防災・減災活動を行うことは個人

側・行政（救助）側双方にとって望ましいことで

あり、そのために事前にマイナンバー及びマイナン

バーに紐づく情報を共有しておき、”いざというとき

にだけ活用する事前のオプトイン”を行うことは、公

共の福祉の増進に資すると考えている。

デジタル庁

マイナンバー法第９条第２項により、「地方公共団体の長その他の執行機関

は、福祉、保健若しくは医療その他の社会保障、地方税又は防災に関する事

務その他これらに類する事務であって条例で定めるものの処理に関して保有する

特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するため

に必要な限度で個人番号を利用することができる。」とされている。

また、同法第19条第16号は、「人の⽣命、身体又は財産の保護のために必要

がある場合において、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であ

るとき」について特定個人情報の提供を認める旨が規定されている。

ご提案の実現に当たっては、これらの規定の活用を検討いただきたい。

ご提案のあった緑被率の規定や散水設備等の消火利用については、建築基準

法第21条２項が目的とする周囲への危険防止の効果が現時点で明らかでは

ないため、技術的に安全性を有するか、慎重に検証する必要があります。

現行法令では、耐火性能検証法を活用することで建築基準法第21条第２項

への適合が可能となるほか、内装制限については、避難安全検証法（R2年度

に拡充）を活用することで適用除外とすることが可能です。

また、建築基準法第38条に基づき、国土交通大⾂が法第21条２項に適合す

るものと同等以上の効力があると認める場合においては特殊の構造方法又は建

築材料を活用することができるため、ご参考ください。

なお、建築基準法第21条第２項は、在館者の避難安全性の担保を目的とし

た規定ではない旨ご留意ください。

■建築基準法（昭和二十五年法律

第二百一号）：第21条

■建築基準法施行令（昭和二十五

年政令第三百三十八号）：第49

条

等

■一定の要件を元に3,000㎡の基準の緩和（例5,000

㎡）
国土交通省

建築物の防火・避難規定は、国民の⽣命、財産の保護を図る観点から、在館

者の避難安全性はもちろんのこと、火災による倒壊、建築物の内部での延焼や

建築物の外部への延焼を抑制することを目的としています。

建築基準法第21条第2項については、平成26年の法改正により、延べ面積

3,000㎡を超える木造建築物等については、壁や柱などの主要構造部を耐火

構造とする以外に、床面積3,000㎡ごとに壁等による区画をする設計法も可能

としております。

現在3,000㎡を超える木造建築物はＨ26年の

法第21条第2項改正による「壁等」を用いた設計

手法やＳ26年の住防発第14号「みなし別棟」を

用いた設計手法等があり、またＨ30年の法21条

第1項改正等など近年木造建築の設計手法の

採用は増加しています。一方、「壁等」や「みなし

別棟」を設けることにより、プラン制限、デザイン自

由度、コスト増加等の要因が木造採用のネックと

もなっております。本提案は、面積緩和条件として

ICT活用による避難ソリューションに加え、延焼防

止対策としての外壁緑被対策（灌水・散水設備

を消化にも利用）を行うこととし、これらによって環

境価値の高い木造建築の拡大に取組みたいと考

えています。
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■環境木化都市の実

現に向けた規制緩和

■『避難計画や防災訓練などのソフト面でのソ

リューション』や『ＩＣＴを活用した安全システムの

構築』による耐火上の制限の規制緩和を受け、

木の現しを体感できる大規模木造建築の実現と

検証。

■グローバルな気候変動や⽣態系の変化などのリ

スクに対し、過酷な環境下での木造建築の可能

性を検証。

■木造建物の高耐久化や適切な維持管理など

の定期的なモニタリングを通じ、新たな『亜熱帯型

木造建築モデル』の開発。

■木造建築エリアの拡大（亜熱帯地方）による

木材利用促進。

■3,000㎡を超える大型木造建築の拡大による

木材利用促進。

■木の効能のエビデンス取得。

■木材利用推進による低炭素社会の実現。

■木材利用推進による森林資源の循環、国土

保全、水源の寛容。

■国土交通省：建築基準法

■建築基準法の一部を改正する法律（平成30

年法律第67号）より抜粋

※平成30年9月25日から令和2年4月1日と段

階的に施行

・木造建築物等である特殊建築物の外壁等に関

する規制の廃止（第24条関係）

・木造建築物等の耐火性能に係る制限の合理

化（第21条第1項関係）

・大規模建築物の区画に関する規制の合理化

（第26条及び第36条関係）

・耐火建築物等としなければならない特殊建築物

の対象の合理化（第27条第1項関係）

・長屋又は共同住宅の各戸の界壁に関する規制

の合理化（第30条関係）

・防火地域及び準防火地域内の建築物に関す

る規制の合理化（第61条関係）

・延焼防止性能を有する建築物に関する建蔽率

規制の合理化

・「延焼のおそれのある部分」の定義の見直し（第

2条第六号関係）

・吹抜き等の空間を設けた場合における防火区

画（面積区画）（令第112条第1項関係）

・特殊建築物等の内装制限（令第128 条の5

第7項関係）

・避難安全検証法（令第129条及び第129条

の2関係）


